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990 令和3年3月24日 令和3年4月16日

収録動画配信型オ
ンライン授業の普及
による一斉教育から
の脱却

国語、数学、物理、化学、社会等の
科目については、録画された動画
講座を用意しておき、生徒が自分
のペースで自習できる環境を整え
る。こうすることで一斉教育で生じて
しまう落ちこぼれや浮きこぼれを防
ぎ、一人一人が自分の能力に合っ
た授業を受けられる教育制度に改
善する。
余剰教員の削減により、最大で年5
兆円の予算をカットすることが可
能。

<現状の問題点>
現行の一斉教育制度では個々人のレベルにあった授業の提供が出来ない。
特に小中学においては学力にばらつきがあり落ちこぼれや浮きこぼれの問題
が生じている
<解決策>
・小中高校で習う科目は、体育、音楽、美術、道徳、グループディスカッション等
の授業をメインにする
・国語、数学、物理、化学、社会等の科目については、録画された動画講座を
用意しておき、生徒が自分のペースで自習できる環境を整える。この動画は
ネットで誰でも自由に見られるようにしておく。学校でも自習室で視聴できる環
境を整備する
・動画で講師を務めるのは、全国の小中高校の先生等の中で最も評判の良い
人のものを使う
・定期テストで一定水準の点数を取った生徒は、この動画による自習ができる
・定期テストで一定水準に満たなかった生徒は、学校の先生の授業を受けるこ
とを義務付ける
・一定水準の点数を取った生徒も、学校の先生の授業を受ける選択を取れる
<メリット>
・自分のレベルにあった授業を受けられるため、効率的且つ効果的に学習が可
能
・多くの授業を収録動画に代替できるため、教員の削減が可能。各教科の教員
が他の学年も担当できるようになるため、概ね半分～2/3の教員を削減するこ
とが出来る
・最大で年5兆円のコスト削減が期待される(1学年100万人×12学年÷40人ク
ラス×5教科×年収500万円×2/3(教師が3学年を担当))
本提案は、私が管理している以下のサイトにて詳細を説明しています
理想的な教育制度とは？
http://build-better-world.com/education/20160813130437.html

全国生命
保険労働
組合連合
会（生保労
連）

文部科学省

学校教育においては、GIGAスクール構想により整備されるICT環境を活かし、各学校
における創意工夫の下、児童生徒等の発達の段階に応じて、オンライン教育を有効に
活用することによって、教師等が児童生徒等に寄り添い、質の高い教育が行われるこ
とが重要であり、教育現場におけるオンライン教育の活用について、取組を進めている
ところです。
一方で、こうした取組を進めるに当たっては、学校がこれからの社会でさらに必要性が
増す社会性や人間力を身に付ける場でもあり、児童生徒等の安全性を確保しつつ、そ
れに必要なきめ細かい指導を行うため、児童生徒等と教師等、児童生徒等同士が直
接触れ合うことが基本であること、教育現場のICT 化は教師数の合理化を目的として
行われるものではないことも併せて踏まえる必要があります。

なし 対応

教師が、オンラインを活用した授業を行うに当たって、同時双方向、オンデマンド動画、
デジタル教材等をハイブリッドに活用し、学校現場での児童生徒等の状況に応じ、より
質の高い教育を行うために最適な対応が取れるよう、具体的には、学習の遅れの見ら
れる児童生徒にはより重点的に指導を行ったり、学習進度の早い児童生徒には主体
的に発展的な学習に取り組む機会を提供したりするなど、オンラインを活用した授業の
好事例を示すなど、学校現場の創意工夫が可能となるようにします。
また、各学校がその地域における強みを活かすとともに、オンラインを活用して国内外
の社会的・文化的な教育資源を十分に活用した教育を展開できるよう、全国どの地域
に住んでいても、充実した学習コンテンツを活用できる環境整備に取り組みます。

991 令和3年3月24日 令和3年7月7日 雇用保険について
今の制度では失業した際にやらなく
てはいけない手続きが多いと思い
ます

まず勤めていた会社から離職票が届くのに時間がかかります。
商工会議所やハローワークを経由しての発送になるので、決められてい
るような10日以内に届くことはまずないです。
そして健康保険や年金の手続きはハローワークではなく区役所に行か
なくてはいけません。これもただ行けば良いだけではなく、14日以内に必
要書類を揃えてからでなくてはいけません。
これらの手続きを終わらせて、ハローワークの待機期間を待ちようやく
転職活動に取りかかれます。この期間は無駄であると思います。
幸い転職が上手く行っても就職前後にハローワークへ申請しなくてはい
けないこともあり、様々な仕事や用意の合間をぬって時間を作らねばな
りません。
自宅でインターネットを使い簡略化できるところはしてもらえると転職する
のにもハードルが下がるのではないかと思います。

個人 厚生労働省

離職票の交付は、当該被保険者でなくなった方が当該離職の際雇用されていた事業
主を通じて行うことができることとなっております。
国民健康保険については、市町村の判断で手続をオンライン化することが可能となっ
ております。

雇用保険法施行規
則第１７条第２項

現行制度下
で対応可能

離職票は会社から提出された離職証明書を元につくられますが、手元に離職票が届い
ていなくても、仮の受給資格決定の手続を行うことができる場合がございますので、詳
細は本人住居所地を管轄するハローワークにてご相談ください（なお、離職票が届き次
第、管轄ハローワークへの提出が必要となります。）。
その際には給付に必要な離職前の平均賃金の算出などが必要ですが、賃金支払月が
離職日より後であるケースなど必要な手続が完了するまでに時間を要する場合があり
ます。
また、転職活動については待機期間に行えないものではありません。
なお、国民年金加入の手続は離職票でなくとも退職年月日のわかるものがあれば手続
ができます。
現在、電子申請による手続の利便性向上に向け取り組んでいるところであり、引き続き
取り組んで参ります。
国民健康保険については、市町村の判断で手続をオンライン化することが可能となっ
ております。

992 令和3年3月24日 令和3年4月16日

マイナンバーカード
を使ったコンビニエ
ンスストアでの住民
票

マイナンバーカードを用いることに
よって、コンビニエンスストア等のマ
ルチプリント機で住民票を取ること
ができるとされているが、市町村に
よって住民票を取ることができる市
町村もあるが取ることができないた
め市役所等に行って交付をしてもら
わないといけないのを統一化してほ
しい。

仕事の休みが休日しかない場合などにすぐ欲しいときに市役所等が閉
館してるため。
市役所などが遠方のため取りに行くために移動時間の削減島ができる
のではないかと考えたため。

個人
総務省
財務省

番号84の回答をご参照ください。
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993 令和3年3月24日 令和3年4月16日
警備員検定合格証
明書の運用見直し
について

警備員検定合格証明書は都道府
県公安委員会が発行しているが、
運転免許証同様に全国統一の様
式とすること、また、住所地の変更
届等における合格者の利便性の向
上を求めます。

警備員検定合格証明書は運転免許証と同様に、顔写真付き身分証明
証としての権能を有しているものの、行政機関や金融機関においてもあ
まり認知されていません。
これは知名度の低さのみならず、合格証明書の様式があまりにも質素
であり、ラミネートされただけのものだからと考えられます。
運転免許証や健康保険証と同様にプラスチック製カードに切り替えるこ
とで、偽造の困難性を高め、信用度も向上するものと考えます。
なお、東京都においては既にプラスチック製カードが採用されており、技
術的に困難であることは無いと思われます。
また、業務に従事する際に携帯が義務付けられていることからも、プラ
スチック製カード並みの強度は必要不可欠です。
さらに言えば、検定は６種に区分されていることから、危険物取扱者の
免状や運転免許証のように、１枚のカードに複数の検定合格種別が記
載されることが、より理想と思われます。
次に利便性向上についてですが、合格証明書を申請した警察署でない
と変更の届出が受理されない時代錯誤的な規則についてです。
今や警備会社でも県外や全国への転勤はあり得ます。
しかしながら、住所変更をしないと違反になるにも関わらず、転勤先での
住所変更の届出は認められず、住民票登載後に再び戻らなければなり
ません。
コロナ禍において再び県外移動の自粛も求められる中、また、オンライ
ン等による手続きが主流となる中、あまりにも国民に不利益をもたらす
規則ですので早急な改正をお願いしたく存じます。

健康保険
組合連合
会

警察庁

合格証明書の様式については、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公
安委員会規則第20号。以下「規則」という。）第13条に規定されているものの、合格証
明書の材質や保護ケース等についての規定はなく、各都道府県公安委員会の実情に
応じて対応しています。

合格証明書の交付申請書（規則別記様式第７号）には、交付を受けようとする警備業
務の種別（６種別）、合格証明書の交付を受けようとする検定の区分（１級又は２級）の
記載を求めており、これまでに交付を受けた合格証明書の内容の記載を求めていない
ことから、種別、区分ごとに合格証明書を交付しています。

合格証明書の交付申請については、規則第14条第１項において、交付を受けようと
する者の住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所
在地を管轄する都道府県公安委員会にすることとされています。

書換えの申請については規則第15条第１項において、再交付の申請については規
則第15条第３項において、いずれも合格証明書の交付を受けた都道府県公安委員会
に申請することとされています。

警備員等の検定等に
関する規則（平成17
年国家公安委員会
規則第20号）第13
条、別記様式第６
号、第14条第１項及
び第15条第１項

検討を予定

合格証明書の材質については、紙を想定して申請手数料を積算した上、警備業法施
行令（昭和57年政令第308号）においてその標準額を示しているところ、都道府県警察
においてはそれぞれの事情に応じて、プラスチックを材質としている場合もあるものと
承知しております。

合格証明書の記載内容に関しては、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国
家公安委員会規則第20号）改正について検討する予定です。

994 令和3年3月24日 令和3年4月16日
給与支払報告書に
ついて

給与支払報告書の送付いりませ
ん。必要なことはメールで連絡くだ
さい。封筒や申告書のサイズは揃
えてください。
各自治体でやらずどこかで一括して
ください。

年始に会社から各自治体に提出する給与支払報告書について
会社に申告用紙が大量に毎年送付されてくる。
紙の無駄、郵送料の無駄、そして各自治体でフォーマットが異なる。封筒
のサイズもバラバラ。
しかもこれ、各自治体でやる必要あるんですか？
どこか作業センターで一括して、そこから各自治体に情報連携をすれば
いいんじゃないですか？
横浜市は作業センターがあるみたいですが。。、

健康保険
組合連合
会

総務省

給与支払報告書の提出はすでにeLTAXを通じて統一的なフォーマットにより電子的に
行うことが可能です。
小規模な特別徴収義務者においては、いまだ給与支払報告書の電子的提出に対応し
ていない場合も多いことから、一部の市区町村においては、特別徴収義務者の利便性
を鑑み、あらかじめ紙の様式を送付している例があるものと承知しています。

地方税法、地方税法
施行規則

現行制度下
で対応可能

給与支払報告に係る手続については、すでにeLTAXを利用することで複数の市区町村
に提出する場合であってもオンラインで手続が完結する仕組みが整っています。

995 令和3年3月24日 令和3年6月16日
J-debitの押印手続
き

キャッシュカードで直接支払いでき
るJ-debitについて、利用開始時に
印鑑レス口座でも押印が必要とな
るのは不合理
金融庁がガイドラインなどで金融機
関に不要な旨周知すべきではない
か

押印廃止による、店頭手続きの合理化。ひいてはデジタル社会の実現
に寄与。

個人 金融庁
デビットカード機能付きのキャッシュカードに係る手続に押印を求める銀行法等による

規制はありません。
なし その他

デビットカード機能付きのキャッシュカードに係る手続における押印については、「制
度の現状」欄の通り、法令等の規制によるものではなく、各金融機関の経営判断によ
るものとなっております。

一方で、金融分野における手続の電子化を促すために設置した「金融業界における
書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」においても、例えば、全国銀行協会が
書面・押印・対面手続の見直しに取り組む旨を発表しているところ、金融庁としてもこう
した金融機関における書面・押印・対面手続の見直しが進むよう促してまいります。

996 令和3年3月24日 令和4年9月15日
許認可申請時の診
断書の添付規定の
撤廃

各種許認可申請の際、「『心身の障
害により業務を適正に行うことがで
きない者』及び『麻薬、大麻、あへん
又は覚醒剤の中毒者』に該当しな
い旨の医師の診断書」の添付を求
める規定を撤廃し、必要に応じて当
該事項を疎明する書類の添付に代
えることを提案します。

警備業法、医薬品医療機器等法など、数多くの許認可に係る法令にお
いて、当該許認可申請の際、「心身の障害により業務を適正に行うこと
ができない者」及び「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」に該当し
ない旨の医師の診断書の添付を求めています。
これらの事項は精神科専門医が時間をかけて診察をしない限り診断を
下すことは困難であると考えられますが、実態としては、当該診断書は
診療科を問わず、短時間の診察により作成されており、実効性のないも
のとなっていると考えます。
このような実効性のない書類の添付を求めることは、申請者に無駄な労
力と費用負担を求めるものであり、また、医療機関のリソースを浪費す
るものであることから、当該規制は撤廃することが適当と考えます。

個人
警察庁
厚生労働省

【警察庁】
警備業法（昭和47年法律第117号）第５条第１項において、「認定を受けようとする者

は、・・・内閣府令で定める書類を添付しなければならない。」とされており、警備業法施
行規則（平成17年国家公安員会規則第20号）第４条第１項第１号ニにおいて、アルコー
ル、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨の医師の診断書が、同
号ホにおいて、精神機能の障害に関する医師の診断書が規定されています。

認定を受けようとする者から認定申請書とともに添付書類としてこれらの診断書の提
出を受けた都道府県公安委員会は、当該診断書を含む書類を精査、審査することに
よって、警備業から欠格事由に該当する者の排除を図っています。

【厚生労働省】
業許可の申請時において、申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大
麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を申請書に
原則添付させることとしています。

【警察庁】
警備業法（昭和47年
法律第117号）第５条
第１項並びに第３条
第1項第６号及び第７
号

警備業法施行規則
（平成17年国家公安
員会規則第20号）第
４条第１項第１号ニ
及びホ

【厚生労働省】
医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則
（昭和36年厚生省令
第１号）第１条第５項
第９号、第19条第２
項第２号等

【警察庁】
対応不可

【厚生労働
省】対応

【警察庁】
警備業務は、他人の生命、身体及び財産を守るという業務に直接携わるものであり、

そのため適時適切な判断力、責任感等が要求され、また、業務の性質上、他人の権
利、自由を侵害するおそれのある場面に遭遇する機会も多くあります。

一般的に、判断力、自制力に欠けるところがあったり、さらには他人の生命、身体又
は財産を侵害するおそれがあるような者には、警備業法の目的とする適正な警備業務
の管理・運営は期待し得ません。

これらの者に該当しないかを判断する必要から、医師の診断書を求めることとしてい
ます。

【厚生労働省】
平時の企業活動における事務負担については、可能な範囲で軽減することを検討す
べきところ、医薬品医療機器等法施行規則においては、令和３年８月１日から、原則診
断書の添付を不要とした上で、申請書上で「精神の機能の障害により」「業務を適正に
行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」及び
「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」に該当しない旨を確認することとし、申請
者が「精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意
思疎通を適切に行うことができないおそれがある者」である場合に限って、診断書の添
付をお願いすることとしました。他の手続においても、申請者の負担が軽減されるよう、
対応を検討していきます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

997 令和3年3月24日 令和3年4月16日
各種障害者手帳の
廃止

私は身体障害者手帳とマイナン
バーカードの両方を所有していま
す。つまり、2枚の身分証明書を保
有していることになります。
昨今、将来的に自動車運転免許証
をマイナンバーカードに統合させる
といった検討を政府で行っていくと
いう報道を見ました。私としては、運
転免許証に続いて身体障害者手帳
と各種障害者手帳をマイナンバー
カードに統合させて欲しいなと考え
ています。

最も大きな効果は、コストの削減・手続きの簡略化になるかと思っていま
す。現在、身体障害者手帳は更新する人と更新しない人に分かれます。
更新しない人は永久に保持し続けますが、更新する人は何度も何度も
更新する必要に追われるのではないかと思います。愛護手帳及び精神
保健福祉手帳についても同様かと思われます。更新に関わる手続きを
一生涯何度も何度も行う必要がなくなるのはマイナンバーカードにする
上での非常に大きなメリットであるのではないかと思います。同時に、マ
イナンバーカードを書き換えるだけで済むため、更新に関わるコストも大
きく変わるのではないかと考えています。さらには、全国各地で手帳の
書き換えが可能になり、行政コストの減少及び自治体間でのシステムの
一本化が図れると思います。現在、身体障害者手帳は厚生労働省の通
達によりカード型手帳が発行できるようになっています。ですが、厚生労
働省の目論見は大きく外れ、多くの自治体でいまだに紙の手帳しか発行
できないとされています。私の住む青森市でも紙の手帳しか発行されて
いません。カード型手帳は、一説によれば自治体側が導入に関して躊躇
していると言われています。躊躇している要因としては、マイナンバー
カードに将来的に統合される可能性が高いと自治体は踏んでいることが
指摘されています。

個人
厚生労働省
総務省

番号112の回答をご参照ください

998 令和3年3月24日 令和3年4月16日
ふるさと納税ワンス
テップ申請の簡単化

?ワンステップ申請時の申請者の捺
印廃止
?ワンステップ申請のインターネット
申請化

行政側でのメリットはさほどメリットはない可能性があるが、ワンストップ
申請書の申請者捺印は不要だと考えられる。サインで代替可能であり、
現状行政で進めているハンコ廃止活動と同様にやめて頂きたいと思う。
これによりさらにふるさと納税が活性化する可能性がある。
さらに現在ワンステップ申請は紙で実施しているが、インターネットシス
テムが完成すればそちらで申請した方が便利である。
これによりさらにふるさと納税利用者が多くなることが想定されるのと、
行政の紙利用が減ることが想定されるためコスト削減にもつながる。

日本行政
書士会連
合会

総務省

ふるさと納税に係るワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記載
するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

また、申請特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請
書を含めた令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類は、原則として、提出者の
押印を廃止するよう法令改正が行われております。

・地方税法附則第７条第１
項及び第８項
・地方税法附則第７条第４
項及び第11項
・情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律第６条第１項
・総務省関係法令に係る
情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律施行規則第４条第１項
及び第２項
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第１６条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行令第１２条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行規則第３条
・地方税法施行規則等の
一部を改正する省令（令和
3年総務省令第34号）

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続については、書面によるほか、「情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子証明
書を付した上でオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施には関係
事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

なお、申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規則等の一部を改正する
省令（令和3年総務省令第34号）」の施行に伴い廃止されています。

999 令和3年3月24日 令和3年12月2日
運転免許の英文併
記および国際免許
制度廃止

警察庁で検討が進められている運
転免許証デジタル化とあわせて、英
文併記をしていただきたいです。
運転免許証デジタル化が実施され
れば、あとは英文併記するだけで
世界で通用するＩＤカードが出来上
がり、紙製の国際免許証の簡素化
につながります。
国際免許証の申請、更新をオンラ
イン化できると、さらに利便性が向
上します。

諸外国で運転するための国際運転免許証は、現在も台紙に写真のエン
ボス加工された前時代的なもので、実際に現地で見せても本物なのかと
疑われる始末。紙だから偽造も容易です。
さらに有効期間が１年と短すぎて、更新のための手続きが非常に煩雑で
す。
現行の運転免許証をデジタル化する際に英文併記してもらえれば、国
際免許証が簡素化できたり、海外でパスポートと合わせてＩＤとしての活
用が期待できます。
なお、国際免許証の更新手続きをオンラインで実現できれば、そのため
に帰国する必要がなくなり助かります。
世界で活躍する日本人を支援できる制度改革になります。

個人 警察庁

国内運転免許証の記載事項（氏名、住所等）及び様式、国際運転免許証の交付に
ついては、道路交通法（昭和35年６月25日法律第105号）及び道路交通法施行規則
（昭和35年12月３日総理府令第60号）において定められています。
   国際運転免許証の有効期間は、道路交通に関する条約（昭和39年条約第17号）に
おいて、発給の日から起算して１年間と定められています。

道路交通法 昭和35年法
律第105号）第93条、第
107条の７及び第107条の
８
道路交通法施行規則 昭
和35年総理府令第60号）
第19条及び別記様式第14
並びに第37条の９及び別
記様式第22の８
道路交通に関する条約
昭和39年条約第17号）第

１条及び附属書10

検討を予定
（国際運転免
許証の有効
期間につい
ては「対応不
可」）

国内運転免許証の英語併記、国際運転免許証の申請のオンライン化については、国
民の皆様の様々な御意見・御要望、マイナンバーカードとの一体化に向けた議論等も
踏まえながら、今後必要に応じて検討してまいりますが、英語併記された国内運転免
許証が外国で身分証等として通用するか否かは同外国の制度によることとなります。
  国際運転免許証の有効期間は、道路交通に関する条約（昭和39年条約第17号。以
下「ジュネーブ条約」という。）において定められており、現状では延長は困難です。

我が国が発給する国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国内において、当該免許
で運転することができることとされている自動車等を原則運転することができますが、
国際運転免許証の様式や有効期間については、ジュネーブ条約において定められて
おり、仮に国内運転免許証に英語併記をしたとしても、国際運転免許証としての効力を
有するものではありません。

1000 令和3年3月24日
マイナンバーカード
受け取りの手続きに
ついて

1.郵便による受領の手続きの完全
非対面化
2.受け取り日時の予約方法を電話
以外にも設ける
少なくとも1についてはハガキによる
対応を求める。
インターネットへの対応も検討して
いただきたい。
2は電話のみならずインターネット経
由での予約対応化を求めるもので
ある。

マイナンバーカードカードの受領にあたって、郵便受取を希望する場合
でも情報登録のためにわざわざ市区町村役場への来庁が必須なのは、
新型コロナウィルス感染症による感染症対応が叫ばれる昨今、感染拡
大防止に矛盾する手続きを行っているように思え、政府・地方自治体の
あるべき姿とおおよそ言えるものではないためである。また、職員・来庁
者の両者に感染リスクが及び、とても不安に思う。もしも市区町村役場
がクラスターの発生源になった場合、行政機能の停止にも繋がりかねな
い。
<以上の提案が実行に移された場合に期待できる効果>
1.対応する職員・来庁者への感染拡大リスクの減少
2.電話しなければいつ受け取れるかがわからない状況が解消され、予
定が立てやすくなる
3.市区町村役場がクラスターの発生源になる可能性が減少し、行政機
能の冗長化が図られる

個人 総務省 未回答
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1001 令和3年3月24日 令和3年5月24日
厚生労働省の生活
保護書類の簡素化

生活保護の要否意見書について
高血圧 糖尿病 など生活習慣病
に対して半年毎に 紙の書類が送
られてきます。基本的に治癒せず
内服が必要なのに半年毎に書類を
書く必要は無いと考えてます。書類
も 病名も同じなのに 空欄で毎回
書き込むようになっており 医師の
仕事を圧迫しており また それを
監督する省庁の労働力が無駄で
す。

医師及び監督省庁職員の仕事を減らして本当の仕事に時間を割けるこ
とが出来ること。コストとしては 現在生活保護者を250万人とした場合
紙を1円 印刷代を2円 10人ごと郵送代 94円 一人当たり 9.4円 年
に2回です。年間9400万 約1億です。これを年に1度にすると 5000万弱
2年毎で１億弱のコスト低減になります。ペーパーレスにして 電子化す
るとさらにコスト低減しますし、医師 監査する職員の仕事を低減できま
す。また 書類の保管場所等も減ります。よろしくお願いします。。

個人 厚生労働省

生活保護制度は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆる
ものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるもの
です。 生活保護法 検討を予定

生活保護の医療扶助は、被保護者が必要最低限度の医療を適切に受けられるよう、
医師等からの要否意見書により医療扶助継続の要否を十分検討することとしており、
本対応は必要なものであると考えています。

なお、現在、医療扶助については、オンライン資格確認の導入に向けた検討を行って
いますが、こうした動きも踏まえつつ、要否意見書についても事務負担の軽減や効率
化の観点から、検討を行うこととしております。

1002 令和3年3月24日 令和3年4月16日
オンライン登記事項
証明書

オンライン登記事項証明書を取得
した所、法務局(福岡県八幡）で取
得するために、受け取り証に住所・
氏名・申請番号等を記入するように
言われた。

申請時のWEB画面の印刷を持っていったのにこの対応です。
コロナ時代できるだけ施設内にいなくて良いようにすべきです。
WEBや携帯画面で受け取り用画面を表示できるようにすべき。
コンビニで印刷ができるようになればさらに良いです。
個人の印鑑証明ができるので、コンビニ発行できるはずです。

個人 法務省

（前段）
オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合，法務局の窓口担

当者は，①証明書を受け取る者の氏名及び住所，②申請番号，③証明書の合計の請
求通数の情報を確認することとなっており，請求人は，上記①から③までの情報が記
載された以下１から３までの書類のいずれかを窓口で提出していただく必要がありま
す。

１ 「かんたん証明書請求」の「Step2 照会内容確認（電子納付情報表示）」の画面を
印刷し，請求に係る証明書の合計の通数を記載したもの

２ 「申請用総合ソフト」の「電子納付」の画面を印刷し，請求に係る証明書の合計の
通数を記載したもの

３ 上記１及び２の書面に代えて，上記①から③までの情報を請求人が記載した書面

（後段）
不動産，会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書（以下「登記事項証明書等」
という。）の交付を請求する場合には，手数料を納付して，申請書に必要な事項を記載
し，①最寄りの登記所に直接持参する方法，②登記所に申請書を郵送する方法，③イ
ンターネットを利用してオンラインにより交付請求する方法があります。

（前段）
不動産登記規則第１
９７条の２
商業登記規則第１０
７条第５項

（後段）
不動産登記法第１１
９条
不動産登記規則第１
９３条，第１９４条
商業登記法第１０
条，第１２条，第１３
条
商業登記規則第１９
条，第２２条，第２８
条
登記手数料令第２
条，第３条

（前段）
その他

（後段）
検討を予定

（前段）
「かんたん証明書請求」及び「申請用総合ソフト」のいずれを使用しても①証明書を受

け取る者の氏名及び住所と②申請番号が記載された画面が表示され，当該画面を印
刷した上，③証明書の合計の請求通数を記載したものを証明書の受取先として指定し
た法務局に提出する方法により，証明書を受領することが可能です。また，このような
書面の提出ができない場合であっても，①から③までの情報が記載された書面を提出
いただければ対応が可能です。これらの措置は，証明書の誤交付を防止するために必
要なものですが，利用しやすいものとなるよう努めてまいります。

（後段）
コンビニ等で登記事項証明書等を交付することについては，関係法令や利用者の利便
性向上の観点等も踏まえて，費用対効果を十分に考慮しつつ，慎重に代替措置の存
否を含めた検討を行ってまいります。

1003 令和3年3月24日
マイナンバーカード
の電子証明書更新
について

マイナンバーカードに付帯されてい
る電子証明書の更新手続き後は直
ぐに電子証明書を利用出来るよう
にする。
現在は電子証明書の更新作業のた
め、24時間以内は電子証明書を利
用出来ない。

マイナンバーカードに付帯されている電子証明書の有効期限が迫ってい
たため、市役所に更新手続きに行きました。
窓口手続きの問題はありませんが、「電子証明書の更新作業のため、
24時間以内は電子証明書を利用出来ない」と言われました。
直ぐに使えないのなら更新手続きを後日行うなど、日程を改めて市役所
に行きました。
目に見える効果が得られるかはわかりませんが、リアルタイムに出来な
い不思議さを感じています。

個人 総務省 未回答

1004 令和3年3月24日 令和3年5月24日
年金支給申請の複
雑な手続きについて

公的老齢年金の支給申請手続きに
おいて、地域の年金事務所に書類
提出は、関係の多くの書類が必要
です。
簡易化として、マイナンバーカード
による連携省略が出来ますがとて
も中途半端な事務処理状態になっ
ています。本来のデジタル化が活
かせていません。入り口だけで後方
処理が紙文化のままです。
その作業に申請者までが、多くの時
間を消費させられております。
申請時に窓口で、デジタルで連携し
たはずの各役所間の情報をその場
でネット確認し、ダウンロード後、紙
に印刷して後方事務を行なってお
り、窓口対応時間も含めて無駄な
時間を使っています。

年金事務所でのマイナンバーカードでデジタル連携を後方事務も含め
て、紙ではなく、電子情報で処理して、時間削減やコスト削減を図っても
らいたい。
折角のデジタル活用が、表面的な部分だけで、本来のトータル的活用が
従前の事務処理に疎外されており、総合的に合理化してもらいたい。
これは、上長承認、関係部署承認などの印鑑文化も影響していると思わ
れます。
仮に紙での回覧や保管を必要としても、窓口での申請者まで巻き込まず
役所の処理で済ませれば、窓口混雑や予約取りの大変さが改善出来ま
す。
まだまだ少ないマイナンバーカードの活用も、今出来ていることでもこん
な状態なので、今後の活用拡大には、各役所間の後方事務も加味した
システム改善につながることに期待しています。

個人 厚生労働省

マイナンバーを活用した年金関係の情報連携については、日本年金機構から地方公
共団体等への情報照会は令和元年7月から順次本格運用に移行しており、各種手続
きの際の課税証明書などの添付書類の省略が可能となっています。

また、お客様から提出された届書のうち、国民年金や厚生年金の適用や徴収に係る
届書については、画像化して内部処理を行っていますが、老齢年金の請求に係る届書
については、現時点においては、画像化した内部処理は行っていません。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第9条、
第19条

検討を予定

マイナンバーを利用した情報連携は、従来必要であった添付書類を省略し、国民の
利便性を高め、行政の効率化を目指すために重要であり、各制度を所管する府省と協
力しながら、引き続き、情報連携の効果が最大限発揮されるよう取り組んでまいりま
す。

また、老齢年金の請求に係る届書についても、画像化、既保有情報を活用した内部
処理が行えるよう、検討を進めてまいります。
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所管省庁
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提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1005 令和3年3月24日 令和3年4月16日
NHKのスクランブル
配信について

NHKの配信を全テレビ購入者必須
ではなく、スクランブル配信等によ
る希望者のみの配信にすることを
提案いたします。

現在、NHKはテレビ購入者は全員受信料の徴収が義務となっており、
NHKを見ない層とNHK側で裁判沙汰になったり、未払いの徴収トラブル
等が起きたりと問題が多発しています。
NHKの公共放送としての役割は理解していますが、U-NEXTやAbemaな
ど、配信で成立している企業が数多く存在している中で、テレビを買うだ
けで利益が得られるという現状は業界の競争の観点からみても不健全
だと思われます。
NHKが希望者との自由契約によるスクランブル配信を実現することでそ
ういった問題や徴収トラブルの解決が見込まれます。
また、NHKを市場競争の場に置くことによるサービスや品質の向上、テ
レビ業界の発展につながる可能性もあります。
以上より、スクランブル配信によるNHKの受信料徴収問題の解決を求め
ます。
ご検討よろしくお願いいたします。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあま
ねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行
うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1006 令和3年3月24日 令和3年5月24日
育休退園の全国一
律廃止

第二子以降(下の子)の出産に伴う
育休を取得中に、保育園に所属す
る第一子及び上の子は、保育園を
退園させられる制度が存在する。
行政によって、＊産休から育休に
移った時点で退園＊下の子の1歳
の誕生日で退園＊3歳以上であれ
ば退園しなくて良い＊年長クラスで
あれば退園しなくて良い 等その詳
細はバラバラである。これは国の指
示が曖昧であるから生じる差異で
ある。一律、育休退園制度は廃止
するよう国から行政へ指示を行う事
を提案する。

少子化問題が叫ばれて久しいが、未だ抜本的な対策は打てず加速する
ばかりである。ただ、独身やDINKSと言った選択肢は世の中に必要であ
る。
その中で少しでも子供を増やすのであれば、1人目を産んだ夫婦に対し
て2人目、3人目を産みたいと思わせる支援が必要である。現在も児童
手当や保育料などの面でその支援は行われてはいる。しかし、ある程度
計画的な夫婦であれば第一子保活中には既に第二子の事は頭にあり、
他にもたくさんの制約がある中で、育休退園という記述を見れば躊躇せ
ざるを得ない。
0歳児クラスに4月入園でためらいなくいれる為には、5～7月が出産予定
日になるよう想定して妊活する必要があり、そのタイミングに授かれな
かった場合子供自体を諦めるという人も多い。
また、企業等の育休制度が整い、2年3年と育休が取得できるため(実際
公務員は3年間の育休取得が可能)、4月などの企業側に取っても都合
の良いタイミング(年度・異動等)に合わせて復帰が可能な中、育休退園
だけを理由に年度途中等の復帰を迫られている場合も多い。
2016年には埼玉で育休退園制度に対する父母の裁判の事例もあるが、
全国的に未だ解決していない。少し時間は経っているが、育休退園問題
の廃止を一斉に通達する事で、政府の少子化問題対策ならびに待機児
童問題解決への本気度を示す第一歩にもなると思う。
さらに、第二子以降の促進だけでは無く、保育園入所審査の簡略化にも
つながる。ただでさえ待機児童問題で意見の多い管轄だとは思うが、早
期の実現をお願いしたい。

個人
内閣府
厚生労働省

保護者が育児休業を取得することになった場合、休業開始前に既に保育所等を利用し
ていた子どもについては、保護者の希望や地域における保育の実情を踏まえた上で、
市町村が児童福祉の観点から必要と認めるときは、保育の必要性に係る事由に該当
するものとして、継続して利用することが可能です。

子ども・子育て支援
法第19条第１項第２
号、同項第３号
子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５

その他
保護者が育児休業を取得することになった場合を始め保育の必要性認定について、引
き続き適切な取扱いを市町村へ周知してまいります。

1007 令和3年3月24日 令和3年4月16日
NHKの受信料の支
払いについて

現在、NHKの支払いは義務化され
ているが、それを任意の見たい人だ
け見るようにすることはできないで
しょうか。もしくは、テレビのない家
庭は受信料は取らないように変更
できませんか

私は現在大学生で、私の家にはテレビはありません。しかし、NHKの集
金の方にそれを説明した際、携帯電話はお持ちですか？と聞かれ、携
帯でもNHKを見ることはできるので支払い義務があります。と説明されま
した。では、携帯電話を持つなということでしょうか。今の現代、携帯電話
はコミュニケーションツールや仕事においても必須のものであり、携帯電
話を持ってるならNHK見れるんだから払いなさいというのはあまりに横暴
ではありませんか。また、NHKの支払いが最高裁で認められてから、集
金の説明の方たちが我もの顔で自宅を訪れます。チャイムを鳴らして、
少し遅れると大声で～さん、とアパートのドアの前で叫ばれ非常に迷惑
であり、それを悪びれもせず、謝りもしません。
受信料はその番組を観ている方から取れば良いのではないでしょうか。
観れる環境にあるのだから支払い義務があります。では納得すら出来ま
せん。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが公共放送を視聴できることとすることは、公共の福祉のためあ
まねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを
行うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。
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1008 令和3年3月24日 令和3年5月24日
収入証紙の廃止に
ついて

国へのお金の納付について、現金
で納付するのではなく、収入証紙で
行っている。
一般的に、所得税、県民税、市民
税その他、また企業間においてもお
金の振込が普通に行われているの
に、なぜ国に納付する一部の項目
で収入証紙が使われているのか理
解できない。デジタル化以前の問題
である。

法務局で証明書の発行を受ける時、手数料代分の収入証紙を庁舎内
の別の窓口で買って、証明書を発行される窓口へ持って行き、発行申請
書書類に貼付して発行を受ける。
なぜ、窓口でお金の取扱い吏員の資格を与え収入しないのか不思議。
収入証紙の販売係員が1名必要で、手間数をなぜ増やしているのか。
以前、国民年金の集金・収入を市役所で行っていた時、１ｹ月分の収入
金額を社会保険事務所に納付する時、納付した金額に見合う分の収入
証紙が使われていた。
（仮に１ｹ月分の集金額が5億円であった場合、郵便切手と同じ1シート
100枚綴りで、1枚が5万円であったとしたら、5億円÷（5万円×100枚）＝
100枚シートになる）
収入証紙は郵便切手と同じ仕様で綺麗な印刷物であり、当然裏には糊
がついている。記念切手と見間違うくらいである。
財務省の印刷物であるが、この100枚シートの収入証紙（5億円分）を市
役所に持帰り、使用済みとするために、穿孔機で100枚のシートにそれ
ぞれ穴をあける作業を行う。本来1枚ずつ穴を空けるところ効率化の為、
何枚かまとめて穴をあけて、使用できないようにする。
国庫に納付したら、領収書の交付を受ければ十分なのに、収入証紙の
保管業務とかさばるスペースが必要になる。
全く必要のない事務であり、財務省印刷局の業務を削減しないためと予
算の消化の為の事務と思っている。

個人
法務省
厚生労働省

【法務省】
不動産，会社・法人に係る登記事項証明書や印鑑証明書（以下「登記事項証明書

等」という。）を登記所の窓口で請求する場合には，申請書に必要な事項を記載し，所
定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して，登記所の窓口に提出する必要があり
ます。

なお，登記・供託オンライン申請システムを利用すれば，オンラインでも交付の請求を
することができ，この場合，手数料を，Pay-easyに対応した金融機関のインターネット
バンキングやATMを利用して電子納付をすることができます。

【厚生労働省】
【事実誤認】

国民年金印紙については、平成14年３月に廃止されています。

【法務省】
不動産登記法第１１
９条
不動産登記規則第１
９３条，第１９４条
商業登記法第１０
条，第１２条，第１３
条
商業登記規則第１９
条，第２２条，第２８
条
登記手数料令第２
条，第３条

【厚生労働省】
なし

【法務省】
検討を予定

【厚生労働
省】
事実誤認

【法務省】
登記事項証明書等の交付事務に係る登記手数料の納付については，収入印紙に代
わるキャッシュレス決済の導入について，関係法令や利用者の利便性向上の観点等も
踏まえて，費用対効果を考慮しつつ，検討を行ってまいります。

【厚生労働省】
【事実誤認】

制度の現状のとおりです。国民年金印紙については、平成14年３月に廃止されてい
ます。

1009 令和3年3月24日 令和3年6月16日
コロナ禍中の会社で
の健康診断義務の
一時停止

コロナ禍中の会社での健康診断義
務の一時停止

このコロナ禍中においても、労働安全衛生法で義務化されているため、
会社等に社員を集め健康診断を行わなければならない。社員の感染リ
スクや医療従事者の負担を低減するため、一時的に義務を停止できな
いでしょうか?

個人 厚生労働省

労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を
実施する義務があります。

(参考条文)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師によ
る健康診断（第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条にお
いて同じ。）を行わなければならない。
２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなけ
ればならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現
に使用しているものについても、同様とする。
３ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

労働安全衛生法第
66条

対応不可

   令和２年５月に健康診断に係る業種別の感染拡大予防ガイドライン（以下、「ガイドラ
イン」という。）が業界団体により策定されました。

ガイドラインの策定以降、健康診断実施機関においてはガイドラインに基づき感染防
止対策を講じながら健康診断を実施しています。

現在、感染防止対策を講じながら健康診断を実施する環境が整っていることから、ご
提案の健康診断の一時停止は行わず、引き続き、十分な感染防止対策を講じた健康
診断実施機関において健康診断を実施することとしています。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響等によって健康診断実施機関等の予約が取
れない場合など、やむを得ず法定の期日までに健康診断を実施することが困難な場合
も考えられるところです。そのような場合には、健康診断実施機関と協議の上、できる
だけ早期に健康診断を実施できるよう実施計画を立て、計画に基づいて実施すること
とされています。

＜参考＞
・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧

https://corona go.jp/prevention/pdf/guideline pdf
・健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策に係るガイドライン
    http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20200514_ko.pdf

1010 令和3年3月24日 令和3年5月24日 処方箋のデジタル化

病院から処方箋を発行された場
合，紙の原本をもって調剤薬局まで
行かなければいけませんが，マイナ
ンバーカードの紐づけで，ペーパー
レス化できませんか？

処方の時間短縮の為に，事前にFAXを送信したり，アプリで送信などは
ありますが，結局紙をもっていかなければいけません。
マイナンバーカードに紐づけることでペーパーレス化でき，かかりつけ薬
局の増加など様々な恩恵があるはずです。
また，処方箋の偽造防止にも役立ち犯罪抑止にもつながるはずです。

個人 厚生労働省
処方箋については厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第３条、第５条及び第10
条において、電子化が認められています。

厚生労働省の所管す
る法令の規定に基づ
く民間事業者等が行
う書面の保存等にお
ける情報通信の技術
の利用に関する省令
第３条、第５条,第10
条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり、現状制度下においても処方箋の電子化が認められて
おり、 令和２年７月17日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2020にお
いて、電子処方箋については既存の仕組みを効率的に活用しつつ、令和４年夏を目途
に運用開始することされています。

1011 令和3年3月24日 令和3年4月16日 ※提案事項名なし
セルフ給油スタンドで携行缶へのセ
ルフ給油禁止規制撤廃。

農機具や建設機械用の燃料（ガソリン、軽油）がセルフ給油スタンドで給
油できない。
そのため、遠くのフルサービスまで行かなくてはならない。
灯油はセルフ給油できる。
車の燃料タンクに給油するのと、携行缶に給油するのに経験性はあまり
変わらない。
アメリカに住んでいる頃、芝刈り機用のガソリンなどプラスチック製の携
行缶でも全く問題など給油できた。
携行缶へのセルフ給油規制、撤廃して下さい。

個人 総務省

ガソリンスタンド（給油取扱所）におけるガソリンの容器への詰替えについては、いわ
ゆるセルフ式のガソリンスタンドも含め、危険物取扱者か危険物取扱者の監督を受け
ている従業員以外の者が行うことを認められておりません。

なお、引火点が比較的高い軽油や灯油の容器への詰め替えについては、セルフ式
のガソリンスタンドであれば一般の方でも可能です。

・危険物の規制に関
する政令第17条第５
項
・危険物の規制に関
する規則第28条の２
の４、28条の２の５第
３号、第40条の３の
10第１号

対応不可
（一部事実誤
認）

【セルフ式のガソリンスタンドにおける容器への詰替えについて】
セルフ式のガソリンスタンドにあっても危険物取扱者が従事しているため、危険物取

扱者である従業員か、その監督を受けている従業員により、ガソリンの容器への詰替
販売を行うことができます。

【顧客自らによるガソリンの容器詰替えについて】
ガソリンは引火点が低く、また容器内において揺れることで静電気が生じ、その静電

気により着火するおそれがあることから、危険物取扱者である従業員か、危険物取扱
者の監督を受けている従業員のみがガソリンを容器に詰め替えることができることとし
ています。

また、2019年に起きた京都アニメーション放火殺人事件のように、ガソリンを犯罪に使
用される可能性があることから、ガソリンを容器に詰め替える場合、従業員による本人
確認を求めているところです。

以上を踏まえ、いわゆるセルフ式のガソリンスタンドでの顧客自らによるガソリンの容
器詰替えについては、対応はできかねます。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1012 令和3年3月24日 令和3年4月16日 戸籍謄本・戸籍除票 手続き簡素化をお願いします。

現在、千葉県在住です。
秋田県出身の父が亡くなった際に相続手続きで本籍地を遡って戸籍関
係書類を、千葉県→神奈川県→秋田県と集めました。
これらの手続きを千葉県内で一括で出来ないでしょうか？

個人 法務省   戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要があります。

戸籍法第１０条第１
項
戸籍法施行規則第７
９条の２

対応
令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得
することができるようになります。

1013 令和3年3月24日 令和4年7月20日

看護師免許等の国
家資格のICカード化
及び各種資格登録
籍のデータベース化
とそのリンク

現在、医師免許や看護師免許の証
は紙（賞状形式）であり、各種申請
や就業の際に原本提示が必要であ
るなど問題がある。そこで、所管し
ている官庁にてICカード化し、各資
格の登録籍とリンクさせることで、
医療資格保有者がオンライン上で
名義変更や住所変更を行えるよう
にシステム構築して頂きたい。ま
た、例えば看護師籍の番号を就業
先に伝えれば、就業先が看護師籍
の番号を照会することで本人確認
（有資格者かどうか）を確認できるよ
うにし、現在の免許証（原本・コ
ピー）提示という煩雑な手続きを省
略することが可能と考える。マイナ
ンバーカードに集約の案もあるが、
カード紛失時のリスクを考慮する
と、別個のICカード化が望まれる。

医療従事者が就業や転職に際し、免許証を持参あるいはコピーを提出
することは手間であり、また、紙媒体であるため劣化した・婚姻や引っ越
しで名義や住所が変更になった際は厚労省に申請しなければならない
上に発行までに時間が掛かるなど紙媒体であることに弊害がある。運転
免許証のように顔写真入りICカード化し、それを厚労省が有している各
種資格の登録籍にリンクさせることで、オンライン上で名義変更や住所
変更が可能となる。さらに、従来の「届けるん」での就業・離職の有無を
把握する制度ではなく、上記ICカード化と各種登録籍とのリンクにより資
格保有者自らが国（厚労省）に就業や離職の状況を申請する形式とな
れば、医療従事者数の全国での就業者・離職者数の把握が容易にな
る。医療従事者も公的身分証として持ち歩くことも可能であり、厚労省も
名義変更や住所変更などの有資格者の情報更新の手間が省けるメリッ
トがある。医療機関においても免許証番号を厚労省の登録籍データ
ベースに照会することで、就業希望者が本当に有資格者なのかを確認
することができる。
マイナンバーカードとの統合（融合）の案も出ていたが、1つのカードに多
くの情報を結びつけると持ち歩くのに躊躇し、結果として身分証としての
機能が損なわれる。各種職業団体（例：看護協会）が加入により発行し
ているカードでは公的な身分証明とはならず、現在の紙ベース免許証で
は管理や発行に手間や費用がかかる為、生涯免許である医療系資格
の免許のIC化と看護師登録籍番号の有効活用が望まれる。

個人 厚生労働省
身分法で規定している免許証の交付については、各法令で定められているところであ

り、現行、紙面での免許証を交付しております。
医師法等 検討を予定

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）において、資格所持者が
当該資格を所持していることを、マイナンバーカードの電子証明書を活用して証明、提
示できるようにするとされており、ご提案に沿った検討がなされる予定となっておりま
す。

なお、別個のＩＣカードの発行については同様の効果がある証明書を重複して発行す
る必要性はないものと存じます。

1014 令和3年3月24日 令和3年6月16日

３６協定を遵守する
ためとした副業禁止
を企業にやめさせて
ほしい

公務員を除く一般企業で、正社員で
もないパートにまで副業禁止をする
のはおかしい。各職場での残業の
制限はある程度仕方ないと思いま
す。しかし本人が退勤後、休日に自
分の経済状況により副業をする選
択を認めてほしい。

個人 厚生労働省
副業・兼業については、希望する方が近年増加傾向にある一方、「労働時間の管理・

把握が困難」等を理由に副業・兼業を認めない企業が一定程度存在していました。
労働基準法第38条
第１項

現行制度下
で対応可能

副業・兼業の場合の労働時間管理及び健康管理について、令和２年９月１日に「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働者が労働時間以外の時間をどの
ように利用するかは、基本的に労働者の自由とされており、裁判例を踏まえれば、原
則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当であることや、労働者の申告等によ
る副業先での労働時間の把握などのルールを明確化しました。

引き続き丁寧に周知を行い、企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができる
環境を整備してまいります。

1015 令和3年3月24日
免許更新とマイナン
バー更新の期間統
一

免許更新は30日前から、マイナン
バー更新は90日前から、どちらも誕
生日から。更新期日を統一してほし
い。

どちらも90日前だと一緒に出来て便利です。 個人
警察庁
総務省

運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満
了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する
日までの間に申請を行わなければなりません。

（マイナンバーの更新期日について）
【総務省検討中】

道路交通法第92条
の２及び第101条

検討を予定

総務省未回答

【警察庁】
現在、運転免許証の情報をマイナンバーカードのＩＣチップに登録し、一体化する方向

性で検討を進めており、一体化したカードを活用して、住所変更等の手続のワンストッ
プ化等を実現したいと考えています。一体化に伴う更新手続の在り方等の具体的な部
分については、今後、関係機関と調整していきたいと考えています。

1016 令和3年3月24日
マイナンバーカード
電子証明書有効期
限について

マイナンバーカードの有効期限は
10年間ですが（年齢にもよるが）、
電子証明書有効期限については5
年間です。電子証明書有効期限の
更新は、直接各市町村の窓口で直
接行わなければなりません。横浜
市においては、事前に予約をして行
わなければならないのですが、予約
が一杯で更新することができませ
ん。
(1)なぜ電子証明書有効期限は5年
間なのですか？ マイナンバーカー
ドの有効期限10年間と同じではい
けないのですか？
(2)電子証明書有効期限の更新は、
ネットで行うことが可能にしていただ
きたい。

マイナンバーカードを利用して電子化を進める方針の国策に反すること
の改善だと思いませんか？
マイナンバーカードをカードリーダーで読み込み、郵送で送られてくる
マイナンバーカードの有効期限のお知らせの予約IDと電子証明書のパ
スワードをネットでやり取りするだけで済むと思います。

個人 総務省 類似処理
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁
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検討要請日
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提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1017 令和3年3月24日 令和3年5月24日
日本年金機構の障
害者年金の手続き
について

年金機構の障害者年金の手続きに
ついて、非常に複雑で且つ大変で
ある

年金機構に提出するための、障害者年金手続きを申請するために、数
カ所の医療機関を回らなくてはならず、さらに、証明書類ももらわなくて
はいけない。それであれば障害者になった最終的な病院での書類だけ
を認めて欲しい。非常に労力のかかることで、障害者にとっては苦痛で、
調べてもらう病院でも時間がかかり、非常に困難なことが多い。申請書
類の簡素化をお願いしたい。尚且つ、社会保険労務士にしか書けないよ
うな書類申請は勘弁してほしい。障害者でもわかりやすく簡単に書ける
申請書にしてほしい。

個人 厚生労働省

障害年金では、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付
していること等を支給要件としているため、傷病の初診日を特定するために、初診日証
明書類の提出を求めています。

障害年金における初診日の確認は、通常、初診時の医療機関の証明により行います
が、過去に遡及して障害年金を請求する場合などは、初診時の医療機関の証明を得
ることが難しい場合があります。このような場合に対応できるよう、運用の柔軟化を図っ
ており、第三者証明書類と初診日についての参考資料を提出し、初診日を合理的に推
定できる場合は、初診日認定を行えることとしています。

国民年金法施行規
則第31条、厚生年金
保険法施行規則第
44条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1018 令和3年3月24日 令和3年4月16日
教員免許は本当に
必要か

現在の教員免許制度を廃止し、一
定の研修や実習を経ることで、誰も
が教員採用試験を受けられるような
制度を提案します。

現在の教員免許制度では、大学で所定の単位を取得した者に教員免許
が付与されるが、このことが教員としての資質を保障するかというと、必
ずしもそうとは言えず、逆に教員免許を持たないものでも十分にその資
質を備えた人材は存在する。学力層の低い大学でも教員免許は取得可
能であり、事実上教員としての資質を備えているかは、免許の有無では
なく、各自治体で行われる教員採用試験によって審査されている。この
ことを考えれば、現代において教員免許の存在は、教員としての資質を
担保するという本来の意味をあまりなしておらず、むしろ教員免許の取
得に必要な単位を取ってこなかったが、大学生活の後半で教員を志すよ
うになったような優秀な学生や、教員への転職を希望するが教員免許を
持っていない経験豊富な社会人などが教員になることを妨げる要因と
なっている。
現在の教員免許制度を改革もしくは廃止すれば、教員のなり手不足（減
少）やそれに伴う資質の低下、教員の年齢バランスのいびつさ（50代と
20代が極端に多い）などが少しでも改善できる可能性が高まる。また、
例えばシステムエンジニア経験者が各自治体に1人でも教員として採用
されれば、情報教育の質も大きく上がるだろう。各校の臨時講師の採用
にあたっても、学校独自で採用試験を実施し、各校の特色に合う人材を
自由度高く採用できるようにしてはどうか。
ただ、この提案は教員免許を持たない優秀な人材が教員を志望すると
いう前提であり、この前提が崩れないように、教職が健全な労働環境で
あり、魅力的な仕事であるという認知を得られるよう、学校及び教員が
担うべき業務の精選をより一層大胆に進めることも非常に重要である。

個人 文部科学省

教員免許制度は、公教育を担う教師の資質の保持・向上とその証明を目的とする制度
であり、原則として、教師として指導を行うためには、指導する学校種や教科が定めら
れた教員免許状を有することが必要であるとされております。
一方で、教科に関する専門的な知識・技能を有する社会人等に対して都道府県教育委
員会が特別免許状を授与することができます。都道府県教育委員会には、当該制度を
活用して公立学校教員採用試験において免許状を有しない社会人等を対象とした社
会人特別選考を実施し、採用と併せて免許状の授与を行っているところもあります。

教育職員免許法
現行制度下
で対応可能

教師には教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける
力（使命感や責任感、教育的愛情）や専門職としての高度な知識・技能、総合的な人間
力などの資質能力が求められます。
普通免許状の取得に必要な教職課程での学修において、教科に関する専門的知識に
留まらない生徒指導や特別な支援を要する児童生徒への理解等の多岐にわたる専門
性を身に付けており、我が国の教師は国際的に高い評価を得ています。
一方で、専門的な知識・技能を有する社会人等の活用を促進することも重要であると
考えており、各教育委員会に対して、専門的な知識・技能を有するが免許状を有しない
社会人を対象とした社会人特別選考の実施や特別免許状の活用等の取組を促してい
るところです。
また、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方」について
中央教育審議会に対して諮問を行い、その中で「質の高い教職員集団の在り方」につ
いて検討を行うこととしています。
今後、中央教育審議会での議論も踏まえ、教師の養成・採用・研修等の在り方につい
ても、既存の在り方にとらわれることなく、基本的なところまで遡って検討を行い、成案
を得られたものから順次取り組んでまいります。

1019 令和3年3月24日 令和3年4月16日
自動車のナンバープ
レートについて

住民票の異動と共に、車検証の住
所も変更できるようにする

自動車の住所変更は、２週間以内に行わなければならないと法律で定
められているが、４月や１０月などの定期異動時期は陸運支局が混雑
し、変更届出に時間を要するため。

個人 国土交通省

自動車の所有者の方が引っ越しされる場合には、自動車検査証に記載される所有
者の住所の変更のみならず、自動車の運行に必要となるその他の各種行政手続（保
管場所証明、自動車諸税の納税）も必要となります。

これら各種手続きについては、「自動車保有関係手続のワンストップサービス
（OSS）」を利用することによって、これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上
で、一括して行うことが可能となっております。

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律（平成14
年法律第151号）第６
条第１項

検討に着手

現状に記載のとおり、自動車保有関係手続については、引っ越しの場合も含め、
OSSを利用することによって、各種手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括
して行うことが可能となっております。

また、OSSの更なる利便性向上のため、令和４年度中にマイナンバーカードに格納さ
れている基本4 情報を元に地方公共団体情報システム機構（J-LIS） と情報連携し、住
民票コードの記入や住民票の提出を不要とするシステム改修を行うべく関係機関等と
調整しているところです。

1020 令和3年3月24日 令和3年4月16日
ナンバープレートの
陸運支局名の表示
について

陸運支局名の表示をやめ、当該登
録する陸運支局が変更になっても、
ナンバープレートの変更が必要な
いようにする

陸運支局が管轄する住所を跨ぐ異動については、ナンバープレートの変
更が要求されているが、ナンバープレートを変える行為自体が不経済で
ある。
ナンバープレートを変更せず、マイナンバーカードと連動することで、陸
運支局の窓口職員を別件用務に転用でき、また、住民の利便性が向上
される。
また、自動車の登録住所変更は、法律に要求されたものであるが、これ
を煩わしいと感じて、変更届をしない住民の自動車についても、実態と
即した登録状況になる。

個人 国土交通省

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）により、自動車は、その使用の本拠の位置
を管轄する運輸支局等を表示する文字を含む「自動車登録番号」が記載された「自動
車登録番号標」（ナンバープレート）を表示しなければ、運行してはならないこととされて
おります。

また、運輸支局等の管轄を跨ぐ形での使用の本拠の位置の変更の場合には、変更
登録に合わせて「自動車登録番号の変更」が行われ、自動車には変更後の自動車登
録番号が記載された自動車登録番号標を表示することになります。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185
号）第11条第1項、第
12条第1項、第14条
第1項及び第2項、第
19条

対応不可

自動車登録番号標は、当該自動車を特定する情報を外観上容易に確認できるように
表示するもので、犯罪捜査をはじめ、行政・民間問わず広く活用されているところです。

その中で、運輸支局等の表示については、当該自動車の使用の本拠の位置を明ら
かにするもので、各種地域規制の取締り等のために必要な情報となっております。

このように、自動車登録に際しては、法令の規定により、所定の手続きが必要となり
ますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1021 令和3年3月24日 令和3年4月16日
自動車運転代行業
の業務の適正化に
関する法律の改正

自動車運転代行業の業務の適正
化に関する法律の改正、特に認定
要件の見直しを含めた改正を提案
します。代行業者による白タク行為
や類似行為であるAB間輸送という
犯罪行為を適正に摘発するため
に、罰則を単独明記し業法で定め
るべき。現状では道運法が適用さ
れるが立件要件が高すぎる為ほと
んど摘発されない。他１台の車の違
反行為に国・警察・都道府県が関
わる為、違法行為を現認してもたら
い回しにされて、適正化・健全化は
全く進まない。

1申請時に、税務署への開業届の写しを要する(現状は、義務化されて
いないため、納税逃れが横行し、法定必要経費を無視した不当廉売とも
いえる低価格設定事業者が乱立し、運転代行業の健全化適正化が進ま
ない)
2社会保険・雇用保険・労働保険の強制加入義務を明文化
1と2については、要件を法人格に限定すれば足りるが、それを法で定め
られるかは勉強不足ですみません。タクシー業のようにすれば解決する
かと。
3運転代行随伴車両については、所有者または使用者名義は公安委員
会認定済み代表者名義のみとする。(立ち入り検査時の検査逃れの回
避を抑止できる。行政機関の業務負担軽減・人員不足による検査見過
ごしの抑止)
4運転代行業の開業および車両の入替変更時には、現車の視認確認を
必要とする(立ち入り検査業務の負担軽減)
5運転代行業者による白タク・白タク類似行為を抑止するために、罰則を
業法単独で定める(現在は道路運送法の適用だが立件ハードルが高す
ぎる。業務従事者証(警察または業界団体作成)を作成し、それ以外の者
は随伴車両に同乗禁止。不携帯は累積点数方式。同乗者は利用者が
依頼した場合は利用者に罰金。同乗させた業者には、運転免許点数の
減点、現認・検問・通報で摘発可)
6運転代行業者の違法行為は業法単独で罰せられるようにする(行灯は
国・表示は県・無認定は警察と１台の車両に３つの機関が関係してし
まっている)
業法の改正により、国民には生命の安全安心の担保、国・県には適切
な税徴収、業界の健全化適正化が推進され、業界には労働環境の改
善、反社会勢力への資金提供の抑止など、１石３鳥以上の効果がある
と思います。

個人
警察庁
国土交通省

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、交通の安全の確保及び利用
者の保護を図るという観点から、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認
定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項等を定めるも
のです。

具体的には、自動車運転代行業を営もうとする者は、一定の前科を有していないこと
や暴力団等ではないこと、適切な損害賠償措置を講じていること等について、都道府
県公安委員会の認定を受けなければならないこととされています。

また、自動車運転代行業者が、いわゆる白タク行為をした場合においては、都道府
県知事は、自動車運転代行業者に対して業務に関し必要な措置をとるべきことを指示
し、又は都道府県公安委員会に対して営業停止命令を要請することができるとされて
おり、都道府県公安委員会は、都道府県知事から要請があったときは、自動車運転代
行業者に対して営業停止命令を出すことができるとされています。

自動車運転代行業
の業務の適正化に関
する法律（平成13年
法律第57号）第５条
（認定手続及び認定
証），第２２条（指
示），第２３条（営業
の停止），第２８条
（都道府県が処理す
る事務），第３１条・第
３２条（罰則）

現行制度下
で対応可能

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、交通の安全の確保及び利用
者の保護の観点から必要最低限の規制を行うものであり、認定要件についても、自動
車運転代行業の実情に鑑み、交通の安全及び利用者の保護を図るための適正な業
務運営を期待できない者を排除するために必要十分と考えられるものが掲げられてい
るところです。

一方、自動車運転代行業においては、労働保険等に適正に加入していない事業者が
存在し、関係法令を遵守して適正に労働保険等に加入している事業者ほど競争上不
利になるという状況が生じていると聞いております。

このため、関係者と連携し、自動車運転代行業者に対する立入検査や集団指導のほ
か、業界団体が主催する講習会などの様々な機会を通じて、必要に応じて労働保険制
度等の周知徹底を図ることにより、事業者間の公平で健全な競争環境が整備されるよ
う努めているところです。

また、自動車運転代行業者によるいわゆる白タク行為については、自動車運転代行
業の業務の適正化に関する法律において、業務に関し必要な措置をとるべきことの指
示や営業停止の命令に関する規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰
則も設けられております。

引き続き、関係機関が緊密に連携し、現行法を適切に運用すること等により、自動車
運転代行業の業務の適正化に努めてまいります。

1022 令和3年3月24日 令和3年4月16日
ふるさと納税のワン
ストップ制度のオン
ライン化提案

現在書類のやり取りで行っている、
ふるさと納税のワンストップ申請を
オンラインで完結できる仕組み作り
をしてほしい。

ふるさと納税のワンストップ申請にあたり、寄付者は申請書の印刷、マイ
ナンバーカードあるいはその他身分証のコピー、封筒及び切手の用意
と、それなりの手間と数十から数百円とはいえ金銭的な負担が生じてい
ます。また自治体も寄付者から申請書の請求を受けたら送付の手間と
金銭的な負担が生じます。申請書を受け付けた際にも、封筒の開封、マ
イナンバーと寄付者の確認を手動で確認、受領書の送付と、やはり負担
は大きいものと思われます。せっかくマイナンバーとマイナンバーカード
があるのですから、オンラインで完結出来る様にすれば双方の負担は
かなり減るでしょう。

個人 総務省

ふるさと納税に係るワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記載
するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

・地方税法附則第７条第１
項及び第８項
・地方税法附則第７条第４
項及び第11項
・情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律第６条第１項
・総務省関係法令に係る
情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律施行規則第４条第１項
及び第２項
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第１６条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行令第１２条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行規則第３条

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続については、書面によるほか、「情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子証明
書を付した上でオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施には関係
事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

1023 令和3年3月24日 令和3年4月16日
司法試験受験資格
の見直し、司法修習
の廃止

法科大学院修了又は予備試験合
格を要件としている司法試験受験
資格を撤廃し、全ての人が司法試
験を受験できるようにすべきではな
いか。また、司法修習は廃止し、司
法試験合格により、法曹資格を付
与する。
法科大学院は、法律の学びの場と
して存続させるが、受験資格の付
与の場とはしないこととする。
ただし、旧司法試験時代の復活と
はせず、法曹（弁護士）としての仕
事上の競争が働くよう、司法試験合
格者数の規模は維持・拡大し、
2000人程度が妥当である。
司法修習に代わり、国家公務員試
験の一つとして、検察官・裁判官の
採用試験と研修を行う。

まず、司法試験受験者数の低迷、法科大学院入学者数の低迷がこれだ
け続く以上、法科大学院制度の導入が失敗であったことは明白ではない
か。法学部・法科大学院教育期間の短縮など、見直しが行われている
が、混乱に拍車をかけている。法学部人気の低下にまで事態は及んで
いる。
法曹の資格・仕事の魅力、法学部の人気を取り戻すためには、複雑な
司法試験制度を単純化すべきであり、法科大学院修了又は予備試験合
格を要件としている司法試験受験資格を撤廃し、全ての人が司法試験
を受験できるようにすべきではないか。
法科大学院は、充実した法律の学びの場として存続させれば良いので
あって、受験資格の付与の場とすべきではない。
司法試験合格者数の規模については、限定することで法曹のブランドを
回復すべきではないか、という意見もあるが、これには同意しない。そう
ではなく、むしろ、法曹（弁護士）としての仕事での評価で競争すれば良
いのであり、法廷のみならず、様々な場で法曹資格者が活躍する社会を
作るためには、合格者数の規模は、維持・拡大し、2000人程度が妥当で
ある。
現行の司法修習については、廃止すべきである。近年の合格者数を考
えると、法曹の実務能力向上の機会は、仕事を通じて徐々に習得すれ
ば十分であって、法曹資格付与の前に１年もの司法修習という研修の機
会は過剰である。現状、司法修習が検察官・裁判官の採用プロセスと研
修の機能を果たしているが、司法修習廃止後は、法曹資格者から、検察
官・裁判官を採用する採用試験を行うとともに、必要な研修の機会を付
与すれば良い。検察官・裁判官を採用する必要性のみでの司法修習の
制度の維持は過剰なコストだ。

個人
法務省
文部科学省

①現行の司法試験法は，「法科大学院の課程を修了した者」と「司法試験予備試験に
合格した者」に，司法試験の受験資格を認めています。
②判事補，検察官又は弁護士となる資格を取得するためには，司法試験に合格した後
に，少なくとも１年間修習をした後試験に合格し，司法修習生の修習を終える必要があ
るなどとされています。

①につき，司法試験
法第４条第１項
②につき，裁判所法
第４３条，同第６７
条，検察庁法１８条１
号，弁護士法第４条

対応不可

司法試験の受験資格及び司法修習制度の撤廃は，いずれも我が国の法曹養成制度
の在り方に関わる重要な問題であり，極めて慎重な検討を要するものと考えています。

なお，令和元年６月に，法科大学院教育の充実と法曹資格を取得するまでの時間
的・経済的負担の軽減を図るために，法科大学院改革・司法試験制度改革を内容とす
る「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律」
が成立し，令和５年司法試験からは，法科大学院の課程に在学する者であって，当該
法科大学院を設置する大学の学長が所定の要件を充たすことについて認定をしたも
のについても，司法試験の受験資格が認められることとなります。法務省としては，文
部科学省と連携しながら，まずは，法科大学院を中核としたプロセスによる法曹養成制
度を前提として，今回の改革を着実に進めていくことにしております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1024 令和3年3月24日 令和3年12月2日
国外運転免許証の
廃止

国内運転免許証にアルファベット
（英語）を用いて、氏名、生年月日、
運転できる車両の種類、有効期限
を記載（併記）し、別途国外運転免
許証を取得しなくても外国でレンタ
カー等を借りて運転できるようにす
る。

出張、海外旅行等で外国を訪問した際にレンタカーを借りて運転するこ
とがあるが、１年有効期限の国外運転免許証を都度取得する必要があ
る。これは日本の運転免許証に日本語の記載しかないためであり、国外
運転免許証は国内運転免許証の記載内容を担保しているに過ぎない。
国内運転免許証に対して、国外で車を借りて運転する際に必要な事項
を最小限英語で記入することにより、１年有効期限の国外運転免許証
取得という煩雑な手続きをなくすことができる。その分のリソース（ヒト、
モノ、カネ）は交通事故撲滅等、必要分野に移動すれば良いと思う。な
お、アルファベット（英語）併記は、希望者のみ任意で良いと思います。

個人 警察庁
国内運転免許証の記載事項（氏名、住所等）及び様式は、道路交通法（昭和35年法

律第105号）及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）において定められ
ています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
93条
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第19条及
び別記様式第14

検討を予定
（国際運転免
許証の有効
期間につい
ては「対応不
可」）

国内運転免許証の英語併記については、国民の皆様の様々な御意見・御要望、マイ
ナンバーカードとの一体化に向けた議論等も踏まえながら、今後必要に応じて検討し
てまいりますが、英語併記された国内運転免許証が外国で身分証等として通用するか
否かは同外国の制度によることとなります。

我が国が発給する国際運転免許証は道路交通に関する条約（昭和39年条約第17
号。以下「ジュネーブ条約」という。）締約国内において、当該免許で運転することがで
きることとされている自動車等を原則運転することができますが、国際運転免許証の様
式や有効期間については、ジュネーブ条約において定められており、仮に国内運転免
許証に英語併記をしたとしても、国際運転免許証としての効力を有するものではありま
せん。

1025 令和3年3月24日
マイナンバーカード
の有効期限につい
て

マイナンバーカードには、現在3種
類もの有効期限があるようです。こ
れに運転免許証の有効期限を加え
て4種類にもならないようにしてほし
いです。
できれば現在の運転免許証の有効
期限に一本化していただきたいで
す。

一番の理由は、運転免許証の有効期限を切らさないようにして
ほしいからです。マイナンバーカードの表面に「見える形」で免許証の有
効期限を表示してください。

個人 総務省 類似処理

1026 令和3年3月24日 令和4年7月20日
全国の就労証明書
について

・保育園、学童等の利用に際し、保
護者の就業状況を記載する「就労
証明書」について、全国（全自治体）
共通のフォーマットにして欲しい。
・各自治体でフォーマットは違うもの
の、記入項目はほぼ同じなため、国
が主導して全国共通フォーマットを
さくせいしてほしい。
・現在、マイナポータルから作成が
できるが、大量作成には不向きであ
る。

現在、私は人事担当者として、従業員から依頼された就労証明書を作
成しているが、各自治体のフォーマットが異なるため、作成にとても手間
がかかり負担が大きい。
当社は大企業のため、年間3,000件以上の就労証明書を作成している
が、記入項目が微妙に違ったりと、その都度確認しながら作成すること
にとても不便を感じている。
とは言え、記入内容はどの自治体でもほとんど同じなため、国から発信
して共通のフォーマットにして欲しい。
もし自治体毎に不要な項目があれば、そこだけ黒塗りするなり、記入不
要にすればいいだけ。
現在、そのような理由で作成に時間がかかっており、従業員からも「ス
ピーディーに作成して欲しい」と不満が寄せられている。
人事担当者としての努力もしているが、そもそもフォーマットさえ共通にし
ていれば、このような手間は大幅にカットできる。
まずは全国共通フォーマット、さらに言えば、電子化して欲しい。
【企業の人事担当者が作成・承認→従業員（本人）が本人入力事項を記
入・承認→各自治体へ提出】

個人 厚生労働省

【保育について】
保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認定
を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子育て
支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。
また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労働
することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず市町村ごとに定めていますが、就労を理由に認定
を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いことから、
就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市向け標準
的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点で、令和２
年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の過半数、大
都市の約６割が標準的な様式を活用しています。
押印については、法令上求められているものではありませんが、保育所等の入所の際
に重要な書類となることから、多くの自治体が文書の真正を担保する観点から押印を
求めていると承知しています。

【学童について】
放課後児童クラブの利用にあたり、法令上で就労等を証明する書類の提出は義務付
けておりません。

【保育について】
子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

【学童について】
なし

【保育につい
て】
検討に着手

【学童につい
て】
現行制度下
で対応可能

【保育について】
就労証明書の作成手続の負担軽減を図るため、本年７月に閣議決定した「規制改革
実施計画」において、デジタルで完結する仕組みを前提に、標準的な様式について、そ
の活用状況等を調査し、更なる普及に向けた取組を推進する旨示したところです。
令和元年８月に公表した大都市向け標準的様式のより一層の活用を市町村に働きか
けていくとともに、現在実施中の調査において活用状況を把握し、活用が進むために
必要な事項を整理した上で、更なる普及のための検討を進めてまいります。
また、企業等において就労証明書を電子的に作成できるよう、市区町村にＥｘｃｅｌ等に
よる様式の提供及びオンライン申請のできる環境の整備を促すとともに、引き続き
「ぴったりサービス」を活用したオンライン申請が可能であることの周知を行ってまいり
ます

【学童について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

1027 令和3年3月24日 令和3年12月2日
運転免許証 英語
（ローマ字）併記

マイナンバーカードと運転免許証が
統一される方向は大賛成。
同時に運転免許証情報について､
英語（ローマ字）併記

グローバル化が避けられない現在、日本国外で自動車を運転する機会
がますます増えてきている。
国外で自動車を運転する場合、別途通称「国際運転免許証」を交付申
請することが必要。
申請のために、証明写真を撮り、運転免許センターに出向く必要があ
る。別途手数料も必要。
有効期間も1年で、かつ返納を必要としている。
交付申請に必要な時間、費用、センター職員の配置などのコストを考え
ると、節約効果は公私ともに大きい。
お隣の韓国では既に英文併記が実施されていると聞きます。

個人 警察庁
国内運転免許証の記載事項（氏名、住所等）及び様式は、道路交通法（昭和35年法

律第105号）及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）において定められ
ています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
93条
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第19条及
び別記様式第14

検討を予定
（国際運転免
許証の有効
期間につい
ては「対応不
可」）

国内運転免許証の英語併記については、国民の皆様の様々な御意見・御要望、マイ
ナンバーカードとの一体化に向けた議論等も踏まえながら、今後必要に応じて検討し
てまいりますが、英語併記された国内運転免許証が外国で身分証等として通用するか
否かは同外国の制度によることとなります。

我が国が発給する国際運転免許証は、道路交通に関する条約（昭和39年条約第17
号。以下「ジュネーブ条約」という。）締約国内において、当該免許で運転することがで
きることとされている自動車等を原則運転することができますが、国際運転免許証の様
式や有効期間については、ジュネーブ条約において定められており、仮に国内運転免
許証に英語併記をしたとしても、国際運転免許証としての効力を有するものではありま
せん。

310



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1028 令和3年3月24日 令和3年4月16日
相続人であること及
び相続人がいないこ
との証明

個人が亡くなった場合に、誰が相続
人なのか又は相続人が存在しない
かの特定、証明を行政が行い、証
明書等を発行する。

【現状】
現在、相続人の確定をする場合、個人が、亡くなった人の出世から死亡
までの全ての戸籍及び相続人の特定するまでの全ての戸籍を全国の自
治体から取り寄せて、その証明をすることとなっています。
これは、相続関係者にとって大変な労になっています。
【解決策】
行政側で個人をマイナンバーで特定して、AIによって、戸籍台帳データ
を処理をすればことだと思います。
【利点】
相続の煩雑さが大きく解消され、空き家、不明不動産の解消、防止につ
ながると思います。

個人
内閣官房
法務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要があります。
戸籍法第１０条第１
項

対応

令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得
することができるようになるところ，さらに，法定相続人の特定に関する遺族等の負担
軽減策について，内閣官房において，法務省と検討を行うこととしています。

なお，法務省では，平成２９年５月から法定相続情報証明制度を開始しており，当該
手続では，相続人は，相続人・被相続人に係る必要な戸籍関係書類一式を収集した上
で，それらを基に法定相続情報一覧図を作成して登記所に提出すれば，登記官がそ
の法定相続情報一覧図が戸除籍及び相続に関する法令に適合しているかを確認・照
合した上で，その法定相続情報一覧図の写しを作成・認証し，証明書として相続人に
必要な通数を無料で発行しています。この法定相続情報一覧図の写しは，相続手続を
行う各機関において相続関係を証する書面として活用されており，これにより各種相続
手続の際に相続人が戸籍関係書類一式をその都度収集・提出する手間を省力化し，
手続の負担を軽減する取組を行っています。

1029 令和3年3月24日
マイナンバーカード
の電子署名の更新
について

電子署名なのに、住所所在市役所
に行って更新するのは、おかしくな
いですか？

ネットやマイナンバーアプリで簡単に更新が出来る様にして欲しいです。 個人 総務省 類似処理

1030 令和3年3月24日
外国人永住者の在
留カードについて

在留カードの更新も運転免許証と
同じで、マイナンバーカードと一体
化できないでしょうか？又はオンラ
イン手続きにはできないでしょう
か？

東京入管はアクセスが悪く混雑しています。行けば１日かかります。平
日しか手続きができない為、かなり不便です。地方はさらに不便だと思
います。ご検討、宜しくお願い致します。

個人
総務省
法務省

【法務省】
在留カードの有効期間更新申請は，現状では，地方出入国在留管理官署の窓口に

おける書面提出のみで行われています。

【法務省】
出入国管理及び難民
認定法第１９条の１１

検討に着手

総務省未回答

【法務省】
在留カードの有効期間更新申請について、令和７年度末までにオンライン化すること

について検討を行っています。また、在留カードとマイナンバーカードの一体化につい
ては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月閣議決定）」に基づき必
要な措置について検討を進めています。

1031 令和3年3月24日 令和3年4月16日
統一資格審査申請
のワンストップ化に
ついて

統一資格審査申請において、添付
が必要な書類に「登記事項証明書」
「納税証明書」があるが、いちいち
法務局、税務署で書類を取得して
添付する必要がある。マイナンバー
でまとめて管理できるはずなので、
審査機関から直接必要な照会をす
るようにし、ワンストップ化して欲し
い。

ワンストップ化により、企業の手間が減り、必要な時間短縮とコストダウ
ンにつながる。審査側の手間が増えるようにも見えるが、コンピューター
化、ネット利用でプログラム化すれば簡単であろう。マイナンバーにひも
付するだけで済みますから。こんなこともできなければ、何のためのマイ
ナンバー付与かわかりません。

個人 総務省
全省庁統一資格審査においては、企業の確認、納税がされていることの確認のため、
登記事項証明書、納税証明書の提出を求めております。

なし 対応に着手

登記事項証明書及び納税証明書の添付については、利用者の皆様のご意見を踏ま
え、利用者コスト削減の一環として他省で保持している情報とＡＰＩ連携等を行い提出を
省略化できるようシステム改修又は検討に着手しております。登記事項証明書につい
ては、現在、システム改修に着手しており、令和３年度中に添付省略、納税証明につい
ては、令和３年度に検討を行い令和４度からにシステム改修に着手し、令和５年度中
には添付省略を実現する予定としております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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番号
所管省庁への
検討要請日
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1032 令和3年3月24日 令和3年4月16日 年金受給について
亡くなった後の諸々の手続きを地方
でもなるべくまとめた場所でできるよ
うにしてほしい

地方に居住しています。
父が亡くなった時、年金の手続きをするにあたり市役所で必要な書類を
受けとり、さらに車で30分くらいの場所まで行き手続きをしました。
まだ若い人がいる家庭はフットワーク軽くいけますがお年寄りだけの家
庭だと地方には足もないし大変です。給与所得者の場合徴収する時は
簡単に徴収されるのに受け取りの時だけ手間がかかるのはいかがなも
のかと。今後高齢者が多くなる中是非改善して頂きたい。一ヶ所でできる
とか、地方でも配慮して頂きたいと思います。

個人 内閣官房

「デジタル・ガバメント実行計画」（2019年12月20日閣議決定）において、内閣官房は、
関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相続に
関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタル化
し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺族が、
当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減すると
ともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神的・経
済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体に対し
円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。

該当なし 対応

地方公共団体が、遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作成補助などを行
いながら手続の負担を軽減する、「おくやみコーナー」（死亡に関する総合窓口）を設置
することを支援するためのツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を整備
し、2020年（令和2年）5月にその活用方法を盛り込んだガイドラインを策定し、提供を開
始いたしました。
引き続き、利用上の課題をヒアリングし、順次改善を行うことで地方公共団体における
「おくやみコーナー」設置を推進するとともに、将来的にマイナポータル等を活用し、マ
イナンバーカードを用いてオンラインで死亡に関する手続きが完結する仕組みの構築
に向けた検討も行い、遺族の負担軽減に向けた取組みを行ってまいります。
この度頂戴したご意見につきましては今後の施策推進に向けて参考とさせていただき
ます。

1033 令和3年3月24日
マイナンバーカード
および電子証明書
の有効期限

マイナンバーカードの有効期限と電
子証明書の有効期限を統一してほ
しい。

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から１０回目の誕生日。一
方、電子証明書の有効期限は発行日から５回目の誕生日になっていま
す。
なぜ、同じにしないのでしょうか？
５回目か１０回目かに統一すべきではないでしょうか？
更新依頼通知も１本化できて、業務効率ができるのではないかと思いま
す。
ただ、カード発行と電子証明書発行の所管部門が違っていると、こういう
発想はないのかもしれません。

個人 総務省 類似処理

1034 令和3年3月24日 令和3年4月16日
マイナンバーと健康
保険

デジタル化を進める上で、マイナン
バーカードと健康保険の合体は必
要と思います。
高齢の祖父母や両親の、若い時の
病歴、怪我歴、手術歴、投薬歴、や
アレルギー等、本人が認知や意識
不明になって答えられなくなった場
合、問診票や同意書、入院手続き
等、きちんとした回答をする事が出
来ない。
入院、退院、病院が変わる度々、同
じように書類手続きがおおすぎる。
家族も毎回負担ですが、現場の医
療関係者の負担はもっと大変かと
思います。
生まれた時からの健康カード管理
体制で、いつ、どこで、事故や病気
なっても分かるようにするべきと思
います。

実際に親の入院退院手術の繰返しで、何度も実感したから。 個人 厚生労働省 番号704の回答をご参照ください

1035 令和3年3月24日 令和3年4月16日
登記簿謄本はホー
ムページ上の確認で
良いのでは？

登記簿は既に法務局のホームペー
ジで確認できます。そのコピーも電
子文書でDLできます。
よって法人のマイナンバーは公開さ
れているので、ネット上から記載事
項を確認出来れば、それで良いの
ではと思います。
もしくは、ネット上からのDLに認証を
与える仕組みに変えれば、相当な
工数の削減になると思います。

会社を経営していると、携帯電話の契約変更一つにも登記簿謄本の掲
示求められます。しかも発行3ヶ月以内という期限付きの紙文書です。
こういったことは官民問わずあります。
法務局のホームページ上の確認できるのに、法務局で実際に発行され
た紙文書でないとダメということに大変不便を感じます。
法務局の窓口の職員は派遣会社からのパートさんで、相談も権限もあり
ません。
また、同一都道府県内でないと発行されません。
印鑑証明は画像の照合という役割があると思いますが、登記簿はただ
のデータです。
地方の法務局局長の認証だけを取るために、わざわざ足を運ばせると
いうのは、官の権威主義の名残りではないでしょうか？

個人 法務省

商業法人登記手続においては，登記事項証明書の請求をオンラインで行うことがで
きます。同一都道府県内でないと発行されないということもありません。

また，インターネット上で登記記録を閲覧することができます（登記情報提供サービ
ス）。

商業登記法第１０
条，電気通信回線に
よる登記情報の提供
に関する法律第４条

その他

登記事項証明書は，オンラインで交付を請求することができるため，法務局の窓口を
訪問し申請書を提出することなく請求・取得することができます。

また，登記事項証明書は，登記記録に記録された内容を公示し，証明することによ
り，商号，会社等に係る信用の維持を図り，もって取引の安全と円滑に資するものです
が，登記官が証明をしたデータの不正な編集をデータ取得者が行うことにより，その機
能が損なわれることとなります。そのため，インターネット上で登記記録を閲覧すること
ができるサービス（登記情報提供サービス）に，登記官が証明を付して証明書として提
供することは困難です。

なお，行政機関等へのオンライン申請等をする場合において，登記事項証明書を添
付する代わりに，登記情報提供サービスにより取得した照会番号を利用することがで
きる場合もあります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1036 令和3年3月24日 令和3年5月24日 療育手帳の法制化

療育手帳は法令でなく、通知による
規定しか存在しない唯一の障害者
手帳である(療育手帳:療育手帳制
度について(昭和四八年九月二七
日)(発児第一五六号) 、療育手帳制
度の実施について(昭和四八年九
月二七日)(児発第七二五号) 。身体
障害者手帳: 身体障害者福祉法。
精神障害者保健福祉手帳: 精神保
健及び精神障害者福祉に関する法
律)。これによって不利益が生じる場
合がある以上、療育手帳を法制化
し、判定基準や等級の全国的な統
一が図られることが求められる。

上記のように、法的位置付けのない療育手帳の運用主体は都道府県で
あり、これによって療育手帳は都道府県独自の制度となっている。都道
府県を跨ぐ居住地の移動のあった者には、新たな居住地で再度の検査
が必要となる場合があったり、ほぼ同様の検査結果であるにもかかわら
ず等級が変更になるなど、障害者福祉の地域格差とも言われる状況が
おおよそ半世紀放置されている状況が続いている。
これは、他の障害者手帳ではまず起こり得ないことであり、療育手帳の
み異質な存在であるといえる。
都道府県が所管している以上、療育手帳が転居の際に等級変更の不
安を感じる設計となっており、これは憲法が第22条で規定するところの
居住･移転の自由を、知的障害を有する者に対して認めていないも同義
であると取られかねないものである。
以上のことより、療育手帳を法制化し、身体障害者手帳にあるような厳
密な区分が国によって設定されることが望まれる。それによって、全国に
おいて等級や判定基準が統一され、転居の際に等級が変更となる、再
度の検査が必要となるなどの不利益を生じさせにくくすることが望まれ
る。

個人 厚生労働省

療育手帳制度について、国で法定化し、統一的な基準を作るべきということについて
は、現在、知的障害の定義として確立された統一的なものがなく、画一的な基準の作
成が困難であること。仮に国が統一的な基準を示すとした場合、これまで自治体の判
断で交付してきた者が交付されなくなる場合も考えられ、慎重な検討が必要であると考
えています。

療育手帳制度につい
て(昭和四八年九月
二七日)(発児第一五
六号) 、療育手帳制
度の実施について
(昭和四八年九月二
七日)(児発第七二五
号)、転居に伴う療育
手帳の取り扱いの留
意事項について（平
成五年六月二二日）
（児障四二号）

その他

統一的な判定基準の作成を検討する調査研究を実施しております。
・知的障害の認定基準に関する調査研究（平成30年度障害者総合福祉推進事業）
・療育手帳の判定基準及び判定業務のあり方に関する調査研究（令和元年度障害

者総合福祉推進事業）
・療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等における適切な判

定業務を推進させるための研究（令和２-令和３年度 障害者政策総合研究事業）
なお、「転居に伴う療育手帳の取り扱いの留意事項について（平成五年六月二二日

児障四二号厚生省児童家庭局障害福祉課長通知）」を発出し、転居の場合における取
扱いについて自治体へ周知しております。

△

1037 令和3年3月24日 令和3年5月24日
フグ処理者免許の
全国統一

安部政権下の規制改革推進会議
で、フグ産業界の嘆願により事案が
紹介されたが、放置されたままであ
る。
課題：都道府県別のフグ処理者免
許を全国統一する。
目的は、
(1)フグ食安全リスクの都道府県格
差を無くす(食の安全規制改革)、
(2)免許保有者の都道府県間での
転職・職場移動等を可能にする(商
業・職業活動規制改革)、
(3)海外輸出を可能にする(商業活
動規制改革)。

理由
(1)フグ食の安全リスクが都道府県間で異なる。→食の安全リスクと商業
活動の障害。
(2)フグ処理者の知識と技能が都道府県間で異なる。原因: 都道府県間
で免許認定方式が異なる。→食の安全リスクと商業活動の障害。
(3)フグ処理者が、全国統一で、最新の「食の安全」知識=最新フグ水産
学知識を保有するか否かの、同知識保有の有無を確認する制度の欠
如。海水環境の変化等によるフグ生息域変化、両性具有個体や交雑種
の出現等。→食の安全リスク。
(4)中国や韓国からの輸入フグに対するフグ処理者の鑑別知識・技能の
欠如。特に養殖フグの飼料に混ぜる薬物→食の安全リスク。
(5)フグ処理者免許が都道府県ごとに異なり、統一の更新制度がない。
→食の安全リスク。
(6)フグ輸出不可。海外の輸入国が日本のフグ食品安全を認めない。理
由： 都道府県間のフグ取扱規制格差に対し、日本のフグ処理者統一法
規制の欠如。
(7)フグ誤鑑別や誤処理のリスクが宅配等で全国に一気に拡散する。
→食の安全リスク。

厚労省は、以上の事実を承知して、食品衛生法改定で、改革に取り組
んだが、結果は旧規制の修正に終わった。多数のフグ中毒事故が発生
した場所、処理当事者と行政責任が法的に争われる可能性が高い。外
国人中毒の場合、国際問題化する可能性がある。フグ取扱い特別措置
法制定が必要である。

個人 厚生労働省

ふぐに係る規制については、従前、厚生労働省通知に基づき、都道府県等が条例等
によりふぐに係る規制を定め、運用してきましたが、平成30年６月に公布された食品衛
生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）の施行に伴い、ふぐ処理者の認
定に係る制度への国の関与を明確にし、ふぐ処理者の知識及び技術の水準の全国的
な平準化に資することを目的として、国内関係者の状況、都道府県等の現状等を勘案
しつつ、実効性のある仕組みを検討しました。

具体的には、令和元年10月にふぐ処理者の認定基準を取りまとめ、さらに、令和２年
５月に都道府県等において定めるべき事項を指針として整理し、関係条例等の見直し
を都道府県等に通知しました。また、ふぐの処理については、都道府県知事等が認め
るふぐ処理者に処理させるか又はふぐ処理者の立会いの下に行わせなければならな
い、と令和２年６月１日に施行された食品衛生法施行規則に規定しました。これらによ
り、都道府県等間のふぐ処理者の資格受入を推進するとともに、ふぐ処理者の認定基
準を輸出要件として提示し、ふぐの輸出解禁協議を進めています。

なお、ふぐ処理者については、現在、都道府県等が地域の現状を踏まえて条例等を
整備し、監視指導を実施していること及びふぐ処理者が提供したふぐによる食中毒が
ほとんど発生していないことを考慮の上、ふぐ処理者を認定する際の基準の平準化を
進めているところです。

食品衛生法第50条
の２第１項
食品衛生法施行規
則第66条の２及び別
表17

対応

制度の現状欄に記載のとおりです。
厚生労働省では、令和３年度を目途に、都道府県等におけるふぐ処理者の認定要件

の見直し状況及び都道府県等間のふぐ処理者の受入状況について調査を行い、公表
する予定としており、これらも踏まえ、引き続き都道府県等間の格差是正、輸出解禁協
議等を進めていきます。

1038 令和3年3月24日 令和3年4月16日
大型ドローン事業の
新規参入規制の撤
廃

ドローンは市場や技術が急速に発
展しつつあり、新規参入が相次いで
いる成長分野であるが、わが国の
航空機製造事業法施行規則によっ
て、大型の総重量150ｋｇを超えるド
ローンの製造事業は経済産業大臣
の許可が必要とされている。本来は
航空法により機体の安全を規制す
ればよいものであり、事業参入は規
制べきではなく、世界にも例がな
い。我が国のドローン産業活性化を
阻害するこの規制は可及的速やか
に廃止すべきである。

ドローンによる物流の合理化は、「空の産業革命」においても大きな効果
が期待されている分野であり、官民でこれまで実証実験、国家戦略特区
などにより推進してきたところである。これまでは比較的技術的に容易な
小型機による配達事業の可能性が追及され一部ではすでに社会実装さ
れ始めている。一方重量物を運ぶ輸送用の大型機の開発は技術的にも
課題が大きく資金もかかるが、すでに10社が開発を表明しており、既に
150ｋｇを超える大型機の実験を始めた事業者もある。世界的にも大型物
流ドローンの開発は競争状態にあり、欧州政府が本年発表した新しい
規制案では総重量600ｋｇまでをドローンの範囲とすることが示されてい
る。わが国の大型ドローンへの参入規制は、開発業者にとっては事業リ
スクであり、また資金提供者は事業の不確定要素の一つと評価する。特
に海外企業にとっては我が国への参入の大きな障壁と見做し、投資意
欲を妨げる要素である。これが撤廃されれば大型ドローン事業への新規
参入および開発は加速される可能性が高い。
大型ドローンの技術は所謂「空飛ぶ車」と呼ばれる、小型垂直離発着航
空機の基礎をなすものであり、欧米政府は次世代航空機の世界を開く
重要な技術と位置付けている。「空飛ぶ車」は我が国ではすでに７社が、
世界では約200社が研究開発を進めている。しかるに、わが国の航空機
製造事業法では、この事業についても参入規制の対象としている。わが
国の次世代航空機産業の進展のためにも、先ずは大型ドローン参入規
制は廃止すべきである。

個人 経済産業省

航空機製造事業法では生産技術の向上等を目的として、高い技術を必要とする大型
の無人航空機を含む航空機等の製造事業について、法第２条の２に基づき経済産業
大臣の許可を必要としています。また、航空機製造事業法施行令第１条において、許
可を必要とする無人航空機を総重量150㎏以上のものと規定しています。

航空機製造事業法
第２条の２
航空機製造事業法
施行令第１条

検討を予定

航空機製造事業法において、総重量150ｋｇ以上の無人航空機の製造事業について許
可を必要しているのは、総重量が重くなるほど高度な技術が必要となり、製造事業者
が機体製造の技術を有しているか等の確認の観点から許可制としているものです。
また、規制が必要となる高度な航空機制御技術等を要する無人航空機の重量が概ね
200ｋｇ以上である実態や、今後の軽量化の可能性なども勘案し、平成26年に施行令第
１条において総重量150ｋｇ以上と規定しました。
他方、御指摘のような社会実装に向けた実証実験をはじめとする、無人航空機の製造
事業への新規参入や機体の開発が加速していく可能性があると認識しております。
今後、具体的な政策ニーズや、機体の製造技術の発展状況等を見極めながら、必要
な規制の在り方を検討してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1039 令和3年3月24日 令和3年4月16日 二重国籍の容認
二重国籍の保持を可能にする。
特に、生来二重国籍者の他国籍離
脱努力規定を廃止する。

今、コロナ渦を通して日本国籍を持つ市民と持たない市民の扱いが大き
く異なることが明確になった。
https://note.com/olga_tokyo/n/nd1cebc650a70
昨今、日本も多様化が進み、両親あるいは片方が外国籍の子女などが
存在するが人生における様々な事情から日本国籍を持たない選択をせ
ざるをえないことも多い。日本の習慣において、この選択は不要に不利
を生み、人道的にも非常に難しい制度となっていることが明らかになった
ことから、二重国籍容認による解決を提案したい。
二重国籍に容認要件として他国籍の登録を義務づけることで二重国籍
者の管理が容易にできることや、入出国においても多重国籍前提の管
理が構築できる。
また、生来多重国籍者以外に視点を広げると日本の人口減少局面にお
いて、日本国籍保有者を増やすため、日本国籍取得のハードルを下げ
つつ、日本語能力要件を厳しく課すことで日本文化の維持にもつなげら
れよう。
多重国籍者は複数の国から利益を得るフリーライダーとしての批判もあ
るが、同時に複数国家に対して義務を負うことになるし、年金や保険等
は条約の締結が進んでいる。
保安上リスクのある国家との多重国籍者についても警察権の行使など
において国籍を理由に拘束等をかけられない実態上、多重国籍を認
め、登録を義務付ける方が有効な管理実現につながろう。

個人 法務省

日本の国籍法は，基本的に国籍唯一の原則を理念としており，無国籍及び重国籍の
発生はできる限り防止し，解消を図るように努めることとされています。
国籍法上，重国籍である者は，原則として，２２歳に達するまでに，いずれかの国籍を
選択する義務があります（第１４条第１項）（民法の改正による成年年齢の引下げによ
り，令和４年４月１日以降は，重国籍となった時が１８歳に達する以前であるときは２０
歳までに，その時が１８歳に達した後であるときはその時から２年以内となります。）。

国籍法 対応不可

重国籍者は，同時に二以上の国家に所属することから，各国のその者に対する外交
保護権の衝突により国際的摩擦が生じるおそれがあり，また，所属する各国から課せ
られる兵役，納税等の義務が衝突し，不測の事態を惹起するおそれもあります。さら
に，重国籍者は各国に別人として登録されることができるため，各国において別人と婚
姻するなど，身分関係に混乱が生じるおそれがあります。
このような理由から，日本の国籍法では「人はいずれかの国籍を有し，かつ，一個のみ
の国籍を有すべきである」という国籍唯一の原則の立場を採っており，現行の制度は
適正なものであると考えます。

1040 令和3年3月24日 令和3年4月16日
海外製無線機器の
国内使用について

海外製の無線機器を国内で使用す
る場合においては、特定無線設備
の技術基準適合証明等に関する規
則（昭和56年11月21日郵政省令第
37号)に縛られており、改めて技術
基準適合証明を取得しなければな
りません。海外製の携帯電話、
Bluetooth、Wi-Fi等の機器を輸入、
販売、使用する際の障壁となってお
り、事実上二重承認となっている本
規則の改変、撤廃を希望します。具
体的には海外で取得された規格を
国内でも認め、未届けで使用できる
ことを希望します。

海外製無線機器の国内使用については、特に規制改革が行き届いてい
ないと感じる部分であり、ぜひこの機会に再考頂きたいところです。
海外の規格として、CE やFCCなどの規格取得をしているものの、技術
基準適合証明(以下技適)を取得していないものは国内で使用することが
出来ません。特定の無線帯域に限っても良いので、これらの規格を技適
の代替と認めることで本問題は解決することを望みます。
現在実験のための特例承認という制度がありますが、そもそも特例で承
認できるならば、普通に承認しても良いはずで、その意義については疑
問を呈するところです。
無線における規制の意義については、大きく二つあると理解していま
す。一つは帯域外不要輻射、もう一つはスプリアス輻射です。海外の規
格でも同等の測定をしている関係から、積極的に代替を採用すべきと考
えます。
日本は人口が密集しているなどの特殊性を持ち出されるかもしれません
が、特に小電力においてはその影響は軽微と考えます。
本規制があることで海外製IoT機器の選択の幅が狭まり、国内での価格
が高止まりするなどの弊害が発生しております。本規制を改変、撤廃す
ることで、実験、教育用途に簡便に採用することが出来、国内科学技術
の一層の振興が期待できます。

個人 総務省

日本のみならず、世界各国では、当該国内で利用できる無線機器について技術基準
を定めた上、当該国の法律に基づき機器の適合性を証明し、その旨をマークによって
表示することで、利用可能とするという制度を定めています。米国ではFCCマーク、欧
州ではCEマークとなりますが、それぞれの国において、当該国の技術基準に適合する
ことを確認するなど当該国の制度に従った手続を経て、表示等を行う必要があります。
例えば、日本において技術基準適合性が証明され、それが他国の基準と一致した機
器であったとしても、当該国の制度に基づき求められる手続や表示等を行わない限り、
当該国で利用可能とはなりません。

これは、無線通信に関する周波数の割当状況や求められる技術的な要件が各国ご
とに異なることや通信妨害や混信等を防ぐため、他国の法制度に依存せずに、自国の
規律を定め、管理を行うことが必要であるためです。

なお、総務省では、先進的な海外製品の流通を促進するため、日本で技術基準が定
められていない無線機器であっても、外国認証（FCC ID、CEマーク）があり、180日以内
の短期間の実験等の目的に限りその使用を認める特例制度を設けていますが、これ
は、制度利用者が、用途、周波数その他の条件が本制度の対象範囲であることを届け
出るという一定の管理の下、混信の危険を回避するための環境を確保した上で実施す
る特例措置として位置付けられているものです。

・電波法
・特定無線設備の技
術基準適合証明等に
関する規則

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。 ◎

1041 令和3年3月24日 令和3年5月24日
必要書類から戸籍
謄本を除外してほし
い

年金手続き(加給年金)で配偶者と
の続柄を確認するために戸籍謄本
が必要書類に含まれているが、住
民票で確認が可能な内容であれ
ば、戸籍謄本は免除してほしい。

本籍地が離れた場所にあると謄本の取得手続きが大変である。 個人 厚生労働省

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合であって、老齢厚生年金の受給権が発
生した時点等において自らによって生計維持されていた65歳未満の配偶者等がいる場
合には、老齢厚生年金等に加給年金額が加算されます。
この場合の配偶者等であるかどうかの確認は、親族的身分関係を公証する戸籍抄本
又は戸籍謄本によって行っています。

厚生年金保険法第
44条、第50条の2
厚生年金保険法施
行規則第30条第2
項、第44条第2項

対応不可

加給年金額の加算に当たっては、老齢厚生年金の受給権が発生した時点等での請求
者と配偶者等との身分関係（婚姻関係など）の確認が必要となりますが、戸籍抄本又
は戸籍謄本が婚姻関係などの親族的身分関係を公証する書類とされているのに対し
て、住民票は居住関係を公証する書類とされているところであるため、請求者と配偶者
等との身分関係（婚姻関係など）の確認については、戸籍抄本又は戸籍謄本により行
う必要があるところです。

1042 令和3年3月24日
マイナンバーカード
の普及とそのための
方策

１ マイナンバーカードを使ってコン
ビニで住民票をとるほうが窓口の手
数料より安くする（又は無料）など持
つことへのメリットを見える化する
印鑑証明なども
２ そのための全市町村の早期の
コンビニ対応化
３ 市町村別であろう住民票システ
ムの統一化（住基ネットの更なる利
活用）
４ 住所登録の転入・転出事務の同
時化
※マイナンバーカードはID・パス
ワードよりも指紋や血管・網膜認証
にすべし

マイナンバーカードの導入を国が進めても、国民個人が取得しなければ
普及率は高まっていかない。普及率を高めるためには持つことのメリット
を最大限アピールして持つ方が得と思わせる。
住民票のシステムは各市町村がそれぞれシステムを運用している（と思
われる）ので様式が違う。またそのための経費も永遠に必要。せっかく住
基システムも運用しているのでそちらへ統合（統一化）した方が不要な経
費を削減できる。住民票に個別市町村の特色などいらない。
進めていくと「高齢者はうんぬん」とかいう人がいるが、住所の移動が多
い働き盛り・若い世代がメリット大きいので、高齢者持っていなくても問題
はない。
住基システムでどの程度カバーしているか詳細はわからないが、戸籍の
内容の一部を住基システムに取り込めれば戸籍が不要になるところまで
いければ大改革になると思う。

個人 総務省 未回答
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1043 令和3年3月24日 令和3年4月16日
確定申告医療費控
除の領収書保管を
廃止

確認申告医療費控除の領収書保
管期限5年ですが、保管義務廃止を
提案します。

確認申告医療費控除の申告に領収書添付が不要になったのは良いの
ですが、保管期限が5年の義務が国民に強いられました。5年間におよ
ぶ負担が大きい。
段階的に5年→2年に短縮→廃止を実現して頂きたい。

個人 財務省
税務署長は、確定申告の誤りを訂正することのできる５年間、医療費控除の適用を受
けた者に対し、医療費の領収証等の提示又は提出を求めることができることとされて
おり、本規定により、医療費控除の適正性を確保しています。

所得税法120⑤ 検討を予定
医療費の領収証等の保管については、医療費控除の適正性の確保を維持しつつ、納
税者の負担軽減に資する方策について検討していきたいと考えています。

1044 令和3年3月24日 令和3年12月2日 国際免許の合理化
国内免許証の英語併記による国際
免許発行手続きの廃止

海外に国内免許証を持っていけないのは英語併記がないからと承知し
ています。我が国の国際免許は国内免許記載の英訳以上の効力を持
たないにも関わらず、写真購入させられ、発行手数料数千円支払って有
効期間はわずか１年。返却まで求められる。無駄です。国内免許の氏名
と生年月日欄を英語併記し、生年月日は西暦表記にすれば、国内免許
は海外でも認識可能となり、この無駄なコストは行政と国民双方にとって
なくなります。ご検討ください。

個人 警察庁
国内運転免許証の記載事項（氏名、住所等）及び様式は、道路交通法（昭和35年法

律第105号）及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）において定められ
ています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
93条
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第19条及
び別記様式第14

検討を予定
（国際運転免
許証の有効
期間につい
ては「対応不
可」）

国内運転免許証の英語併記については、国民の皆様の様々な御意見・御要望、マイ
ナンバーカードとの一体化に向けた議論等も踏まえながら、今後必要に応じて検討し
てまいりますが、英語併記された国内運転免許証が外国で身分証等として通用するか
否かは同外国の制度によることとなります。

我が国が発給する国際運転免許証は、道路交通に関する条約（昭和39年条約第17
号。以下「ジュネーブ条約」という。）締約国内において、当該免許で運転することがで
きることとされている自動車等を原則運転することができますが、国際運転免許証の様
式や有効期間については、ジュネーブ条約において定められており、仮に国内運転免
許証に英語併記をしたとしても、国際運転免許証としての効力を有するものではありま
せん。

1045 令和3年3月24日 令和3年4月16日
信書便事業への宅
配便事業者参入

郵便の土曜日配達廃止を補完する
ために宅配便事業者参入を認め
る。

郵政民営化は、郵便事業を民営化することで国民の利便性を高めるこ
とが期待されたが、今回の普通郵便物の土曜日配達を廃止する郵便法
改正案は事実上、この期待を裏切る結果となることが懸念される。信書
便事業への宅配便事業者参入を認めることで、国民の利便性が損なわ
れることのない配慮をお願いしたく、提案するものである。

個人 総務省
宅配便事業者を含め信書便事業を営もうとする者は、民間事業者による信書の送達
に関する法律（平成14年法律第99号）第６条又は第29条の規定に基づき、総務大臣の
許可を受けて信書便事業を営むことができます。

民間事業者による信
書の送達に関する法
律第６条又は第29条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1046 令和3年3月24日 令和3年4月16日
新規化学物質登録
の一元化

現在新規化学物質の登録は、化学
物質の審査及び製造等の規制に関
する法律、と労働安全衛生法の２つ
分かれているため一元化をお願い
したい。

一元化する事で申請、管理が容易になり、申請漏れ防止も期待できる。
化審法が環境面、安衛法が健康被害の点から趣旨が異なることは私個
人としては理解しているが、複雑であり特に国外からみて理解が難しい
との声が聞こえる。

個人
厚生労働省
経済産業省
環境省

番号349の回答をご参照ください。

1047 令和3年3月24日 令和3年4月16日
アマチュア無線局の
保証認定制度につ
いて

アマチュア無線局の開局申請等を
する場合、技術基準適合機を使用
するのであれば、直接各地方総合
通信局宛に電子申請ライトを使い、
手続きができるのに、デジタル通信
用の付属装置（パソコン）をつける
場合は、保証認定機関に手数料を
払い保証認定を受けてからでない
と開局申請や常置場所の変更でき
ない。このような制度は廃止すべき
である。

ところが、開局後にデジタル通信用の付属装置（パソコン）を付加する変
更申請を行う場合は、保証認定を受ける必要がなく、直接各地方総合通
信局宛に電子申請ライトを使い、手続きができる。
また、アマチュア無線局の常置場所を変更する際、デジタル通信用の付
属装置（パソコン）がない場合は、直接各地方総合通信局宛に電子申請
ライトを使い、変更手数料が無料で手続きができるのに、デジタル通信
用の付属装置（パソコン）がある場合は保証認定料を払い保証認定を受
けてからでないと常置場所の変更ができないのはおかしい。
一度、付属装置を外す申請を出し、その後、常置場所の変更を行い、再
び付属装置を付加する変更申請を行うと、保証認定が必要ないので、面
倒であるが、この方法を取っているので、運用できない期間が長くなって
いる。
特に移動する無線局の場合、常に移動してデジタル通信を現に行って
いるにも関わらず、常置場所の変更で保証認定が必要な理由が解らな
い。
保証認定機関は、図面も実機も見ないで、誰に対して何を保証するのか
理解できない。
申請者から書類を総合通信局へ転送しているに過ぎないのに保証認定
料を取っている。
納得行く説明を求めるとともに、パソコンを付加するだけなのに保証認
定が必要という制度を廃止すべきである。
廃止により、申請から許可までの期間短縮と保証認定費用負担の軽減
が図られる。
実質何もしないのに保証認定料を取るという詐欺的行為の排除が図ら
れる。

個人 総務省

電波法により、無線局は、その無線設備と電波法令に定める技術基準に適合している工事設計とが合致す
ることが必要です。そのため、アマチュア無線局の開設及び変更においては、当該アマチュア無線局の無線
設備が電波法令に定める技術基準に適合している工事設計に合致すること等について国等の検査を受ける
ことが原則となりますが、適合表示無線設備のみを使用する無線局等については簡易な免許手続により国
等の検査の省略が認められております（電波法第10条、第15条等）。
アマチュア無線局については、アマチュア局に係る電波法第三章の技術基準に適合していることの保証を受
けた無線設備（※注。いわゆる保証を受けた無線設備。）を使用する無線局についても同様に簡易な免許手
続により国等の検査の省略が認められております。
なお、適合表示無線設備の証明範囲を超える機器の場合 適合表示無線設備に付属装置を接続する場合
を含む）であっても、この保証を受けることで、簡易な免許手続により国等の検査の省略が認められます。
また、アマチュア無線局（移動する局）の常置場所の変更は、設置場所の変更と異なり、同一の総合通信局
管内であれば届出による記載事項の変更により行うことができます（電波法施行規則第43条第3項）。この
ため、いわゆる保証は不要です。なお、アマチュア無線局の設置場所の変更については、電波法施行規則
別表第２号一（４）に基づく昭和58年郵政省告示第532号（無線設備の設置場所の変更検査を受けることを
要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件）に合致するものは、変更検査を受けることを要しないと定
めております。
既に免許を取得した無線局の無線設備の軽微な変更については、電波法施行規則別表第１号の３第１の表
21の項及び第２の表２の項に基づく昭和51年郵政省告示第87号（電波法施行規則の規定により許可を要し
ない工事設計の軽微な事項を定める等の件）に合致するものは、許可を要しない工事設計の軽微な事項と
しています。
前述の適合表示無線設備やアマチュア局に係る電波法第三章の技術基準に適合していることの保証を受
けた無線設備ではない無線設備によるアマチュア無線局の開設及び変更については、電波関係法令の定
めがない限り、原則、国等の検査を受け、当該アマチュア無線局の無線設備等が電波法令に定める技術基
準に適合している工事設計等に合致すること等が認められることで免許又は変更許可となります。

※注 昭和36年郵政省告示第199号 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことので
きる無線局を定める件）第４項、昭和51年郵政省告示第87号（電波法施行規則の規定により許可を要しない
工事設計の軽微な事項を定める等の件）第１項の表の１の項及び４の項並びに昭和58年郵政省告示第 32
号（無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備を定める等の件）の規
定による、アマチュア局に係る電波法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備。

電波法施行規則別
表第１号 別表第２号

無線局免許手続規
則第15条の５

告示

対応不可

アマチュア無線局の免許又は変更許可においては、原則、国等の検査を受ける必要
がありますが、適合表示無線設備及びアマチュア局に係る電波法第三章の技術基準
に適合していることの保証を受けた無線設備を使用する無線局については、免許手続
が簡略化され国等の検査が省略されます。後者の制度を廃止した場合は、これまで当
該制度により国等の検査が省略されていた無線設備について国等の検査を受けること
が必要となり規制の強化につながると考えられるため、制度を維持すべきものと考えて
おりますが、制度をより有効に運用するための検討は継続して行ってまいります。
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1048 令和3年3月24日 令和3年4月16日
農地法の手続き、開
発行為 用途廃止、
払い下げ

開発行為と農地法の手続きの代理
申請を建築士や土地家屋調査士に
も認めてもらいたい
用途廃止と払い下げの代理申請を
土地家屋調査士に認めてもらいた
い

現在 都道府県から権限を委譲された市へ開発行為の申請をする場合
代理人は行政書士でなければ、ならない自治体が多いです。
ですが 行政書士のみの資格を持っている方では開発行為にうとい方
が多いと聞きます。
農地法の手続きでも行政書士のみの資格を持っている方々にとっては
タフでなければ勤まらないと聞きます。
また、浅い知識で農地法の手続きを請け負って、失敗している専業行政
書士もいると思います。
一方 建築士は家を建てるとき、調査士は地目変更登記のときに農地
法に関わります。
行政書士からの依頼で、調査士が開発行為の図面を描いていることが
あります。
調査士は、土地表題登記申請があるため、用途廃止用の図面を作りま
す。
何でもかんでも行政書士でないといけない風潮になってきていますが、
建築士や土地家屋調査士に上記の代理申請権限を認めるのは
国民生活にとって合理的だと思います。
行政書士と調査士の兼業をされている方々がいますが、多くはまだ
行政書士試験が優しかった昭和のときに資格を取得された方が多いで
す。
この方々が最近高齢になってきており、引退や死亡をしています。
また行政書士試験の難化で行政書士と調査士の兼業者が減ってきてい
ます。
そうしたことからも私の意見は今後の課題になると思います。
一定の研修を受けさせて、課程を修了した建築士や調査士には、
開発行為や農地法の代理申請権を認めるべきではないでしょうか？
調査士には、用途廃止の代理申請、払い下げの代理申請を認めるべき
です。

個人 総務省 番号107の回答をご参照ください。

1049 令和3年3月24日 令和3年6月16日
副業解禁についてお
願い

企業任せになっている副業禁止の
中身についてですが、勤務中でな
い時間帯も企業が縛るのは良くな
いと思います。
チャレンジしたくても退職しなければ
出来ないといういまの日本の仕組
みに問題があると思います。

副業解禁になれば、一人一人がチャレンジしやすくなり、起業の文化も
広がると思います。
企業が社員の時間を拘束する自体に問題があると思います。
日本経済にも大きくプラスです。
よろしくお願い申し上げます。

個人 厚生労働省
副業・兼業については、希望する方が近年増加傾向にある一方、「労働時間の管理・

把握が困難」等を理由に副業・兼業を認めない企業が一定程度存在していました。
労働基準法第38条
第１項

現行制度下
で対応可能

副業・兼業の場合の労働時間管理及び健康管理について、令和２年９月１日に「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働者が労働時間以外の時間をどの
ように利用するかは、基本的に労働者の自由とされており、裁判例を踏まえれば、原
則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当であることや、労働者の申告等によ
る副業先での労働時間の把握などのルールを明確化しました。
引き続き丁寧に周知を行い、企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができる環
境を整備してまいります。

1050 令和3年3月24日 令和3年4月16日

総合無線通信士、国
内電信級通信士資
格試験における時
代遅れなモールス信
号送受信実技試験
の廃止

総務省管轄の総合無線通信士の
資格試験の試験科目のひとつに和
分と欧文のモールス信号の送受信
実技試験がありますが、モールス
信号による通信は廃止され２０年た
つので、これを廃止する。また国内
電信級通信士という資格は陳腐化
いちじるしく受験者数もなく業務の
世界では電信通信自体がおこなわ
れないので資格自体を廃止する。

総務省管轄の総合無線通信士の資格試験は無線工学三種、法規 英
語、地理の試験科目の他に和分と欧文のモールス信号の送受信実技
試験があります。一分間に７０字から１００字程度の速さのものを５分間
送受信するという内容でかなりの熟練技であり、これを習得するには数
年にわたる日々の努力が必要な大変困難なものです。ですがモールス
通信は２０年前に廃止されおり今後実務で使われません。使われない技
術が資格試験になっています。Ｗｉｋｉ引用：通信衛星の登場によってモー
ルス通信は縮小し、非常用の通信手段としても国際海事機関(IMO)の決
定により、国際的な船舶安全通信がGMDSSに1999年2月に完全に移行
したため、モールス通信は基本的に使われなくなった。 日本では1996年
に海上保安庁がまた1999年までにNTTグループやKDD（現KDDI）もモー
ルス符号を用いた通信業務を停止した。最後まで使っていた航空自衛
隊も昨年廃止したそうです。もはや通信士の資格試験ではモールス実
技は廃止すべきです。通信技術は日進月歩で今や”通信士”でなくても
誰でも通信できる時代ですから試験内容も前例主義ではなく変革しより
新しい先端技術の知識を問うべきと考えます。また国内電信級通信士と
いう資格は２３種もある無線資格の中でも、あるいはすべての国家試験
資格の中でも一番陳腐化しており廃止すべきと考えます。電信通信自体
が無いのですから。モールス実技試験はマンツーマンで行われるので廃
止となれば合理化がすすみ高額な試験料金も削減されるでしょう。総合
無線通信士の資格試験は７科目もあり受験に３日も要します。一科目で
も減れば受験しやすくなります。

個人 総務省

モールス電信による通信は、取扱量が減少しているものの、依然現用されており、その
従事者の採用にあっては一定の技量があるかどうかの判断材料となっていることか
ら、当面の間、電気通信術の国家試験は必要と考えます。

無線従事者規則
第5条

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

1051 令和3年3月24日 令和3年5月24日

精神障害など長期
にわたる障害におけ
る障害年金の遡及
請求の見直しについ
て

認定日請求は１年６ヶ月経過した時
に請求するが、長期にわたるうつ病
などではその時点では請求するほ
どではないが、悪化する場合があ
る。遡及請求では当時かかってい
た病院が閉院したり、当時の書類
が残ってなかったりという理由など
により、障害認定日から３ヶ月以内
の診断書を作成できないため、受
給資格があるにも関わらず、事後
重症請求のみでしか申請できない。
現在の制度で５年より前は時効とな
るのであれば、５年前の診断書が
作成できれば、申請できるまたは初
診でなくとも遡及請求できる機関の
間の診断書が作成できれば申請で
きるといった代替えの申請方法が
必要であるとご提案させていただき
ます。

本当に生活に困っている弱者を助けて欲しいです。２００１年から精神科
を受診しておりますが、２００８年に病院を変更しました。申請時には初
診の病院は閉院しており、診断書の作成ができませんでした。自立支援
医療制度を初診の病院にかかっている際に申請したので、その診断書
や書類がないかを保健センターに確認しましたが、他の市に転出してい
たこともあり、書類は残っていませんでした。保険センターの方がアドバ
イスをくださり、当時加入していた保険組合に問い合わせて支払記録を
取り寄せられないかと教えてくださったのですが、当時勤めていた会社
が他の保険組合に変更したとのことで、破棄して記録がないとのことで
した。当時の薬局にも問合せましたが、そこまでの記録は残っていない
とのことでした。腰椎椎間板障害にて入院した際に初診の病院からの入
院した病院への紹介状があり、当時処方されていた薬なども記載されて
いたため、事後重症請求はできました。遡及請求について年金事務所に
相談しましたが、現状の制度ではどうにもならないと言われました。私は
自分が通院できないときは家族に代わりに行ってもらい病状などを伝え
ており、年金事務所の方に言われたような通院しなかった時期というの
はありません。２０１６年に退職しておりますが、２０１４年から休職してお
り、それまでに複数回休職しており、その際に傷病手当をいただいてい
たため、退職とともに傷病手当も終了しました。２０１４年には自殺未遂
しており、一時期はアルバイトもしておりましたが、現在は働ける状況で
はありません。たまたま閉院しており、受給できないのは不公平感があ
ります。

個人 厚生労働省

障害年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者期間中、もしくは、被保険者の資
格を喪失した後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、初診日のある傷病
によって、初診日から１年６ヵ月経った日あるいは１年６ヵ月経たない間に治った日（と
もに「障害認定日」という。）に、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態
にある場合に支給されます。この場合、原則として障害認定日以後３月以内の症状が
記載された診断書に基づいて認定を行い、障害等級に該当すれば、障害認定日に障
害年金の受給権が発生します。

また、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった場合
でも、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、障害等級に該当するように
なったときは、65歳に達する日の前日までに障害年金の請求を行うことができます（事
後重症制度）。この場合、原則として請求日以前３月以内の症状が記載された診断書
に基づいて認定を行い、障害等級に該当すれば、請求日に障害年金の受給権が発生
します。

※いずれの場合も保険料納付要件を満たしていることが必要です。

国民年金法第30条、
第30条の２、
厚生年金保険法第
47条、第47条の２
等

対応不可

障害年金は、支給すべき障害の状態にあるかどうか判定すべき日（障害認定日）に
おいて、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、その日に受給権が発生し
ます。

この障害認定日は、傷病が治るのに長期間を要するものや、症状が固定しない傷病
など様々な傷病があるなかで、そのような傷病による障害をお持ちの方を早期に救済
するために初診日から１年６ヶ月を経過した日としています。

しかし、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態にない方が、その後
に障害の状態が悪化して、障害等級に該当するようになった場合に障害年金が支給さ
れないということを防ぐために事後重症制度があります。

障害等級に該当するか否かについては障害年金を請求していただくことが重要であ
ることから、事後重症制度においては、障害年金の請求を要件とし、請求があった日に
受給権が発生する制度となっておりますので、ご提案に対応することは困難です。

△
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1052 令和3年3月24日 令和3年4月16日
電波利用料前納者
への電波利用料の
使途の送付の廃止

電波利用料前納者への電波利用
料の使途の送付の廃止していただ
きたいです。

アマチュア無線局の電波利用料は微々たるもの(300円)なので、電波利
用料の使途の送付などせず、コストを削減していただきたいです。また、
納付の際も、納付書を郵送する以外にインターネットで完結できるような
仕組みを作っていただけると、送付のコストが削減されると思います。

個人 総務省

１ 電波利用料の使途の送付について
電波利用料制度は、良好な電波環境の構築に必要となる費用全体を、運用する無線

局の種別等にかかわらず、全ての免許人等の方々に負担いただくことが制度の主旨と
なっております。

電波利用料を納付いただく際にお送りしている書類は、利便性を考慮してご用意した
複数の納付方法や、電波利用料が無線局全体の受益を目的とする共益費であること
からその使途についてご説明をしているものです。

２ 納付書の送付について
納付書は書面により送付しています。

なし 検討を予定

１ 電波利用料の使途の送付について
電波利用料を納付いただく際にお送りしている書類の見直しは、今後の検討とさせて

いただきます。

２ 納付書の送付について
具体的な対応策につきましては、今後の検討とさせていただきます。なお、電波利用

料の納付はインターネットバンキングや決済アプリによりインターネットを利用しての納
付が可能です。

1053 令和3年3月24日 令和3年4月16日
有価証券報告書提
出業者の計算書類
提出義務の廃止

現在、すべての株式会社等は会社
法による「計算書類」の提出が義務
づけられていますが、上場会社等
は計算書類だけでなく、金商法によ
る「有価証券報告書」の提出も義務
付けられています。
この2つの書類は近似しているた
め、「有価証券報告書」提出業者
は、「計算書類」の提出義務を免除
して頂きたく、提案致します。

会社法による「計算書類」の提出義務は、すべての株式会社等です。一
方の「有価証券報告書」の提出義務は、上場会社等です。上場企業は
株式会社であるため、「有価証券報告書」提出会社は「計算書類」の二
種類の提出が必要となります。
この2つの書類は近似していますが、「有価証券報告書」の方が内容が
充実しており、「計算書類」はそのうち一部の抜粋に近い形になっていま
す。
こちらを統一すべく、「計算書類」「有価証券報告書」を監査する立場で
ある日本公認会計士協会は、2009年に「有価証券報告書の財務諸表と
計算書類の実質的一元化」を提言、その後も議員提言などが行われ続
けています。
提言詳細は専門家たる日本公認会計士協会の公式リリースをご覧いた
だくとスムーズかと存じます。
https://jicpa.or jp/specialized_field/publication/files/5-0-0-2b-
20151113.pdf
投資家が必要とする十分な情報を効率的かつ効果的に提供するととも
に、情報開示の不効率性及び監査対象の重複、後発事象の取扱いと
いった二元的開示制度による我が国固有の問題点を克服するため、会
社法と金融商品取引法の法定開示における財務情報は一元化し、監査
も実質的に一元化すべきである。とされています。
諸外国では2つの書類が一元化されているものの、「会社法」と「金融商
品取引法」の2つの法律が関わるため、日本では規制改革が進んでおり
ません。
専門家のご意見に耳を傾けて頂き、ご検討下さいますよう、宜しくお願い
致します。

個人
金融庁
法務省

法務省及び金融庁においては、平成２７年から、内閣官房及び経済産業省と共に、
いわゆる事業報告等と有価証券報告書の一体的開示をより容易に行うための検討を
行い、例えば、業報告等と有価証券報告書において、類似する項目や関連する項目に
ついて、解釈を示すなどして、可能な範囲で共通化を図ったり、企業が試行的に作成し
た開示書類をもとに、関係省庁において一体的開示書類の記載例を作成し、これを公
表するなどの取組を行ってきたところであり（平成２９年１２月２８日公表「事業報告等と
有価証券報告書の一体的開示のための取組について」（内閣官房、金融庁、法務省、
経済産業省）、同日公表「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた
対応について」（金融庁、法務省）、平成３０年１２月２８日公表「事業報告等と有価証券
報告書の一体的開示のための取組の支援について」（内閣官房、経済産業省、金融
庁、法務省）等参照）、このような関係省庁の取組により、現行法の下でも、いわゆる一
体的開示を行うことが可能であることが示されています。

もっとも、投資家からは株主総会（３月決算企業であれば６月中下旬頃）より前に事
業報告等と有価証券報告書を一体的に開示することが望ましいとの意見がある一方
で、企業からは一体的な開示書類の作成に十分な期間が確保できないとの意見、監
査人からは監査のための十分な期間が確保できないとの意見があり、現状の実務に
おいては、株主総会前に事業報告等は開示されるものの、多くの企業が有価証券報
告書を株主総会後に提出しています。議決権行使の基準日（３月決算企業では３月
末）を変更して、株主総会の開催時期を有価証券報告書の提出期限である６月末（３
月決算企業の場合）以降に後ろ倒しすることで、株主総会前に事業報告等と有価証券
報告書を一体的に開示することも考えられますので、そのような取組を検討している企
業もあると承知しています。

会社法第４３５条、第
４３７条から第４４０条
まで、第４４４条等
金融商品取引法第
24条等

現行制度下
で対応可能

今後とも、一体的開示に関する周知を行っていくと共に、このような取り組みを行おう
とする企業に対しては必要なサポートを行っていきます。

1054 令和3年3月24日 令和3年4月16日
医療情報の管理に
ついて

医療機関にかかった情報や既往歴
などを厚労省で一元管理してもらえ
ないかなと

3年前に父を亡くしまして、亡くなる3年前から脳出血で完全看護の状態
でした。完全看護の状態で本人全く喋れません。
療養中は、最初の緊急病棟から、リハビリに移り、そのあと介護施設を
何箇所も行ったり来たり、自宅での介護や誤嚥性肺炎のため入院したり
と、3年の間に５－６箇所は施設や自宅介護を移動したと思います。
その度に、病院やケアワーカーさんに、本人の名前、生年月日、既往
症、連絡先、発病の経緯、これまでの医療機関の履歴など、面談で書か
されたりインタビューを受けたりと、めんどくさいこと甚だしかったです。
診察履歴と病院の入院履歴など、一元管理して貰えばこのような面倒は
ないのかと思います。
個人情報と言うことでこれらを管理されるのが嫌な人は、自分でその都
度手続きして、そうでない人は保険証に紐づけて管理してもらい、
あるいはより詳細な医療データーを提供してビックデータとして活用して
も良いと言う人は、医療費何%か割り引くとか、情報管理のレベルを自分
で選択できるようにして、それに応じた何らかの利益があるようにして貰
えばありがたいかと思います。
特にビックデータを活用するためには、個人情報保護とその開示のレベ
ルを個人に判断させるようにして、利便性を高める方向に持っていった
ほうがいいのではと思います。

個人 厚生労働省 番号704の回答をご参照ください。

1055 令和3年3月24日 令和4年9月15日

処方箋の医師の押
印、処方箋の紙媒体
での発行を廃止して
ください。

・処方箋の医師の押印の廃止
・処方箋の紙媒体での発行廃止

薬局業務において、処方箋における医師の押印の有無で作業が滞るこ
とが多々あります。
押印し忘れだと再度医師に確認など。
無意味なので厚生労働省に改善を促してほしい。
またそもそも紙媒体にすることで紛失の恐れなどがあるので全てデータ
でやりとりできるようにしてほしい。
データで管理、押印の廃止により医師、薬剤師の業務は飛躍的に楽に
なります。またミスも減り患者へのリスクも減るでしょう。

個人 厚生労働省

処方せんの記載事項については、医師法施行規則第21条に「医師は、患者に交付す
る処方せんに、（中略）記名押印又は署名しなければならない。」と定められており、交
付の際に必ずしも押印が必要なものではなく、署名した上で交付することも可能です。
処方箋については厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第３条、第５条及び第10条
において、電子化が認められています。

厚生労働省の所管す
る法令の規定に基づ
く民間事業者等が行
う書面の保存等にお
ける情報通信の技術
の利用に関する省令
第３条、第５条,第10
条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり、現状制度下においても処方箋の電子化が認められて
おり、令和３年６月18日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおいて、オンライン
資格確認の基盤を活用した電子処方箋システムについては令和５年１月より運用開始
することしています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1056 令和3年3月24日 令和3年4月16日
地方自治体が入所
決定する保育施設
等の申し込み方法

申し込み方法を電子申請も可能に
してはどうですか？

＊書類が多く、同じことを何度も書いたり、マイナンバーを証明するため
にマイナンバーカードのコピーを提出するなど、無駄が多いと感じる。
＊就労証明書も例えば電子申請に添付する形が取れれば、育休中に
職場とやり取りするために、何度も郵便局に行く手間が省ける。
＊自治体によっては、窓口申請のみとなっており、コロナ禍において疑
問を感じる。
＊紙(書類や封筒など)の使用を減らせてコスト削減になり、提出する側
としても切手代や書留代の節約になると思う。

個人
内閣府
厚生労働省

番号635の回答をご参照ください。

1057 令和3年3月24日 令和3年7月7日
国保から社保への
切り替えについて

短期アルバイトの社保加入業務に
携わっています。国保から社保へ
の切り替えをしたくないから仕事を
2ヶ月以内に終わらせたいとよく言
われます。国保を抜けるには態々
役所に行く必要があり手続きが遅
れると重複して控除されるかもしれ
ない不安があるようです。

まずは社保加入に対する手続きの遅延遅れ、国保脱退の本人の負担を
軽減出来る仕組みを作って欲しいです。社保加入の申請が上がったら
自動的に国保脱退できる。月に控除される金額は重複しない仕組みを。
それが雇用の妨げになっていることを実感する為です。

個人 厚生労働省

国民健康保険制度において、被保険者が社会保険に加入したことによって国民健康
保険の資格を喪失する際は、市町村に対する届出を必要としています。

なお、国民健康保険の被保険者である者が月の途中で社会保険に切り替える場合、
当該月の保険料は月末時点で加入している社会保険の保険者によってのみ徴収さ
れ、保険料の二重払いは発生しないような制度となっています。

国民健康保険法第９
条第1項、国民健康
保険法施行規則第
13条等

検討に着手

国民健康保険の手続については、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、本
人が窓口を訪問せずとも、郵送・オンラインでの申請受付を検討するよう自治体に通知
しているところですが、本対応が継続されるよう、新型コロナウイルス感染症収束のめ
どがついた時期に改めて自治体に対し通知を発出することを検討しています。

また、マイナンバーカード等を用いたオンライン資格確認システムを活用し、資格重
複状態にある被保険者のリストを月２回、市町村（保険者）に提供していますが、オンラ
イン資格確認の運用状況を踏まえ、当リストにもとづき、職権による資格喪失処理を円
滑に行えるよう検討しています。

1058 令和3年3月24日 令和3年12月2日
海外在住者の運転
免許証の失効につ
いて

海外在住日本人です。毎回運転免
許証が失効してしまい、都道府県
の免許証センターで書き換えをして
おります。失効となるので毎回講習
を受けてますが、その講習ですが
違反者と一緒の講習になってます
が、私達海外在者は正当な理由で
書き換えが出来ないのに、なぜ違
反者と一緒の講習を受けないとい
けないんでしょうか？毎回書き換え
のたびに嫌な気分にさせられます。
あと講習を受けるのは構いません
が、拘束時間がとても長く、ほぼ半
日取られてしまうのが現状です。

正当な理由のみに限り、日本在住者と同じ最寄りの警察署での書き換
えが出来ればどんなに便利かと思います。
そして違反者と同じ講習を受けずに済む事をお願いしたいと思います。

個人 警察庁

やむを得ない理由のため運転免許が失効した場合、失効から３年以内かつ当該やむ
を得ない事情がやんだ日から１か月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、
講習と適性試験（視力検査等）を受ければ、運転免許を再取得できます。

運転免許証の有効期間の更新を受けず運転免許を失効させた者が運転免許を再取
得する際に受講することで運転免許試験が免除される講習については、道路交通法
（昭和35年法律第105号）及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）にお
いて定められています。

また、講習の実施区分については、「優良運転者講習と一般運転者講習の合同講
習」、「違反運転者講習と初回運転者講習の合同講習」等を行うことができる旨を警察
庁から都道府県警察へ通知しています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
97条の２及び108条
の２第１項第11号
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第38条第
11項

検討を予定

制度の現状欄に記載のとおり、運転免許証の有効期間の更新を受けず運転免許を
失効させた者が運転免許を再取得する際に受講することで運転免許試験が免除され
る講習については、各区分に応じて受講していただく必要があります。また、 各運転免
許証の更新時の講習を実質的効果の上がるような内容とし、また円滑な講習の実施を
実現するため、各都道府県警察の施設等の実情を考慮し、講習区分の異なる講習を
合同で行えることととしております。

運転免許証の更新時の講習の在り方の検討の際に、今回頂いた御意見を参考にさ
せていただきます。

1059 令和3年3月24日 令和3年4月16日
重国籍者の選択に
ついて

憲法改正をお願いします。
私の息子は重国籍者です。
イギリス人の父と日本人の私との
子なので重国籍者になります。
日本の法律で22歳までにどちらか
の国籍を選ばなくてはなりません。
息子本人、外見もアイデンティティも
両国を持ち合わしてます。

重国籍を成人後も持てる様に憲法改正をお願いします。
国際化社会に置いて、この問題はかなり前から議論されてます。何度も
嘆願書に署名をしましたが、最近では国会でも議論されず宙ぶらりん状
態です。早く憲法改正をして下さい。

両国の外見とアイデンティティを持ち合わせるハーフの子供にどちらの
国を選べとは無理な事です。
多くの他国と比べると、この法律は日本くらいではないかと思います。

個人 法務省

日本の国籍法は，基本的に国籍唯一の原則を理念としており，無国籍及び重国籍の
発生はできる限り防止し，解消を図るように努めることとされています。
国籍法上，重国籍である者は，原則として，２２歳に達するまでに，いずれかの国籍を
選択する義務があります（第１４条第１項）（民法の改正による成年年齢の引下げによ
り，令和４年４月１日以降は，重国籍となった時が１８歳に達する以前であるときは２０
歳までに，その時が１８歳に達した後であるときはその時から２年以内となります。）。

国籍法 対応不可

重国籍者は，同時に二以上の国家に所属することから，各国のその者に対する外交
保護権の衝突により国際的摩擦が生じるおそれがあり，また，所属する各国から課せ
られる兵役，納税等の義務が衝突し，不測の事態を惹起するおそれもあります。さら
に，重国籍者は各国に別人として登録されることができるため，各国において別人と婚
姻するなど，身分関係に混乱が生じるおそれがあります。
このような理由から，日本の国籍法では「人はいずれかの国籍を有し，かつ，一個のみ
の国籍を有すべきである」という国籍唯一の原則の立場を採っており，重国籍の解消
を，重国籍者の自発的な意思により実現する国籍選択制度は，必要な制度であると考
えます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1060 令和3年3月24日 令和3年4月16日

法人タクシー運転手
と同様に居住地の
自由を個人タクシー
にも。

個人タクシーは事業区域内に住ん
でいなければ営業ができません。そ
れに対して法人タクシー運転手は
居住地の制限は特にありません。
営業所に通勤出来れば良いので
す。法人・個人同じタクシーの仕事
をしているのに、個人タクシーだけ
居住地を事業区域内に限定される
のは、差別があると思います。個人
タクシーは法人タクシーの延長線上
にある制度です。居住地の自由を
奪うほどの必要性があるとは思え
ません。車庫は事業区域内に置くと
しても、個人タクシーの緑ナンバー
の営業車に於いては、居住を伴わ
なくとも、各地域の個人タクシー協
同組合事務所などを営業所として
扱い、使用の本拠の位置とするな
ど、柔軟な取り扱いで制度を見直し
て欲しい。

東京の場合、法人タクシーの営業所は車庫が必要なこともあり、郊外の
土地代の安い場所に点在しています。そこに通勤してくるタクシー運転
手はさらに郊外の埼玉・千葉・神奈川からかなりの割合で通勤していま
す。事業区域内に住みたいのはやまやまですが、収入の低い運転手に
とっては、家賃相場の高い都内は厳しいのです。個人タクシーになった
としても、現状では、収入の上積みは期待できません。今の条件をクリア
でき得るのは、身軽な単身者などで、若手の子育て世代には、居住地が
限定されたうえに、収入が低く将来性がない魅力のないものに映りま
す。高齢化の叫ばれているタクシー業界に於いて、このような制度は、
若い世代の参入意欲を削ぎ、若返りを阻んでいて、活性化・多様性の乏
しいものになっています。そもそも、移動しながら営業する個人タクシー
の業務に於いて、営業所の必要性がどれほどのものなのか、明確な連
絡先があれば事足りると思います。
事業区域内に営業所が必要なのであれば、所属する各地の組合事務
所を営業所とすることができるのではないでしょうか。組合事務所は個
人タクシーにとって、事務処理、換金、講習会、申請手続き、忘れ物窓
口、諸連絡等々営業活動の拠点であり事務所機能を果たしています。ま
さに営業所そのものです。もしくは、車庫の場所を簡易的な営業所とす
るなど、制度の見直し案は色々あると思います。
自動車運転者に慎ましくも将来の希望を与えるとともに、タクシー業界に
新風を注入する為にも。時代の変化や実情に合わせた、不合理な制度
の見直し更新をお願いいたします。

個人 国土交通省

「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の申請に対する処
分に関する処理方針」（平成１３年９月１２日付け国自旅第７８号）において、営業所の
審査基準を次の各事項に適合するものであることとしております。

 (１) 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。

 (２) 申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、
居住の実態が認められるものであること。

 (３) 使用権原を有するものであること。

通達「一般乗用旅客
自動車運送事業（１
人１車制個人タク
シーに限る。）の申請
に対する処分に関す
る処理方針」

対応不可

タクシー事業における営業所は、運行管理、整備管理等事業活動上の拠点となるも
のであり、道路運送法上、運行管理等の拠点である営業所を設置し、事業を的確に遂
行することが求められているところです。

加えて、個人タクシー事業者は、運行管理、整備管理等の全てを運転者自らが責任
を持って行わなければならないことから、事業者及び運転者としての両側面を加味した
厳格な資格要件を課すこととしております。

このため、個人タクシーの営業所の審査基準として営業所と住居が同一であることを
求めているところです。

なお、個人タクシーの営業所要件については、個人タクシーの業界団体等からの要
望を踏まえ、令和元年８月に営業区域内における居住期間の要件を「１年以上の居
住」から「申請日現在での居住」に緩和したところです。引き続き、関係者からの意見を
伺いながら議論を進めてまいります。

1061 令和3年3月24日 令和3年12月2日
運転免許証に英文
表記

運転免許証とマイナンバーカードの
一体化を検討されていますが、英
文表記もお願いしたい。

理由は、海外で運転する際に警察でわざわざ国際免許証を購入しなけ
ればならない不都合を打開して頂きたい。なぜわざわざ国際免許証を買
わねばならない、しかも1年限定で英文表記が無いからです。これは明ら
かに警察の既得権のなにものでもありません。

個人 警察庁
国内運転免許証の記載事項（氏名、住所等）及び様式は、道路交通法（昭和35年法

律第105号）及び道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）において定められ
ています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
93条
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第19条及
び別記様式第14

検討を予定
（英語併記に
よる国際運
転免許証化
は「対応不
可」）

国内運転免許証の英語併記については、国民の皆様の様々な御意見・御要望、マイ
ナンバーカードとの一体化に向けた議論等も踏まえながら、今後必要に応じて検討し
てまいりますが、英語併記された国内運転免許証が外国で身分証等として通用するか
否かは同外国の制度によることとなります。

我が国が発給する国際運転免許証（国外運転免許証）は、道路交通に関する条約
（昭和39年条約第17号。以下「ジュネーブ条約」という。）締約国内において、当該免許
で運転することができることとされている自動車等を原則運転することができますが、
国際運転免許証の様式や有効期間についてはジュネーブ条約において定められてお
り、仮に国内運転免許証に英語併記をしたとしても、国際運転免許証としての効力を
有するものではありません。

1062 令和3年3月24日 令和3年5月24日 障害者年金の申請

昨年より人工透析。受けるようにな
りました。役所で手帳の交付を受け
た時に障害者年金を受けられます
よと案内をされたのですが、年金機
構の手続きが改めて医者の書類や
ら、障害者になるに至った初診日の
確定やらで、一年経っても受け取る
に至ってません。手帳の交付を受
けておりますので、もう少し申請を
簡単にできないでしょうか？

障害者になって、会社に復帰できましたが、会社的には辞めてもらいた
いなあと言った雰囲気が感じられました。就労条件も正社員ではなく、嘱
託扱い。それでもいいのですが、収入がかなり減ります。障害者年金の
補助が有れば、不安なく働いて行けます。障害者の働く条件はどこでも
足元を見られたものが多いです。健常者より働き悪いやろと言われても
仕方ありませんが、働く意志は負けないつもりです。みんな同じ考えだと
思います。働く機会、働く場所を確保する意味でも、年金の手続きをもう
少し簡単にしてもらえるとありがたく思います。

個人 厚生労働省

障害年金では、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付
していること等を支給要件としているため、傷病の初診日を特定するために、初診日証
明書類の提出を求めています。

障害年金における初診日の確認は、通常、初診時の医療機関の証明により行います
が、過去に遡及して障害年金を請求する場合などは、初診時の医療機関の証明を得
ることが難しい場合があります。このような場合に対応できるよう、運用の柔軟化を図っ
ており、第三者証明書類と初診日についての参考資料を提出し、初診日を合理的に推
定できる場合は、初診日認定を行えることとしています。

国民年金法施行規
則第31条、厚生年金
保険法施行規則第
44条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。 △

1063 令和3年3月24日 令和3年4月16日
保育園入園のため
の就労証明書の様
式統一について

保育園入園のための就労証明書
は、市町村によって異なっています
が、これを全国統一様式に変更し
ていただきたいです。
月々の給与額を記載させる市町村
もあるが、給与支払報告書で個人
の収入額は市町村でも把握できる
はずであり、保育園入園に月々の
給与額が関係あるのかと疑問もあ
ります。
また、社印押捺が必要なため、証明
書発行のために出社する必要もあ
り、なかなか在宅勤務化も図れない
状況です。
証明書への社印押捺の省略も可能
にしていただきたいです。
ELTAXのようなポータルサイトを作
り、企業からマイナンバーつきで
アップロードしたものを市町村でダ
ウンロードする、といった運用にで
きると、なお嬉しいです。

私は現在、企業の人事関係を担当しており、従業員の就労証明書の発
行も行っております。
就労証明書は、各市町村によって様式がバラバラで、webページを見て
も様式がpdfデータしか掲載されてないところもあり、手書きによる証明
書発行をせざるを得ないことになっています。
これを全国統一様式に変更し、webページにもエクセル形式で掲載して
いただくことで、当方で独自にマクロ等を作成し、作業もかなり効率的に
行うことが可能になります。
また、社印の押捺も省略することができれば、在宅勤務でも証明書の発
行を行うことができるようになります。
弊社(従業員数21,000人)だけの発行数にはなりますが、毎年4,000～
5,000枚の就労証明書発行を行っており、手書きの手間、社印押捺の手
間が省けると大体20分/件の短縮効果が期待できます。
そもそもマイナンバーでの紐付け等により、就労証明書の発行自体を無
くしていただくのが一番ですが、保育園の入園者数にも限りがあることと
思うので、ひとまず様式の統一をお願いしたいです。

個人
内閣府
厚生労働省

番号51、216、519の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1064 令和3年3月24日 令和4年5月13日 書類欄

年金機構の加入届出書類や、その
他書類、もともと欄が小さくて書きづ
らいのに、ふりがな書かせる欄もな
く、書けない

高齢者化社会と言いながら、どの書類も欄が狭い。
年金届出書類など、それこそオンラインにして欲しい

個人 厚生労働省

日本年金機構では、申請書類その他の文書について、できる限り分かりやすく、読み
やすいものとなるよう、お客様モニター等の外部の意見を聴く等、内容の改善を図って
います。

年金関係の届出の一部については、現在も電子申請による提出を可能としています。

なし 検討を予定

申請書類その他の文書について、できる限り分かりやすく、読みやすいものとなるよ
う、お客様モニター等の外部の意見を聴く等、今後も内容の改善を図っていくこととして
います。

年金関係の届出の一部については、現在も電子申請による提出を可能としています
が、その他の届出についても、関係機関と連携してオンライン化の検討を進めることと
しております。

1065 令和3年3月24日 令和4年11月11日
各種手当て等の申
請一本化

児童手当、年末調整、確定申告、
所得控除等の申請のたびに所得証
明書や住民票やらが必要になる場
合がありますが、マイナンバーカー
ドのみで申請完了できるようにして
ほしい。

この種の申請のために、勤務時間中に各種書類を取得するために出
かけるのが大変である。そのための時間的コストの削減が予想される。
また、提出書類の確認のための人員的、時間的コストも削減される。

個人
内閣府
財務省

【内閣府】
児童手当の手続きでは、内閣府が運営しているマイナポータル等を利用したオンライ
ン申請が可能となっており、役所窓口に行くことなく24時間インターネット端末（一部の
スマートホンについても使用可）から申請することが可能になっています。
また、市町村がマイナンバーを利用した情報連携等により情報を確認することで、所得
証明書、保険証の写し等の添付書類について、省略することが出来ることになっていま
す。

【財務省】
「提案の具体的内容」に記載されている「年末調整、確定申告、所得控除」の手続にお
いて、「所得証明書や住民票」の添付は必要ありません。

【内閣府】
・児童手当法施行規
則第11条
・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律第９
条、第21条

【財務省】
なし

【内閣府】
現行制度下
で対応可能

【財務省】
事実誤認

【内閣府】
制度の現状に記載の通り、オンライン申請及び情報連携による添付書類の省略が可
能となっており、一層のオンライン化の推進・拡大により利用者の利便性の向上を図っ
てまいります。

また、毎年提出を求めていた現況届を一律に求めることはしないこととしています。
（令和４年10月支給分から実施）

【財務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

1066 令和3年3月24日 令和3年4月16日
戸籍抄本 戸籍謄本
について

なぜ、この御時世に未だに戸籍抄
本や戸籍謄本は本籍地からしか出
せないのか。
地方から上京しているため、毎回本
籍地から取り寄せるのは大変で
す。

ネット化が進む中、役所仕事が従来通りの理由が分からない。
私と同じように不便に感じている人は沢山いる。
スピーディーに物事が進み、手数料を払い本籍地の役所に依頼する手
間と料金の無駄さ。
圧倒的に業務の簡素化が図れる。

個人 法務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要がありますが，コ
ンビニ等で専用端末から請求する方法も認められております。コンビニ等での請求を可
能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する各市区町村長の判断によることとさ
れており，令和３年３月現在６５２の市区町村で導入され，そのうち４２６の市区町村に
おいては，本籍地以外でもコンビニ等での請求が可能です。

戸籍法第１０条第１
項
戸籍法施行規則第７
９条の２

対応
コンビニ等での請求のほか，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内

において政令で定める日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除か
れた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。

1067 令和3年3月24日

運転免許証の情報
をマイナンバーカー
ドに組み込むのをス
ピード化

2026年度をめどに運転免許証の情
報をマイナンバーカードに組み込む
方針ですが、もっとスピード化してし
て下さい。

「小此木国家公安委員長は、10月16日午後、河野規制改革担当大臣、
平井デジタル改革担当大臣と会談し、運転免許証のデジタル化などを
めぐり意見を交わしました。」との報道がありました。やっとマイナンバー
に運転免許証の情報が取り込まれると思いました。日本には政府が発
行する身分証明書（顔写真付き）が今までありませんでした。マイナン
バーが出来たことで政府発行の身分証明が出来たのです。
セキュリティーを重視し1年でも2年でも早く運転免許証の情報をマイナン
バーカードに組み込むこと希望します。

個人
警察庁
総務省

類似処理
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1068 令和3年3月24日 令和3年5月24日
療育手帳（愛護手
帳）の全国統一化

療育手帳（愛護手帳）の全国統一
化
現在 療育手帳は県ですが 他の
県に行った場合 再度 新規申請し
ないといけない、

この負担をなくすべきだと思います。
療育手帳 A、B 2段階や
療育手帳 地域により4段階となています・
地域により区分が差がありますが
療育手帳 移行期間として
国として4段階として扱い
２段階の場合

BはA２へ
４段階の場合
A2はA1
B1はB2
B2はB１
なお、愛護手帳Ｂでも介護者の旅客運賃の減額を求めてほしい。

個人
厚生労働省
国土交通省

療育手帳制度について、国で法定化し、統一的な基準を作るべきということについて
は、現在、知的障害の定義として確立された統一的なものがなく、画一的な基準の作
成が困難であること。仮に国が統一的な基準を示すとした場合、これまで自治体の判
断で交付してきた者が交付されなくなる場合も考えられ、慎重な検討が必要であると考
えています。

障害者に対する公共交通機関の運賃割引については、割引による減収を他の利用
者の負担によって賄うという事業者の自主的な判断により行われております。

療育手帳制度につい
て(昭和四八年九月
二七日)(発児第一五
六号) 、療育手帳制
度の実施について
(昭和四八年九月二
七日)(児発第七二五
号)、転居に伴う療育
手帳の取り扱いの留
意事項について（平
成五年六月二二日）
（児障四二号）

その他

統一的な判定基準の作成を検討する調査研究を実施しております。
・知的障害の認定基準に関する調査研究（平成30年度障害者総合福祉推進事業）
・療育手帳の判定基準及び判定業務のあり方に関する調査研究（令和元年度障害

者総合福祉推進事業）
・療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等における適切な判

定業務を推進させるための研究（令和２-令和３年度 障害者政策総合研究事業）
なお、「転居に伴う療育手帳の取り扱いの留意事項について（平成五年六月二二日児
障四二号厚生省児童家庭局障害福祉課長通知）」を発出し、転居の場合における取扱
いについて自治体へ周知しております。

国土交通省では、引き続き公共交通事業者に対し、様々な場において、障害者割引
の導入について、理解と協力を求めてまいります。

△

1069 令和3年3月24日 令和3年4月16日

「性同一性障害者の
性別の取扱いの特
例に関する法律」の
定める手続きについ
て

性別変更手続きの要件について次
に掲げるものを廃止すべきです。
・精神科医2名以上により性同一性
障害と診断されていること
・精神科医2名による、性同一性障
害の診断書2通の提出
・性別適合手術を受けること

当該法律の性別変更手続きの要件には、精神科医2名による、性同一
性障害の診断書2通の提出と、性別適合手術を受けることが、ありま
す。しかし、当該診断書の取得には平均1年以上かかるし、性別適合手
術の費用は100万円以上かかるため、速やかに性別変更ができませ
ん。また、当該診断書の提出は、性同一性障害に含まれないトランス
ジェンダーの方もおり、その人々にとって壁となっています。

個人 法務省

性別の変更の審判を受ける場合，①２０歳以上であること，②現に婚姻をしてないこ
と，③現に未成年の子がいないこと，④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的
に欠く状態にあること，⑤その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に
近似する外観を備えていることが必要とされております。

また，審判を受けるに当たっては，性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律第２条に定める性同一性障害者として扱われる必要があり，診断の一致した，２
人以上の医師の診断書を提出する必要があります。

性同一性障害者の
性別の取扱いの特例
に関する法律第２
条，第３条

対応不可
引き続き，国民の間における様々な意見に耳を傾けながら，国会における議論を踏

まえた上で，改正の可否も含めて慎重に検討を行いたいと考えております。

1070 令和3年3月24日
マイナンバーカード
の交付手続きについ
て

マイナンバーカードの交付手続きに
ついて、以下、提案内容です。
1 パスワードは本人もしくは法定代
理人が人を介さず設定する。
2 マイナンバーカードはその場で持
ち帰る。

マイナンバーカードの再交付手続きに行きましたが、その場で持ち帰る
ことができず、後日郵送とのことでした。世田谷区です。
また、パスワードについても、紙の申請書に記入していました。
誰のマイナンバーに対してどの暗証番号になるか紐付けられている書
類がマスクの処理もされず紙の状態で保管されていることに不安もあり
ますし、業務としても非常に効率が悪いです。
おそらく、パスワードを設定するのに何人もの職員が確認していると思
われます。
セキュリティ上も問題があると思われます。
マイナンバーを普及させるためにも、手続きは簡略化し、信用のあるも
のとしていただきたいです。

個人 総務省 未回答

1071 令和3年3月24日 令和3年12月2日
電動バイクの免許不
要化

電動バイクを免許なしでも乗れるよ
うしてほしい。

原付バイクなどと差別化を図り、自転車と原付の代わりの移動手段とし
て普及させたい。ただバイク車線など整備も必要。

個人 警察庁
現行法では原動機付自転車を運転する場合には原動機付自転車免許等が、普通自

動二輪車を運転する場合には普通自動二輪車免許等が、大型自動二輪車を運転する
場合には大型自動二輪車免許がそれぞれ必要とされています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第２
条第１項第10号、第
84条並びに第85条第
１項及び第２項
道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第１条の２
及び第２条

対応不可

運転免許制度は、自動車等の運転を一般的に禁止し、一定の資格を有する者に限っ
て当該禁止を解除する、すなわち自動車等の運転を許可する制度であり、道路交通の
危険を防止し、交通の秩序を維持することを目的としています。

提案事項における「電動バイク」とは、用いられる原動機が電動機である大型自動二
輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車（以下「大型自動二輪車等」という。）を指
していると思われるところ、大型自動二輪車等が道路交通の危険や障害を生じさせる
おそれは、用いられる原動機が内燃機関であるか電動機であるかによって異なるとは
言えず、単に原動機が電動機であることのみをもって運転免許を不要とすることは適
当ではないと考えます。

1072 令和3年3月24日 令和3年7月7日
出生児の手続きに
ついて

新生児の手続きで、児童手当、健
康保険申込み、出産一時金、出生
届など、一括でできるようにして欲し
いです。

必要書類が重複していたり、手続きが面倒。また申請忘れなども怖い。 個人
内閣府
法務省
厚生労働省

新生児の健康保険加入手続については、加入する制度が国民健康保険である場合、
住民登録の手続と併せて行うこととなります。なお、被用者保険へ加入する場合は、事
業主との手続の一環として、事業主を経由して保険者に対して手続を行うこととしてい
ます。

また、出産育児一時金については、保険者が被保険者に対して行う給付であること
から、保険者に対する申請が必要です。なお、出産育児一時金の支給手続について
は、まとまった出産費用を事前に用意していなくても安心して出産ができるよう、被保険
者と医療機関との間で代理契約を結ぶことにより、医療機関が被保険者に代わって請
求と受取りを行う直接支払制度を可能としているところです。

健康保険法施行規
則第38条等

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1073 令和3年3月24日 令和3年12月2日
道路交通法違反に
よる罰金の支払い方
法について

道路交通法違反による罰金の支払
いについて、コンビニエンスストアや
オンラインでの振り込みなどでも支
払えるようにしてほしい。現状では
銀行の窓口での支払いに限定され
ている。

平日の日中に仕事をしている者にとって、銀行の窓口へ行くことは困難
である。銀行へ行くためには休暇などを取得する必要があり、罰金以上
の負担を違反者に課していることになる。

個人
警察庁
法務省

【警察庁】
従来、法令上、反則金の納付及び仮納付（以下「納付等」という。）は、納付書により、

日本銀行（国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。）に対して行わなければなら
ないとされていましたが、納付者の利便性の向上や金融機関の事務負担の軽減の観
点から納付方法の多様化を求める御要望があったことを踏まえ、令和３年６月より、イ
ンターネットバンキングやATMを利用した振込みによる反則金の納付等が法令上可能
となりました。

現在、上記のような振込みによる反則金の納付等を、一部の県で実験的に施行して
いるところです。

【法務省】
罰金の納付については，現金での支払の場合，検察庁に直接持参するか，徴収事務

規程により定められた「納付書・領収証書」により直接日本銀行（本店，支店，代理店
及び歳入代理店を含む。）に納付することとされています。

【警察庁】
道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
128条第１項
道路交通法施行令
（昭和35年政令第
270号）第52条第２項
等

【法務省】
財政法第２条第１
項，徴収事務規程第
14条等

【警察庁】
検討に着手

【法務省】
検討に着手

【警察庁】
制度の現状欄に記載のとおり、令和３年６月から、一部の県において、インターネット

バンキングやATMを利用した振込みによる反則金の納付等が可能となりました。今
後、更なる支払手段等の拡大に向け、必要なシステム構築の方向性、スケジュール等
について具体化していくこととしています。

【法務省】
罰金の納付方法拡充の可否については，機微な個人情報を取り扱うことや，適切な

裁判執行の観点等から慎重に検討を進めております。

1074 令和3年3月24日
住民基本台帳非開
示申請について

家族から暴力を受けたため、住民
基本台帳を非開示にしています。た
だこれは毎年更新する必要があり、
また申請時に毎回警察に行ってハ
ンコを貰ってこなければなりませ
ん。毎年、申請のたびに会社を休
み警察に行き警官に話をしハンコ
貰ってから市役所に行き申請を出し
ています。非常に非効率だと思いま
す。暴力がいつ無くなるかなど判断
のしようがありません。こちらから非
公開停止の申請がない限り非公開
を継続するか、ネットでマイナン
バーカードで更新出来るようにして
欲しい。よろしくお願いします。

毎回、平日に会社を休み警察と市役所のはしごをしなければならない。
健康なうちは良いが、病気になったりしたらそんな事出来ない。そもそも
住基台帳の内容を本人以外に公開すること自体がセキュリティ上危険
な事だと思います。一度でも暴力やストーカー被害に遭った人は絶対に
この先も住所を知られたくないのです。安全な生活を守るため、ぜひお
願いします。

個人 総務省 未回答

1075 令和3年3月24日
マイナンバーの再交
付手続きについての
改善案

問題点
自身のマイナンバーカードが今年で
５回目の誕生日を迎え、期限間近
になったので、再交付をオンライン
手続きで行いました。しかし交付時
は、市役所での受け取りが必須に
なっており、市役所(藤沢市役所)で
受け取るだけでも120分待つことに
なりました。
解決策
オンライン申請で再発行手続きを行
う場合は、マイナンバーカードの期
限が切れる前にマイナンバーカード
の電子証明書を使ってオンライン申
請後に、住民票に記載されている
住所に郵送でカードを交付できるよ
うにするべきだと思います。

政策効果
市役所に行く必要もなく、待ち時間も必要なくなる。
紙の書類で申請する方の待機時間を短縮化できる。
受け取り時をオンライン化することで密になりにくい環境作りができる。

個人 総務省 類似処理

1076 令和3年3月24日 令和3年12月2日
青切符（交通反則告
知書）への指紋の押
捺について

交通違反時に警官が発行する、青
切符（交通反則告知書）について、
印鑑の捺印を求められます。印鑑
を所持していない場合、指紋の捺
印を強制されるます。拒否が出来
ず、必ず指紋の捺印を取らされま
す。

印鑑を廃止しようとする時代に、未だに印鑑を所持していないと、サイン
ではなく指紋の捺印を強要する理由が不明です。
指紋の捺印は、何か犯人扱いの様で、その指紋を犯罪者リストに登録さ
れているのではないかと疑問に思っています。
是非とも青切符（交通反則告知書）については、印鑑を所持していない
場合は、署名で出来る様に法令整備をして頂きたいと思います。

個人
警察庁
法務省

交通反則切符における「供述書（甲）」欄への押（指）印は任意であり、強制するもの
ではありません。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）
刑事訴訟法（昭和23
年法律第131号）第
322条第１項

現行制度下
で対応可能

「交通反則切符における供述書作成上の留意事項について（通達）」（令和３年９月７
日付け警察庁丁交指発第83号）により、警察庁から各都道府県警察に対して、
○交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法的義務であると
いう誤解を相手方に与えるような言動をしないよう指導すること
○違反者の押印等が任意であることについて、ウェブサイトに掲載するなど、適切な周
知を図ること
を指示しています。

引き続き、都道府県警察に対して適切な対応について指導してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1077 令和3年3月24日 令和4年7月20日
保育園の申込に関
しての改善

■保護者が揃える書類を電子化
サラリーマンの場合は、就労証明
書・給与明細の提出が必要です
が、入社の際に社会保険は加入し
ているため、年金事務所や市役所
に必要な情報は蓄積されているは
ずです。
そのため、保育園申し込みの際も
情報連携することで手配する書類
を削減してほしい。
※個人事業主で必要な書類も同様
に削減可能（就労状況申告書、確
定申告の写し、開業届の写しなど）
■保育園の当選、落選の最適化
基本的には済んでいる地域単位
（※市区町村）でマッチングされてい
ますが、地域の境目に住んでいる
方は隣の区でも選べるようにした方
が、日本全体の待機児童が減らせ
る可能性が高い

■保護者が揃える書類を電子化
１．経済的な視点
・保護者の時間短縮（※平均して2日間はかかる）
・書類の不備の軽減（※手書きからデータ連携により情報の正確性が増
す）
・保護者及び企業の負担軽減（※保護者は書類コピーの作業、企業は
各個人の情報を確認し書類化する手間が削減）
２．社会的な視点
・マイナンバーカードの意義の向上（※利用価値、取得率の向上）
・不正防止、ミスの削減
・能力の低い保護者の児童救済（※＝書類手配がネックで保育園の申し
込みを諦める家庭）
■保育園の当選、落選の最適化
１．経済的な視点
・市役所の保育課職員の手間削減（※都市部であれば毎年数千の申し
込みがあるため、10人月以上）
２．社会的な視点
・最適化による待機児童の減少
・保育園の選択肢拡大（※居住地の地域だけでなく、通勤途中、会社の
ある地域も選択肢として選べるなど）
【補足】
現行ではキャリアウーマン（所得が高い方）は保育園に落選する確率が
高いが、経済的にはキャリアウーマンこそ保育園を用意したほうが経済
合理性が高い

個人

■保護者が揃
える書類を電
子化
内閣府
厚生労働省

■保育園の当
選、落選の最
適化
厚生労働省
内閣府

■保護者が揃える書類を電子化
保育の必要性認定や入所に関する手続き、現況届等、保育に関する手続きのオンライ
ン申請は、「ぴったりサービス」において行うことが可能です。

■保育園の当選、落選の最適化
利用者が居住する市区町村と施設・事業が所在する市区町村間で調整のうえ、保育
所の広域利用が可能です。

子ども・子育て支援
法第20条第１項

対応

■保護者が揃える書類を電子化
オンライン申請のできる環境の整備を市町村に対し促すとともに、引き続き「ぴったり
サービス」を活用したオンライン申請が可能であることの周知を行ってまいります。
また、令和４年度にデジタルで完結する仕組みが普及していくよう、引き続き保育所等
入所に係る手続き等のデジタル化に向けた検討を進め、更なる活用を促進してまいり
ます。
■保育園の当選、落選の最適化
利用者が、居住地以外の保育所の利用を希望する場合を含め、地域の実情に応じた
適切な利用調整が行われるよう、引き続き周知してまいります。

1078 令和3年3月24日 令和3年4月16日
建築基準法と消防
法の扱いについての
見直し

非常照明は建築基準法であるが誘
導灯は消防法、防火シャッターは建
築基準法であるが感知器は消防
法、防火区画でスプリンクラーがあ
れば緩和を受けるがその詳細は消
防法の領域となっておりこの不自然
な法の分け方を整理すべきである。
建築基準法の避難規定はすべて消
防法で取り扱うべきである。また、
消防法も民間建築確認機関のよう
なものを設置し、そこで判断できる
ようする。

実際に火災が生じたときは建築部局ではなく消防署職員が救助及び消
火活動を行う。しかし、避難経路を確保するための非常照明は建築基準
法、誘導灯は消防法となり、同じような内容であっても建築部局と消防
部局に相談しないといけない。防火シャッターはシャッターと感知器の
セットで機能するのにそれぞれ扱う法律が異なり非効率である。これこそ
縦割りである。
建築基準法の避難規定は消防法で扱うようにするのが自然である。ま
た、消防同意においても各消防の担当により判断が異なり、消防同意に
時間がかかり過ぎであり、建築確認の民間開放してもここがネックとなっ
ている。建築主事ではなく消防主事資格を創設し、民間消防同意機関を
作ることで建築確認期間の短縮及び消防署職員の削減が期待できるた
め。

個人
総務省
国土交通省

建物の防火対策については、建築基準法で敷地、構造等の最低基準を定めているとと
もに、消防法で初期消火や避難等のための設備の設置や訓練の実施等について定め
ています。
建築基準法の規定により非常用の照明装置が設置される場合は、消防法の規定にお
いて階段等の誘導灯の設置を不要とするなど合理化を図っています。また、建築基準
法で定める防火シャッターと連動する感知器の基準等については、消防法の基準を引
用することで、整合を図っています。

消防同意とは、建築基準法第93条及び消防法第7条に基づき、建築物の新築等の計
画の段階で、防火の専門家である消防機関が事前に火災予防、消火活動等の観点か
らチェックを行い、防火に関する規定に違反しないことをもって、建築確認に同意する
制度であり、この防火に関する規定への適合の判断は、個々の建築物の立地条件や
構造、形態等を踏まえて個別に行われるものです。
また、消防同意の期間は、消防法第7条により、建築基準法第6条第1項第4号に係る
確認の場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等の場合に
あっては7日以内であることが規定されています。
なお、消防同意は建築確認事務における内部行為として、建築主事の行う建築確認に
おいては建築基準法第6条第4項に定められる建築確認の期間内で、指定確認検査機
関が行う建築確認においては建築主と指定確認検査機関との間の契約による期間内
で行われています。

建築基準法第93条
「防火区画に用いる
防火設備等の構造
方法を定める件（昭
和48年建設省告示
第2563号）」

消防法第７条
消防法施行規則第
28条の２
「建築確認手続き等
の運用改善に伴う消
防同意事務の取扱に
ついて」（平成22年5
月21日消防予第221
号）

現行制度下
で対応可能

建物の防火対策については、建築基準法で敷地、構造等の最低基準を定めているとと
もに、消防法で初期消火や避難等のための設備の設置や訓練の実施等について定め
ています。
建築基準法の規定により非常用の照明装置が設置される場合は、消防法の規定にお
いて階段等の誘導灯の設置を不要とするなど合理化を図っています。また、建築基準
法で定める防火シャッターと連動する感知器の基準等については、消防法の基準を引
用することで、整合を図っています。
引き続き、建築基準法と消防法とで基準の合理化や規定の整合が確保されるよう、関
係省庁間で適切に連携、調整を図ってまいります。

消防同意は、個々の建築物の立地条件や構造形態等を踏まえて防火に関する規定へ
の適合を判断することにより、建築物の火災予防上の安全性を確保するものであるこ
とに加え、消防機関が消防同意を通じて把握する建物情報は、建築工事中も含む火
災発生時等における消防活動時の方針の決定や、隊員の安全管理上不可欠なもので
あることから、民間で行うことは適切ではないと考えております。
また、消防同意の期間は、消防法において、建築物の規模等によって3日以内または7
日以内と規定されていますが、これは審査に必要と考えられる最低限の日数に制限さ
れているものであり、消防機関が任意に決定することはできないものです。
なお、消防同意は、建築確認事務における内部行為として、建築確認の期間内で行わ
れているものでありますが、建築主の負担の軽減等の観点から、消防庁において、国
土交通省住宅局と調整の上、建築主事等が行う建築確認審査と消防機関が行う消防
同意審査を並行して行う並行審査の導入に向けた通知を発出し、建築確認事務全体
の審査期間の短縮を図っているところです。

1079 令和3年3月24日
マイナンバーカード
受取の件

マイナンバーカードの代理受取をす
る際、現在の制度だと申請者本人
が写真付身分証明書を持っていな
い場合、病気で長期入院、施設入
所者、免疫力低下によりコロナ禍の
中区役所等の受取場所に本人が
行かれない場合、家族であってもマ
イナンバーカードを全く受け取れな
い規則となっている。よって、総務
省に対し、やむを得ずマイナンバー
カード申請者本人が受取場所に行
かれない場合でも、家族等代理人
が受取可能な規則に変更、改善す
る事を早急に求める。

現在総務省決定の規則によると、マイナンバーカード申請者本人が写
真付身分証明書を持っていない場合、申請者本人が区役所等の受取場
所にやむを得ず行かれないであっても、家族が代理でマイナンバーカー
ドを受取る事が不可能である。私の母は80歳で、写真付き身分証明書
は平成21年の運転経歴証明書しか持っていない。だからこそ、写真付き
身分証明書が必要だと思いマイナンバーカード申請を行った。しかし、
現在帯状疱疹になり入院中であるが、医師より[他の病気も見つかり手
術が必要になるかもしれない]と言われた。代理で二女である私が母の
マイナンバーカードを受取りたいとコールセンターに電話した所、[区役
所が了承すれば対応する]と言われた。区役所の区民課に電話すると
[平成21年の運転経歴証明書は期限外で証明書にはならない、申請者
本人が区役所に来られない場合は申請者本人の写真付き身分証明書
が必須の為家族でもマイナンバーカードは受け取れない、総務省が決
めた規則の為区役所に規則を変更したり人によって受取可・不可を判断
できない]と言われた。高齢者や運転免許証を所持しておらずこのコロナ
禍にやむを得ず外出できない人、病気、けが、施設入所者等申請者本
人が受取場所に行かれない場合、マイナンバーカードを申請したにも関
わらず一生涯受取不可能となる。総務省は受取不可能となる人間を想
定せず規則を設定したのか?運転免許証等写真付身分証明書を所持し
ていない人こそマイナンバーカードが必要なのに、又高齢者こそマイナ
ンバーカードが必要なのに高齢者等弱者程受取不可能となる規則を即
刻変更頂きたい。現在の規則に強く抗議すると共に早急に改善頂きた
い。

個人 総務省 未回答
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1080 令和3年3月24日 令和5年4月14日
本人確認方法・住所
登録を見直してほし
いです

(1)住民登録のオンライン化
(2)本人確認をマイナンバーで行
い、住民票というものを求めない。
マイナポータルで住所登録を確認し
て住民票で金をとらないようにして
ほしい
(3)住所管理をする自治体システム
の統一

(1)住民登録のオンライン化
→マイナンバーと住民基本台帳を紐づけするので理論上可能なはずで
す。利便性の向上と業務をする職員削減によるコストができます。
(2)本人確認をマイナンバーで行い、住民票というものを求めない。マイ
ナポータルで住所登録を確認して住民票で金をとらないようにしてほし
い
→(1)同様に理論上可能と思います。引っ越しが多いと住民票の代金が
負担です。住所と身分証明にならないならマイナンバーカードのメリット
がなにもない。紙を求める人だけ受益者負担で料金を徴収すればよい
話だと思います。
(3)住所管理をする自治体システムの統一
→申請用紙や住民票の記載など自治体に異なります。正直、小規模自
治体でノウハウやツテもなく、大したものができないのではと思ってま
す。また、規模の経済性も働かず業者に足元を見られ高止まりしている
のではとも思いますので、総務省で統一的なものを作り配布して使用さ
せればよいと思います。

個人
デジタル庁
総務省

（１）転出入時には厳格な本人確認を行っており、マイナンバーのみで転出入時の本人
確認を行うことはできません。
一方で、マイナンバーカードの交付を受けている者はマイナポータルを用いてオンライ
ンで転出届を行うことができます。転入届のオンライン化については、実際には居住実
態がないにも関わらず、届出ができてしまうような自体を防止するための課題が指摘さ
れており、指摘されている課題を踏まえ、制度的・技術的基盤をどのように整備する
か、転入者・転居者の手続負担はどうか、市町村の事務負担はどうか、といった点につ
いて、窓口での手続とのバランスも踏まえつつ、引き続き検討を深めてまいります。

（２）行政手続に係る本人確認おいて、住民基本台帳ネットワークシステムを用いて本
人確認情報を取得することで、添付書類を省略することは可能です。なお、添付書類
の省略については各制度を所管する省庁において個別に検討されるべきものと承知し
ております。

（３）昨年10月に閣議決定した「地方公共団体情報システム標準化基本方針」では、地
方自治体の基幹業務システムについて、2025年度までに、ガバメントクラウドを活用し
た標準準拠システムへの移行を目指すこととしています。

住民基本台帳法第
22条、24条

対応
制度の現状に記載の通り。

1081 令和3年3月24日 令和3年4月16日
情報処理技術者試
験のオンライン化

IPAが実施している情報処理技術
者試験について、オンライン化を提
案する。

現状は昔からのやり方で試験会場に集まって、マークシートと記述、論
述の試験を実施しているが、これをオンライン化したい。
オンライン化することでマークシートの作成と読み込みコストの削減、論
述式に試験においては情報処理技術者試験であるにもかかわらず、
2000文字以上の文章を短時間で手書きさせるなど、前近代的発想に
なっている。
これをオンライン化することで、採点これを数の削減、受験者の負担軽
減が期待される。

個人 経済産業省

情報処理技術者試験につきましては、平成２３年度よりＩＴパスポート試験をコンピュー
タを利用した方式（ＣＢＴ）により実施しており、令和２年度からは基本情報技術者試験
及び情報セキュリティマネジメント試験を同様の方式により実施しております。その他
の試験区分につきましては、マークシートなどの紙により実施しています。

情報処理の促進に関
する法律施行規則第
３７条第２項

検討を予定
新型コロナウイルス感染症対策を前提とした「新たな日常」を踏まえた試験の在り方に
ついて検討していく予定です。その議論の結果も踏まえ、今後、試験のオンライン化に
ついても検討していく予定です。

1082 令和3年3月24日 令和3年4月16日

現役大型船航海士
等に対する小型船
舶操縦士免許証の
更新講習に関して

現役大型船航海士等に対する小型
船舶操縦士免許証の更新講習は、
海技免状が有効であることや船員
手帳の健康診断が有効である等を
条件として、更新講習を免除。
また、更新の手続きは専用HPとア
プリを導入しオンラインで完結でき
るシステムを構築してほしい。HPや
アプリ導入にあっては、所有してい
る免許の原本・健康証明等を写真
で撮影し添付、官庁にて確認できる
ことが当然ながら要求されます。導
入すれば、小型船舶だけではなく大
型船の海技免状もオンラインで完
結出来ます。
新旧免許・海技免状は郵送で相互
やり取りができますので、遠隔地に
お住まいでも容易に申請ができま
す。

大型船の航海士は小型船舶操縦者と違い、関係法令を熟知しているた
め、現状の小型船舶操縦士免許の更新講習のような建前だけ(内容が
幼稚であるという意)の講習は必要ないと考えます。
また、船員の特殊な労働環境上、講習日に休暇になっているとも限ら
ず、また定員オーバーで受けられずそのまま乗船した経験もあます。
自動車免許証であれば、大型・原付等普通運転免許証と一体運用管理
されているにも関わらず、なぜ船舶に関してはこのような運用管理がな
されないのか疑問です。
実現後は、運輸局の担当者が申請者との対面でのやりとりが不要にな
るので、業務効率が上がる。ペーパーレス化が推進される。
今回の国税調査のようなシステムが非常に操作しやすかった。

個人 国土交通省

総トン数20トン未満の小型船舶の船長（小型船舶操縦者）になろうとする者は、船舶の
航行の安全を図るため、小型船舶操縦士の免許を受ける必要があります。小型船舶
操縦免許証の有効期間は５年ですが、有効期間中に小型船舶における１月以上の乗
船履歴がない者については、身体適性の如何にかかわらず、登録操縦免許証更新講
習の課程を修了することが必要となります。更新制度は、小型船舶操縦者として安全
に業務を行うことができるよう、最新の知識・能力及び身体適性を確保するための大事
な仕組みです。更新講習は、更新申請の３月前から受講することが可能であり、現在、
88つの民間機関が国土交通大臣の登録を受けて全国各地で講習を実施しているの
で、いつでも受講しやすい環境が整っています。

船舶職員及び小型船
舶操縦者法第23条
の11において準用す
る第７条の２

対応不可

一般的に、総トン数20トン以上の大型船舶は、安全を確保するため、船長、航海士、機
関長、機関士等の船舶職員が、甲板部や機関部の職務を分担・連携しながら運航され
ています。しかし、小型船舶の場合は、船舶の大きさ、搭載設備・機器の違い等から、
船長が一人で、機関の運転に関する業務を行いながら、船舶を運航することができる
ため、船舶職員及び小型船舶操縦者法上も、大型船舶とは異なる免許制度を採用して
います。このため、登録操縦免許証更新講習については、海洋汚染の防止など、一部
講習内容が類似しているところもあるものの、小型船舶の免許制度、小型船舶操縦者
の遵守事項やマナー、小型船舶の事故原因と対策、小型船舶の登録・検査制度、小
型船舶操縦者が熟知しておくべき条例や河川ルールといった、小型船舶固有の内容と
なっているので、海技免状の有効性等を理由に、当該更新講習を免除することは困難
です。なお、海技免状や操縦免許証の有効期間の更新申請のオンライン化について
は、政府全体の方針を踏まえ、検討を進めているところです。
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対応の分
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提案
主体

所管省庁
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グ・グ
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理方針

番号
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提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1083 令和3年3月24日 令和3年4月16日
生命保険販売に係
る構成員契約ルー
ルの維持

生命保険販売に係る構成員契約
ルールについては、生命保険募集
人である企業（法人、以下同じ）代
理店が当該企業の従業員（構成
員）等に対し、雇用関係等を背景と
した圧力募集を行うことを防止する
ため措置されているものであり、消
費者保護の観点から引き続き維持
していただきたい。

生命保険募集人である企業代理店は当該企業の従業員等に対し雇用
関係等に基づく大きな影響力を持っている。企業代理店が当該企業の
従業員等に対し生命保険販売を行った場合、影響力を利用した圧力募
集が行われる懸念がある。直近でも「お客さまが企業代理店等から圧力
を受け、生命保険等の加入を強要された」との声が多く寄せられている。
一般の募集チャネルでは、問題があれば苦情等によりその問題が顕在
化する一方、強者（企業、上位役職者等）への苦情や批判は潜在化する
傾向にあるため、雇用関係に基づいた圧力募集は問題が生じても顕在
化しにくく、消費者（従業員等）が泣き寝入りを強いられる。かかる懸念
は、いわゆる非正規労働者の増加に見られるように労働者の置かれた
立場が不安定化し、雇用関係に基づく使用者の使用人に対する影響力
が強い状況下では、一層深刻化する可能性が高く構成員契約ルールの
必要性はさらに高まっている。
また、圧力募集により従業員等が不本意な生命保険商品に加入した場
合、保険金等の支払までには長期間経過していることが多く、また、一
般的に生命保険商品は契約加入時の年齢や健康状態等によって保険
料等の引受条件が決定されることから再加入の困難性があり、問題が
発生しても事後的に救済することは極めて難しい。加えて、生命保険の
保障額は高額なことが多く、消費者被害は甚大となる。
生命保険商品の募集には消費者ニーズにきめ細かく対応したコンサル
ティングが不可欠である中、構成員契約ルールは圧力募集から消費者
である従業員を保護し、保険商品の主体的な選択機会を十分確保する
上で必要不可欠なルールであるため引き続き維持していただきたい。

全国生命
保険労働
組合連合
会（生保労
連）

金融庁

企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場
合、従業員への圧力募集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関
係を有する者（法人）の役員・従業員に対する保険募集は一部の保険商品を除き禁止
されています。

保険業法第300条第
1項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告
示第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣

旨を踏まえつつ、引き続き慎重に検討を行う必要があります。

1084 令和3年3月24日 令和3年4月16日

銀行等による保険販
売における弊害防
止措置の維持・強化
及び実効性確保

銀行等による保険販売について
は、消費者保護や公正な競争条件
の確保の観点から弊害防止措置が
設けられているが、２０１２年４月に
一部の規制が緩和された以降も依
然として圧力募集等の問題事例が
発生しているため、弊害防止措置
の維持・強化、実効性確保に向け
た対応が必要と考える。
具体的には、「融資先販売規制」に
ついては２０１２年４月に除外された
一時払終身保険・一時払養老保険
を対象商品に戻すことも含めた規
制の強化、「非公開金融情報保護
措置」「保険商品と預金との誤認防
止措置」についてはその維持と実効
性確保に向けた対応をお願いした
い。

銀行等による保険販売には弊害防止措置が講じられているが、生保労
連が再三に亘り圧力募集等の問題が発生している実態を訴えてきたに
も関わらず、２０１２年４月に「融資先販売規制」の対象商品から一時払
終身保険・一時払養老保険が除外された。
しかし、２００６年９月以降、生保労連が社外の調査機関に委託し定期
的に実施している事業主を含む一般消費者約１０００名を対象としたモ
ニターアンケート（全１０回・直近２０１８年８月実施）では、いずれにおい
ても一時払終身保険・一時払養老保険を含む各種生命保険商品につい
て、「銀行との取引を考えてやむを得ず加入した」との回答が多数あっ
た。また、「生命保険の加入を融資の条件とされた」等の消費者の声も
数多く寄せられている。このように、銀行による圧力募集が依然発生して
いることは明らかで、一時払終身保険・一時払養老保険を対象商品に戻
すことも含め「融資先販売規制」を強化願いたい。
また、２０１２年４月に改正された「非公開金融情報保護措置」「保険商
品と預金との誤認防止措置」についても、前述のモニターアンケート及び
問題事例収集活動において、「退職金が振込まれた直後に銀行から生
命保険の提案があった」「提案された商品が生命保険であることさえもよ
く理解できなかった」等の回答、消費者の声が多数あり、このことからも
弊害防止措置が有効に機能しておらず、消費者保護上の問題が生じて
いる実態が浮き彫りになっている。こうした状況から、「非公開金融情報
保護措置」「保険商品と預金との誤認防止措置」等の維持とその実効性
確保に向けた対応が必要と考える。

全国生命
保険労働
組合連合
会（生保労
連）

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上
を目指す観点から次のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則
第212条、同第234条
第１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の
向上を目指す観点から設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平
成23年９月７日付で関係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防

止措置等の見直しについては、必要が生じた場合に行うこととしています。

1085 令和3年3月24日 令和3年7月7日

健康保険組合に対
する行政監査等に
おける書面対応慣
行の見直し

【業務遂行上負担となっている書
面・押印手続きを求める制度】
ICTを活用して業務を効率化するた
めに、行政手続きにおけるデジタル
化を全体的に推進するとともに、非
合理的な行政指導等を見直してい
ただきたい。

厚生労働省地方厚生（支）局が健康保険組合に対して実施する行政監
査においては、電子媒体で届出されたものについて全て紙に出力して編
綴・保管するように求められる、又はパソコン処理を行っている経理処理
について、月が変わる毎に年度の当初から紙台帳として出力して、編
綴・保管しておくよう求められる等、非合理的な行政指導がなされてい
る。また、行政機関からの照会文書については、理事長印を押印した書
面での回答が必須とされており、テレワークの大きな障害となっている。
電磁情報にかかるセキュリティを担保した上で、業務をペーパーレス化
することにより、保険者の事務効率化・適正化に繋がる。

健康保険
組合連合
会

厚生労働省
現在、健康保険組合に対する実地指導監査については、主に紙媒体による確認によ

り実施しています。

通知等
（平成13年３月22日
付け保発第76号厚生
労働省保険局長通
知等）

対応

健康保険組合に対する実地指導監査については、健康保険組合の文書保存体制を
踏まえて行う必要があるところ、令和２年11月から運用を開始した電子申請システムに
より、今後は、電子申請手続の増加及び電子文書による文書保存が進むものと認識し
ています。

この認識のもと、令和３年度において、電子文書の確認手法にかかる諸課題を把握
するためのプレ電子監査を実施し、その結果により、早ければ令和４年度から順次、電
子文書についても確認を行う監査に移行していくことを予定しています。

なお、健康保険組合を申請者として国に届け出る各種届出・報告のうち、慣習的に押
印を求めている手続については、「保険者を申請者として国に届け出る手続における
保険者の押印について」（令和３年３月31日付け保保発0331第１号厚生労働省保険局
保険課長通知）により、押印を不要としたところです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1086 令和3年3月24日 令和3年5月24日

地方自治体の医療
費助成事業の支払
基金への委託と受
給者証等情報のマ
イナンバー情報連携
システムへの提供

地方自治体の医療費助成事業につ
いて、全ての受給者に受給者証を
交付し、現物給付とするとともに、
支払基金への委託を拡大していた
だきたい。
地方自治体が交付する特定疾患医
療受給者証及び各受給者証等の
情報をマイナンバー情報連携業務
に取り入れいただきたい。

地方自治体における医療費助成事業については、支払基金への委託
が任意とされており、償還払いの場合、地方自治体は受給者へ償還払
いを行うため、受給者に給付申請書への書面、押印の手続きを求めるこ
ととなる。また一方で受給者への還付にあたり保険者が行う付加金や高
額療養費の給付と調整を行う必要があるため、地方自治体がそれぞれ
に各保険者等へ書面で照会を行う事務が生じており、それを回答する健
保組合には非効率な業務となっている。
地方自治体の医療費助成事業について、全ての受給者に受給者証を
交付し、現物給付とするとともに、支払基金への委託を拡大することに
より地方自治体、保険者、医療機関の業務効率化と患者の利便性、デ
ジタル化の促進に繋がる。
なお、地方自治体が交付する特定疾患医療受給者証及び各受給者証
等の情報をマイナンバー情報連携業務に取り入れることが可能になれ
ば、関係各機関のより一層の業務効率化に繋がる。

健康保険
組合連合
会

内閣府
総務省
厚生労働省

 各自治体が行う医療費助成事業における審査支払業務の支払基金への委託は、支
払基金と各公費負担者の自由な契約に基づいて実施されているところです。

○障害者の日常生
活及び社会生活を総
合的に支援するため
の法律
健康保険法施行令
第41条第１項第２号
等

対応不可 制度の現状欄に記載の通りです。 △

1087 令和3年3月24日 令和3年7月7日

保険医療機関の返
戻再請求に係る書
面レセプトの取扱い
について

・オンライン請求医療機関からの再
請求時における書面レセプト請求を
原則不可としていただきたい。
・電子媒体請求医療機関からの再
作成記録による電子媒体再請求を
可能としていただきたい。
（特に歯科医療機関（電子媒体申
請72.7%）

厚生労働省総務課長通知により医療機関に返戻された請求（レセプト）
にかかる書面での再請求を認める等の内容が、支払基金改革における
業務効率化のための書面レセプト削減の施策を妨げているため。
〇参考
厚労省総務課長通知（平成22年7月30日保総発0730第2号）
「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用
の請求等に関する取扱いについて」（抜粋）
＜通知概要＞
２ 電子情報処理組織による診療（調剤）報酬の請求に関する方法 ※
オンラインよる場合
（２）返戻照会に係る再請求分がある場合は、保険医療機関等の選択に
より、電子情報処理組織を使用するか、または、（略）審査支払機関が
返戻した現行の紙レセプトに準じて出力した紙レセプトに請求省令に定
める診療（調剤）報酬請求書を添えて提出すること
４ 光ディスク等による診療（調剤）報酬の請求の届出 ※電子媒体によ
る場合
（２）(4)返戻照会に係る再請求分がある場合は、（略）審査支払機関が
返戻した出力した紙レセプトに請求省令に定める診療（調剤）報酬請求
書を添えて提出すること

健康保険
組合連合
会

厚生労働省
提案理由に記載してある、「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等
を用いた費用の請求等に関する取扱いについて（平成22年７月30日通知 保総発0730
第２号）」のとおりです。

保険医療機関又は
保険薬局に係る電子
情報処理組織等を用
いた費用の請求等に
関する取扱いについ
て（平成22年７月30
日通知 保総発0730
第２号）

対応

審査支払機能の在り方に関する検討会において、令和３年３月29日に報告書を取りま
とめました。

オンライン請求を行っている医療機関等による返戻再請求に関する取組としては、
・レセプト振替・分割サービスの開始時期に合わせ、 令和３年10月から、審査支払機
関が行っている、オンライン請求医療機関等への紙媒体による返戻を廃止し、オンライ
ンによる返戻のみとする。
・加えて、令和４年度中には、紙媒体で返戻されたレセプトに係る再請求を除き、オンラ
イン請求医療機関等について、再請求をオンラインによるものとする。
こととしました。
※ただし、医療機関・保険者等の事務に混乱が生じることのないよう、令和４年度なる
べく早期に、 レセプト振替開始による資格過誤減少の状況やシステムへの影響等を把
握し、令和４年度中の対応の実施時期、方法を判断することとしています。

医療機関・保険者等において混乱が生じることのないよう環境を整備し、両者歩調を合
わせて紙媒体を減らしていくことを進めて参ります。

△

1088 令和3年3月24日 令和3年6月16日
電子カルテ、特定健
診情報等のデジタル
化の推進

電子カルテ、調剤の電子処方化、
特定健診結果の電子化等の早期
のデジタル化について、国の施策
において行って頂きたい。
医療機関、保険者、審査支払機関
の療養の給付費等の請求及び審
査支払の業務効率化を図るため、
標準化された連動性のある記録条
件仕様書について厚労省が主体と
なり整備を進めていただきたい。
マイナポータルの制度運用開始に
鑑み、事業主健診結果の共有、
アップロード、閲覧等に際して、個
人情報保護に関する法整備などを
ご検討いただきたい。

令和3年3月から順次開始されるオンライン資格確認、医療費・薬剤費情
報、特定健診情報の提供等の開始について、これらの円滑な開始と定
着推進を図るためには、電子カルテ、調剤の電子処方化、特定健診結
果の電子化等の早期のデジタル化が求められる。これらは国民全体に
寄与される取り組みであることから、保険者の一方的な負担において行
われるべきではなく、国の施策において行って頂くべきと考えているた
め。
その他のデジタル化についても、国が個人情報保護に係る法整備を検
討しつつ主体的に進めるべきと考えているため。

健康保険
組合連合
会

内閣府
個人情報保護
委員会
厚生労働省

【特定健康診査に関する記録について】
特定健康診査に関する記録については、保険者は、特定健康診査及び特定保健指

導の実施に関する基準（平成19年12月28日厚生労働省令第157号）第10条の規定に
より、電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
ができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、保存しなければならないこととされて
います。また、保険者が特定健康診査の実施を外部に委託した場合においても、当該
委託を受けた者は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条
第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」（平成25年3月29日厚生労働省告示
第92号）第１の４（１）の規定により、特定健康診査に関する記録を電磁的方法により作
成し、保険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出することとされています。

【PHRについて】
「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン」に基づき、PHRの対象とな

る健診等を拡大するため、令和３年に必要な法制上の対応を行い、令和４年度早期か
ら順次拡大し、運用することとしております。
【電子カルテについて】

電子カルテは、医療機関の業務の効率化及び医療従事者間の円滑な連携を図るな
どの効果があり、400床以上の一般病院における電子カルテの普及率は年々上昇して
います。また、厚生労働省としては、医療機関間の連携の基盤として、電子カルテ情報
やその交換方式の標準化を進めることが重要と認識しています。
【標準化された連動性のある記録条件仕様について】

レセプトの記録条件仕様については、標準化されています。

・特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準（平
成19年12月28日厚
生労働省令第157
号）第10条
・「特定健康診査及び
特定保健指導の実
施に関する基準第十
六条第一項の規定に
基づき厚生労働大臣
が定める者」（平成25
年3月29日厚生労働
省告示第92号）第１
の４（１）

一部検討を
予定

【特定健康診査に関する記録について】
特定健康診査に関する記録は電磁的方法により作成することとされています。

【PHRについて】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【電子カルテについて】
厚生労働省においては、「健康・医療・介護情報利活用検討会」及び「医療等情報利

活用ワーキンググループ」において、アプリケーション連携が非常に容易なＨＬ７ＦＨＩＲ
の規格を用いてＡＰＩで接続する仕組みを実装・稼働できることを検討することとされて
います。このような方向性に基づき、電子カルテへの実装等について、医療情報化支
援基を活用して支援することを含め検討してまいります。
【電子処方箋について】
電子処方箋の仕組みについては、単に処方・調剤業務の効率化にとどまらず、被保険
者全体が利益を受ける仕組みとして電子処方箋および処方・調剤情報を管理するシス
テムを構築する予定です。
【標準化された連動性のある記録条件仕様について】

記録条件仕様の連動については、レセプト以外の記録条件仕様が標準化されしだ
い、必要に応じて検討をして参ります。
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所管省庁
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1089 令和3年3月24日 令和3年7月7日

健康保険法におけ
る現金給付等の給
付金口座とマイナン
バーの紐づけ

健康保険法に基づく現金給付等を
保険者が加入員に給付する場合に
おいて、将来的にマイナンバーに口
座が紐づけされた場合には、当該
登録口座に行なうこととしていただ
きたい。

これにより患者等が書面による還付申請を行う手続きの簡略化及び押
印の廃止に繋がるため。
また地方自治体や税務署等においても還付額の調整のための証明書
の提出を求める業務負担が軽減するため。

健康保険
組合連合
会

内閣府
厚生労働省

健康保険法に基づく現金給付（高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一
時金、埋葬料（費）等）については、支給申請書に記載された振込先指定口座に対して
支給が行われています。

健康保険法第102条
等

検討に着手

現金給付の払込口座とマイナンバーの紐付けについては、第204回国会に提出され
ているデジタル改革関連法案等を踏まえ、被保険者が希望する場合にはマイナンバー
と紐付いた口座へ給付を行うことが可能となるよう、必要な検討等を進めているところ
です。

1090 令和3年3月24日 令和3年7月7日
柔道整復療養費等
療養費申請のオンラ
イン化

現在整備されているオンライン環境
を活用して、柔道整復療養費等療
養費申請のオンライン化を図ってい
ただきたい。
現在、保険者を取り巻くネットワーク
システムには「社会保険・税手続の
オンラインワンストップサービス」及
び「医療保険等電子請求ネットワー
クシステム」が存在します。
社会保険・税手続のオンラインワン
ストップサービスは、事業主からの
行政手続を電子申請するためのシ
ステムで有り、現状、被保険者から
の行政手続まではその範囲として
いませんが、行政手続の窓として、
当該サービスの利用が最も有効的
であり、費用負担の面においても軽
減が図れると思料します

現状において柔道整復療養費は受領委任払いのため、施術者が作成し
た保険者へ請求するための療養費支給申請書に患者が請求内容を確
認し、施術者の受領に同意をした署名（押印）を行うため、書面による申
請となっている。（受領委任制度）
各保険者等はそれぞれでデータ化を行い審査支払を行なっているが、
各都道府県に設置された柔整審査会は書面審査で行われており、非効
率な状況となっている事、また制度上対面で患者に署名を求める手続き
については施術者にも業務上の負担が生じている。
署名に代わる患者が請求内容を確認できる受領委任の仕組みを早期に
構築し、申請をオンライン化にすることで、現在各保険者でそれぞれに
行なっている審査支払業務を一元管理することが可能となること。さらに
は対面で行われている柔整審査会の業務効率化に繋がること等が期待
される。
なお、健康保険法87条において療養費は現金給付であり、健康保険法
施行規則第66条により被保険者の申請に基づき支給されるものです
が、通知により三者の合意に基づき執り行っている受領委任払いとなっ
ています。このように療養費は二通りの申請方法があるほか、医療費全
体からみれば数％にしか当たらないため、療養費のオンライン化のた
め、今後新たなオンラインの仕組みを構築することは保険者等にとって
は大きな負担となるため、受け入れ難いことをご承知おきください。

健康保険
組合連合
会

厚生労働省

柔道整復の療養費の電子化については、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療
養費検討専門委員会において「今後の電子請求の導入について検討すべきである」と
されています。

（参考）柔道整復療養費に関する議論の整理（平成28年9月23日）
５ その他
（２）電子請求の導入等について
○ 支給申請書様式は、「柔道整復師の施術に係る療養費について」（平成22年５月24
日付け保発0524第２号）別紙様式第５号において示されているところであるが、実態と
して、施術者によって使用する様式が異なっており、審査に支障を来しているとの指摘
を踏まえ、様式を統一するよう再度周知するべきである。
○ 電子請求の導入に向けて、情報セキュリティに配慮しつつ、署名・押印を求める現
行の用紙による請求方式の例外として、電子請求に係るモデル事業を実施するべきで
ある。当該モデル事業の結果を踏まえ、今後の電子請求の導入について検討すべきで
ある。

なし 検討に着手
電子化については、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費専門委員会にお
いて引き続き議論を行うことにしており、その議論や保険者及び施術団体等の意見を
踏まえ、検討していきます。

1091 令和3年3月24日 令和3年6月16日
納税証明書を全国
どの税務署でも取得
可能にすること

現在、国関係の納税証明書の取得
には、紙申請の他、e-taxによる電
子申請の方法があるが、窓口で受
け取る場合は、取得法人等の所在
地を管轄する税務署でのみ交付が
可能とされている。これを全国どの
税務署でも交付が可能となるよう改
善してほしい。

行政書士は各種許認可の申請を主な業務としているが、各種申請には
添付書類として、納税証明書の添付を要求されることが多い。この場
合、依頼者が納税証明書を取得することになるが、依頼者は全国に展
開している事業者もあり、仮にe-taxで申請しても、緊急を要する場合に
は郵送では間に合わないため、直接窓口に出向かなければならず、遠
方にある場合には、時間・労力ともに負担が大きい。現在はネットワーク
が発達しており、国の納税管理も進んでいるのであるから、システムを
少々変更すれば全国どこの税務署の窓口でも交付は可能だと考えま
す。国民の利便向上にもつながると考えます。

日本行政
書士会連
合会

財務省
マイナンバーカードをお持ちであれば、e－Taxにより自宅等からオンラインで国税の

納税証明書（電子ファイル（XML形式））を請求していただくことができます。
また、書面により郵送で受け取ることもできます。

国税通則法 対応

令和３年７月から、マイナンバーカードをお持ちであれば、e－Tａｘにより新たに国税
の納税証明書を電子ファイル（PDF形式）で受け取ることが可能となります。

この納税証明書は、税務署窓口に行くことなく、申請者の自宅等で印刷して使用する
ことが可能となり、税務署へ出向く手間や郵送にかかる日数が削減できます。

1092 令和3年3月24日 令和3年6月16日

一般貨物自動車運
送事業経営許可申
請の標準処理期間
の見直しについて

貨物自動車運送事業法の一部を改
正する法律（平成３０年１２月１４日
公布法律第９６号）に基づく「一般貨
物自動車運送事業及び特定貨物
自動車運送事業の許可申請の処
理方針について」等の改正概要に
ついて（令和元年１１月１日施行）
（以下「改正概要」という。）により延
長された、標準処理期間を短縮して
いただきたい。

改正概要では一般貨物自動車運送事業の許可及び認可において、運
輸局長及び運輸支局長の事案で、運行管理及び整備管理体体制等の
審査を要する案件について、標準処理期間を１ヶ月延長するとされ、一
般貨物自動車運送事業の経営許可申請においては、施行前３～４ヶ月
であったものが施行後３～５ヶ月に変更された。また、事業の継続遂行
のための経済的基礎の審査の厳格化として、人件費、燃料油脂費、修
繕費等の計上期間を（２ヶ月分⇒６ヶ月分）へ、車両費、建物費、土地費
の計上期間を（６ヶ月分⇒１ヵ年分）へと大幅に変更されており、申請
中、常にその全額を確保しておかなければならず、確保の証として申請
時及び申請期間中の指定された期日の２回、銀行預金の残高証明書の
提出を求められており、申請者の経済的負担増は大きく、実質的な参入
規制となっている。
そこで、標準処理期間を短縮することにより、申請者の経済的負担を軽
減していただきたく、お願いいたします。

日本行政
書士会連
合会

国土交通省

トラック運送業の健全な発達を図るため平成30年に貨物自動車運送事業法が改正さ
れ、特に規制の適正化を図る観点から、安全性の確保・事業の継続遂行のための適
切な計画・能力の有無に係る許可基準等が明確化されました。
また、法改正を踏まえ、貨物自動車運送事業に係る許認可の審査において以下の見
直しを行いました。
・点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であることを新たに確認
・損害賠償能力に関して、対物の任意保険の限度額が200万円以上であることを新た
に確認
・事業を継続的に行うに足る資金の有無の確認に関し、人件費・燃料費・車両費等の
一部経費について見積期間を拡大 等

さらに、上記に伴い貨物自動車運送事業の許認可に係る審査事項が大幅に増加する
一方、引き続き適切な審査体制を確保する観点から、一般貨物自動車運送事業の許
可に係る審査の標準処理期間を３～４ヶ月から３～５ヶ月に延長するなど、各審査にお
ける標準処理期間の見直しを行いました。

・貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第83号）
・貨物自動車運送事業法
施行規則（平成２年運輸省
令第21号）
・一般貨物自動車運送事
業及び特定貨物自動車運
送事業の許可及び事業計
画変更認可申請等の処理
について（平成15年２月14
日国自貨第77号）
・一般貨物自動車運送事
業及び特定貨物自動車運
送事業の許可及び事業計
画変更認可申請等の処理
方針について（平成15年２
月14日国自貨第78号）
・「一般貨物自動車運送事
業及び特定貨物自動車運
送事業の許可及び事業計
画変更認可申請等の処理
について」の細部取扱につ
いて（平成15年２月14日国
自貨第80号）

対応不可

上記（左記）のとおり、平成３０年の貨物自動車運送事業法の改正により各種許認可
基準が明確化されたことを踏まえ、審査事項の見直しを行いました。
特に、一部経費に係る見積期間の延長については、貨物自動車運送事業を行うため
に必要な経済的基礎が事業開始前から万全であることを確認する目的で実施したとこ
ろです。
また、各審査における標準処理期間の見直しについては、改正法の施行により貨物自
動車運送事業の許認可に係る審査事項が大幅に増加する一方、引き続き適切な審査
を行う観点から実施したところです。
今後も引き続き、迅速かつ適切な審査に取り組んでまいります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1093 令和3年3月24日 令和3年5月24日
公共工事における
書式のムダについて

公共工事の発注機関による次の提
出書類及びデータにおいて、主旨
や内容に多大な相違がないものの
書式が異なる。官公庁、自治体、外
郭団体においてせめて統一し、労
働時間・無駄な印刷物等の排出を
削減していただきたい。

元請公共工事においては、どんなに小さな工事でもおよそ衣装ケース5
箱以上の書類を作成し、提出を求められます。
官公庁、自治体、NEXCO等の外郭団体において、皆それぞれに違いが
あり、更に変更もあり、現場はほぼ書類作成に追われ残業が膨大にもな
ります。
様式を探すところから始まり、内容も発注者はもとより担当者によって異
なる指示があり、作成しなおしは常時となります。
この時間を節約して、品質管理・安全管理・労働環境の改善に予算や手
間を割く方が、よほど良い仕事ができます。
工事の受注は実績が求められることが多いために、同類工事を請ける
ことが多く、同じような書類を作成します。
せめて様式が統一され、DLページが固定されていれば、どれほど良い
ことでしょう！

個人

内閣府
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省

・建築分野では、公共建築工事で用いる標準的な書式として、公共建築工事標準書式
を定め、ホームページで公開するとともに、公共建築工事の設計図書（公共建築工事
標準仕様書）で同書式を規定し、書式の統一化を図っています。

・土木分野では、工事書類について業団体との意見交換等により削減や簡素化、集約
化等を進めています。
・また、標準様式を定め、HPにて公表しています。
・電子と紙での二重提出の防止など受注者から提出される書類の削減の取組も実施し
ています。
・なお、各省庁・自治体・外郭団体等の工事において標準様式を使用するかは、各自
治体の判断に依っています。

その他

・行政への入札・契約に関する手続については令和2年12月までに行政手続コスト20%
以上削減するとの目標を掲げ、以下の取組を行うこととしている（規制改革実施計画
（令和2年7月閣議決定）。
➀ 行政手続コスト削減目標の達成
➁ バックオフィス連携を図ること等により、調達総合情報システムにおける競争参加資
格申請時に必要な添付書類のうち、登記事項証明書（写し）及び納税証明書（写し）の
削減を実現する。財務諸表についても、関係機関と削減に向けた検討を進め、必要な
措置を講じる。
➂ 経営事項審査申請について、早期のオンライン化を実現するとともに、オンライン化
に当たっては、ＢＰＲを徹底して、申請書類の簡素化、ワンスオンリーの徹底等を行い、
行政手続コストの更なる削減を実現する。
④上記に加え、地方公共団体の競争入札参加資格申請書について、標準様式の取り
まとめるとともに、地方公共団体の電子申請システムへの反映等が行われるよう必要
な素地を講じる。
このほか、昨年12月からは、建設業許可等に係る手続のオンライン化に関して、事業
者等から広く利用されるものとなるよう、オンライン利用率を大胆に引き上げる目標を
掲げた取組みを始めています。

・建築分野では、制度の現状に記載した取組を継続します。

・土木分野では、今後も受発注者の業務負担軽減のため、引き続き工事書類簡素化
や集約化等を進めていくと共に、標準様式等の公表を続けていきます。

1094 令和3年3月4日 令和3年4月16日
【必見！】乳幼児保
育用の勤務証明書
統一化

各市町村に提出している、在籍証
明（勤務証明）の必要記入事項を統
一することで、全国一律の在籍証
明（勤務証明）フォーマットを作成す
る。各市町村でバラバラのフォー
マットのため、記入しずらい、かつ作
成に手間がかかっている。

内閣府や厚労省からも、各自治体への要請を行っている認識ではあり
ますが、遅々として進んでいないのが現状だと思います。この様式の統
一化は80％が統一してOKではなく、100％になって初めて成功したとい
えるでしょう。
ここまで進んでいない主な原因としては、各自治体によって保育施設へ
入所させる判断基準が異なっている点にあると考えております。（この判
断基準が違う時点で公正公平な行政サービスを受けられる権利が阻害
されているという大きな課題については割愛）
この主な理由で進んでいないのであれば、大は小を兼ねるの考えの基、
全国の判断基準をまずすべて洗い出します。その次に、判断基準につ
いて総合的に判断して合理的でないものがあればこの時点で削除しま
す。最後に残ったすべての判断基準を網羅できるだけの様式に代えてし
まえばいいと思います。
様式が統一されれば、許認可等のスピードが上がることになります。

個人
内閣府
厚生労働省

番号51の回答をご参照ください。

1095 令和3年3月4日 令和4年5月13日
保育所の申し込み
に関する証明書の
書式について

地域により書式が異なるため、作成
に時間がかかる。
書式を全国で統一し、電子申請が
できるとよい。
コロナ渦において印鑑も必要となっ
ている。

保育所の申請や継続利用に必要な証明書を企業で作成のうえ社員が
保育所を通して役所に提出しているが、書式がバラバラのため作成に時
間がかかる。印鑑も必要となっている。
ハローワークの給付金については、育児給付など企業が電子申請可能
であるが、同様に、証明書についても電子申請ができるようにするか書
式を統一してほしい。
または、マイナンバーで照会することで証明書事態をなくすことはできな
いのか。
上記により、企業と社員の負担が減り、役所の審査もスピーディーにな
る。また、地域による審査のバラつきもなくなる。
保育所の入退所もスピーディーになり、社員の復職も早まることで、育児
給付のコストも減らすことができ、会社は人材を確保でき、社員は給与を
早く得ることができる。

個人
内閣府
厚生労働省

番号355の回答をご参照ください。

328



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1096 令和3年3月24日 令和3年4月16日

法令、施行規則、官
公庁通達等指示な
どで、書面が必要な
ものを電子記録媒
体・電子認証等で代
替を許容

【具体的要望内容】
・ 印鑑不要、実物（紙）不要→電磁
的記録や電子認証での代用を進め
ること。

【制度の現状(現行規制の概要等)】
・ 現行、様々な法令、政省令、施行規則において手続には書面を要する
ものとの定めがあることにより企業・個人の行動が制約されている。
【要望理由】
・ Withコロナでの企業間/個人取引において、緊急事態宣言が再度発令
されるような行動制約下では特に現物を用いた取引がネックとなる。特
に金融取引においては電磁的記録を用いた手続きを整備することで災
害下においても企業/個人へ迅速な援助が可能となる。

都銀懇話
会

内閣官房
内閣府

デジタル手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律
第151号））では、国に対して、民間手続におけるデジタル化の促進のための環境整備
を行う義務を課すとともに、これを踏まえた民間手続の書面規制の見直し等の施策を
講ずる義務を課すこととしております。

（参考）
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等）
第１５条 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締
結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適
正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との
間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講
ずるものとする。
２ 国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との
間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるとき
は、民間手続（当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその
他のその方法が規定されているものに限る。）が電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の
措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律（平成１４
年法律第１５１号）第
１５条

対応

企業間/個人取引における書面・押印の義務付けについては、経済界からの要望を踏
まえ規制改革推進会議において見直しの検討を行い、見直されることとなった案件のう
ち法律で義務付けられているものについては、今般、電子化を可能とする法改正案を
本国会に提出したところです。
引き続き、法令等で義務付けられている書面・押印についてはご要望の声を踏まえ見
直しを図ってまいります。

1097 令和3年4月23日 令和3年5月24日

不動産賃貸借契約
におけるハンコレ
ス、ペーパーレス、
対面説明レス

不動産賃貸借契約において、押印
なしでも、契約をできるように規制を
改めて下さい。不動産賃貸借契約
書が、紙の書面である必要もなく、
電子的に契約ができるようにして下
さい。宅建士による重要事項説明
も、対面で受ける必要を全く感じま
せん。
欧米では当たり前のネットでの不動
産賃貸借契約が日本ではできない
のは、おかしいです。
大きな不動産の売買契約などのこ
とではなく、マンション・アパートの
部屋の賃貸借契約のことです。

コロナ下の７月に、仕事の都合により、地元から東京に引っ越しをし、東
京のマンションの一室について賃貸借契約を締結しました。その際、不
動産賃貸借契約書の押印と宅建業法上の重要事項説明のためだけ
に、一度、上京を強いられ、また、地元に戻ることとなりました。
大きな不動産の売買契約ならともなく、マンションの部屋の賃貸借にお
いて、オンラインでの契約ができないのはおかしいと思います。
結局やったことは、紙の不動産賃貸借契約書への押印と、宅建士の方
からの重要事項説明を受けただけです。
宅建士の方からの重要事項説明も、かなり形骸化しており、そろそろ規
制緩和が必要な時期ではないでしょうか。
なお、私自身、宅建士試験は合格していますが、現行法は、口頭での説
明や書類の交付に拘り過ぎだと思います。
関連法令の改正を行い、不動産業を成長産業に変えて下さい。

個人 国土交通省

宅地又は建物の賃借の契約締結時の重要事項説明については、テレビ会議等を用
いて双方向でのやりとりを行うこと、重要事項説明書を事前送付すること等の条件を満
たすことにより、平成29年10月以降、オンラインで行う場合も対面で行うものと同様に
取り扱うこととされております。

この際も、宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書等の書面（紙）による交
付が必須となっておりましたが、第204回国会において成立した「デジタル社会の形成
を図るための関係法律の整備に関する法律」において、宅地又は建物の賃借の契約
締結に際して交付すべき重要事項説明書等について、宅地建物取引士による押印を
廃止するとともに、契約の相手方の承諾を得て、電磁的方法による交付を可能とする
等の宅地建物取引業法の改正を行うこととしております。

・宅地建物取引業法
第35条、第37条

対応

・制度の現状欄に記載のとおり、オンラインでの重要事項説明は現行制度にて実施可
能となっております。
・また、賃貸借契約締結時の押印廃止・電磁的方法による重要事項説明書の交付を可
能とすべく、第２０４回通常国会で成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法
律の整備に関する法律」において宅地建物取引業法を改正したところです。

1098 令和3年4月23日 令和3年5月24日
戸籍謄本等の発行
について

戸籍附票、戸籍謄本など本籍地の
ある役所でしか発行できないのは
おかしい！各市町村の役所が繋が
り、遠方に住んでいても、住んでい
る所の役所から発行できるようにな
らないでしょうか？

手元に届くまでに時間がかかることにより、済ませたいことが1日で済ま
ない。他所に提出する書類も、戸籍謄本などが届くまで待たなければな
らない。
本籍地がある役所に、郵送で請求する場合も、ゆうちょ銀行で定額小為
替など購入する手間がある。そして郵送の人件費。
とにかく、公務員の職務怠慢としか思えない。

個人 法務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要がありますが，コ
ンビニ等で専用端末から請求する方法も認められております。コンビニ等での請求を可
能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する各市区町村長の判断によることとさ
れており，令和３年４月現在６５６の市区町村で導入され，そのうち４３０の市区町村に
おいては，本籍地以外でもコンビニ等での請求が可能です。

戸籍法第１０条第１
項
戸籍法施行規則第７
９条の２

対応
コンビニ等での請求のほか，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内

において政令で定める日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除か
れた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。

1099 令和3年4月23日 令和3年5月24日
戸籍謄本、抄本のコ
ンビニ取得改善につ
いて

マイナンバーによる戸籍謄本、抄本
コンビニ取得できますが、戸籍、住
民票ともにその自治体に住所がな
いとコンビニ取得できません。すくな
くても住民票が戸籍のある自治体
になくても取得できるようにする。

マイナンバーによる戸籍謄本取得に申請者本人住民票住所が関係する
理由がない。急に戸籍謄本取得が必要になったとき、郵送による申請は
10日間かかるし、委任状による窓口申請にも戸籍がある自治体に知り
合いがいたとしても、委任状を代理人宛郵送しなくてはならなく、郵送に
よる書類やりとりに結局10日間程度かかる。
例として民間手続きで学歴証明を提出する必要がある場合、女性の方
の場合、苗字が変わっているので、戸籍抄本が必要となる場合がある。
ほかにも過去の苗字と現在の苗字が異なるときの個人証明にしようされ
ている。

個人 法務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要がありますが，コ
ンビニ等で専用端末から請求する方法も認められております。コンビニ等での請求を可
能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する各市区町村長の判断によることとさ
れており，令和３年４月現在６５６の市区町村で導入され，そのうち４３０の市区町村に
おいては，本籍地以外でもコンビニ等での請求が可能です。

戸籍法第１０条第１
項
戸籍法施行規則第７
９条の２

対応
コンビニ等での請求のほか，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内

において政令で定める日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除か
れた戸籍の謄抄本を取得することができるようになります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1100 令和3年4月23日
マイナンバーカード
の受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りで、
今回は子供（高3、中1）のも一緒に
手続きをしました。受け取りには本
人が来ないと行けないと言われ、学
生で平日は学校…土日は塾、部活
等で…受け取り時間までに帰宅す
ることは無理です。長期休みの期
間しか受け取りができません。委任
状等で対応できないのでしょうか？
入院中や施設に入られている方は
委任状で対応しているのなら、でき
るのではないでしょうか？2度手間
以上かかるのはどうかと思います。
急ぎで必要というわけではありませ
んが私も、休みの日などを利用して
いるため、簡潔な対応をしてほしい
です。

休みの日を利用して、マイナンバーカードの受け取り予約をしました。
子供のも一緒に手続きしたので、受け取りも代理でできるものだと思って
いました。
入院している方や、施設に入られている方は委任状での対応ができるの
に、学生には対応されてないことがおかしいと思います。
委任状対応等で親権者が受け取り可能にして欲しいです。
結局受け取りには予約も必要で、この日のこの時間…ピンポイントで子
供を連れて行く…部活や塾等でなかなか難しので、この手間が無くなれ
ば、（もちろんきちんと確認は必要だと思います。）マイナンバーカードの
普及にもつながると思います。

個人 総務省 類似処理

1101 令和3年4月23日 令和3年5月24日
小為替、印紙のコン
ビニ扱い

定額小為替、収入印紙・収入証紙
は郵便局のみの取り扱いです。
これをコンビニでも取り扱ってほし
い。

定額小為替は郵便局、収入印紙と証紙はゆうちょと分けられています。
また平日のみの扱いです。
仕事をしている人間にとっては時間制約があり、郵便局が開いてる時間
には間に合わない。コンビニ扱いになれば時間制約はなくなり利便性が
向上する。

個人
金融庁
総務省

（為替）
現在、㈱ゆうちょ銀行及び日本郵便㈱の為替の取扱いについては、銀行法（昭和56

年法律第59号）に基づき行われており、取扱場所が制限されているものではございま
せん。

（収入印紙）
「郵便切手類販売所等に関する法律」第２条において、「日本郵便株式会社は、（略）

印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる」と規定されています。

（収入証紙）
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところに

より、証紙による収入によることができるとされております。

（為替）
銀行法 （昭和56年法
律第59号）

（収入印紙）
郵便切手類販売所
等に関する法律第２
条

（収入証紙）
地方自治法（昭和22
年法律第67号）

現行制度下
で対応可能

（為替）
制度の現状欄に記載のとおりです。なお、㈱ゆうちょ銀行及び日本郵便㈱の為替の

取扱いについては、両社において判断されるものでございます。

（収入印紙）
収入印紙は、「郵便切手類販売所等に関する法律」に基づき、日本郵便株式会社か

らの委託によってコンビニで売りさばくことが可能となっています。現在、同社は主なコ
ンビニチェーンの各店舗と委託契約を結んでおり、実際に多くのコンビニで収入印紙の
購入が可能になっています。

（収入証紙）
証紙による収入の方法に関しては、条例の定めるところによるものであり、その証紙

を取り扱うことができる者の範囲について、地方自治法及びその関係法令において制
限はありません。証紙を取り扱うことができる者の範囲については、各地方公共団体に
おいて、それぞれの実情に即して判断いただくべきものと考えます。

1102 令和3年4月23日 令和3年5月24日

法務省の登記情報
提供サービスが２４
時間活用できない
か？

当該サービスは、登記所に整備さ
れているデータ（不動産情報：登記
簿、地図等）を、有料でダウンロード
できるシステムですが、登記所開庁
時間しかダウンロードできない。土
地家屋調査士業務を行っておりま
すが、何故開庁時間しかダウン
ロードできないか理解できない。クラ
イアントサービス向上のためにも、
２４時間ダウンロードできるようにし
て貰いたい。

１．法務局サーバーに入っている情報をダウンロードするだけなのに、法
務局の開庁時間しかダウンロードできないのはナンセンス。
２．クライアントへのサービスが向上する。→就業時間以降就業時間以
降又は又は、土日作業し、早々にクライアントに情報を提供できるのに、
法務局の開庁時間まで待たなくてはならないのは、不合理。
３．当該サービスを活用する上で、土地家屋調査士は年会費も支払って
いるのに、２４時間活用できないのは、どこかの大使館のメールよりひど
い。

個人 法務省
登記情報提供サービスの利用時間は，平日の午前８時３０分から午後９時００分まで

としております。

電気通信回線による
登記情報の提供に関
する法律第１条

検討を予定
登記情報提供サービスの利用時間の拡大につきましては，サービス提供に要する費

用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して，適切に対応を検討してまいりま
す。

1103 令和3年4月23日 令和5年3月13日 お薬手帳電子化

保険証にお薬手帳のデータを読み
込ませるようにしてほしいです。
保険証にバーコードを付けてそこに
処方した薬を登録していくとか。

薬局で毎回「お薬手帳お持ちですか？」と聞かれ、毎回持ってないから
シールをもらうけどそのシールも無くすから、いろいろ無駄なやり取りだ
なと思えてきたので投稿しました。
図書館の貸し出しですらバーコードで管理してるので、薬の種類ごとに
バーコードを割り当て、図書館の貸し出しみたいにデータを読み込ませ
れば、医者も薬剤師もその人がどのような薬を使ったか、また使えない
かを診察前から判断でき、病院を移った時でも一から情報を判断する必
要が無くなると思いました。

個人 厚生労働省

お薬手帳については既に電子化されており、「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事
項について」（平成27年11月27日付け薬生総発1127第４号）において、医療機関・薬局
や、電子版お薬手帳の運営事業者が留意すべき事項を示しています。
また、マイナポータルで閲覧できる薬剤情報等は、事業者の対応が必要ですが、API連
携を通して電子版お薬手帳上で表示することが可能となっています。令和５年１月から
開始された社会保険診療報酬支払基金・公益社団法人国民健康保険中央会を運営主
体とする電子処方箋管理サービスにおける処方情報・調剤情報もAPI連携が可能と
なっています。

対応 制度の現状に記載したとおりです。

1104 令和3年4月23日 令和3年5月24日
保育園入園・学童入
所のための就労証
明書発行

保育園入園・学童入所のための就
労証明書発行について定型化・オ
ンライン化のお願い

保育園入園・学童入所のために行政に保護者が提出する就労証明書
発行を企業で担当しておりますが、全て紙での発行＋押印が必要＋各
自治体でフォーマットが違い、企業の大きな負担となっています。
（また自治体側でも全て紙でチェック・処理していますので同様に負担と
なっているかと）
google formを使用するなど、いくらでもオンライン化はできるはずです。

個人
内閣府
厚生労働省

番号216の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1105 令和3年4月23日 令和3年5月24日
取締役（理事等）の
自己破産について
の法改正

会社（特定非営利活動法人等含
む）の取締役の自己破産について
の法改正を願っております。
民法と商法で違うので商法に合わ
せて民法を変えて欲しい。
特定非営利活動法人の理事につい
ては民法でも退任になっていたよう
な気がします。

会社と取締役との委任関係を規定している民法では，自己破産が委任
契約の終了事由として規定されており，自己破産をする方が会社の取
締役をしている場合には，退任することになってしまいます。さらに以前
は，商法によって自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間は取
締役になることができないと規定されていました。しかし，２００６年に新
会社法が施行され，商法の規定が削除されたことで，自己破産を申し立
てて免責が確定するまでの間であっても取締役になることができるよう
になりました。そのため，一度，委任契約は終了してしまうものの，再度
会社から取締役に選任されれば，取締役になることができるのです。

個人
内閣府
法務省

株式会社と取締役との関係は，委任に関する規定に従うこととされています（会社法
第330条）。また，受任者が破産手続開始の決定を受けたときは，委任は終了すること
とされています（民法第653条第2号）。したがって，取締役が破産開始の決定を受けた
ときは，株式会社と取締役との間の委任契約は終了することとなり，取締役は退任す
ることとなります。ただし，会社法において破産手続開始の決定を受けて復権を得てい
ないことは取締役の欠格事由とはされていませんので（会社法第331条参照），破産手
続開始の決定を受けたことによって取締役を退任した者であって復権を得ていない者
であっても，改めて株主総会の決議によって取締役に選任されれば，取締役となること
ができます。

なお，特定非営利活動法人においては，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
者は役員となることができないとされていますので（特定非営利活動促進法第20条第1
号），理事が破産手続開始の決定を受けたときは，理事を退任することとなり，復権を
得るまでは理事となることはできません。

会社法第330条，第
331条，民法第653条
第2号，特定非営利
活動促進法第20条
第1号

対応不可

株主総会の決議により選任された取締役は，株式会社と委任契約を締結するものと
解されているため，株式会社と取締役との関係は，委任に関する規定に従うこととされ
ています（会社法第330条）。民法においては，受任者が破産手続開始の決定を受けた
ときは，委任は終了することとされており，取締役が破産手続開始の決定を受けたとき
は，取締役を退任することとなります。

他方で，会社法は，破産者に再度の経済的再生の機会をできるだけ早期に与えるこ
とが国民経済上有益であるとの観点から，同法制定前の商法の規定と異なり，破産手
続開始の決定を受けて復権を得ない者は取締役となることができないこととはしていま
せん。したがって，破産手続開始の決定を受けて取締役を退任した者が，復権を得る
前に取締役となることは可能です。他方で，そのような者を取締役とすることについて
は，改めて株主総会の判断に委ねることが相当であると考えられることから，そのよう
な者を取締役とするためには，株主総会の決議により再度選任することを要することと
しています。

1106 令和3年4月23日
子供のマイナンバー
カード

子供(未就学児)のマイナンバーカー
ドを受けとる際、家族であることの
証明ができれば本人が行かなくても
よくしてほしい。

子供は委任状を書くことができない。市役所は通常平日の日中しかやっ
ておらず、保育園に通っている場合など、親子のスケジュールが合わな
い場合もある。

個人 総務省 類似処理

1107 令和3年4月23日 令和3年5月24日
NHKスクランブル放
送化

現在のNHKの放送をスクランブル
化にし、受信希望者のみ放送を視
聴する様にする。

現在のNHKの放送受信設備を設置した段階で契約が発生するとゆう在
り方は時代錯誤であり不公平かつ非合理的。
徴収に当たる経費の削減、度重なる設置に対する契約呼び掛けによる
コストもなくなる。
現在の契約の在り方ではますます"テレビ離れ"に拍車をかけ、放送業
界の景気悪化、政治との距離が離れてしまう事が懸念されると思いま
す。
国民の生活がなかなか潤わない中、肥大する収益と、沢山子会社化さ
れ巨大組織となったNHKの在り方を令和の時代に必要としない国民の
声を聞いてほしいと思います。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあま
ねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行
うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1108 令和3年4月23日 令和3年6月16日
非居住日本人 (帰
国予定者の口座開
設)

海外在住の非居住日本人が 日本
への完全帰国の際、海外で稼いだ
お金を日本の自分名義の口座へ送
金できるように、条件付き口座開設
を認めて頂きたいです。

私は20歳の時に韓国に来て約15年韓国に在住している非居住の日本
人です。
私はこちらで商売をしているのですが、近々日本への完全帰国を考えて
います。
ここで一つ問題があります。
今まで韓国で稼いだお金(韓国の税法に基づき税金を納めた後のお金)
を日本に持ち帰りたいのですが、非居住の日本人は日本での口座開設
ができないため現金で持ち帰る以外方法がありません。約2億円ものお
金を現金で持ち帰るのには無理があります。
私のように海外で稼いだお金を日本完全帰国の際に口座送金出来ずに
困っている人が必ずいるはずです。
少子高齢化が深刻な日本ですが日本は素晴らしい国です。
海外で商売をしていろんなコネクションがある在外日本人の帰国をより
簡単にすれば、人口増加にも消費増加にも必ず良い効果があると思い
ます。
そこで条件付きの口座開設を許可して頂きたいです。

個人 金融庁

各金融機関が銀行口座開設を行うか否かといった審査の考え方やどのような銀行口
座を開設するかについては、金融庁が「規制」として定めているものではなく、各金融機
関が経営判断に基づき内部規程を定めて対応しているものです。

なお、現地で稼いだお金を日本に持ち帰る方法としては、例えば、日本への帰国後、
現地の銀行口座から日本で開設した銀行口座へ送金するなどの方法も考えられます
が、各銀行によって取扱いが異なる可能性がありますので、日本にも営業拠点を有し
ている現地の銀行等にご相談いただくことが考えられます。

また、金融庁の「金融サービス利用者相談室」においては、金融機関の対応に関する
ご相談等について、お話を伺った上で、論点の整理などのアドバイスを行っております
ので、同相談室にご相談いただくことも可能です（あっせん・仲介・調停を行うことは出
来ませんので、予めご了承下さい。）。

なし 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1109 令和3年4月23日 令和3年5月24日
不動産取引に関す
る縦割り規制の廃止

１．国交省と法務省の垣根を取り払
い、不動産業者が代理・媒介をする
ときは、宅地建物取引士による売
買登記の相談や代理についても、
付随業務として扱えるようにするべ
きである。
２．総務省と法務省の垣根を取り払
い、遺産分割協議書や不動産売買
契約書を作成した行政書士にも、
付随業務として登記の相談や代理
が扱えるようにするべきである。

不動産取引にあたり、国土交通省は宅地建物取引士の資格制度を所
管し、契約にあたり重要事項説明などをさせることを義務化している。
一方、法務省は司法書士の資格制度を所管し、売買登記代理の独占を
させている。
国民は、不動産売買にあたり不動産業者に多額の代理・媒介手数料を
支払い、宅地建物取引士に重要事項説明等を依頼しているにも関わら
ず、住宅購入の際、登記の場面だけ司法書士に別途１０万円もの費用
が必要となっている。
司法書士法の規制は広く、登記申請書の書き方の相談すらも宅地建物
取引士に許さない制度であり、省庁の垣根によって、国民の負担となっ
ている。
よって、不動産業者が代理・媒介をするときは、宅地建物取引士によっ
て売買登記も付随業務として扱えるようにするべきである。
一方、総務省が所管する行政書士は、遺産分割協議書や売買契約書
の作成を独占業務としているが、登記や重要事項説明には関与できな
い。司法書士においては、登記申請に添付する遺産分割協議書などは
作成できるが、登記申請と関係の無い協議書や契約書の作成は認めら
れていない。
法務省の縦割りの規制によって、登記申請の部分のみを司法書士に独
占をさせているが、国民にとっては無駄な支出となるので、行政書士に
ついても遺産分割協議書や売買契約書を作成したときは、登記の相談
や代理業務を認めるべきである。

個人 法務省
総務省

司法書士は，不動産登記手続の代理及び相談を行うことを業とすることができ，それ
以外の者がこれを業として行った場合，司法書士法に抵触することとなります。

司法書士法第３条，
第６条，第７３条

対応不可

国民の権利に多大な影響を及ぼす登記業務を適正・円滑に行うためには，登記に関
する知識及び相当の法律的専門知識を有する者が登記申請業務を取り扱う必要があ
ることから，登記手続の代理及び相談を行うことは司法書士の独占業務とされていま
す。

これは，司法書士については，司法書士法第６条に基づき試験が実施され，その業
務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められる者に資格を付与することによ
り，国民の権利の保護に資することによるものです。

そのため，このような制度的な能力担保がされていない者について，登記の申請代
理等の事務を行うことを業として認めることは適当ではないと考えます。

1110 令和3年4月23日 令和3年5月24日
在職証明書の保育
所提出

毎年保育園へ在職証明書を、両親
とも紙ベースで提出しております
が、記入している情報はすでに行
政で把握されている情報と重複して
おり、また、給与情報など他人に知
られたくない情報が収集されており
ますので廃止または、Web上で記載
内容に相違ないかの確認のみに変
更
そもそも無償対象世帯に対しては、
書類の必要性が無いように感じま
す

・会社の人事部はこの発行義務のない書類の作成が不要となり特定の
時期に集中する作業が無くなる為、残業解消できる
・保育所では収集作業がなくなり、保育に割く時間が増加
・個人情報の保管コスト解消

個人
内閣府
厚生労働省

保育所等を利用している子どもの保護者は、法令上、毎年、市町村に対し、保育の
必要性認定の事由に該当していることの確認や利用者負担額の決定の必要性の観点
から、認定を受けている理由となる事項を証明する書類を添付して届出を行うこととさ
れています。

一部の証明書類については市町村が公正かつ適正な給付費の支給に支障がないと
認めるときは省略することが可能となっております。例えば、マイナンバーによる情報
連携により、利用者負担額の算定のために必要な税情報の取得により、課税証明書
の省略等が考えられます。

なお、施設型給付費等の支給を受けて保育所等を利用する場合には、保育の必要
性認定を受けることが必要です。就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市
町村が定める時間以上労働することを常態とすることとされています。
一方で、法令上、保育所等への就労証明書の提出を求める規定はありません。

子ども・子育て支援
法第20条第１項、同
第22条
子ども・子育て支援
法施行規則第９条

対応

制度の現状に記載のとおり、マイナンバーによる情報連携で市町村は税情報を取得
することができます。このように制度上では、税情報の取得は可能である旨、引き続き
市町村に対して周知してまいります。

また、法令上市町村に対して提出された就労証明書及び就労証明書に記載された情
報の取扱いについては、提出先の市町村において適切に管理されているものと承知し
ております。市町村に対して提出された就労証明書及び就労証明書に記載された情報
の取扱いについては市町村にご照会ください。

1111 令和3年4月23日 令和3年5月24日
外国人歯科技工士
の就労ビザ

今、外国人歯科技工士が医療ビザ
を取得して歯科技工士として働くこ
とができません。
限定的でも良いので、正式に働け
る場が欲しいです。

ただでさえ歯科技工士は、きつい仕事で、国家資格にも関わらず、離職
する人が増えています。少なくとも日本の歯科技工士学校を卒業し、日
本の歯科技工士の免許を取得した人だけでも良いのでビザの許可を降
ろして欲しいです。
私は歯科医師ですが、歯科技工は保険診療の点数と諸費用のバランス
が非常に悪いのです。ものによってはせっかく作っても赤字になってしま
うものまであります。
そういう状況の中、技工士不足による納期の延長が今実際起きていま
す。歯科医院に通われる方は同じ曜日に通われるような方が多いです。
（休みの曜日が決まっているなどして。）今までは１週間で納められた歯
科技工物も中7日、中8日と納期が遅れています。歯科技工所には技工
士不足によるものだと説明を受けました。また、義歯などはクオリティー
も以前に比べ落ちているような実感があります。技師専門の歯科技工士
がずいぶん減っているみたいです。（お金にならないためやめる方が多
い）
聞いた話ではありますが、あまりにも技工所も人手が足りない為、無資
格のものをアルバイトさせているという話も聞きます。会計士の責任もと
で働く計算をする方とは違い、実際患者の口の中に入るものを無資格の
ものが製作している状況が起きているのです。
であれば、歯科技工士などのテクニシャンであれば最低限日本の資格
を取っているものであれば無資格の日本語を喋れるものよりは有益だと
考えます。

個人
法務省
厚生労働省

在留資格「医療」については、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるため
に設けられており、その基準は「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令」において定めておりますが、現状、この中に歯科技工士は位置づけ
られておりません。

出入国管理及び難民
認定法第７条第１項
第２号の基準を定め
る省令

検討を予定

「歯科技工士の養成・確保に関する検討会報告書」（令和２年３月31日）において、
「歯科技工士養成施設の留学生が国家試験に合格後、歯科技工士として就労しつつ
研修が可能となるよう、関係省庁とともに在留資格について見直しを検討する。」ことと
しており、今後関係省庁と連携し、対応を検討する予定です。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁
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グ・グ
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番号
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1112 令和3年4月23日 令和3年6月16日
自動保有関係手続
きのワンストップ
サービスについて

車庫証明についてと、OSSの申請
環境について提案いたします。
１つ目の車庫証明については、紙で
警察署に提出し取得した車庫証明
についても、OSSで活用できるよう
にしてほしいです。受付審査時に車
庫証明を提出すれば、車庫につい
ての審査をスキップして検査登録審
査に移行できるようにしてください。
２つ目のOSSの申請環境について
は、現在、利用できるOSがWindows
に限られているものを他のOSも利
用できるように拡大してほしいで
す。さらに、ブラウザもInternet
Explorer 11.0に限定されているのを
拡大してほしいです。

現在、新車のほか移転登録等、中間登録にもOSSが利用できるようにな
りました。しかし、中間登録については活用されきれていないのが現状
です。そこで、２つ提案いたします。
１つ目は、車庫証明についてです。現在、OSSを利用するには、車庫証
明から電子申請しないといけません。中間登録において、車庫証明は紙
で警察署に提出するのが主流です。ディーラーで中古車の購入時も、当
たり前に、紙での申請を案内されました。紙で車庫証明を取得する慣習
が続いている以上、OSSは浸透しません。さらに、ディーラーがユーザー
に代わり自ら書類作成を行い、警察署に提出する行為は、行政書士法
第１条の２に抵触している恐れもあります。（報酬を得ているのに、現状
黙認されていますが）違法状態の是正のためにも、OSSの普及は急務
だと思います。移行期間として、紙で取得した車庫証明もOSSのに使用
できれば、OSSが普及するきっかけになると思います。
２つ目は、OSSの申請環境についてです。OSがWindowsに限定されてい
るのは、一般ユーザーのOSS活用の足枷になっています。ネットオーク
ションなどが普及し、ディーラーを介せず取引することも増えています。
自宅にパソコンがない人も増えています。スマホとタブレットでまかなえ
るからです。比較的安価なタブレットで済むのにパソコンは購入しませ
ん。スマホとタブレットのOSはiOSかAndroidが主流です。Windowsに限
定されている現状では、タブレットで申請はできません。スマホ、タブレッ
トでの申請ができれば一般ユーザーの活用も期待できます。

個人
警察庁
国土交通省
総務省

＜自動車保管場所証明について＞
自動車保管場所証明書の交付に係る申請については、自動車の登録手続や自動車
諸税に係る手続と一括して、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）によ
り、電子申請することが可能となっています。
＜申請環境について＞
現行OSSにおいては、OSはWindows8.1、Windows10、ブラウザはInternet Explorer11に
対応しております。

なし 検討を予定

＜自動車保管場所証明について＞
行政手続のデジタル化の推進にあたっては、手続・サービスを最初から最後まで一貫
してデジタルで完結させることを目指し、取組を進めることが必要と認識しております。
一方、ご提案の「最初だけ」又は「途中から」の電子申請を可能とする仕組みも、デジタ
ル完結に至るまでの過渡期においては、申請者の利便性向上に資する方策の一つと
して重要と考えています。このため、ニーズの詳細を把握した上で、ご提案の仕組みを
含め、紙媒体による申請から電子申請に移行する取組の推進を前提とし、申請者の更
なる利便性向上に資する方策について検討してまいります。また、ご指摘いただいた行
政書士法の遵守についても重要であると認識しており、ＯＳＳの場合も含めて、引き続
き適切に対応してまいります。

＜申請環境について＞
OSSの申請環境については、申請者の利便性や主流となっているネットワーク環境等
を踏まえながら検討していくことが重要と認識しております。そのため、令和４年３月に
スマートフォンを活用してカードリーダを不要とするシステム改修を行うべく関係機関等
と調整しているところです。また、Android、iOSや Google chrome等のOS及びブラウザ
への対応については、システムの追加開発が必要になることを踏まえ、今後検討して
まいります。

1113 令和3年4月23日 令和3年5月24日
法科大学院制度の
廃止とそれに伴う司
法試験制度の改革

法科大学院を廃止し、司法試験受
験資格から法科大学院卒業又は予
備試験合格の両者を撤廃し、いつ
でも誰でも司法試験を受験できるよ
うに改めること。

司法試験は法科大学院を修了した者又は予備試験を合格した者に対
し、修了又は合格から５年間に限り受験を認めている。しかし、同制度は
受験生に時間と金銭の浪費を強いるものであるから、改められるべきで
ある。

現状、予備試験は合格率が約４%と低く、確実に司法試験を受けたい
者は法科大学院ルートを選択せざるを得ない。しかし、受験資格を餌に
合格率の芳しくない法科大学院に進学させ、３年間の時間と学費の浪費
を強いることは受験生の人生を食い潰していると言う他ない。加えて、全
体として大した成果を出せていない法科大学院に対し、補助金を支給す
ることは税金の無駄である。

また、５年間の受験資格の制限も不合理な規制である。法科大学院の
教育の効果が薄れることが根拠とのことだが、たかだか５年で消える教
育しか施せない教育機関になぜ受験資格付与の特権的地位を与え続
けるのか疑問である。また、この期間制限のために、学費等のサンクコ
ストを抱えた大学院修了生は、修了後に就職等の進路選択をとることが
難しい。この制限が無ければ、一度就職して社会経験を積んだ後に司
法試験を受けるという選択もありうるにも拘らず、試験制度がその可能
性を潰している。

いずれにせよ、法曹として不適格な人間は司法試験において不合格と
すれば足りるにも拘らず、法科大学院や予備試験・５年間の受験制限で
必要以上に障壁を設けることは不合理である。

上記提案が実現した場合、幅広い世代・職種の人間が司法試験を受
験でき、法科大学院設置当初の目的である多様な法曹人材の活躍が実
現できる。さらに、法科大学院廃止に伴う補助金カットで税金の無駄も省
くことができると考える。

個人
法務省
文部科学省

現行の司法試験法は，「法科大学院の課程を修了した者」と「司法試験予備試験に
合格した者」に，司法試験の受験資格を認めています。

司法試験法第４条第
１項

対応不可

司法試験の受験資格の撤廃は，我が国の法曹養成制度の在り方に関わる重要な問
題であり，極めて慎重な検討を要するものと考えています。

なお，令和元年６月に，法科大学院教育の充実と法曹資格を取得するまでの時間
的・経済的負担の軽減を図るために，法科大学院改革・司法試験制度改革を内容とす
る「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律」
が成立し，令和５年司法試験からは，法科大学院の課程に在学する者であって，当該
法科大学院を設置する大学の学長が所定の要件を充たすことについて認定をしたも
のについても，司法試験の受験資格が認められることとなります。法務省としては，文
部科学省と連携しながら，まずは，法科大学院を中核としたプロセスによる法曹養成制
度を前提として，今回の改革を着実に進めていくことにしております。

1114 令和3年4月23日
マイナンバーカード
の形態について

現在マイナンバーカードにマイナン
バーが記載されています。
こちらについて、マイナンバーの記
載や利用時に番号の参照をするこ
とはやめて、利用はすべてIC読み
取りによるものにしてほしいと思い
ました。

2020/10/17に配信された河野大臣の配信にて、マイナンバーカードを診
察券や保険証のように利用できるようにしたいといった事も考えていると
いった河野大臣の発言がございました。
現状の手続きでは、手書き等にてマイナンバーと書類に記入する方式
が取られていますが、これによりマイナンバーの流出機会が多いように
思います。また、上記の河野大臣の発言が実現された場合、マイナン
バーを他人に渡して確認してもらうという自体が多くなり、より流出機会
が多くなるように思います。
そのため、マイナンバーをマイナンバーカードに記載せず、利用の際は
すべてIC読み取りにすることで、マイナンバーそのものの流出機会を減
らせるのではないかと思いました。
マイナンバーは機械的に処理して参照する際には必要だと思いますが、
機械的に処理するため、マイナンバーそのものを本人含め誰も把握して
おく必要はないのではないかと思いました。

個人
総務省
デジタル庁
内閣府

総務省未回答
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所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日
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1115 令和3年4月23日 令和3年7月7日
引っ越し時の自動車
ナンバープレート変
更手続きの廃止

引っ越した際に自動車のナンバー
プレートの変更が道路運送車両法
で求められているが、住所変更と車
庫証明の提出だけでよく、ナンバー
プレート変更は不要とする。
また、住所変更を明確に求めるた
め、住所変更申請時にシールなど
を返信してナンバーに貼るようにす
るなどすればよい。

自動車用ナンバープレートの主たる目的は個々の車両を識別であると
考える。
その目的を果たしているにも関わらず県外引っ越しの度にナンバープ
レートの変更を求められるのは理不尽である。
また、引っ越すたびに平日しかやっていない陸運局に仕事を休んで行か
ないといかず大変不便でもある。
世の中には自分と同じような人が多くいると考え、そういった人が無駄な
行政手続きの手間や時間を大幅に減らすことができると考える。
また行政としても書類手続きのみとなり窓口業務を減らすことが可能で
ある。

個人 国土交通省

道路運送車両法（昭和26年法律第185号）により、自動車は、その「使用の本拠の位
置を管轄する運輸支局等を表示する文字」を含む「自動車登録番号」が記載された「自
動車登録番号標」（ナンバープレート）を表示しなければ、運行してはならないこととさ
れております。

また、運輸支局等の管轄を跨ぐ形での使用の本拠の位置の変更の場合には、変更
登録に合わせて「自動車登録番号の変更」が行われ、自動車には変更後の自動車登
録番号が記載された自動車登録番号標を表示することになります。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185
号）第11条第1項、第
12条第1項、第14条
第1項及び第2項、第
19条

対応不可

自動車登録番号標は、当該自動車を特定する情報を外観上容易に確認できるように
表示するもので、犯罪捜査をはじめ、行政・民間問わず広く活用されているところです。

その中で、運輸支局等の表示については、当該自動車の使用の本拠の位置を明ら
かにするもので、各種地域規制の取締り等のために必要な情報となっております。

このような理由から、自動車登録に際しては、法令の規定により、所定の手続きが必
要となりますことを、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、国土交通省では、引越しに伴う変更登録の申請の負担軽減のため、個人がオ
ンラインにより変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時ま
で猶予する特例を、令和４年１月に開始する予定です。

1116 令和3年4月23日 令和3年5月24日 カルテについて

健康保険証にICチップで、個人の
病状、手術歴、飲んでる薬、持病な
ど、データにしとけば、どこの病院
いっても、先生が変わってもわかる
ように、カルテ化する

お薬手帳お持ちですか？
忘れる
大きな病院紹介されていく。
また、同じ検査し、同じこと聞かれる。
同じ検査何度もすることになる。
なんか、病院同士で、共有できないのかなー？
かかりつけ医？必要かもしれんけど、転勤で引っ越しする人。
ずっと、その土地に住んでるものという、考え方の、かかりつけ医だか
ら。
管理したら、いいと思いました。

個人 厚生労働省
厚生労働省では、オンライン資格確認等システムを活用し、患者の医療情報を、患者

本人の同意を得た上で、全国の医療機関や薬局で確認できる仕組みを推進することと
しております。

なし 対応
特定健診情報は遅くとも令和３年10月までに、レセプトに基づく薬剤情報は同年10月

から、医療機関等で確認出来る仕組みを稼働させ、さらに、レセプトに基づく手術等の
情報については来年夏を目途に稼働させることとしています。

1117 令和3年4月23日 令和3年5月24日
危険物保安講習の
収入証紙の廃止

危険物取扱者の資格を持つ人は、
定期的に保安講習を受ける必要あ
り。その保安講習の費用4,700円の
支払方法が、各都道府県の収入証
紙のみです。
収入証紙を買うには、平日役所に
行くしかなく(僅かにコンビニもありま
すが)、大変不便です。せめて銀行
振込やカード払いを導入すべき。
そもそも、この保安講習自体、参加
しても効果の無いものになっている
と感じる。完全に天下り先の既得権
になっていると思う。保安講習を無く
すか簡素化することを進めるべき。

・収入証紙の貼付という効率の悪い支払方法を、キャッシュレスにするこ
とで、決済コストの削減。
・平日に役所で購入という極めて不便な購入方法の是正。
・保安講習そのものを無くすか簡素化すれば、保安講習の該当者の業
務負荷を低減することに繋がる。
・講習を管轄する天下り先への委託費用の削減。

個人 総務省

危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、３年に一度、都道府県知事が実施
する講習を受けることが義務付けられています。

この講習に係る手数料の支払い方法は、実施主体である各都道府県が定めるところ
により運用されており、銀行振込を受け付けている都道府県もあります。

消防法第13条の23
（講習の受講義務）

現行制度下
で対応可能

危険物保安講習については、新型コロナウイルス感染症対策や受講者の利便性向
上等の観点から、各都道府県でのオンラインによる実施を推進しているところであり、
その中で、必要に応じた手数料支払い方法の見直しについても呼びかけてまいりま
す。

1118 令和3年4月23日
マイナンバーカード
を用いた医療情報
のペーパレス化

自立支援医療（精神）など、公費医
療情報をマイナンバーカード上で管
理、更新いただくよう検討をお願い
したく。

健康保険証のマイナンバー化に引き続き、このような公費医療について
もマイナンバーカードの提示にて資格確認・更新が行えるようにしていた
だきたい。
特に、私は自立支援医療（精神）を受ける主訴が、注意欠陥・多動性障
害によるものであり、このような毎月原紙を持ち歩くようなものであると、
忘れてしまうことが多々ある。原紙がカード状のものではなく、A4の紙で
あるため、持ち歩くことができないのが原因である。また、更新を忘れて
しまうことも危惧されているが、デジタル化することにより、更新をマイナ
ポータルのお知らせからリマインドし、手続きできるようになると更新漏
れを避けることができる。
経済的効果はたしかに少ないかもしれないが、私のようなハンディキャッ
プを持った人間が使う制度が、よりユーザフレンドリーになると、とてもあ
りがたいので一考いただきたい。

個人
厚生労働省
総務省

調整中
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1119 令和3年4月23日 令和3年5月24日

地方公務員共済組
合におけるマイナン
バーを使った情報連
携の徹底

「事務が煩雑になるから」という理由
で地方公務員共済組合がマイナン
バーを使った情報連携をせずに所
得証明等の紙での提出を求めてく
る。

所得証明書等を手に入れる手間が省ける。証明書発行手数料を負担す
る必要がなくなる。

個人 総務省

情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携により、地方公務員共済組合に対
する様々な事務手続において課税証明書などの書類の提出を省略することが可能と
なっています。（年金関係以外の情報連携については平成30年7月、年金関係の情報
連携については令和元年10月から開始されています。）

総務省においては、地方公務員共済組合に対して、情報連携について積極的にその
活用の推進を図ることを文書で要請しています。

行政手続における特
定個人を識別するた
めの番号の利用等に
関する法律（平成25
年法律第27号）第19
条第7号又は第8号

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。引き続き積極的な活用を地方公務員共済組合に
対して要請してまいります。

1120 令和3年4月23日 令和3年5月24日
NHKスクランブル放
送化

NHK放送をスクランブル化し、観た
い人のみが契約をし視聴できる仕
組みに変える。

現在契約をしない世帯が国の約20%います。
NHK側はこの契約してない世帯にも契約を推し進め、全世帯が契約し支
払いを行うことで全員での負担額を減らす方法を考えられてるそうです
が、果たしてそれが正しいのか疑問に思います。
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-08.html
に「いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担ってい
る、そのためスクランブル放送は一見合理的に見えるが違う(省略)」と説
明されていますが、契約をしない人は観ないということを選択していると
思います。
あくまで公平に提供する役割をもって放送している、それはそれでいい
ですが、NHKを観る(契約する)か観ない(契約しない)を強制するものでは
無いと思います。
視聴は個人の自由です。観なさいと言われて観るものではなく、観たい
人が観るもの。
観ない人は契約しない、観る人は契約をして観る、個人の自由ではない
でしょうか。
これを決めてしまう契約の自由に反すると思います。
またいろんな番組を作るのにはお金がかかると言っていますが、もっと
平均年収を下げたらいいのではと思います。
見合っていない自分たちの給料はそのままで収入を増やそうなど甘すぎ
ます。
N国が参議院議員選挙で議席を獲得したのも国民の意見からによる結
果ではないでしょうか。
今一度公共放送のあり方と、契約の自由を考えてくださいますようお願
いします。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受

信契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことに
なります。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあ

まねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを
行うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1121 令和3年4月23日 令和3年5月24日
国税局及び税務署
の書類提出方法の
電子化の拡大

国税局及び税務署（以下「税務官
署」という。）に申告書を提出する場
合はe-taxがあるが、税務調査等に
係る資料提出に関しては、通信方
法がFAX、郵送に限られている。こ
れにEmail又はe-taxによる提出方
法を追加してほしい。

印刷に不向きなデータ量の多いもの等、一々CD-ROMにコピーして提出
しなくてはならず、郵送代も含めるとコストや手間も馬鹿にならない。
郵送日数も考えるとEmail又はe-taxと異なり即時のレスポンスもないた
め、非効率的である。
民間ではそもそもFAXを備えていないところも多く、FAXメインの通信方
法は前時代的すぎる。
外国の税務当局は、日本よりずっと電子化が進んでいると聞いているの
で、他国の制度を参照しては如何か。

個人 財務省
行政改革の番号315の回答をご参照ください。
規制改革の番号637の回答をご参照ください。
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1122 令和3年4月23日 令和3年5月24日
海外在留邦人のパ
スポート申請、切替
及び受領について

日本国内並びに海外在留邦人のパ
スポート申請及び切替のデジタル
化並びに郵送での受領を提案しま
す。必要な書類はオンラインで記
入、送信すればパスポート発行まで
の時間短縮にもつながり大変良い
と思います。パソコンが使えない方
用に現在の方式も残しておき、利用
者がどちらか選べる様になれば大
変便利になると思います。更に海外
在留邦人にはパスポート申請の際
に戸籍謄本の提出廃止を提案しま
す。

英国に永住して２０年になりますが、１０年毎に電車で片道２時間かけて
ロンドンまで申請に行き、後日同じく往復４時間かけて受領に行く時間と
交通費が無駄です。全てデジタル化すれば大使館側の人員、時間短
縮、紙、印刷、配送料等のコスト削減につながる筈です。こちらで教師を
していて学校の休み以外に休暇が取れないのに実際に大使館まで出向
かなければならないのは非常に非効率的です。特に現在のコロナ禍に
パスポートの為に自身の命をリスクにさらす必要はないはずです。こちら
は連日２万人弱の感染者が出ており、各所でローカルロックダウンがか
かっています。ナショナルロックダウンが解けてからパスポート切替を試
みていますがコロナを理由に大使館から既に２度断られ、来年２月の期
限内に切替出来る学校の休みはあと２回しかなく頭を抱えています。日
本の身寄りは８２歳で４週間前に脳梗塞で半身不随になった父と、８０歳
で父のフルタイム介護者となった母のみで、今回期限内に切替出来なけ
れば誰が日本から戸籍謄本を取って送ってくれるのか見当も付きませ
ん。それに引き換え英国パスポート申請及び切替は全てオンラインでで
き、本人確認は住所確認用に免許証等を携帯で撮影して送るだけで完
了します。パスポート写真も携帯で自撮りしてパソコンに取込み規定に
満たないものはその場で撮り直すよう指示が出ます。受領も自宅へ郵送
されるので利用者には大変便利です。日本国内でも仕事を休んで申
請、受領に出向く人は少なくない筈です。それが経済に与えるマイナス
効果も馬鹿にならないと思いますので、是非とも前向きな検討を切にお
願い申し上げ上げます。

個人 外務省

【旅券申請時のデジタル化】
旅券法上、旅券（パスポート）の発給申請に当たっては、申請者が、国内においては旅
券事務所に、国外においては領事館に出頭の上、必要書類を提出することを原則とし
ています。

【戸籍謄抄本の省略】
旅券は渡航者の国籍及び身元を証明する文書であり、戸籍謄抄本は、申請者の国籍
保持及び身元確認のために不可欠な文書です。

旅券法第３条等 検討に着手
対応の概要につきましては番号463及498びの回答をご参照ください。

1123 令和3年4月23日 令和3年5月24日
◆車検期間見直し
改正のお願い

ご苦労様です。
改革に関しての要望をお願いしま
す。全ての車の車検期間を2年から
3～4年への延長改正をお願いしま
す。国会での議案で、かなり前に車
検期間の見直し案もあったかと思
いますが取り消しされてしまったか
と思います。
現在は各自動車メーカーの各種車
両は性能・安全性ともに進化してお
り車検期間を延長しても良い時代
かと思います。自動車保有者への
経費削減策も考慮した改革をお願
い致します。

国会での議案で、かなり前に車検期間の見直し案もあったかと思います
が取り消されてしまった
各自動車メーカーの各種車両は性能・安全性ともに進化している。自動
車保有者への経費削減策も考慮してほしい。

個人 国土交通省 番号77の回答をご参照ください。

1124 令和3年4月23日 令和3年5月24日
再エネの拡大のた
めの送電線の利用
制限の見直し

再エネの拡大には送電線を流せる
電力の容量を拡大する必要がある
が、そのために新たな送電線を建
設するより、現在の容量を決めてい
るルールを見直せばよりたくさんの
再エネの電力を流すことができま
す。
現在の送電線を通常流すことがで
きる容量は、厳しい電力使用断面
におけるほとんど実績が少ない悪
天候時の送電線事故を想定して決
まっています。
天気がいい時には送電線事故が起
きることはほとんどありません。
天候がいい時などは送電線の制限
容量を拡大することで再エネ（特に
太陽光）の電気をたくさん流すこと
ができます。
天気に応じたフレキシブルな送電
線容量の設定をお願いします。

現在の送電線の容量の限界は、稀頻度の送電線事故を想定して設定さ
れているので、普段の送電線の利用率がとても低くなっている。だいた
い熱的な送電線の使用限界容量の半分以下である。
したがって、天気が良い時には送電線事故がほぼ起こらないので、送電
線の容量を拡大することができる。
実現すれば、再エネの電気を流すことができ、再エネの利用を拡大でき
る。
万が一、稀頻度の事故が発生したとしても、どの程度の事故を想定する
かによるが（ほとんど起こるようなことがないことを想定している）、一部
停電することはある程度と思われる。

個人 経済産業省

送電線の運用容量については、送配電等業務指針に基づき、熱容量・系統安定度・
電圧安定性・周波数維持面から定まる系統運用上の各限度値のうち、最小の値を設
定しています。

また、N-1電制（単設備故障時にリレーシステムで瞬電源制限を行うこと送電線の運
用容量拡大する取り組み）について、2018年10月から一部実施（先行適用）していま
す。

送配電等業務指針 検討を予定

N-1電制については、2022年中に本格適用に向けて、費用精算項目等の検討を進め
ています。

また、気象条件等により送電線の運用容量を動的に評価し取り扱う手法（Dynamic
Line Rating：DLR）は既存系統を有効活用し、ノンファーム型接続の出力制御量の低減
に資するものと考えられることから、今後検討を行います。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1125 令和3年4月23日 令和3年5月24日
一般社団法人設立
の電子定款につい
て

一般社団法人の設立時に電子定
款による証明の制度？手法がある
のですが公証人役場への定款の定
款の提出が紙から電子に変わった
のかと思ってましたが、公証人役場
と事前の打ち合わせや、電子定款
のためのicカードリーダーこう購入
(住基カード読み取り)やwordの文章
をPDFで作成するためにAcrobatで
制作する。尚且つそれをCDRで提
出など余計に複雑怪奇なシステム
になってます。これおかしくないです
か？それと公証人役場の存在意義
はありますか？ネットでの定款作成
と本人確認等は簡単に出来るはず
なのでなぜ公証人役場を通さなけ
れいけないのか疑問です。チェック
機能はAIで充分だと思います。

一般社団法人の設立の簡素化はより多くの企業を促進しより多くの雇用
を生むと思います。
一個人のイノベーションが今後の日本人のより良い暮らしに役立つはず
です。
もちろん失敗も、悪いことをする人もいると考えられますがそれは今まで
もあったはずですので、まず間口を広く取ってもらい、後は市場原理に任
せるべきだと思います。日本にはしっかりした法律もあるので。
今ペーパーレスと脱ハンコの施策を進められておられますので是非この
手続きの手間を減らして頂きたいです。
また、公証人役場の方々は天下りの職場なのではないでしょうか？
AIで充分に機能すると思います。
企業の間口を広げる事の経済効果は計り知れないですし、公証人役場
などの人件費などかなりの経費削減に繋がると思います。

個人 法務省

⑴ 電子定款の認証を行う際，嘱託人が認証を受けようとする情報に付与する電子署
名に使用することができる電子証明書及び認証を受けようとする情報の形式は省令及
び法務省告示により定められています。

⑵ 株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時の定款は，公証人の
認証を受けなければその効力が生じないこととされています。

⑴指定公証人の行う
電磁的記録に関する
事務に関する省令第
９条第１項及び同条
第２項
⑵会社法第26条・第
30条，一般社団法人
及び一般財団法人に
関する法律第10条・
第13条，第152条・第
155条

⑴検討を予
定
⑵対応不可

⑴電子定款の認証手続における利用者の利便性向上に向けた取組については，利
用者のニーズ等も踏まえ，今後検討していきたいと考えています。

事前打合せについては，申請内容に不備があった場合，取下げ・再申請を行う必要
があるため，内容の適法性等を事前確認するために行うものであり，テレビ電話等によ
り行うことが可能となっています。また，テレビ電話等により定款の認証を受ける場合
には，認証済みの電磁的記録についてオンラインでダウンロードすることが可能となっ
ており，申請から完了までオンラインで行うことができます。

⑵公証人は，定款認証を行っているほか，遺言公正証書，任意後見契約公正証書，
離婚公正証書，保証意思宣明公正証書等の作成をはじめとする公証サービスを，経
済的弱者を含め，国民に広く提供する役割を果たしているものであり，公証制度は必
要な制度であると考えられます。

なお，公証人による定款認証は，株式会社等の法人の組織と活動に関する根本規範
である定款について，真正に作成されたものであるかどうかや，記載内容の会社法等
への適合性等を審査し，後日の紛争や不正行為を防止する機能を果たしており，我が
国の法人制度の信頼性向上に寄与しているほか，定款認証の際に，マネーロンダリン
グやテロ資金対策の国際基準を策定している政府間会合であるＦＡＴＦ（金融活動作業
部会）の勧告を踏まえて，平成３０年１１月から，株式会社等の実質的支配者となるべ
き者を申告させる制度を導入するなど，現代的な課題にも対応する取組を行っており，
重要な制度であると考えられます。

1126 令和3年4月23日 令和4年5月13日
毒劇物譲受書の押
印廃止について

現在、医薬用外毒物、劇物を販売
する際、譲受書に譲受人からの押
印が必要です。
保健所の始動では、シャチハタ等
のゴム印でもOKとの見解をいただ
いています。
この押印を廃止し、サインで要件を
満たすよう変更いただきたい。

全国の毒劇物販売業者が同じように苦しんでいると思いますが、押印を
いちいち求め、「サインではいけないのか、なぜハンコを押さなければな
らないのか」というお客様からの問い合わせに、「法律で決まっています
から」と答えます。
しかも、意味のない誰でも買えるゴム印、三文判。
サインの方がよほど本人確認に有効ではないでしょうか。
・全国の毒劇物販売業者及び受領者の手間の軽減。
・本人認証としてはユルユルのゴム印、三文判よりサインの方が精度が
上がる

個人 厚生労働省

毒物及び劇物取締法第14条第２項の規定により、毒物劇物営業者が毒物劇物を毒物
劇物営業者以外の者へ譲渡する場合には、譲受する毒物劇物営業者以外の者から
譲受書（押印した書面）を受領する必要がございますが、同法第14条第３項の規定に
より、書面の受領に代え、電磁的方法による受領も認められており、その場合は押印
不要です。

毒物及び劇物取締法
第十四条、毒物及び
劇物取締法施行規
則第十二条の二、第
十二条の二の二

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

1127 令和3年4月23日 令和5年4月14日
役所手続きの簡略
化

印鑑登録、証明発行時に行政区画
ごとに登録が必要なものの統一化
及び代理人申請の委任状のフォー
マット化、本人確認の厳格化。

世田谷区にて代理人にて印鑑登録、証明発行を試みたところ、
委任状は自筆でなくては行けない（定形文も全て）、本人の筆跡鑑定は
委任者の筆跡との差異のみ確認、以前住んでいたところの登録カード
は使えないといった 人的リソースの浪費が4倍になる（窓口担当x2倍、
申請者2倍）と言うため。
区役所の窓口の人間が2倍の時間を使うという生産性の認識がないこと
が大問題。

個人 総務省

印鑑証明の事務については、制度化された明治期以来、市町村固有の事務として実
施されており、各市町村の条例等を根拠として行われているものです。

総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

- 対応不可 制度の現状に記載の通り。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1128 令和3年4月23日 令和3年5月24日 電子カルテについて 電子カルテの統一規格が必要

現在の電子カルテは統一規格が無いので個別の病院でデータを集めて
いるだけで、データ駆動時代に即しているとは思えません。（入力されて
いるデータも、手書きの画像ファイルが多い）
今後、政府が有効活用できるよう統一フォーマットの立ち上げが必須だ
と思われます。

個人 厚生労働省

厚生労働省としては、医療機関間の連携の基盤として、電子カルテ情報やその情報
の交換方式の標準化を進めることが重要と認識しております。この点について、令和
元年11月に内閣官房健康・医療戦略室の検討会において、次世代の国際的な情報交
換方式の普及が一つの方向性である旨が示されております。

なし 対応

厚生労働省において昨年度開催された「健康・医療・介護情報利活用検討会」におい
ては、データ交換に係る厚生労働省標準規格について、次世代の国際的な情報交換
方式（HL7FHIR）の規格を用いることや、医療現場で有用な情報から標準化を段階的に
拡張することを検討することとされています。

1129 令和3年4月23日 令和3年7月7日
レセプト審査につい
て

レセプト審査のクラウド利用による
全国統一化

現在のレセプト審査は
・各地域の医師が集まり、お手盛りでやっている
・担当者の気分で相当審査内容が変化する
・病院のレセコンに入力してから審査の結果が出るまで二ヶ月かかる→
クラウドを利用すれば即時審査が可能
で、不明瞭、非効率なのでクラウド化・オンライン化を切望します。
全国の医療機関がベンダーに膨大なレセコン代（維持費含む）を吸い上
げられているのも問題です。

個人 厚生労働省

・診療報酬の審査、支払については、保険者からの委任により社会保険診療報酬支払
基金又は国民健康保険団体連合会が実施しています。

・審査支払機関は、審査委員会を設け、省令に基づき、審査を実施しており、審査委員
会は、レセプトが請求された月の月末までに審査することとされています。

なお、審査委員会は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験
者により構成され、審査委員の合議により審査決定しております。

・保険医療機関等から審査支払機関への診療報酬の請求については、各月分につい
て、翌月10日までに行わなければならないこととされています。

・保険医療機関等への支払については、保険者との契約により「原則として請求月の
翌月20日（支払基金においては21日）までに行われています。

・保険医療機関等から審査支払機関へのレセプト提出や審査支払機関から保険者へ
のレセプト送付は、原則オンラインで実施しています。

健康保険法(大正11
年法律第70号）第76
条

国民健康保険法（昭
和33年法律第192
号）第45条

社会保険診療報酬
請求書審査委員会
及び社会保険診療報
酬請求書特別審査
委員会規程(昭和23
年厚生省令第56号)

国民健康保険法施
行規則（昭和33年厚
生省令第53号）第29
条

療養の給付及び公費
負担医療に関する費
用の請求に関する省
令（昭和51年省令第
36号）第2条

対応不可

各審査支払機関の審査委員はレセプトに記載されている事項につき、専門的知識と
臨床経験に基づき審査判断しており、審査委員の合議により審査決定されています
が、レセプト審査の標準化・効率化は重要な課題と認識しており、このような課題等に
対応するため、令和３年３月に「審査支払機能に関する改革工程表」をとりまとめたとこ
ろです。審査結果の不合理な差異の解消や整合的かつ効率的なシステムの実現等の
改革を着実に進めております。

審査に要する時間については、保険医療機関等から、毎月10日までに提出されたレ
セプトは、月末までに審査決定の上、翌月20日頃に支払が行われているものであり、
審査に２か月を要しているものではないこと、クラウド化・オンライン化により即時審査
が可能になるものではないことをご理解ください。

1131 令和3年4月23日 令和3年12月2日
交通違反反則金の
オンライン納付

交通違反の反則金をネットバンキン
グやクレジットカードなどで納付出
来るようにする

交通違反反則金は現状では銀行窓口で納付する必要があるが、これを
ネットバンキングやクレジットカードなどで納付できるようにすると、利便
性が大幅に向上し、反則金の納付率も向上すると考えられる。

個人 警察庁

従来、法令上、反則金の納付及び仮納付（以下「納付等」という。）は、納付書により、
日本銀行（国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。）に対して行わなければなら
ないとされていましたが、納付者の利便性の向上や金融機関の事務負担の軽減の観
点から納付方法の多様化を求める御要望があったことを踏まえ、令和３年６月より、イ
ンターネットバンキングやATMを利用した振込みによる反則金の納付等が法令上可能
となりました。

現在、上記のような振込みによる反則金の納付等を、一部の県で実験的に施行して
いるところです。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
128条第１項
道路交通法施行令
（昭和35年政令第
270号）第52条第２項
等

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり、令和３年６月から、一部の県において、インターネット
バンキングやATMを利用した振込みによる反則金の納付等が可能となりました。今
後、更なる支払手段等の拡大に向け、必要なシステム構築の方向性、スケジュール等
について具体化していくこととしています。

1132 令和3年4月23日 令和3年12月2日
交通違反時のIC免
許証の利用

交通違反キップを警察側が作成す
る際に、ICリーダーでIC免許証の内
容を読み取る。

交通違反キップを作成する際に、現状では警察は免許証の記載内容を
手書きで転記しているが、これはIC免許証を活用することで、大幅な時
間短縮につながるとともに、転記ミスも減らすことが可能であり、偽造免
許証の判別もすることができるようになると考えられる。

個人 警察庁
現在、一部の都県では、交通違反取扱い現場において、IC免許証を読み取る携帯端

末装置を使用しています。
現行制度下
で対応可能

交通違反取締り時のIC免許証の利用については現状に記載のとおりです。今後、更
なる利用の拡大に向け、必要なシステム構築の方向性、スケジュール等について具体
化していくこととしています。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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おける処
理方針
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検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1133 令和3年4月23日 令和3年7月7日
ナンバープレートの
変更について

単身赴任先でのナンバープレート
変更の条件の簡略化

単身赴任の連続で、住民票の登録地に居住しておりません。毎回、免許
証は居所の住所に変更しています。
コロナのことがあり、所有している車両のナンバープレートを、居所のも
のに変更したいと思い陸運局に相談しに行きました。
すると陸運局では、居所宛の公的な領収書が無いと変更できないと言
われました。私の居所は会社が法人契約をしているため、そのようなエ
ビデンスを提出することができません。
免許証記載の住所で、ナンバープレートが取得できればいいなと思いま
すが、難しいですよね。

個人 国土交通省

本件は、自動車の変更登録申請における、自動車の「使用の本拠の位置」を証する
書面についてのご提案と理解いたします。

具体的に「使用の本拠の位置」を証する書面としては、自動車の保管場所の確保等
に関する法律（昭和37年法律第145号）第４条から第７条（第13条第４項において準用
する場合を含む。）まで及び第13条第３項の規定の適用地域内である場合には、「自
動車の保管場所の確保を証する書面」（自動車保管場所証明書）を、適用地域外であ
る場合には、「住民票」（住所地と「使用の本拠の位置」が異なる場合には、住民票に代
えて、継続的に拠点があることが確認できる書面（電気・都市ガス・水道・固定電話料
金の領収書の写し等））を提出いただくこととなります。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185
号）第12条第１項、自
動車登録令（昭和26
年政令第256号）第
14条第１項第１号、
住民基本台帳法（昭
和42年法律第81号）
第 22条第１項及び第
23条、自動車の保管
場所の確保等に関す
る法律（昭和37年法
律第145号）第４条第
１項、附則第２項

現行制度下
で対応可能

ご提案のケースは、「制度の現状」欄にある「自動車の保管場所の確保等に関する法
律」の適用地域外の場合と理解いたしますが、「使用の本拠の位置を証する書面」とし
て提出いただいた、「電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書の写し」では継続
的に拠点があることが確認できない場合においては、その他の書面による証明につい
ても柔軟に対応しております。ご提案にある「会社名義で社員の居所を契約している」
場合においては、具体的に、例えば、「会社宛ての電気・都市ガス・水道・固定電話料
金の領収書の写しと会社が本人に住居を提供していることが分かる書面」等でも確認
することができます。詳しくは、自動車登録窓口までお問い合わせください。念のため、
今回の件につきましては、改めて自動車登録窓口に周知することといたします。

なお、ご提案いただいている「免許証」につきましては、あくまで保有者が運転免許を
受けていることを証する書面であることから、自動車の「使用の本拠の位置を証する書
面」には該当いたしません。

1134 令和3年4月23日
マイナンバーカード
の使用不可期間発
生防止策について

「マイナンバーカードの備考欄を、
運転免許証のように裏面にして余
白を多めにする」もしくは「再発行手
続き中、以前のマイナンバーカード
を使用可能」にして頂くことを提案し
ます。

住民基本台帳カードからマイナンバーカードに切り替え、マイナンバー
カードのみを写真付きの本人確認書類として使用しています。運転免許
証、パスポートは未所持です。
この度埼玉県戸田市で入籍し、姓が変更になりましたが、備考欄がいっ
ぱいで書く場所がないというだけでマイナンバーの作り直しになりまし
た。これから手続きすると2か月かかるそうです。
顔写真付きの本人確認書類のみ、本人確認として受付る場面が増えて
いるにもかかわらず、そういった場合、何も使えるものがありません。
市役所で、マイナンバーカードと住民票のセットでは本人確認書類にな
らないのかと尋ねたところ、「提出先による、戸田市では受け付けない」
と言われました。
苗字が変わっただけで、生年月日も住所も同じなのに、本人確認書類と
して使用出来ないのであれば、今後マイナンバーカードを普及させても
正直使い物になりません。
運転免許証のように更新ではなく作り直しで、そのたびに市役所に取り
に行くという手間は、マイナンバーカード普及の妨げになりますし、結局
運転免許証が一番効率的ではないですか？今後保険証としても使える
ようになるのに、使用不可期間が発生するのはおかしくないでしょうか。
備考欄は、2回転居しただけでいっぱいになりましたので、備考欄を大き
くして頂くか、既にカードを持っている人が作り直す場合には、代わりに
なるものを発行する、もしくは旧カードが使えるようにして頂けませんか。
そもそも更新ではなく作り直しになってしまう理由もわかりません。
マイナンバーカードを普及させるのであれば、運転免許証と同じくらいの
効力と手続きの簡略化を望みます。

個人 総務省 未回答

1135 令和3年4月23日 令和3年5月24日
京都市における旅
館業の駆け付け要
件撤廃について

京都市に一棟貸しの簡易宿所を複
数経営しております。また、弊社は
運営代行業者でもあります。
このコロナ禍で、他人と接触するこ
となく泊まれる宿ということで日本人
観光客の皆様に町家を利用した一
棟貸しの宿のニーズが広がってお
ります。
しかし、現行の規則では宿の800m
位内に24時間体制で人員を配置せ
ねばなりません。また、必ず宿泊者
と対面でチェックイン業務を行わな
ければならず、非常にコストが掛か
ります。
感染症対策やスタッフの労働環境
含め、現行の規則は非常に不備が
あり、またそこまで規制する必要が
あるようには思えません。

現状の京都市においては古い町家が空き家になった際、コストの面から
大家さんは家を解体し、駐車場にするかアパートを建てるという選択肢
になっており、仮に上記規制が撤廃されれば京都市における宿泊施設
転用も視野に入ってきます。
宿泊施設にする事ができれば地元の工務店や不動産業者など、様々な
業種に経済的効果をもたらすと共に、空き家の解消にも効果がありま
す。
しかしながら昨年のインバウンドの盛り上がりに伴う町家を利用した簡
易宿所の運営に関して、一部周辺住民からのクレームがあった事は十
分理解しております。
それに伴う規制強化と捉えておりますが、さすがに施設の800m位内に
24時間常駐しなければならないのは不合理すぎます。
ITの活用や警備会社と提携するなど、いくらでも方法があると思います。
実際に大阪市の特区民泊では遠隔でのセルフチェックインが認められて
おり、大きいトラブルはありません。
仮に一棟貸しの施設の1か月の売上高が30万円だとすると、1000円の
アルバイトを24時間雇用すると1日24000円、30日で72万円のコストが掛
かってきます。
複数施設を運営する場合、さらにもう1名追加せねばならず、仮に2人で
常駐した場合は月に144万円のコストが掛かります。
こちらを警備会社と提携すれば月10万円以下となります。
また、チェックインもセルフ化する事により、お客様によりお選び頂ける
かと思います。
どう考えても現実とかけ離れており、早急に改善を求めます。

個人 厚生労働省 番号385の回答をご参照ください。

1136 令和3年4月23日 令和3年5月24日
無線局免許状の廃
止

アマチュア無線局免許状の更新や
変更手続は現在電子申請が出来る
ようになり非常に利便性が良いです
が、手続き最後の免許状交付は紙
ベースのものを郵送で配布していま
す。これを申請者が、電子申請の
ページから直接印刷できるようにす
れば郵送料も郵送手続きも簡略化
出来ると思われます。

せっかく電子申請で利便性を良くしているのに、最後に人手と費用のか
かる紙ベースのものを郵送するという行為は無駄と思われる。電子申請
をするものはプリンターも持っていると思われます。

個人 総務省
電波法第14条に基づき、総務大臣は免許を与えたときは、書面により免許状を交付

しています。
電波法第14条、無線
局免許手続規則第
21条

検討を予定
無線局の免許状などの処分通知等については、免許人のニーズ、関連する法令や

オンライン化の費用対効果等を勘案しつつ、検討を進めて参ります。
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類
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提案
主体

所管省庁
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グ・グ
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提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1137 令和3年4月23日 令和3年12月2日
運転免許証の携帯
義務

道路交通法で運転時に免許証を携
帯し、警察官の求めに応じて提示
する義務を定めていますが、免許
のコピー、スマホで撮影した画像で
も良いと思います。
要は、運転者に運転資格があるこ
と、本人であることが確認できれば
いいことで、改善を要求します。

紙からデータへの移行、新しい時代への対応です！ 個人 警察庁

 道路交通法（昭和35年法律第105号）において、免許を受けた者は、自動車等を運
転するときは当該自動車等に係る運転免許証を携帯していなければならないとされて
います。また、免許を受けた者は、警察官から一定の場合に免許証の提示を求められ
たときは、これを提示しなければならないとされています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
95条

対応不可

運転免許制度は、自動車等の運転を一般的に禁止し、一定の資格を有する者に限っ
て当該禁止を解除する、すなわち自動車等の運転を許可する制度であり、道路交通の
危険を防止し、交通の秩序を維持することを目的としています。しかしながら、多くの車
両が走行している道路上においては、それぞれの運転者が免許を受けた者であるかど
うかを外観から判別することは事実上不可能であるため、運転者に常時運転免許証を
携帯させ、一定の場合にこれを警察官に提示させる義務を課しています。さらに、これ
らを罰則で担保することによって、運転免許制度の実効性を担保しています。

交通指導取締り等を行う警察官は、運転者が提示する運転免許証が真正なものであ
ることを確認するため、当該運転免許証の現物を確認する必要があります（現行の運
転免許証には偽造防止のためにＩＣチップ等の対策が施されています。）。運転免許証
のコピーやスマートフォンで撮影した画像では、当該運転免許証が真正なものであるか
どうかを確認することが極めて困難であるため、これらを提示することによって運転者
の義務を果たしたとみなすことはできません。

1138 令和3年4月23日 令和3年5月24日
ワンストップ特例制
度の申請における
押印について

ふるさと納税制度において、寄付先
の自治体が５つ以内の場合、各自
治体に申請を行うことで確定申告を
行うことなく寄付金控除の特例が適
用される制度（いわゆるワンストップ
特例制度）があります。この制度の
適用を受けるためには、各自治体
に申請書を提出する必要がありま
すが、この申請書には寄付した者
の押印が必要になっています。こち
らの押印を廃止し、その旨を各自治
体に通知することを提案いたしま
す。

現在、ワンストップ特例の申請には押印が不要、との通知が総務省から
各自治体にはなされておらず、結果すべての自治体にて押印が必須と
なっています。（少なくとも、私は押印が不要の自治体を存じ上げており
ません。）
押印が必要なために、申請を電子化することが出来ず、申請書の提出
には郵送が必須となり、時間がかかり、郵送費もかかる事態となってい
ます。
また、当該申請書は翌年１月１０日までに必着で自治体に送付する必要
があるため、年末ぎりぎりにふるさと納税を実施した場合、申請書送付
までの時間的余裕があまりありません。
押印が不要となれば、郵送費用がかからないため、大きな社会的コスト
削減につながります。
電子的に受け付けることにより、申請書送付の期日に多少余裕を生む
ことができます。
自治体としても、電子的に受け付けることにより、申請書の送付や、受け
付けた書類の処理といった、ふるさと納税に関する事務負担を軽減する
ことにつながります。

個人 総務省
ワンストップ特例制度の申告特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストッ

プ特例制度の申請書を含め、令和３年４月１日以後に提出する地方税関係書類につ
いて、原則として、提出者の押印を廃止するよう法令改正が行われております。

・地方税法施行規則
等の一部を改正する
省令（令和3年総務
省令第34号）

現行制度下
で対応可能

ワンストップ特例制度に係る申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規
則等の一部を改正する省令（令和３年総務省令第34号）」の施行に伴い廃止されてい
ます。

1139 令和3年4月23日 令和3年12月2日
猟銃の所持許可の
規制緩和の要望

北海道の砂川では、猟友会のメン
バーが市の要請を受けて熊を猟銃
で駆除したところ、住宅地に近い場
所で撃ったなどの理由で猟銃の所
持許可が取り消されるという事件が
発生した。その結果、日本各地の
漁師が萎縮し、危険な動物の駆除
が出来ずに市民の安全が大きく脅
かされている。そこで、危険な動物
を駆除するための猟銃の所持や使
用の許可については、居住者の安
全に直結するという緊急性を勘案し
て、住宅地に近い場所で発砲した
場合でも許可を取り消すことの無い
よう要望する。また免許の取得も、
VR技術などを用いたオンライン講
習等で容易にできるよう、要望す
る。

この提案が実現すると、熊などの危険な動物が出現した時に即座に対
応することができるようになり、多くの人命が救われ、また農家の経済的
な損失も最小限に抑えることができるようになる。実際に、この無意味に
厳しい規制のおかげで、人死にが出てもおかしくない状況になっている
と、新聞各紙で報道されている。
またVRを用いた試験や講習等を導入することで、コロナウィルスの影響
下でも効率的に許認可ができるようになり、大幅なコストカットとリスクの
低減ができる。

個人
警察庁
環境省

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以
下「鳥獣保護管理法」という。）第38条第２項の規定により、危険を防止し、公共の安全
を維持するため、住居集合地域等における銃猟が禁止されているところ、住居集合地
域等における銃猟が行われた場合には、鳥獣保護管理法違反となるほか、銃砲刀剣
類所持等取締法（昭和33年法律第６号。以下「銃刀法」という。）第10条第２項の規定
により、銃刀法違反ともなり、その結果、銃刀法第11条第１項の規定により、猟銃の所
持許可の取消しの対象となります。

一方で、熊が住宅街等に現れ、ハンターが警察官よりも先に現場に臨場する事態も
想定されるところ、当該ハンターの判断により、緊急避難（刑法（明治40年法律第45号）
第37条第１項）の措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられないと考え
ています。

猟銃の所持許可を受けようとする者については、銃刀法第５条の３に規定する「猟銃
及び空気銃の取扱いに関する講習会（猟銃等講習会）」及び銃刀法第９条の５に規定
する射撃教習を受ける必要があり、現在、これらは対面の方式で行われています。

・銃刀法第５条の３
・同法第９条の５
・同法第10条第２項
・同法第11条第１項
・鳥獣保護管理法第
38条第２項
・刑法第37条第１項

その他

○一般に、熊が住宅街等に現れ、ハンターが警察官よりも先に現場に臨場する事態も
想定されるところ、当該ハンターの判断により、緊急避難（刑法第37条第１項）の措置と
して熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられません。

〇警察庁においては、今後も事案発生時に適切な対応が行われるよう、引き続き都道
府県警察を指導してまいります。

〇猟銃による事故防止を図るためには、実際の猟銃を用いた講習が必要であり、射場
教習においては、講師の監督の下で実際に銃を射撃しているところ、完全な形でオンラ
インによる講習等を実施することは困難ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止の観点から、可能な限り人との接触機会を減らす運用をしてまいります。

1140 令和3年4月23日 令和3年5月24日
ふるさと納税のワン
ストップ申請につい
て

ワンストップ申請を提出した後、同
じ年に引っ越しをした場合、申告特
例申請事項の変更届を寄付先の自
治体へ翌年１月10日までに郵送す
る必要がある。
自治体で転出・転入届を実施してい
るため、上記のような変更届を不要
にしてほしい。

コスト削減 個人 総務省
ワンストップ特例申請制度を利用する寄附者は当該申請事項に変更があったときは

申告特例対象年の翌年の１月10日までに、寄附先団体に対しその旨を届け出る必要
がある。

・地方税法附則第７
条第４項及び第11項

対応不可

寄附先団体は、地方税法の規定に基づき、寄附者の住所地団体において正確な税
額控除に係る課税実務が行われるよう、寄附情報を整理（寄附者の住所地や寄附額
の確認等）した上で、住所地団体に対し当該寄附情報を通知しなければなりません。

変更届が提出されない場合、寄附先団体は、引っ越しが行われた事実を知る術がな
く、結果的に旧住所地団体に対し当該寄附情報を通知することとなりますが、旧住所
地団体は寄附者に対する課税権を有していないため、税額控除を行うことは出来ませ
ん。

一方で、ご指摘の転出届・転入届により、新住所地が税額控除計算を行おうとして
も、当該届出には、税額控除に係る寄附情報が記載されておらず、また、前述したよう
に寄附先団体から新住所地団体に寄附情報が通知されないことから、いずれにしろ、
新住所地においては、適正な課税を実施することが出来ません。

また、仮に、転入届に際して、寄附者が自身の寄附情報についても併せて申請を行う
こととする場合であっても、新住所地団体は実際の寄附を受けていないことから、寄附
情報の確認を寄附先団体に問い合わせること等により実施せざるを得ず、新たな事務
負担となることが想定されます。

これらのことから、引っ越しを行う場合にあっては、寄附先団体に対し変更届を提出
してもらうことが必要と考えています。

以上、ご理解をいただけば幸いです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1141 令和3年4月23日 令和3年5月24日

厚生労働大臣指定
試験機関 安全衛生
技術試験協会の申
し込み方法改善の
お願い

1:インターネット申し込み導入
2:クレジットカード払い等オンライン
決算の導入

営業所の時間が限られているので申し込み書を手に入れる事がまず困
難、取り寄せるにしてもお金が掛かる。
先払いなのに受験日が確約されない。
振り込みが銀行窓口でなければならない。
サラリーマンではこの時点で受験のハードルが高すぎる。
お願いします、インフラの整備をしてください。
不親切であると言わざるを得ません。

個人 厚生労働省 番号276の回答をご参照ください。

1142 令和3年4月23日 令和3年5月24日
年末調整のペー
パーレス

確定申告のペーパーレス化の前提
として、年末調整のペーパーレス化
が必要です。保険会社からの書類
などを紙で保管させ、年末調整用
の細かい書類に記載させる現行の
仕組みは、余りに非効率です。給与
事務の大きな負担になっており、業
務を妨げています。
（主税局、国税庁）

企業、地方自治体の人事・給与部門にとって、紙ベースでの作業が求め
られる年末調整が大きな負担になっているのは、間違いありません。
これが大幅に削減できれば、成長部門に人材を回すことができ、経済成
長に資することは間違いないです。

個人 財務省

年末調整の際に給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書などについては、給
与等の支払者が一定の要件を満たしている場合、当該申告書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することができます。

また、控除申告書を電磁的方法により提供する場合は、添付書類である控除証明書
等についても電磁的に提供することが可能となっています。

所得税法第198条第
二項、所得税法施行
令第319条の2

対応

左記のとおり、年末調整の際に給与等の支払者に提出する控除申告書については、
電磁的方法（データ）により提供を受けることが可能となっています。

また、控除申告書に添付又は提出の際に提示することとされている控除証明書等の
うち、「生命保険料控除証明書」、「地震保険料控除証明書」、「住宅取得資金に係る借
入金の年末残高等証明書」、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証
明書」についても、控除申告書を電磁的方法により提供する際には併せて電磁的方法
により提出することが可能となっています。

なお、年末調整に関する各種申告書等を電磁的方法により提供できるかどうかは、
個々の会社の状況により異なると思われますので、必要に応じてお勤めの会社にご確
認ください。

1143 令和3年4月23日 令和3年7月7日
行政機関統合書面
利用につて

住民票の写しを交付する際に使用
目的を書くのなら、電磁的に使用目
的先へ送付、若しくは、使用目的先
機関からの使用可能フラグでも立
てて、使用させればよいのではない
か。

自動車の名義変更の際には、住民票、印鑑証明、登記簿謄本などを書
面で提出する必要がある。
行政のシステムが統合されれば書面を持って歩くことや、車屋に依頼し
て印鑑証明を不正に使われる心配もない。（陸運支局では、コピーと住
民票の写しをごっちゃに考えているようで、コピーで申請され、原本は車
屋が他の登録の際に不正に使用する事例がある）
住民票を出臆する際に使用目的を書くのなら、電磁的に使用目的先へ
送付、若しくは、使用目的先機関からの使用可能フラグでも立てて、使
用させればよいのではないか。

個人
総務省
国土交通省

自動車の登録制度では、所有権の公証及び使用実態の把握を行うため、申請の際
には、本人確認、住所確認等のために、印鑑に関する証明書、住民票、登記簿謄本等
の証明書の提出を求めております。

なお、 自動車保有関係手続きについては、自動車の運行に必要な各種行政手続（検
査登録、保管場所証明、自動車諸税の納税）が必要となっており、「自動車保有関係手
続きのワンストップサービス（OSS）」を利用することによって、これらの手続と税・手数
料の納付をインターネット上で、一括して行うことが可能となっております。また、OSSに
おいては、マイナンバーカードや商業登記電子証明書等の電子証明書機能を活用し、
本人確認を行っており、これにより印鑑証明書や登記簿謄本の提出が省略可能となっ
ています。

自動車登録令（昭和
26年政令第256号）
第14条第１項第１号
及び第16条第１項、
情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律（平成14
年法律第151号）第６
条第１項、第11条

対応

OSSのさらなる利便性向上のため、令和４年度中に、マイナンバーカードの電子証明
書機能を活用して地方公共団体情報システム機構（J-LIS） と情報連携することによ
り、住民票コードの記入や住民票の提出を不要とするシステム改修を行うべく関係機
関等と調整しているところです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1144 令和3年4月23日 令和3年5月24日
登記情報連携システ
ムの活用範囲拡大
について

現在デジタル手続法を根拠に、行
政手続きに際して添付を求められ
ている登記事項証明書を、法務省
の構築した登記情報連携システム
を各府省から閲覧参照することで、
添付を省略する取り組みが検討さ
れています。
この登記情報連携システムは、法
務省より、「法令上の根拠がある手
続き」についてのみ利用を許可する
方針で調整されていますが、各府
省の所掌事務において、法令上の
根拠がない場合でも、登記事項を
参照する必要がある機会は多分に
あるため、登記情報連携システム
の活用範囲を「法令上の根拠があ
る手続き」についてのみに限定せ
ず、各府省が必要とし、法務省が認
める範囲で参照できるよう拡大すべ
きと考えます。

私は某省庁の職員ですが、法務省より示された登記事項連携システム
の活用範囲があまりに限定的で、国家公務員の業務量や経費を削減で
きる可能性を逸してしまっていることが残念で、ご意見させていただきま
した。
もちろん、今回の登記事項連携システムの開発趣旨が、国民の行政手
続きの簡素化であることは理解しておりますが、提案の内容で述べたと
おり、登記事項は各府省やその出先機関で参照する機会が多く、国家
機関全体で共有メリットが大きいと考えております。
現状、国の出先機関で法人や不動産に関する様々な調査を行う機会が
あるかと存じますが、それぞれの国の機関は、法務省で管理している登
記事項を参照するために、それぞれの機関内の決裁をとり、法務局の
窓口に申請書を持参して登記事項証明書を受領しています。
登記事項連携システムを活用すれば、申請書の文書作成にかかる時
間、決裁にかかる期間、法務局への郵送費用または窓口へ赴く際の交
通費、それぞれを削減することができます。
郵送費用や交通費を削減することはコスト面でのメリットがありますし、
国の機関として、文書作成や決裁、郵送であれば返送されるまでの調査
にかかるタイムロスを減らすことができるため、迅速な調査に繋がり、ひ
いては当該調査について受益者となり得る国民の利益となると考えま
す。
以上の理由から、法務省の登記事項連携システムの活用範囲は、「法
令上の根拠がある手続き」についてのみに限定すべきではなく、各府省
が必要と認め、法務省が承認した範囲に限り、利用できるよう拡大すべ
きと考えます。

個人 法務省

登記事項証明書の添付が法令上規定されている国の手続につきましては、令和２年
１０月から運用を開始している国の行政機関における登記情報連携によって、当該情
報の提供を受けるための環境が整った場合は、その添付を省略することが可能となっ
ています。

検討を予定
登記情報連携の範囲を登記事項証明書の添付について法令上の根拠がない手続に

拡大することについては、引き続き検討を進めてまいります。

1145 令和3年4月23日 令和3年5月24日

戸籍謄本の取得に
関する件で変えてい
ただきたいことがあ
ります

義父母の戸籍謄本を取得する場
合、子供だけではなくその結婚相手
でも取得できるように変えてほしい

去年、夫の父親が亡くなった時、義母と一緒に役所に行き書類を集めよ
うとした際、「嫁」では義父の戸籍が取れずに「なぜ？」と思ったことがあ
りました。
世の中、一人っ子が多くなってきているので、夫の親が亡くなった場合、
嫁が書類取得に動かなければいけなくなります。なのに現状では嫁では
亡くなった義父のものどころか一緒に生活している義母の戸籍も取れま
せん
自分の母親は義母の養子になっていたのが亡くなった時にもらった戸籍
で分かったのですが、その理由は祖母よりも父が先に亡くなったからだ
と思います。これっておかしいと思いませんか？

個人 法務省

戸籍に記載されている者又はその配偶者，直系尊属若しくは直系卑属は，請求の理
由を明らかにすることなく，当該戸籍謄本等の交付請求をすることができます。
一方，配偶者の父母の戸籍謄本等を交付請求する場合には，請求の理由を明らかに
するか，又は委任状を添付の上，交付請求を行う必要があります。

戸籍法第１０条第１
項，第１０条の２第１
項，第１０条の３第１
項

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりであり，御要望に応じることは困難です。

1146 令和3年4月23日 令和3年5月24日
学歴、職歴の情報管
理について

進学、転職のための学歴や職歴の
証明について、文科省や厚労省で
管理してIDカードと紐付けて証明書
を利用できるようにできないか。

妻が中学校で美術科の講師として働いております。
教員採用試験の申請や、講師任用の申請など、その都度学歴や職歴を
求められ、往生しております。
卒業した大学、今まで勤めていたデザイン会社数社や教員をしていた専
門学校など全てにその都度、卒業証明書や在職証明書の発行を依頼
し、添付しなければならないとのこと。
しかも教育委員会も県や市ごとに書式が違っており、その都度全て手書
きしなければならないとのことです。このような作業を年に何度もしてお
ります。
学歴などは文科省で証明できるようになればありがたいですし、職歴な
どは社会保険と紐づいているので厚労省で証明できるようになると、遥
かに楽になると思います。
過去の情報など変わりようがないのに、その都度個別に証明書を発行さ
せることは、無駄としか言えません。
余計な事務作業に手を取られないようになれば、人材の流動性も高まる
と思います。

個人 文部科学省 該当なし 該当なし 検討に着手
諸外国における卒業証明や成績証明等のデジタル化に向けた導入事例・導入方法

に関する調査研究を令和3年度に実施する予定であり、その調査の結果を踏まえて、
新たな卒業証明等の在り方について検討を行っていく。

1147 令和3年4月23日 令和3年5月24日 旧司法試験の復活

法科大学院の修了を要件とする新
司法試験制度を廃止し、誰でも受
験できる旧司法試験を復活して下さ
い。

司法試験受験者が拡大し、法曹の水準が上昇することで、経済成長に
繋がります。

個人
法務省
文部科学省

現行の司法試験法は，「法科大学院の課程を修了した者」と「司法試験予備試験に
合格した者」に，司法試験の受験資格を認めています。

司法試験法第４条第
１項

対応不可

司法試験の受験資格の撤廃は，我が国の法曹養成制度の在り方に関わる重要な問
題であり，極めて慎重な検討を要するものと考えています。

なお，令和元年６月に，法科大学院教育の充実と法曹資格を取得するまでの時間
的・経済的負担の軽減を図るために，法科大学院改革・司法試験制度改革を内容とす
る「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律」
が成立し，令和５年司法試験からは，法科大学院の課程に在学する者であって，当該
法科大学院を設置する大学の学長が所定の要件を充たすことについて認定をしたも
のについても，司法試験の受験資格が認められることとなります。法務省としては，文
部科学省と連携しながら，まずは，法科大学院を中核としたプロセスによる法曹養成制
度を前提として，今回の改革を着実に進めていくことにしております。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1148 令和3年4月23日
戸籍・住民票等の委
任状の取扱いにつ
いて

戸籍謄抄本を取得する場合は、
直系の親族が請求した場合は委任
状は不要で取得できます。同時に
住民票の写しを請求した場合は、
別世帯であることを理由に委任状
提出を求められ、再度委任状を準
備して再来庁する必要がありまし
た。

戸籍謄抄本を取得する場合は、直系親族の請求なら委任状は不要で
取得できるので、同時に住民票の写しが必要であれば委任状は不要で
取得できるようにならないのかと思います。何度も役所に出向き相当時
間を取られるので苦痛になっています。また、委任状についてもだれが
書いたかわからないようなもので交付の可否を判断されるので形骸化し
ているように思えます。ご考察のほどお願いいたします。

個人
総務省
法務省

総務省未回答

1149 令和3年4月23日 令和3年5月24日
政府管掌社会保険
年金 保険料徴収納
付事務の高度化

1．企業に在籍する従業員等の年
金等級を「ねんきんネット」と連動し
オンラインで確認できるように。
2.社会保険事務所との書面のやり
取りをFAXまたはMAILで可能に。
（できない理由を教えてください）電
子申請は設計が非常に不親切で使
えない

現行社会保険料納付書(請求書）に毎月総額記載がされているのみで、
各月納付額が、企業集計額と大きく異なる場合に、その原因を調べる労
力、時間が、たいそう負担になっている。
どこの世界に、請求書合計しか分からない請求書がありますか？ 請求
額の個人明細額があって合計額が出るのでしょう。
社会保険事務所に問い合わせても、各人の毎月の明細額が出るような
仕組みにはなっていないとの返事で閉口しています。
少なくとも、現在個人情報としての各自の年金等級は個人では照会でき
るので、プライバシーに配慮しつつも、所属事業所で上記目的の為、
データ連動し確認できればこの問題はクリアできます。（できれば、個人
別、月別 金額が確認できるのが好ましい）
また、onlineで納付書の内訳（納付額：請求額の計算方法）を開示されま
す様要望します。
社会保険への信頼を(消えた年金問題）取り戻すため、可能な限り情報
をOPENにし、国民がより信頼を置けるよう、改善を求めます。

個人 厚生労働省

１.
社会保険料については、納付義務者である事業主に対して、納付すべき社会保険料
の合計額を告知しております。
標準報酬月額の変動があったこと等により、納入告知額が前月の告知額と比較して変
動する場合には、その変動理由、金額等を確認できる資料を送付するなど対応してい
ます。
金額の確認をご希望の場合には、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

２.
外部へのＦＡＸ送信については、誤送信防止の観点から原則禁止とし、事業所等から
のお問合せ等については、電話や書面によってご対応いただいているところですが、
業務上やむを得ない場合には、個人番号の記載があるもの等を除き、FAXによる書面
の送受信も可能です。
インターネットメールについては、情報セキュリティの観点から、事業所等からのお問合
せ等には対応しておりません。

また、電子申請については、電子申請でご利用いただく届書作成プログラムの更新
や、GビズIDを利用した電子申請での対象手続拡大等、申請者の利便性向上に努めて
いるところです。

厚生年金保険法第
82条

検討に着手
事業所が納付する社会保険料に係る増減内訳書その他の各種文書については、電

子的に送付することを検討するなど、引き続き申請者等の利便性向上に努めてまいり
ます。

1150 令和3年4月23日 令和3年6月16日

登記のオンライン申
請を取下げた場合
の登録免許税の再
使用証明申出書提
出方法について

登記申請をオンラインで取下げる場
合登録免許税の再使用証明申出
書を同時にオンラインで提出できる
ようにしてほしい。

登録免許税法施行令第３２条１項は申出書の提出方法について「登記
等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用し
たい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。」と規定
している。
しかしながら、現在は取下げは、オンラインでして、再使用証明申出書
は、別途書面で提出する扱いである。
登記申請をオンラインで取下げた場合、再使用証明申出書を別途書類
（紙の書面）で 提出しなければならないとすれば、取下げと申出の同時
性が失われ上記の規定と齟齬するのではないか。
また、電子署名したPDFファイル等で再使用証明申出書をオンラインで
提出することで不都合が生じるとは考えられない。
電子署名したPDFファイル等で再使用証明申出書をオンラインで提出す
ることが認められれば登記申請の迅速な再申請が可能になり、更には
行政手続きのデジタル化の要請に資するのではないか考える。
また、登録免許税の還付請求についてついても同様の扱いを
求める。

個人 法務省

不動産登記や商業・法人登記等の申請は，オンライン又は書面によりすることができ
ます。オンラインにより申請をした場合において，当該申請を取り下げるときは，その手
続もオンラインでする必要があります。

不動産登記や商業・法人登記等の申請をする場合に，その登記の類型によっては，
登録免許税を納付する必要がありますが，その納付に当たっては，電子による納付
（オンラインで申請した場合に限る。），領収証書による納付又は収入印紙による納付
（オンライン又は書面のいずれの申請でも可能）のいずれかによることとなります。
  不動産登記や商業・法人登記等の申請をした場合に，登録免許税を領収証書又は
収入印紙により納付していたときは，当該申請を取り下げることとなった際に，当該収
入印紙や領収証書を再使用したい旨の申出をすることができます（登録免許税法第３
１条第３項）。当該申出は，当該登記の申請の取下げの申出と同時に領収証書又は収
入印紙を再使用したい旨を記載した書類を提出してする必要があります（登録免許税
法施行令第３２条第１項）。

登録免許税法第３１
条第２項，第３項，第
６項
登録免許税法施行
令第３１条第２項，第
３項
登録免許税法施行
令第３２条第１項
不動産登記法第１８
条
商業登記法第１７条
第１項及び第３項

対応不可

領収証書及び収入印紙の再使用の申出のオンライン化については，ニーズ等の調
査を行った上で検討すべきものであり，直ちに対応することは困難です。

なお，今般，行政手続のオンライン化の促進についての検討が進められているとこ
ろ，オンラインによる登記申請手続についても，登録免許税の電子納付の手段の拡充
等を含めて検討を行い，申請者にとってより利用しやすいものとなるよう，利便性の向
上に努めてまいります。

1151 令和3年4月23日
マイナンバーカード
の受け取りにつきま
して

こんにちは。
マイナンバーカードを受け取りに行
こうと思ったのですが
日野市役所が月～土曜日しか受け
取り出来ない対応になっておりま
す。
当方、薬局を個人で運営しており、
日曜祝日しか休みがありません。
代理の受け取りも医師の診断書が
必要な方のみとなっております。月
1回でも日曜に受け取りできるように
するか、代理の方の受け取り条件
を緩和していただけないでしょう
か？
マイナンバーカード推進されても受
け取りができないのは行政の怠慢
だと思います。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。
マイナンバーカードを受け取りに行こうと思ったのですが
日野市役所が月～土曜日しか受け取り出来ない対応になっております。
当方、薬局を個人で運営しており、日曜祝日しか休みがありません。平
日の休みを取る＝薬局を閉めるということで、地域に根差した面薬局の
ため周りの医療機関や患者さんにも迷惑がかかります。
また代理の受け取りも医師の診断書が必要な方のみとなっております。
月1回でも日曜に受け取りできるようにするか、代理の方の受け取り条
件を緩和していただけないでしょうか？
マイナンバーカード推進されても受け取りができないのは行政の怠慢だ
と思います。
よろしくお願いいたします。

個人 総務省 類似処理
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1152 令和3年4月23日 令和3年5月24日
企業における住民
税の管理について

市町村による住民税の決定通知書
（特別徴収義務者用）・給与支払報
告書の様式、サイズ等の統一もしく
は電子化

毎年、各市町村から送られてくる上記決定通知書等に関して、送付のタ
イミングや書類のサイズ・紙の質等がバラバラです。管理担当者がどの
ように管理するかは各社違うと思いますがいずれの方法にしても手間が
大きいです。会社の規模が大きいほど管理する市町村数も増えるので
もっと簡略化できないかとずっと考えていました。特に紙の質やサイズの
違い、またカラー印刷であることなど、ここに差別化を図る必要性は見出
せません。最低限統一できれば各市町村のコストもカットできる可能性
があるでしょうし、企業の労務管理者の負担も減少できると思います。ど
こに言ってよいかもわからず、漠然とした内容で申し訳ありませんが、ご
検討をお願いいたします。

個人 総務省

○特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）について、基本的には、地方税法施行規則
において定められた統一の様式による通知がなされていますが、御指摘のように市区
町村間で紙質や印字色など細かな差異が生じている場合があります。

同通知は、平成28年度課税分から電子化が実現していますが、一部に電子的正本
送付に未対応の市区町村が残っていることから、これまでも早期の対応に向けた取組
を求めてきたところです。

なお、電子的通知については、様式は統一されています。
○給与支払報告書の提出はすでにeLTAXを通じて統一的なフォーマットにより電子的
に行うことが可能です。

小規模な特別徴収義務者においては、いまだ給与支払報告書の電子的提出に対応
していない場合も多いことから、一部の市区町村においては、特別徴収義務者の利便
性を鑑み、あらかじめ紙の様式を送付している例があるものと承知しています。

地方税法、地方税法
施行規則

対応

○特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）については、地方税法が改正され、令和６
年度課税分より、特別徴収義務者が求めた場合、市町村は、電子的に正本を送付す
ることが義務づけられることとなりました。

こうした状況も踏まえ、正本の電子的送付に未対応の市区町村に対しては、引き続き
速やかに対応に向けた取組を進めていただくよう求めてまいります。
○給与支払報告に係る手続については、すでにeLTAXを利用することで複数の市区町
村に提出する場合であってもオンラインで手続が完結する仕組みが整っています。

1153 令和3年4月23日 令和3年5月24日
労働者の紹介業の
手数料の高さが転
職を阻害

紹介企業による労働者への拘束の
禁止
と
労働者紹介料の上限（10%）の設定
による転職市場の流動化

紹介企業による労働者への拘束の禁止
転職をする際に、普通は転職サイトに登録し、そこから応募⇒採用試験
⇒入社と進むが、１度転職サイトを使用すると当該企業は他の紹介企業
は使用できなくなる。例え、転職サイトに不満などがあったとしても。
労働者紹介料の上限（10%）の設定による転職市場の流動化
さらに、紹介料が障壁となって転職できな事例は多くある。想定年収の
20-30%なんて紹介料は、スグに辞める可能性のある転職者にはそうそう
払えない。これをＭＡＸ10%にすれば企業の採用の壁は、大きく下がり転
職市場の流れが活性化する。これは辞めやすさにも繋がる。そして、解
雇ルールの緩和の必須準備事項ではないだろうか！
上限設定を緊急に行ってもらいたい

個人 厚生労働省

求職者や求人者が職業紹介事業者を利用するかは自由であり、また制度上、求人
企業が職業紹介事業者を使用した場合に他の職業紹介事業者を使用できなくなる等
の制限はありません。

有料職業紹介事業者の紹介手数料については、①職業紹介に通常必要となる経費
等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合、②あらか
じめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料を徴収する場合に求人者から
徴収することが認められています。

職業安定法第32条
の３第１項、職業安
定法施行規則20条
第１項、別表

対応不可

求職者や求人者が職業紹介事業者を利用するかは自由であり、また制度上、求人
企業が職業紹介事業者を使用した場合に他の職業紹介事業者を使用できなくなる等
の制限はありません。

職業紹介手数料の水準については、労働市場の需給の状況や求人の内容に応じて
決定されるものであり、優良な職業紹介事業者が安定してサービスを提供する観点か
らも、紹介手数料の上限を一律に設定することには慎重な検討が必要と考えておりま
す。

厚生労働省としては、「人材サービス総合サイト」において、職業紹介事業者に手数
料等の情報開示を義務づけており、求人者や求職者による職業紹介事業者の選択に
資するよう、さらなる周知を図ってまいりたいと考えております。

1154 令和3年4月23日 令和3年5月24日
輸入通関申告許可
のスピードアップ

輸入通関申告許可のスピードアップ
により、無駄な経費、労力が大きく
省力され、企業の無駄な経費を軽
減する効果がある。

アメリカでは、船が入港する15日前から輸入通関申告が可能である。船
が港に入港する前に通関申告許可されることは多い。結果、輸入後、
スーパー、デパートの商品棚や製造ラインに遅れなく届けられて経済活
動をサポートしている。通関申告許可が遅れると貨物の配送は遅れて、
金利負担増や在庫も増える。配送も特急便(アメリカであれば、陸送予定
が通関許可遅れを挽回するために、運賃の高い航空輸送に変更)とな
り、企業の収益は悪化する。日本ではごく僅かなAuthorized Economic
Operator (AEO)承認事業者(AEO事業者数 輸入者：99者 2020年9月
時点)いる。AEO承認事業者は特例扱いされているが、アメリカでは、全
輸入者を平等に扱っている。
昨今はオンライン商流増加により即日、翌日配達が求められており、輸
入通関申告許可のスピードアップは適正在庫管理として不可欠である。
相乗効果として、長年放置されている東京港の慢性的な混雑、遅延を解
決を期待できるのではないか。

個人 財務省

現行制度において、特例輸入者（ＡＥＯ輸入者）（注２）に限らず、すべての輸入者について、貨物が日本に
到着する前に輸入申告書類を税関に提出し、事前に税関の審査（予備審査）を受けることが可能です。

この予備審査を受けた場合には、貨物の検査が必要となる場合を除き、その貨物が我が国に到着した後、
直ちに輸入の許可を受けることができます（到着即時輸入許可制度）。 注３）

注１）輸入通関手続の所要時間について
令和２年の輸入申告許可件数は航空貨物で約6千6百万件、海上貨物で約4百万件であり、ほぼ全てが電

子的に申告され処理されているところ、上記の取組みの活用もあって、基本的に貨物の到着後直ちに輸入
が許可されており、財務省による「輸入通関手続の所要時間調査」（※）によれば、輸入通関手続の所要時
間（税関への輸入申告から輸入許可までの所要時間）は、航空貨物で平均0.3時間、海上貨物で平均2.1時
間となっております。

（※）財務省「輸入通関手続の所要時間調査（平成30年３月）」
https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/faci ita ion/ka20180706.htm

注２）特例輸入者 ＡＥＯ輸入者）について
ＷＣＯ 世界税関機構）において策定された国際的な枠組に基づき、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の

体制が整備された輸入者については、税関長より特例輸入者（ＡＥＯ Authorized Econ mic Op rat r 輸入
者）と承認されることで、税関手続上のベネフィットを利用することが可能です。

なお、同様の制度は、ＷＣＯに加盟するアメリカやＥＵをはじめとした諸外国においても整備されています。

注３）到着即時輸入許可制度について
輸出入・港湾関係情報処理システム ＮＡＣＣＳ：Nippon Aut mated C rgo and Port Consolidated System）

を利用して事前に予備審査を受けることで、検査が必要となる場合を除き、貨物が我が国に到着したことが
確認され次第、保税地域に貨物を搬入することなく、直ちに輸入許可を受けることができる制度です。

関税法第67条
関税法第67条の２第
３項
関税法施行令第59
条の６ 等

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載の通りです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1155 令和3年4月23日 令和3年5月24日
家族、親族の死亡後
の様々な届け出に
おいて

親族が亡くなった後の手続きに、仕
事の休暇を余儀なく通やされ 大変
さを話しを聞く都度感じています。
私にとってもも人事ではなく、次期
にせまりつつ。
これこそ縦割り行政における民間
への支障ではないかと思う次第。マ
イナンバーが発行された現状にお
いて、すべでの届け出が繋がるべ
きではと、思います。
遺族にとっては、手続きが大変に感
じます。遺族も様々な環境に置か
れた方々がいらっしゃるとも思い、
手続きをもっと簡素化していく必要
があるのではないかと。
知らない、分からないことばかりの
ようで、都度行政機関を、行ったり
きたりのようです。どうか検討をいた
だければと思います。

ご年配の方、身体の不自由な方、親族と離れて生活をしていらっしゃる
方、就業休日を取りにくい環境の方、…様々に。
同居家族であってもあっちへ行ったりこっちへ行ったり。不備があれば
戻ったり。いろいろと手続きが大変だときいております。
また、年金等、メリットやデメリット等…教育過程ては習っていないことも
多く、全ての国民に知識を得た国民一律な行政をお願いしたく思いま
す。
削減できれば、遺族の負担が軽減され 日常を早く取り戻すことができ
るのではないかと、思いました。

個人 内閣官房

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12 月25 日 閣議決定）において、内閣官房
は、関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相
続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタ
ル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺
族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減
するとともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神
的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体
に対し円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。

なし 対応

地方公共団体が、遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作成補助などを行
いながら手続の負担を軽減する、「おくやみコーナー」（死亡に関する総合窓口）を設置
することを支援するためのツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を整備
し、2020年（令和2年）5月にその活用方法を盛り込んだガイドラインを策定し、提供を開
始いたしました。

引き続き、利用上の課題をヒアリングし、順次改善を行うことで地方公共団体におけ
る「おくやみコーナー」設置を推進するとともに、将来的にマイナポータル等を活用し、
マイナンバーカードを用いてオンラインで死亡に関する手続きが完結する仕組みの構
築に向けた検討も行い、遺族の負担軽減に向けた取組みを行ってまいります。

この度頂戴したご意見につきましては今後の施策推進に向けて参考とさせていただ
きます。

1156 令和3年4月23日 令和3年5月24日 建築士定期講習

現在３年毎に建築士定期講習とい
うものが義務付けられています。
現在１日の集合研修となっていま
す。
(1)集合研修をWeb研修、DVD研修
も可能なようにしていただきたい。
(2)定期講習を廃止して頂きたい。

講習内容は一方的に聞くもので、当たり前の内容であり、集合して実施
しなければできない内容ではない。
テレワークが推奨される現在、集合を強要し、移動時間を浪費するのは
無駄である。
そもそも建築士は高度なプロフェッショナルであり、常時自身でスキルを
向上し知識を更新しており、定期的な講習でスキルや知識の向上を図る
必要性は無い。

個人 国土交通省 番号665の回答をご参照ください。

1157 令和3年4月23日
マイナンバーカード
電子証明書更新に
ついて

表題の電子証明書の更新につい
て、「郵送」「オンライン」「土日対応」
のいずれかを可能とすべき。

電子証明書の更新方法を改めて市役所へ電話で確認したところ、「平日
の日中に来て頂かないとできない」と言われました。
・国としてマイナンバーカードの普及を推進している
・国としてオンライン化を推進している
・国として不必要な捺印や書類でのやり取りの排除を

推進している
・コロナ渦において国や県が外出方法などに気を付けるよう

訴えている
・そもそも日本人の殆どは平日日中に仕事をしている
・「マイナンバーカードの更新で有給ください」と

いえる風土が日本社会にはまだない
以上の事を鑑みれば、「郵送対応」「オンラインでの対応」「土日対応」い
ずれかを可能とすべきなのは当然の事と感考えます。

個人 総務省 類似処理

1158 令和3年4月23日 令和3年5月24日
高等学校等就学支
援金制度

私学では、この制度は高校1年（新
入生）は4月に1度手続きをし、7月
になると高校1～3年が改めて手続
きしなければいけません。
このやり方は非常に煩雑でかつ保
護者には分かりにくく、国（県）から
の就学支援金額の決定も遅く授業
料の振替額に時差が生じ保護者
（学資負担者）へも迷惑をかけま
す。
さらに私学の事務作業量もかなり
増えてくるので、いい加減簡素化し
てほしいです。
もっとも簡単な提案は『全員一律の
定額支給』です。
第2の提案は『各市町村レベルでの
確認』です。
現在は県が学校に業務委託してい
るのが現状です。

第1の提案についてです。全員一律の定額であれば4月から直ちに始め
られ、保護者は分かりやすく、直ちに支給され、スムーズです。また県庁
で雇用している非常勤職員も不要になるし、そのためにコールセンター
や職員も配置せずに済むし、私立学校に業務委託しているために発生
している就学支援金事務費も不要になる。さらに就学支援金業務も簡略
でき、県庁職員も他の業務を行なうことができる。
ただ、この場合所得制限などの排除が難しいので、支給金額を下げるな
どの調整が必要になります。
次に第2の提案についての解説です。現在は県が私立学校に業務委託
しているのが現状です。言い方は悪いですが国から県へ、県から私立学
校へ丸投げ状態です。この業務を同じ公的機関の『各市町村レベル』で
処理を行なうことができないでしょうか。所得証明書も市町村が発行する
のだから、保護者がいちいち学校で就学支援金の手続きするのではな
く、市町村役所（場）で就学支援金の申請するようにしてもらいたい。そ
の結果を私立学校に通知してもらえれば授業料額の処理ができるし、そ
の生徒が辞める場合は学校から消滅手続きを市町村へ届け出るなどを
行なう。
雀の涙程度の事務費などいらないので、とにかく丸投げはやめてもらい
たい。

個人 文部科学省

高等学校等就学支援金制度においては、2019年度よりマイナンバーに対応した事務
処理システム（通称：e-Shien）を導入しています。
これまで、高等学校等在籍中の３年間で計４回の申請や届出の書類のほか、課税証
明書等の提出が必要でしたが、マイナンバー導入後は、１年生の入学時の申請におい
てマイナンバーを提出して受給資格認定を受けた場合、その後も所得制限に該当しな
ければ、3年間、原則手続不要となります。
これにより、生徒・保護者の負担が軽減されるとともに、書類のとりまとめなど、学校や
都道府県の事務負担も一定程度軽減されていると認識しています。

高等学校等就学支
援金の支給に関する
法律

その他

現行の就学支援金の申請手続きにおいては、保護者等のマイナンバーカードの写し等
を提出する必要があります。支給手続きに際しては、就学支援金事務処理システムを
導入していますが、事務負担の軽減、審査事務の早期化を図るため、当該システムの
改修を行い、令和４年度より、マイナポータルを通じた自己情報取得APIを活用した新
たなオンライン申請手続きを導入し、当該機能を利用する場合には、マイナンバーカー
ドの写し等の提出を不要とする予定です。

なお、第１のご提案については、厳しい国の財政事情を踏まえると慎重に検討する必
要があり、現時点では困難と考えています。元々、平成26年度に限られた財源を有効
活用する観点から所得制限は設けられたもので、捻出した財源によって、
①私立高校等へ通う生徒への就学支援金の加算拡充、
②授業料以外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金制度の創設

等の見直しを行ったものであり、こうした経緯も踏まえて検討する必要があると考えま
す。
また、第2のご提案について、支給者については、市町村ではなく、高校を所管する都
道府県を基本としており、学校設置者が生徒の受給権を代理行使して、就学支援金を
代理受領することとしたところであり、こういった経緯を踏まえると現時点では困難と考
えています。なお、マイナンバーによる情報連携により、市町村の持つ生活保護情報を
取得できるようにする改正を行う予定であり、これによって書類確認の負担を軽減を図
ることができると考えます。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1159 令和3年4月23日 令和3年5月24日
美容室で顔剃りが出
来ない件について

◎理容店では顔剃りが出来るが、
美容室では出来ない。確か、理容と
美容を区別する際に、理容の生き
残りのために区分けされたと記憶し
ている。建前は、主に男性向け、女
性向け、としているが、今の時代、
男性も美容室に行くし、女性もブラ
イダルシェービング等が必要。美容
室でも顔剃りが出来るようにして欲
しい。理容業界(団体)を守るためだ
けの規制である。

理容、美容の区分けは要らない。 個人 厚生労働省

理容師と美容師の区別は利用者の男女の別で分けているものではありません。
また、理容師法の運用に関する件（昭和23年12月８日付け衛発382号厚生省公衆衛生
局長通知）において、美容師の顔そりについて示されており、禁止されているものでは
ありません。

理容師法の運用に関
する件（昭和23年12
月８日付け衛発382
号厚生省公衆衛生
局長通知）

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

1160 令和3年4月23日 令和3年7月7日
不動産取引、土地取
引のマイナンバー登
録義務化

アパート、マンションを借りる際の
問題、固定資産税の「脱税」、空家
問題や「地面師」と呼ばれる詐欺事
件の背景には、マイナンバーと紐づ
いていない事で、本人認証が出来
ない事にあります。

不動産、土地取引の際に、マイナ
ンバー登録を義務化すべきです

1、アパートやマンションの賃貸の場合、社会的弱者、つまり高齢者、外
国人、貧困層、信用履歴の低い層は、無条件で賃貸が断られます。家
賃未納で夜逃げする危険性があるからです。従って、外国人や高齢者
は、賃貸を断られる差別を受けています。マイナンバー登録を義務化し
て、未納の際の財産差し押さえを可能にすれば、解決できます

2、賃貸の際は、家賃未納で逃亡のリスクを防ぐために、家賃の何か月
分の敷金礼金が必要で、高い保証料を取られて、賃貸の際は、二年間
が原則で、賃貸の際に必要な事前の費用を増大させ、賃貸市場の有効
活用を妨げています。マイナンバー登録義務化で、これらが不要になり
ます

3、具体的に上げると、アパホテルや積水ハウスが、「地面師」と呼ばれ
る悪辣な詐欺師に騙されて、何十億円を巻き上げられる背景に、不動産
市場が不透明で本人認証が出来ない事です。これが、不動産の未使用
による社会的損失と不動産市場の発展を妨げています

4、金融商品取引法を参考にして、マイナンバー登録をしていない土
地、不動産の場合、「善意の第三者」に対して、対抗できない法律に変え
て、野放しの森林、空家や崩壊して野放しの不動産を、事前に数年の公
表をした後で、マイナンバー登録した後で、開発可能にすれば、不使用
による社会的機会損失を数十兆円生み出してる、土地、森林、空家を、
開発するインセンティブになります

これらの解決のために、土地取引、不動産取引に、マイナンバー登録
義務化をすべきです

個人
内閣府
国土交通省

マイナンバーは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律の定めるところにより、行政事務を処理する者が効率的な情報の管理及び利
用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を図る目的で
指定されているものであり、社会保障・税・災害対策の各分野において利用することと
されております。

行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律第1
条、第9条

対応不可

マイナンバーは、制度の現状に記載の通り、行政事務を処理する者が、効率的な情
報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授
受を図る目的で、社会保障・税・災害対策の各分野において利用することとされており
ます。したがって、今回ご提案頂いた内容については、マイナンバー制度の趣旨・目的
を鑑み、対応は困難です。

1161 令和3年4月23日 令和3年5月24日
登記ねっとの24時間
稼働

登記・供託オンライン申請システム
の利用時間を２４時間受付にしてい
ただきたいと思います。
https://www.touki-kyoutaku-
online.moj.go.jp/
現在、「月曜日から金曜日まで（国
民の祝日・休日，１２月２９日から１
月３日までの年末年始を除く。）の８
時３０分から２１時まで。」
となっています。

いま（21:19）日中にやりかけていた登記の申請手続きをしようと思ったら
時間外で処理が進みませんでした。
https://www.touki-kyoutaku-on ine.moj.go.jp/
この時間に事務処理が進行する必要はもちろんありませんが、手続きを
すすめる自体は受け付けていただきたかったです。
また明朝開かないとならなくなってしまってたいへん残念でした。

個人 法務省

登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間は，平日の午前８時３０分か
ら午後９時００分までとしております。

ただし，申請データの作成等，通信に関わる以外の作業については，オフラインによ
り２４時間行うことができます。

なし 検討を予定
登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間につきましては，サービス提

供に要する費用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して，対応の可否を検
討してまいります。

1162 令和3年4月23日 令和3年7月7日

農業振興地域制度
及び農地転用許可
制度の条件緩和に
ついて

農業振興地域制度及び農地転用
許可制度
の許認可の要件が厳しく、手続きが
長期に渡るため、農家の規模拡大
や新規就農者の参入、各種事業実
施の際の大きな障害となっていると
思われる。「農業以外の土地利用と
の調整を図りつつ優良農地を守る」
という目的は理解できるが、以下の
ような要件緩和、手続きの簡素化を
提案する。
1.農家が自ら名義の土地に農業に
かかる施設を設置するときの条件
緩和
2.農業振興地域への「編入」手続き
がいらないのではないか？
3.許認可手続きの事務手続きおよ
び期間の簡素化、短縮化
具体的な理由については、下記の
とおりである。

1.農家が自ら名義の土地に農業に係る施設を設置するときの条件緩和
私は、行政において畜産(肉用牛)を担当しているが、農家が規模拡大
(牛舎、堆肥舎の新設)を目指しても農業振興地域内用途区分の変更及
び農地の転用許可が必要になる。
耕種のみが農業ではなく、畜産も農業である。用途区分の変更は必要
であろうか。
申請しても、代替地の検討や必要最低限の転用のために分筆(分筆に
かかる経費は農家負担)を求められることもある。
宅地やその他施設へ転用するのは、問題だが同じ農業に係る施設を設
置する際は、条件を緩和しても良いのではないか。
2.農業振興地域への「編入」手続きがいらないのではないか？
国庫事業などを活用する場合、対象地や作付地が農業振興地域内であ
ることが求められる。
しかし、私の住む離島のような場所だと農地が限られており、農業振興
地域外にも農地を求めることが多いが、農業振興地域外ということで、
事業対象外になることもある。
3.許認可手続きの事務手続きおよび期間の簡素化、短縮化

国庫事業や資金の借り入れを活用しようとしても、
1.2のような課題とともに提出書類等が多く、手続きが煩雑かつ長期に渡
るためスピード感のある事業実施やタイミングの良い借り入れを断念し
たこともある。
許認可という性質からか、許認可を出す県等の対応も厳しい。
以上のようなことが緩和されれば、担い手の規模拡大や新規就農者の
参入にスピード感を持って取り組め、事業実施の幅も広がり、農家側、
行政側の負担軽減にも繋がる。我が国の農業はますます発展するもの
と考える。農家の足を引っ張る制度であってはならない。

個人 農林水産省

１ 農用地区域内に農業用施設を設置する場合は、農用地区域の用途区分が農業用
施設用地である土地に設置することとされています。このため、農用地区域の用途区
分が農業用施設用地以外の土地に農業用施設を設置する場合は、あらかじめ用途区
分を農業用施設用地に変更した上で設置する必要があります。

また、農用地区域内農地は原則として農地転用の許可ができませんが、農用地利用
計画において指定された用途に供するために転用する場合には、農地転用の許可が
可能です。

２ 農業振興地域の指定及び農用地区域への編入要件は、農振法令等において定め
られており、要件を満たす場合には、指定又は編入を行うこととされています。

３ 農用地区域内の土地に農業用施設を設置する場合は、用途区分が農業用施設用
地である土地に施設を設置する必要があることから、用途区分が農業用施設用地以
外の土地に施設を設置する場合は、あらかじめ用途区分を農業用施設用地に変更し
た上で設置する必要があります。

農地転用許可申請書又は農地転用届出書に添付する必要のある書類については、
農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）及び「農地法関係事務処理要領の制定
について」（平成21年12月11日付21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営
局長・農村振興局長通知）に定められているところです。

また、添付書類のうち「その他参考となるべき書類」として申請書に添付させるもの
は、審査をするに当たり、特に必要がある場合に限る趣旨のものであり、転用許可申
請書等に添付義務のない書類の一律添付を求めることは申請者に過分の負担を課す
るものであるため、適当ではないものとしているところです。

農業振興地域の整
備に関する法律第６
条第１項、第10条第
３項

農業振興地域の整
備に関する法律施行
規則第４条の２第１
項第１号ニ

農地法第４条第６項
及び第５条第２項

農地法施行規則第
26条各号、第30条各
号、第50条第２項各
号及び第57条の２第
２項各号

「農地法関係事務処
理要領の制定につい
て」別表１の第４の１
の(1)のイ及び(2)のイ

１ 対応不可
／一部事実
誤認

２ 対応不可

３ 検討に着
手

１ 農用地区域内の用途区分は、農用地区域内において、農用地と農業用施設用地が交錯・
混在することを避け、効率的に農業生産基盤整備及び農作業を行うために設定しているもので
あり、両者を分けて扱う必要があります。

なお、１haを超えない用途区分の変更については、軽微な変更として簡易な処理で手続が可
能となっています。

また、農地転用許可基準においては、
① 農業用施設については代替性の検討を求めていないこと、
② 一筆のうちの一部を転用する場合に、土地の分筆を行うことは求めていないこと
から、事実誤認です。

２ 農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策は、計画的かつ集中的に実施する必
要があることから、農林水産省所管の国庫補助事業の多くは農業振興地域（農業生産基盤整
備事業は農用地区域）を対象として実施しています。

なお、補助事業の採択要件は、それぞれの事業によって異なることから、補助事業の活用の
可否については国又は都道府県の補助事業担当者にご相談ください。

３ 農用地区域の用途区分が農業用施設用地以外の土地に設置する場合は、あらかじめ用途
区分を農業用施設用地に変更する必要がありますが、1haを超えない用途区分の変更につい
ては軽微な変更として、農業振興地域整備計画の案の公告・縦覧や農用地利用計画に係る異
議の申出の受付けを行うことなく簡易な処理で手続きが可能となっています。

また、転用許可申請書の添付書類は、農地法施行規則で定められており、かつ、「農地法関
係事務処理要領の制定について」において、具体的な取扱いを示しているところですが、特に、
「その他参考となるべき書類」については、許可申請の審査をするに当たって、特に必要な書
類を一律に求めることは適当ではないこととしております。

なお、農業用施設の建設に係る添付書類の見直しについては、規制改革実施計画（令和２年
７月17日閣議決定）において、不要な添付書類が求められることがないよう見直しを検討し、令
和３年度中に地方公共団体及び農業委員会に通知することとされているところであり、今年度
中に必要な措置を行うこととしているところです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1163 令和3年4月23日 令和4年11月11日
各都道府県で異なる
自動車登録関係書
類の統一化

自動車登録に必要な各書類が各都
道府県で書式が異なっており、法人
等全国各地で自動車を必要とする
利用者にとって、極めて不便且つ非
効率な現状を改善してもらいたい

【書式例】
・自動車登録用委任状
⇒都道府県陸運支局の一部で指定書式の場合あり
・車庫証明届出書
⇒各県警で一部独自指定書式の場合あり且つ郵送受理不可、また今の
時世において持参しか受付しない（＝郵送ＮG）、所轄署窓口担当者で
必要な対応が異なる等腐った官僚体質
・法人事業所所在地証明書類
⇒公共料金領収書、消印付郵便物部数等、証明可否がバラバラ
・自動車税申告書/納税通知書
⇒地方税であることは理解するが、同じ税額にも関わらず各都道府県で
指定書式バラバラ
以上、全国で同じ業務を履行しているにも関わらず、地方分権を錦の御
旗に、コスト意識や統一感の欠落したバカげた役所対応になっているこ
と、及び過去に掲げた政策「ワンストップサービス」が殆ど実現していな
いこと

個人
警察庁
総務省
国土交通省

【警察庁】
自動車保管場所証明に係る申請又は自動車保管場所の届出の取扱いについては、申請・届出先の警察

署が所在する都道府県警察において作成 配布した様式以外の申請書等であっても、自動車の保管場所の
確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規則第１号）に規定された申請書等の様式に記入
すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式の申請書等であると認められるものであ
れば、当該申請書等を受け付けるよう通達で指示するなど、全国で統一的な取扱いがなされるよう、警察庁
から都道府県警察に対し指導しています。

なお、自動車保管場所証明書の交付に係る申請については、自動車の登録手続や自動車諸税に係る手
続と一括して、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）により、電子申請することが可能となって
います。

【総務省】
自動車税申告書については地方税法施行規則にて様式を定めており、また納税通知書については、地方税
法において、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項
を記載することとしています。

【国土交通省】
○自動車登録用委任状

委任状につきましては、民間同士で取り交わす書面となりますので、所要の事項（委任者・受任者・委任内
容・対象自動車、発行日）が記載されていれば、特定の様式でなければならないということはありません。

その上で、申請者の方が使いやすいよう、全国統一の標準的な様式の例を、以下の国土交通省ホーム
ページに掲載しております。
http ://www.mlit.go.jp/common/001287982.pdf

○法人事業所所在地証明書類
法人の住所を証するに足る書面につきましては、本店以外で商業登記簿謄抄本又は登記事項証明書で

証明できない場合において、「公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確
認できる課税証明書、電気・都市ガス ・水道・固定電話料金領収書のいずれか（発行されてから３ヶ月以内
のもの）」として、「自動車登録業務等実施要領」に定め、全国統一の取扱いとするとともに、当該実施要領
を、以下の国土交通省ホームページに掲載しております。
http ://www.mlit.go.jp/jidosha/c ntent/00 388551.pdf

なお、当該実施要領による取扱いを基本としつつ、例外として、上記の書類では証明できない場合におい
ては、その他の書類による証明についても柔軟に対応しております。

【警察庁】
自動車の保管場所
の確保等に関する法
律（昭和37年法律第
145号）第４条第１
項、第５条及び第７
条
自動車の保管場所
の確保等に関する法
律施行規則（平成３
年国家公安委員会
規則第１号）第１条第
５項及び別記様式第
１号並びに第３条第
１項及び別記様式第
２号

【総務省】
地方税法
地方税法施行規則

【国土交通省】
なし

【警察庁】
対応

【総務省】
現行制度化
で対応可能

【国土交通
省】
事実誤認

【警察庁】
自動車保管場所証明に係る申請又は自動車保管場所の届出の取扱いについては、

全国で統一的な取扱いがなされるよう、都道府県警察に対し繰り返し指導してまいりま
す。

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおり、特に納税者に関係する申告書については、地方税法
施行規則にて様式を定めているところです。
納税通知書についても地方税法にて一定の必要事項を定めているところであり、利便
性の向上については、必要に応じて検討してまいりたいと考えています。

【国土交通省】
  制度の現状欄に記載のとおり、ご提案の「書式例」のうち「自動車登録用委任状」及
び「法人事業所所在地証明書類」については全国統一的な取扱いとしているところで
す。

1164 令和3年4月23日 令和3年5月24日
常駐・専任配置原則
の撤廃関係

労働者派遣事業におけるマッチン
グ等業務を派遣元事業所で実施し
なければならない規制の撤廃（又は
現行法令でもリモートで当該業務が
実施可能とする解釈の明確化）
労働者派遣事業においては、派遣
労働者に対する派遣労働者と派遣
先とのマッチング（就業条件の明
示）等の業務について、派遣元事業
所において行わなければならないこ
とと派遣事業者は一般的に解釈し
ている。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
る法律（労働者派遣法）には、派遣元事業所においてこれを行うべきと
の明確な定めはないが、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」（令和2
年6月 厚生労働省職業安定局）において、「労働者派遣法に基づいて
届出を行うべき「派遣元事業所」は、就業条件の明示等の事務の処理機
能を有している事業所である」旨の記載がある（p.103-）こととの関係で、
就業条件の明示等の業務は届出を行った「派遣元事業所」で行う必要
があると解釈されている。
なお、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には、「労働者派遣事業の
内容となる業務処理を行っている場所又は施設が「事業所」に該当しな
いと認められる場合」も想定しつつ、「そのようなことは通常考えられな
い」との記述も存在している。この前段部分からすれば、リモートで就業
条件の明示等の業務を行うことも想定していると考えられなくもないが、
後段ではそれを否定している形になっている。
このため、派遣事業者において当該業務に従事する職員は、リモートで
当該業務を処理できず、コロナ禍にあっても恒常的に出勤が強いられて
いる状態。
以上のことから、法令改正によりマッチング（就業条件の明示）等の業務
がリモートでも実施可能である旨を明確にする、又は現行法令でもリ
モートで当該業務が可能である解釈を明確化し、それと矛盾する各種記
述を見直すことが必要。

一般社団
法人新経
済連盟

厚生労働省

事業主において許可等の必要があるのは、「事業所」のうち「労働者派遣事業を行う
派遣元事業所」にあたる場合です。

「事業所」とは、労働者の勤務する場所又は施設のうち、事業活動が行われる場所の
ことであり、相当の独立性を有するものをいいます。具体的には雇用保険の適用事業
所に関する考え方と基本的に同一であり、(1)場所的に他の（主たる）事業所から独立し
ていること、(2)経営（又は業務）単位としてある程度の独立性を有することすなわち、人
事、経理、経営（又は業務）上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性
を有すること、(3)一定期間継続し、施設としての持続性を有することという要件に該当
するかによって判断します。

さらに「労働者派遣事業を行う事業所」とは、実質的に労働者派遣事業の内容となる
業務処理の一部又は全部を行っている事業所をいい、具体的には①法第34条の就業
条件の明示、②派遣労働者に係る労働契約の締結、③派遣労働者となろうとする者の
登録、④派遣労働者に係る雇用管理の実施等の事務の処理機能を有しているもの、
が該当します。

労働者派遣事業関
係業務取扱要領

現行制度下
で対応可能

令和３年２月４日に「派遣労働者等に係るテレワークに関するＱ＆Ａ」（厚生労働省Ｈ
Ｐ）を更新し、派遣元事業主の事業所に所属する内勤社員が自宅において実施するテ
レワークは、当該事業所に所属する内勤社員が自宅において実施するものであるた
め、内勤社員が自宅において実施するテレワークにより、労働者派遣事業の業務処理
を行っていたとしても、基本的には、事業所に所属する場所（自宅）で業務を行っている
ものとして取り扱い、当該自宅は事業所にあたらない旨を示しています。

また、労働者派遣事業関係業務取扱要領中「そのようなことは通常考えられない」と
の記述は、削除いたしました。

1165 令和3年4月23日 令和3年5月24日
保険会社における
監査報告の署名（自
署）手続きの緩和

保険会社における会計監査人や監
査役等が作成する監査報告につい
て、会社法とのイコールフッティング
の観点から、会計監査人や監査役
等の記名押印や電子署名による手
続きを認めて欲しい。

・保険会社については、保険業法施行規則第17条の7第1項の規定に基
づき、別紙様式第1号から第1号の8に監査報告のひな型が定められて
おり、いずれの書式も会計監査人や監査役等が署名（自署）押印するこ
とになっている。
・一方、現行の会社法では自署の義務はなくなっていることに加えて、電
磁的記録をもって作成する場合には、署名又は記名押印に代わる措置
として、電子署名をすることが認められている。
・特に監査役会をWebや電話会議等の非対面で開催する際には、署名
（自署）の取り付けに時間を要するため、書面規制、押印・対面規制の見
直しの観点から、従来の署名（自署）押印手続きに加え、記名押印や電
子署名による手続きを認めて頂くよう要望するもの。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険業法施行規則に規定する保険会社に関する各種監査報告書の様式において、押
印欄及び署名欄が設けられています。

保険業法施行規則
別紙様式第1号～別
紙様式第1号の8

対応
各種監査報告書について電磁的記録による作成が可能となるよう、当該様式中の押
印欄及び自署欄を削除する様式改正を行います。（４月23日にパブリックコメントを開
始しています。）
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1166 令和3年4月23日 令和3年5月24日
保険会社における
連結決算状況表の
記載の簡素化

保険会社は、年度末決算対応の一
環として年に一度「連結決算状況
表」を金融庁に提出しているが、提
出にあたり非効率な作業が生じて
いることから、以下の簡素化を要望
する。
(1)本表の「事業区分」について、
「損害保険」「生命保険」「再保険」
のいずれかの選択が必要となる
が、このうち保険会社を子会社とす
る際の認可申請・届出時に保険業
法第106条第1項第8号に該当する
「保険業を行う外国の会社」として
届出を行った会社については、「保
険業を行う外国の会社」として報告
できるようにする。
(2)本表の「海外子会社等が支店展
開している場合における国別の支
店数」について、記載削除する。

(1)海外の保険会社については、一律で保険業法第106条第1項第8号に
該当する「保険業を行う外国の会社」として認可申請/届出を行ってお
り、それ以上の細分化を行っていないため、区分の選択に確認ロードが
生じる。
(2)海外子会社の国別支店数については、極めて小規模な出張所を含
めて確認を行うために一定の確認ロードが生じているが、監督上把握し
ておく必要性が低いと考えられるため。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社は、保険業法第271条の27第１項に基づき、金融庁に当該保険会社の業務

又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出することを求められていま
す。

保険業法第271条の
27第1項

その他
保険業法第271条の27第１項に基づく報告は、監督上必要と認められる場合に徴求

するものであり、その内容は非公表としておりますが、随時必要性に応じて見直しを
行ってまいります。

1167 令和3年4月23日 令和3年5月24日

保険会社の子会社
の本店所在地変更
に係る届出の簡素
化

保険会社の子会社が本店の所在
地を変更する場合、金融庁への事
後届出が必要となるが、当該届出
書の「変更に係る費用」について
は、確認ロードが大きいことから、
記載不要を要望する。

・本店所在地の変更には一定の費用が発生する場合が多いが、保険会
社の財務に大きな影響を与えるほどの費用が発生することは考えにく
く、監督上把握しておく必要性が低いと考えられるため。
・なお、参考情報として、保険持株会社がその子会社の本店所在地の変
更の届出を行う場合には、変更に係る費用については記載不要となって
いる。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁

○保険業法第127条第１項第８号、保険業法施行規則第85条第１項第６号の(2)に基づ
き、
子会社が本店の所在地を変更した場合の届出提出をお願いしているところですが、
法令上、移転費用についての報告を明示的に求めているものではございません。
○他方、保険会社向けの総合的な監督指針別紙様式36において、「子会社の本店の
所在地変更届出」の様式の中に、「変更にかかる費用」の項目が存在しており、現状で
はこの様式に基づき、各社から移転費用についてのご報告をいただいているところで
す。

なし 検討を予定
ご要望頂いた内容に基づき、届出の様式から当該項目を削除する方向で様式の修

正を検討してまいります。

1168 令和3年4月23日 令和3年7月7日
保険会社としての届
出と保険持株会社と
しての届出の一本化

保険会社の子会社は、保険業法
上、親会社（保険持株会社）の子会
社でもあるため、保険会社名義と保
険持株会社名義で重複して届出を
行なっていることから、同内容の届
出を一本化するなどの簡素化を検
討頂きたい。

近年特に海外子会社の数が増え、保険会社の事務負担が大きくなって
いる。現状、保険持株会社と保険会社の子会社にかかる届出の中には
保険業法の該当条文が異なる他は全く同じ内容の届出書を２通作成し
ているものもある。事業者の行政手続きコストの削減に資するだけでな
く、届出遅れや漏れの防止にもつながることから、一つの届出で内容の
把握が可能な事項については、他方の届出を不要とする、もしくは一方
からの届出が他方の届出を兼ねる書式などの対応を検討いただきた
い。
（※）具体的な項目として「子会社の新規保有」「子会社でなくなった場
合」「担保の実行・株式の転換等により他の会社を子会社とした場合」
「名称変更」「本店所在地変更」「合併・解散・業務の全部廃止」。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
子会社に関する一部の届出事項については、保険会社及び保険持株会社のそれぞ

れの業態において、届出事項となっております。

保険業法第127条第
１項第８号、第271条
の32第2項第4号乃
至第8号

現行制度下
で対応可能

具体的な項目として列挙いただいた子会社に関する届出について、保険会社及び保
険持株会社が同一子会社について届出を行うこととなる場合には、
・保険会社及び保険持株会社の連名であること、
・保険会社及び保険持株会社が届出を行う根拠となる条文が併記されていること、
といった要件を満たせば、一枚の届出で提出していただいても差し支えありません。

1169 令和3年4月23日 令和3年7月7日
保険業法施行規則
による法定開示事項
の見直し

保険業法施行規則別表（第五十九
条の二第一項第三号ハ関係（損害
保険会社））の法定開示事項を見直
していただきたい。特に「出再を行っ
た再保険者の数」や「出再保険料の
上位５社の割合」は削除を検討いた
だきたい。

一般消費者の観点に立つと、再保険信用リスクに関する情報として、
「出再を行った再保険者の数」や「出再保険料の上位５社の割合」はや
や解釈しにくい情報であり、別途定めている「出再保険料の格付ごとの
割合」や「未収再保険金の額」で必要十分と考えるため。様々な決算上
の調整を踏まえて、集計を行う必要があり、保険会社にとっても事務負
担が大きい。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁

保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で
定めるもの（※）を記載した説明書類を作成し、法令で定める場所に備え置き、公衆の
縦覧に供しなければならないとされております。

※保険業法施行規則では、保険会社が保険契約を再保険に付した場合における①再
保険を引受けた主要な保険会社等の数、②再保険を引受けた保険会社等のうち支払
再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保
険料の割合、を記載することとされております。

保険業法施行規則
別表（第五十九条の
二第一項第三号ハ
関係（損害保険会
社））

検討を予定

保険会社が保険契約を再保険に付した場合における①再保険を引受けた主要な保
険会社等の数、②再保険を引受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいこ
とにおいて上位を占める五の保険会社等に対する支払再保険料の割合、については、
出再に関するリスクの集中度合を把握するための有用な情報として、公衆への縦覧を
求めているものです。

項目の見直しについては、それぞれの項目の縦覧の趣旨に照らし、慎重に検討を行
う必要があります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1170 令和3年4月23日 令和3年7月7日

ディスクロージャー
誌における開示項
目の省略又は方法
の簡素化

ディスクロージャー誌における法定
の開示項目が、有価証券報告書等
における開示項目と共通する場合
には、(1)ディスクロージャー誌の当
該開示項目の省略、又は、(2)ディ
スクロージャー誌に有価証券報告
書等の公表資料の参照を付せば足
りるとすることを、認めていただきた
い。

ディスクロージャー誌の記載内容として、例えば、事業概況・リスク管理
体制・財産状況・コーポレートガバナンスの概要など、有価証券報告書
等の開示項目と共通するものも多い。
このような共通する開示項目については、ディスクロージャー誌上、省略
又は簡素化を行うことで、企業負担の軽減を図ることができる。現在に
おいても、企業は、写真や図表等を用い工夫を凝らして分かりやすい開
示に努めているところ、負担軽減がなされれば、より充実した開示努力
を行うことが可能になると考えられるため、要望するもの。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で

定めるものを記載した説明書類を作成し、法令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧
に供しなければならないとされております。

保険業法第111条 保
険業法施行規則第
59条の2 金融商品取
引法24条 企業内容
等の開示に関する内
閣府令15条

検討を予定

単に有価証券報告書等と対象項目が共通することのみをもってディスクロージャー誌
の縦覧項目の省略や簡素化を行った場合、ディスクロージャー誌の利用者にとっては
閲覧時の利便性の低下につながる可能性があります。

項目の見直しについては、それぞれの項目の縦覧の趣旨に照らし、慎重に検討を行
う必要があります。

1171 令和3年4月23日 令和3年7月7日

保険募集に係る説
明書面の保険契約
者等への電磁的提
供方法の多様化

平成26年の保険業法改正により、
情報提供義務が新設され、平成28
年5月29日より施行されている。法
改正に伴い交付が義務付けられる
重要事項説明書（クーリング・オフ
説明書を含む。）については、電磁
的方法による交付も認められてい
るところ、現行ではその方法は
「メール・ダウンロード・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ」の３つに限定されているため、こ
の電磁的方法の多様化を要望す
る。

業界として改正法を踏まえた実務を行ってきているが、足下の情報通信
技術の発展状況も踏まえれば、電磁的交付の方法については、多様化
を検討することが望ましいものと考える。例えば、単純な画像ファイルで
あるPDF形式での配信（ダウンロード方式）ではなく、HTML文書での閲
覧方式を取ることで、文中の専門用語について、適宜リンクを設けて別
途解説を行うページを用意するなどの創意工夫を行うことが可能となり、
顧客により分かりやすく情報提供することができるようになる。
本件は昨年度に続き要望するものであるが、スマートフォンの普及など
保険契約者を取り巻く情報通信技術は進展しており、昨事務年度の所
管省庁回答（＊）に沿って、クーリング・オフ説明書も含め、速やかに対
応が行われることを希望する。
（＊）保険募集時等における情報提供の電磁的方法を多様化することに
ついては、保険契約者等の保護を考慮しつつ、今後パブリックコメント手
続きを経たうえで府令改正を行うことを予定しています。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社や保険募集人等が、保険契約者等に情報の提供を行う場合の電磁的方法

として、電子メール、ダウンロード及びCD-ROMを利用する方法とされています。（令和
３年１月20日以前）。

保険業法第309条 保
険業法施行規則第
227条の2、第240条
の2等

検討を予定

保険募集時に保険会社等が保険契約者等に情報提供が必要な事項については、
・「変額保険」、「外貨建保険」及び「転換契約」等に係る一部

の事項を説明する書面について、顧客の承諾を得たうえで
電磁的方法による提供を可能とすること、

・電磁的方法による情報提供が可能な方法を追加すること、
とする「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「保険会社向けの総合的な
監督指針」等の改正を行っております（令和３年１月21日公布・施行）。

なお、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する事項を記載した書面の交付に代
えて、申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する
場合における、当該電磁的方法の多様化については、申込者等の保護の観点から、
慎重に検討する必要があります。

1172 令和3年4月23日 令和3年5月24日
保険グループへの
IFRSの任意適用の
解禁

「コロナと戦い、コロナ後の新しい社
会を築く 令和２事務年度金融行政
方針（別冊）」の２．（４）(2)に挙げら
れている「会計基準の高品質化」の
ため、IFRS第17号の確定に伴う適
用時期に合わせ、保険および保険
持株会社に対する各種規制（連結
業務報告書・ディスクロージャー資
料の作成・提出等）において、IFRS
任意適用が可能となるように制度
整備を行う。

・保険および保険持株会社に対する各種財務報告については、保険お
よび保険持株会社が日本基準に基づき連結財務諸表を作成することを
前提としており、IFRSの任意適用を前提としたものとはなっていない。
・このため、現状では、金融商品取引法および会社法に基づく連結財務
諸表にIFRSを任意適用したとしても、保険業法に基づき作成・提出する
連結業務報告書・ディスクロージャー資料等については引き続き日本基
準で作成・提出せざるを得ず、多大な作成コストが生じる。
・連結財務諸表の作成コスト負担が大きくなり、保険および保険持株会
社のIFRS任意適用の阻害要因となる。
・上記の理由から、本件は昨年度に続き要望するもの。
・令和2（2020）年6月にIFRS17号が最終化され発効時期が令和5（2023）
年に決定したため、これに向けた検討を要望したい。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
連結業務報告書等については、日本基準により作成・報告することが前提とされてい

ます。

保険業法施行規則
第59条、第59条の
3、第210条の10、第
210条の10の2

検討に着手

国際会計基準審議会において2020年6月にIFRS17号（保険契約に関する国際財務
報告基準）が公表され、2023年1月1日より発効予定であることを踏まえ、これに遅れな
い事業年度より連結業務報告書等においてIFRSの任意適用が円滑に進むよう、制度
面の検討を進める予定です。

1173 令和3年4月23日 令和3年5月24日

無人航空機飛行に
関する関係手続の
オンライン・ワンス
トップ化の実現

家屋の損害調査のためにドローン
を使用する場合、煩雑な事務負担
が発生していることから、地震や水
害などの広域災害発生後に迅速か
つ安定的な損害調査ができるよう、
省庁・自治体等横断のオンライン・
ワンストップサービス化の実現を要
望する。

・無人航空機の飛行にあたっては、飛行場所や飛行方法に応じて多種
多様な法令や自治体の条例等を遵守する必要がある。現在、航空法に
基づく飛行許可申請については、「ＤＩＰＳ（Drone/UAS Information
Platform System、ドローン情報基盤システム）」においてオンラインによ
る効率的な手続が可能となっているものの、無人航空機を飛行させよう
とする者はその他関係する法令・条例を網羅的に把握して必要な申請
手続を行わなければならない。結果的に、申請者に煩雑な事務負担が
発生しており、迅速な損害調査が困難なケースがある。法令・条例ごと
に求められる申請事項の中には重複する内容も存在しており、ワンス
トップ化によるメリットが大きい。
・そこで、無人航空機の飛行に際して必要な手続を特区等に限らず省
庁・自治体等を跨いで一元的に案内・実施できるオンライン・ワンストップ
サービスについて、地域・組織間を横断してデジタル・ガバメントを断行
できる中央政府が推進し実現すべきである。
・本サービスが実現することで災害直後の迅速な調査が可能となり、早
期に被災者の安心と安全が確保できると考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

内閣官房
内閣府
警察庁
国土交通省
環境省

無人航空機の飛行に際しては、航空法に基づき、飛行形態に応じて許可・承認が必
要とされております。また、特定の施設の上空を飛行する場合等には、航空法上の手
続きに加え、手続きや配慮を求められる場合があります。

航空法第132条、第
132条の２、
重要施設等の周辺
地域の上空における
小型無人機等の飛
行の禁止に関する法
律第10条
河川法第24条
道路交通法第77条
自然公園法第37条
港湾法第12条

対応

無人航空機の飛行について、道路、河川、国立・国定公園、国有林野、港湾等の上
空を通過する場合における、道路交通法などの関係法令の適用関係や手続が不明確
であったところ、本年３月にガイドラインを公表し、ドローンがこうした場所の上空を単に
通過する場合は、原則、手続不要であると整理しました。

また、航空法や電波法等に基づく各種手続について、関係省庁間でオンライン化・ワ
ンストップ化の検討を進めているところです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1174 令和3年4月23日 令和3年6月16日

第三者に軽自動車
検査ファイル（自動
車検査証の記載内
容）を公開する制度
の創設

軽自動車は法令上、登録自動車と
は異なり、第三者に自動車検査証
の記載内容を公開する制度がない
ため、保険会社が被保険者に保険
金支払をする際の確認手続きに登
録自動車と比べて時間を要してお
り、とりわけ自然災害発生時におい
ては迅速な保険金支払の妨げとな
る事例が発生している。
登録自動車および軽自動車におけ
る情報公開制度のイコールフッティ
ングの観点より、保険会社等の事
業者が低廉かつ容易に検査ファイ
ルの情報を確認・利用できる制度
の創設を要望する。

・自動車保険の保険金支払実務において、集中豪雨等により自動車が
冠水し全損となる事故が発生した場合、保険会社が被保険者に保険金
を支払う前に、車両の引き上げ・名義変更の手続きが必要となる。
・保険会社は、上記手続きの中で、全損した車両の現車確認のため、自
動車の分類に応じて「登録事項等証明書」または「検査記録事項等証明
書」の記載内容を確認している。
・軽自動車は、道路運送車両法（以下、車両法）に基づく登録自動車に
該当しないため、「登録事項等証明書」の交付を請求することができな
い。代替として、車両法第七十二条の三に基づき「検査記録事項等証明
書」の交付を請求することが可能だが、請求者は軽自動車の所有者に
限られており、第三者が請求することができない。
・車両法の中では軽自動車検査ファイルを公開する制度がないため、個
別の照会等に対しては個人情報保護法に基づいた取扱いが必要となる
が、同法第二十三条では保有個人データを第三者へ提供することは原
則禁止されており、原則本人の同意無く保有個人データを提供すること
が出来ない。
・上記法令に基づき、保険会社は車両所有者本人に手続きを依頼する
が、登録自動車と比較して、書類の取付けに時間を要すことから、特に
自然災害発生時には迅速な保険金支払の妨げになっている（登録自動
車所有者と比較すると保険金支払が遅くなる分、不利益を被っている）
ため、軽自動車においても第三者が検査ファイルの情報を低廉かつ容
易に確認・利用できる共通の仕組みを構築すべきである。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

国土交通省

道路運送車両法における登録自動車（軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自
動車を除く自動車。以下同じ。）は、その高い財産的価値に鑑み、所有権に関する権利
関係を明らかにすることで、自動車の所有権の得喪に係るトラブルを防止し、取引の安
全を確保するよう国による所有権の公証が行われているため、同法第22条第１項にお
いて、何人も、「登録事項等証明書」の交付を請求することができ、当該事項その他自
動車登録ファイルに記録されている情報の電子的提供については、同法第96条の15
から第96条の17までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録情報提
供機関」という。）が行うこととされております。一方、検査対象軽自動車は道路運送車
両法に基づく登録自動車に該当しないため、「登録事項等証明書」に代わるものとし
て、車両法第72条の３に基づき「検査記録事項等証明書」の交付を請求することが可
能ですが、請求者は検査対象軽自動車の所有者に限られております。したがって、所
有者以外への個人情報を含む車両情報の個別の照会等に対しては、個人情報の取
扱いを定める一般法である個人情報の保護に関する法律に基づき取扱っており、同法
では、他の法令に定めがあるもの等を除き、保有個人データを第三者へ提供すること
は禁止されているため、本人の同意無く保有個人データを提供することは行っておりま
せん。

道路運送車両法第
22条、同法第72条の
３、個人情報の保護
に関する法律第23条

対応不可

現状に記載のとおり、検査対象軽自動車は、登録自動車と異なり、国による所有権の
公証を行っておらず、車両法において、車両情報を請求できるのは所有者に限られて
おり、所有者以外への個人情報を含む車両情報については、個人情報の取扱いを定
める一般法である個人情報保護法に基づき提供することとなりますが、個人情報保護
法第23条第１項により、保有個人データを本人の同意無く第三者へ提供できません。
なお、所有者本人からの委任状があれば、保険会社においても検査記録事項等証明
書の請求を行うことが可能です。

1175 令和3年4月23日 令和4年11月11日

資格喪失年齢引上
げ時の企業型DCの
60歳超における引
出し要件の緩和

資格喪失年齢を 60 歳超に引き上
げた事業所においても、加入者が
60 歳以上で受給開始可能年齢に
達すれば受給を可能とする。

・現在企業型 DC で資格喪失年齢を引き上げると、加入者である間は受
給開始可能年齢に達しているにも係わらず受給することは出来ない。
・このため、例えばある企業で資格喪失年齢を 60 歳から 65 歳に引上
げる場合、60 歳からの受給開始可能年齢の要件を満たし（あるいは満
たす予定の）60 歳からの受給を希望する者がいる場合は、この加入者
の希望を容れて資格喪失年齢の引上げを断念するか、あるいはこの加
入者の 60 歳からの受給を断念させ（受給は 65 歳からとさせて）、資格
喪失年齢の引上げを行うこととなる。
・こうしたことから、現状 65 歳への資格喪失年齢の引上げを躊躇する企
業も多い。
・なお、2022 年施行の法改正により企業型の資格喪失年齢の引上げが
70 歳未満となるが、この改正においても上記と同様の問題があり普及
促進の制約になると考える。
・60 歳以降の受給開始年齢については各加入者それぞれの老後の経
済状況により柔軟に対応できるように、60 歳以上で受給開始可能年齢
に達した者については、企業型 DC の資格喪失年齢の如何に係わらず
受給開始を認め、受給後の継続拠出も認めるようにするべきと考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

企業型DCについては、原則として60歳到達時に加入資格を喪失しますが、企業型年
金規約で定めるところにより、60歳到達前から同一事業所において継続して使用され
ている60歳以上の従業員については、60歳以上65歳以下の一定の年齢まで引き続き
加入することが可能です。
なお、2022年５月より、年齢要件と同一事業所要件を撤廃して、厚生年金被保険者（70
歳未満）であれば加入者とすることができるようになりました。

確定拠出年金法 第
11条、第15条、第33
条

対応不可

確定拠出年金制度は、拠出と引き出しが自由な貯蓄とは異なり、老後の所得確保に係
る自主的な取組を支援することを目的とした制度です。資格喪失年齢の到達や退職等
による資格喪失より前に受給開始を可能とし、その後継続した、または再度の拠出を
認めることについては、上記の制度趣旨を踏まえ、慎重な検討が必要です。

1176 令和3年4月23日 令和5年1月20日

確定拠出年金の申
請・届出・報告手続
きのペーパーレス
化・押印省略化

企業型 DC の各種手続きのペー
パーレス化・押印省略を要望する。
＜対象事項＞
(1)「確定拠出年金運営管理機関登
録変更の届出」に添付する役員履
歴書・誓約書
(2)「企業型年金規約変更の承認申
請」「同変更の届出」に添付する労
使合意書類

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、
ペーパーレス化の取組を進めることによりテレワークを促進し、また業務
効率化にもつながるものと考える。
・現在、企業型 DC の申請・届出・報告では e-Gov 電子申請が導入され
ているが、添付書類には押印が必要とされている。
・(1)運営管理機関の登録事項変更届出に添付する役員履歴書・誓約書
は、現在は個別の書類ごとに法人印を押印することとなっているが、登
録事項変更届出とセットで提出するものであり、個別書類への押印は不
要であると考える。
・(2)企業型年金規約の承認申請・変更届出にあたっては、「特に軽微な
変更」以外は労使合意書類（労 働組合または過半数代表者の同意書、
事業主の証明書）を添付することとなっている。当該事業所の制度変更
に起因するものでなく、例えば総合型年金規約全体に係る変更であって
も労使合意が必要であるが、緊急事態宣言下で出社を抑制している場
合においては労使合意書類への押印取り付けは困難である。一方で、
労働者保護の観点も重要であるため、企業型 DC 以外で労使合意や労
働者からの意見聴取が要件となっている手続きにおいて今後電子化を
検討される際には、企業型 DC における労使合意手続きにおいても電
子化を検討願いたい。
・一層のペーパーレス活用を促す観点からは、e-Gov 電子申請に加え
て、例えば事前登録したメ ールアドレスからの送信により当該法人から
の真正な提出とみなす方法などの拡充についても検討を要望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
厚生労働省

（１）運営管理機関の登録の申請及び変更の届出にあたっては、運営管理機関が提出
する申請・届出書類について、法人代表者の押印を求めておりました。
（２）企業型年金規約の承認の申請及び変更の届出にあたっては、「特に軽微な変更」
である場合を除き、労使合意書類について、労働組合又は過半数代表者等の押印を
求めておりました。
また、企業型ＤＣに係る手続について、メールでの受付は行っておりません。

(1)確定拠出年金法
第89条、第92条 確定
拠出年金運営管理
機関に関する命令
第３条、第５条 (2)確
定拠出年金法 第5
条、第6条 確定拠出
年金法施行規則第6
条、第7条

（押印省略、
ペーパーレ
ス化）
対応

（電子申請方
法の拡充）
検討を予定

運営管理機関の登録の申請及び変更の届出に添付する役員履歴書・誓約書につきま
しては、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令（令和２年内
閣府・厚生労働省令第15号）により、押印を不要とするように改正しております。
企業型年金規約の承認の申請及び変更の届出に添付する労使合意書類につきまして
は、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省
令（令和２年厚生労働省令第208号）により、押印を不要とするように改正しておりま
す。なお、労使合意手続における電子化等については、真に本人が同意したことが推
定できると認められる方法であって、同意したことを記録し、当該記録を同意を証する
書類として提出することができるような方法であれば、電磁的方法による同意も認める
取扱いとしているところです。
また、申請・届出書類を電子媒体で提出することにつきましては、現在でもe-Govによ
る電子申請による手続きがありますが、政府全体の方針を踏まえつつ、今後の対応を
検討します。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1177 令和3年4月23日 令和4年11月11日
iDeCoの拠出限度額
の統一

iDeCoの拠出限度額について、第2
号被保険者は企業年金の加入状
況等に関わらず一律同額としたうえ
で、第2号被保険者と第3号被保険
者についても一律同額（月額2.3万
円に統一）とする。

・現在厚生労働省にて検討されている企業年金（企業型DC・DB）加入者
のiDeCoの拠出限度額を月額2万円に統一する方針について賛成する
が、制度をより分かりやすくする観点から、（企業型、DBの有無に関わら
ず）第2号被保険者全体で月額2.3万円に統一することを要望する。
・上記により、第1号被保険者は月額6.8万円、第2号および第3号被保険
者は月額2.3万円となり、普及促進を行うのに有益と考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

iDeCoの掛金については、確定拠出年金法施行令において、他の私的年金の実施状
況や、公的年金の加入状況等に応じて、拠出限度額を規定しています。
また、令和３年度税制改正において、企業年金（企業型DC・DB）に加入する者のiDeCo
の拠出限度額の上限を２万円に統一することが認められ、2024年12月から施行するこ
ととなりました。

確定拠出年金法第
69条、確定拠出年金
法施行令第36条

検討を予定
拠出限度額の見直しについては、制度の利用状況やニーズ等を踏まえつつ、公的年
金制度等とのバランスや税制の観点も含め関係者で慎重に検討します。

1178 令和3年4月23日 令和3年9月10日

企業型DCのマッチ
ング拠出における事
業主掛金上限の撤
廃

企業型DCにおける「加入者掛金の
額は事業主掛金の額を上限」とす
る現行の規定を撤廃する。

企業型DCにおいては、規約に定めることにより、加入者が自らも掛金を
拠出することができる加入者掛金の制度（マッチング拠出）があるが、加
入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならないと制限が設けられ
ている。公的年金の補完および自助努力による老後の所得確保を促進
する観点から、マッチング拠出に関する金額の制限の撤廃を要望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

企業型確定拠出年金の加入者掛金（いわゆるマッチング拠出）については、当該企
業型確定拠出年金における拠出限度額内で、事業主掛金に上乗せして、加入者自ら
が掛金を拠出する制度です。加入者掛金の額については、事業主掛金の額を超えな
いように企業型年金規約に定めるよう法律に規定されています。

確定拠出年金法第４
条第１項第３号の２、
第19条第３項、第20
条

対応不可
企業型確定拠出年金は事業主が主体となり従業員のために実施するものであるとい

う観点と、個人の働き方によらない、老後の所得確保に向けた自助努力を支援する観
点から、制度の利用状況等も踏まえつつ、関係者等による慎重な検討が必要です。

1179 令和3年4月23日 令和3年9月10日
iDeCoにおける掛金
払込方法の多様化

将来のiDeCoの加入申込の電子化
を見据え、iDeCoの掛金について、
個人払込で認められている掛金払
込方法をクレジットカード払い等へ
拡大する。

iDeCoの掛金払込方法は銀行口座振替しか認められておらず、口座登
録には紙帳票が必要となる。手続きのペーパーレス化及び更なる普及
促進の実現のためには、払込方法の多様化が必要であると考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省
個人型確定拠出年金の掛金払込は、銀行口座振替もしくは厚生年金適用事業所の

事業主を介して行うこととしております。
確定拠出年金法第
70条

対応不可
ご提案については、個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会と

関係団体間において検討した結果、クレジットカード払いを実施することに伴う手数料
等を考慮して、当面見送られたものと承知しています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1180 令和3年4月23日 令和3年7月7日
健康保険関連書類
の押印廃止・ペー
パーレス

企業が従業員の雇用・採用・退職
等にかかる対応を行うにあたり必要
な届出について、書面の場合は押
印を不要とするか、電子申請の利
便性向上を検討願いたい。
【帳票（例）】
・健康保険 事業所関係新規・変更
届
・健康保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被保険者資格喪失届
・健康保険 被保険者報酬月額変更
届
・健康保険 被保険者報酬月額算定
基礎届

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、保
険会社では押印・ペーパーレス化の取組やテレワークを促進している。
これらの取組は、各社における業務効率化にも繋がり、政府が推進する
デジタル化政策にも沿うものと考えている。
・上記取組を進めるため、e-Gov・Gビズにおける次の点について、改善
を検討願う。
【e-Gov、Gビズについて】
・汎用の電子申請システムでは対応できず、社内人事システムとの連携
等システム開発に時間を要する。
・添付ファイルのアップロードに時間を要する。
・電子申請後に修正が必要なケースは窓口での取り扱いになる。
・セキュリティーの観点で社内端末での利用ができないため、社内専用
端末での作業が必要となり、テレワークでの申請手続きができない。等
・電子申請は2020年11月より健保組合で対応予定であり、準備中の健
保組合もある。一方、Gビズでは、対象様式が限定されており、次の5つ
の申請が対応予定である。
＜参考＞(1)資格取得届(2)資格喪失届(3)月額算定基礎届(4)月額変更
届(5)賞与支払届 関連書類。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

総務省
厚生労働省
経済産業省

【健康保険関係書類に係る押印について】
国が定める健康保険組合及び日本年金機構に対する申請・届出様式の押印については、令和２年12月25
日より原則廃止とし、各保険者が定める申請・届出様式の押印についても、同日、廃止するよう要請をしたと
ころです。

【電子申請について】
・健康保険関連の雇用・採用・退職等の手続のうち健康保険組合への手続については、マイナポータルを通
じて申請を行えるよう環境を整備し、当該環境を導入している健保組合において令和２年11月より、電子に
よる申請が可能となりました。
・日本年金機構への手続については、e-Gov上により電子申請が可能となっております。

【e-Gov・Gｰビズ Dについて】
・「汎用の電子システムでは対応できない」とのご指摘につきましては、e-Govのクライアントアプリケーション
では多数の申請を行う場合に対応しにくいとのご指摘と理解しておりますが、昨年11月のe-Govリニューア
ルで、アカウント制の導入、マイページ、預かり票の廃止など、クライアントアプリケーションを用いた申請の
際のＵＩの改善を行っており、多数の申請を頂く場合でもより申請しやすくなりました。また、「社内人事システ
ムとの連携等システム開発に時間を要する」ことにつきましては昨年11月のe-Govのリニューアルに際して、
開発の初期段階から民間ソフトウェアベンダとの対話を行い、御意見を取り入れ、より社内システムの連携
等システム開発をしやすいAPIの提供を開始しております。また、ユーザの開発期間も考慮し早期に仕様書
を公開 2019年8月)しております。
・「添付ファイルのアップロードに時間を要する。」ことにつきましては、接続環境等にも影響されるところです
が、システム面の整備と合わせて、日本年金機構に提出する届書については、添付書類の添付自体を不要
とする等の取り組みを進めてきたところです。
・「電子申請後に修正が必要なケースは窓口での取り扱いになる。」ことにつきましては、日本年金機構への
提出分については、事業所からの修正手続きは通常の届書と違い、修正の理由がそれぞれ異なるなど、個
別に内容審査を要するため、現在は電子申請の対象外としています。電子申請の対象とするに当たっては、
審査の方法等について慎重に検討を行うことが必要であると考えています。
・「セキュリティーの観点で社内端末での利用ができないため、社内専用端末での作業が必要となりテレ
ワークでの申請手続きができない」ことにつきましては、各社において必要となる情報セキュリティ管理の中
で、適切に運用がなされるものと認識しています。
・健康保険組合の電子申請様式につきましては、健康保険関係書類の電子申請が可能な手続のうち、14手
続でGｰビズ Dの認証を用いた電子申請が可能となっています。

なし
現行制度下
で対応可能

【健康保険関係書類に係る押印について】
制度の現状に記載のとおり、対応を行っています。

【電子申請について】
電子申請等の利便性向上につきましては、引き続き関係機関と連携の上、必要となる
検討を進めていきます。

【e-Gov・GｰビズIDについて】
Gビズの対象手続きの拡大等につきましては、引き続き関係機関と連携の上、必要とな
る検討を進めていきます。

1181 令和3年4月23日 令和3年5月24日
税務署関連書類の
押印廃止・ペーパー
レス

企業が税務署に提出する次の帳票
について、次の対応を検討願う。
・e-Tax申請時の件数上限を撤廃し
た仕組みの構築
・光ディスク（電子媒体）で提出する
際は、社印を省略可とするルール
への変更
【帳票】
・支払調書
・支払調書合計表
・(再発行分)源泉徴収票
・源泉徴収票合計表
・法定調書合計表
・源泉所得税及び復興特別所得税
の誤納額還付請求書
・住民税 給与支払報告書

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、保
険会社では押印・ペーパーレス化の取組やテレワークを促進している。
これらの取組は、各社における業務効率化にも繋がり、政府が推進する
デジタル化政策にも沿うものと考えている。
・既にe-Taxにより電子的に送信する仕組みを設けていただいている
が、一回の申請件数に上限があり、利用できない状況である。一方、光
ディスク（電子媒体）で提出する場合、併せて送付する書類に社印を押
印する必要があり、テレワークで対応できない。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

財務省

・e-Taxについては、システムの性能面を考慮し安定運用の観点から、一回の申請件
数に上限を設けており、上限件数以上の申請をする場合には、複数回に分けて提出す
る必要があります。

・また、法定調書関係書類に関しては、国税通則法の改正に伴い、提出者等の押印を
要しないこととされ、令和３年４月１日以降に提出する書類について適用されており、国
税庁ホームページにおいても、押印欄を削除したものを掲載しています。
※ 「住民税、給与支払報告書」については、税務署へ提出する書類ではありません。

・国税通則法第124
条等
・所得税法225～228
の4 等
・国税関係法令に係
る行政手続等におけ
る情報通信の技術の
利用に関する省令第
5条 等

対応

・令和４年１月以降、支払調書については、クラウドサービス等を利用した新たな方法
によって、提出することができるようになる予定です。

・当該仕組みを利用することにより、件数制限なく電子的に提出することが可能となり
ますので、クラウドサービス等を利用した提出をご検討ください。

・なお、新たな方法で提出を行うためには、国税庁長官の認定を受けたクラウドサービ
ス等を利用する必要があるなど、一定の要件があります。具体的な手続き方法等につ
いては、６月末までに国税庁ホームページ等に掲載する予定です。

・押印に関しては、左記「制度の現状」のとおり、既に国税庁ホームページにおいて、押
印欄を削除したものを掲載しています。

1182 令和3年4月23日 令和3年5月24日
年金関連書類の押
印廃止・ペーパーレ
ス

企業が年金事務所等に提出する次
の帳票について、書面の場合は押
印を不要とするか、電子申請の利
便性向上を検討願いたい。
【帳票（例）】
・厚生年金 産前産後休業等取得者
申出書
・厚生年金 産前産後休業取得者変
更（終了）届
・厚生年金 産前産後休業終了時報
酬月額変更届
・厚生年金 育児休業等取得者申出
書
・厚生年金 育児休業等取得者終了
届
・厚生年金 育児休業等終了時報酬
月額変更届
・国民年金第３号 被保険者関係届
・国民年金第３号 被保険者住所変
更届
・国民年金第3号 ローマ字氏名届

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、保
険会社では押印・ペーパーレス化の取組やテレワークを促進している。
これらの取組は、各社における業務効率化にも繋がり、政府が推進する
デジタル化政策にも沿うものと考えている。
・上記取組を進めるため、e-Gov・Gビズにおける次の点について、改善
を検討願う。
【e-Gov、Gビズについて】
・汎用の電子申請システムでは対応できず、社内人事システムとの連携
等システム開発に時間を要する。
・添付ファイルのアップロードに時間を要する。
・電子申請後に修正が必要なケースは窓口での取り扱いになる。
・セキュリティーの観点で社内端末での利用ができないため、社内専用
端末での作業が必要となりテレワークでの申請手続きができない。等

一般社団
法人日本
損害保険
協会

総務省
厚生労働省
経済産業省

・令和２年12月25日より年金手続きの申請・届出様式の押印については、原則廃止と
しました。

・「汎用の電子申請システムでは対応できない」とのご指摘につきましては、昨年11月
に総務省で実施されたe-Govリニューアルで、アカウント制の導入、マイページ、預かり
票の廃止など、クライアントアプリケーションを用いた申請の際のＵＩの改善が行われ、
多数の申請を頂く場合でもより申請しやすくなりました。

また、「社内人事システムとの連携等システム開発に時間を要する」ことにつきまして
も、昨年11月に総務省で実施されたe-Govリニューアルで、開発の初期段階から民間
ソフトウェアベンダとの対話が行われ、その御意見が取り入れられ、仕様書が早期に
公開（2019年8月）された上で、以前よりも効率の良い連携が可能な電子申請APIの提
供が開始されており、社内人事システム等との連携についても継続的に改善が図られ
ているところです。

・「添付ファイルのアップロードに時間を要する。」ことにつきましては、接続環境等にも
影響されるところですが、システム面の整備と合わせて、年金手続きについては、添付
書類の添付自体を不要とする等の取り組みを進めてきたところです。

・「電子申請後に修正が必要なケースは窓口での取り扱いになる。」ことにつきまして
は、事業所からの修正手続きは通常の届書と違い、修正の理由がそれぞれ異なるな
ど、個別に内容審査を要するため、現在は電子申請の対象外としています。電子申請
の対象とするに当たっては、審査の方法等について慎重に検討を行うことが必要であ
ると考えています。

・「セキュリティーの観点で社内端末での利用ができないため、社内専用端末での作業
が必要となりテレワークでの申請手続きができない」ことにつきましては、各社において
必要となる情報セキュリティ管理の中で、適切に運用がなされるものと認識していま
す。

なし
現行制度下
で対応可能

・年金手続きの押印につきましては、制度の現状に記載のとおり、令和２年12月25日よ
り原則廃止としております。
・電子申請の利便性向上につきましては、引き続き関係機関と連携の上、必要となる
取り組みを進めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1183 令和3年4月23日
市区町村に提出す
る書類の押印廃止・
ペーパーレス

企業・従業員等が各市区町村に提
出する次の帳票について、指定様
式に社印を押印しての申請から、
電子申請ないし押印不要での申請
を検討願いたい。
A 就労・在籍証明書
B 退職証明書
C 住民票・戸籍謄本交付申出書
（個人）

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、保
険会社では押印・ペーパーレス化の取組やテレワークを促進している。
これらの取組は、各社における業務効率化にも繋がり、政府が推進する
デジタル化政策にも沿うものと考えている。
・A 就労・在籍証明書は、市区町村への保育園・学童の申し込みの際
に各自治体に提出しているほか、外国人労働者のビザ申請・更新時に
入国管理局に提出している。内閣府・厚労省の通知（府子本第357号 子
保発0814第1号 R元.8.14、府子本第 559 号 子 保発 0808 第1号 H 29.
８.８）における標準的様式では社印の押印を求めており、各自治体では
これに基づき様式を作成している。法令上の規定によるものではなく、既
に押印不要としている自治体も存在することから、押印不要と整理願う。
・B 退職証明書は、退職後、国民健康保険や国民年金への切り替え時
に各自治体に提出しており、提出の際、社印の押印を求められている。
退職証明書の発行自体は、労働基準法第22条に定められているが、こ
こでは社印の押印までは求められていないため、押印不要と整理願う。
・C 住民票・戸籍謄本交付申出書（個人）は、法人から住民票取得を申
請する場合、各自治体から社印の押印を求められている。各自治体は、
総務省通達（H20.12.19通達）に基づき押印を求めているようであり、押
印不要と整理願う。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

内閣府
総務省
法務省
厚生労働省

調整中

1184 令和3年4月23日 令和3年5月24日
省庁に提出する書
類の押印廃止

子ども・子育て拠出金の省庁への
振込通知書（子ども・子育て拠出金
銀行振込通知書）は、官民人事交
流職員として民間企業から省庁に
出向した際、民間企業が事業主とし
て負担する子ども・子育て拠出金の
納税額の振込通知を省庁に提出す
るものである。様式は各省庁指定
様式であり、ここに捺印が求められ
ているため、押印不要と整理願う。

・新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、保
険会社では押印・ペーパーレス化の取組やテレワークを促進している。
この取組は、各社における業務効率化にも繋がり、政府が推進するデジ
タル化政策にも沿うものと考えている。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

財務省

子ども・子育て拠出金銀行振込通知書の様式については、平成５年に財務省（当時
は大蔵省）発出の事務連絡にて示しているひな型を参考に、各共済組合において作成
されており、このひな型中に、「振込責任者氏名印」の記載があります。

当該ひな型については、現に各共済組合において記載内容を適宜修正等して当該
通知書の様式を作成しており、確認したところ既に押印を廃止している共済組合もあり
ました。

なし 対応
令和３年４月14日に各共済組合に対して、当該通知書の様式について各共済組合の

判断で押印を廃止することが可能である旨を改めて周知しました。

1185 令和3年4月23日 令和3年5月24日

ソルベンシー・マー
ジン比率の算出に
使用する「保険の種
類」ごとのリスク係数
の細分化

ソルベンシー・マージン比率（SMR）
の算出に使用する「保険の種類」ご
とのリスク係数における「保険の種
類」に「ペット保険」を追加するなど、
実態に見合った合理的なリスク係
数を採用できるようにしていただき
たい。
また、今後導入予定の経済価値ソ
ルベンシー比率（ESR)においても同
様。

近年、ペット保険のマーケットが急激に拡大しており2019年度の正味収
入保険料は704億円（対前年度比28.5%増（損保険協会会員会社の合
計））と他の保険種類に比べ伸展が大きな分野である。
SMRの算出は大蔵省告示第50号（平成8年2月29日）別表第3記載の「保
険の種類」ごとのリスク係数を適用することになるが、そこではペット保
険固有のリスク係数が設定されていないため「その他」のリスク係数を適
用している。
「その他」のリスク係数は、損害率のボラティリティの大きな企業向け商
品等を対象としたものであり、自然災害等の影響を受けづらく損害率の
ボラティリティが小さいペット保険の商品特性を踏まえたものではない。
このことにより、リスク実態と大きく乖離した低いSMRとなっており不合理
な現実的影響（※）が特にペット保険専門会社にとって切実な問題に
なっている。
本件は、ペット保険専門会社が2019年9月に金融行政モニター制度に提
言しており、金融庁からは「各種の情勢等の変化を踏まえ見直すことが
適当と判断された場合には必要な見直しを実施する」、「経済価値ベー
スのソルベンシー規制等に関する有識者会議で示される方向性も踏ま
えリスク係数の合理性について適切な検討を行う」旨の回答を得てい
る。また、その後に開催された同有識者会議の報告書でも課題認識され
ている。
現行制度において、ペット保険のリスク実態に見合ったリスク係数の早
期導入を要望する。また、今後のESR導入時における検討についても同
様である。
（※）例．会社の健全性について一般消費者に誤解・心配を与えてしま
う。資本の有効活用に支障が生じる。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁

本邦のソルベンシー・マージン基準は、保険会社の経営の健全性を判断するため
に、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準として、保険業法
第130条に基づき定められています。

ご指摘の大蔵省告示第50号（平成８年２月29日）別表第３については、損害保険会社
の一般保険リスク相当額の計算において使用される保険種類の区分及びリスク係数
を定めるものであり、リスクの同質性及びリスク係数の算出における統計的信頼性の
バランス等を総合的に勘案した上で設定しています。

保険業法第130条
保険業法施行規則
第87条
金融監督庁・大蔵省
告示第3号(平成11年
1月13日)改正平成23
年3月31日 金融庁告
示第24号
大蔵省告示第50号
(平成8年2月29日)等

その他

左記「制度の現状」のとおり、現行制度においては、本邦のソルベンシー・マージン基
準における損害保険会社の一般保険リスク相当額の計算に用いるため、該当法令に
よって「保険種類の区分」及び「リスク係数」が定められております。これらは、各種の
情勢等の変化を踏まえ、見直すことが適当と判断された場合には、必要な見直しを実
施することとしています。

なお、本邦のソルベンシー・マージン基準については、2020年６月に公表された「経済
価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議報告書」において、資産・負債
の一体的な経済価値ベースの評価を通じて保険会社の財務状況を的確に把握する枠
組みへ、2025年を目途として見直す方向で検討を進めるべき旨が提言されました。

今後、本報告書で示された方向性も踏まえ、ペット保険に係るリスク係数の合理性に
ついても、ソルベンシー・マージン基準の見直しに関して適切な検討を行ってまいりま
す。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1186 令和3年4月23日 令和3年8月18日

同一人与信規制の
対象である「保証」
の定義についての
緩和要望

同一人与信規制（＊）の対象である
「当該同一人に対する債務の保証」
において、「保険子会社の債務を対
象とする保証契約」に係る規制を緩
和することを要望する。
（＊） 保険会社の資産運用が特定
の相手方に集中し、契約者に損害
を及ぼすことがないよう、同一人に
対する資産運用額は制限されてい
る。保証の場合、貸付金と合算して
同一人に対する与信額が総資産お
よび合同勘定の3％を超えてはなら
ないと定められている。

2011年12月に公表された「保険会社のグループ経営に関する規制の在
り方ワーキンググループ」報告書において「保険子会社に対する与信の
うち、まずは事業リスクの側面が強い株式の取得について、大口与信規
制の対象から除外することが適当である。さらに、貸付けや債務の保証
等のその他の与信については、株式に比べて信用リスクの側面が強い
ことも踏まえ今後の運用の実態等も見ながら問題がないことが確認され
た場合には、適用除外としていくことが適当と考えられる」とされたことを
受け株式については2012年7月に同一人与信規制から除外された。
海外の保険子会社は親会社による債務保証（親会社保証）の存在を信
用補完とし、格付機関より親会社と同水準の格付の適用を受けており、
高格付は特に再保険事業の展開において他社対抗上競争力の源泉と
なっている。さらに、一般的に海外子会社に対する債務保証は余剰資本
の現地への滞留を回避しつつ効率的な運営の実現にも資する取組みで
ありこれはグローバルなグループ経営に必要不可欠のもの。
近年の海外拠点の事業拡大による保険債務の増額や為替相場の振れ
幅の大きさに鑑みると、親会社保証が与信限度額に達する可能性は高
まっており、これに規制がかかる事態はグローバル他社との競争上日
本社の不利を招く恐れがあるため当該規制を緩和して頂きたい。具体的
には、前記報告書で示された方向性に沿って、これまでの運用の実態
やこの間の業界および監督当局のリスク管理高度化に向けた取組み状
況にも鑑み、保険子会社への「債務の保証」については何らかの方法に
より緩和することを要望する。
上記理由から、昨年度一昨年度に続き要望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社の同一人に対する①貸付金の額、②債務の保証の額及び③リース業務に

係る運用資産の額を合計した額は、総資産の３％を超えてはならないとされています。

保険業法第97条の2
第2項、施行規則第
48条の3第1項第1号
ニ、第2項第1号イ

検討を予定
保険会社の同一人与信規制の対象から保険子会社の債務の保証を除外することに

ついては、実務上の必要性を踏まえ、連結ベース・単体ベースのリスク管理・財務規制
全体の中で、そのあり方を考慮し、慎重に検討する必要があります。

1187 令和3年4月23日 令和3年5月24日

預金差押通知書の
電子化による預貯金
照会事務との一体
的なデジタル化の実
現

預貯金照会から預金差押までの事
務をデジタル化するため、預金差押
通知書を電子化する。

○預金の差押えは、国税庁および地方自治体から滞納者の預金口座
のある銀行店舗に対し、書面の債権差押通知書が郵送・持参されること
により行われており、書面・対面ベースでの事務処理に係る負担が課題
となっている。
○現在、預貯金照会事務については、「デジタル・ガバメント実行計画」
（2019年12月閣議決定）を踏まえ、金融庁・国税庁等においてデジタル
化に向けた検討が進められている。
○預金差押通知書が電子化されれば、預貯金照会から預金差押までの
一連の事務のデジタル化を実現でき、国税庁・地方自治体および銀行
の双方にとって、事務処理の効率化、負担軽減につながる。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

内閣官房
金融庁
総務省
財務省
厚生労働省

預金の差押えは、第三債務者である金融機関に債権差押通知書を送達することによ
り行うこととされています（国税徴収法第62条第１項）。

なお、預金の債権差押書通知書は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達に
より送達することとされています（国税通則法第12条）。

国税徴収法第62条
第１項
国税通則法第12条
地方税法第48条第１
項等（各税目の規定
に「国税徴収法に規
定する滞納処分の例
による」旨あり。）

検討を予定

預金の差押通知書の送達については、制度面・運用面及び費用対効果等を勘案した
上でデジタル化を検討してまいります。
なお、現在の預貯金照会事務のデジタル化に向けた取組とも連携を検討してまいりま
す。

1188 令和3年4月23日 令和3年5月24日

健康保険法に基づく
マイナンバー情報連
携業務にかかる所
得税情報の活用

健康保険法に基づく事務において、
マイナンバー情報連携業務に所得
税情報を活用することを可能として
いただきたい。

健康保険法に基づく被扶養者の認定業務等のために、認定を希望する
者は確定申告書の写し等を書面により保険者へ提出しているのが現状
である。
マイナンバー情報連携業務に所得税情報を活用することが可能となれ
ば、認定対象者における事務負担の軽減、及び保険者の事務効率化・
適正化に繋がるため。

健康保険
組合連合
会

内閣府
総務省
財務省
厚生労働省

 各自治体が行う医療費助成事業における審査支払業務の支払基金への委託は、支
払基金と各公費負担者の自由な契約に基づいて実施されているところです。

○障害者の日常生
活及び社会生活を総
合的に支援するため
の法律
健康保険法施行令
第41条第１項第２号
等

対応不可
制度の現状欄に記載の通りです。

1189 令和3年3月4日 令和3年5月24日

「簡素な顧客管理を
行うことが許容され
る取引」である大学
等に対する入学金・
授業料等の支払い
に該当する取引の
拡充

以下の取引について、「簡素な顧客
管理を行うことが許容される取引」
である大学等に対する入学金・授
業料等の支払いに該当することと
する。
(a) 受験料の支払い
(b) 専修学校の一般課程の入学金・
授業料等の支払い
(c) 大学等への施設設備費、図書
費、寄付金等の支払い（入学金・授
業料と同時に支払われない場合）
(d) 幼稚園の入園料・授業料等の支
払い
(e) 大学校の入学金・授業料等の支
払い

○2016年10月より、大学等に対する入学金 授業料等の支払いに関する取引については、マネー・ローンダリングに利用されるお

それが極めて低いため、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」として取引時確認が不要となった。

○しかし、以下の取引は、大学等に対する入学金 授業料等の支払いに該当しないと整理されているため、マネー・ローンダリング

に利用されるおそれは極めて低いと考えられるにもかかわらず、銀行は取引時確認を行っており 顧客に過重な負担を強いてい

る。これらの取引も「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に含めるべきである。

(a) 受験料の支払い

入学金 授業料等に該当するものは 「入学金 授業料と同時に支払われるもの」とされており 受験料は該当しない。入学金 授業

料と同様 受験料の支払先は大学等であり、支払目的も明確であることからマネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて低

い。

本人確認書類の不足により支払いを受け付けられず 受験料の納付が期限に間に合わないこととなれば 受験機会を奪うことにな

る。

(b) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い

専修学校のうち高等課程および専門課程への入学金・授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対

象となっているものの、一般課程は対象となっていない。専修学校の設置には都道府県知事等の認可が必要であり、認可にあたっ

て都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて低い 高等課程・専門課程と一

般課程でマネー・ローンダリングに利用されるリスクは同じであると考える。

また、高等課程・専門課程と一般課程で対応が異なることは 顧客の理解を得られにくい。さらに、振込依頼書に課程の別が記載さ

れておらず、かつ、顧客もどの課程かを認識していないことがあり、その場合には都道府県のホームページで確認する必要が生じ

るなど、窓口での対応負担が生じている。

(c) 大学等への施設設備費、図書費 寄付金等の支払い（入学金 授業料と同時に支払われない場合）

大学等への施設設備費 図書費 寄付金等は、入学金 授業料と同時に支払われる場合は、「簡素な顧客管理を行うことが許容さ

れる取引」の対象となるが 同時に支払われない場合は対象とならない。入学金 授業料と同時に支払われるかはマネー・ローンダ

リングに利用されるリスクには関係しないと考える。支払先や支払目的が同じであるのに 同時支払いか否かで対応が異なること

は顧客の理解を得られない。

(d) 幼稚園の入園料 授業料等の支払い

大学等の学校あての入学金 授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対象となっているが、幼稚園

あての支払いは対象となっていないことは顧客の理解を得られにくい。幼稚園の設置には都道府県の認可が必要であり、認可に

あたって都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて低い。

(e) 大学校の入学金 授業料等の支払い

大学等の学校あての入学金 授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対象となっているが、大学校

あての支払いは対象となっていないことは顧客の理解を得られにくい。

国、独立行政法人、地方公共団体が設置している大学校であれば、大学等と同様の取扱いとして問題ないと考える。

○(c)・(d)については、昨年度要望に対し、警察庁・金融庁より「2020年度内結論予定」との回答が示されており、早期に検討を進め

ていただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

警察庁
金融庁
文部科学省

金融機関等の特定事業者は、顧客等との間で特定取引（10万円を超える現金送金
等）を行う際には、原則、本人特定事項等の確認（取引時確認）を義務付けています
が、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条等に規定する小学校等に対する入学
金、授業料その他これらに類するものの支払に係る取引並びに国又は地方公共団体
に対する金品の納付又は納入及び公共料金の支払に係る取引は、簡素な顧客管理を
行うことが許容される取引として、取引時確認等は不要とされています。

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
（平成19年法律第22
号）第４条、第６条及
び第７条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行令（平成20年政
令第20号）第６条、第
７条及び第15条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行規則（平成20年
内閣府、総務省、法
務省、財務省、厚生
労働省、農林水産
省、経済産業省、国
土交通省令第１号）
第４条

（c）,(d)検討
に着手

（a）,(b),（e）検
討を予定

簡素な顧客管理を認めるべきかどうかについて、マネー・ローンダリングやテロ資金
供与リスクのほか、現行の制度を踏まえたニーズを考慮しつつ、（c）及び（ｄ）について
引き続き検討するとともに、（a）、（b）及び（e）についても、検討を予定しております。（令
和２年度内検討開始、令和３年度内結論予定）
 なお （e）のうち、国又は地方公共団体が設置する大学校への支払いについては、国
又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入として、簡素な顧客管理が許容され
る取引に該当することとなるため、現状においても取引時確認を行う必要はありませ
ん。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1190 令和3年5月26日 令和5年4月14日
身内が亡くなった時
の手続きについて。

先日、義父が亡くなりました。
昨日死亡手続き行うために義母と
船橋市役所に行いました。船橋市
では、まず1階のおくやみ課で説明
を受けた後、1階3ヶ所（健康保険、
障害者手帳、後期高齢者）３階1ヶ
所（介護保険）２階2ヶ所（住民税、
固定資産税）の合計7課を周り、そ
れぞれ受付で記名押印から手続き
を行いました。同日に、年金事務所
（遺族年金）と県税事務所（車）も手
続きしたので、1日で9ヶ所です。こ
の後、司法書士の手続きがありま
す。高齢者が一人で手続きするの
は大変すぎます。おそらく、何処の
市も同様ではないでしょうか？
マイナンバーカードで一元化し、ワ
ンストップで手続き出来れば、非常
効率良く、楽になると考えます。

相続手続き改善、縦割り打破、ハンコ廃止 個人 デジタル庁

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12 月25 日 閣議決定）において、内閣官房
は、関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相
続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタ
ル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺
族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減
するとともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神
的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体
に対し円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。
当該実行計画に基づき、内閣官房情報通信（IT）総合戦略室において、地方公共団体
が、精神的・経済的に支えを失った遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作
成補助などを行いながら手続の負担を軽減する「おくやみコーナー」（死亡に関する総
合窓口）の設置を支援するため、ツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を
整備し、その活用方法を盛り込んだ「おくやみコーナー設置ガイドライン」を策定・提供
しており、現在もデジタル庁において当該ツール及びガイドラインの提供を継続してい
るところです。

該当なし 対応

デジタル庁では、遺族の負担軽減に向けた施策として、従来から実施してきた地方公
共団体における「おくやみコーナー」の設置支援策としてのツールやガイドライン提供
の取り組みを引き続き行っていくほか、将来的にマイナポータル等を活用し、オンライ
ン上で死亡に関する手続が実施できる仕組みの構築に向けた検討等を行ってまいりま
す。

1191 令和3年5月26日 令和3年12月2日
安全運転管理者制
度について

安全運転管理者は年一回の講習
受講が法律で義務化されていま
す。
これは都道府県ごとの縦割りの制
度であるため、仮に東京から大阪
に転勤した場合、大阪でも講習を受
ける必要があります。
運転免許更新時の講習のように、
都道府県を跨いだ転勤でも講習は
有効にして欲しい。
講習は警察OBの交通安全協会に
委託され、10時から17時まで丸一
日、受講費用は6400円かかりま
す。

受講費用と時間が削減されます 個人 警察庁

安全運転管理者制度では、自動車の使用者は、一定台数以上の自動車の使用の本
拠ごとに、一定の要件を備える者のうちから、当該使用者の業務に従事する運転者に
対して安全運転者教育等を行う安全運転管理者及び副安全運転管理者（以下「安全
運転管理者等」といいます。）を選任しなければならないことや、都道府県公安委員会
から安全運転管理者等に対して「安全運転者等に対する講習」（以下「講習」といいま
す。）を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受講させ
なければならないこと等が定められております。

安全運転管理者等は、事業所等における自動車の安全運転の確保のため、おおむ
ね一年に一度受けることとされています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
74条の３第１項、第２
項、第３項、第８項
同法第108条の２第１
項第１号

検討を予定

現在、講習の要否については安全運転管理者等本人が同一年内に講習を受けてい
るか否かではなく、事業所等において同一年内に安全運転管理者等に講習を受けさ
せているか否かにより判断されております。

御提案を踏まえ、同一年内に講習を受けた方が異なる都道府県の事業所等で安全
運転管理者として選任された場合における講習の要否について検討を進めてまいりま
す。

1192 令和3年5月26日 令和4年11月11日
不動産特定共同事
業に関する押印規
制の廃止

不動産特定共同事業における紙の
契約前説明書面と、契約時説明書
面について、業務管理者による押
印義務を廃止するべきである。

不動産特定共同事業法においては、契約前説明書面と契約時説明書
面を交付するに際して、紙で交付する場合は、業務管理者の押印義務
を定めている。（不動産特定共同事業法２４条２項、同法２５条２項）
ところが、電子取引の法改正に伴い、国土交通省の解釈のみによって、
PDFなどの電子文書で交付する場合は、電子署名などがなくても、単に
業務管理者の氏名を記載しているだけで良いこととされた。
国土交通省の説明によれば、業務管理者の特定ができれば足りるた
め、記名により業務管理者が特定されていれば、電子署名までは不要と
のことである。
そうであるならば、紙の文書においても、記名で足りるはずであり、押印
義務は廃止するべきである。

個人
金融庁
国土交通省

不動産特定共同事業契約の成立前及び成立時における書面を作成するときは、業務
管理者の記名押印が必要です。

不動産特定共同事
業法第24条第２項及
び第25条第２項

対応
令和３年５月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に
関する法律により、同法の施行日（令和３年９月１日）以降は、不動産特定共同事業契
約の成立前及び成立時における書面への業務管理者の押印は不要となります。
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1194 令和3年5月26日 令和3年6月16日

農地法について、都
道府県において申
請等の簡略化のお
願い

農地法、3条、4条、5条等の申請を
行う際、都道府県により、考え方が
違っており、市町村にある農業委員
会は、上位である都道府県の意見
により申請時の書類添付等大きな
差があるように思える。ちなみに、
神奈川県は、申請時の書類が簡略
化され、3条、4条、5条の申請内容
も簡略化されているが、山梨県は、
申請時の内容が厳しく神奈川県で
できる申請ができないなど、東京都
も簡略化されている。農地法は、改
正がされて全国的に農業委員会の
あり方も変化したと思うが、まだ、古
い考え方で申請内容等をガチガチ
にして厳しくしている県がある。

提案理由となるかわからないが、農地法、農業委員会法等、改正され、
農業分野も少子高齢化に向け、農地を守る、現況の土地の利用実態に
合わせたり、耕作放棄地や休耕農地を解消するために農業をしたい人
たちに農地が購入出来たりできる開かれたものにならないか？例として
現在、条件で20aの農地を持っていないと購入や生前贈与等ができな
かったり、現況が宅地、駐車場等で地目が農地の場合など、申請手続き
の際、条件によってできない、添付書類がやたらと多くなり行政書士等
の費用がかさむ等の問題がでている。しかし、神奈川県や東京都は、こ
の申請や条件が緩く申請等が簡略化されて現況の土地の実態に即した
申請もスムーズにできる。山梨県の場合は、古い考えが残っていて非農
地証明の手続きも厳しく、土地の実態が明らかに農地でないのに申請
が厳しく住民はあきらめている方が多くいる。こうした問題を行政改革に
より、首都圏のような簡略化した統一的な申請や条件、実態にあった土
地利用が簡単にできれば対象となる住民の軽減、費用の削減につなが
り、固定資産税等にも反映されると考えます。少子高齢化が進み、移住
等農地付きで購入でき、農業をやりたい方に開かれた農業分野にしてい
ただきたいと思います。

個人 農林水産省

農地法第３条、第４条及び第５条の許可申請書の記載事項及び添付書類について
は、農地法施行規則及び「農地法関係事務処理要領の制定について」（平成21年12月
11日付21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）
において規定しています。

農地法第３条、第４
条及び第５条

農地法施行令第１条

農地法施行規則第
10条、第11条、第30
条及び第57条の２

「農地法関係事務処
理要領の制定につい
て」別紙１の第１及び
第４

検討を予定

現在、政府全体として、書面等の行政手続きについてオンライン化を進めているとこ
ろであり、農地法第３条、第４条及び第５条の許可申請手続きについても、令和４年度
から『農林水産省共通申請サービス（eMAFF地図）』を活用したオンライン申請が可能
となるよう詳細を検討しているところです。ご提案の申請書の簡略化につきましても、こ
の中で検討してまいります。

1196 令和3年5月26日 令和3年6月16日
精神科専門療法料
でビデオ通話を導入
してもらいたい

離島地域又は医療サービスが不足
している地域の精神科医療の提供
を目的とします。
リモートにより精神科医が診断を行
い、投薬治療の経過観察、薬剤の
選定・変更、及び投薬量の、増減の
管理等の精神科専門療法に基づき
処方箋を処方し、国民健康保険書
のオンライン認証、診察料のオンラ
イン決済、デジタル処方箋を発行し
近隣の薬局で処方薬を受け取る、
一連の流れの医療を提供すること
で、より高度な精神科医療を提供で
きます。
精神科治療は実際の面談時でも、
特別な医療行為は対面して話を聞
いてもらうことです。そのため、リ
モートによる診察が可能だと思われ
ます。

現在、鬱病の治療のため精神科に定期的に通院しています。コロナ渦
の際に電話で簡易的に診察ができて、ものすごく精神的負担が減りまし
た。コロナのためではなく、平常時でも電話かリモートによる診断、薬局
の薬の郵送等できて助かりました。
離島地域に住んでいることもあり、専門的医療を受けることが難しいで
す。コロナで難しくなると思うと逆でした。離島地域の場合、精神科の治
療はものすごく通院のストレスが減るので過ごしやすかったです。
離島地域のため、高頻度に精神科治療を受けることができません。月に
1度や3ヶ月に1度になる場合すらあります。リモートによってスムーズに
診断と薬剤の管理を行なってもらう環境が整うと、より高頻度、気軽に精
神科治療を教授することが可能になります。
自助、共助だけでは過疎地域、離島地域の精神科治療を高度にするこ
とは難しいです。公助で、離島の場合、船賃がいくらか補助されますが、
精神科治療の質は向上させることが難しいです。離島に住む私として
は、精神科医との距離をもっと身近に感じたいです。
精神科病院に通いづらいという、地域の目がありました。2010年代は通
いづらい社会背景がありました、現在は改善されました。ですが、今度
は病院が足りません。
国が掲げている自殺防止基本法の理念にも近づいていっています。
そのためには、コロナ渦の中、いかに精神科サービスを効率よく提供で
きるか、という視点も重要だと考えます。

個人 厚生労働省

○ 情報通信機器を用いて実施するオンライン診療は、離島やへき地など医師の不足
する地域において有用なものと考えられており、保険診療においても評価を行っていま
す。
○ 令和２年度診療報酬改定においては、離島を含めた医療資源の少ない地域等に
おいて、オンライン診療がより柔軟に活用できるよう、診療報酬の要件について見直し
たところです。
○ また、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、診療報酬上の臨時的取扱い
として、以前より対面診療において通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、
電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、147点を算定できることとしてい
ます。

新型コロナウイルス
感染症に係る診療報
酬上の臨時的な取扱
いについて（その13）
（令和２年４月22日付
け厚生労働省保険局
医療課事務連絡）

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。 △

1197 令和3年5月26日 令和3年6月16日

住宅建設瑕疵担保
保険契約等の届出
に関して／所管：国
交省

住宅瑕疵担保履行法に基づく6ヶ月
毎に提出（届出）を求められる報告
義務に関しては、認可法人等より情
報を吸い上げることで足りる作業で
あって、事業者を介して届出を都度
させる合理的な意味はない。（事業
スキームが原始的）紙で集めた情
報も充分活用されていないだろう
し、その情報の活用やそれによる
成果などはもっと発信（情報開示）
されて良いのではないか。

6ヶ月毎に届出をする事務に関して、認可事業者（証明書郵送）→建築
事業者（届出：県出先）→集約（県庁）→国？となっているが、全部の認
可事業者から直接データを集約すれば同じ効果と時間短縮が期待でき
る。郵送費、紙代、交通費、人件費もほぼ必要ない。携わる職人の事務
時間と人件費だけでも大幅に軽減できる。県に1人、国に１人で充分管
理できる内容。認可事業者が集約サイトに直接入力（データ転送）すれ
ば、集約作業においても人員はゼロ。【別件】認可法人の保険執行に関
して、是正要望や問題提起をしたいがどうすれば良いか。可能であれば
窓口を教えてください。

民間会社 国土交通省

住宅購入者等の利益の保護を図るためには、建設業者及び宅地建物取引業者の瑕
疵担保責任が確実に履行されることが重要であることから、特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号）では、建設業者及び宅地建物取
引業者は、資力確保措置（保証金の供託又は保険加入）の実施状況について、引き渡
した新築住宅の戸数などの必要な情報とともに、基準日ごとに自ら所管行政庁へ届け
出ることとし、その内容を所管行政庁が確認することなどを通じて、資力確保措置の確
実かつ適切な実施を確保しています。

また、基準日における届出の受理状況につきましては、国土交通省ＨＰにおいて公表
しています。

特定住宅瑕疵担保
責任の履行の確保
等に関する法律

対応

届出義務については、制度の現状欄に記載の通りです。
なお、届出方法については、デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決

定）に基づき、届出を行う建設業者等の利便性向上及び行政事務の効率化を図るた
め、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく新築住宅の資力確
保措置に係る届出の電子化システムを整備し、2023 年度（令和５年度）を目途にオン
ラインによる届出を可能とする予定です。

また、令和３年５月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備
のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」（令和３
年法律第48号）により、基準日については３月3１日の年１回とすることとしております。

基準日における届出の受理状況につきましては、制度の現状欄に記載の通りです。

なお、住宅瑕疵担保履行制度については、国土交通省住宅局住宅生産課の所掌と
なっております。
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1198 令和3年5月26日 令和3年12月2日
車庫証明の取得方
法変更

車庫証明を1台毎に取得する方法
から、土地毎に駐車可能台数を設
定して取得し車庫IDを発行する形
に。
車の購入・入替の際はその可能台
数内であれば車庫IDに紐づけて登
録申請するより追加、入れ替えを簡
易に行えるようにする。
また、証明取得および登録申請に
おいてオンライン化することでより
簡便にする。

現行の車庫証明を1台ごとに取得する方法では以下の点に付き問題が
ある。
・1台ごとに許可を取得する取得者の手間
・1台ごとに調査期間を待たないと証明が発行されない
・1台ごとに許可申請地を調査する行政側の無駄（10台分の駐車スペー
スがある土地を、10台申請がある度、もしくは入れ替えがあるごとに調
査を繰り返えしている無駄）
・にもかかわらず、同じ土地に複数台登録できてしまう（実態として車庫
用地すでにほかの車によってつかわれているにもかかわらず証明を取
得している事例がある）
土地毎の取得に変えることで以下が実現
・申請者は1台ごとの許可取得が不要になり、手間と時間が大幅に削減
・行政は土地毎の調査を行うことができ工数が大幅に削減
・1IDの駐車可能台数を上限として登録台数を制限することで、実態に即
した運用が可能に

個人 警察庁

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号）第４条第１項の
規定により、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第４条に規定する処分、同法第
12条に規定する処分（使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。）又は同法第13条
に規定する処分（使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。）を受けようとする者
は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する自動車保管場所証明書（以下「証明
書」という。）を提出しなければならないこととされており、また、同法第６条第１項の規
定により、警察署長は、証明書を交付等したときは、保管場所標章を交付しなければ
ならないこととされていますが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」
を利用することによって、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所
証明、自動車諸税の納税）と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっております。

自動車の保管場所
の確保等に関する法
律（昭和37年法律第
145号）第４条第１項

【車庫ID】
対応不可

【オンライン
化】
現行制度下
で対応可能

御指摘の方法が必ずしも明らかではありませんが、いずれにせよ、入れ替える自動
車と旧自動車とでは、両自動車の大きさ及び形状等が異なることにより、保管場所や
周囲の道路等との関係が必ずしも同一とは言えず、また、旧自動車の保管場所の周
囲の状況、大きさ及び形状等が変更されている可能性や申請に係る場所を特定できな
くなるおそれがあることから、自動車１台ごとに保管場所の審査を行う必要があると考
えています。

なお、警察においては、複数の自動車について同一の保管場所が確保されているこ
とを証明することのないよう努めているところですが、引き続き適切な審査に努めてい
ます。

また、制度の現状欄に記載のとおり、自動車保有関係手続については、OSSを利用
することによって、各種手続と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっています。

1199 令和3年5月26日 令和3年7月7日
パスポートの申請に
ついて

パスポートの申請時に提出書類と
して戸籍謄本があるが、これはマイ
ナンバーカード があれば不要なの
ではないか。

戸籍謄本を取りに行くのが大変。 個人
法務省
外務省

旅券は渡航者の国籍及び身元を証明する文書であり、戸籍謄抄本は、申請者の国
籍保持及び身元確認のために不可欠な文書です。

旅券法第３条等 検討に着手

戸籍謄抄本は旅券（パスポート）の発給に当たり不可欠な文書ですが、令和４年度中
にマイナポータル上での旅券のオンラインによる申請を可能とし、令和６年度までに法
務省が構築する戸籍情報連携システムにより提供される戸籍電子証明書を利用した
戸籍謄抄本の添付の省略を検討します。

1200 令和3年5月26日 令和3年7月7日
年５日以上の年次
有給休暇の取得の
合理的推進

昨年度から、年５日以上の年次有
給休暇の取得が義務付けられまし
た。年5日間年休を取得するのには
労働者を守る理由があり良いことで
す。でも、そこに落とし穴も存在しま
す。それは、「時間休は計算されな
いルール」です。
常勤職員は昼から休むとか昼まで
休むは0.5日で計算できますが、6時
間の時間給パート職員の人は午前
だけ休みとか午後だけ休みの3時
間はカウントされません。午前中は
休んで午後から来ますというまじめ
な人（特に子育て真っ最中のパート
勤務している主婦）にとって不利益
を生じています。。法令改正でなく、
取扱通知だけですぐにでも改善でき
るように思います。

昨年度から、年５日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられまし
た。
年5日間年休を取得するのには労働者を守る理由があり良いことです。
でも、そこに落とし穴も存在します。それは、「時間休は計算されない
ルール」です。
常勤職員は昼から休むとか昼まで休むは0.5日で計算できますが、6時
間の時間給パート職員の人は午前だけ休みとか午後だけ休みの3時間
はカウントされません。午前中は休んで午後から来ますというまじめな人
（特に子育て真っ最中のパート勤務している主婦）にとって不利益を生じ
ています。。法令改正でなく、取扱通知だけですぐにでも改善できるよう
に思います。

個人 厚生労働省

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）
により労働基準法（昭和22年法律第49号）が改正され、年10日以上の年次有給休暇が
付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち５日については、使用者が時
季を指定して取得させることが義務づけられました。

なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなら
ず、労働者が自ら請求し取得した場合にも、その時間分を５日から控除することはでき
ません。

労働基準法第39条
第７項・第８項

その他

時間単位年休については、「規制改革実施計画」（令和元年６月21日閣議決定）にお
いて、取得日数など利用の実態を調査する等の現状把握を行った上で、年休の時間
単位取得の有効な活用の在り方について検討するとされており、今後、有効な活用の
在り方について検討してまいります。

1201 令和3年5月26日 令和3年6月16日

建築確認申請書類
他の押印廃止並び
に完全デジタル申請
化

建築確認申請等の書類に加え、申
請書面の建築士名横にも押印が必
要ですが、それらを全て廃止する。
また、申請において正副ともに、紙
ベースでの申請が必要ですが、そ
れをデジタル申請のみとし、デジタ
ルベースでのデータ保存も可能に
する

デジタル化を阻む要因として、各図面への押印が必要なことがあげられ
ます。
これを廃止することにより、デジタル申請への足掛かりとします。
申請を書類図面共に完全デジタル化することにより、以下が可能になり
ます。
申請時の移動、印刷減による、時間、紙等の削減。
デジタルベースにより、過去物件資料保存の完全デジタル化可能。

個人 国土交通省
建築基準法で規定する、民間主体から提出される申請書類の押印は令和2年度に廃

止しました。また、確認申請については電子申請が可能であり、申請書類のデータで
の保存も可能です。

建築基準法第6条
建築基準法施行規
則第1条の３
デジタル手続法第6
条等

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1202 令和3年5月27日 令和3年8月18日
行政書士及び司法
書士に関する職印
の押印義務の廃止

行政書士は、紙の文書（領収証を
含む。）を作成した場合、職印の押
印義務が定められている。
ところが、電子文書の場合は、これ
らの規制は全く無い。
そこで、次の２点を提案する。
１．職印の押印義務を廃止する。
２．職印の届出義務を行政書士会
連合会の判断に委ねるのではなく、
省令改正により廃止する。

行政書士法施行規則第９条第２項及び第１０条及び司法書士法施行規
則第２８条第１項及び第２９条第１項によって、行政書士と司法書士が
紙の文書（領収証含む。）を作成した場合、職印を用いた記名押印義務
が定められている。
ところが、紙の領収証については、国税庁は押印がないレシートでも差
し支えないとしている。
しかも、特に行政書士の場合、この規制は紙の文書に限られ、PDFなど
の電子文書については、電子署名などの押印義務は存在しない。
そこで、省令による紙の文書への押印義務については、廃止することを
提案する。
次に、行政書士法施行規則第１１条及び司法書士法施行規則第２１条
によって、職印を定めることとされているが、この規定に定める行政書士
会連合会の会則によって、職印の届出が義務づけられている。
しかしながら、行政による印鑑証明が発行されるわけでもなく、さしたる
意味もないので、商業登記法第２０条に定める代表者印の届出につい
ても見直しがされていることを踏まえて、総務省の省令改正によって届
出義務を廃止するべきである。

個人
総務省
法務省

【総務省】
行政書士法施行規則（昭和26年総理府令第５号）第９条第２項の規定により、「行政

書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない」こととされており、同規
則第11条の規定により、「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところ
により、業務上使用する職印を定めなければならない」こととされています。

また、日本行政書士会連合会会則第81条第２項の規定により、行政書士は、単位会
の会員となった後、直ちに、職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しな
ければならない」こととされています。

【法務省】
司法書士法施行規則第２８条第１項により、司法書士は、その作成した書類（司法書

士法第３条第１項第６号及び第７号に規定する業務に関するものを除く。）の末尾又は
欄外に記名し、職印を押さなければならないとされています。また、同条第２項により、
司法書士は、その作成した電磁的記録に職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名を行
わなければならないとされています。

【総務省】
行政書士法施行規
則第９条第２項、第
11条

【法務省】
司法書士法施行規
則第28条
第１項及び第２項

【総務省】
その他

【法務省】
対応不可

【総務省】
行政書士の職印の押印については、申請者の本人確認や申請意思の真正担保及び

行政書士が作成した書類であることの真正担保について、一定の機能を果たしており
ます。実際に、個々の行政書士の業務依頼者関係先から都道府県行政書士会に対
し、書類に押印された職印が当該行政書士の職印として提出されたものであることを
証明する依頼が行われ、同会は「証明書」を発行しているところであり、職印は、行政
に関する手続の円滑な実施に寄与しているものと承知しています。

御提案のことについては、こうした現行制度の意義を踏まえ、実際に業務を行う行政
書士（日本行政書士会連合会）の意見や他の士業の対応状況を十分に踏まえた上で
判断してまいります。

【法務省】
司法書士の職印は、登記の申請等の代理を業とすることができる代理人であること

を証する上で信頼性の高い資料として活用されており、このような規制を維持すること
には、なお合理性があるものと考えます。

例えば、不動産登記法第２３条第４項第１号では、登記の申請の代理を業とすること
ができる代理人による申請の特例的な取扱いを定めていますが、この特例を受けるた
めには、不動産登記規則第７２条第３項により登記の申請の代理を業とすることができ
る代理人であることを証する情報を提供する必要があります。

そして、その場合、司法書士会が発行する職印に関する証明書を提供することによ
り、登記の申請の代理を業とすることができる代理人であることを確実に証することが
できます。

このように職印は、司法書士が業務を行う上で必要なものとなっており、上記のとおり
合理性があるものと考えられます。

1203 令和3年5月26日 令和3年6月16日
建設業法の専任技
術者の常駐義務を
緩和

建設業の許可をうけるには専任技
術者の登録が必要ですが、建設業
法では、営業所での常駐が義務と
なっています。請負契約の適正な
履行が目的ですが、一人親方や少
人数の業者の場合、営業所での常
駐義務があると遠くの現場を請け
負いできません。建設業の規模に
応じてこの義務を緩和してほしいと
思います。

東日本大震災以降、営業所常駐の専任技術士を除く監理技術者や主
任技術者については、いろいろと緩和されてきました。
しかし、営業所常駐の専任技術者は相変わらず、営業所から10km以内
の現場しかゆくことができません。請負金額3500万円以下であればよい
かというと、管轄官庁に問い合わせたところ、目的が契約関係ですの
で、常駐義務があるとのことでした。
これによると、葛飾区で建設業の許可を得た一人親方は、八王子市で
の仕事を請け負うことができません。契約関係で問題が起きても、メー
ルや携帯電話でいつでも対応可能なのにです。
所轄官庁に聞くと、別にもう一人雇うしかないとのこと。それでは一人親
方にはなりません。一人親方を認める以上その就業の機会を合法的に
は失わせるのはいかがなものかと思います。建設業法は発注者の保護
を目的としていますので、せめて発注者が認めた場合は常駐義務を解く
などの文言があってしかるべきと思いますが、それもありません。また、
専任技術者の要件は、一般の法律家などでは就任できないことになって
います。
同様に、3人の事業所も、せっかく請け負いできても営業所を離れられな
いと10kmを超える現場ですと実質2人しか働けないことになります。
そして、労災保険、雇用保険、健康保険など、一人親方や家族経営の事
業所の形態は建築現場の安全管理や施工体系を煩雑にしています。
実際は、法的には違法ですが、メールや携帯での対応ができるので、現
場に出かけているというのが実情だと思います。
とにかく、法を守ると機会の損失となってしまう、専任技術者の常駐の項
目は修正を希望します。

個人 国土交通省

○ 建設業法においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護するこ
とを目的に、請負契約締結の拠点となる営業所毎に専任の技術者を置くことを求めて
います。
○ また、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場と
営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、
営業所専任技術者が当該建設工事の現場における主任技術者等を兼務することも可
能としています。
○ 営業所専任技術者については、昨年４月に通知を発出し、業務時間内において常
時連絡を取ることができるなど、本店や営業所等で職務に従事している場合と同等の
業務を遂行できる環境にある場合には、テレワークにより職務を行うことを可能とした
ところです。

建設業法第７条第２
号

検討を予定
営業所専任技術者や建設工事の現場における主任技術者等が担う役割に留意しな

がら、ICT技術の進展も踏まえ、業界とも連携して、テレワークの導入による業務の効
率化について、検討してまいります。

◎

1204 令和3年5月26日 令和3年7月7日
育児休業について
の謎

医療従事者の夫が育児休業を取得
しようとしたら、職場からその資格を
持ってる人がいないのできれば週
一出勤可能か聞かれる。夫と私は
ハローワークに何度も確認し10日
以上80時間以内なら働いても大丈
夫と言われたので職場に可能と返
答。後日職場の社労士からそれは
違法と言われる。労働局雇用均等
部に確認すると災害などの緊急の
場合でない限り週一で働くのは違
法と言われる。そもそもハローワー
クは雇用保険法。労働局は介護育
児休業法。法律が違うので解釈が
違うと言われる。この時点で意味不
明。じゃーどうしろと？職場は社労
士の意見を聞き、働けると言った夫
は迷惑をかける立場に。退職も視
野に現在話し合い中。

こっちではOK あっちではNG ...男性が育児休業を取るだけでもハードル
は高いのに意味がわからない。労働局の方を重視するならハローワー
クの雇用保険法は意味あるの？一般人は基本的に法律の素人。一本
化をしてほしい。
休業中の人の代わりを見つけ円滑に会社が回るようにするのが雇用側
の勤めと言うが、働き盛りの年代に短期の限定仕事に喜んで募集してく
る人は少ない。例えば2週間しかいない人に仕事を教えるのに意味はあ
るのか？すぐに休業中の人の代わりになるぐらい業務内容をこなせるの
か？上記を考えると意味はないし、すぐ即戦力になる人材なんてなかな
か巡りあわない。
だったら週1、2ぐらいなら働きにでても赤ちゃんを育てるのに問題はない
場合は、育児休業中働いても良いようにしてくれると家計も会社も助か
る。働けば給付金額の80％まではもらえるし。なにより職場にちょこちょ
こ携わることで職場復帰もしやすいし長期の育児休業をしやすくなると
思う。
中小企業だと特に、少しだけも働けるようになれば会社も取得する側も
交渉しやすく助かると思う。

個人 厚生労働省

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３
年法律第76号)では、育児休業中に就業することは想定されておりません。

一方で、労使の話合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時
的にその事業主の下で就業することは可能です。

この場合、就業が月10日（10日を超える場合は80時間）以下であれば、雇用保険法
（昭和49年法律第116号）に基づき育児休業給付金が支給されます。

育児休業、介護休業
等育児又は家族介
護を行う労働者の福
祉に関する法律(平
成３年法律第76号)
雇用保険法（昭和49
年法律第116号）

対応不可

育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度
であり、休業期間中に就業することは想定されておらず、恒常的・定期的に就業する場
合は、育児休業をしていることにはなりません。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1205 令和3年5月26日 令和3年6月16日
日本人の２重国籍に
ついて

日本で生まれ、日本国籍を有してい
る人で、海外で外国籍を取得した人
に２重国籍を認めてほしいです。

やはり、日本人なので実家も日本にありますし、国籍を一つにして、日本
の国籍を捨てないといけないというのは今の時代無理があります。外国
から日本へ入る時も、外国籍の列にならばないといけないし、なにより日
本の家族、親族と隔てられてしまうのが一番嫌です。

個人 法務省 番号1039の回答をご参照ください。

1206 令和3年5月26日 令和3年7月7日 漢方薬に関して

現状医療用医薬品にしか無い漢方
処方を登録販売者でも扱えるように
して貰いたい。
また、製薬会社側が同一処方を医
療用で認可を取っている場合、簡単
な手続きで一般用の登録も行える
ようにして貰いたい。

現在医薬品は大きく分けて医療用医薬品と一般用医薬品に分けられ、
一般用医薬品は更に要指導医薬品、一類、二類、三類に分けられま
す。医療用医薬品は医師または薬剤師しか扱えず、一般用医薬品は要
指導医薬品と一類医薬品は薬剤師のみ、二類と三類は薬剤師と登録販
売者が販売する事が出来ます。
制度の趣旨としては危険性が高い物は医師または薬剤師、比較的低い
物は登録販売者でも扱えるようにという事ですが、漢方薬に関しては危
険性が低くても医療用医薬品に括られると登録販売者では扱う事が出
来ません。
これを改善し、医療用医薬品にしか無い処方も登録販売者が扱う道を
開いて頂きたいです。
現在登録販売者として医薬品販売業を行っていますが、使いたい処方
が医療用の漢方薬にしか無い事が多々あり、また製薬会社の方に『一
般用で売り出せないのか』と尋ねた所、『治験から始めないといけないた
め一処方当たり1億円近い費用がかかり、漢方薬自体の売上を考えたら
現実的ではない』との回答でした。
既に医療用医薬品として数十年間広く使われ、また副作用等のデータも
それなりに出揃っているのに、医師以外が扱えないようにする必要性が
あるのでしょうか。
歴史的に長く使われていて重大事故も起きていない処方であれば、販売
者は有資格者である以上、簡単な手続きで一般用でも販売出来るように
してもそれ程大きな問題は無いと考えます。
また、こういった既存の医薬品を重複して審査するために必要な手間が
減れば、その分新薬の審査もより迅速に行えるようになるのではないで
しょうか。
ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

個人 厚生労働省

医療用医薬品は、医師の診断・処方を前提に承認された医薬品であり、医師の診
断・処方を要さない要指導・一般用医薬品として承認するためには、有効性及び安全
性、適正使用、使用者への情報提供等の観点から、要指導・一般用としての妥当性・
適切性を審査し、確認する必要があります。そのため、医療用医薬品を登録販売者が
販売又は授与することはできません。

医療用医薬品を要指導・一般用医薬品として製造販売するために承認申請する場
合、医療用医薬品と同じ用法・用量、効能・効果等であれば医療用医薬品の申請時に
実施した臨床試験成績等により要指導・一般用医薬品としての有効性及び安全性が
説明できることから、通常、追加の臨床試験の実施を要しません。

ただし、医療用医薬品と異なる用法・用量や配合剤（医療用医薬品に配合されている
有効成分に他の有効成分を配合した製剤）にした場合等において、医療用医薬品の申
請時に実施した臨床試験成績等では当該変更に伴う有効性及び安全性を示すことが
できない場合には、追加の臨床試験成績に関する資料が必要となることもあります。

また、一般用医薬品漢方製剤製造販売承認基準を策定しており、承認基準に規定さ
れた294処方の漢方製剤を承認申請する場合には、臨床試験成績に関する資料は不
要です。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第14条、第
9条の2、第36条の9
医薬品の承認申請に
ついて（平成26年11
月21日付け薬食発
1121第2号厚生労働
省医薬食品局長通
知）
要指導・一般用医薬
品の承認申請区分
及び添付資料に関す
る質疑応答集（Q&A）
について（平成28年6
月24日付け事務連
絡）
一般用漢方製剤製
造販売承認基準につ
いて（平成29年3月28
日付け薬生発0328第
1号厚生労働省医
薬・生活衛生局長通
知）

対応不可
及び
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載しましたとおり、要指導・一般用医薬品としての妥当性・適切性
が確認されていない医療用医薬品を登録販売者が販売又は授与することは認められ
ません。

また、医療用医薬品として承認を得ている医薬品を要指導・一般用医薬品として承認
申請する場合、一律に臨床試験成績の添付を必要としておらず、申請される内容によ
り必要な臨床試験成績に関する資料の提出を求めています。

◎

1207 令和3年5月26日 令和3年6月16日

弁護士法5条所定の
弁護士資格認定制
度に関する規制緩
和の提案

司法試験に合格後、専念義務のあ
る司法修習に1年行った後、法曹資
格を取得できることとなっているが、
専念義務のある司法修習は、社会
人等職業をもっている人は参加しず
らいという難点があり、弁護士法5
条には、例外として司法試験に合
格後、司法修習の代替として、企業
法務部等法律関係事務に7年勤め
たら、それをもって司法修習の代替
とみなす、という制度があります。し
かし7年は余りに長い。そもそも7年
である根拠も乏しい。これを大胆
に、1年ないし2年程度に規制緩和
する改正を行う、という提案。

http://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00004.html
上記法務省のサイトに、弁護士法5条に基づく弁護士資格認定制度の説
明がある。
法科大学院制度は、法学部上がりの法律家ではなく、社会人を法曹界
に多く取り込もうという制度であり、弁護士法5条に基づく弁護士資格認
定制度も、専念義務のある司法修習では社会人は参加できない事情を
考慮してその際設けられた制度である。
しかしながら当時、給費制に基づく司法修習を維持したい日弁連はこれ
に反発して、結果、企業法務部等における勤務をもって司法修習の代替
とみなすその期間は、なんと、「7年」というとんでもなく長期間となってし
まった。これでは事実上この制度を用いて弁護士になろう、という社会人
は現れない。
その結果、社会人の法曹志望は法科大学院が始まった頃に比べてどん
どん減少するという傾向にある。
この制度の活用が広がれば、司法修習生に対する給費を減らす効果も
あって、予算の節減効果もある。
そもそも「7年」には根拠がない。司法修習自体、大したことは今はしてい
ない。
企業法務部での勤務のようなよほどの体験ができる。
この制度を活用すべくこの「7年」を大胆に規制緩和すべきである。
1年ないし2年で十分である。
そうなれば再び社会人の法曹志望も増えるし、司法修習生の給費も減
らして、税金の使用を減らす効果もある。
以上が提案の理由である。

個人 法務省

現行の弁護士法5条に基づく弁護士資格認定制度では，「司法修習生となる資格を
得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて弁護士法5条2号に掲げる事務の
いずれかを処理する職務に従事した期間が通算して７年以上」に該当すると法務大臣
が判断した者で，その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研
修であって法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は，司法修習生の
修習を終えていなくても，弁護士となる資格を有することを認めています。

弁護士法第5条第2
号

対応不可

弁護士法５条２号の特例は，弁護士が果たす役割が増大する中で，司法修習を終え
た者のみならず，社会の様々な分野・場面で法律に関する実務経験を経て高度の専門
的能力を備えた者にも弁護士となる資格を付与して，多様な経歴・背景を有する層の
厚い弁護士を確保することによって，国民の多様な法律サービスの要請に応えるもの
です。

この趣旨・目的に鑑み，実務経験期間として，経験要件に応じて５年から７年という要
件を設けているものです。

この実務経験期間をごく短期間のものとすべきとのご提案は，上記の制度趣旨・目的
に適うものとは言い難いため，ご提案に沿った制度改正を行うことは困難です。

1208 令和3年7月20日 令和3年9月10日
バイクの登録手続き
について

現在、125cc以下と超える二輪車に
おいて登録手続きの窓口が市役所
と運輸支局に分かれているため、
125ccを超える登録も市役所、車検
は運輸支局に分けるべきだ。

新車の場合、登録のためだけに、都道府県に数カ所しかない運輸支局
に出向くのは大変不便である。
そこで、新車の場合自動車メーカーから発行される完成検査終了証を
市役所に提出すれば、ナンバープレートを交付出来るようにする。
そうすれば、効率よく登録作業を行うことが出来る。

個人
総務省
財務省
国土交通省

ご提案は、「二輪の軽自動車」（エンジンの総排気量が125cc超～250cc以下のもの）
に係る使用の届出等の手続きに関するものと理解いたします。

道路運送車両法においては、車両が保安基準に適合するよう、車両の大きさ・出力
に基づく区分に応じ、段階的に、自動車の検査や点検・整備等の各種措置を講じること
としております。

その中で、「二輪の軽自動車」については、より大型の「二輪の小型自動車」（エンジ
ンの総排気量が250cc超のもの）や「四輪車」のような「自動車の検査」までは課されな
いものの、より小型の「原動機付自転車」（エンジンの総排気量が125cc以下の二輪車
等）と異なり、国土交通省において、保安基準に適合していない場合に「使用者への整
備命令」や「自動車メーカーによるリコール」等の措置を講じております。

これらの措置を全国規模で効率的に実施するには、車両の使用の実態について一
元的に把握する必要があるため、運輸支局等へ届出手続きを行っていただくこととして
おります。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185
号）第97条の３第１項

対応不可

制度の現状欄に記載のとおり、「使用者への整備命令」や「自動車メーカーによるリ
コール」等の二輪の軽自動車に係る措置を全国に渡り、統一的・効率的に実施するた
めには、車両の使用の実態について国土交通省で一元的に管理する必要がありま
す。

そのため、運輸支局等における届出手続きが必要となっておりますので、ご理解いた
だきますようお願いいたします。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1209 令和3年5月26日 令和3年6月16日
永住許可申請に関
して

永住許可申請を厳格化するのでは
なく、逆に緩和してほしい。
現状の仕組みが外国人を人間扱い
していない。
また永住外国人の場合は入国審査
時の指紋採取も免除してほしい。

過去に安倍前総理は『永住権取得までの在留期間を世界最短とする』と
発言したそうですが、現実では全くそんな事は無く、また永住許可が下り
る割合は審査が厳格化され年々下がる一方との事です。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HP8_Z10C16A4000000/
https://continental-immigration.com/permanent-residency/approval-
rate/
優秀な外国人を世界中で取り合っている中で日本はその流れに逆行し
ており、また審査内容も外国人を一切尊重しておらず、現在では家の中
の写真まで要件として求めています。
果たしてそこまでする必要性があるのでしょうか。
外国人を同じ人間だと思っていないのではないでしょうか。
『これをされたら嫌だろう』を逆に積極的にやっているとしか感じられませ
ん。
日本で家を購入して普通に家族で暮らしているのに、それでも永住許可
申請が却下される方も大勢いるそうです。
審査内容が不透明で、また結果が出るまでに一年近くかかるのもどうか
と思います。
ビザ更新の度に様々な書類を要求され、また入管まで行く手間もかか
り、その上ビザ更新の費用もかかります。
そんなお金があるなら子供たちのために使いたいです。
無駄な規制を増やすのではなく、もう少し相手を尊重して規制を緩和し
て頂きたいです。
また永住許可を取得出来たとしても、入国の際には毎回指紋の採取を
求められます。
合法滞在者にまで入国の度に指紋を採取している国が一体どれだけあ
るのでしょうか。
以上、宜しくお願いします。

個人 法務省

日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日閣議決定）において、高度外国人材の永住
許可申請に要する在留期間を５年から大幅に短縮する世界最速級の「日本版高度外
国人材グリーンカード」を創設することが盛り込まれたことを受け、平成２９年４月２６日
に「永住許可に関するガイドライン」の改定を行っており、高度外国人材に係る永住許
可申請に要する在留期間については、それまでの５年を大幅に短縮し、最短１年で永
住許可を取得可能となっております。また、永住許可申請に係る必要書類につきまして
は、出入国在留管理庁ホームページにおいて公開しておりますが、家の中の写真は必
要書類としておりません。なお、永住許可申請の標準処理期間については４か月間と
しています（出入国在留管理庁ホームページにおいて案内しています。）。

また、出入国管理及び難民認定法第６条第２項において、本邦に上陸しようとする外
国人はその者が上陸しようとする出入国港において、上陸の申請をし、上陸のための
審査を受けなければならない旨規定されており、同条第３項において、上陸のための
申請をしようとする外国人は、同項各号のいずれかに該当しない限り、入国審査官に
対し個人識別情報（指紋、写真等）を提供しなければならないと規定されています。同
項の規定により、「永住者」の在留資格で本邦に在留している方であっても、上陸のた
めの審査の際に個人識別情報を提供する必要があります。

（前段）出入国管理
及び難民認定法第２
２条
（後段）出入国管理
及び難民認定法６条

（前段）その
他
（後段）対応
不可

制度の現状欄に記載のとおり、平成２９年に永住許可に要する本邦在留期間につい
ては高度外国人材を対象に緩和するなど、永住許可の在り方については、随時見直し
を実施しており、今後も必要に応じて検討を行ってまいります。

なお、必要書類については、昨年１１月以降も随時ホームページの記載を明確化し、
何を提出すべきかわかりやすく整理して公開するようにしているところですが、今後も
必要に応じて、わかりやすい案内ができるよう、随時内容を更新してまいります。

また、出入国在留管理庁としては、指紋・顔写真といった個人識別情報を活用し、当
庁の保有する要注意人物リストとの照合を徹底することなどにより、上陸を拒否すべき
外国人の上陸を阻止しているところです。「永住者」の在留資格で在留している方で
あっても、こういった取り組みにより本邦への上陸を拒否されることもあり得ます。以上
のことから、「永住者」の在留資格で在留している方であっても上陸のための申請の際
に個人識別情報の提供が必要となります。

1210 令和3年5月26日 令和3年6月16日
鍼灸師の資格に関
して

鍼灸師は現状はり師ときゅう師に分
かれているが、それを統合して一つ
の資格にして貰いたい。

はり師ときゅう師は二つの資格に分かれていますが、
鍼灸学校を卒業する事で国家試験の受験資格が得られ、
国家試験を合格する事でそれぞれの資格が得られます。
しかし実際は国家試験の問題も最後の10問以外は共通で、
同時に受験が出来てほぼ同時に合格するという稀有な資格になってい
ます。（時々はり師のみ、またはきゅう師のみ合格する人が出ています
が・・・。）
資格が別々に分かれているため受験料や免許の登録料がそれぞれに
必要で、また管理する厚労省でも資格が分かれている事により余計な手
間が生まれているのではないでしょうか。
以前厚労省のパブリックコメントにも同じ事を書き込んだ事があるのです
が、その時の返答は『はり師ときゅう師は業務内容が全く別々なため、別
の資格として存続するのが適当と考えます』との事でした。
しかし、それを言ったら医師免許や看護師免許も外科と内科で分けるべ
きではないでしょうか。
現状維持したいお役所の都合としか思えません。
これらの資格を統合する事で余計な手続きや費用を減らせば、他の資
格でも統廃合するためのモデルケースになるのではないでしょうか。
ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

個人 厚生労働省

はり師は一定の経穴又は皮膚の一定点にはりをもって施術を行うものであり、きゆう
師は「もぐさ」等を使って経穴に熱刺激を与える施術を行うものであって施術内容は同
一ではありません。

また、教育内容については、「基礎はり学」「基礎きゆう学」「臨床はり学」「臨床きゆう
学」「社会はり学」「社会きゆう学」と個別の区分を設け、はり師を取得するためには88
単位以上、きゆう師を取得するためには86単位以上、はり師及びきゆう師を同時に取
得する際には94単位以上の履修を必要と、国家試験出題基準についても同様に個別
の区分を設けていることから別の資格として取り扱うことが妥当と考えております。

あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律及
びあん摩マッサージ
指圧師、はり師及び
きゆう師に係る学校
養成施設認定規則

対応不可 制度の現状欄に記載の通りです。

1211 令和3年5月26日 令和3年6月16日
税理士試験の科目
合格を活かせる道を
作るべき

税理士が行っている「相続税・贈与
税」と「消費税及び地方消費税」に
ついて、税理士試験の「相続税」や
「消費税」の試験に合格している者
が出来る様にすべき。

税理士登録者の半数が試験免除者であり、大学院制度や公認会計士
並びに弁護士、税務署特権を使って税理士する者が殆どであり、税理
士試験の受験者数が著しく減少している。難しい試験ですが、それ相当
の勉強をしなければ合格どころから試験を受験するレベルに至らない
事。
こういった試験に合格した者は５科目合格するまでの道のりは長く、試
験免除者が税理士となる事務所で労働する事になる。すなわち、相続税
や消費税の合格者が労働者となり、その最終確認者が相続税や消費税
の試験に合格しておらず、確認能力がない無知な税理士登録者が印鑑
を押して申告。何の為に税法の試験があるのか。特に細かい知識が要
求される消費税や、特殊な業務になる相続税・贈与税については、税理
士登録とは別として、試験合格者に納税理に係る代理資格を付与すべ
きである。専門的な知識を有する者が納税者の直接的な相談役になれ
ず、科目合格していない者に税務依頼して申告させる制度はおかしい。
ここ数年前に公認会計士と税理士で税理士登録で争っていたが、公認
会計士側の言い分がそれになっている筈。現在の制度では、税務を勉
強して社会に貢献しようと言う仕組みではない。相続税や消費税に合格
していない税理士登録者は、相続税や消費税の試験を受けさせる機会
を設けて合格しなければ代理申告が出来ないようにすべきである。

個人 財務省

税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを
判定することを目的として行うものであり、当該試験に合格した場合、税理士となる資
格を有することとなります。

税理士試験においては、一定の資格のある者に対しては、その資格に基づき、また、
一定の職業、事務に相当年数以上従事している者に対しては、その経験に基づき、税
理士となるために必要な学識及び応用能力を十分有していると認められる場合には、
申請によりそれぞれの専門分野に関係する科目の試験を免除することとされていま
す。

税理士法第３条、８
条
税理士法施行令第６
条

事実誤認

税理士試験に合格するためには、税法に属する科目のうち選択する３科目及び会計
学に属する２科目の計５科目について合格点に達すること等が必要となりますが、これ
らの５科目について合格点に達する程度以上の学識及びその応用能力を有している
者についても、税務に関する専門家として、納税義務の適切な実現を図ることができる
ものと考えています。

360



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1212 令和3年5月26日 令和3年6月16日
郵貯口座の廃止届
に認印は不要では

郵貯の口座廃止に伴い、提出する
様式に押印は不要。

先日、預貯金通帳の整理をしていて、しばらく使っていない郵貯の通帳
を発見。マイナンバーカードも持参して郵便局に通帳を持っていき、口座
廃止の手続きしようとしたところ、様式に印鑑を押すよう言われました。
口座開設ならまだしも、口座を廃止するのに押印は不要であり、本人確
認できるものを提示できればよいのでは。

個人 金融庁 銀行口座の解約時に押印を求める銀行法等による規制はありません。 なし その他

銀行口座解約の手続における押印については、「制度の現状」欄の通り、法令等の
規制によるものではなく、各金融機関の経営判断によるものとなっております。

一方で、金融分野における手続の電子化を促すために設置した「金融業界における
書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」においても、例えば、全国銀行協会が
書面・押印・対面手続の見直しに取り組む旨を発表しているところ、金融庁としてもこう
した金融機関における書面・押印・対面手続の見直しが進むよう促してまいります。

1213 令和3年5月26日 令和3年6月16日

公立保育所等から
企業への社員情報
証明依頼において、
電子証明を可能とす
ることを義務化する
こと

国においては、デジタルガバメント
の推進のため「押印についての
Q&A」を示すなど、押印の見直しを
積極的に行っていると受け止めて
います。
しかし、企業の人事部では官-民の
手続きの内、社員を通じて保育所
や福祉事務所等から大量に求めら
れる「社員の就業状況の証明依頼」
への対応のため、押印手続きがなく
せず、結果人事部員のテレワーク
推進ができない等の課題に直面し
ています。
たしかに、証明書においては、押印
の機能の内、本人確認の機能が重
要であることは理解いたします。
ついては、保育所や福祉事務所等
から企業へ社員情報の証明を求め
る際には押印に代えて電子証明に
よるものの受け入れを義務とするこ
とをご提案いたします。

【主な就業状況証明書の発行依頼者】
・地方自治体
・地方自治体の福祉事務所
・地方自治体のこども課
・公立の保育園、幼稚園
・放課後児童クラブ

【提案の効果】
・官民双方の事務効率化
・テレワーク阻害要因の除去
  

個人
内閣府
厚生労働省

番号519番の回答をご参照ください。

1214 令和3年5月26日
すべての国家資格
試験等の申し込みを
電子化して頂きたい

早急に各種の国家試験受験申込
方法を電子化（ネットでの受験申
込）をして頂きたい。

私が知る限りでは、「行政書士試験」の申し込みはネットで受験申し込み
が可能であり、受験料の支払いも各種クレジットカードにより可能であ
る。
よって、他の国家試験受験申し込みも電子化を行う事は、可能であり、
問題は無いと考えます。
早急に、司法試験、司法書士試験等の受験申し込みの電子化を行って
いただければ、受験申込者の負担も軽減し、事務処理を行う側の事務
処理も簡便になると思います。

個人

デジタル庁
内閣官房
総務省
警察庁
金融庁
消費者庁
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

調整中
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1215 令和3年5月26日 令和3年6月16日

戸籍などの各種証
明を各市区町村に
郵送で請求する場
合の交付手数料納
付方法の多様化に
ついて

戸籍や住民票等の証明を各市区町
村に郵送で請求する場合、各証明
の交付手数料の納付方法は、ほぼ
全ての市区町村でゆうちょ銀行の
定額小為替を用いることとされてい
る。これを定額小為替以外の方法
によっても納付できるようにしてもら
いたい。

住民票等の証明の交付手数料の納付方法は少額であり、郵送で請求
する場合は請求書と同封できる定額小為替が便利である。
特に郵政民営化前は、定額小為替の発行手数料は１枚１０円と割安で
あったため、市区町村および請求者ともに定額小為替を利用するメリット
が大きかった。各市区町村が定額小為替に限定しているのはこの名残
と考えられる。
しかし、民営化後は市区町村における交付手数料は１枚１００円となり
割安感はない。また、定額小為替の入手方法はゆうちょ銀行窓口へ行
かなければならず、収入印紙のように購入窓口の種類が多いわけでも
なく、購入日時もゆうちょ銀行窓口が空いている平日の時間に限定され
ている。
さらに、現金納付方法としては電子マネーを含め様々な方法が考えられ
るようになってきた。
そうすると、定額小為替のみ納入方法とすることは、現代においては便
利とまではいえない（一部現金書留を扱う自治体もあるが、手数料や窓
口対応を考慮すると利便性が高いとは言えない）。また、ゆうちょ銀行以
外の民間企業の参入により、新たなサービスの開発も見込まれる。
よって、郵送における証明交付手数料の納付方法について定額小為替
以外の方法を検討・採用するよう国より各地方自治体へ要請をしてもら
いたい。

個人 法務省 番号308番の回答をご参照ください。

1216 令和3年5月26日
マイナンバー書き換
えの円滑化要望

引っ越しに伴う転籍時にマイナン
バーカード書換を円滑に行えるよう
に改善をお願いします。

転入先でマイナンバーカードの変更を依頼した際に、「翌日以降でなけ
ればマイナンバーカードの変更はできない」と言われました。
当該自治体は役所本庁以外での転入手続きはできず、また、マイナン
バーカードについても同様に本庁のみの取り扱いでした。
しかし居住地より本庁までは車で往復1時間の位置であり、翌日以降に
再度1時間の交通コストをかけなければなりませんでした。
理由として総務省のシステムレスポンスとのことですが、マイナンバー
カードを保有していなければこのような無用なコストを掛ける必要はあり
ませんでした。
総務省はマイナンバーカードを普及させたいのでしょうか、それとも衰退
させたいのでしょうか。
転勤が多いとマイナンバーカードを持っている場合、最低2日（14日以内
に必須）用意しなければマイナンバーカードの効力が失効することになり
ます。

個人 総務省 未回答

1217 令和3年5月26日 令和3年12月2日
住所変更手続の簡
素化（運転免許、車
庫証明、車検証）

引越で自動車関係の住所変更手続
きの際、所轄の警察署で(1)運転免
許証と(2)車庫証明の変更を行い、
その後、陸運局で(3)車検証の住所
変更、(4)自動車税事務所必要とな
る。
警察署、陸運支局、自動車税事務
所とも平日の開庁時間しか受け付
けておらず、しかも警察署と陸運支
局が離れているため、会社を休ん
で、市役所での住民票及びマイナ
ンバーの住所変更に加えて、一日
でこれらを全て完了することは難し
く、数日の休暇取得が必要となる。
手続の一本化又はオンラインでの
手続を導入してほしい。

複数回の休暇取得による逸失利益の縮小、手続に並ぶ行列による密の
発生の緩和、移動や手続にかかる時間的、経費的コストの削減、事務
量の削減による行政コストの削減などが期待できる。

個人

内閣官房
デジタル庁
警察庁
総務省
国土交通省

自動車保有関係手続については、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、
保管場所証明、自動車諸税の手続）が必要となっており、「自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス（OSS）」を利用することによって、これらの手続と税・手数料の納付
をインターネット上で、一括して行うことが可能となっております。

運転免許関係手続については、運転免許を受けた者が、住所に変更を生じたとき
は、市区町村における手続とは別に、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員
会に届け出て、変更に係る事項の記載を受ける必要があります。

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律施行令
（平成15年政令第27
号）第５条、道路交通
法（昭和35年法律第
105号）第94条第１項
等

検討を予定

制度の現状に記載のとおり、自動車保有関係手続については、引越しの場合も含
め、OSSを利用することによって、各種手続（検査登録、保管場所証明、自動車諸税の
手続）をインターネット上で、一括して行うことが可能となっております。

また、運転免許関係手続については、現在、運転免許証の情報をマイナンバーカード
のＩＣチップに登録し、運転免許証とマイナンバーカードを一体化する方向性で検討を
進めており、一体化したカードを活用して、住所変更等の手続のワンストップ化等をし
たいと考えております。システム連携の在り方等の具体的な部分については、今後、関
係機関と調整していきたいと考えております。
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1218 令和3年5月26日 令和3年6月16日
教員免許更新制の
廃止

教員免許の更新制度を廃止し、不
祥事などによる失効以外は、永久
的に効力があるものとしていただき
たい。

１０年以上前から教員が教員を続けるためには、自費による研修を受け
る必要があります。しかし、その研修のほとんどは教員の力量向上に
なっていません。そのため、金銭的にも時間的にもたいへんな無駄に
なっております。さらに、この免許更新を避けるため、定年まであと少し
の教師が早期退職をするという事態が起こっています。これは学校に
とっても大きな損失です。再任用教員の雇用数も減ってしまいます。未
来ある子どもたちのためにも、教員免許更新制の即時撤廃を求めます。

個人 文部科学省

教員免許更新制は、教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の
知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と
信頼を得ることを目的として、平成２１年４月から導入した制度であり、概要としては以
下のとおりです。
○２年間で３０時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に申
請して手続を行うことが必要。
○平成２１年３月３１日までに授与された免許状（旧免許状）：有効期間なし
・現職教員には、１０年ごとに免許状更新講習を受講する義務があり、受講しない場合
には免許状は失効する。
・現職教員ではない者が所定の期限を過ぎた場合には、免許状更新講習を受講した後
でなければ教育職員になることはできない。
○平成２１年４月１日以降に授与された免許状（新免許状）：有効期間１０年更新手続
を行わないまま有効期間を経過すると失効する。
なお、例年約９万人が免許状を更新しています。

教育職員免許法 検討に着手

教員免許更新制については、これまでの中央教育審議会における包括的な検証の
中で、教師の資質能力の確保を図るとともに、教師や管理職等の負担が軽減され、教
師の確保を妨げないことが並立できるよう抜本的な検討が必要であるとされています。

これを踏まえ、令和３年３月１２日、中央教育審議会に対して行った「『令和の日本型
学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の諮問の中で、教員免
許更新制については先行して結論を得ていただくことを求め、４月30日の第１回更新制
小委員会にて議論が開始されたところです。

このような状況を踏まえ、今後文部科学省では、中央教育審議会における議論によ
り、制度の見直しに関する具体的な検討を速やかに着手してまいります。

1219 令和3年5月26日 令和3年6月16日

「所有権登記名義人
住所氏名変更」等の
手続きを不要にす
る。

マイナンバー（個人番号）制度を利
用し、変更のための登記手続きを
不要としてほしい。
1. 引越手続きの簡素化の一部とし
て反映していただきたい。
2. [住民票の写しは，マイナンバー
（個人番号）が記載されていないも
のを提出してください。]のある公的
手続きの見直しの一環として実施
いただきたい。

「所有権登記名義人住所氏名変更」等をマイナンバー連動にした場合の
利点
1. 規制当局（コスト削減と形式的許認可の削減、デジタル化の促進）

事務が減り,所有権に伴う税徴収も確実になる。
登録免許税（１０００円／件）の徴収より事務に伴う人件費の方が多

いと推察され、規制当局の人的資源の重要箇所への移転が可能とな
る。
2. 国民（コスト削減、不動産売買手続きの削減による投資促進）
2-1. コスト削減

登記原因証明情報（戸籍全部（個人）事項証明書（戸籍謄抄本)，本籍
の記載のある住民票の写し等）の入手のための時間と経費が大幅に削
減される。

遺産相続等でも同様の手続きで、手続きに必要な資料入手に多大な
時間と経費がかかっている。
売買等登記の必要になるまで登記をしなくて良いのが申請書（注５）から
読み取れる。
2-2. 不動産売買手続きの削減による投資促進

不動産売買に伴う手続きの簡素化と確実性がます事により個人投資
がしやすくなる。

個人
内閣官房
法務省

現在，マイナンバー制度における情報連携の仕組みを利用することができるのは，①
社会保障制度，②税制，③災害対策の３分野に限られており，不動産登記のための利
用は想定されていません。

なお，所有権の登記名義人の住所又は氏名についての変更登記を申請する場合に
は，当該登記名義人の住所等について変更があったことを証する情報（住民票の写し
等）を提供する必要がありますが，登記手続のためにマイナンバーをその内容に含む
個人情報を提供することは認められていません（行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第１９条参照）ので，
登記申請の際に添付書面として住民票の写しを提出する場合には，マイナンバーの記
載がないものを提出していただく必要があります。

不動産登記法第６４
条第１項
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第１９
条

対応不可

「制度の現状」に記載のとおり，不動産登記のためにマイナンバー制度における情報
連携の仕組みを利用することは想定されていないため，御提案いただいた内容を現時
点で実現することは困難です。

なお，所有権の登記名義人の住所等の変更登記の申請義務化等を内容とする不動
産登記法等の改正法（民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号））が本年
４月２１日に成立，同月２８日に公布されています（法務省ホームページ
〔http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html〕参照）。

この改正法においては，所有権の登記名義人に対して住所等の変更登記の申請を
義務付けるとともに，その申請の負担を軽減する観点から，登記官が他の公的機関
（住基ネット等）から所有権の登記名義人の住所等の異動情報を取得し，これを（当該
登記名義人による申請を要さずに）職権的に登記記録に反映させる仕組みが設けられ
ています（この仕組みは，改正法の公布（R3.4.28）後５年以内の政令で定める日から施
行される予定です（政令は未制定）。）。

1220 令和3年5月26日 令和3年7月7日 在職証明書

各市町村から保育園に通園させる
ために在職証明書の提出を求めら
れます。保険証を確認する程度の
ことのように思われます。わざわざ
社長印の押印お願いする必要があ
るように思われません。

社章印を頂くために総務へ廻し、手元に戻るに３日、その在職証明を出
したから保育料が安くなるわけでもなく、ただ時間にムダと思われます。

民間企業
内閣府
厚生労働省

保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認
定を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子
育て支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。

また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労
働することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず市町村ごとに定めていますが、就労を理由に認定
を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多く、押印につ
いても、法令上求められているものではありませんが、保育所等の入所の際に重要な
書類となることから、多くの自治体が文書の真正を担保する観点から押印を求めてい
ると承知しています。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

対応

押印については、規制改革実施計画に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、押印不要化に関する政府全体の取組方針等を踏まえ、就労証明書の押
印を不要とするよう、市町村に対し通知等を発出しているところです。引き続き市町村
に対応を促してまいります。

1221 令和3年5月26日 令和3年6月16日
介護保険サービス
の契約プロセスの簡
素化

介護保険を利用したサービスでは
様々なサービスプロバイダが存在
するが、サービス開始時に都度、重
要事項説明を受け、契約書を交わ
し、署名捺印、銀行口座引き落とし
手続きを経てサービス提供が開始
される。ケアマネージャーがいるの
だから、重要事項説明も契約書締
結も、銀行口座引き落としも一元化
することで１回で済ませて頂きた
い。

母親の介護をしております。要介護２です。
居宅介護を実施しています。
サービスプロバイダは
１）介護業者（ヘルパー） 週３回
２）デイサービス 週２回
３）訪問看護 週１回
４）訪問診療 月２回
５）ショートステイ 月１回
と介護認定が変われば介護業者様との重要事項説明、契約書取り交わ
し業者が増える都度、同様に発生します。
せっかく、ケアマネージャー様がケアプランを作成し、サービスプロバイ
ダを探して引き合わせてくれるのですから、「第３者委託あり」という包括
契約をすることで、重要事項説明も、契約書取り交わし、銀行口座手続
きも簡略化できるのではないかと思いました。
法規制で第三者委託を認めて頂ければ手続きが大幅に簡素化できるの
ではないでしょうか？

個人 厚生労働省

居宅介護支援は介護保険法において、居宅要介護者の依頼を受けて、各サービス
の適切な利用等をすることができるようケアプランの作成、各サービス事業者との連絡
調整等を行うこととされております。

また、介護サービスの運営基準などを定めた省令において、サービスの提供の開始
に際し、それぞれの事業者が重要事項を説明し、同意を得ることとされております。

・介護保険法第８条
第24項
・指定居宅サービス
等の事業の人員、設
備及び運営に関する
基準（平成11年３月３
1日厚生省令37）第８
条
・指定居宅介護支援
等の人員及び運営に
関する基準（平成11
年３月31日厚生省令
38）第４条

対応不可

 
居宅介護支援事業所が介護サービス事業所等の運営規程等や勤務体制などの重

要事項を網羅的かつ十分に把握することは困難であり、介護サービス事業所等が、責
任を持って、重要事項について説明し同意を得ることが、居宅要介護者の十分な理解
の下によるサービスの選択にも資すると考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1222 令和3年5月26日 令和3年6月16日
関東運輸局につい
て

有償運送の手続きをオンライン化し
てほしい

貨物軽自動車運送事業の手続きが煩雑すぎます。多摩市に会社がある
のですが、台数変更等にいちいち鮫洲まで出向きそのあと府中の陸運
支局に出向き1日丸つぶれです
しかも鮫洲では古い紙の台帳をひっくり返して台数等を確認しています。
そのため実情の台数と紙の台帳の登録が合わずそのことを指摘したら
こちらが経営届出書を提出し台数の変更届を提出してくださいと言われ
ました。明らかに鮫洲での記載ミスです。これこそ法人マイナンバーを使
用しオンライン申請にすべきではないでしょうか
職員の対応もひどいです
訂正事項があると代表者印がないとできず、一般の従業員がいくと何も
できず返されることもありました
毎回会社の代表者印を持ち出すのも持っていく人も会社の管理部門も
大変手間です。鮫洲も府中もあんなにたくさんの人員がいる必要はなく
なると思います。
軽貨物は個人経営者も多く車を買い替えた時は仕事を休まざるを得な
い方も出ています。

株式会社
エムテイエ
スバイク便

国土交通省

貨物軽自動車運送事業の届出手続については、郵送での受付は実施しているもの
の、現時点では、オンラインでの受付は対応しておりません。

なお、貨物自動車運送事業法に基づく申請、届出手続については、令和３年より押印
を不要としており、押印による書類の訂正も併せて不要としております。

貨物自動車運送事
業法（平成元年法律
第83号）第36条
貨物自動車運送事
業法施行規則（平成
2年運輸省令第21
号）第33条

検討に着手

貨物軽自動車運送事業の届出手続に係るオンラインシステムの導入については、今
回頂いたご意見も参考に、デジタル・ガバメント実行計画等を踏まえ、導入に係る経費
や虚偽の届出に対する対策、オンラインでの届出における本人確認等の手続の煩雑
性を踏まえた事業者のニーズ等を総合的に勘案しながら、検討を進めてまいります。

1223 令和3年5月26日 令和3年7月7日 労働基準について

日本は超高齢化社会を迎える中介
護従事者が不足している状況で
す。この状況の中高齢者は『住み
慣れた地域で自宅で過ごしたい、最
後は自宅で』となっております。在
宅介護の需要は増え、訪問介護の
事業所は少ないスタッフで最大限動
いておりますが、働き方改革により
休みや有給を強制的に取得しなけ
ればなりません。残業時間も制限さ
れてます。法律が一律で訪問介護
事業所にはそぐわない実態にそぐ
わない法律だと思います。このまま
では介護を求めている高齢者、障
害者を放置し助けることはできませ
ん。介護の依頼があっても断るしか
ありません。医療従事者も同様で
す。訪問介護、看護の実態にあった
勤務ができるよう法律の見直しをし
て頂きたい。

働き方改革が一律全ての職業に適用されたならば、社会問題となってい
る介護事業所は働きたい、人を助けたいのに会社が厳しく指導されるこ
とから休むことを強いられます。介護会社は仕事をセーブしなければな
らない実態があります。病院でも早く退院させられ行き場がないので自
宅に戻ってきます。戻ってきても訪問介護や訪問看護の事業所は休み
が取れないから新規利用者を断ります。これでは住み慣れた地域で最
後まで暮らすことに矛盾が生じてしまいます。たったの30分のおむつ交
換、服薬、見守り等それすら働き方改革により向かうことができません。
在宅生活を支える訪問介護、訪問看護等等は向かいたくても迎えないこ
ととなり、救える命が救えなくなることも考えられます。高齢者や障害者
が困る事の無いように訪問を止めることの無いよう介護現場で働く介護
従事者が柔軟に対応できるよう働き方改革の見直しをしていただきた
い。施設のようにシフト制で休めるところはともかく、訪問介護、訪問看
護は１対１で一軒一軒訪問して行う介護です。介護事業所に対して働き
方の法改正があれば介護従事者は柔軟な対応ができ、緊急時等、必要
な時に駆けつけることができます。介護人材不足の解消にもつながって
いきます。コロナ禍で社会全体で在宅ワークを推奨してますが、この職
業には全くそぐわないです。しかも在宅介護の依頼が日々増え続けてい
る実態に着目し法改正をお願いしたい。

グッドワン
株式会社

厚生労働省

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）
により労働基準法（昭和22年法律第49号）が改正され、労使が協定しても超えることの
できない時間外労働の上限が規定されました。また年10日以上の年次有給休暇が付
与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち５日については、使用者が時季
を指定して取得させることが義務づけられました。

労働基準法第36条
第３項～第６項、第
39条第７項

対応不可

長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難に
し、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因と
なっています。また、年次有給休暇については、同僚への気兼ねや請求することへの
ためらい等の理由から、取得率が低調な現状があり、取得促進が課題となっていま
す。

このような背景から、労使が協定しても超えることのできない時間外労働の上限や年
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち
５日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務づける制度が導入さ
れたため、ご提案のような法令改正を実施することは困難です。

なお、長時間労働の是正に取り組んでいただくため、全都道府県に「働き方改革推進
支援センター」を設置し、労務管理などの専門家による個別相談を実施するとともに、
介護業界における雇用管理改善の取組として、雇用管理制度を導入し、従業員の離
職率の低下を実現した事業主に対する助成や、公益財団法人介護労働安定センター
と連携し、介護事業所に対する雇用管理改善の相談支援等を実施しております。

こうした取組を通じて、引き続き長時間労働の是正や介護業界における雇用管理改
善に取り組んでまいりたいと考えております。

1224 令和3年5月27日 令和3年8月18日

道路使用許可申請
書、パーキング・メー
ター等休止・撤去申
請書

道路使用許可申請書とパーキン
グ・メーター等休止・撤去申請書を
電子化による申請が出来るよう、警
察署関係のネット環境を進めていた
だきたい。

現在は、道路使用許可申請書、パーキング・メーター等休止・撤去申請
書を警察署の窓口に持ち込みしていますが、
窓口の応対が良くない事と、同じ書類を何部も提出しなければならず、
当日に受付控えもをいただけず、後日、また窓口に取りに行かなければ
ばりません。
パーキング・メーター等休止・撤去申請書につきましては、
書類を提出しているにも関わらず、前日に確認？の電話を
しなければなりません。
行政の縦割りがこの様な仕事の流れを作っているので有れば、電子化
申請にする事により、申請側も窓口に足を運ぶ事なく、警察署側も窓口
の人数を減らす事も出来、スムーズに処理が進み手間が省けると思い
ます。
税金、社会保険等は、電子化申請に切替が進んでいるようなので、こち
らの方も早く切替が進めていかれる事を提案します。

個人 警察庁

道路使用許可は、道路の本来の用途に即さない特別な使用行為と交通の安全・円滑
の確保との調整を図るための制度であり、道路交通法（昭和35年法律第105号）第77
条第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察
署長の許可を受けなければならないこととされています。

道路使用許可のうち、定型的なもの及び反復継続して行うものについては、令和３年
６月１日より、「警察行政手続サイト」（https://proc.npa.go.jp）を利用して、全国の警察
署等に電子メールで申請を行うことが可能となっているほか、一部都道府県警察にお
いて、独自のシステムを利用した電子申請が可能となっております。

また、パーキング・メーターの管理については、都道府県警察において、必要な事項
を定めております。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
77条第1項

検討を予定

制度の現状欄に記載のとおり、道路使用許可については、電子申請が可能な場合が
あります。

今後も引き続き、道路使用許可の電子申請の利便性向上や、パーキングメーターの
休止等に係る書類の電子的な提出の実現に向け、検討を進めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1225 令和3年5月26日 令和3年6月16日
帳簿書類等の保存
方法について

現状では原則紙保存が規定されて
おります、棚卸表、貸借対照表及び
損益計算書並びに計算・整理また
は決算に関して作成されたその他
の書類に関しても、スキャナ保存も
可能としていただきたい。
またその他の書類につきましても所
轄税務署への申請が必要となって
おりますが、こちらも不要とならない
かご検討いただきたい。

コロナ禍で在宅勤務が続き、勤務中の過密を避けるために今後もテレ
ワークが続くものと推察致します。これによりオフィスへの出社頻度はコ
ロナ禍依然と完全に同等にはならないと考えております。
決算に関する書類は紙での保存を原則とする旨、法令（法人税法）に
よって規定されております。
改正を重ねるにつれスキャナ保存可能な書類の範囲は拡大しているも
のの、主要な書類である上記書類は依然として紙での保存が規定され
ており、またその他の書類につきましても所轄税務署への申請が必要と
なっております。
出社のタイミングで所定書類の印刷・保管を行う必要があるため、企業
としてもその分だけ人件費が発生するためコスト計上を行わねばなら
ず、法人税による税収もその分下回ります。
一会社員として勤務しておりますが、紙保存の要否確認や印刷（保存）
作業する時間を減らすことで新規事業の開発に充てられると考えられま
す。また税務署への申請も不要とすれば認可取得期間もなくなり、所轄
部署への負担も軽減できるものと考えられます。
紙保存であったとしても改竄・意図的な紛失によるごまかしは避けられる
ものとは限らないため、紙保存を至上とする考え方を見直すよう、お願
いする所存でございます。

個人 財務省
決算関係書類を含む国税関係帳簿書類については、自己が一貫して電子計算機を

使用して作成する場合であって、税務署長の承認を受けたときは、所定の要件の下
で、その電磁的記録による保存が可能となっています。

電子計算機を使用し
て作成する国税関係
帳簿書類の保存方
法等の特例に関する
法律（以下「電子帳
簿保存法」といいま
す。）等

対応

 令和２年12月21 日に閣議決定された「令和３年度税制改正の大綱」において、税務
署長の承認を廃止する等、抜本的な見直しを行うこととされ、それらの見直しを含ん
だ、「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和３年３月26日に可決・成立しまし
た。

これにより、令和４年１月１日より、税務署長の承認が不要になる等、手続・要件が緩
和されます。

1226 令和3年5月26日 令和3年6月16日
特許庁の発行する
登録証をデジタル化
させてください。

日本の特許庁は電子化を他の役所
に先駆けて行ってきましたが、特許
登録証や商標の登録証は未だに紙
です。これを電子登録証として、紙
の発行をやめていただきたい。
また、委任状についても電子化して
いただきたい。

特許庁の手続はかなりデジタル化が進んでいますが、委任状と登録証
だけ、特許庁の手続が紙のまま残っており、海外から遅れております。
逆にこれらを電子化していただければかなりの処理がデジタル化できま
す。

個人 経済産業省 ご認識のとおり、登録証や委任状は書面（紙）での手続となっています。
特許法施行規則第4
条の3

対応
令和3年3月31日に作成した「特許庁における手続のデジタル化推進計画」をふまえ、

登録証や委任状についても、デジタル化を進めてまいります。

1227 令和3年5月26日 令和3年6月16日

「不動産鑑定評価
書」発行に際して
の、書面の交付義務
と、不動産鑑定士の
署名押印義務の廃
止を希望

不動産鑑定業者がご依頼者（民
間法人・個人のみならず、国の省
庁・機関や地方公共団体の場合も
ある。むしろ地方ではこちらのほう
が多い）に発行する「不動産鑑定評
価書」について、法律で（１）評価
「書」であるので原則として書面を交
付すべしとなっており、かつ（２）関
与した不動産鑑定士の署名押印を
義務付けている。

これらの義務付けを廃止願いた
い。

なお国交省の「法令適用事前確
認手続」への回答では、いわゆる電
子署名を使う場合、電磁的方法も
許容される、としている。

（１）の廃止について：対面にて手渡す必要がなくなり、人々の直接接触
の機会を減らせる。また書面を最小限又はレス化することにより省エネ・
省スペース化できる。
（２）の廃止について：署名押印のために出社する必要がなくなる。また
そもそも昭和３８年の制定当時からある条項で、特に署名について当時
必須とした趣旨は理解する。ただしそれから５５年以上経過、もはやデジ
タル化・ペーパーレスの時代にそぐわない。真正性の確保については各
社・業界にて今後考慮する必要はあると思料。
（３）これらを必ずしも電子署名がなくとも可として頂きたい。過重な手間・
負担を避けるという意味で。
（４）これは行政手続きではないが、国や地方公共団体あてに発行する
場合も多々ある。
（５）禁止する必要はなく、希望者はそれぞれすればよい。
（６）当局の検査の際、当該項目のチェックが不要となる。

個人 国土交通省

不動産の鑑定評価に関する法律第39条により、不動産鑑定業者は鑑定評価の依頼
者に鑑定評価書を交付するとともに、鑑定評価書に鑑定評価に関与した不動産鑑定
士の資格を表示して署名押印することとなっております。

なお、鑑定評価書の書面での交付については、民間事業者等が行う書面の保存等
における情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号。以下「e-文書
法」という。）第６条及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面
の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（平成17年国土交通
省令第26号。以下「規則」という。）第10条により電磁的記録による交付が可能となって
おります。署名押印については、e-文書法第４条第３項及び規則第７条の規定により、
電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第２条第１項の電子署
名をもって代えることができます。

また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法
律第37号）が令和３年５月１９日に公布され、令和３年９月１日から鑑定評価書への押
印が不要となります。

不動産の鑑定評価に
関する法律第39条

その他

・鑑定評価書の書面での交付について、制度の現状でご説明したとおり、現行の制度
においても電磁的記録による交付が可能です。
・鑑定評価書への押印について、制度の現状でご説明したとおり、令和３年９月１日か
ら廃止となります。
・不動産の鑑定評価については、鑑定評価の成果が社会に及ぼす影響の大きさから
国家資格者である不動産鑑定士又は不動産鑑定士補のみが行えることとしており、鑑
定評価に対する責任の帰属の明確化及び不動産鑑定士等により鑑定評価が行われ
たことの真正性の確保の観点から、鑑定評価書への署名又は電子署名は必要な要件
です。

1228 令和3年5月26日 令和3年7月7日
各自治体から求めら
れる就労（在籍）証
明の統一について

認可保育所等に入園を希望する者
が自治体に提出する就労（在籍）証
明書のフォーマットを「大都市向け
標準的様式」より踏み込んで、全自
治体で統一していただきたいと思い
ます。

標準的様式を使用していない、もしくはカスタムしている自治体は多く、
様式を作成した者が労働制度に理解が低いと、書式が定時制・フレック
スタイム制・裁量労働制などの様々な働き方に対応していないので都度
確認が必要だったり、ある自治体は休憩時間を含んだ時間で、別の自
治体は含まない労働時間で書け、出勤日に丸をつけろ、いやうちの書類
は休日に丸をつけろなどと記入ルールすらバラバラで、人事担当者に
とっては無駄な労力と時間を費やすことになっています。
完全に様式を統一して、一般的な給与ソフトや勤怠ソフトで出力できるよ
うにしていただければ、担当者の労働コストを削減できますし、電子申請
まで進めていただければテレワーク勤務もよりしやすくなります。
なお、調べたところ同じ趣旨の提言が「一般社団法人情報サービス産業
協会」からも出ているようです。

個人
内閣府
厚生労働省

保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認
定を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子
育て支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。

また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労
働することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず市町村ごとに定めていますが、就労を理由に認定
を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いことから、
就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市向け標準
的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点で、令和２
年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の過半数、大
都市の約６割が標準的な様式を活用しています。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

検討に着手

就労証明書の作成手続の負担軽減を図るため、令和２年７月に閣議決定した「規制
改革実施計画」において、デジタルで完結する仕組みを前提に、標準的な様式につい
て、その活用状況等を調査し、更なる普及に向けた取組を推進する旨示したところで
す。

標準的な様式の活用が進むために必要な事項を整理した上で、更なる普及のための
検討を進めてまいります。
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1229 令和3年5月26日 令和3年6月16日 経済連携協定

EPAに基づく特定原産地証明書の
発給事業ですが、現状は特定の商
工会議所にて受取に行くか郵送の
みの発給ですが電子化してその場
で印刷して原本として使える様にし
て頂きたい。

申請して発給となった段階で、受取に行く場合は時間的なロスも生じる
点や郵送の場合は最短でも翌日からの受取となって早急に貨物をクー
リエ便で出荷したくても原本の受取待ちとなってそれまで出荷手配が出
来ない等、時間のロスだけでなく国際競争力の観点からも電子化を検討
頂きたいです。 電子化が不可でしたら日本・オーストラリア間や日本・
EU間との経済連携協定の様に他の国との協定も全て自己申告制度で
対応可能になる様に取り組んで頂ければありがたいです。

民間企業 経済産業省
我が国が締結している経済連携協定に基づき、国内法令により特定原産地証明書

の指定発給機関とされている日本商工会議所は、輸出者からの電子申請を受けて原
産性等の判定を行った上で、申請者に対して特定原産地証明書を発給しています。

経済連携協定に基づ
く特定原産地証明書
の発給等に関する法
律

検討に着手

日本からの輸出において、輸出者が第三者証明制度に基づきEPA上の特恵関税の
適用を受けるためには、日本商工会議所が発給する特恵原産地証明書（CO：
certificate of origin）を輸出先国の税関当局へ提出する必要があります。日本商工会
議所への発給申請は全て電子申請で行われているものの、我が国が締結している
EPA の運用上の規則等では、COは書面（A4 size paper）と規定されているため、輸出
先国の税関当局はCOの紙原本（original）による提出を求めることが多いです。この一
連のプロセスを電子化するため、昨年 12 月に改訂された「総合的な TPP 等関連政策
大綱」において CO等の電子化への取組が定められ、政府全体として EPAを利活用し
た貿易ビジネス環境の整備に取り組むこととなっており、現在、関係当局が連携し、CO
の電子化を実現すべく、EPA相手国への働きかけ等に取り組んでいます。

1230 令和3年5月26日 令和3年6月16日

「廃棄物焼却炉」と
「熱分解（炭化）設
備」の区分条件の明
確化・適正化につい
て

環境省が出している政令には、廃
棄物を熱分解で処理する際に、法
的に「廃棄物焼却炉」ではなく「熱分
解設備」にする４つの条件が示され
ている。1.熱分解室内の廃棄物を燃
焼させない構造、2.熱分解室内の
温度等の保持及びその測定、3 排
出された炭化物等の冷却、4.処理
に伴って生じた不要なガスの適正
処理。
しかし、環境省がその通知を出し、
廃棄物処理施設か否かの判断は
都道府県知事・政令市町に委ねら
れているため縦割りの弊害が出て
いる。
また、4.については、ガスを熱分解
設備で燃焼させなくても、またガス
の燃焼熱を有効利用しても、法的
には「廃棄物焼却炉」として判断さ
れることが多いため、全く使えない
政令になっている。

「熱分解（炭化）」とは空気に触れないで廃棄物を熱分解させることであ
り、空気に触れさせて燃焼させる「焼却」とは化学的には全く逆の反応で
ある。しかし、法的には「廃棄物焼却炉」にされてしまう現状があり、炭化
技術の普及の最大の障壁になっている。
事実、200kg/ｈの処理能力以上の設備だと、「廃棄物焼却炉」としての設
置許可や周辺住民の同意書が必要になり、多くの事業者は事実上導入
が出来なくなっている。
今までの行政の中で「熱分解設備」として認めてくれたのは神戸市が唯
一である。
この提案が実現した場合の効果は以下の通りである。
1.処理費が掛かっていた廃棄物が、有価値の炭化物に変わり、燃料・土
壌改良材・脱臭材・浄水材・調湿材・油吸着材・工業材料等に利用できる
ようになる。
2.廃棄物を排出している行政・企業が廃棄物を排出しない事業所等にな
り、コストも削減できる。
3.製造された炭化物の主成分は、元々地上にある炭素なので、燃料とし
て利用したとしてもカーボンニュートラル、土壌改良材等として利用する
とカーボンマイナスであり、CO2削減、低炭素社会の構築に大いに貢献
できる。
4.この規制が適正化された際にメリットを受ける業界は、食品加工工場
や畜産業、農林水産業、工業など多岐にわたる。
5.また、炭化することで、石炭火力発電において、石炭に代替する燃料
に変えることもでき、ここでもCO2の削減に寄与できる。
6.この熱分解（炭化）技術は日本のみならず世界に展開できるため、日
本としても海外戦略技術になりうる。

株式会社
ガイア環境
技術研究
所

環境省

廃棄物を熱分解する場合には、処理物が一般廃棄物であれば、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行令第３条第２号ロ及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則第１条の７の２で定める一般廃棄物処理基準、処理物が産業廃棄物であれば、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第２号イでその規定の例によること
とされている同基準に従い、環境大臣が定める熱分解の方法（平成17 年１月環境省
告示第１号）により処理する必要があります。

これらの基準の考え方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改
正する政令等の施行について」（平成17年２月18日付環廃対発第050218003号、環廃
産発第050218001号）で明確にされており、各自治体に周知しています。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
令第３条第２号ロ及
び第６条第２号イ
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則第１条の７の２
環境大臣が定める熱
分解の方法（平成17
年１月環境省告示第
１号）

現行制度下
で対応可能

熱分解は「物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解すること」（廃棄の
処理及び清掃に関する法律施行令第３条第二号ロ）とされており、燃焼させる処理を
伴わない施設は廃棄物の焼却施設に該当しません。逆に、ガスの燃焼熱を有効利用
するか否かにかかわらず、廃棄物処理施設において、燃焼させる処理を伴う施設は廃
棄物の焼却施設に該当し、規模に応じて施設の設置許可が必要となります。熱分解に
係る基準の考え方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正す
る政令等の施行について」（平成17年２月18日付環廃対発第050218003号、環廃産発
第050218001号）で明確されております。この考え方は各自治体に周知しており、個別
の事案に応じて、施設の設置許可権限を有する各自治体により適切に判断されるもの
と考えます。

1231 令和3年5月27日 令和3年8月18日
入札参加資格申請
について

都道府県・市町村への入札参加資
格申請について申請方法の簡略
化、ペーパレス化、申請様式・添付
書類の統一を提案いたします。

国の省庁への入札参加資格申請については、インターネット一元受付
や統一資格審査申請などのシステムから入札参加を希望する省庁を選
択し一括で行うことができ、申請様式はシステムから出力され、必要な
添付書類も一部づつ提出することで申請ができます。しかし都道府県・
市町村への入札参加資格申請については、独自のシステムを導入し、
国の省庁への申請と同じような方式をとっている自治体も一部あります
が、大半の自治体では記載すべき情報は共通しているものの、申請様
式は統一されておらず、その様式もいわゆる神エクセルと言われるもの
ばかりです。また申請先の自治体により必要な添付書類も異なるため、
入札への参加を希望する自治体数分の工数が必要であり、非効率的な
申請方式であることは否めません。例えば都道府県ごとで申請様式を
統一できれば、47通りで済むため入札への参加を希望する業者にとって
は業務の効率化、省資源化（ペーパレス）にもなり、また申請を受け付け
る自治体にとっても担当職員の業務効率化、省力化にもつながりお互い
がWin-Winになるのではないでしょうか。ぜひ前向きにご検討いただけれ
ばと思います。

株式会社
計画情報
研究所

総務省
・地方公共団体における入札参加資格審査に必要な書類については、国の法令にお
いて定められているものではなく、各地方公共団体ごとに定められています。

地方公共団体の規
則等

対応
・地方公共団体の競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準
様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団
体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促していきます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1232 令和3年5月26日 令和4年11月11日
国民年金保険料の
支払い方法の拡充

・国民年金保険料の支払い方法
に、ペイペイ等の電子マネーを導入
するべき。
・また、追納保険料については、現
金のみでしか支払うことができなく、
とても不便であるため、クレジット
カード納付や電子マネー納付を導
入するべき。
・地方自治体や公共料金では、既
に導入している事例もあることか
ら、仕組みとして無理というわけが
なく、ただ国の怠慢である。
・キャッシュレス化を推し進めるのな
ら、国のお膝元から改善すべきであ
る。

・上記のとおり、現状は支払い方法が限定されており、とても不便。
・支払い方法を拡充することにより、より納付しやすい環境が整い、納付
率にも好影響を与えるだろう。
・キャッシュレス化を政府として推し進めるのなら、国のお膝元から改善
すべきである。

個人 厚生労働省

国民年金保険料の納付につきましては、金融機関やコンビニエンスストア店舗での納
付書を用いた現金による納付、ペイジー番号を用いたインターネットバンキングでの納
付、金融機関の口座引き落としやクレジットカード納付申込の方法がありますが、ご指
摘のとおり、電子マネーでの納付や追納保険料のクレジットカード納付には現在対応し
ておりません。

国民年金法第９２条
から第９２条の３まで
国民年金法施行令
第６条の１３
国民年金法施行規
則第７１条、第７１条
の２、第７２条の４

対応
現在、令和５年２月を目途として、国民年金保険料を収めやすい環境の整備に向け、
日本年金機構と連携してスマホアプリ決済により国民年金保険料の納付を可能とする
仕組みを開始する予定です。

1233 令和3年5月26日 令和3年6月16日 社会保険

社会保障などの加入状況や教育訓
練給付制度などの対象確認をマイ
ナンバーからネットで自分で確認で
きるように整備してほしい。

子どもを連れてハローワークにいく労力、密を避けるいろいろなリスク回
避になると思います。

個人 厚生労働省

マイナポータルを通じて、雇用保険の被保険者情報について、被保険者番号・資格
取得年月日・事業所名称・離職年月日を確認できます。各種給付の情報についても、
基本手当の日額・所定給付日数など、教育訓練給付金の受給額・受給年月日などを
確認できます。

また、教育訓練給付の支給要件照会はハローワークにて行うことができますが、本人
による手続の他に、代理人や郵送のいずれかの方法によっても行うことができます。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第９条
第１項

対応
制度の現状欄に記載の内容に加え、教育訓練給付の支給要件を満たした方に、マイ

ナポータルを通じて制度の利用が可能であることをお知らせできるよう、システムの改
修を進めているところです。

1234 令和3年5月26日 令和3年6月16日
国有地である街区
公園内への自動販
売機の設置

国有地内にある街区公園に広島市
が地元町内会住民のために昭和62
年集会所を建設し、地元運営員会
が管理している。利用者の利便性
の向上のために集会所玄関前に
ジュースなどの自動販売機を設置
するため、広島市へ相談したところ
都市公園法、公園条例で自動販売
機を置くことは制限があるとのこと
で、断られた。
集会所利用促進、サービス向上の
取り組みをしているところであり、公
園の利用制限の緩和をお願いした
い。

１私は、広島市南区仁保柞木（にほほうそぎ）町内会の総務担当理事で
す。
２公園の概要

所在 広島市南区仁保３－２－８（集会所所在地）
面積 約4,000m2（80m、70m）
種類 街区公園

３広島市の説明
公園部局は、公園内の自販機設置について
(1)公園内で行商、募金、出店その他これらに類する行為は 許可で

きない。
(2)大規模公園で複数の運動施設があり、当該地区以外から多くの来

園者があり、自販機の利用が見込まれる場合は 許可する。
(3)公園内に管理事務所があり、管理者が常駐していること
(4)街区公園は、狭い範囲に住んでいる人が使う公園であり、自販機の

設置は認められない。
４広島市の説明に対する疑問

(1)時代離れした規制にあきれています。
(2)集会所・公園利用者の利便向上のために設置しょうとしているの

に、利益追求行為と混同している。
(3)「多くの利用者があり、自販機の利用が見込まれる。」と言っている

が、それは設置者、町内会が考えることで 不許可を前提に述べてい
ると思われる。

(4)公園内に管理事務所があることを条件にしているが、ほとんどの自
販機は道路脇に24時間設置され、防犯機能がついている。なお、当集
会所には、住み込みの管理人がいる。

(5)狭い範囲を対象にした公園では、何故、不許可なのか。
利用者が少ないからとすれば、その責任は設置者が負うことで公園

管理者が負うことではない。

仁保柞木
町内会

国土交通省

都市公園に設けられる自動販売機は、都市公園法第2条第2項第7号に定める公園
施設（売店）に該当し得ると考えられます。

また、同法第5条第1項は、公園管理者以外の者が、都市公園に公園施設を設け、又
は管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
してその許可を受けなければならない旨を定めておりますが、同項は自動販売機の設
置を妨げるものではなく、個別の公園施設の設置・管理許可については、公園管理者
の判断によるものです。

都市公園法第２条第
２項第7号、都市公園
法第5条第１項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1235 令和3年5月26日 令和3年6月16日
国税庁所管 お酒に
関する免許に関する
要件の緩和

酒類販売業免許の人的要件：酒類
の製造業又は販売業の業務に直
接従事した期間連続３年は不要
酒類販売媒介業免許：酒類の製造
業又は販売業の業務に直接従事し
た期間連続１０年は不要
酒類製造免許：製造に関する技術
的能力に関する技術的要件の明
示。

酒類販売業免許及び酒類販売媒介業免許については、取得の際に酒
類業界未経験者を排除しています。酒税の保全は法律で保たれており、
新たに酒類業に参入される方を阻害しています。
また、媒介業免許に関しては全国的にも付与されている件数が僅少で
ありその要因は人的要件にあります。お酒を直接売買しない媒介業は
電子商取引上有効な手段です。
酒類製造免許の技術的要件のうち、技術者に製造経験が必要ですが、
具体的な明示はありません。そのため新規参入者の一番のネックとなっ
ています。各税務署国税局の総合的な判断に委ねられている状況で
す。具体的な経歴等を通達することで新規参入者の事業計画（果実酒
は免許取得までの３～５年間）が組みやすくなります。

個人 財務省

酒税法では、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のため、酒類の製造及び販売
業について免許制を採用しています。

酒類を製造しようとする者は、酒税法第７条に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、
その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けることとされており、また、酒類の販売業をしようとする
者は、同法第９条に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けることとされ
ています。

酒類の製造免許又は販売業免許を受けるには、同法第10条に定める要件を満たす必要があり、その具体
的な判断基準は、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」において明らかにしています。

酒税法第10条第10号において、免許の申請者について「その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」
には免許を与えないことができることとされており、その具体的な判断基準の一つとして、法令解釈通達にお
いて、酒税が課される酒類を取り扱う業者としての経験や資力を有する者に免許を与える観点から、経歴及
び経営能力等の要件が定められています。

具体的には、一般酒類小売業免許については、「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営す
るに十分な知識及び能力を有すると認められる者」と定められており、その例示として「酒類の製造業若しく
は販売業の業務に直接従事した期間が引き続き３年以上である者」等が掲げられています。また、酒類媒介
業免許については、「経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有
すると認められる者」と定められており、その例示として「酒類の製造業又は販売業の業務に直接従事した
期間が引き続き10年以上である者」等が掲げられています。

酒税法第10条第12号において、「酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を
備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合」には免許を与えないことがで
きることとされています。

その判断基準として、法令解釈通達において「申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生
上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応でき
る能力を有している」ことが必要であるとされており、「製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品
質管理、研修の体制等から総合的に判断する」こととされています。

酒税法第10条

【酒類販売
（媒介）業免
許】
現行制度下
で対応可能

【酒類製造免
許】
その他

酒税の適正かつ確実な賦課徴収という免許制の趣旨に鑑み、免許を与えないことが
できる場合を酒税法において限定的に規定しており、例えば、酒税を課される酒類を取
り扱う業者としての経験や資力が不足する場合や製造する酒類について一定の品質
を保証することができない場合には、免許を与えないことができることとされています。

ご提案中に言及されている酒類販売業免許等の経営基礎要件の基準として法令解
釈通達に規定されている「３年以上」又は「10年以上」という従事期間については、あく
まで例示であり、申請者がこれに該当する経歴を有する場合には、酒類に関する知識
及び記帳能力等、酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して
営業ができるものと認められるという判断基準として示しているものです。

したがって、免許の審査に当たっては、従事期間が法令解釈通達に定める期間に不
足していたとしても、申請者が従事していた業務内容が、酒類の販売業を経営するに
十分な知識経験等を得られるものであるかどうかを実質的かつ総合的に判断すること
となります。

製造免許の要件である技術的要件については、製造計画・工程、技術者の経歴、人
員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断することとされております
が、製造経験の内容については、申請者の状況等が区々であることから、法令解釈通
達で具体的に明示することはなじまないと考えております。仮に、法令解釈通達で画一
的に規定した場合、かえって個別の事情に対応できない可能性があり、柔軟な対応が
困難となることが考えられます。

1236 令和3年5月26日 令和3年6月16日
小学校と学童の縦
割り廃止希望

世田谷区の公立小学校に子供を通
わせている者です。
小学校は文科省、学童は厚労省の
所管の違いによる不合理の解消の
ため、一律文科省での管理をお願
いしたいものです。
学童に通う児童達は、学区域内に
居住する小学生であるにも関わら
ず、学校施設の利用が制限され、
学童用の狭い部屋で過ごすことを
余儀なくされています。また、こども
が病欠する際は、小学校と学童に
別々で連絡を入れる必要がありま
す。小学校と学童の連携は薄く、学
童の先生方は今回運動会の見学
すら許されませんでした。

児童の心身ともに健全な成育を家庭とともに担うという目的は小学校も
学童も同じはずですが、所管官庁が違うからと不便を強いられていま
す。何よりこどもたちは、同じ敷地内にある建物にもかかわらず、学校で
あったトラブルを学童の時間に学童指導員に相談することはできない
し、逆に学童であったトラブルは学校で先生等に相談することはできま
せん。学童で怪我をしても学校の保健室は利用できず、学童では冷や
す等の対処しかできません。大人は対応できるかもしれませんが、こど
もたちは所管官庁が違うからと理解できるでしょうか。他にも夏休みどん
なに教室があいていても、学童に通うこどもたちは狭い学童用の部屋を
利用せざるを得ません。机と椅子はなく、床に座卓かあり、床に直接座
らされています。(職員の椅子と机はあります。)

個人
厚生労働省
文部科学省

番号310の回答をご参照ください。

1237 令和3年5月26日 令和3年6月16日

キャリアが販売する
スマホのハードウェ
アの、全キャリア対
応の必要性

例えば、docomoに加入し、Android
スマホ（iphoneは除く。）を購入し、
使用しており、通信事業者をauや
softbankに乗り換えようとしても、
SIMロック解除こそ、できるものの、
肝心の”バンド”（スマホ自体の対応
周波数）が、auやsoftbankのバンド
に完全対応しておらず、事実上、使
い物になりません。
どの通信事業者で購入するスマホ
でも、”バンド”（スマホ自体の対応
周波数）は、「全キャリア対応」であ
るよう、法で義務付けしていただき
たいものです。

提案が実現すれば、通信事業者を乗り換えても、乗り換え後の通信事
業者での、手持ちのスマホの実用性が、確保されます。

個人 総務省
携帯電話端末を全ての周波数対応とすることについて、現在制度等で義務化してい

るものではありません。
なし 検討を予定

利用者の利益や事業者間の競争を阻害する効果を有するおそれがあるものについ
ては、注視して参ります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1238 令和3年5月26日 令和3年6月16日
傷病者への対応に
ついて

ワンストップで、傷病者への傷病手
当、ハローワークの受付延長、傷病
手当が期限切れとなった時に治癒
して無い場合、障害認定と障害年
金への移行を行える様にして欲し
いです。

わたしの現状を元に説明します。
頸骨ヘルニアで救急搬送を受けた後、長期療養で休業しました。
その後、会社が倒産し、ハローワークに相談したところ、週に20時間以
上の労働に耐えれない状態では、紹介事業としての対応が出来ないとさ
れて受付延長認定を受けて、傷病手当の受給を紹介されました。
傷病手当の受給の手続きを２ヶ月掛けて完了して、現在治癒出来ない
状態で受給期限が切れて、障害認定と障害年金の手続きを受けようとし
て２ヶ月が経過していますが全く前に進んでません。
理由は手術していないからとの事ですが、わたしはストレートネックでも
あり、標準的な手術では難しいと言われて手術を拒否されています。
週に20時間の労働に耐えれない状態は続いています。
傷病等で働けなくなった場合の援助を期待して年金や市民税を払ってい
ますが、結果として受けれていません。
また労働力の早期の現場復帰や、それが出来ない場合の対応、基準が
明確でなかったり、ハローワークと障害年金との間でギャップがあり、経
済にも困窮しています。
社会労働力の低下、行政への不信、同様な状態で犯罪に手を染める人
が居れば治安悪化と、社会的損失は大きいと思います。

個人 厚生労働省

雇用保険法においては、基本手当の受給手続後に疾病や負傷のため一時的に就職
活動を行うことができない方に対して傷病手当、受給期間の延長といった仕組みを設
けており、基本手当と同額が、受給資格者の所定給付日数から既に基本手当が支給
された日数を差し引いた日数分支給されます。

一方、障害年金は、疾病や負傷により障害の状態が長期間継続することによる稼得
能力の喪失に対して支給するものであるとともに、負担いただいた年金保険料に基づ
き支給を行う仕組みであることから、障害年金の等級に該当する障害状態であること、
初診日に国民年金又は厚生年金の被保険者であること、年金保険料の納付要件を満
たしていることが支給要件となります。また、このような障害年金の性質により、原則と
して初診日から１年６か月後（障害認定日）の翌月分から支給が開始されます。

このように、傷病手当と障害年金では制度趣旨や支給要件が異なっております。

雇用保険法第15条
第4項1号、24条の２
第１項第１号、37条、
国民年金法第30条、
厚生年金保険法第
47条等

対応不可

制度の現状欄で述べたとおり、雇用保険の傷病手当と障害年金とでは、支給要件が
異なっており、また、傷病手当の支給される期間と障害年金が支給される期間は連動
しているものではないため、傷病手当受給者に対して、傷病手当の受給終了直後に一
律に障害年金を支給することはできません。

1239 令和3年5月26日 令和3年6月16日
失業保険給付に関
する失業認定につい
て

失業認定が可能なハローワークを
指定可能として頂きたい。

鹿児島県出身岐阜県在住の定年失業者です。
９月３０日に失業し、１０月３日に老父が逝去しました。
現在、老母が独り暮らす鹿児島の実家に戻り、実家近くで求職中です。
失業保険の給付手続きを岐阜市のハローワークで行いましたが、２８日
毎に指定された日に岐阜市のハローワークに出頭せねばなりません。
住民票を移せば実家最寄りのハローワークで認定を受けられますが、
移住先で就職できる保証はありませんし、家内も仕事が有り岐阜を離れ
られません。
失業保険の給付を受けるためには、高額の移動費を負担する必要が有
り、制度の在り方に疑問を抱いております。
せめて、居住地以外の特定のハローワークで失業認定を受けられない
ものでしょうか。

個人 厚生労働省

失業等給付の手続は、本人の住所又は居所で行うこととなっております。受給資格
決定後であっても引越等により住居所を変更した場合には、管轄する公共職業安定所
に届出を行うことで、その後の失業認定を変更後の住居所を管轄する公共職業安定
所で行うことが可能です。

また、住居所と異なる地域で就職活動を行うような場合には、本人の申告に基づい
て、公共職業安定所長の判断により、失業等給付に関する事務を他の公共職業安定
所に委嘱できる場合もあります。

雇用保険法施行規
則第1条第5項第1
号、第49条、第54条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1240 令和3年5月26日 令和3年6月16日
学校の授業のデジタ
ル化について

欠席(骨折、入院)や休校(自然災害
の直接の影響がない場合、インフ
ルエンザが学校で蔓延したとき)で
のオンライン授業の実施

オンライン授業が広まったので、コロナだけでなく入院や休校で教育の
機会が奪われるのを防げると思ったから。
これが実現すれば補習授業などをすることが減り、教員の働き方改革に
つながると思う。教育の機会を守ることができると思う。生徒の学習の遅
れを防ぐことが可能になると思う。デバイスが1台有ればできるので比較
的リーズナブルに実施ができると思う(教員個人のデバイスでもできるよ
うになれば更に)。家庭でのPCやスマホ、タブレットの需要が高まり経済
にも良い影響を与えると思う。端末は買い換えるのではなくapple
貧困層にもタブレットの貸し出しや中古の端末をより定価で購入できるよ
うな調整が必要だと思う。通信設備(アンテナ)の増設やデータ通信の価
格を下げる(学割など)ことが必要だと思う。

個人 文部科学省
文部科学省において、学校のICT環境の抜本的な改善を目指し、「GIGAスクール構

想の実現」として、学校における義務教育段階の児童生徒一人一台端末と高速大容
量の通信ネットワークの一体的な整備を進めています。

なし 対応

新型コロナウイルス感染症等による臨時休校措置はもとより、自然災害など様々な
緊急事態が生じた際であっても、学校に整備された 端末を最大限活用し、児童生徒の
学びの保障に円滑に取り組めるようにするため、一定の目安となる項目を整理し、参
考例として 提示した「学校に整備されたICT端末の緊急時における取扱いについて」を
令和２年９月１１日に各学校設置者等に対して発出しています。

また、各学校での１人１台端末の本格的な活用を積極的に進めていただくに当たって
の留意事項をまとめて提示した「ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１台端末の
積極的な利活用等について」を令和３年３月１２日に各学校設置者等に対して発出して
います。

児童生徒が安定したネットワーク環境の下、ＩＣＴを活用した学習を行うため、ネット
ワーク環境の事前評価の実施と、評価結果を踏まえたネットワーク環境の改善策につ
いて事例を整理して提示した「ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた通信ネットワークの
円滑な運用確保に係る対応について」を令和３年３月１２日に各学校設置者等に対し
て発出しています。

1242 令和3年5月26日 令和3年6月16日 多重国籍許可
婚姻や両親の国籍、出生地、居住
地における他国籍取得に伴う多重
国籍を許可する

誰でも情報を入手しやすくなった資本主義社会において
国家の権力はすでに情報にあらず
企業同様、政策、経済の発展にあり。
その為には優秀な人材の取り込みが必要となるが
現状のように他の先進国に反して単一国籍しか認めていないと
優秀な人材は他国へ行ってしまう。

個人 法務省 番号1039の回答をご参照ください。 対応不可
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1243 令和3年5月26日 令和3年6月16日
航空従事者技能証
明書携行の緩和提
案

航空従事者は航空業務を行う際に
技能証明書を携行する義務が航空
法に定められているが、これの緩和
を提案する。
具体的には民間航空会社(いわゆ
るエアライン)に勤めている者で、そ
の職務(有償便、無償便の運航)とし
て航空業務を行う場合、技能証明
書を会社が電子化により管理する
ことがなされている場合、携行義務
をなくす。

過去、数年に一度の頻度ではあるが、航空従事者が技能証明書を携行
していなかったため、航空業務を行うことができなかった事例が定期的
に発生している。
具体的には大手航空会社のパイロットがライセンス(技能証明書)を事務
所に置き忘れたまま業務を行い、出先で気づき、その後の運航が出来
なくなったと言う事例がある。また、その際にスタンバイ要因の手配もで
きなかったため、複数便が欠航、あるいは大幅な遅延となってしまった。
民間の航空会社であれば、スケジュール管理は会社がしており、社員証
その他により身分の証明ができ、さらに2人以上での操縦、客室乗務員
含め、多くの社員と業務をするわけであるから操縦をする際に「替え玉」
をすることはでき得ないはずである。
ライセンスという「モノ」を持つことは紛失・破損・盗難のリスクに晒されて
おり、また、そのようなことが起きた際に社会的な損失は上記の通り非
常に大きいものとなる。
これを防ぐために、例えば電子化により会社管理をすることで、ライセン
ス携行の義務を解除することができれば、個人のミスの機会をなくすこと
ができ、社会的にも意義のあることであると考える。
また、このような運用は既に海外エアラインでは行われている。
なお、自家用飛行機などの運航については、今回は提案しない。

個人 国土交通省

航空機乗組員は、航空業務に従事するためには、技能証明等を保有することを要す
る（航空法第２８条第１項）とともに、それを携帯しなければなりません（航空法６７条）。
技能証明書を携帯しないで、航空業務を行った者は、処罰されます（航空法第１５０条
４号）。

航空法第28条第１
項、航空法67条、航
空法第150条４号

対応不可

○航空法においては、国際航空民間条約に準拠し、第67条の規定により航空従事者
が航空業務を行う場合に技能証明書を携帯することを義務づけております。この主旨
は、操縦士に常時これを携帯させることにより、その者の自己の操縦資格を証明すべ
き義務を負わせ、さらにこれを罰則で担保することによって技能証明制度の実効性を
確保しようとしているものです。
○ライセンスの電子化については、現在、国際民間航空機関で行われている議論に我
が国としても積極的に参加しており、国際標準の改正がなされた際には、産業界とも連
携のうえ速やかに対応を進めて参ります。一方で、電子化は、あくまでライセンスの発
行や確認等の業務をより合理的に行うためのものであり、携帯義務自体を緩和するこ
とを目的とするものではなく、当局も同様の考え方です。

1244 令和3年5月26日 令和3年6月16日
レンタカーについて
の通達

国土交通省通達の改正要望
レンタカー貸し出しについて、対面
の場合は紙の契約書を…とある
が、ペーパーレス化電子化の容認
をしてほしい

コロナ禍での対面時間減少
電子化ペーパーレス化への対応
現場での労力削減とコスト減
自動車がモビリティサービス化している昨今への対応の為

個人 国土交通省

自家用自動車の有償貸渡し業（レンタカー事業）を経営する者は、道路運送法第80
条第1項の規定に基づき、国土交通大臣の許可が必要です。

許可基準については、通達において具体的に定められておりますが、契約書の交付
については特段の定めはありません。

なお、レンタカー事業者は、借受人に対して、所要の事項を記載した貸渡証を交付
し、運転者にこれを携行するよう指示しなければならないこととしておりますが、特段紙
の書面によることとする定めはありません。

道路運送法第80条
第1項
道路運送法施行規
則第52条
「貸渡人を自動車の
使用者として行う自
家用自動車の貸渡し
（レンタカー）の取扱
いについて」（平成7
年6月13日自旅第
138号）

事実誤認

道路運送法関係法令及び当省から発出しているレンタカーに関する通達上におい
て、レンタカー事業者が借受人との間で締結した自家用自動車の貸渡しに係る契約に
係る書面を紙により交付しなければならないといった規定はありません。

なお、通達においては、レンタカー事業者は、借受人に対して所要の事項を記載した
貸渡証を交付し、運転者にこれを携行するよう指示すべき旨が定められておりますが、
これについても、特段その様式等については定めておらず、レンタカー事業者がその
経営判断により、書面によらない方法を採用することも可能です。

1245 令和3年5月26日 令和3年6月16日
昇降機の二重検査
について

昇降機は労働安全衛生法、建築基
準法それぞれ定期検査がある。届
出もそれぞれの役所（労働基準局、
県）に提出しなくてはならない。これ
を一本化すべきである。建築基準
法に一本化すべきである。建築確
認の際に消防通知を行うように建
築主事が労働基準局に通知するこ
ととし、定期検査も建築基準法の定
期報告のみとすべきである。

建築基準法、労働安全衛生法それぞれにてエレベーターの申請や検査
があるのは二重行政である。これにより煩雑な申請となる。また、設置
後も毎年の二重の検査は経済的負担になる。それぞれの省庁の権益の
ためにある制度であり検査にはそれぞれの省庁の関連団体が関わる。
こんなおかしな制度は是正すべきである。

個人
厚生労働省
国土交通省

建築基準法第12条第３項においては、エレベーターの所有者は、概ね６ヶ月から１年
に１回、当該エレベーターを資格を有する者に検査させ、その結果を特定行政庁に報
告しなければならないとされています。（以下「定期検査報告」という。)

労働安全衛生法適用のエレベーターのうち、労働安全衛生法施行令（以下「令」とい
う。）第12条第6号に規定する積載荷重が１トン以上のエレベーターは、クレーン等安全
規則（以下「クレーン則」という。）第159条第１項の規定等に基づき、登録性能検査機
関による性能検査を、原則として１年に１回行わなければならないこととされています
が、令第12条第6号に規定するエレベーターは、平成28年国土交通省告示第240 号に
より、建築基準法の定期検査報告を要しないこととされています。

労働安全衛生法適用のエレベーターのうち、令第13条第３項第17号に規定する積載
荷重が0.25トン以上１トン未満のエレベーターは、クレーン則第154条に基づき、１年に
１回定期自主検査を行うこととされていますが、平成20年９月22日付基発第0922001号
により、建築基準法の定期検査報告をした場合には定期自主検査を実施したものと取
り扱うこととされています。

以上のように、建築基準法及び労働安全衛生法によるエレベーターの各検査制度の
適用については、重複を避け、所有者等の負担が課題とならないように十分配慮した
ものとなっています。

労働安全衛生法
労働安全衛生法施
行令
クレーン等安全規則
平成20年９月22日付
基発第0922001号
建築基準法
平成28年国土交通
省告示第240号

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1246 令和3年5月26日 令和3年6月16日
生活保護の兄弟扶
養要件

経済的貧困に陥った際、兄弟にも
扶養義務を要請され、それも困難な
場合、はじめて生活保護の対象と
なるが、個人ベースの仕組みとす
べき

まったく働く気のない者が兄弟の中にいた場合、兄弟にまで生活保護の
扶養義務が課せられ、その結果、さほど裕福でない兄弟までもが奈落の
底に突き落とされたりする、やはり、成人以降は個人ベースとすべき。

個人
法務省
厚生労働省

生活保護法第４条第２項において、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先し
て行われるものとされており、保護の申請があったときは、要保護者に対して扶養照会
を行っています。

生活保護法第４条
民法第８７７条

現行制度下
で対応可能

民法上の扶養は保護に優先することとなっており、保護の要件ではございません。一
方、こうした法の基本原理を踏まえると、扶養照会は必要と考えています。

ただし、扶養の履行ができないと判断される場合は、扶養義務者本人に対する直接
の照会を省略できる取扱いとしており、個別の事情に応じた丁寧な対応を周知してい
ます。

1247 令和3年5月26日 令和3年6月16日

一定の条件を満たし
た改良土を産業廃
棄物の規制対象外
とする

建設現場から排出される「無機性
汚泥」を原料として、生産されてい
る建設改良土(ユニ・ソイル)は、原
則として産業廃棄物として扱われ、
一般の土砂と異なり、未利用地の
埋立事業の使用は認められていな
い。この建設改良土を一定の条件
を満たした場合、一般の土砂と同様
に扱うようにしていただきたい。一
定の条件とは、(1)建設汚泥の受け
入れ時には、環境基準を満たす検
査を実施し、その証明があること、
(2)生産された改良土(ユニ・ソイル)
についても、環境基準を満たす検
査を実施し、その証明があること。
を想定している。【環境基準…環境
省告示第19号(平成15年3月6日)
環境省告示第46号(平成3年8月23
日)】

1.日本全体で産業廃棄物の最終処分場が減少している。
2.都市部では、地下空間を利用した道路計画(東京外郭環状道路など)
があり、大量の建設汚泥が排出される。
3.この建設汚泥は、産業廃棄物であり、このままでは再利用できないた
め、建設改良土のプラントを建設し、建設汚泥(無機性汚泥)を原料とし、
ポリマー材などを加え攪拌することで、性状の安定した建設改良土(ユ
ニ・ソイル)を生産している。(事例…オデッサシステム)
4.この技術は、国土交通省の新技術に認定されている。【NETIS(国交省
新技術情報提供システム)登録:「TH-980015-V」(平成20年有用な新技
術として「設計比較対象技術」)に指定 】
5.この建設改良土は、性状が安定し再流動化しないため、埋立材として
優れた特性がある。
6.しかし、環境省の定めた「廃棄物基準該当性」を満たさないと、あくまで
も産業廃棄物として扱われ、利用が制限されている。
7.国土交通省の認めた新技術により生産されている建設改良土(ユニ・
ソイル)が、環境省の基準では、産業廃棄物として扱われ、利用が進まな
いのは、行政の縦割りの弊害でしかないと考えられる。

個人
国土交通省
環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、廃棄物該当性については「占有者が
自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをい
い、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取
引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。廃
棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそ
れがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有していることから、法によ
る適切な管理下に置くことが必要であること。」（行政処分の指針について（通知）（令和
３年４月14日付環循規発第2104141号））とされています。

建設汚泥処理物は、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでなく、法の規制
を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償
譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、各種判断要素の基準に
より総合的に判断する必要があります。その取扱いについては、「建設汚泥処理物の
廃棄物妥当性の判断指針について」（平成17年７月25日付け環廃産発050725002号）
において、当該物が廃棄物に該当するかどうかを判断する際の基礎となる指針を示し
ています。

さらに、「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて（通知）」 （令
和２年７月20日付環循規発第2007202号）にて、その適正な再生利用が妨げられること
がないよう、再生利用されることが確実である建設汚泥処理物等の取扱いについて明
確化しています。

「行政処分の指針に
ついて（通知）」(令和
３年４月14日環循規
発第2104141号)
「建設汚泥処理物の
廃棄物該当性の判
断指針について（通
知）」(平成17年７月
25日環廃産発第
050725002号)
「建設汚泥処理物等
の有価物該当性に関
する取扱いについて
（通知）」（令和２年７
月20日付環循規発
第2007202号）

現行制度下
で対応可能

建設汚泥処理物等の有価物該当性を判断する一般的な方法を、「建設汚泥処理物
等の有価物該当性に関する取扱いについて（通知）」にて示しています。ご提案の「建
設改良土（ユニ・ソイル）」についても、本通知に基づき、「仕様書等で規定された用途
及び需要に照らして適正な品質及び数量である建設汚泥処理物等が、飛散・流出又
は崩落等の生活環境の保全上の支障や品質の劣化を発生させずに適切に保管され、
当該仕様書等に従って客観的にみて経済的合理性のある有償譲渡として計画的に搬
出され、再生利用されることが確実であること」を確認できれば、製造された時点にお
いて、有価物として取り扱うことが適当と考えます。

1248 令和3年5月27日 令和3年8月18日
免許更新の際の講
習をオンラインで行
いたい

最寄りの警察署で更新の手続きを
行った後に、自宅、もしくは警察署
で講習の動画を見た後に、後日警
察署に免許証を取りに行く。

講習では動画が流れるだけなので、それを一か所で集まって、決まった
時間に見るのは、効率的ではないと思います。
オンラインで可能な内容であると思いますし、そうする事で施設費や、人
件費などを削減できると同時に、そのために移動、準備する時間を、他
の仕事に回すことができると考えます。

個人 警察庁

免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員
会が行う優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習を受けなけ
ればならないこととされています。また、当該講習については、都道府県警察の運転免
許センター等で実施されています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
101条の３

対応

優良運転者講習のオンライン化については、令和２年12月に閣議決定されたデジタ
ル・ガバメント実行計画において、令和３年度にモデル事業を行い、令和４年度以降に
モデル事業の効果検証や必要なシステム改修等を行った上で、令和６年度末に全国で
実施することとされており、警察庁において、講習のオンライン化に向けた取組を推進
しています。

上記モデル事業については、４道府県で実施する予定です。

1249 令和3年5月26日 令和3年6月16日

光電話（固定）番号
が、業者を変更時、
キャリーオ－バーで
きない

光電話の業者を他の業者に変更し
た際、固定電話番号が変わるとい
われました。携帯の電話番号は
キャリーオーバーできるのだから、
固定電話でもキャリーオーバー可
能なようにするべき。

光ケーブル通信のサプライヤの競争を促進し、ユーザーにとって、安い
料金を享受することができる機会が可能となる。
今は、安い業者に変更すると固定電話番号が変わるので、変更を躊躇
する。（携帯電話と同じ理論が必要）

個人 総務省

既に、NTT東西のアナログ電話から他の事業者への番号ポータビリティ（片方向番号
ポータビリティ）は実現されています。

現在、我が国では令和７年１月までに固定電話をアナログ網からIP網に移行すること
となっており、固定電話番号の指定を受ける全ての事業者間で番号ポータビリティが行
える双方向番号ポータビリティについても、移行後のIP網の新たな機能として実現され
ることとなっています。本件に関する制度改正は既に行われており、各事業者がこれに
基づき計画的に投資等を実施しています。

電気通信番号計画
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1250 令和3年5月26日 令和3年6月16日
教員の働き方改革と
教育のオンライン化
の加速

教育のオンライン化については、ぜ
ひ進めてほしい。今教員が担ってい
る様々な事務的な作業を民間が委
託で担えるようになると、教員は長
時間労働ではなくなるし、ブラック化
も解消できる。特に小中にも導入し
ていければよいのは、定期テストの
採点や単元ごとのまとめのテスト、
提出物のチェックや夏休みなどの
長期休暇中の宿題採点も民間の塾
経営している会社に委託すること
で、その分の教員の労働時間をま
ずは軽減できる。特に小中にも導入
していければよいのは、定期テスト
の採点や単元ごとのまとめのテス
ト、提出物のチェックや夏休みなど
の長期休暇中の宿題採点も民間の
塾経営している会社に委託、その
分の教員の労働時間を軽減でき
る。

生徒も、学校へ行かなくてもテストは自宅で受講できるようにすれば、イ
ンフルエンザの流行期の登校を控えたりすることも可能になる。将来的
には大学入試も少人数の塾などの貸会場でも受験できるようにできると
よいと思う。（カンニングは防がなくてはならないので、監視する目的で
も、少人数の集合が望ましい。）毎年、真冬の寒い時期に大学受験、高
校受験、その他受験をしていたところをオンラインを使えば、風邪による
受験ができない、雪による遅延もなくなる。成績表の入力も、将来的には
ＡＩや音声入力で分析する方法を使えば教員の労働時間が節約できる。
近いうちに、教科書はオンライン化されるのであれば、学習する場所を
学校に限らず、親の仕事の都合で通学ができない場合は、自宅や学習
ができる環境で学べるようにしていく。たとえば母親が出産のため里帰り
している、難産による入院生活をするなどのときに、いつでもどこでも必
要に応じて学べるようにする。日本でも、飛び級制度を導入していけるで
あれば、民間の塾や通信教育をしている学校法人の学びの場で得られ
た単位を当該学年の成績として認め、優秀な子どもたちは才能をのば
せるように様々な状況や環境での複合的な学習環境を提供することもで
きる。また、不登校児童も、オンラインで単位、テストも受けられる、その
ほか、さまざまな学習コンテンツで出席、学習単位に代わる方法が確立
すれば、必要な学びをする機会が得られる。

個人 文部科学省

学校における定期試験等については、各教育委員会等でその運用方法が定められ
ているものと承知しております。

文部科学省では、学校のICT環境の抜本的な改善を目指し、「GIGAスクール構想の
実現」として、学校における義務教育段階の児童生徒一人一台端末と高速大容量の
通信ネットワークの一体的な整備を進めています。

また、文部科学省ではこれまで、学校における採点業務の補助など、教師の補助的
な業務を行うスクール・サポート・スタッフの配置にかかる費用の補助を行ってまいりま
した。

なし 対応

文部科学省では、令和２年１０月２０日付通知「学校が保護者等に求める押印の見直
し及び学校・保護者間等における連絡手段のデジタル化の推進について」において、
各学校や地域における実情を踏まえつつ、可能なところから、学校・保護者等間におけ
る連絡手段のデジタル化に向けた取組を進めていただくよう各教育委員会・学校に周
知しています。特に小中学校等においては、GIGAスクール構想等に基づく端末等の整
備に伴って利用可能となる環境の中に、アンケート作成機能が備わっている場合もあ
るため、それらを活用して学校・保護者等間における連絡手段をデジタル化することも
十分可能であることをお示ししています。

また、令和３年３月に文部科学省HPにて公表した「全国の学校における働き方改革
事例集」において、アンケート作成機能を活用して簡易な試験等を作成する方法もご紹
介しています。

簡易な試験等に利用される媒体についても、こうしたことも踏まえ、運用の仕方によっ
て改善を図ることができるものと考えています。

さらに、文部科学省として、学校における採点業務の補助など、教師の補助的な業務
を行うスクール・サポート・スタッフの配置にかかる費用の補助を行っており、こうした人
材の配置も更に進めながら、学校における働き方改革に取り組んでまいります。

1251 令和3年7月20日 令和3年9月10日
ハンコ省略よりもワ
ンストップ化の視点
で進めてほしい

車庫証明の申請でハンコ不要にな
るとの報道がありますが
単にハンコ不要にするだけではなく
利用者が手書きする部分を最小化
するような取り組みが必要です

今年夏にマイカーを買い換えましたが
いろんな申請が有って、5・6種類の用紙に住所と名前を繰り返し書かさ
れました
１種類の用紙が３枚綴りのノンカーボン紙だったりだったと思いますが、
逆に今の時代は不便かなと思います。
販売店側も顧客リストを持っていたりするので住所くらいは帳票に予め
印刷された用紙を用意して利用者は名前だけ自署するとかにした方が
良いと思います。
今の時代は個人・家庭でもパソコンやプリンターを用意しているくらいな
ので、官庁側でA4用紙で標準レイアウトを決めて公開して販売店等が手
書きでなくて構わない部分はパソコン等で記入済みの状態で印刷したも
のにして欲しいです。
宅配便で宛名ラベルを打ち出すソフトを公開していたりします。そういう
類のソフトまで官庁側で用意しろとは言いませんが、民間側で作りやす
いようにしてほしいです。(データ連携もしやすくすれば、住所などを１度
入力すれば各帳票に住所が転記されて便利だと思います)
不動産の賃借契約なんかも更新時に前回と同じか聞いて同じだったら
出来るだけ埋まっていてほしいです

個人
警察庁
総務省
国土交通省

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号）第４条第１項の
規定により、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第４条に規定する処分、同法第
12条に規定する処分（使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。）又は同法第13条
に規定する処分（使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。）を受けようとする者
は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する自動車保管場所証明書（以下「証明
書」という。）を提出しなければならないこととされており、また、同法第６条第１項の規
定により、警察署長は、証明書を交付等したときは、保管場所標章を交付しなければ
ならないこととされていますが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」
を利用することによって、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所
証明、自動車諸税の納税）と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっております。

自動車の保管場所
の確保等に関する法
律第４条第１項

現行制度で
対応可能

自動車保管場所証明書の交付に係る申請に必要な書類については、申請者の署
名・押印は不要となっており、各都道府県警察のウェブサイト上で様式も公開されてい
ることから、パーソナルコンピューター等で作成することが可能となっております。

また、制度の現状欄に記載のとおり、自動車保有関係手続については、OSSを利用
することによって、各種手続と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっております。

1252 令和3年5月26日 令和3年7月7日
指定難病の更新手
続きについて

毎年の更新の文書に寄る手続き及
び、更新の必要書類(住民票の写し
等)の取り寄せの必要性について

指定難病の認定手続きにおいて、カルテ等の開示の承諾書を提出させ
ているにも関わらず、主治医による診断書の提出は求められます。治療
の内容は保険点数で把握出来る筈ですで、診断書は厚生労働省管轄
の指定医がほぼ担当しているのですから、電子カルテの時代に紙で提
出させる必要もないと思います。
また、役場での住民票の写し、納税証明書及び保険証のコピーまで本
人または家族に、毎年、申請の度に請求する必要性に疑問を感じます。
住民票の写し等は役所間で照会出来るシステムがなぜないのかがずっ
と疑問でした。
私たちの多くは交通弱者、感染弱者の患者です。以上の手続きが改善
され、毎年感染症の流行時期の秋の申請が軽減して欲しいです。

個人
総務省
厚生労働省

難病の医療費助成認定については、法律上、1年ごとに医療受給者証の更新が必要
であり、難病指定医/協力難病指定医のいずれかに診断書を作成していただく必要が
あります。診断書とともに、住民票の写し等、必要な書類を居住地の都道府県に申請
し、その申請に基づき、都道府県等が支給認定を行うことになっています。このように、
都道府県等が支給認定を行っているため、申請方法や必要書類の提出方法について
は、自治体によって異なる場合があります。

難病の患者に対する
医療等に関する法律

検討に着手

難病の医療費助成認定に係る診断書については、「2022年度（令和４年度）中にオン
ラインでの指定医による診断書の登録を可能とすることで、患者のオンライン申請に係
るデータ登録基盤を形成する。その後、2023年度（令和５年度）中に費用対効果を含
め、申請のオンライン化の実施について検討する。」（※１）こととされており、オンライン
申請手続きについて検討し、申請者の負担軽減等を進めてまいります。

また、住民票等については、自己負担上限額の設定に必要となることから、公費負担
医療の適正な給付を行うため、毎年度の提出をお願いしております。当該書類の一部
においては、住民基本台帳ネットワークシステムを用いた自治体内における庁内連携
や自治体間でのマイナンバー制度における情報連携により省略することが可能です。
引き続き、当該情報連携の活用について自治体に周知する等、申請者の負担軽減等
を進めてまいります。

※１：デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）別紙により、「（略）
2022年度（令和４年度）中にオンラインでの指定医による診断書の登録を可能とするこ
とで、患者のオンライン申請に係るデータ登録基盤を形成する。その後、2023年度（令
和５年度）中に費用対効果を含め、申請のオンライン化の実施について検討する。」と
されている。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1253 令和3年5月26日 令和3年6月16日
信書の取り扱いにつ
いて

信書の取り扱いを郵便局以外の運
送業にも扱える様にして下さい。

現在、通信販売で購入した商品やDMの中には主従関係にあたらない信
書というものが状況次第では同梱されています。
この動きはネット通販が増えれば加速していくのは間違いありません。し
かし現実には責任の無いアルバイトが宅配する郵便局より社員が責任
を持って配達するクロネコヤマトの方が誤配の少なさ、スピードや信用性
が高いのが現実です。
信書を郵便局でしか扱えないのを撤廃し、要件を満たした会社が信書を
扱える様にすれば、時給制で生産性の低い郵便局だけではなく競争が
生まれ、価格も下げられ、今までとは形態もスピードも変わってネット社
会に適合する形になると思います。
郵便局の存在は意義が在り、特に地方や離島での意義はとても重いと
は思いますが、ネット社会が現実化すれば地方や離島で働く選択肢が
生まれ雇用も生まれます。そうなれば運送業の存在は重要を超えて死
活問題になります。
信書を郵便局だけの現在は完全に社会に対して足かせになっていま
す。

個人 総務省 番号1045の回答をご参照ください。

1254 令和3年5月26日 令和3年7月7日
病院のキャッシュレ
ス導入推進

クレジットカード利用できない病院
が多いのでキャッシュレス推進をし
てほしい。

時代にあっていない
病院という場所柄現金の受け渡しはリスクが高い（他の病気の人が支
払って病院においてあるお金をお釣りとしてもらいたくない）

個人 厚生労働省 番号593の回答をご参照ください。

1255 令和3年5月26日 令和3年7月7日

医薬品の適合性書
面調査において、非
臨床項目の薬理・
ADME試験を対象か
ら除外する（調査を
行わない）。

現在適合性書面調査では、PMDA
信頼性保証部により品質、非臨床
及び臨床の項目が調査される。そ
のうち、非臨床は申請者が医薬医
療機器等法第43条（信頼性基準）を
満たすと判断する薬理及びADME
（薬物動態等）試験のうち数試験が
対象である。調査では、医薬品の承
認申請資料中CTDM4とその内容の
元となる実験ノート、データ、伝票等
の原資料（原本）との整合性を
PMDA調査員が数時間調査する。
その結果、整合しない等問題があ
る場合、PMDAは申請者に照会事
項を発出する。
提案は、適合性書面調査の対象よ
り非臨床（薬理・ADME）を除外し、
品質および臨床を対象として適合
性書面調査を実施することである。

承認申請段階では国際的な医薬品の臨床試験の実施基準に基づきヒト
に対する効果がすでに試験されているので、動物・細胞等での効果や薬
物動態等の一部の非臨床試験の適合性書面調査の結果が承認判断の
材料にならないと考える。承認申請段階で実験ノート等の原資料を調査
する制度を取っているのは知りうる限り世界で日本だけである。本制度
は開始されて20年以上経過するが、この制度で日本国民の健康福祉に
大きな利益をもたらした事例も知りうる限り見当たらない。さらに実験
ノート等の該当資料が国外にある場合、書面調査を行うことが事実上免
除されている。つまり、適合性書面調査の対象になるのは資料が国内に
あるほとんどの場合内資系企業であり、外資系企業は免除され不公平
である。また、信頼性基準を満たす試験を実施するためには、試験操作
を完全に再現できるように詳細に記録し、データを厳格に記録し、関係
資料を保管するためにコスト・時間がよりかかる。そのため臨床試験で
効果が示唆された段階で、信頼性基準で該当の非臨床試験の再試験を
行うこともある。又、信頼性基準は日本固有の規制のため、国外からの
導入品においては信頼性基準を満たさない試験も頻繁に認められ、導
入元と過重なやり取りを行い、信頼性基準で再試験を行うこともある。本
提案が実現した場合、特に内資系企業においてコストの削減効果が期
待される。特に非臨床に携わる基礎研究者の労力を削減し、その時間
をより創造的な作業に使うことが期待される。又、本制度は海外の方に
度々違和感を持たれることも含めて広い意味で内資系製薬産業の競争
力を阻害してきたように感じる。本提案実現によりそのような懸念がなく
なる。

個人 厚生労働省

承認申請時に添付される試験データの作成・収集に当たっては、「厚生労働大臣の
定める基準」に従うことが薬機法第14条第３項に規定されていることから、この基準に
適合しているか否かを適合性書面調査として確認しています。また、承認申請時に添
付される試験データには、品質、非臨床、臨床など様々な種類がありますが、当該条
項では全ての試験データに対して基準への適合が求められています。

薬機法第14条第３項

薬機法施行規則第
43条

令和２年８月31日付
け薬生薬審発0831第
４号厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬
品審査管理課長通
知

令和２年８月31日付
け薬機発第0831001
号独立行政法人医
薬品医療機器総合
機構理事長通知

検討を予定
海外主要国の規制当局（米国FDA、欧州EMAなど）に対して、提案事項にある試験

データに係る信頼性の基準や、その基準への適合を確認するための調査内容などに
ついての調査を行い、その結果を踏まえ、問題解決に向けた検討を行う。

1256 令和3年5月26日

マイナンバーカード
の15歳未満の者へ
の交付手続きの簡
便化について

現行、マイナンバーカードを取得
する際には、申請時若しくは交付時
に原則本人が役所へ行き本人確認
する必要があるが、15歳未満の者
の場合は、学校等で平日の時間を
確保することが難しい。

このため、住民票、戸籍謄本等で
親等の法定代理人であることが確
認できる場合は、法定代理人が本
人及び申請者の本人確認書類を持
参すれば交付できるよう手続きを簡
便化する。

現行、マイナンバーカードを取得する際には、申請時若しくは交付時に
原則本人が役所へ行き本人確認する必要があるが、15歳未満の者の
場合は、学校等で平日の時間を確保することが難しい。

さらに制度上、15歳未満の者に対してマイナンバーを交付する際に
は、法定代理人等が同行する必要があることとなっているが、親等の法
定代理人が共働きである場合など、平日に子供と親の休みを合わせて
取得することはさらに困難である。

一部の休日に交付手続きができる日が設けられているが、それだけで
は、予約が殺到するなど、対応できていないのが現状である。

また、本人確認できない一番大きいデメリットは、マイナンバーカードの
悪用であるが、親子等の関係など悪用が考えにくい場合も多い。

交付時に15歳未満の本人確認をいくら行っても交付されたマイナン
バーカードの保管は親等の法定代理人であり、その状況を考えると想定
される悪用等のデメリットが起こる確率は、15歳未満の本人確認の有無
に関わらず変わらないと考える。

このため、住民票、戸籍謄本等で親等の法定代理人であることが確認
できる場合は、法定代理人が本人及び申請者の本人確認書類を持参す
れば交付できるよう手続きを簡便化する。

以上のように交付手続きを簡便化すれば、マイナポイント等のキャン
ペーンを行っていてもなお、申請件数が伸び悩んでいる状況も改善する
のではないかと考える。

個人 総務省 類似処理
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1258 令和3年5月26日 令和3年6月16日
身体障害者手帳保
有者の障害年金申
請の簡略化

身体障害者手帳保有者が障害年
金の申請を行う際、身体障害者手
帳申請と同様な審査手続きを必要
とします。内容は、障害の程度と障
害の固定確認です。同じ内容の申
請を2カ所の窓口で行わなければな
らず、障害者にとってはとても負担
です。障害年金申請を行う場合、身
体障害者手帳の提示だけで申請が
出来るよう改善を希望します。

身体障害者手帳の申請と障害年金の申請の受付可能時期を比べると、
身体障害者手帳の申請は、脳内出血の場合、かかりつけの医師が障害
の固定確認ができる発病後４～５ヶ月程度であるのに対し、障害年金の
申請は基本的に1年6ケ月（脳内出血の場合は特例で6ケ月）経過後とな
ります。身体障害者手帳を先に交付されていても障害年金の申請の際
に再度医師の診断書の添付が要求されます。障害の審査内容も身体障
害者手帳の申請時と全く同じです（違っていたらそれも問題ですが）。障
害年金の申請時に窓口の担当が言うには、審査結果は交付されている
身体障害者手帳の等級と違う場合があるとのこと。なぜでしょう？
このように、障害年金の申請をするためには、最低2回年金事務所の窓
口に行かなくてはなりません。ただでさえ混んでいる年金窓口に行くため
に予約をとっても半月から1月待たなければなりません。年金機構の運
営費用は年金で運営されていると聞きます。身体障害者手帳の申請に
紐付けするなど年金運営の簡略化を望みます。

個人 厚生労働省

障害年金は、診断書の記載内容を審査し、等級に該当していれば、相当額の障害年
金（障害基礎年金の１級は年額976,125円、２級は年額780,900円）を支給する仕組みで
あるため、等級判断の均衡を確保する観点から、日常生活の制限の程度を統一的に
判断するための認定基準が設定されていたり、労働によって収入を得られるかどうかと
いう点を踏まえた認定基準が設定されており、身体障害者手帳とは異なる認定基準が
設定されています。

また、障害年金の診断書は、障害年金の認定基準に即した内容をそのまま落とし込
んだ診断書とするとともに、主治医等による記載内容のブレを抑え、年金機構の障害
認定医が客観的に評価を行えるよう、第三者である障害認定医が請求者の障害の程
度や状態を客観的かつ詳細に把握できる様式としており、身体障害者手帳に係る診断
書とは異なる様式となっています。あわせて、障害年金の支給決定に当たっては、初
診日の特定が重要ですが、初診日の特定のために、障害年金診断書においては初診
日や初診時の所見等を記載することとしているところ、身体障害者手帳に係る診断書
においてはこれらの記載はないところです。

国民年金法第30条、
国民年金法施行令
別表、厚生年金保険
法第47条、厚生年金
保険法施行令別表
第１、第2等

対応不可
制度の現状欄で述べたとおり、障害年金と身体障害者手帳の認定基準・診断書は内

容が異なっているため、障害年金の請求に際し、身体障害者手帳の提示をもって障害
年金診断書の添付を省略することは困難です。

1259 令和3年5月26日 令和3年6月16日
流域下水道管理者
による排水設備等の
検査について

流域下水道では、公共下水道管理
者である市町村の職員しか排水を
出す事業所に立ち入ることができな
い規定になっており、流域下水道管
理者である都道府県の職員が事業
所に立ち入ることができない規定に
なっている。
流域下水道の流末にある終末処理
場は、流域下水道管理者が管理し
ているため、異常水の流入もしく
は、未然防止に迅速に対応できる
よう、流域下水道管理者にも立入
権限を付与すべきよう対応すべきと
考える。

終末処理場において、異常が起きた場合に、流域下水道管理者は、上
流に向けて遡り調査を行うが、現行法では流域幹線の調査で異常水の
発生地域を特定までしかできない。
流域下水道管理者に立入権限を付与すれば、早急に原因事業所の特
定ができ、必要な措置を講じることができるようになることが想定され
る。
早急な対応が可能になることで、終末処理場や流域幹線へのダメージ
が最小限で抑えられることが見込まれる。
また、流域幹線の水質調査をもとに、未然防止の策を講じることも、早
急な対応が可能になることが見込まれる。
結果的に、修繕費用のコスト削減につながることが見込まれる。

個人 国土交通省

一般家庭や事業場に接続する管渠を含む公共下水道に係る事業は、下水道法第３
条において、基本的に市町村が行う事業と位置付けられています。これは、屎尿等の
一般廃棄物の処理と同様、住民生活に最も密着した行政サービスの１つであるためで
す。

他方、流域下水道は、一般家庭や事業場に接続する管渠などの末端的部分ではな
く、二以上の市町村区域の下水を排除するための幹線管渠や終末処理場といった根
幹的部分に係る下水道であって、その事業は、下水道法第25条の10において、基本的
に都道府県が行う事業と位置付けられています。

ご指摘の下水道法第13条は、公共下水道等に接続する事業場等の土地又は建築物
に立ち入り、排水設備等を検査する立入検査について規定していますが、上述の通
り、一般家庭や事業場等に接続する管渠を有するのは、一般的に流域下水道ではなく
公共下水道であることから、当該立入検査権限や事業場に対する水質等の規制監督
権限等については、公共下水道管理者に付与され、流域下水道管理者には、直接流
域下水道に下水を排除する事業場に対するものを除き、付与されておりません。

このように、下水道法では、事業場等に接続する管渠を有する下水道管理者に対し、
当該事業場等に対する立入検査権限等が付与されておりますが、下水道施設の機
能・構造の保全又は終末処理場からの放流水質を法定基準に適合させることを著しく
困難にするおそれがある場合、流域下水道管理者は、下水道法第25条の16に基づ
き、当該流域関連公共下水道管理者に対して、期限を定めて原因を調査し、報告を求
めることができることとされています。さらに、必要がある時は、当該流域関連公共下
水道管理者に対し、事業場に対する水質規制条例の制定等の措置をとるよう要請する
ことも可能となっています。

下水道法第３条、第
13条第1項、第25条
の10、第25条の16、
第25条の18

対応不可

制度の現状に記したとおり、公共下水道事業は住民生活等に最も密着した行政サー
ビスの１つであることから、市町村が担うべき事業と考えております。ご指摘の立入権
限を含め、公共下水道に接続する事業場等に対する水質規制、監督業務についても
同様に地域に密着した行政事務であることから、事業場の存する市町村たる公共下水
道管理者が一元的に担うべきであって、流末の根幹的施設のみを管理し、規制権限を
有しない流域下水道管理者に、立入権限のみを付与すべきではないと考えます。

提案理由に示されている施設損傷の未然防止等につきましても、流域下水道管理者
は、下水道法第25条の16に基づき、当該流域関連公共下水道の管理者に対して、期
限を定めてその原因の調査とその結果の報告を要請することが可能となっており、流
域関連公共下水道管理者と連携することで、現行制度においても迅速に対応すること
ができるものと考えております。

1260 令和3年5月26日 令和3年6月16日
診療報酬請求書へ
の、押印の廃止。

医療機関や調剤薬局等が、保険請
求をする時に、診療報酬明細書を
審査支払機関に提出します。紙の
診療報酬明細書を作成した時は、
審査支払機関に提出をする診療報
酬明細書の最上部に、診療報酬明
細書の件数と点数を集計した診療
報酬請求書を表紙に添付して、編
綴を行い提出します。診療報酬請
求書の1枚目には、右上上部に押
印をすることとされていますが、押
印を廃止することを提案します。

診療報酬請求書の1枚目に押印をする必要性がありません。押印がなく
とも、審査支払機関に提出をする診療報酬の件数や金額に変更が生じ
ることや、支払いがされないこともありません。ただ、この押印が漏れて
しまうと、審査支払機関より押印をした請求書を再度提出する様に指示
されます。再作成の手間や郵送、持参の費用もかかります。押印の有無
で診療報酬の支払いに影響がないのであれば、押印自体の必要性があ
りません。また、そもそも診療報酬請求書に予め印を印刷して出力をし
たものについても、押印があったものとして取り扱って（『印形を一括印
刷している場合には捺印として取り扱うものであること。』厚生労働省保
医発0327第1号・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部
改正について）います。これでは、押印の意味がないものと考えます。形
式的な押印を廃止することにより、医療機関等の保険請求事務の負担
を減らし、併せて押印が漏れたことによる差し替えの費用と時間をなくす
ことができます。

個人 厚生労働省

ご指摘の診療報酬請求書における押印欄については、「押印を求める手続の見直し
のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示について」（令和２年厚生労働省
告示第397号）による、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省
令第７条第３項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式（平成20年厚生労働省告
示第126号）の一部改正により削除されたところです。そのため、現行、押印は不要と
なっています。

・療養の給付及び公
費負担医療に関する
費用の請求に関する
省令第７条第３項の
規定に基づき厚生労
働大臣が定める様式
（平成20年厚生労働
省告示第126号）

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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1261 令和3年5月26日 令和3年6月16日
光ディスク等送付書
への押印の廃止

医療機関や調剤薬局等が、保険診
療の費用を保険者及び公費実施機
関に請求する時に、診療報酬明細
書を作成して審査支払機関に提出
します。この時にレセプト電算処理
システムで作成し、電子媒体（ＣＤ
－ＲやＦＤ等）で診療報酬明細書を
審査支払機関に提出した場合、併
せて別に、光ディスク等送付書を紙
で作成し支払機関に提出します。こ
の光ディスク等送付書への押印を
廃止することを提案します。

光ディスク等送付書に押印をする必要性がありません。押印がなくとも、
審査支払機関に提出をする診療報酬の件数や金額に変更が生じること
や、支払いがされないこともありません。ただ、この押印が漏れてしまう
と、審査支払機関より押印をした光ディスク等送付書を再度提出する様
に指示されます。再作成の手間や郵送、持参の費用もかかります。押印
の有無で診療報酬の支払いに影響がないのであれば、押印自体の必
要性がありません。形式的な押印を廃止することにより、医療機関等の
保険請求事務の負担を減らし、併せて押印が漏れたことによる差し替え
の費用と時間をなくすことができます。

個人 厚生労働省 光ディスク等送付書への押印は廃止しました。

保険医療機関又は
保険薬局に係る電子
情報処理組織等を用
いた費用の請求等に
おける押印の省略に
ついて（令和２年10月
６日保連発1006第１
号）

対応

令和２年７月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」の「第３
章『新たな日常』の実現」において、「書面・押印・対面主義からの脱却等」が記載され
ました。社会全体として書面・押印・対面からの脱却を進めていることを踏まえ、保険医
療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求等における押
印の省略について（令和２年10月６日保連発1006第１号）を発出し、光ディスク等送付
書の押印を廃止することとしました。

1262 令和3年7月20日 令和3年9月10日
印鑑証明の有効期
限

普通自動車の登録に必要な印鑑証
明の有効期限を撤廃して頂きたい。

先日車を購入しましたが、お店に必要な書類を渡し登録をお願いしま
したが、「印鑑証明の有効期限が2日過ぎているため登録が出来ない」と
言われ、すぐに新しいものを取得し送りましたが、間に合わず月を跨い
でしまいました。

自動車税を含めた金額を支払っていましたが、月を跨いだ為10月分の
自動車税が納付されず、お店が得をする事になってしまいました。

印鑑証明に有効期限がなければすぐに登録出来て、自動車税も納付
され、紙を無駄にする事も無かったと思います。

本来印鑑証明は有効期限は無い物なので、自動車登録時の有効期限
も無くす事は出来ないでしょうか。

個人 国土交通省

自動車の登録申請時には、申請書に添付された印鑑証明書によって、印鑑の確認
のほか、自動車の所有者である申請者を特定するため「氏名」及び「住所」を確認して
おります。

ここで確認した所有者の氏名及び住所を、自動車の登録に用いるため、それらの情
報は、可能な限り、登録申請時点の住民基本台帳に記載された情報と一致する正確
なものである必要があります。

このため、添付する印鑑証明書については、作成から一定期間内のものを求めるこ
ととして、具体的には「作成後３月以内」のものとしております。

自動車登録令（昭和
26年政令第256号）
第16条第3項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり、印鑑証明書は、印鑑の確認のほか、自動車の所有
者の「氏名」及び「住所」の同一性を確認するための書面であるため、作成後３月以内
という有効期間を設けております。

他方で、自動車の登録申請は、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス
（OSS）」を利用することによって、インターネット上でも行えるようになっております。

このOSS申請を利用する場合には、マイナンバーカードの電子証明の認証を行うこと
により、印鑑証明書の添付に代えることが可能となっており、その際には、マイナン
バーカードの電子証明の有効期限（５年）の満了前であれば、いつでもご利用いただく
ことができます。

1263 令和3年5月26日 令和3年6月16日
マイナンバーカード
による生活保護の自
動給付

マイナンバーカードにすべての口座
等の資産を紐づけることを条件に、
公務員の恣意的な判断をすること
なく、自動的に給付を可能とする。

日本の生活保護申請は、手続きが煩雑で給付に非常に時間がかかり、
命の危機に瀕している人を救うことができていない。すべての口座を紐
づけることにより資産状況が把握でき、不正受給が根絶できる。また、公
務員の恣意的な給付抑制を防ぎ、生活保護の適切な支給により、本当
に必要な人の命を守ることが可能となる。最低限の生活が保障されるこ
とにより、基本的人権が守られる。

個人
内閣官房
金融庁
厚生労働省

生活保護法第7条において、保護は、要保護者、その扶養義者又はその他の同居の
親族の申請に基づいて開始するものとされていますが、要保護者が急迫した状況にあ
る場合には、申請がなくとも保護を行うことができることとされています。

また、同法第8条においては、保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要
保護者の需要を基ととし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不
足分を補う程度において行うものとされています。

生活保護法第７条等 対応不可

生活保護は権利であることから、生活保護法上、保護が申請に基づき行われること
が原則とされています。

また、生活保護受給者に限定して預貯金口座へのマイナンバー付番を義務付けるな
ど、生活保護受給について、資産、収入に関わらない要件を課すことについては、慎重
な検討が必要です。

1264 令和3年5月26日 令和3年7月7日

食品衛生法改正に
よる食品関連事業
者等の負担軽減に
関する提案

福岡県の食品衛生監視員です。
令和３年５月３１日以前に営業許可
を得た食品関連事業者が、改正食
品衛生法および関連法令の基準を
満たし、変更届を提出した場合は、
新基準での運用が可能になるよう
改正していただきたい。

令和３年５月３１日以前に営業許可を得た食品関連事業者は、現在の
食品衛生法(平成３０年６月１５日公布)の基準で、許可が切れるまで営
業を行うことになる。つまり、食品衛生法改正から数年間は、現在の食
品衛生法に基づく営業許可を持つ事業者と、改正食品衛生法に基づく
営業許可を持つ事業者が混在することとなる。現在の食品衛生法と改
正食品衛生法で基準やできることが異なるため、事業者から「なぜうち
の店はダメで、あの店はいいのか」という問い合わせが必至である。例
えば、私が所属している福岡県の移動営業では、水のタンクの容量に具
体的な数値を定めないかわりに、提供できる食品の種類や数が厳しく制
限されている。しかし、改正食品衛生法および県の条例では、タンク容
量によっては食品の種類や数の制限が緩和される予定である。令和３
年５月３１日以前に営業許可を得た食品関連事業者は、改正食品衛生
法等の基準を満たす設備を用意しても、次の更新まで厳しい制限の下
で営業しなくてはならず、もしくは新規で許可を取り直す必要があり、不
合理である。食品衛生監視員としても、漬物製造業の取得周知や
HACCPの説明に追われる中、上記の問い合わせやそれに伴うクレーム
の処理に追われることとなり、業務量の増大が予想される。
以上のことから、令和３年５月３１日以前に営業許可を得た食品関連事
業者が、改正食品衛生法および関連法令の基準を満たし、変更届を提
出した場合は、新基準での運用が可能になるよう改正していただきた
い。

個人 厚生労働省

令和３年６月１日時点で、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46
号。以下「改正法」という。）による改正前の食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下
「旧法」という。）第52条に基づき営業許可を取得して営業を営んでいた営業者であっ
て、改正後も許可業種である営業者（以下「既存許可営業者」という。）については、食
品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措
置に関する政令（令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。）附則第２条に基づ
き、既存の許可の有効期間の満了までは、なお従前の例により引き続き営業すること
ができることとされています。

この経過措置規定の趣旨は、既存許可営業者について、ただちに許可を再度取り直
すことを不要とし、その既得権を最大限尊重するというものであり、本規定により、経過
措置期間は、旧法第52条に基づく営業施設の基準を遵守しなければならず、また、既
存の許可によって一般禁止行為が解除された営業行為、取扱食品の範囲内で営業を
行うことができるとされています。

・食品衛生法（昭和
22年法律第233号）
第55条
・食品衛生法等の一
部を改正する法律の
一部の施行に伴う関
係政令の整備及び経
過措置に関する政令
（令和元年政令第
123号）附則第２条
・食品衛生法施行規
則（昭和23年厚生省
令第23号）第71条

対応不可

既存許可営業者は、改正政令附則第２条に基づく経過措置期間内は、旧法第52条
に基づく営業施設の基準を遵守しなければなりません。このことから、新法第55条に基
づく営業施設の基準で営業を行うためには、同条に基づく申請をし、営業許可を受けな
ければならず、この手続きを食品衛生法施行規則第71条に基づく変更届の提出に代
えることはできません。

このため、既存許可営業者から、新法第55条に基づく営業施設の基準で営業するこ
とを希望する旨の相談があった場合には、改正政令附則第２条の趣旨を丁寧に御説
明いただき、必要に応じて、新法第55条に基づく営業許可を取得するよう指導をお願い
します。
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1265 令和3年5月26日 令和5年1月20日
NHKのペーパー
ビュー化を要望しま
す

国民から受信料を強制徴収する公
共放送ＮＨＫは、報道以外はすべて
受益者負担のペーパービュー（見
たい人だけ契約する有料化）にす
べきです。報道に関しても、原価制
作費を明瞭にすべきで、それができ
ないのであれば、すべてをペー
パービューにするしかないと思いま
す。

公共方法における国民の負担削減は世界の潮流であり、イギリスでも
英国放送協会（BBC）の受信料廃止が検討されている。
歴代のNHK会長は再三に渡る総務相の要請に対し、「番組の質が下が
る」と受信料の大幅な値下げを拒否し続ける一方で、国家公務員の平均
年収が680万円にもかかわらず、「公共放送」NHK職員の平均年収は
1800万円。内部留保は3000億円以上。国民から受信料を強制徴収する
ならば、収支均衡で運営されなければならない。ましてや受信料で製作
したコンテンツをNHKエンタープライズという子会社に移管して得た二次
的利益を国民に還元せず、職員への過剰な福利厚生に充当するのは、
まったく国民の理解を得られない。直ちにNHKのペーパービュー化を望
む。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとする方法は、公共の福祉のためあまねく日本
全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを行うという公
共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1266 令和3年5月26日 令和3年7月7日

看護師資格を持つ
者に対する救急救
命士資格の取得取
得の特例について

現在、看護師資格を取得していても
救急救命士資格を取るためには、
一から専門教育を受け資格取得試
験を受けなければならないとなって
いる。看護師は救急救命士の上位
資格と言えるほどのものであるた
め、届け出もしくは追加講習によっ
て救命士資格を取得できるよう施策
を講じていただきたい。

私は、現在、消防吏員として消防機関で勤務し、救急救命士の養成計
画に携わっています。
職員の中には看護師資格を有する者もいるのですが、消防吏員で救急
業務に就く者は救急救命士の資格が必要で、看護師資格はあまり意味
がありません。そのため、看護師資格のみをを持つ職員は、改めて一か
ら救急救命士資格取得課程を６ヶ月間受講し国家資格試験を受けなけ
ればならず、極めて不合理な状況となっています。
ただ、看護師資格を持つ職員の知識技能は、救急救命士の資格と同等
もしくはそれ以上であり、この資格の厳格すぎる縦割り状況をぜひ何ら
かの方法で簡素化し、もしくは、特例的な届け出などにより解消していた
だきたいと考えています。
追記となりますが、過去には時限的に資格の渡りが可能な時期があっ
たことを申し添えます。
何卒、迅速なご検討をよろしくお願いします。

個人
総務省
厚生労働省

・看護師とは、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うこ
とを業とする者をいいます。（保健師助産師看護師法第５条）
・また、救急救命士は、保助看法の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処
置を行うことを業とすることができます。（救急救命士法第４３条第１項）
・以上のことから、看護師資格を持つ方は、救急救命士資格を持たずとも、診療の補助
として救急救命処置を実施することが可能です。
・消防法その他の法令においては、ご提案中の「消防吏員で救急業務に就く者は救急
救命士の資格が必要」という規制を設けておらず、ご提案者様の所属組織等における
内部的なルールである可能性が考えられます。
・なお、救急救命士は、重度傷病者が医療機関に到着するまでの間に救急救命処置を
施すことを業とする者（救急救命士法第２条）であり、その点を踏まえて、看護師とは別
の資格として設計されていることから、「看護師資格を持つ職員の知識技能は、救急救
命士の資格と同等もしくはそれ以上」との判断はできず、ご提案の特例等を設けること
は考えておりません。

・保健師助産師看護
師法第５条、第31条
第１項
・救急救命士法第２
条、第43条第１項

現行制度下
で対応可能
事実誤認

制度の現状欄に記載の通りです。

1267 令和3年5月26日 令和3年6月16日
電波オークションの
導入

日本も他国のように電波オークショ
ンを早期に導入すべき。
国民の大切な財産である電波を特
定の企業が独占している現状は異
常である。競争が起こることによっ
てメディアも危機感をもつようになり
良質なジャーナリズムが根付くと思
う。

電波オークションにより国に多額の電波使用料が入ってくるメリットがあ
る。また新しいメディア企業が誕生することにより多様性のある論調も増
え国民にとってもメリットが大きい。

個人 総務省
電波法第４条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければ

ならないとされています。
電波法第4条 その他

オークション制度は、透明性や迅速性の確保などにつながる一方、諸外国の事例を
踏まえれば、落札額が高騰し、落札者の事業運営に支障が生じるおそれがあるなど、
メリット・デメリットがあります。

このため、オークション制度については、メリット・デメリット、導入した各国における
様々な課題も踏まえ、引き続き検討していきます。

◎
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1268 令和3年5月26日 令和5年4月14日 印鑑登録の一元化

現在、市区町村毎に管理している
印鑑登録を国で一元的に管理す
る。印鑑登録を個人に結び付け、住
居の移転等による失効、再登録を
なくす。

本来、印鑑登録は登録者の印鑑であることを証明するための制度であ
るところ、登録者の住居の移転や氏の変更に伴い失効する理由はない
と考えます。
印鑑の登録者が引っ越しをするにあたって、再度の印鑑登録のために
役所にでかけることは、大変不便であると思います。
また、そもそも印鑑登録時においてこのような失効の説明はあまりなさ
れていないようです（私自身、説明を受けませんでした）。そうすると、住
居の移転による印鑑登録の失効に気づかずに、印鑑登録証明書の発
行を申請しても、結果役所で門前払いとなります。実印をもって再度印
鑑登録に役所に出向かなければなりません。
役所へは、通常平日仕事の休みを取って出向きます。つまり、その時
間、役所の業務負担が大きくなるのみならず、手続を行う人間の業務が
停止します。このような役所、手続者双方による経済損失は明確には測
定できませんが、無視できないのではないでしょうか。
また、最近、戸建てやマンションのみならず賃貸で一生を過ごす方も増
えております。引っ越しも状況に合わせて柔軟に行う時代となりました。
このような点を鑑みると、印鑑登録を住居と結び付け市区町村が管理す
るのは、実情に合わないのではないかと考えます。
最近は、コンビニにて印鑑登録証明書を取得できる便利な時代です。こ
の利便性を享受するには、根幹であるそもそもの制度も変化していく必
要もあります。インターネット経由でコンビニの複合機と通信しても問題
ないのであれば、国が一括して市町村の印鑑登録を管理しても、セキュ
リティ、技術的には問題ないと思います。
ご検討いただけますと幸いです。

個人 総務省

印鑑証明の事務については、制度化された明治期以来、市町村固有の事務として実
施されており、各市町村の条例等を根拠として行われているものです。

総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

－ 対応不可
印鑑登録は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者が登録の対象と
なっており、住民基本台帳と同様に、印鑑登録原票も各市町村ごとに管理されている
ため、他の市町村に転出した場合には再度印鑑登録を行う必要があります。

1269 令和3年5月26日 令和3年6月16日
携帯電話キャリア周
波数の再編成

現在、菅総理の掲げる、携帯電話
料金の値下げにおいて、行政が民
間の料金体系に口を出して値下げ
をさせるという手法に関し、多少の
反発があるように思える。そこでよ
り民間主導にて携帯電話料金の値
下げが実行されるよう、今まで以上
の競争を促すことを目的とする。

2020年春より、新たに楽天モバイルが第4のキャリア(MNO)としてサービ
スを開始している。キャリアでありながら、すでに3000円弱という価格に
てdocomo、au、ソフトバンクよりも安い料金を提示し、実際にサービスを
している。
しかしながら、楽天モバイルは1.7GHz帯というひとつのバンドしか割り当
てがなされず。後発ということで基地局の整備も遅れを取っているように
見える。また、そのサービスの実態は、プラチナバンドと言われるauの
ローミングにて全国をカバーしている状態である。現在のままであるとか
つて存在したキャリアのイー・アクセスやWillcomと同じ道を歩むやもしれ
ない。
そこでキャリア周波数の再編成である。
特にソフトバンクモバイルにおいては、過去にイー・アクセスやWillcom等
を買収し、結果的に、より多くの周波数帯を不当に所有していると考え
る。本来、買収をしたときに、それらに割り当てられていた電波帯を返却
するべきであったと考える。
それらのバンドを楽天モバイルに割り当てるもよし、何らかの方法で楽
天モバイルに周波数帯を与え、第4の勢力として育てる必要がある。
これまで3大キャリアにて確かに競争はされてきてはいるが、都度見直さ
れる料金体系は、3社ともに真似をしたようなものばかりであったのは記
憶にあるところだろう。
第4極の楽天モバイルが台頭してくれば、現在の料金を見れば明らか。
シンプルで今までにはない安い料金が実現し、より競争が促進されるで
あろう。
上記が実現すれば、4大携帯キャリアにて、菅総理の提言する携帯電話
料金の値下げが民間主導で促進されると予想できる。

個人 総務省

（モバイル市場の公正な競争）
「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」に基づき、電気

通信事業法第27条の３の執行や事業者間の乗換を円滑化するためのガイドラインの
運用により、モバイル市場の公正な競争の促進を図っています。

（周波数の再編成）
電波法第27条の13により、携帯電話の基地局等の開設に関する計画を作成し、総務

大臣の認定を受けた者は、認定の有効期間中は、その周波数において排他的に無線
局の申請を行い、周波数を利用することができます。

（モバイル市場の公
正な競争）
電気通信事業法第
27条の３

（周波数の再編成）
電波法第27条の13

（モバイル市
場の公正な
競争）
現行制度下
で対応可能

（周波数の再
編成)
その他

（モバイル市場の公正な競争）
引き続き、携帯電話料金の低廉化に向けた公正な競争環境の整備に努めてまいりま

す。

（周波数の再編成）
令和２年１１月から「デジタル変革時代の電波政策懇談会」を開催し、令和３年２月に

同懇談会の下に設置された「移動通信システム等制度 WG 」において、周波数の固定
化への対応等に関する議論を行っており、令和３年夏頃に報告書をとりまとめる予定
です。

1270 令和3年5月26日 令和3年6月16日

５Gの携帯電話基地
局に、既存の防災無
線基地局を利用す
る。

５Gの携帯電話基地局に、地方公
共団体の防災無線基地や国土交
通省が持つ監視カメラの塔などを、
各社に使用させる。

今後の５G通信は、社会基盤として必須である。しかし、世界との競争
の中で、日本はその普及に遅れをとっている。このままでは、国際競争
で負けてしまう。また、国内の５G通信網は大変脆弱であり、都市部です
ら、ほんの一部でしか通信可能ではない。このまま５Gの普及を民間各
社に任せているだけでは、５G通信網の拡大が遅れるばかりではなく、都
市部と地方の格差が拡大することになる。
(1)既存の塔を利用すれば、各社の負担を軽減することができ、菅首相
が進める携帯電話料金の引き下げができる。
(2)既存の施設を利用して、携帯電話通信基地を全国に広めれば地方に
も５Gの普及をすすめていくことができ、都市部と地方の格差を是正で
き、東京一極集中の是正につながる。
(3)各社の負担を軽減し、国際競争力を高めていくことができる。国際競
争の中で、互角に戦えることができる。

そのためには、法律、制度の改正が必要になると思われるが、菅内閣
の力で各省庁の壁を打ち破って協力し、かつ官民力を合わせて、強力に
すすめていってほしい。

個人
総務省
国土交通省

【総務省】
携帯電話基地局の設置場所は、総務省は規制しておらず、各携帯電話事業者が選

定を行うものです。

【国土交通省】
河川区域内における監視カメラの塔などへの携帯電話通信基地の設置については、

河川法第２４条（土地の占用の許可）及び第２６条（工作物の新築等の許可）に基づき
河川管理者の許可を受けることで設置可能です。

道路区域内における街灯などへの無線基地局の占用については、無線基地局の構
造や占用の場所の基準等を定めた通知に基づき運用しているため、道路管理者の許
可を受けることで設置可能です。

【総務省】
なし

【国土交通省】
河川法第24条
河川法第26条
道路法第32条

【総務省】
事実誤認

【国土交通
省】
現行制度下
で対応可能

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【国土交通省】
制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1271 令和3年5月26日 令和3年6月16日
不動産登記申請の
簡素化

不動産の相続登記申請に際し、
・被相続人の戸籍が複数の自治体
にまたがっている場合、それぞれの
自治体に請求しなければないない。
・その際の手数料の納付方法
・法務局における申請時の手続き
の在り方
これらはマイナンバーカードを利用
すれば自宅にて電子申請が可能で
はないか。結果として手続きの簡素
化につながるものと思われる。

１ 被相続人の戸籍謄本等の請求申請について、法務省管轄の法令に
ありながら未だに自治体ごとに申請しなければならない。
２ その際遠隔地の自治体への請求は、郵送の選択しかできなかったた
め、手数料は現金か定額小為替しか認めていない。
３ 法務局に不動産登記申請を行う際、書類が全て整っているか、記載
に間違いはないか法務局への訪問相談及び電話相談について電話予
約が必要。
４ 法務局の説明内容は、ＨＰに具体例として載せれば済む話で、訂正
もＰＣでのやり取りで可能ではないか。
５ 書類の記載に誤りがあり、その訂正に再度法務局を訪問した。結
果、法務省には受け取りを入れて4回足を運んだ。
６ 法律上は、電子申請も可能であるが一般人にはとても難解な内容で
あり、一般人にももっとわかりやすい電子申請方法にすべきと考える。
７ 新型コロナウイルス関連で特別給付金の交付を受けたが、初めての
マイナンバーカード使用であったが、ＰＣにより２時間ほどで申請手続き
が終わり、約二週間後に振り込み完了した。慣れた人は10分との記録も
ネットで見たことがある。

以上のことから、マイナンバーカード利用により少なくとも不動産登記
申請については電子申請手続きが簡素化できるのはないか。申請者に
とっては、少なくとも法務局を訪れるための時間と手間が減少できる。ま
た、その際にはいわゆる代書屋さんは減少し、手数料納付も変化せざる
を得ないものと思われる。

個人
総務省
法務省

１ 戸籍謄抄本等の交付請求は本籍地の市区町村に行う必要があります。
２ 戸籍謄抄本等の手数料の徴収については，市区町村ごとの条例で定めることとさ
れているため（地方自治法第２３１条の２第１項），手数料の支払方法については，各
市区町村の判断によることとされています。
３ 法務局において，申請書の書き方や必要書類等についての一般的な説明（登記手
続案内）を行っております。なお，登記手続案内は，案内を希望される方が法務局に来
庁されてから長時間お待ちいただくのを防ぐため，事前の予約をお願いしております。
４ 法務局HPにおいて，各種登記の申請書の一般的な様式及び記載例（以下「様式
等」という。）を掲載しております。
５ 申請書や添付書類に誤りがあった場合，その誤りを補正していただく必要があると
ころ，誤りの内容によっては，直接法務局に来庁するようお願いすることがあります。な
お，申請書の提出手続及び登記完了後の手続は郵送で行うことも可能です。
６ 不動産登記の申請をオンラインでする場合は，申請用総合ソフトを利用して作成し
た申請情報とその登記の申請に必要な添付情報とを登記・供託オンライン申請システ
ムに送信してする必要があります。申請用総合ソフトは，登記・供託オンライン申請シ
ステムのホームページからダウンロードすることができます。

なし 対応不可

令和元年５月３１日に公布された戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７
号）を踏まえ，法務省において所要の措置を講ずることとしており，上記法律の公布の
日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日から，いずれの市区町
村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を取得することができるよう
になります。

「提案理由２」については，制度の現状欄に記載のとおりです。
現在，マイナンバー制度における情報連携の仕組みを利用することができるのは，①

社会保障制度，②税制，③災害対策の３分野に限られており，不動産登記手続のため
の利用は想定されておりません。また，「提案理由３及び５」については，「制度の現
状」の記載のとおりですので，御理解願います。

「提案理由４」については，個別具体的な申請についてまで網羅的に様式等を掲載す
ることは困難であるため，様式等を御覧になった上で御不明な点がある場合は，登記
手続案内の御利用を案内しております。

また，HPに掲載している様式等については，より充実した内容となるよう，引き続き掲
載内容等についての検討を行い，より多くの方にとって利用しやすいものとなるよう努
めてまいります。

なお，不動産登記のオンライン申請につきましては，利用者の利便性向上の観点か
ら更なる改善を検討してまいります。

1272 令和3年5月26日 令和3年6月16日
e-Govの電子証明に
ついて

電子申請に関して、せっかく自宅パ
ソコンから申請できるのなら、マイナ
ンバーカードで本人確認するように
できると助かります。

わざわざ、電子証明を取るのに別で申請、課金されるのは、
これこそ縦割りの象徴だと思います。
申請料金など、具体的には調べていませんが、折角のマイナンバーカー
ドが本人証明にならないのは、損失だと思います。
電子認証取得の期間、料金がともに無駄だと感じます。

個人 総務省 e-Gov電子申請では、マイナンバーカードの署名用電子証明書の利用が可能です。 対応

e-Gov電子申請では、マイナンバーカードの署名用電子証明書の利用ができます。そ
のため、マイナンバーカードをお持ちの場合は、他の電子証明書を取得せずにマイナ
ンバーカードの署名用電子証明書をお使いいただくことが、e-Gov電子申請の機能とし
ては可能です。ただし、各手続の電子証明書の要否や、どの電子証明書を利用可能と
するか等は、各手続を所管している行政機関で決定しているため、これら手続所管の
行政機関とも連携し、マイナンバーカードの署名用電子証明書により電子署名可能と
なる手続が増えるよう、取り組んでまいります。

なお、e-Govは上記のとおり、マイナンバーカードの署名用電子証明書には対応して
おりますが、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書による本人確認には現時
点では対応しておらず、今後実現に向け検討してまいりたいと考えております。

1273 令和3年5月26日
資格試験、国家試験
のオンライン化

国家試験など、実技以外の筆記試
験は、オンラインの活用で自宅でも
受験ができるようになるとよい。

国家試験など、実技以外の筆記試験は、オンラインの活用で自宅でも受
験ができるようになるとよい。
気象予報士や登録販売士などの試験を集合ではなく、受験場所を選ば
ないものへ変更すれば受験しやすく、年に何度も受験することが可能に
なると思う。
さまざま検定試験も、英検やその他の資格試験もオンライン化できるも
のはどんどんオンラインで受験が可能になるとよい。一年に一回しか
チャンスがないから、風邪でも受験場所までいく、などのリスクも解消で
きる。

個人

デジタル庁
内閣官房
総務省
警察庁
金融庁
消費者庁
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

調整中

1274 令和3年5月26日
マイナンバーカード
の利便性向上

海外転出時にマイナンバーカード
の返納の手続きが必要とされ、マイ
ナンバーカードは失効する。しか
し、マイナンバー（個人番号）を把握
する手段として、マイナンバーカー
ドに国外への転出により返納をした
旨を記載され、返却される。国外か
らの転入後も、国外転出前と同じマ
イナンバー（個人番号）を使用する
ことになるが、国外転出前のマイナ
ンバーカードは失効しており、使用
することができず、再度カードを申
請する必要がある。転出前のカード
のデータを書き換えて使えるように
する、もしくは、海外居住者にもカー
ドを失効させずに保有させるように
する。

マイナンバーカードは、普及すれば社会のデジタルトランスフォーメー
ションに大きく貢献することが見込まれるが、手続きが面倒である等の
理由により、普及が進んでいない。転勤等により海外に一時的に居住す
る日本人は増えており、そのような日本人にとっても使いやすいカードと
することが、マイナンバーカードをより普及させることに繋がる。

個人 総務省 未回答
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1275 令和3年5月26日 令和5年4月14日

転居の手続きと同時
に印鑑登録が自動
的に移動するように
してほしい

現在、転居すると転居先の市区町
村で印鑑登録をやり直さなけばなら
ない。転出、転居の手続きを行え
ば、印鑑登録も自動的に移動する
ようにしてほしい。

国民の手間も行政の手間も少なくて済む。 個人 総務省

印鑑証明の事務については、制度化された明治期以来、市町村固有の事務として実
施されており、各市町村の条例等を根拠として行われているものです。

総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

－ 対応不可

印鑑登録は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者が登録の対象と
なっており、住民基本台帳と同様に、印鑑登録原票も各市町村ごとに管理されている
ため、他の市町村に転出した場合には再度印鑑登録を行う必要があります。なお、同
一市町村内での転居時には、再度登録を行う必要は無いものと承知しています。

1276 令和3年5月26日 令和3年6月16日
電波オークションの
実施促進を要望しま
す

今年のノーベル経済学賞に電波
オークション理論が受賞されまし
た。世界の国では、電波周波数は
公共で国の物という考えがあり、既
にオークションが実施され、入札に
よる適切な周波数の配分が行われ
ています。これにより、国の収入も
増え、一部のテレビ局の特権を排
除できます。世界中で、オークション
が実施されていないのは日本だけ
です。日本のメディアは、自分たち
に都合が悪いため、これを隠してい
ます。菅政権では、河野大臣以下、
改革に力を入れていますので、是
非この件も、対応して頂きたく要望
します。

社会的効果
世界の国では、電波周波数は国の公共物という考えがあり、既にオーク
ションが実施され、入札による適切な周波数の配分が行われている。世
界中で、オークションが実施されていないのは日本だけである。
現状では、一部のテレビ局が非常に安い電波使用料だけ払い、独占的
既得権に安住している。日本のメディアには、すべてが左よりの偏向報
道と報道しない自由を行い、報道の公正中立性が担保されていない。こ
れは、国民の知る権利と中立公正な情報が侵されていることになる。実
施により、既存メディアの力を弱められ、報道の多様性活性化が生まれ
る。
経済的効果
現状、既存の放送局は、収益に対し相当安い電波使用料である。電波
オークションを実施することで、国の収入が確実に増え、適切な競争原
理により、放送局に多様性や活性化が生まれる。入札という形は、既存
メディアに対し相対的に国の立場が優位になるので、将来的にも電波使
用料値上げの反対意見が出ずらくなり、値上げしやすい。

個人 総務省
電波法第４条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければ

ならないとされています。
電波法第４条 その他

オークション制度は、透明性や迅速性の確保などにつながる一方、諸外国の事例を
踏まえれば、落札額が高騰し、落札者の事業運営に支障が生じるおそれがあるなど、
メリット・デメリットがあります。

このため、オークション制度については、メリット・デメリット、導入した各国における
様々な課題も踏まえ、引き続き検討していきます。

◎

1277 令和3年5月26日 令和3年6月16日
緊急走行時のETC
通行について

現在、緊急車両のETC利用につい
ては、道路管理者の発行する業務
用プレートと呼ばれるETCの発行を
依頼し、発行道路管理者の管理す
る道路のみ（一部他社のカードに情
報を載せる場合あり）に使用は限ら
れている。
ところが、実際には旧道路公団、現
NEXCOの子会社が一元的に発行
をしており、発行されるカードで全国
の道路の通行が可能である。
そのカードを、一律全国での利用が
可能な制度とし、円滑な緊急走行
につなげていただきたい。

現在は、特に道路管理者が複数あるような都市部において、道路管理
者の異なる道路を通行する場合、カードの差し替えなどの対応をするな
どの対応が必要な場合や、E例え緊急走行であってもETC通行ができな
い状態となるなどの影響がある。
それぞれの道路管理者の棲み分けによる、相互乗り入れができないた
めである。
これにより、管轄する行政機関（特に警察、消防）が影響を受けている。
一方で、道路パトロール隊は、道路管理者内々の申し合わせなどで、相
互の道路乗り入れも柔軟に対応している。
乗用車がETCレーンを停車することなく通過する中、最も急ぐべき緊急
走行車両が、この時代において、道路管理者の縦割りにより影響がある
ようなことは、決して許されない。
にも関わらず、国交省や総務省も理解していながら、解決に至らない。
先般、総務省行政評価局においても、一定解決するべき問題であること
も示されて（評価局の主旨は若干異なるが…）いる。
全国の有料道路の通行が可能となることで、広域的な応援活動も円滑
に進むことは言うまでもない。
警察、消防、さらには自衛隊までも、新たなETC通行制度をしっかりと運
用すれば、より良い対応が可能である。
早期に検討いただきたい。

個人

警察庁
総務省
国土交通省
防衛省

高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路
交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両はこの限りではないとされて
おり、同法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくもので
あるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
が定めるものとされています。
 

国土交通大臣が定める車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」で定
められており、警察、消防等車両については、当該車両の使用目的に応じて告示の該
当の有無を判断しており、告示に該当する場合、料金を徴収していないところです。

当該告示に該当する場合の通行方法等については、各高速道路会社と各地方公共
団体等との協議において定められていることから、各高速道路会社において発行した
ETCカード等を使用して各高速道路会社が指定した区間を通行する必要があるなど、
同一の通行方法で管理会社が異なる高速道路を利用することができない場合があると
承知しております。

道路整備特別措置
法

検討に着手

当該告示に該当する場合の通行方法等について、管理会社が異なる高速道路を相
互に通行する場合には、一のETCカードにより相互に利用が可能となるよう、検討に着
手していると高速道路会社から聞いているところですが、国土交通省としましても、高
速道路会社と連携し、適切な運用の見直しに向けて必要な対応を行ってまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1279 令和3年3月4日

報告・届出内容を各
府省庁間や制度間
で電子的に共有する
仕組みの構築

民間企業からの報告・届出の内容
を各府省庁間や制度間で電子的に
共有する仕組みを構築する。

○現状、類似の報告・届出を複数の府省庁に提出したり、同一の府省
庁に重複した報告・届出をしなければならないケースがある。例えば、銀
行の場合、以下のような重複した届出等がある。
・確定拠出年金運営管理機関は、役員の兼職状況や主要株主の商号・
住所・持株割合に変更があった都度、厚生労働大臣に届出を行わなけ
ればならない。銀行は、銀行法に基づき、これらについて内閣総理大臣
への届出等を行っており、銀行が確定拠出年金運営管理機関となって
いる場合、重複した行政手続きとなっている（「No.33」参照）。
・銀行の信託契約代理業を営む営業所に所在地変更があった場合、内
閣総理大臣に届出を行わなければならない。銀行は、銀行法に基づき、
営業所の位置変更について内閣総理大臣への届出を行っており、重複
して内閣総理大臣に届出を行っている（「No.34」参照）。
○民間企業からの報告・届出の内容を各府省庁間や制度間で電子的に
共有する仕組みを構築すれば、重複した報告・届出を削減でき、民間企
業の負担軽減、行政の効率化に資すると考える。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

デジタル庁
内閣官房
金融庁
厚生労働省

調整中

1280 令和3年6月10日 令和3年7月7日
nhk受信料の徴収に
ついて

放送法を改正し受信料の徴収はb
キャスカードで行い緊急時には解
除する方式の採用。

放送法設定の時に比べて公共放送の概念及び受信技術が変わりまし
た。
１ 受信機を設置してもnhk が受信できないテレビには課金できないこと
が裁判で確定しました。
２徴収の費用が節約できその分受信料が安くできるまたは番組の質向
上にやくだてる。
３情報の伝達がnhkだけではない。nhkばなれの情報の多様化で信頼感
は別問題としてnhkだけが真実を伝えているという意識を国民に考えさ
せるきっかけになります。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受

信契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことに
なります。

放送法第64条第１項 その他
具体的な受信料の支払方法については、NHKが定める日本放送協会放送受信規約

等に基づいて行われることから、まずはNHKにおいて検討すべきものであると考えま
す。

1281 令和3年6月10日 令和4年12月14日
遺族厚生年金の男
女格差是正につい
て

現在の遺族年金は夫か妻かで死後
の支給額が異なり、収入が全く同じ
場合でも最大月額10.8万円の差が
あります。支給額を平等に近づけて
いただけたら幸いです。

現在の制度では妻を主たる生計者とする家庭で夫が主夫として働いて
いた場合、妻に先立たれた後に技能をつけるなどして社会に出ることが
困難であると感じます。
また、男女平等参画社会を推進する前提に立つと、全く同じ年収であっ
ても男女の違いのみで支給額に差をつけるのは単純に差別であるとも
感じられます。

個人 厚生労働省

遺族年金制度は、家計の担い手が死亡した場合に、残された遺族の所得保障を行うも
のです。
このうち遺族基礎年金については、社会保障・税一体改革において、平成26年4月から
支給対象を父子家庭に拡大しており、男女差は解消されています。
一方、遺族厚生年金については、養育する子がいる場合は母子家庭では母（妻）に、
父子家庭では子に遺族厚生年金が支給されるため事実上、男女差はありませんが、
養育する子がいない場合には男女差があります。
具体的には、妻が受給する場合には年齢要件はありませんが、夫が受給する場合に
は、妻の死亡時に本人が55歳以上であることが支給要件となっています。また、夫の
死亡時に40歳から65歳までの子のいない妻に対しては、遺族厚生年金に加えて中高
齢寡婦加算(遺族基礎年金の3/4)が加算されます。
なお、遺族厚生年金の給付額は、死亡した方のそれまでの標準報酬を基礎として算出
されるため、男女の賃金差（標準報酬の差）を反映し、給付額に差が生じている可能性
も考えられます。

厚生年金保険法第
五十九、六十二条

検討を予定
男女が共に就労することが一般化する中、遺族厚生年金制度についても社会の変化
にあわせて見直すことが必要であると社会保障審議会年金部会でも指摘されており、
検討を進めてまいります。

1282 令和3年6月10日 令和3年7月7日
建設業法における
配置技術者の所属
の問題

建設業法上、配置技術者にできる
のは当該会社に在籍の正社員でな
ければならず､出向者は認めない
(除く親会社が持株会社等の場合)
ことになっているが、大企業･複合
企業など100％資本関係の企業内
間において（建設業法以外におい
ては）人事異動による出向は通常
の社内異動と同様に行われるのと
同様に、業容が広く分社化してあっ
ても実質一体の企業の場合、出向
も認めるべき。

不動産業に関連する各種事業を行っている大手不動産系の会社に在
籍しており親会社から出向で経営を所管している業務についています。
当企業集団では建設業免許をもって事業を行っている企業だけでも数
社あり、主にBtoC、BtoB、或いは、工事対象、エリア別等に分けて効率
的に経営管理を行っています。
コロナ禍において然りですが事業の再編・再建 を考えるとき、普通の事
業なら業績が厳しい状況でも一旦は好調な業種やエリアへ異動（出向な
ど）で経営資源を流動的に行えるが、建設業の技術者に限っては出向で
は、建設業のコアである配置技術者になれないため、実質建設業として
は技術者の流動性の大きな障壁となっています。
建設業では怪しい企業などが多く規制を設けることは理解しますが、大
企業における異動・担当変更（≒出向）は、それとは明らかに別物で、逆
に企業集団というのは経営資源の流動性で多くの人の雇用を維持して
いるのは明らかなので、建設技術者の流動性確保、雇用の安定の為、
企業集団内の異動については出向でも可にすべきだと思います。

民間企業 国土交通省

建設業法第２６条において、建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するとき
は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして、
主任技術者又は監理技術者を置かなければならないとされています。

なお、適正な施工の確保のため、当該建設業者が置く監理技術者等は当該建設業
者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要があります。

建設業法第２６条 対応

建設工事の発注者は、建設業者の有する技術力を拠り所に信頼できる建設業者を
選定して建設工事の施工を託していることから、適正な施工を確保するため、監理技
術者等の現場配置技術者は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者
である必要があるとしています。

一方で、建設業者が会社分割、子会社化等により企業集団を形成し一体となって経
営を行うことによって、経営基盤の強化や経営の合理化を図っている例があることから
「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の
直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）（平成28年5月31日付国土
建第119号）」により、所定の要件を満たす企業集団については、親子会社間の出向社
員について、当該出向社員と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関
係があるものとして取り扱い、監理技術者等として配置することができることとしていま
す。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
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提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1283 令和3年6月10日
印鑑登録証明の発
行について

印鑑登録証明書の発行には登録
カードが必要であるが、本人が本人
確認書類を持参している場合は、
登録カードを持参せずとも発行でき
るようにしてもらいたい。もしくは登
録カードそのものをなくしていただき
たい。

登録カードは日常から持参しているわけではなく、忘れた場合、取りに戻
るか、もしくは手元に当該印鑑があれば登録し直してカードを作り直すし
か方法がなく、作り直しの場合は手数料も取られる。マイナンバーカード
のように常時携帯するものではないため、持参忘れの可能性も高く、取
りに戻るにしろ作り直しにしろ、金銭的にも時間的にもコストがかかる。

個人 総務省 未回答

1284 令和3年6月10日 令和3年7月7日

一時預かり事業幼
稚園型IIの子を日本
スポーツ振興セン
ターに加入させてく
ださい

日本スポーツ振興センターの災害
共済給付加入対象者に、一時預か
り事業幼稚園型II(幼稚園の空き教
室等を利用した2歳児受け入れによ
る待機児童対策)の利用児童を含
められるよう、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター法(附則)を改正
してください。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、加入の社会的効果につ
いては述べるまでもなく、幼稚園を含む学校の児童生徒のために大きな
役割を果たしております。
同じ児童を対象とする事業の中で、認可保育所や認定こども園だけでな
く、平成29年からは家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育
事業など、一部の無認可保育所も対象となりました。
一方で、平成30年から実施されている一時預かり事業幼稚園型IIは、
・待機児童対策のために、週5の利用を前提としたものでありながら
・もとになる一時預かり事業が定期的な利用を想定していないこと
から、独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第8条 に記載さ
れず、事業者である幼稚園は、その子たちのために民間保険に別途加
入する必要があります。事業所によっては無保険で取り残される恐れが
あります。
また、
・3歳を迎え、満三歳入園をした園児と同じ学年であり、幼稚園の中で一
体的な活動をしていることもあるにも関わらず、手続きを分けなければい
けないこと
・多くの場合誕生日を迎えると満三歳入園をして幼児教育無償化対象と
することから、年額の掛け金を支払うことになること
があるため、加入が可能になればコスト削減につながるだけでなく、幼稚
園は99%以上が加入していることから、一括で手続きをすることで災害時
に無保険である可能性が減ります。
待機児童対策のために、週5の利用を前提としたもの
であり、
幼児教育無償化の対象事業
でありながら、
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象外となっている事業
について、対象にしていただくよう法改正をお願いいたします。

民間法人 文部科学省

災害共済給付の対象となる保育所等は、独立行政法人日本スポーツ振興センタ―
法附則第８条号に規定する施設とされています。一時預かり事業については、預かる
場所の安全基準や預かりが一時的であることなどの理由から、現在、災害共済給付制
度の対象となっておりません。

独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター
法第15条第1項第７
号、同法附則第8条

検討を予定
一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の利用者を災害共済給付制度の対象に含められるか

について、文部科学省及び厚生労働省で検討を行っていきたいと考えています。

1285 令和3年6月10日 令和4年12月14日
医療における電子
サインの解禁

医療において、ペーパーレス化推
進の為、電子サインを解禁していた
だきたいです。

現在の制度では、紙の各種同意書に患者等が自筆でサインすることが
必須となっています。
ただし、その紙の保管に関しては、タイムスタンプを付与してスキャンす
れば、紙の原本は破棄が可能で、スキャンしたデータを原本として扱うこ
とができます。
そうであれば、初めから電子サインで問題ないのではないかと考えま
す。
電子サインを解禁していただくと、医療機関でペーパーレス化が進み、
事務員の再配置が可能となる為、新型コロナウィルス対応で検温、発生
届等の人員の負担を軽減することができます。また、医療機関の紙のコ
スト削減に繋がります。

個人 厚生労働省

ご指摘の同意書がどの制度に基づくのか不明ですが、一般的に、民間事業者等が行
う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百
四十九号）又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法
律第百五十一号）に基づくものについては、医療現場における同意書については、紙
の署名を電子署名に替えることができます。そのため、各医療機関の判断により、電
子署名を取り入れている場合もあると承知しています。

なし その他 制度の現状のとおりです。 ◎

381



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1286 令和3年6月10日 令和4年7月20日
医療従事者：国家資
格者の携帯用免許
証とHPKI

医師、薬剤師、看護師の顔写真付
き携帯用免許証の発行を検討いた
だきたい。

医師、薬剤師等の資格者の免許証は卒業証書と同サイズのものとなっ
ています。災害時などで身分を証明するすべがなく、また受け入れ側も
確認の方法がありません。
免許証は自宅にしまい込んであり、普段持ち歩くことはありません。
携帯用の証明証の発行が行われれば、災害時等での証明が適切にな
り、かつ効率化が図れます。
いまだ、災害時においてなりすましによる無免許医療行為の報道があり
ますが、こういった背景があるためです。
東京都内の医療従事者の多くは他の県や遠隔地に住所があります。避
難所や救護所への医療者派遣を円滑に行うためにも必要な対応かと思
います。また地方の過疎地域においても同様です。
墨田区では医療者証の発行を行っていると聞いています。自治体の財
政等によって差異が生じていますが、そもそも、医療者証明書を持って
いれば解決する問題です。
また、厚労省で進められているHPKIを電子的な証明書のみではなく、一
般的な証明書としての使用ができるようにすることでも可能だと思いま
す。
つまり、通常時の証明書をベースにして、必要な従事者のみHPKIの情
報を上乗せする形で進められることを期待します。

個人 厚生労働省

身分法で規定している免許証の交付については、各法令で定められているところであ
り、現行、紙面での免許証を交付しております。

他方、診療録等の電子的記録やネットワーク利用が進展する中、医師等のなりすま
しや診療データの改ざんといったリスクへの対応が必要であり、厚生労働省では公的
資格の確認機能を有する電子署名や電子認証を行う基盤として保健医療福祉分野の
公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発及び体制整備を行っています。厚生労働省において
基盤の設置要件等を作成しており、現在（2022年3月31日）は日本医師会、日本薬剤師
会、医療情報システム開発センターにおいて、医師等の資格確認を行うためのHPKI
カードを発行しています。このカードは券面上でカード保有者の顔写真や国家資格の
保有者であることが確認でき、緊急時や災害時にも迅速に本人確認と保有国家資格
確認を有していることを提示することができます。

検討を予定

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）において、資格所持者が
当該資格を所持していることを、マイナンバーカードの電子証明書を活用して証明、提
示できるようにするとされており、ご提案に沿った検討がなされる予定となっておりま
す。

また、HPKIの利用環境整備は非常に重要であり、その普及・定着を進める必要があ
ると認識しています。今後も医療のデジタル化が進展する中、HPKIの更なる普及に資
する必要な事業等を進めてまいります。

1287 令和3年6月10日
マイナンバーカード
受取の記入書類は
１枚に

オンラインで申請したマイナンバー
カードを受け取るために：
(1)オンラインで申請したことに間違
いはないという確認書
(2)役所の窓口での受付票
(3)通知カードの返納届
を記入した。上記は１枚で済むこと
ではないかと思う。「受付票」に、オ
ンラインで申請したことに間違いな
い、というチェック欄、そして、通知
カードを返納するというチェック欄を
設ければいいのではないか。

窓口の人的・物的資源の有効利用。 個人 総務省 未回答

1288 令和3年6月10日 令和3年7月7日
解体工事における
特定建設作業届・リ
サイクル届の提出

コロナ渦の中、一時は郵送での提
出を受け付けてくれていた。（郵送
でも受理が可能だという事が証明さ
れた）市町村により、現在まだ郵送
での提出が可能な市区町村と持参
しないと受理できないという市区町
村があります。

ＰＤＦでの提出が可能になれば尚効率的になるかと思います。
最低でも郵送での提出が可能になれば、我々のような中小企業は大幅
な時間短縮につながるのですが・・・

民間企業 国土交通省
一定の規模以上の建築物・工作物の新設工事並びに解体工事等を施工する場合、

発注者は特定行政庁（都道府県庁、一部の市町等）のリサイクル担当部局へ建設資材
の分別解体に関する届出をすることとしています。

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律第10条

現行制度下
で対応可能

建設リサイクル法に基づく届け出については、法律上、郵送又は電子による申請を否
定しておらず、一部特定行政庁では郵送又は電子受付を実施しております。

本事務は、特定行政庁の自治事務ではありますが、受付窓口となる特定行政庁に対
して電子受付等の更なる実施を働きかけてまいります。

1289 令和3年6月10日 令和3年7月7日
自動車運転免許更
新時の視力検査を
眼科医でも可能に

警察署における免許更新での視力
検査を、眼科医の証明で代替でき
ないでしょうか。

毎回の更新時、警察署での検査は土日夜間不可など、場所も日時もか
なり制限されます。特に、検査官が行う視力検査でかなり時間を要し混
雑します。コロナ禍のおり、簡素化できないでしょうか。
例えば、眼科医の視力検査結果を警察署に提出・・・は、考えられませ
んか。できれば電子申請も・・。視力検査を健康保険の対象に指定すれ
ば、さほどの出費にはならないと思います。身体機能や認知機能の確認
は検査官が現認する必要性が高いのでしょうが、視力なら検査精度から
も眼科医の証明の方が合理的です。
警察署での所要時間の短縮を考えると、視力以外も・・・とも思います。
まずは視力の眼科検査可の実現をお考えくだされば幸いです。

個人
警察庁
厚生労働省

現行の運転免許証の更新手続では、視力検査や講習等を受けていただく必要があ
るため、運転免許センター等にお越しいただいています。

道路交通法(昭和35
年法律第105号） 第
101条第１項、第５項
及び第６項

対応不可

運転免許証の更新手続においては、多数の申請者の手続を短時間で行う必要があ
りますが、その中で、各申請者が提出する診断書が、医師が作成した真正な診断書で
あることを確認するためには一定の時間が必要であり、かえって窓口での円滑な事務
遂行に支障を来すおそれがあると認識しております。

なお、公的医療保険制度においては、疾病に対する治療を保険給付の対象としてお
り、運転免許証の更新時の視力検査は疾病に対する治療に当たらないため、保険給
付の対象とすることはできません。
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1290 令和3年6月10日 令和3年7月7日
マイナンバーカード
によるふるさと納税
オンライン申請

ふるさと納税のワンストップ特例制
度の申請書類について、マイナン
バーカードによるオンライン申請に
対応し、紙書類の削減および申請
手続きの効率化をおこなう。

ワンストプ特例申請については、紙による申請となっており、書類の郵送
による時間ロスおよび切手代等のコストがかかっている。マイナンバー
カードによるオンライン申請を可能とすることにより、本人確認ができ紙
書類の添付が不要となり、事務手続きの簡素化および効率化によりコス
ト削減を行う。

個人 総務省

ふるさと納税にかかるワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記
載するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

・地方税法附則第７条第１
項及び第８項
・地方税法附則第７条第４
項及び第11項
・情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律第６条第１項
・総務省関係法令に係る
情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律施行規則第４条第１項
及び第２項
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第１６条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行令第１２条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行規則第３条

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続きについては、書面によるほか、
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子
証明書を付した上ではオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施に
は関係事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

1291 令和3年6月10日 令和3年7月7日
スクランブルによる
受信料徴収の厳格
化

スクランブルを導入することにより、
受信料徴収が厳格化される。

NHKの受信料徴収にあたり、訪問員が繰り返し足を運ぶなどするコスト
が年間300億円もかかるなど、無駄が非常に多い。
スクランブルを導入することにより、受信料徴収が厳格化され不公平感
が解消される。緊急災害時にはスクランブルを解除し、かかった経費に
ついては税金にて対応する。公共放送の担う部分と、民間放送と競合す
る部分を明確に分け、肥大化しているNHK業務について見直しを行うこ
とにより、真に必要な公共放送の在り方を国民に問うべきである。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受

信契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことに
なります。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあ

まねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを
行うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1292 令和3年6月10日 令和3年7月7日 年末調整電子化

年末調整の手書きから電子化への
移行による個人、企業、省庁のリ
ソース重複を回避する。
PDF入力フォームで公開しいる項目
をアプリ化し、支払者の法人番号と
従業員番号を申請者が入力すれば
一元化可能。
法人のアクセス制限も法人番号で
行えば可能。
二の足を踏んでいるのは省庁の
サーバーに外部からアクセスさせる
かどうかですね。
100%の安全性を確保しようとすれ
ば千年経っても一歩も前に進めな
い。

確定申告ではe-taxが行われているのに年末調整は相変わらず手書き
で雇い主に提出しております。
恐らく誰かが電子化していると思うと、企業、国、関係省庁での重複リ
ソースは大変なロスですね。
年末調整は相変わらず手書きで雇い主に提出しております。
データを入力してが国税庁に収めるまでの雇用の確保もあるのでしょう
が、納税者としては無駄にしか思えません。
小生はたまたまPCのサポート関連に携わっていたのでKBを叩くことに違
和感がありませんが、未だ多くの国民は電子申請に慣れていないですよ
ね。押印文化も相まって情報後進国になっているように思います。
過去、国のIT戦略はＨＷ中心の調達にあり、配備してインターネットを閲
覧するだけで満足していたe-japanのような施策では何ら底上げされてい
ませんでした。
現代ではスマホにより情報の電子化がやっと個人レベルまで浸透してき
たと思います。
経理、総務関連の仕事をされている方には気の毒ですが、この分野は
情報化が進み易いのではないでしょうか？
省庁が一番底辺からの情報を電子化できれば多くのリソースや費用が
他に回せると思い提案しました。
既に多くの提案と重複していると思いますが良い機会と思います。
恐らく一番足を引っ張っているのはセキュリティですよね。
100%の安全性とは何でしょうか？HUAWEIの情報搾取など事実かどうか
は知りませんが、疑ったらキリがありません、是非ご英断を期待したいと
思います。
最後にこういった思いを投稿できる窓口がある事を嬉しく思います。

個人 財務省

年末調整の際に給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書などについては、給
与等の支払者が一定の要件を満たしている場合、当該申告書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することができます。

また、控除申告書を電磁的方法により提供する場合は、添付書類である控除証明書
等についても電磁的に提供することが可能となっています。

所得税法第198条第
二項、所得税法施行
令第319条の2

対応

左記のとおり、年末調整の際に給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書など
年末調整の書類については、電磁的方法（データ）により提供することが可能となって
います。

また、控除申告書に添付又は提出の際に提示することとされている控除証明書等の
うち、「生命保険料控除証明書」、「地震保険料控除証明書」、「住宅取得資金に係る借
入金の年末残高等証明書」、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証
明書」についても、控除申告書を電磁的方法により提供する際には併せて電磁的方法
により提供することが可能となっています。

これに伴い国税庁では、従業員の方が年末調整の書類をパソコンやスマートフォンで
電子的に作成することのできる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」（年調ソフト）
を令和2年10月から公開しております。

なお、年末調整の書類や添付書類を電磁的方法により提供できるかどうかは、個々
の会社の状況により異なると思われますので、必要に応じてお勤めの会社にご確認く
ださい。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1293 令和3年6月10日 令和3年7月7日
固定資産税の名寄
帳について

毎年四月に縦覧を行う土地・家屋
の固定資産税名寄帳について、
フォーマットを全国統一のものとし、
用紙ではなくデータでの受領が出
来るようにしてほしい

福岡県福岡市内の職場で勤務している会社員です。
毎年四月になると、勤務先が所有している土地・家屋の固定資産税名
寄帳を取り寄せるのですが、所有土地が千筆以上あり、福岡市内でも西
区・早良区・博多区などに分散しているため、それぞれの区別で印刷さ
れた用紙を受け取っています。
最も多くの筆を所有している西区では、印刷した名寄帳の用紙が七十枚
以上になります。
福岡市内だと西区・早良区・博多区で同じ形式の書式に情報が印字さ
れていますが、糸島市や八女郡にも土地を所有していて、そちらの書式
は福岡市のものとは全く異なる並びになっています。
この用紙の数値をパソコンのエクセルシートに手打ちし直して、勤務先で
の用途によって集計をかけたりするのですが、これがデータで受領する
ことが出来ればかなりの効率化に繋がりますし、役所も用紙や印刷にか
かるコストを削減出来ると思います。
せめて全国統一のフォーマットであればOCRで読み取ることも出来ます
が、フォーマットが全く異なるのでシステムを導入しようにも相当な初期
費用がかかるということで今も毎年手入力を行っています。
一度、全国各市町村の名寄帳を取り寄せていただき、改善を図っていた
だけると嬉しいです。

個人 総務省
政府では、地方公共団体の情報システムの標準化を推進しています。固定資産税に

関する地方公共団体のシステムについても標準化の検討を進めており、その中で、名
寄帳につきましても、印字項目やレイアウトの統一化について検討しているところです。

地方税法（昭和25年
法律第226号）第387
条

検討に着手 制度の現状に同じです。

1294 令和3年6月10日 令和3年7月7日
商工会議所 発行
輸出原産地証明書

現在原産地証明書発行依頼の方
法
輸出会社が原産地証明書を作成
商工会議所へ持参して窓口提出
商工会議所の押印
手数料払う

ネットまたは最低でも 郵送に変更すべきです
往復、申請に半日必要

個人 経済産業省
全国の商工会議所において、非特恵産地証明書をはじめとする各種貿易関係証明

を発給しています。
なし 対応

日本商工会議所において、全国の商工会議所が共同で利用する「貿易関係証明発
給システム」を構築し、令和２年９月以降、当該システムを活用し、準備が整った商工
会議所から、順次、電子発給業務を開始しております。

1295 令和3年6月10日 令和5年4月14日
印鑑登録保証人に
ついて

令和2年10月26日 宮崎市役所の
窓口にて、義兄が印鑑証明書の発
行手続きを行いましたが、マイナン
バーカード紛失により、再印鑑登録
を実施しなければならないことにな
りましたが、保証人は本人証明の
為に宮崎市居住者の実印押印を求
められました。本人確認は運転免
許証でも可能と思いますが、検討を
お願いします。

1.保証人となる方が、常に実印を携帯している可能性は低い。
2.行政区居住者の存在を確認するのであれば、保証人ノマイナンバー
カード若しくは免許証の提示で可能ではないでしょうか？（これらの証拠
書類には保証人となる方の写真が貼付されているので、本人確認が適
切におこなえる。）
3.保証人を証明するのに、マイナンバーカードを利用することにすれば、
マイナンバーカード普及向上にも繋がると思います。

個人 総務省

印鑑証明の事務については、制度化された明治期以来、市町村固有の事務として実
施されており、各市町村の条例等を根拠として行われているものです。

総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

－ 対応不可 制度の現状に記載の通り。

1296 令和3年6月10日 令和3年7月7日
戸籍謄本のコンビニ
での取得

現在、本籍地が居住する自治体で
ある場合、マイナンバーカードを使
えば、コンビニのマルチコピー機か
ら戸籍謄本を取ることが出来ます。
ところが、本籍地が居住する自治体
にない場合、本籍地の役所まで出
向くか、返信封筒を入れた封書で本
籍地の役所に依頼するしかありま
せん。一部の自治体間ではネット接
続して、相互にコンビニからの取り
出しを可能としているようですが、ま
だまだ例外的な規模です。何とか、
これを全国一律に可能として頂きた
い。

菅内閣のデジタル化による行政改革の身近の見える成果になると思い
ます。また、マイナンバーカード利用促進にも繋がります。新型コロナが
蔓延する中で遠くの本籍地に行くのはリスクがありますし、郵便での入
手は１週間近くの時間が掛かるため、急な対応には間に合いません。戸
籍自体は既にデジタル化されているはずですので、各自治体をネット
ワークで繋ぐか、全国を統一して国が全国民の戸籍のデータベースを持
てば、全国どこからでも戸籍謄本のコンビニ入手が可能となると考えま
す。

個人 法務省 番号1099の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1297 令和3年6月10日 令和3年7月7日
古物営業法につい
て

本日、某業者にタブレット買取を依
頼しました。
本人確認の為、マイナンバーカード
を提出しようとしたら
古物営業法により、住民票の原本
を送付してくれとの事…。
正に時が止まっているかのような錯
覚にとらわれ、聞き返してしまいま
した。スマホでマイナンバーカード
が読み取れて、カードリーダーまで
持っているのに、わざわざ住民票を
取って郵送?
国の一括管理で結構ですから、早く
便利にしてください。
インターネットもスマホも便利だから
普及したのですから。カード所有者
の利便性を徹底的にあげてくださ
い。
よろしくお願いいたします。

マイナンバーカード所有の意味がありません。
マイナンバーカードがダメで、
「住民票の原本を郵送で送れ。」
は笑いました。あまりにもおかしかったのでメールをさせていただきま
す。しかもそれが古物営業法という法律で決められているなんて。
5000円なんて配らなくても、徹底的に便利にしてしまえば普及しますよ。
配るだけ時間の無駄です。

個人 警察庁

 マイナンバーカードは、公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続におい
ても、本人確認書類として取り扱うことが可能であるとされています。

古物営業法（昭和24年法律第108号）第15条第１項第１号に規定された確認について
は、古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規則第10号）第15条第１項におい
て、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の相手方の住所、氏
名及び年齢又は生年月日を証する資料（一を限り発行又は発給されたものに限る。以
下「身分証明書等」という。）の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確
かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとされています。

また、同法第15条第１項第４号に規定された確認に準ずる措置については、同規則
第15条第３項各号に規定されており、住民票の写しのほか、マイナンバーカードの写し
の送付を受けるなどして本人確認を行うことが可能となっております。

古物営業法（昭和24
年法律第108号）第
15条第１項第１号及
び第４号

古物営業法施行規
則（平成７年国家公
安委員会規則第10
号）第15条第１項及
び第３項第１号から
第13号

現行制度下
で対応可能

 古物営業法（昭和24年法律第108号）第15条第１項では、古物商は、古物を買い受
けるときは、相手方の真偽を確認する必要があるところ、その方法については、同項各
号のいずれかの措置をとることと規定されております。制度の現状欄に記載のとおり、
マイナンバーカードを利用した本人確認を行うことは可能です。

この点、警察庁では、事業者団体に対し、マイナンバーカードが古物営業法施行規
則（平成７年国家公安委員会規則第10号）上の「相手方の住所、氏名及び年齢又は生
年月日を証する資料」に当たり、本人確認書類として取り扱うことが可能であることなど
について周知を行っておりますが、引き続き、必要に応じてこうした取組を実施してまい
りたいと考えています。

1298 令和3年6月10日 令和3年7月7日

金融機関の合併後
の根抵当権および
抵当権の解除の手
続きについて

根抵当権および抵当権（以下「抵当
権」という）の抹消登記をする際、抵
当権が消滅する前に抵当権者が吸
収合併されている場合の抵当権抹
消登記の手続きの簡素化を要望し
ます。具体的には、現状では抵当
権抹消登記をする前に抵当権の移
転登記をする必要があるが、合併
したことの記載のある商業登記の
登記事項証明書などを登記原因証
明情報として抵当権抹消登記の手
続きを不要としてもらいたい。

金融機関借入に紐づく根抵当権および抵当権については、抹消登記を
行う際には、通常借入人(お客様）が抹消登記の手続きを行うのが通例
となっており、借入人側の対応で完結する。しかし、金融機関の合併して
いる際には、事前に金融機関側が抵当権の移転登記を事前に行う必要
があり、金融機関側が手続きを行わなければならず、さらに、その際に
登録免許税は抵当権設定額の1,000分の１でかつ、司法書士に対する
報酬費用が必要となるなど、経済的な負担も非常に多い。
この手続きが簡素化されることで、金融機関の合併後の経済的かつ事
務的な負担が大きく削減されることとなり、地域金融機関が本来求めら
れている、金融仲介機能での支援を強化することにもつながると考えら
れる。
以上の内容を考慮していただき、是非本件に対する規制改革の検討を
お願いしたい。

民間企業 法務省

（根）抵当権の登記名義人に相続，合併その他の一般承継が生じている場合におい
て，当該（根）抵当権の抹消に係る登記原因が，一般承継よりも後に生じたものである
ときは，当該（根）抵当権の登記名義人に係る相続，合併その他の一般承継に係る登
記をした後でなければ，当該（根）抵当権の抹消の登記をすることはできません。

不動産登記法第２５
条７号

対応不可

不動産登記制度は，不動産に関する権利関係（不動産に関する物権の得喪及び変
更）を公示することを目的としており，不動産登記記録には，その不動産に関する物権
の得喪及び変更の過程が正確に反映されるべきことが要請されていると考えられ，い
わゆる中間省略登記は，不動産登記制度の要請に反するものとして，法令の規定によ
り認められている場合又は確定判決による登記の申請の場合を除き，従来から認めら
れておりません。

御提案の内容は，（根）抵当権者に吸収合併があり，その後，（根）抵当権が消滅した
場合に，その承継に係る登記（（根）抵当権の移転の登記）をすることなく，当該（根）抵
当権の抹消の登記を認めるべきとの趣旨と考えられます。

しかし，当該（根）抵当権の消滅前に，当該（根）抵当権を吸収合併による存続会社が
いったん承継している以上，その承継に係る登記を省略することは，いわゆる中間省
略登記に当たるため，これを認めるという対応を取ることは困難です。

なお，吸収合併をする前に，（根）抵当権が消滅している場合には，吸収合併による
存続会社は，当該（根）抵当権を承継していないことから，当該（根）抵当権の抹消の登
記の前提として，当該承継に係る登記（（根）抵当権の移転の登記）をする必要はあり
ません。

1299 令和3年6月10日 令和3年7月7日 年末調整の廃止
マイナンバーに保険情報、iDeCo情
報などをひもづけることにより、年
末調整の記入を原則廃止する。

毎年年末調整のために複数の書式に記載しなければならず、効率性低
下につながっている。
また、テレワークにもかかわらず押印のためだけに出社を強いられた。
配偶者情報やその所得はマイナンバーで補足可能であることから、各種
所得控除のデータと一体化することにより、年末調整の手間は原則廃
止していただきたい。

個人
財務省
厚生労働省

年末調整の際に給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書などについては、給
与等の支払者が一定の要件を満たしている場合、当該申告書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することができます。

また、控除申告書を電磁的方法により提供する場合は、添付書類である控除証明書
等についても電磁的に提供することが可能となっています。

所得税法第198条第
二項、所得税法施行
令第319条の2

対応

国税庁では、従業員の方が扶養控除等申告書など年末調整の書類をパソコンやス
マートフォンで電子的に作成することのできる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェ
ア」（年調ソフト）を令和2年10月から公開しております。

「年調ソフト」には、保険会社等が発行した控除証明書の情報について、マイナン
バーカードを利用して一括取得し、申告書の必要な箇所に自動入力する「マイナポータ
ル連携」という機能などがありますので、簡単に年末調整の書類を作成することができ
ます。
 この「年調ソフト」の利便性を高めていくためには、より多くの保険会社等について控除
証明書を電子化し、マイナポータルから受領できるようになることが重要ですので、国
税庁といたしましては引き続き各方面への働きかけを実施し、年末調整手続の負担軽
減に努めてまいります。

なお、年末調整の書類につきましては、令和３年度の税制改正により押印を要しない
こととされました。
ご参考：マイナポータル連携に対応している保険会社等（国税庁ホームページ）
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

1300 令和3年6月10日 令和3年7月7日
年末調整の生命保
険等の証明を電子
データで提供する

証明書を紙ベースで保険会社から
送っているが、電子データで国税庁
に提供し、マイナンバーで結び付け
ることができるようにする。個人はマ
イナンバーから専用画面に入って
いき、保険会社のデータ（証明額）
が引用できるようにする。雇用主は
年末調整の事務を行わなくてもよく
する。

マイナンバーと振込口座がこの度の給付金で一部であるが結びつけら
れたことから、還付用の口座として活用する。
保険会社は紙の消費量も減らせるし、経費削減も可能となる。
雇用主（会社）が処理するよりも、発生源主義を徹底する。

個人
内閣官房
財務省

年末調整の際に給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書などについては、給
与等の支払者が一定の要件を満たしている場合、当該申告書に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することができます。

また、控除申告書を電磁的方法により提供する場合は、添付書類である控除証明書
等についても電磁的に提供することが可能となっています。

所得税法第198条第
二項、所得税法施行
令第319条の2

対応

国税庁では、従業員の方が扶養控除等申告書など年末調整の書類をパソコンやス
マートフォンで電子的に作成することのできる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェ
ア」（年調ソフト）を令和2年10月から公開しております。

「年調ソフト」には、保険会社等が発行した控除証明書の情報について、マイナン
バーカードのを利用して一括取得し、申告書の必要な箇所に自動入力する「マイナ
ポータル連携」という機能などがありますので、簡単に年末調整の書類を作成すること
ができます。

また、経理、総務関係の方たちにおいても、従業員の方が「年調ソフト」を利用して年
末調整の書類を作成することで、控除額の検算や添付書類（ハガキの控除証明書な
ど）とのチェック事務が不要となり、効率化を図ることができます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1301 令和3年6月10日 令和3年7月7日

固定資産税のコロナ
ウイルスに関する特
例に関する申告書を
eLTAXにて提出する
際の取り扱いについ
て

固定資産税（償却資産）について本
来eLTAXにて申告すれば、電子署
名が押印の代わりになる取り扱い
であるため、申告書そのものや添
付書類は押印不要である。そのた
め、固定資産税のコロナウイルスに
関する特例を受けるための申告書
をeLTAXに添付する形式で提出す
る場合においては、認定経営革新
等支援機関等の確認の押印は不
要としていただきたい。

固定資産税のコロナウイルスに関する特例を受けるには、別途申請書
を提出する必要がある。その際に、売り上げの減少をしかるべき知見を
持った人物（認定経営革新等支援機関等といいます）が、本当に売上減
少の事実があるかどうか確認することが要求されており、確認した証と
して押印が求められています。昨今のコロナウイルスに対処すべきもの
である故、本来、紙ベースであっても押印は不要であると考えます（そも
そも押印の法的根拠はありません、）が、送信者の電子署名において申
請書の内容の真正性、確実性が担保されているeLTAXにおいて送信す
る場合にまで、一旦紙ベースで申請書を作成して、押印したものをＰＤＦ
で取り込んで画像データで取り込んで送信しなければ特例適用を拒否
すると、名古屋市など一部自治体は主張しています。コロナウイルスに
関する施策は迅速、簡素に進めるべきものであるにも関わらず、単にに
形式主義に囚われて書類の却下、再提出を求めることは、納税者、税
理士や会計士などの専門家の方々、ひいては実際の事務に携わる地方
自治体の職員の事務の負担を、徒に増やすのみです。効果的に当該特
例を必要な方全てに受けていただくためにも、無用な制限はすべきでは
ないと考えたため、今回の提案に至りました。

個人 総務省

行政手続きにおける押印の見直し方針が示されたことを踏まえ、地方税法附則第63
条の規定に基づく申告の際の申告書様式への押印は不要とし、各地方団体に対して、
押印の取扱いについては柔軟に対応するよう、周知しています。

なお、eLTAX地方税ポータルサイトの「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業
者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の
特例措置に関する申告について」のページに掲載しています「新型コロナに係る課税
標準額の申告書（記入様式）」等についても、押印の印字のないものに更新しておりま
す。

なし 対応 制度の現状に同じです。

1302 令和3年6月10日 令和3年7月7日
動産譲渡登記又は
債権譲渡登記の資
格証明書の省略

動産・債権譲渡登記令第８条第１号
により、動産譲渡登記又は債権譲
渡登記の資格証明書の添付が求
められているが、不動産登記及び
商業登記においては会社法人等番
号を提供することによりその添付が
省略できる。動産譲渡登記又は債
権譲渡登記においても会社法人等
番号の提供することにより、資格証
明書の提供を省略できるようにして
ほしい。

デジタル・ガバメント実行計画にも触れられている登記事項証明書の添
付省略を行うことにより、利用者の費用負担を行うことができる。

個人 法務省

動産譲渡登記又は債権譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは
名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供い
ただき、登記官がこれらの情報から登記情報連携により当該法人の登記事項を確認
することができる場合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明
書の添付を省略することができます。

動産・債権譲渡登記
令第８条第１号、動
産・債権譲渡登記規
則第13条第１項第１
号、情報通信技術を
活用した行政の推進
等に関する法律第11
条、情報通信技術を
活用した行政の推進
等に関する法律施行
令第５条

対応

  登記事項証明書の添付が必要な国の手続につきましては、令和２年10月から運用が
開始された国の行政機関における登記情報連携によって、当該情報の提供を受ける
ための環境が整った場合は、その添付を省略することが可能となっています。

これを受けて、動産・債権譲渡登記手続においても、動産・債権譲渡登記規則の一部
を改正し（令和３年法務省令第32号）、令和３年６月１日から、動産譲渡登記又は債権
譲渡登記の申請時に、登記申請をされる方から商号若しくは名称及び本店若しくは主
たる事務所の所在地又は会社法人等番号の情報を御提供いただき、登記官がこれら
の情報から上記登記情報連携により当該法人の登記事項を確認することができる場
合には、代表者の資格を証する書面としての法人の登記事項証明書の添付を省略す
ることができることとなりました。

1303 令和3年6月10日 令和3年7月7日
吸収分割登記等の
印鑑証明書の添付
省略

吸収分割登記等において、他の管
轄に吸収分割会社等がある場合
は、印鑑証明書の添付が求められ
るが、会社法人等番号を提供する
ことにより、添付の省略を認めてほ
しい。

不動産登記では、会社法人等番号を提供することにより印鑑証明書の
添付を省略できる。不動産登記と商業登記でこの差を設ける合理的理
由が見当たらない。また、印鑑証明書の提供には、費用的負担も労力も
要する。

個人 法務省
吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更登記の

申請に際し、吸収分割会社又は新設分割会社の代表取締役等の印鑑証明書を添付
する必要はありません。

会社法の一部を改正
する法律の施行に伴
う関係法律の整備等
に関する法律６条、
商業登記法第87条３
項

対応

令和元年１２月４日に成立した会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律により、商業登記法第８７条３項が改正され、吸収分割会社又
は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更登記の申請に際し、吸収分
割会社又は新設分割会社の代表取締役等の印鑑証明書の添付が不要となりました。
なお、改正された商業登記法第８７条３項の規定は、令和３年２月１５日から施行され
ています。

1304 令和3年6月10日 令和3年7月7日

資格者法人による戸
籍等の請求時の資
格証明書の添付省
略

資格者法人が職務上請求書等に
戸籍を請求する場合には、資格を
証する書面の提供が求められる
が、会社法人等番号を提供された
場合や各種資格者団体のウェブ
ぺーににおいてその住所、代表者
名等が確認できる場合には、資格
証明書の添付を省略できるように
希望します。

デジタルガバメント中長期計画にも触れられている通り、登記事項証明
書の添付を省略することは利用者のコストの削減とすることができる。相
続等で複数個所の市役所等に戸籍を請求する場合には、何通もまとめ
て必要になり、また、期限の制限もあるため、利用者に過度の負担に
なっている。
各種資格者団体（東京司法書士会等）のウェブページでは、資格者法人
の氏名、本店、代表者が記載されており、容易に当該法人の代表者の
資格があることを確認することができるため、これを省略しても特段問題
ないと考える。

個人 法務省
資格者法人が，戸籍謄本等の請求をする場合，戸籍謄本等の請求権限が付与され

ていることを証する書面として，作成後３か月以内の登記事項証明書を添付する必要
があります。

戸籍法第１０条の３
第２項
戸籍法施行規則第１
１条の４

検討を予定

登記事項証明書の添付が必要な地方公共団体の手続につきましては、令和２年１０
月から運用を開始している国の行政機関における登記情報連携による添付の省略の
状況を踏まえ、各種手続の実態等に関する調査を行った上で、地方公共団体を含む行
政機関間の情報連携の仕組みの在り方について検討し、令和３年度中に結論を得る
こととされています。

なお，資格者法人による戸籍謄本等の請求に関しても，上記の結論を踏まえて，登
記事項証明書の添付省略について検討を行う予定です。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1305 令和3年6月10日 令和3年7月7日

入札参加資格申請
の地方自治体全て
書式、提出書類等が
バラバラ

入札参加資格申請の提出が、地方
自治体全てバラバラで統一制が無
く要らぬ労力 全て統一したシステム
により一元化して、オンライン申請
により簡素化するべき。
ホチキスで留めろやら、クリップで留
めろやら、フラットファイルに綴じろ
やら、逆にファイルするなホチキス
留めるなや、何枚も実印や使用印
を押したり、市によっては、記入す
る提出書類が今時Excelにすらなっ
ていなく手書き
全て統一した書式を使用して、一元
管理したシステムにて電子申請出
来る様にするべきでは無いか？
チェックする側も労力、申請者も労
力が掛かる、受理何故かもハガキ
もっと便利に簡単に出来るはず
出してる内容と書類ほぼどこも同じ
だから。

各自治体マニュアル&申請方法が微妙に違うのでかなりの労力
受け取る自治体側も、オンライン申請では無いと、目視でチェック不備の
場合電話、受理の確認は
ハガキ 要らぬ経費人件費
統一システムにて一括管理出来たらスムーズで、不備も減る
提出書類も減り良いことばかりだと思います。

個人 総務省
地方公共団体における入札参加資格審査に必要な書類については、国の法令にお

いて定められているものではなく、各地方公共団体ごとに定められています。
地方公共団体の規
則等

対応
地方公共団体の競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準

様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団
体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促していきます。

1306 令和3年6月10日 令和3年7月7日
戸籍謄本のデジタル
化

海外在住者が戸籍謄本を取り寄せ
る場合、郵送で依頼書を出し、支払
いを日本の切手で求められます。そ
の他、国際返信切手券も使用でき
るとされていますが、現在アメリカ
の郵便局では販売を停止しており、
日本の切手のみが使用可能です。
しかし、海外で日本の切手を入手
するのは困難であり、現在は知り合
いや業者に依頼するしかありませ
ん。そのため、１）戸籍謄本取り寄
せシステムのE-mail受付、２）戸籍
謄本支払いにクレジットカードを追
加していただくこと、また２）戸籍シ
ステム自体をデジタル化していただ
き、デジタル版の戸籍謄本も使用
可能として頂きたく、よろしくお願い
いたします。

１）戸籍謄本取り寄せのEmai 受付
現在、戸籍謄本を取り寄せる場合、日本と海外の往復送料がかかり、
EMS等を使用すると５０００円程度の出費となります。Emailにすることで
このコストと手続き時間を削減できますし、コロナ下で人との接触を減ら
すことも可能です。
２）クレジットカードでの支払い
海外で日本の切手を入手するのは現実的ではなく、知り合いもいない場
合、業者に依頼すると９０００円から１万円の出費となります。（例：
https://familiaoffice.com/koseki/?gclid=EAIaIQobChMInsyv5KvV7AIVC
uOzCh0uhQuhEAAYASAAEgK74vD_BwE）これは、海外在住の日本人に
対して過度な負担となりますので、クレジットカード払いにすることでコス
トの削減が可能です。
３）戸籍システムのデジタル化
そもそも、戸籍を大使館で取得できず、証明書を作成する際にいちいち
日本から書類を取り寄せる必要があることが時代と逆行しております。
戸籍システムを一括でデジタル化し、オンラインでデジタル版を購入する
ことが可能にして頂きたいと思います。これにより、政府は人件費を節約
できますし、人口統計の一括管理も可能となります。

個人 法務省

１，３について
戸籍事務は，全市区町村において電子情報処理組織により取り扱うこととされており

ます。
また，戸籍に関する届出や証明請求について，オンライン化することが認められてお

りますが，システムの導入は戸籍事務を管掌する市区町村長の判断によることとされ
ております。

なお，市区町村長が導入するオンラインシステムについては，「戸籍手続オンラインシ
ステム構築のための標準仕様書」に準拠したものでなければならないものとされており
ます。

２について
戸籍謄抄本等の手数料の徴収については，市区町村ごとの条例で定めることとされ

ているため（地方自治法第２３１条の２第１項），手数料の支払方法については，各市
区町村の判断によることとされています。

１，３について
戸籍法第１１８条第１
項
戸籍法施行規則第７
９条の２
平成１６年４月１日付
け法務省民一第９２
８号民事局長通達

２について
地方自治法第２３１
条の２

１について
対応不可

２について
その他

３について
事実誤認

１，３について
制度の現状に記載のとおり，戸籍事務については電子情報処理組織により取り扱う

こととされております。
なお，オンラインシステム導入は市区町村の判断によることとされておりますが，メー

ル による戸籍謄本等の交付の請求は「戸籍手続オンラインシステム構築のための標
準仕様書」に準拠したものとは認められないものと考えられます。

２について
制度の現状のとおりです。

1307 令和3年6月10日 令和3年7月7日
太陽光設置規制緩
和

農地にも太陽光を設置できる様に
する。
純農地と太陽光設置可能農地を区
分する。
政府が全量買取し、蓄電池が必要
なら、政府が準備する。

潜在余地は農地が1番高い。
不安定電源を、安定電源にする必要がある。

個人
農林水産省
経済産業省

(農林水産省)
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利

用状況等により農地を区分し、必要な転用需要については農業上の利用に支障が少
ない農地に誘導する仕組みとしています。

このため、農地に太陽光発電設備を設置する場合においても、農用地区域内農地や
第１種農地といった生産性の高い優良な農地については転用を認めず、市街地にあり
原則許可が可能となる第３種農地や、市街地として発展する可能性がある区域内等に
あり、非農地や第３種農地に設置が困難な場合に許可が可能なとなる第２種農地に誘
導することとしています。

なお、農地の区分については、周辺の市街地化の状況等に応じて時々刻々変更する
ものであることから、転用許可申請時点において、農地転用許可権者が判断すること
となります。

(経済産業省)
再エネ特措法においては、法律に基づき、電気事業者（一般送配電事業者）に対し、

ＦＩＴ認定を受けた太陽光発電設備を用いて発電された再エネ電気の買取りが義務付
けられております。一部のエリアにおいて、下げ調整力不足時に出力制御が行われる
場合もありますが、その際には予め定められた「優先給電ルール」によって、再エネ電
源の出力制御を行う前に、一般送配電事業者が系統用の大容量の蓄電池の充電や
揚水運転を行うこととしております。

(農林水産省)
農地法第４条・第５条

(経済産業省)
再エネ特措法

現行制度下
で対応可能
／
対応

(農林水産省)
制度の現状に記載のとおり、現行制度においても農地の区分に応じて太陽光発電設備の設

置の可否は異なり、生産性の高い優良な農地においては原則設置を認めない一方で、市街地
化が進展している農地等では設置が可能となっています。

また、2050年カーボンニュートラル社会の実現も重要な課題であることから、農林水産省とし
ても、優良農地の確保を前提としつつ、農業的な利用が見込まれない荒廃農地を活用すること
により、再生可能エネルギーの導入を促進していくこととしております。

このため、
① 既に森林の様相を呈している荒廃農地の非農地判断については、農地台帳からの迅速な
除外を周知徹底するとともに、市町村長が職権で一括して法務局へ地目変更の申出を行って
いる事例を横展開することや、
② 営農型太陽光発電の促進に向け、荒廃農地を再生する場合には、パネル下部農地の減
収２割未満の基準を緩和し、
③ 農山漁村再生可能エネルギー法の転用の特例の対象となる荒廃農地の要件を、再生利
用可能な第１種農地であっても、耕作者を確保することができず、今後耕作の見込みがないも
のであれば対象とする
など、優良農地の確保に支障がないことを前提に必要な措置を講じているところです。（①・②
は措置済み、③は令和３年７月に措置予定）

(経済産業省)
制度の現状欄に記載したとおり、再エネ特措法に基づき、一般送配電事業者に対し、ＦＩＴ認

定を受けた太陽光発電設備を用いて発電された再エネ電気の買取りが義務付けられておりま
す。また、一部のエリアにおいて、下げ調整力不足時に出力制御が行われる場合もあります
が、その際には予め定められた「優先給電ルール」によって、再エネ電源の出力制御を行う前
に、一般送配電事業者が系統用の大容量の蓄電池の充電や揚水運転を行うこととしておりま
す。

一般送配電事業者が、蓄電池を含む調整力を調達できる制度・市場整備等の、出力制御量
の抑制に向けた取組を進めます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1308 令和3年6月10日 令和3年7月7日
NHKのスクランブル
化について

NHKの公共放送にスクランブルを
かけ、NHKを見ない自由、NHKと契
約しない自由を担保してほしい。

NHK徴収担当者、テレアポ、DMなどにかかる費用の削減になります。ま
た、視聴者数が明確にわかることから、公共放送の必要性についても、
今一度再確認できます。再確認により、NHKの民営化部分と、公共放送
として本当に必要な内容だけの放送局（国営、無料）に分けて全体的な
効率化によるコストダウンも可能と思います。
検討をお願い致します。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受

信契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことに
なります。

放送法第64条第１項 対応不可
料金を支払う方のみが受信できることとなるスクランブル化は、公共の福祉のためあ

まねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内放送などを
行うという公共放送の基本的役割になじまないものであると考えます。

1309 令和3年6月10日 令和3年7月20日
確定拠出年金の書
面配布の廃止

私の所属する企業で確定拠出年金
に加盟しておりますが運用団体で
あるJIS&Tより、取引状況の明細が
郵送で届きます。オンラインで確認
できるので、書面は要らない旨お伝
えしたところ、法令上の理由から郵
送は止められないとのことでした。
オンラインで確認する旨を個人が選
択すれば、郵送は止められるように
法令を改正すべきと考えます。

オンライン化によって、JIS&Tのような確定拠出年金の運用団体の書面
作成コストや、郵送コストの削減が見込まれると思います。確定拠出年
金を運用している企業は多くあることから、コスト削減規模も大きなもの
になると思います。

個人 厚生労働省
企業型記録関連運営管理機関（ＲＫ）等は、企業型年金加入者等の個人別管理資産
額等の通知について、加入者等の承諾があれば、書面による通知に代えて、電磁的方
法により提供することを法令上は可能としています。

確定拠出年金法第
27条、確定拠出年金
法施行規則第21条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1310 令和3年6月10日 令和3年7月7日
ふふるさと納税ワン
ストップ申請のデジ
タル化

ふるさと納税ワンストップで証明書
をデジタル化（証明書類のJPEG提
出対応、郵送の廃止）してほしい。
紙ベースで求められる共に、郵送と
なっており、自治体ごとに事務手続
きが煩雑。

As Is→自治体、国民双方の手続き時間短縮ができていない。国民目線
では、切手な購入、証明書の印刷を各自治体ごとに求められ、自治体や
商品の数が増えるほど煩雑になる。

To Be→デジタル化、統一化をし自治体ごとばらつきの廃止と手続き効
率化により、国民の無駄な手続き時間と行政の無駄の排除により、シー
ムレスな運用が可能。

個人 総務省

ふるさと納税にかかるワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記
載するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

・地方税法附則第７条
第１項及び第８項
・地方税法附則第７条
第４項及び第11項
・情報通信技術を活用
した行政の推進等に関
する法律第６条第１項
・総務省関係法令に係
る情報通信技術を活用
した行政の推進等に関
する法律施行規則第４
条第１項及び第２項
・行政手続における特
定の個人を識別するた
めの番号の利用等に
関する法律第１６条
・行政手続における特
定の個人を識別するた
めの番号の利用等に
関する法律施行令第１
２条
・行政手続における特
定の個人を識別するた
めの番号の利用等に
関する法律施行規則
第３条

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続きについては、書面によるほか、
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子
証明書を付した上ではオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施に
は関係事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

1311 令和3年6月10日 令和3年7月20日
産前休暇の延長に
ついて

妊婦の産前休暇について、妊娠が
わかった時点で休暇を取れるような
選択肢が欲しいと考えます。
その場合、現在の産前休暇まで働
くという選択をする人もいると思いま
すので、給料減額や支給がなしと
なっても仕方がないと考えておりま
す。

出産の際に仕事を退職する人もいる中で、その期間も働くという選択と
その期間は早めに休みをとるという選択のどちらも選べれば、出産で仕
事を退職するという人も減るのではないかと思いました。
働くという選択をする人と待遇は異なるとは思いますが、選択肢があれ
ば精神的にも少し余裕ができるように感じます。
将来復帰できる仕事がある状態で安心して妊娠、出産できる選択肢が
あれば、出産を考える人も増えるのではないかと考えます。

個人 厚生労働省
産前休業は、出産予定日の６週間前（双子の場合は14週間前）から、請求すれば取得
できます。出産当日は産前休業に含まれます。

労働基準法第65条 対応不可

労働基準法に基づく産前休業の期間は、医学的にみて妊娠末期には胎児の成長が
著しく、母体の負担が大きいこと等を考慮し、母性保護上必要な期間として定めている
ものであり、妊婦の希望により早期に休暇を取得することが可能となるよう産前休業の
期間を拡大することは困難です。

なお、産前６週間（双子以上の場合は14週間）より前であっても、妊娠中の女性労働
者がそれぞれの症状に応じて、医師等から休業等の指導を受けた場合には、事業主
はその指導事項を守ることができるようにしなければならないという母性健康管理措置
の仕組みがあり（男女雇用機会均等法第13条）、こうした仕組みの組合わせにより、妊
娠中の女性労働者の母性を保護しているものです。

その他、妊娠中の女性労働者も、要件を満たしていれば目的にかかわらず年次有給
休暇を取得することが可能です（労働基準法第39条）。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1312 令和3年6月10日 令和3年7月7日

ペーパーレス化及び
電子証明書の導入
（資格更新に係る証
明書）

経済産業省中小企業庁のおける中
小企業診断士資格更新時のもので
す。
理論政策更新研修を修了した際に
発行される「修了証明書」をペー
パーレス化、電子証明書に移行で
きないでしょうか。

担当官様にご提案いたしました。
本来、現地現場で実施される資格更新に係る研修を、本年度よりリモー
トネットワーク・オンラインで研修開催／受講が時限的に認められるよう
になりました。
これに伴い、受講完了後に発行される修了証明書を電子化する手段で
交付できないかと相談したところ、当方が証拠力を担保している電子証
明のツールを用いたとしても現状難しいというご回答がありました。
リモートネットワークでの受講後、郵送により証書を発送しています。
当方では専従のスタッフ1名が年間約1,000名の受講者分の1,000枚の証
書印刷、押印、発送が行われており、受講者数は年々増加の見込みで
す。
担当官様のご懸念は受講履歴のデータ改竄です。
また、中小企業診断士お一人お一人の資格更新作業の際に、従前の修
了確認方法が「紙」を基本としているのでこれを思い切って変更すること
が難しいという懸念でした。
今後の計画、検討の余地もないとのことです。
これを思い切ってデジタル化に推進できないでしょうか。
上記では運営側の事務的な場面で説明となりましたが、
実際に受講者（エンドユーザー）側からも同様の改善要求を研修実施機
関である当社が受けています。
彼彼女らも紙だからこそ修了証書の紛失、再発行も頻出しています。再
発行の際にも郵送費が発生しています。
これらを改善したいと考えています。

株式会社
あきない総
合研究所

経済産業省

現在、中小企業診断士資格の更新手続きにつきましては、紙の申請書を提出いただ
き、中小企業庁にて処理を行っております。

本申請の際に添付書類として理論政策更新研修の修了書を添付していただいており
ます。

中小企業診断士の
登録等及び試験に関
する規則
（平成12年通商産業
省令第９２号）

検討に着手
中小企業診断士資格に関する諸手続きにつきまして、2021年度から電子化の検討を

開始しており、2021年度内に一定の結論を得る予定となっております。

1313 令和3年6月10日 令和3年7月7日

森林の土地の所有
者届出制度を効率
化または廃止してほ
しい

森林の土地の所有者届出制度を効
率化(地図添付の省略等)または廃
止してほしい。または森林法や同法
施行規則で規定するのをやめる等
し、各市町の判断で効率的に目的
達成できるようにしてほしい。

3か月に1度、資産税を管轄する部署を通じ、法務局からの「登記上の所
有者が変更されたという情報」を得ることができるので、わざわざ別途で
申請してもらう必要性を感じません。もしあるとすれば「不動産登記をし
ない人は届出してください」程度でしょうか。登記が義務化されるので実
質届出不要になるのではとも思いますが。
また、届出時に添付しなければならない書類(地図、登記の全部事項証
明書等)を用意するためにお金がかかるケースがあります(場所がわか
らないため公図を取得する等)。地図については県の農林総合事務所で
手数料無料で森林計画図を取得する方法もありますが、建物は当然離
れているし、発行には数日かかり、届出を1日で1か所でできない、市役
所に複数回来ることになる等、届出者にとって負担なことは変わらず、
苦情の元になっています。
しかも森林計画図については、私の課(市の林務担当課)が県から全図
の写しを交付してもらっているので、わざわざ添付してもらわなくても必
要な時にパソコンで検索すればわかるのです。
昨年くらいまでは、届出者が地図を用意しなかった場合は市職員が森林
計画図の写しを用意してあげていたのですが、その写しを用意する時間
等コストがとんでもないため、届出者に必ず用意させるようになった経緯
があります。(今は届出者と県職員等がこのコストを負担している状態で
す。)届出に添付しなければならないと施行規則に書いてあるためやって
いることです。
我が市は森林が多く、この業務が職員2人の業務の各3分の1を占めるく
らいのボリュームがあります。廃止等、効率化されれば、その時間を他
の森林整備促進業務に充てられます。

個人 農林水産省

森林法第10条の７の２第１項において、地域森林計画の対象となっている民有林に
ついて、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に
従い、市町村の長にその旨を届け出なければならないとされています。

また、森林法施行規則第７条第１項において、届出は、地域森林計画の対象となって
いる民有林について新たに当該森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出
書（一通）を市町村の長に提出してしなければならないとされており、同条第２項におい
て、届出書には、当該土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書その他
の届出の原因を証明する書面を添えなければならないとされています。

さらに、「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアル」（平成24年10月
16日付け24林整計第123号林野庁計画課長通知）３(2)④ウにおいて、「土地の位置を
示す地図」は、具体的には、当該森林の土地の位置が把握されるものであればよく、
登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し、市町村、民間企業等が作
成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土
地のおおまかな位置を記入したものも該当するとしております。

森林法第10条の７の
２第１項
森林法施行規則第７
条第１項、第２項

現行制度下
で対応可能

不動産登記は、土地や建物の権利関係などの状況が誰にでもわかるようにすること
で取引の安全と円滑を図る役割を果たすことを目的としています。そのような制度趣旨
の下、令和３年４月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」による不動産登記
法の改正により、相続登記が義務化され、その取得を知った日から３年以内に登記申
請を行うことが義務付けられることとされたところです。

一方、森林の土地の所有者届出制度については、適切に伐採後の造林が行われて
いない場合の造林命令など、行政が適時適切に指導を実施するために森林の土地の
所有者を迅速に把握することが必要であることから、その土地の所有者となった日か
ら90日以内に市町村の長へ届出を行うこととしております（森林法第10条の７の２第１
項及び森林法施行規則第７条第１項）。

このため、引き続き、森林の土地の所有者となった者に本制度に基づく届出を行って
いただく必要があります。

また、森林の土地の所有者届出制度では、届出に係る地図を用いて確実に当該土
地を特定するため、届出書に記載する当該土地の地番等の情報のみならず、「土地の
位置を示す地図」を添付することとしていますが（森林法施行規則第７条第２項第１
号）、「制度の現状」欄に記載のとおり、「土地の位置を示す地図」は、インターネットで
無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの等も該
当することとしており、届出者等の負担軽減のため、柔軟な対応を可能としているとこ
ろです。

1314 令和3年6月10日 令和4年11月11日
栄養士免許申請の
統一化（様式、申請）

栄養士免許申請を統一してほしい。

私は管理栄養士養成施設で栄養士免許および管理栄養士免許の申
請を担当している。

まず、前提として栄養士免許は各都道府県が発行するが栄養士免許
の効力に変わりはない。

以上の前提を踏まえた上で下記に提案理由を述べていく。
現状、栄養士免許の申請は養成施設がとりまとめ、申請者の住居地

がある各都道府県へ養成施設が一括申請をすることになっており、住居
地が大学の所在地と異なる都道府県にあれば、たとえ一人でも養成施
設が一括申請しなければならず、関東にある大学であればかなり多くの
都道府県に一括申請しなければならないのである。これだけでも相当な
負担であるにも関わらず、現状、栄養士免許申請書類の様式は各都道
府県で異なっており、一括申請の複雑化、養成施設の負担増につな
がっている。

また、様式等が各都道府県で異なるのは不公平ではないか。
以上のことから、提案は二つある。
一つ目として、今後も養成施設が各都道府県に一括申請を行わなけ

ればならないのであれば、申請様式を全都道府県で統一してほしい。
二つ目として、大学の所在地がある都道府県に一括で申請することを

可能にしてほしい。
以上のことについて至急改善していただきたい。

個人 厚生労働省

栄養士免許申請を行う際、栄養士法施行令に基づき、住所地の都道府県知事に申請
書等を提出することとなっています。
管理栄養士養成施設に所属する学生の栄養士免許申請については、国家試験受験
における学生の利便性を考慮して、養成施設にとりまとめて申請していただいておりま
す。
栄養士免許の様式については、厚生労働省が所管する法令等では定めておらず、都
道府県によって定められています。

栄養士法施行令第１
条第１項

検討を予定

一つ目について
栄養士免許の申請については、栄養士法施行令に定める名簿登録事項のほか、都道
府県で任意に登録している事項もあることや、様式変更に伴い各自治体が使用するシ
ステムの改修が必要になる場合もあることから、直ちに様式を統一することは困難で
す。

二つ目について
養成施設の所在する都道府県に対して養成施設が一括で申請することを可能とした
場合、養成施設数の多い自治体において申請者数の増加による新たな負担が生じま
す。御提案の実現には、自治体との協議や調整が必要となるほか、自治体における予
算、人員の拡充が必要となることから、直ちに対応することは困難です。

なお、国家資格に係る各種手続やデータ管理は、令和６年度にデジタル化を開始する
ことが予定されており、現在具体的な検討が進められているところである。免許申請に
係る事務のあり方については、御提案の内容も含め、各都道府県の状況を考慮しなが
ら考えてまいります。
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1315 令和3年6月10日 令和5年4月14日 印鑑登録の廃止

実印の印鑑登録およびその証明書
による認証制度を廃止し、マイナン
バーカードを利用した電子署名によ
る認証制度へ転換すべき。

現在、印鑑登録を行うためには平日に休暇を取得する、或いは大変混
雑する休日窓口で手続きを行うことが必要であり、加えて、転居の際に
は改めて手続きをする必要があるなど、一億総活躍社会を担う国民にこ
れを強いることは極めて大きな社会的コストかつ制約要因であって、早
急に廃止すべきものと考える。
印鑑登録による認証をマイナンバーカードに基づく電子署名に一本化す
ることは、デジタルトランスフォーメーションの一角になるとともに、社会
的コストの大幅な低減が期待される。
また、マイナンバーカードによる電子署名関連のシステム導入・運用に
際し、関係業界への経済効果も期待される。

個人 総務省

印鑑証明の事務については、制度化された明治期以来、市町村固有の事務として実
施されており、各市町村の条例等を根拠として行われているものです。

総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

－ 対応不可
現在においても、重要な契約及び商取引における本人確認の手段として印鑑登録が

活用されている事例もあると承知しており、こうした行為の確認において印鑑登録証明
書を利用するかについては各行為の主体に委ねられている者と承知しています。

1316 令和3年6月10日 令和3年7月7日
マイナンバーにおけ
る金融機関口座情
報の管理

マイナンバーで各個人の金融機関
を管理して速やかな給付金の交付
や希望する者には還付金の受領な
どを早期にかつ安全に実現する方
途

定額給付金の給付に際して、申請給付が遅延し、マイナンバーで金融
機関の貯金口座を管理する提案がされていたと思います。マイナンバー
を利用して各個人の預貯金口座を連携させ、速やかな給付や税金の還
付を行うことは、非常に有効だと思う。しかし、利用者としては預貯金口
座番号を届け出る場合に不安がある一方、管理する側も入力の正確性
やデータ更新など国も膨大な事務量を要することになります。また、金融
機関も合併や支店統廃合における口座番号変更の際の変更依頼や一
定期間の読み替えも必要となるなど口座番号を管理することは非常に
非効率だと思います。
すでに、金融機関は口座とマイナンバーを紐づける制度が導入されてい
ることから、マイナポータルは金融機関（４桁）のみを管理することとし、
給付などの場合にはマイナンバーと金額をその金融機関に連絡するこ
とで紐づいている口座に入金等を可能とする。これにより、行政機関は
個人の口座番号を管理することなく給付等が実現可能となる。同一金融
機関に複数の口座を保有している方の場合には、金融機関に代表口座
を届けるなどの方法によることで、利用者も利便性が向上すると思われ
る。
各個人の届け出も銀行名のみであれば、安全かつ間違いが少なく効率
性も向上する

個人
内閣官房
金融庁

公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに
登録し、行政機関等が当該口座情報の提供を求めることができることとするとともに、
特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理することを可能とする「公的
給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が
令和3年5月12日に国会で成立し、同年5月19日に公布されました。

公的給付の支給等
の迅速かつ確実な実
施のための預貯金口
座の登録等に関する
法律

対応
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する

法律」に基づき、今後、より多くの国民に口座情報を登録いただけるよう、制度のメリッ
トや様々な登録方法について、分かりやすい周知・広報に努めてまいります。

1317 令和3年6月10日 令和3年7月7日
IT導入補助金申請
における納税証明
書添付

ＩＴ導入補助金申請において納税証
明書の添付を求められています。
当社は電子納税を行っていますの
で、電子納税証明をＥーＴＡＸで取
得し提出しようとしたところシステム
ベンダーより認められないということ
でした。税務署の窓口で紙の納税
証明をとってＰＤＦにしたものは認め
られるそうです。

ＩＴ導入補助金申請はインターネット経由で申請できます。そのこと自体
は利便性は感じられるのですが、紙でとった納税証明書のＰＤＦが認め
られて電子納税証明が認められないのは違和感を感じます。ＰＤＦと電
子納税証明書は同じデジタルデータですが、ＰＤＦは紙の原本のコピー
に等しいし、電子納税証明書は電子データ化した原本です。また、ある
役所が発行する証明書の電子化されたものがある役所で受け入れでき
ない、紙と同じ効力がないのであればあまり電子化の意味がありませ
ん、当社は中小企業でありますが国のＤＸの方針に賛同し義務ではあり
ませんが電子申告、ダイレクト納付を始めました。その延長線上で今回
電子納税証明書の取得をしました。ある役所での証明書の電子化した
ものは国が行うすべての手続きに対して紙の証明書と同等であるべきで
す。いちいち税務署に取りに行きＰＤＦをとるのは、数時間ほど無駄にし
ます。全国レベルで考えればむだな大きな社会的コストです。Ｅ－ＴＡＸ
はＤＸの最たるもので成功例だとおもいます。ほかの省庁も見習うべきで
す。

個人 経済産業省

IT導入補助金では、交付申請時の添付書類として、税務署の窓口で発行された直近
分の納税証明書の提出を求めています。

電子納税証明書については、これまでは、E-tax上での読み取りが必要となる仕様で
あることや、国税庁の整理では、電子納税証明書を書面に印刷した場合、納税証明書
としての効力を失うこととされていたため、IT導入補助金が規定する添付書類として取
り扱うことができませんでした。

なし 検討に着手

国税庁によれば、本年7月以降、紙で発行されている納税証明書と同じ取扱いとなる
電子納税証明書（ＰＤＦファイル）を発行ができるようになるとのことですので、当該証明
書をＩＴ導入補助金が規定する添付書類とすることが可能ではないかと考えておりま
す。７月以降、電子納税証明書（PDFファイル）の記載項目の確認・検証等を行いなが
ら対応を検討していきます。
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1318 令和3年6月10日 令和3年7月7日
電子申込型電子募
集取扱業務等に関
する規則

法律ではなく、二種業協会の規則
で、正会員は、電子申込型電子募
集取扱業務等において取り扱う有
価証券について、顧客に対し、訪問
し又は電話をかけて、金商法第２条
第８項第９号に掲げる行為を行って
はならないと定められている。顧客
が特定投資家や年金基金であれ
ば、このような規制を設ける理由は
ないように思う。規制制定時の金融
庁の要請で作成されたルールらし
いのですが、金融庁は、二種業協
会のルールなので手が出せないと
いうスタンスで、他方、二種業協会
は、金融庁に言われたことなので変
えられないというスタンスで、そもそ
も規制が必要なのかという、実質的
な議論さえできないと耳にしました。

上述。 個人 金融庁

平成26年５月９日の衆議院財務金融委員会において、金融商品取引法等の一部を
改正する法律案について、「投資者が、新規・成長企業への投資に関するリスク等を十
分に把握できないことにより不測の損害を被ることのないよう、投資者に対する注意喚
起及び理解啓発に努めるとともに、投資被害の多くが電話・訪問によるものであること
を踏まえ、投資型クラウドファンディングにおいては、電話・訪問を用いた勧誘ができな
いことを明確化すること。」との付帯決議がなされております。

また、平成27年５月12日「平成26年金融商品取引法等改正（１年以内施行）等に係る
政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」において、下記の
考え方が示されております。
【コメントの概要】
第一種・第二種金融商品取引業者についても、改正金商法第29条の2第1項第6号に
該当する電子募集取扱業務については、金商業等府令の規定において電話や対面に
よる勧誘を禁止すべきであるが、少なくとも監督指針において、自主規制や社内規定
に電話や対面による勧誘の禁止について適切な定めを置くことを求めるべきである。
【金融庁の考え方】
金融商品取引業協会の自主規制規則案においては、電子申込型電子募集取扱業務
について、電話・訪問勧誘等の禁止に関する規定が設けられることとされています。

さらに、第二種金融商品取引業協会の「電子申込型電子募集取扱業務等に関する
規則」では、以下のとおり規定されています。
（訪問又は電話の禁止等）
第９条 正会員は、電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券につい
て、顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金商法第２条第８項第９号に掲げる行為を
行ってはならない。

第二種金融商品取
引業協会
「電子申込型電子募
集取扱業務等に関す
る規則」第９条

対応不可

投資型クラウドファンディングに係る制度整備については、「金融審議会 新規・成長
企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告（平成25
年12月25日）において、投資型クラウドファンディングが詐欺的な行為に悪用され、ひ
いては投資型クラウドファンディング全体に対する信頼感が失墜することのないよう、
投資者保護のための必要な措置を講じることについて提言がなされております。

また、同報告書では、投資者が安心して投資できる環境を整備する上では、当局によ
る規制・監督のみに依拠するのではなく、自主規制機関による適切な自主規制機能の
発揮を組み合わせることが重要であるとされております。

第二種金融商品取引業協会の規則についても、投資家保護の観点から必要な措置
として設けられているものと承知しておりますが、今後の制度の整備については、状況
の変化等を踏まえつつ、検討を行っていくことになると承知しております。

1319 令和3年6月10日 令和3年7月7日

精神障害者保険福
祉手帳及び自立支
援医療受給者証の
件

精神障害者保険福祉手帳及び自
立支援医療受給者証申請（更新）
の電子化をお願いしたい。

精神障害者保険福祉手帳及び自立支援医療受給者証を申請もしくは更
新する場合、本人が市町村の保険センターまで出向き、その場で必要
書類を記入しなければならない。
申請が許諾された場合も精神障害者保険福祉手帳の郵送は不可であ
り、本人が再び窓口まで出向いて受け取らなければならない。この現状
は障害者にとって大きな負担となっている。
また主治医の診断書には本人の障害状況が詳しく記入されているにも
関わらず、申請後２ヶ月程度も審査期間を要するのは不可解である。
同じ窓口にて、またいずれも主治医の診断書が必要な申請の精神障害
者保険福祉手帳と自立支援医療受給者証を一本化し、電子申請及びマ
イナンバーと紐づけが可能になれば精神障害者の負担は大きく軽減さ
れる。
精神障害者保険福祉手帳及び自立支援医療受給者証の一本化が難し
いようであれば、個別での電子申請の検討を併せてお願いしたい。
受付窓口で申請者の記入申請を個別対応をしなければならない職員の
負担軽減、ひいては人員ならびに人件費の削減を見込むことが可能で
ある。申請受付一人にかかる時間は15分から２０分、当市の手帳受給
者は約６，０００人である。（岡山県岡山市）
以上、ご検討をよろしくお願いいたします。

個人

内閣府
総務省
厚生労働省
国土交通省

番号71、230、524の回答をご参照ください

1320 令和3年6月10日 令和4年11月11日
高等学校への求人
票のデータ提供の
要望について

各企業が高等学校へ郵送、持参、
faxしている求人票に記載されてい
るデータを、ハローワークからExcel
ファイルやcsvファイルで一括ダウン
ロードできるようにして欲しい。

ほとんどの都道府県では協定により高卒求人の日程が決まっており、求
人解禁日の7月1日からの数日間で数百～数千枚の求人票が高等学校
に届く。バラバラに届くため五十音順に掲示することは困難であり、届い
た順に番号を振り掲示しているが、短い休み時間で生徒が希望する業
者や職種の求人票を見つけるのは困難なため、紙ベースの求人票の情
報（企業概要や仕事内容、住所等のデータ、求人条件、試験内容、特記
事項、職業・産業分類番号等）を係の職員で手入力によりリスト化し、教
室掲示をしている。この作業に係総出でその時期放課後3時間程度を費
やしている。（日中は来校者の対応でデータ処理まで手が回らない）ま
た、処理しきれないため郵送で届いた遠方の企業等は生徒に紹介せ
ず、分類番号のみ記録を取っており、希望者はおそらくいないであろうが
生徒の就職機会を損ねている可能性がある。このような経緯から、おそ
らくデータベース化されていると思われるハローワークのデータを、求人
票番号をキーに一括ダウンロードできるシステムを作成し、提供いただ
きたい。

個人
文部科学省
厚生労働省

厚生労働省では、高等学校の就職担当の方に向けて、全国のハローワークで受け付
けた高等学校卒業予定者向けの求人情報を提供するため、「高卒就職情報WEB提供
サービス」というホームページを運用しております。

なし
現制度下で
対応可能

「高卒就職情報WEB提供サービス」では事業主が公開を希望する求人の情報を検索
し、求人票をPDF形式で閲覧することができる他、就業場所の都道府県などの検索条
件を指定し、該当する求人の一覧をCSVもしくはPDF形式でダウンロードすることが可
能となっております。
当ホームページを利用する際は利用者IDとパスワードが必要となりますので、最寄り
のハローワークの学卒担当までお問い合わせください。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1321 令和3年6月10日 令和3年7月7日
公認会計士開業登
録の簡素化・システ
ム化

現在、公認会計士開業登録には17
種類の書類の提出が必要とされて
います（参考：
https://www.hp.jicpa.or.jp/app_kaig
yo/action/initLogin ）。うち13種類
は開業登録をするすべての人が提
出を求められており、書類の手配に
かかる労力、登録審査の際の書類
の確認にかかる労力を勘案する
と、提出書類の簡素化を図るべきで
はないでしょうか。また、紙面での
手続にこだわらず、電子申請が可
能な範囲については、紙面での申
請を取りやめるべきだと考えます。

現在、提出が求められている書類は以下の17点です。
(1)公認会計士開業登録申請書
(2)登録免許税領収証書（６万円）
3)履歴書

(4)写真
(5)公認会計士試験合格証書の写し
(6)実務補習修了証書の写し
(7)業務補助等の報告書受理番号通知書の写し
(8)身分（身元）証明書（原本）
(9)住民票（原本）
(10)宣誓書
(11)勤務証明書（原本）
(12)会計士補登録のまつ消に関する届出書 1/2、2/2）
(13)準会員退会届出書
(14)入会届出書（1/2、2/2）
(15)開業登録等に係る緊急連絡先
(16)入会金等振込控え
(17)写真付き本人確認書類
これらの書類を手配にかかる労力、および登録審査の際の書類の確認にかかる労力は
小さくないと考えます。特に、以下の点が非常に不効率だと考えます。
（A）本会員・準会員の切り替えは各会で情報を連携することで書類の提出は回避できるに
も関わらず、準会員退会の届出書と本会員入会の届出書の提出が求められている点。
B）web上のシステムに情報を入力後、紙面に出力し郵送している書類がある点（直接シ

ステムに情報を連携できないのでしょうか）。
（C）内容の重複がある点（例えば、(6)の実務補習修了証書は、(5)の公認会計士試験合
格証書の写しを提出可能な個人しか取得することができませんし、(6)において(5)の合格
証書番号が記載されています）。
これらの書類の簡素化もしくはシステム化を実現することにより、公認会計士開業登録を
しようとする人、および公認会計士協会の負担が軽減されると考えます。

個人 金融庁

公認会計士となるために公認会計士名簿の登録を受けようとするときは、日本公認
会計士協会に、開業登録申請書に、公認会計士となる資格を有することを証する書類
を添え提出することとされています（公認会計士法第19条、公認会計士等登録規則第
４条）。

公認会計士法第19
条、公認会計士等登
録規則第４条

検討を予定

(A)(B)については、ご指摘を踏まえ検討します。
(C)については、公認会計士等登録規則第４条第２項第５号及び第７号で規定する実

務補習修了証書及び公認会計士試験合格証書により、申請者が登録要件を満たすこ
と、申請者の同一性の確保等の観点から求めているものです。

(8)(9)については、一般論として、公認会計士の登録事務においては、本人確認や、
真正性の担保及び改ざん防止等の観点から、市区町村長が交付した資料が必要と考
えられます。電子的な提出については、身分証明書等を発行する市区町村等における
電子署名等の導入状況等を踏まえて検討する必要があります。

上記を踏まえ、公認会計士の登録事務を担う日本公認会計士協会に、登録事務の
効率化を検討するよう促して参ります。

1322 令和3年6月10日 令和3年7月7日
ふるさと納税のワン
ストップ納税の押印
廃止

ふるさと納税のワンストップ納税の
書類に押印の欄があるが、これは
不要なのではないか

せっかくQRコードや先進的なシステムで稼働しているのに、押印だけは
残っている。
そもそも書類の必要性が不明だが、押印はなぜ必要なのか不明。
せめて自署でも良いとするのが合理的なのではないか？

個人 総務省

ふるさと納税にかかるワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記
載するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

また、申告特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請
書を含めた令和３年４月１日以後に提出する地方税関係書類は、原則として、提出者
の押印を廃止するよう法令改正が行われています。

・地方税法附則第７条第１
項及び第８項
・地方税法附則第７条第４
項及び第11項
・情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律第６条第１項
・総務省関係法令に係る
情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律施行規則第４条第１項
及び第２項
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第１６条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行令第１２条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行規則第３条
・地方税法施行規則等の
一部を改正する省令（令和
3年総務省令第34号）

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続きについては、書面によるほか、
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子
証明書を付した上ではオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施に
は関係事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

なお、申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規則等の一部を改正する
省令（令和３年総務省第34号）」の施行に伴い廃止されています。

1323 令和3年6月10日 令和3年7月20日
保険医登録票の県
外移動手続き

現在、保険医登録票は都道府県ご
との番号で管理されているいるた
め、県をまたいだ人事異動の際に、
手続きが必要です。全国一律の番
号にし、手続きを簡素化すべきと考
えます。その場合、医師免許証交
付時に同時に申請できると良いで
す。また、オンラインでの登録、脱
ハンコも同時に進めるべきと考えま
す。

問題点
１．前勤務先転出時に、新しい赴任先への異動で続きをし、手続き完了
後に新赴任先へ保険医登録票が届くが、混雑時には4ヶ月程度かかる
こともある。
２．新しい赴任先で勤務開始する際に、保険医登録票が無い状態で勤
務することとなる。
３．数か月ごとに異動がある場合、医師が転出後に保険医登録票が届
く。その後、転出の手続きをするため、勤務実態に沿わない。
４．申請様式が古く、Excelデータを切り張りできるようなフォーマットに
なっておらず、手間がかかるうえ、間違いが生じやすい。
５．保険医登録や異動手続きを行う際に、医師免許証を持っている者で
あれば、申請できなかったことはないため、別申請し、都道府県ごとに異
動手続きをする意味がないと感じる。

個人 厚生労働省

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省
令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第30号）により、都道府県をまたぐ
異動等があった場合でも、保険医の従事する保険医療機関の所在地が、異動後も同
一の地方厚生（支）局の管轄下である場合には、届出を不要とする改正を行いました。
また、当該届出に際し、押印は求めておりません。

保険医療機関及び保
険薬局の指定並びに
保険医及び保険薬剤
師の登録に関する省
令

その他
管轄する地方厚生（支）局をまたぐ他の都道府県への変更が生じた場合には、行政処
分の所轄局を変更する必要があり、引き続き届出は必要と考えます。
オンライン化については、政府指針に基づき、引き続き検討を進めます。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1324 令和3年6月10日 令和3年7月7日
信書配達の民間企
業参入推進につい
て

様々な規制があり、信書の配達事
業は日本郵便が独占している状
態。一般消費者が自由にサービス
を選べるように民間事業者の参入
を推進してほしい。

先に述べたとおり日本郵便が独占している状態である信書の取り扱い
の規制を緩和してほしい。
一般荷物への信書の同封ができず、ヤマト運輸など一般の宅配事業者
で発送する際に、別にする必要がある等、利用者にも不便が多い。
郵便事業は値上がりし続けており、他の業者を消費者が選択できること
でサービスの向上につながる。郵便局の窓口の空いている時間が限ら
れるため利用しづらい。
特に、郵便物に荷物の追跡ができるようにする場合、料金が高くなりが
ちで、宅配便のように荷物の追跡と一体化した信書の発送サービスなど
がない。
一般業者の参入でサービス向上が期待できる。
信書の定義が曖昧でどこまで発送可能なのか消費者に区別しづらい。
定義を細分化し、民間事業でも発送可能なものの幅を広げる等すれば、
参入しやすく利便性が向上する。

個人 総務省 番号1045の回答をご参照ください。
現行制度下
で対応可能

1325 令和3年6月10日 令和3年7月7日
宅地建物取引業の
更新手続き（都知事
免許）のデジタル化

現在、宅地建物取引業者の免許更
新手続き（５年に１度）は、申請書類
を２部作成の上、都庁内の窓口で
行うことになっています。申請は全
て紙を使います。今回申請に要した
紙はＡ４で３０枚×２部です。不備等
があれば指摘を受け、一旦持ち帰
り、再度申請に行きます。混雑して
いれば１時間以上待たされることも
あります。また、申請書類の中に、
会社謄本、納税証明書、登記され
ていない旨の証明、決算報告書が
あり、これらを取得するために地方
法務局、東京法務局、税務署等へ
行き、書類を申請・取得しなければ
なりません。書類作成に２日、申請
に２日要しました。これらの移動、
待ち時間も加えると数十時間をゆう
に超えます。無駄ではないです
か？

上記で概要は述べましたが、今回特に問題を感じたのが事務所の写真
撮影です。宅建免許の新規申請時と変更時（事務所移転等）、更新時に
都度上記申請を行わなければなりません。しかも新規申請と更新も全く
同じ書類の再提出を求められます。私の場合、昨年事務所移転をした
ので、移転先事務所の写真撮影をして、変更手続きを行いました。（ビル
外観、入り口、郵便ポスト、ビル入り口から事務所までの経路→エレ
ベーターや廊下など、事務所内の写真４方向、免許証の拡大写真、入り
口事務所名の拡大写真、郵便ポストの拡大写真、接客スペースの写真）
昨年と変更がないため、前回使った書類をそのまま提出したところ、そこ
を指摘され、撮りなおすように指示されました。再撮影を行い、パソコン
にダウンロードし、フォトアプリに貼りつけた後、エクセルに各写真を並
べ、印刷をする。このような作業が必要となります。極めて無駄な作業で
す。また、各機関で取得する書類もオンラインで各行政が統合されてい
れば、わざわざ出かける必要もなくオンラインで完結します。決算書も電
子申請しているので、税務署とつなげば提出の必要ないはずです。昨日
私が申請に行ったときは１０数人の待ち人数がいました。これらの人が
作成、申請に要した時間を企業活動に向けられたら、生産性が向上す
るのは疑う余地がありません。各行政もそうです。都庁（住宅局）の申請
室には、案内の女性が２人いて、申請者に対するガイダンス（前さばき）
を行っています。電子申請にすれば、彼女たちも、もっと生産的なことを
行えます。都庁職員もそうです。昨日は窓口で７名が対応業務を行って
いました。無駄の極みです。

個人 国土交通省
宅地建物取引業免許等に係る申請手続書類に関して、法令上、電子的な申請の規

制はありませんが、現状として書面提出による申請を求めています。
宅地建物取引業法
第４条

その他
東京都知事免許の宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業免許申請の更新手続

きのデジタル化については、東京都で判断するものです。

1326 令和3年6月10日 令和4年11月11日
確定拠出型年金の
申し込み書類のオン
ライン化の提案

確定拠出型年金の申し込みを金融
機関の Web サイトで行うと、書類が
郵送されてきて記名・押印・返送を
求められます。これを完全にオンラ
イン化するべきだと思います。

確定拠出型年金の申し込みを完全にオンライン化することで、利便性向
上による加入者増が期待できます。人力でやっている事務処理も削減で
き、費用の圧縮も可能だと思います。

個人 厚生労働省

2021年１月より、個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入申込み等について、これまでは
紙による手続のみとなっていましたが、オンラインで行うことが可能となりました。運営
管理機関ごとに、従来の紙による手続に加えてオンライン手続に対応するか等を選択
します。また、紙による手続きについては原則押印不要となっております。

確定拠出年金法第
62条、確定拠出年金
法施行規則第39条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1327 令和3年6月10日 令和3年7月7日
子供の転園手続き
書類・手順の簡略化
と明確なルール設定

別の県や区への転居の際、色々な
手続きが一つの窓口で済むような
アプリ・ウェブサイトの設立や、マイ
ナンバーで管理できる個人アカウン
ト等、様々な手続きの状況を区の担
当者と本人が共有できるものがあ
ればいいと思います。あまりにも本
人確認やらで仕事を休んで区役所
で行わないといけない手続きが多
すぎると思います。

東京都豊島区から横浜市都筑区への転居を予定しており、子供の転園
手続きを行いました。引っ越す前に保育園に入れることを確認したかっ
たので、豊島区経由で色々な書類を郵送しなければいけませんでした。
1)そもそもどんな書類が必要なのか(特にどっちの区様式)というのが、ど
ちらの区の保育課に問い合わせても「豊島区に確認してください」「都筑
区に確認してください」とたらい回しにされた感があり、なかなか前に進
みませんでした。区によってルールが違うのか、区同士の連携が取れて
いないのか、利用する側として理解に苦しみました。
2)様式は違えど、記載する内容はどの書類もほぼ同じでした。区内・区
外への引越しという違いだけで色々と書類の用紙が変わってくるのはと
ても不便でした。
3)自己都合で、引っ越しのタイミングが2ヶ月先延ばしとなってしまったの
で、一度転園の申請を取り下げ、改めて申請する必要がありました。自
己都合とはいえど、転居することには変更はないので、一旦子供を
ウェーティングリストに載せるなどの対応があってもいいのではと思いま
した。2ヶ月後にまた就労証明書を夫婦揃って職場に準備してもらい、同
じ書類を提出したりと何度も同じ作業をすることになったことはとても不
便でした。
家族での引っ越しはいろいろな手続きが必要となります。区内・区外へ
の転園など、大きく手続きが変わってくる点に着目し、書類や様式を統
一・簡略化できないものでしょうか。仕事もしていると、頻繁にお休みを
とって諸々の手続きを行うということも難しいです。

個人
内閣官房
内閣府
厚生労働省

保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認定
を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子育て
支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。
また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労働
することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず市町村ごとに定めていますが、就労を理由に認定
を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いことから、
就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市向け標準
的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点で、令和２
年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の過半数、大
都市の約６割が標準的な様式を活用しています。
なお、保育の必要性認定や入所に関する手続き、現況届等、保育に関する手続きのオ
ンライン申請は、「ぴったりサービス」において行うことが可能です。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

対応

保育所等入所に係る手続きについては、オンライン申請のできる環境の整備を市町村
に対し促すとともに、引き続き「ぴったりサービス」を活用したオンライン申請が可能で
あることの周知を行ってまいります。
また、マイナンバーを活用した情報連携により、申請時に必要な情報を市町村が取得
できる場合は、提出書類等を省略できるため、そうした情報連携の活用についても引き
続き市区町村に促してまいります。

1328 令和3年6月10日 令和3年7月20日
遺族年金の女性差
別について

遺族年金は妻が主たる生計者でも
夫が55歳未満の場合は遺族年金を
受けられません。
明らかな性差別であります。
夫に支えてもらった妻は何も残せな
いことになります。
家政夫がドラマになる時代です。
時代は変わりました。
早急に是正してください。

女性活躍を掲げるならば早急に是正してください 個人 厚生労働省

遺族厚生年金については、養育する子がいる場合は母子家庭では母（妻）に、父子家
庭では子に遺族厚生年金が支給されるため事実上、男女差はありませんが、養育す
る子がいない場合には男女差があります。
具体的には、妻が受給する場合には年齢要件はありませんが、夫が受給する場合に
は、妻の死亡時に本人が55歳以上であることが支給要件となっています。また、夫の
死亡時に40歳から65歳までの子のいない妻に対しては、遺族厚生年金に加えて中高
齢寡婦加算(遺族基礎年金の3/4)が加算されます。

厚生年金保険法第
五十九、六十二条

検討を予定
男女が共に就労することが一般化する中、遺族厚生年金制度についても社会の変化
にあわせて見直すことが必要であると社会保障審議会年金部会でも指摘されており、
検討を進めてまいります。

1329 令和3年6月10日 令和3年7月7日
国家資格免許状(証)
の身分証明書として
の活用について

現在発行されている写真付き国家
資格免許状・証についての記載事
項・規格の統一、並びに身分証明
書としての役割の周知をお願いした
いです。

私自身、無線従事者免許証を持っているのですが住所の記載がなく、国
が発行している証明書であるのに身分の証明に単体で用いることが出
来ません。
写真付きであるにもかかわらず、例え行政機関(市役所等)においても一
点確認は不可と言われました。
総務省管轄、各地域総合通信局発行の免許状ですが、記載事項等の
見直しにより正式な身分証明書として活用できるよう改革をお願いした
いです。
現在ではあまり活用用途がなく、ただのカードでしかないです。
是非ともご検討、よろしくお願いいたします。

個人

内閣官房
警察庁
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

現状において、全ての国家資格証が全ての行政機関等において身分証明書として必
ずしも認められている訳ではない状況です。

検討を予定

令和２年12月25日に閣議決定されたデジタル・ガバメント実行計画の別添マイナン
バー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて（国・地方デジタル化
指針）では、「３.５ 各種免許・国家資格等：運転免許証その他の国家資格証のデジタル
化、在留カードとの一体化、クラウドを活用した共通基盤等の検討」を行うことにより国
家資格のデジタル化を推進することとされています。

当該プロジェクトの検討等を通して、提案事項への対応等について検討してまいりま
す。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1330 令和3年6月10日 令和5年4月14日
住民基本台帳事務
における支援措置
の延長手続簡素化

住民基本台帳事務における支援措
置は、１年ごとに延長の手続きが必
要になります。
延長の手続きは不要の自動更新に
するか、電話で状況の変化が無い
か確認することをもって延長の手続
きにする等、毎年0からの申請手続
きと同様の負担がかかる現状を簡
素化して欲しい。

1:毎年加害者の住所・氏名・生年月日を書類に記載するのが精神的に
負担(フラッシュバックする)
2:毎年加害状況を確認されるのが精神的に負担
3:加害者もしくは本人が死亡する以外で、支援措置が不要となることは
あまり無いと予想される
4:行政の負担が減る(延長手続き書類の郵送の手間とコスト・延長手続
き対応)
5:警察の負担が減る(延長手続き対応)
6:状況や申し出事項に変化がある場合にのみ、手続きが必要と定めれ
ば、支援措置を受けたい人間であれば積極的に手続きを行うと予想され
る
7:延長手続きの書類を郵送する代わりに、情報に更新があった際に提
出する書類や、加害があった場合どうしたら良いか・相談窓口の連絡先
電話番号等が記載されたパンフレットが年１回送られてくる方が良いと
思う

個人 総務省

ＤＶ等支援措置については、被害者に係るＤＶ等被害の状況がケースごとにさまざまに
変化し得ることから、期間を一年と定め、申出があれば状況を確認して延長することと
しています。

ー 対応不可

支援措置の期間については、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認めら
れている住民票の写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものであることから、一
定の期間を区切って、状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えていま
す。

1331 令和3年6月28日 令和3年7月20日
電子カルテとマイナ
ンバーカード

マイナンバーカードにかかりつけ診
療所のカルテを見られる機能を！

マイナンバーカードの健康保険証のデータの話も免許証も良い事です。
私がかかっている診療所の医師は７２歳で、私は「私より先に死なない
で」と冗談で言っています。
この診療所もカルテが電子化されました。
万が一（必ずいつかは起こる）この診療所が診療できなくなった場合、別
の医師にかかると全部検査のやり直し、過去の診療記録は解りません。
この際、マイナンバーカードに保険証機能が付く事であり、何処の医師
にかかっても「カルテ」が見られるように出来ませんか？
そんなに難しい話でもないと思います。
政府や省庁も自治体もデジタル化するのですから、それも考えて欲しい
です。当然「投薬情報」もです。
宜しくお願い致します。
過剰診療・過剰投与が無くなり社会保障費の削減にもつながると思いま
す。

個人 厚生労働省
厚生労働省では、オンライン資格確認システムを活用し、患者の医療情報を、患者本

人の同意を得た上で、全国の医療機関や薬局で確認できる仕組みを推進することとし
ております。

対応
特定健診情報は遅くとも令和３年10月までに、レセプトに基づく薬剤情報は同年10月

から、医療機関等で確認出来る仕組みを稼働させ、さらに、レセプトに基づく手術等の
情報については来年夏を目途に稼働させることとしています。

1332 令和3年6月28日 令和3年7月20日
交通違反の反則金
支払いをキャッシュ
レスで

交通違反の反則金支払いについ
て、現状平日昼間に金融機関窓口
にて支払う必要があるが、これをそ
の場でのキャッシュレス支払い、あ
るいはネットバンク等での振り込み
にしてほしい。

平日昼間に在宅している家族がおらず、支払いのためだけに有給休暇
を取得する必要があり負担が大きい。
窓口としても受け取る手間がかかり、また目視での金額確認となるため
ヒューマンエラーが発生しやすい。
時間制限のない支払い手法、人手をかけない支払い手法の実現を望み
ます。

個人 警察庁 番号1131の回答をご参照ください。
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1333 令和3年6月28日 令和4年5月13日

特定医療費(指定難
病)の認可に時間が
かかりすぎており患
者が迅速かつ適正
な治療受ける障害と
なっている

特定医療費(指定難病)の申請を簡
略化し認可までの時間を現状の２
か月以上かかっている状態から１
週間程度に短縮すべき。特に診断
書(臨床調査個人票)は認定要件に
関係の無い項目が非常に多く撤廃
するべき。現在の認定要件である
1）病状の程度 2）医療費総額のう
ち 1）病状の程度の認定は診断書
記載者である難病指定医に一任し
患者の病状を最優先とする迅速な
治療に資する仕組みに変革すべき
である。保険診療であるが自己負
担部分の助成は地方自治体な管轄
という多重縦割りとなっており事務
手続きに時間がかかりすぎている。

潰瘍性大腸炎やクローン病の治療に使われる免疫製剤(生物学的製剤)
は非常に高額で健康保険の３割負担でも数万円以上の自己負担が生じ
る。これに対し特定医療費(指定難病)の医療費助成制度があるがこの
制度を利用する旨を地域保健所に申請しても現状では認可に２か月以
上かかっている。申請が通れば払い戻されるとはいえこの間の一時的な
高額負担ができないために臨床上必要であっても認可されるまで使用を
見合わせる場合が多く事実上の診療制限となっている。更には認可され
るまで不充分な既存治療で増悪の危険を抱きつつ炎症を長引かせたり
副腎皮質ステロイド剤等副作用が懸念される薬剤の投与期間も不必要
に長期化する温床ともなっている。制度が病状に優先するという本末転
倒な状態になっているといえる。本疾患は就学、勤労世代に患者が多く
病脳期が長いほど重症化し入院が必要となり進学、就労という社会生
活に支障をきたしやすいという特徴がある。外来通院にて症状増悪時適
切なタイミングで必要な治療を受けやすいように制度整備し少しでも重
症化を防ぎ入院することなく社会生活を維持することは入院医療費の軽
減、社会労働力の維持に大いに資するものと思われる。一国の総理で
さえ治療タイミングを失するとその職を辞さざるを得なかったことは記憶
に新しい。

個人 厚生労働省
難病の医療費助成については、指定難病の患者又はその保護者からの申請に基づ
き、当該患者が特定医療の対象になると認められる場合に支給認定を行うこととして
います。

難病の患者に対する
医療等に関する法律

対応不可

指定難病に係る医療費助成は、難病患者の経済的な負担を軽減するという福祉的な目的に
加え、患者数の少ない疾病について症例を収集し、難病に関する調査研究を推進するという目
的を併せ持つものであり、同時に公平かつ安定的な制度であることが求められております。
【認可までの期間の短縮について】

申請から認定までの期間については、医療費助成の実施主体である各都道府県及び指定都
市において認定事務を行っているため、その期間は自治体により異なりますが、公費により実
施する制度であり、その支給認定に当たっては、実施主体である自治体が客観性・統一性を
持って審査を行う必要があるとともに、受診者に適用される医療保険における所得区分を把握
するため、申請者が加入している医療保険の保険者に対し、申請者の医療保険の所得区分情
報を確認する必要等があり、一定程度の期間を要することについて御理解いただきたいと考え
ています。

【臨床調査個人票の撤廃について】
臨床調査個人票については、医療費助成の該当要件を満たすことの確認に必要であるととも

に、患者数の少ない疾病について症例の情報を収集し、難病に関する調査研究を推進すると
いう目的としても必要なものであり、撤廃することは困難です。

【病状の程度の認定を指定医が行うことについて】
病状の程度の認定を指定医が行うことについて、指定難病に係る医療費助成は公費を用い

た制度であり、その認定については一定の客観性・統一性を持った判断が必要となるため、地
方自治体において審査・認定を行うこととしているものであり、ご提案の取扱いとすることは困
難です。

一方で、医療関係者や事務手続きを行う地方自治体の事務負担に鑑み、関係審議会（※）に
おいて、臨床調査個人票の項目や医療保険の所得区分の確認事務の簡素化等により、関係
者の負担軽減を図ることが適当であるとの指摘がなされており、引き続き、できる限り手続が
簡素化・効率化され、制度を必要とする方が円滑に医療費助成制度を利用できるよう、検討し
てまいります。

※ 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・社会保障審議会児童部会小児慢性特定
疾患児への支援の在り方に関する専門委員会（合同開催）

1334 令和3年6月28日 令和3年7月20日

調剤報酬の社保と
国保の請求先、
フォーマットの統一
について

調剤薬局の調剤報酬について、現
在社保と国保で請求先が分かれて
います。レセコンに入力、処理する
のはは処方せん1枚に基づく内容で
あるのに、社保と国保で保険内容
の入力フォーマットが違う部分（市
町村の福祉医療が絡む場合など）
があったり、請求申請も社保用、国
保用で分けて2回作業をしなければ
なりません。どちらも同じような作業
を行うなら、請求先も一括、一度で
済むようにできないものでしょか？

調剤薬局の立場からすると、社保、国保に請求が分かれていることによ
り、レセプト入力業務が煩雑になり、申請にも手間がかかり、必要な人
員、時間がとられています。患者様へのサービスといった観点からも早く
処理できることは調剤薬局へのニーズを満たすものです。地方の調剤
薬局では人材不足もあり、行政都合で組み立てられた現在のシステム、
方法を、シンプルにリビルドすることによって、医療費自体を見直すこと
も可能と考えられます。
またレセプト審査について社保、国保分けずに一箇所で行えば、現在2
つに分かれている行政組織の無駄を削減できます。
マイナンバーの導入などと合わせて情報のやりとりをスリム化できれ
ば、高齢少子化の未来に向けて効率的な医療運営ができるのではない
でしょうか？

個人 厚生労働省

【調剤報酬の請求先の統一について】
調剤報酬の審査、支払については、保険者からの委託により社会保険診療報酬支

払基金（以下「支払基金」という。）又は国民健康保険団体連合会（以下「国保連」とい
う。）が実施しています。

【社保と国保の調剤報酬請求フォーマットの統一について】
当省が「診療情報提供サービス」で提供している、調剤報酬に係るフォーマット（記録

条件仕様）については、社保と国保に相違ありません。ご使用のレセプトコンピュー
ターのベンダーへお問い合わせください。

【調剤報酬の請求先
の統一について】
健康保険法第76条
等

【社保と国保の調剤
報酬請求フォーマット
の統一について】
電子情報処理組織
の使用による費用の
請求に関して厚生労
働大臣が定める事項
及び方式並びに光
ディスク等を用いた
費用の請求に関して
厚生労働大臣が定め
る事項、方式及び規
格について（令和２年
４月28日保発0428第
３号）

【調剤報酬の
請求先の統
一について】
対応

【社保と国保
の調剤報酬
請求フォー
マットの統一
について】
事実誤認

【調剤報酬の請求先の統一について】
調剤報酬の請求先の統一については、2024年度に予定されている国保総合システ

ム更改に合わせて、支払基金と国保連のシステムの共同利用を進めることとしていま
す。

【社保と国保の調剤報酬請求フォーマットの統一について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

△

1335 令和3年6月28日 令和3年8月18日
運転代行業認可後
の届出事項

公安委員会へ提出すべき届出書類
を、現在管轄の警察署の交通課へ
書類を持参し警察官が公安委員会
へFAXし受理された後、写しが届出
者へ戻されます。地方自治体でも
Emailでのやり取りが可能になって
いるのですから行政手続法の届出
に該当する行為についてはEmail若
しくは公安委員会サイトに専用サイ
トを作るなどしてワードやエクセル、
PDFファイル添付ができるように届
出を簡略してほしいです。

運転代行業は、随伴車の増車や減車若しくは入れ替え、代行保険更新
の確認届出は現在紙ベースで書類を作成し添付書類をコピーし管轄の
警察署の交通課へ持参提出し、その書類を警察官が公安委員会へFAX
し公安委員会が受理した用紙が警察署に返信されてから届け出者に受
理の写しが渡される段取りがとられていますが、公安委員会への届出に
警察署がワンクッション入りFAXすることは無駄な行為だと以前から思っ
ています。交通課は車庫証明、道路使用許可業務を担っており忙しそう
ですが運転代行の届出はFAXを利用する時代遅れなやり方を漠然と続
けています。PCで作成した書類をプリントアウトしたものがFAXでやり取
りされるのです。代行保険会社の手続きもEmail対応しているのに、混み
合う役所がアナログなのはいかがなものかと思います。これまでも何度
か警察官がFAXしたまま忘れ、放置され1時間も待たされたことがありま
す。勤務時間中に警察署まで往復一時間と署内で待たなければならな
い時間は、とても貴重な時間です。届出のためだけに約半日がつぶれて
しまいます。どうかインターネットを使った届出を可能にしてください。警
察署経由ではなく公安委員会へワンスップで行えるようお願いします。

一般社団
法人埼玉
県運転代
行協会

警察庁
都道府県公安委員会への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管

轄する警察署長を経由して行わなければならないと規定されており、定められた様式
により、管轄する警察署への提出をお願いしています。

国家公安委員会関
係自動車運転代行
業の業務の適正化に
関する法律施行規則
（平成14年国家公安
員会規則第11号）第
３条

検討に着手
自動車運転代行業に関する届出手続等については、届出書提出等のオンライン化

に係る検討を進めています。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1336 令和3年6月28日 令和3年7月20日
電波オークションに
よる公共財産の活
用

携帯電話料金およびテレビ放送の
さらなる競争を促し、財源の確保を
行う。

既得権益となっているテレビおよび携帯電話の電波についてオークショ
ン方式により、より公平で適正な競争を促す。ラジオ放送については収
益の確保が難しいため、オークションにて得た財源を活用し支援をおこ
なう。

個人 総務省
電波法第４条により、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければ

ならないとされています。
電波法第4条 その他

オークション制度は、透明性や迅速性の確保などにつながる一方、諸外国の事例を
踏まえれば、落札額が高騰し、落札者の事業運営に支障が生じるおそれがあるなど、
メリット・デメリットがあります。

このため、オークション制度については、メリット・デメリット、導入した各国における
様々な課題も踏まえ、引き続き検討していきます。

◎

1337 令和3年6月28日 令和3年7月20日

地方自治体におけ
る証明書発行手数
料及び戸籍取得に
ついて

住民票、固定資産に関する証明書
等の交付手数料の全国統一、及び
戸籍所在地外における戸籍謄本類
の取得可能を提案したい。

＜理由＞
超高齢社会の現状下、死後の各種手続きが非常に負担なものとなって
いる。実質的に諸手続きを理解し、進行させるのは生産年齢の者となる
ことが多いが、仕事や家事等でゆとりをもてないのが現状である。一名
が数名分の死後手続きを行うケースも増加しており、近親者の死後の精
神的疲労の中、諸手続きに必要な戸籍類の取り寄せだけで相当な負担
となる。遠方者等は各市町村のHP等で申請書、手数料等を調べ、申請
書作成、小為替・返信用封筒を整えて郵送請求を行うことになり、さらに
過酷を強いる。老老介護も増加し、高齢者が高齢者の手続きを行うケー
スも多く、負担はさらに大きい。情報格差、経済的格差により誰もがこれ
らを専門家に相談、依頼できる余地があるわけでもない。将来的にはマ
イナンバーカードによりオンライン化が行われることが望ましいが、デジ
タルデバイドが生じる懸念を危惧する。
＜効果＞
・相続登記等の先延ばしの解消が期待できる。
・死後手続きが明確化し、簡素化することで多くの人が抱える不安感の
緩和及び負担の軽減に繋がる。
・少子高齢化、コミュニティ希薄化等による残された者への負担が多少
でも軽減する。

個人
総務省
法務省

【総務省】
地方公共団体における手数料については、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第228条に基づき、条例で定めることとされています。一方で、手数料について全
国的に統一して定めることが特に必要と認められるものについては、「地方公共団体
の手数料の標準に関する政令」（平成十二年政令第十六号）に定められています。

【法務省】
  戸籍謄抄本等の交付請求は本籍地の市区町村に行う必要があります。

【総務省】
地方自治法第227
条、第228条

【法務省】
戸籍法第１０条第１
項

【総務省】
対応不可

【法務省】
現行制度下
で対応可能

【総務省】
住民票の写し及び固定資産税に係る証明書の交付については、普通地方公共団体

が特定の者のためにする事務であることから、地方自治法（昭和二十二年法律第六十
七号）第227条に基づき、各地方公共団体が手数料を徴収することができます。また、
手数料については第228条に基づき、各地方公共団体の条例で定めることが基本とさ
れているため、各地方公共団体によって発行手数料が異なっています。ご理解とご協
力をお願い申し上げます。

【法務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。
なお，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める

日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を
取得することができるようになります。

1338 令和3年6月28日 令和3年7月20日
海上保安庁車両の
緊急自動車化

特殊救難隊等、一刻の猶予も許さ
れない任務に使用される海上保安
庁の車両を緊急自動車として登録

消防、警察用車両については任務の性質上、使用される車両について
は緊急自動車として登録され、緊急走行での臨場が可能です。
しかし、海上保安庁特殊救難隊においては陸上から出動する際には、
緊急自動車として登録されていないため、緊急走行が認めらていませ
ん。
一刻の猶予も許されない任務に携わっているのであれば、1分1秒でも安
全に早く現場到着し、救助活動の実施を可能にする方策が取られてい
るべきと考えます。
緊急性の伴う任務に就く車両については「緊急自動車」として登録される
ことを提案します。
人命を守るための活動は組織の垣根を超え、協力して実施するべきこと
と思います。
国民の生命の保護に寄与するものとしてご提案いたします。

個人
警察庁
国土交通省

緊急自動車については、一定の場合に車両の通行区分及び通行方法の原則の例外
が認められており、緊急走行が及ぼす一般交通への危険性との均衡を考慮した上で、
緊急自動車の指定等がされることとなっております。

具体的な要件については、道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第13条第１
項各号に規定されておりますが、現状、海上保安庁が使用する車両については対象と
されておりません。

道路交通法施行令
第13条第１項各号

現行制度下
で対応可能

海上保安庁における救助活動の場は主として海上であり、海難発生時には巡視船艇
や航空機を活用するほか、特に特殊救難隊（羽田空港に配置）や機動救難士（全国9
カ所の空港に配置）については、主に航空機を使用し迅速な救助活動を展開している
ことから、海上保安庁が使用する車両については、緊急車両の指定は受けておりませ
ん。

なお、車両による出動を要する場合、必要に応じて、道路交通法施行令第13条第2項
に基づき、緊急自動車である警察用自動車に誘導を依頼し対応しておりますので、現
行の制度により対応が可能と考えております。

1339 令和3年6月28日 令和3年7月20日

感染防止対策加算
などにおける直接対
面義務の廃止につ
いて

診療報酬請求上、感染対策防止加
算１等をはじめとして、情報通信機
器を用いたカンファレンス等を行う
際に、何回かは「一堂に会し直接対
面するカンファレンスを行っているこ
と」という条件を廃止する。

現在の新型コロナウイルス流行下においてオンライン会議の位置づけ
や必要性は大きく変化している。学会の単位認定など個人の出席記録
を必要とする分野であってもオンライン会議を通して確認できている現在
の状況下において、直接対面を必須とする理由はもはやない。元々医
療従事者は感染リスクが高い上、直接対面の会議により複数の医療機
関にまたがって感染が拡大した場合の社会的な影響を考慮すると、実
務上の必要性が乏しいのに直接対面で感染対策の会議をわざわざ行う
ことは感染リスクをあえて高める行為であり、それを避けてオンライン会
議を行えば診療報酬上逆に評価されなくなる可能性があるという矛盾が
生じる。
令和2年10月の段階では、問い合わせに対しても厚生労働省からすべ
てオンライン会議でかえられるという明確な回答はなく、「新型コロナウイ
ルスで開催が困難な場合」は算定される可能性もあるという説もある
が、詳細な判断基準が不明であり、結局直接対面で開催せざるを得な
い状況となっている。
医療におけるICT活用の推進と言う点からも、多施設での会議における
直接対面義務は速やかに廃止することを提案する。

個人 厚生労働省

感染防止対策加算について、施設基準上定期的に院内感染防止対策に関するカン
ファレンスを行うこととされています。

当該カンファレンスについて、要件を満たした場合、リアルタイムでの画像を介したコ
ミュニケーションが可能な機器を用いて実施することが出来ることとされています。
ただし、４回中１回以上直接対面するカンファレンスを行っていることとされています。

「基本診療料の施設
基準等及びその届出
に関する手続きの取
扱いについて」（令和
２年３月５日保医発
0305第２号）

検討を予定
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、

対応を検討します。
△

1340 令和3年6月28日 令和4年5月13日
「難病法」による医療
費助成の手続きに
ついて

特定医療費（指定難病）受給者証
の有効期限を複数年（例えば3年）
としてほしい。

現在、「難病法」により、受給者証の有効期間は、1年以内とすることと
なっています。
このため、毎年、更新手続きがあり、その際に医師の記載する臨床調査
個人票（意見書）が必要となります。
難病のため、病気自体が完治する可能性が低い、もしくは薬等の効果
によって症状を抑えているので、医療費助成は継続して必要と思慮され
ますが、毎年、医師が意見書を作成するのに、多大な労力がかかってい
ます。
長時間労働が問題となっている医師や病院の事務員の働き方改革（業
務削減）のため、受給者証の有効期間は複数年としていただければ幸
いです。
また、更新時期には多数の患者さんが病院窓口に来られて、3密になり
やすい状況です。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から
令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの
場合は、医療費助成の有効期間は自動で1年間延長されております。こ
のことから、複数年とすることも実現可能と思慮されます。
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

個人 厚生労働省
難病の医療費助成認定については、法律上、1年ごとに医療受給者証の更新が必要で
あり、難病指定医/協力難病指定医のいずれかに診断書を作成していただく必要があ
ります。

難病の患者に対する
医療等に関する法律

対応不可

指定難病に係る医療費助成は、難病患者の経済的な負担を軽減するという福祉的な
目的に加え、患者数の少ない疾病について症例を収集し、難病に関する調査研究を推
進するという目的を併せ持つものです。

また、医療費助成の認定に当たっては、所得に応じた自己負担限度額を設定するた
めに、毎年の所得水準を把握する必要があるほか、収集した症例を調査研究に活用し
ていく上で、病状に変化がないことを含めた毎年の患者データを継続的に収集すること
が必要であるため、毎年の申請をいただいており、制度の趣旨を御理解いただきたい
と考えております。

一方で、医療関係者等の事務については、関係審議会（※）において、臨床調査個人
票の項目の簡素化等により負担軽減を図ることが適当であるとの指摘がなされてお
り、引き続き、できる限り手続が簡素化・効率化されるよう、検討してまいります。

なお、御指摘の自動延長については、新型コロナウイルス感染症への対応として特
例的に行ったものであり、恒常的な取扱いとすることは困難です。

※ 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・社会保障審議会児童部会小児
慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会（合同開催）
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1341 令和3年6月28日 令和3年7月20日
救急車の往復高速
料金を無料化の件
について（追加案）

自衛隊車両の通行も無料の対象に
追加してください

自衛隊車両は、高速道路を実費で通行している。
やむなく一般道を走行している。
と昔から聞いており、10月30日？に提案された
「救急車の往復高速料金を無料化」を聞いて、
自衛隊車両にも対象の幅を広げていただきたいと思います。
有事・緊急・災害派遣等々の場所へいち早く移動するためにお願いしま
す。

個人
国土交通省
防衛省

【国土交通省】
高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路

交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両とされております。道路整備
特別措置法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくもの
であるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大
臣が定めるものとされています。

同政令に基づいて、「料金を徴収しない車両を定める告示」において、災害救助、水
防活動又は消防活動のため使用する車両で緊急自動車以外のもの等が指定されてい
るところです。災害派遣等に従事する自衛隊車両については、料金を徴収していないと
ころです。

【防衛省】
災害派遣等に従事する自衛隊車両は上記告示の「災害救助、水防活動又は消防活

動のため使用する車両」に該当し、防衛出動等に従事する自衛隊車両については同
告示の「緊急を要する公務を行うため使用する車両」に該当するため、高速道路等の
有料道路通行時には利用料金を徴収しないこととされています。

道路整備特別措置
法

現行制度下
で対応可能

【国土交通省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【防衛省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

1342 令和3年6月28日 令和3年7月20日

自衛隊の災害派遣
時の高速道路通行
証及び訓練移動時
の高速道路料金の
廃止について

自衛隊の災害派遣時に高速道路を
利用する際、1台毎にインターチェン
ジ毎に提出する通行証の改善及び
訓練、演出時に高速道路を利用す
る際の高速道路料金の免除

災害派遣時に1台毎にインターチェンジの度に通行証を提出し、時間を
かけて各項目を確認するのは災害派遣の人命救助において1分1秒を
争う現場においては非常に非効率的である
また、演習の移動においては部隊毎に移動距離、日数、車種、台数など
が異なり部隊によっては予算の大半を高速料金で浪費し、他のことに予
算が回らないことについては合理的ではないと思われる。

個人
国土交通省
防衛省

【国土交通省】
（１）災害派遣時の通行に係る証明書の改善について

現在、道路交通法に規定する緊急自動車として通行する自衛隊車両については、料
金所での証明書提出は不要で、そのまま通行いただいております。

ただし、緊急自動車以外の自衛隊車両については、自衛隊車両の活動に応じて告示
の該当の有無を確認するため、行動従事車両証明書をご提出いただいておりますが、
防衛省と高速道路会社の間では、緊急やむを得ず証明書を携帯できない場合の対応
として、身分証明書を提示いただき、後日証明書を郵送いただく取扱いを定めておりま
す。

（２）訓練、演習時の高速道路料金免除について
高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路

交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両とされております。道路整備
特別措置法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくもの
であるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大
臣が定めるものとされています。

同政令に基づいて、「料金を徴収しない車両を定める告示」において、災害救助、水
防活動又は消防活動のため使用する車両で緊急自動車以外のもの等が指定されてい
るところです。災害派遣等に従事する自衛隊車両については、料金を徴収していないと
ころです。

【防衛省】
（１）災害派遣時の通行に係る証明書の改善について

国土交通省の記載のとおりです。

（２）訓練、演習時の高速道路料金免除について
自衛隊の平素の教育訓練のための高速道路等の有料道路通行においては、利用料

金を支払う必要があります。

道路整備特別措置
法

（１）
検討を予定

（２）
対応不可

【国土交通省】
（１）緊急自動車以外の自衛隊車両について、通行時の運用の改善に向けて検討を進
めてまいります。

（２）有料道路は、道路の建設等に係る債務を利用者の料金により償還することを前提
とした制度であり、利用者の料金負担の公平性等の観点から、料金を徴収しない車両
については、緊急自動車等特別の理由がある車両に限定されているところ、ご意見の
ような利用について無料の対象とすることは困難と考えております。

【防衛省】
（１）緊急自動車以外の自衛隊車両について、通行時の運用の改善に向けて検討を進
めてまいります。

（２）平素の教育訓練のための高速道路等の有料道路通行については、自衛隊が訓練
で使用する有料道路利用のために必要な経費について、優先順位を踏まえつつ、必要
な教育訓練を行えるよう十分な予算確保に努めてまいります。

1343 令和3年6月28日 令和3年8月18日

救急搬送に同乗を
求められた医療従
事者も回送の救急
車で搬送元へ送り届
けて欲しい

救急搬送に同乗を求められた医療
従事者について、回送の救急車に
余裕がある場合は、その救急車に
同乗して、搬送元へ送り届けること
を認めて欲しい。

救急車が高速道路を無料で帰れる、という話を伺いました。
とてもよい施策だと思います。
ただ、この場合でも、現状では、救急搬送に同乗を求められた医療従事
者は、帰り、自力で帰らねばなりません。
うまくタクシーに行き合えばよし、そうでなければ、長時間を公共交通機
関で帰らねばなりません。白衣などの制服で出てくることもあり、肩身が
狭い思いもいたします。
もちろん、逆方向なら、そんなことは求めません。また、直後に搬送があ
るのなら、それも求めません。
医療従事者が戻るべき場所が、救急車の戻る場所の、すぐそばで、特
段、他の搬送が切迫しているような事情もないのに、「帰りは搬送ではな
いから、乗せられない」と、断られます。
医療従事者が円滑に戻ることで、病院業務が円滑に進みますし、救急
隊と医療機関の連携は深まると思われます。
ぜひ、ご一考ください。

個人 総務省
転院搬送等に際して消防機関の救急車に同乗した医療従事者が、傷病者の搬送

後、救急車に同乗し、帰院することについて、総務省では規制を設けておりません。
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、ご提案事項の実施の可否については、各都道府県や消防本部等が、地域の

実情に応じて判断しており、消防機関の救急車に同乗した医療従事者の帰院搬送を
実施している地域もあるものと承知しています。

1344 令和3年6月28日 令和3年12月2日
引っ越しに伴う運転
免許証更新手続き
簡易化

運転免許証もマイナンバーと紐付
け、住民票のある住所に適切に免
許更新はがきが送付されるようにし
てほしいです。

先日運転免許証の更新はがきが来ず、失効していることに4ヶ月ほど
経って知りました。2年前に引っ越ししたのですが、その際運転免許証の
住所を警察署で変更しました。しかしそれだと免許更新はがきの送付先
は変わらないそうです。免許センターで変える必要があるとのことです
が、免許センターの数は少なく、手間です。
データの連携は一瞬なのに人間が動かないといけないのは不便です。
情報は一元化して下さい。

個人

内閣官房
警察庁
総務省
国土交通省

番号1217の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1345 令和3年6月28日 令和3年7月20日
育児休業給付金の
延長について

育児休業中で子が1歳になる前に
会社に提出する、『保育園の不詳
諾書』無しでも給料が貰えるように
して欲しい。

育児休業中で子が1歳になる前に、保育園の不詳諾書を会社に提出し
ないと1歳過ぎると給料が貰えません。
保育園に入るつもりはないのに、わざわざ保育園に申込みをする理由も
ないし、とても手間がかかります。
私の場合は、会社から不詳諾書のことを伝えてくれず、これから無給に
なってしまいました。

個人 厚生労働省

育児休業給付は、原則として子が１歳に達するまでの期間において受給することがで
きますが、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、最長２歳に達する日
前までの期間、支給が延長されます。なお、雇用の継続のために特に必要と認められ
る場合の一つとして、保育所の利用を希望し、申込みを行っているものの、当面その実
施が行われない場合があり、この要件を確認する際の証明として、市町村が発行する
入所保留通知書等の提出を求めております。

雇用保険法第61条
の７、雇用保険法施
行規則第101条の
25、101条の26

対応不可

制度の現状欄に記載のとおり、育児休業給付の延長は、雇用の継続のために特に
必要と認められる場合に最長２歳まで延長できる制度です。保育所入所の申込みを
行っていないなど、復職の意思が認められない場合には延長の対象にはなりません。
なお、育児休業給付の延長手続については、リーフレット等により周知をしており、今
後とも制度の周知に努めてまいります。

1346 令和3年6月28日 令和3年7月20日
医療機関における
電子カルテの共通
化

全国の医療機関で使用されている
さまざな電子カルテのフォーマットを
規格統一化する。

現在、全国の医療機関の多くでは電子カルテが導入されているがその
形式や使い方は様々である。しかし、医療従事者が異動などにより他の
医療機関に移った際に、毎回一から電子カルテの使い方を覚えねばな
らず、これには多大な労力とストレスがかかる。そこで、全国の電子カル
テのおおよそのフォーマットを統一することにより、この労力を軽減する
ことが可能と考える。電子カルテソフトについては、各社が個別に開発を
しているため、完全に同じものとすることは難しいと思われるが、おおよ
そのフォーマットを規格統一化することで、この課題を乗り越えることが
可能と考えられる。

また、フォーマットを統一化することにより、各医療機関の間でのデー
タの効率的なやり取り、診療情報提供(紹介状)作成の簡略化や効率化
をも行うことが可能となる。

これら二つの点における改善によって、限られた医療人材により効率
的な医療や医療従事者の働き方改革、ひいては医療の質の向上が図ら
れる。

個人 厚生労働省

電子カルテは、医療機関の業務の効率化及び医療従事者間の円滑な連携を図るな
どの効果があり、400床以上の一般病院における電子カルテの普及率は年々上昇して
います。また、厚生労働省としては、医療機関間の連携の基盤として、電子カルテ情報
やその交換方式の標準化を進めることが重要と認識しています。

対応

令和２年１２月に医療現場の有用性を考慮し、技術の発展に対応できるような国際的
なデータ連携仕様等に基づいた、HL7FHIRの規格を用いることを検討することとされま
した。

これを踏まえ、「成長戦略フォローアップ（令和３年６月１８日閣議決定）」において、医
療情報化支援基金の活用等により、実務的な調整・設計を踏まえた標準化や中小規
模の医療機関を含めた電子カルテの導入を促進するため、具体的な方策について結
論を得ることとされました。

1347 令和3年6月28日 令和3年7月20日
医療費控除につい
て

確定申告における医療費控除につ
いて、健保組合から交付される医
療費通知が所定要件を満たしてい
ればそのまま使用可能であることを
厚労省から通知すること。

確定申告における医療費控除については、国税庁から既に示されてい
る通り、医療保険者がが発行する医療費の額等を通知する書類で所定
要件を満たしているものを使用することが可能であるとされています。
しかしながら厚労省から同じ旨の通知がなされないがために、医療保険
者はその使用が可能であると大々的に公表できない状況が続いており
ます。むしろ使用可能だというなと言わんばかりの対応がなされている
始末です。税務署によっては所定要件を満たしている医療費通知であっ
ても受付不可との対応がなされる事例も散見されます。
同じものを指して方や対応可能といい、方や対応不可というのは道理に
合いません。
つきましては、厚労省から各医療保険者へ所定要件を満たしている医療
費通知は確定申告における医療費控除に使用可能である旨をご通知い
ただきたくご検討を伏してお願い申し上げる次第です。併せて、所定要
件を満たしている医療費通知を確実に受け付けていただけるよう各税務
署へ再度ご通知いただきたく平にお願いいたします。

個人
財務省
厚生労働省

平成29年以後の確定申告から、医療費控除の適用を受ける場合は、医療費領収書
の提出に代えて、医療費控除の明細書を作成し、当該明細書を確定申告書に添付し
て提出いただくこととなっています。その上で、医療保険者から交付を受けた医療費通
知がある場合には、当該医療費通知を確定申告書に添付することで、医療費控除の
明細書の記載を簡略化することができることになっています。

こうした取扱いについて、厚生労働省では、「健康保険法施行規則等の一部を改正
する省令の公布について」（平成29 年３月31日付保発0331第10 号）及び「「医療費通
知を活用した医療費控除の簡素化」Ｑ＆Aの送付について」（平成29年７月３日付厚生
労働省保険局保険課事務連絡）等を発出し、医療保険者が交付する医療費通知のう
ち、一定の要件を満たすもの（※）については、医療費控除の申告に活用できることを
医療保険者等関係団体へ周知しているところです。

（※）「被保険者又はその被扶養者の氏名」等の6項目の標準項目について、記載があ
るもの。

所法73、所法120、
所令262、所規47の２

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄にも記載のとおり、医療費通知を確定申告書に添付することで医療費
控除の明細書の記載を簡略化できることについては、従来から確定申告の手引きや各
種リーフレット等により周知徹底を図っているところです。

1348 令和3年6月28日 令和3年7月20日

各市区町村から企
業に届く住民税特別
徴収通知書につい
て

各市区町村から企業に届く住民税
特別徴収通知書は、市区町村ごと
に様式も表記も、送付方法もばらば
らで、各企業の労務担当は非常に
扱いづらいです。
例えば圧着シールが張っている市
区町村、貼っていない、縦長、横長
などバラバラです。
また、市区町村ごとにばらばらの様
式を合わせて、総務省などがある
程度まとめてどこかの発送代行会
社に依頼すれば、紙や印刷、発送
コストなどかなり節約できるようにな
ると思いますので行政改革お願い
します。

１各企業の住民税納付に関わる手続きの効率化
２行政コストの削減→より少ない税金での国の運営づくりのため

個人 総務省

特別徴収税額通知（納税義務者用）については、地方税法施行規則において統一の
様式が定められており、基本的にはこのフォーマットによる通知がなされていますが、
各市区町村において行っているシール貼付けや圧着等の処置方式の違い等により、
結果として、御指摘のように書類の大きさ等に差異が生じている場合があるところで
す。

地方税法、地方税法
施行規則

対応

特別徴収税額通知（納税義務者用通知）については、eLTAXを用いた電子化に向け
て地方税法を改正し、令和６年度課税分から、個々の納税義務者（社員）に電子的に
送付できる体制を有する特別徴収義務者（企業）が求めた場合、市区町村に電子的送
付への対応を義務づけたところです。

電子化が実現することで、同一の様式で通知を受け取ることが可能となり、各企業の
事務効率化や行政コストの削減につながることが期待されます。

1349 令和3年6月28日 令和3年8月18日
交通事故証明書の
電子化

紙を受け取って記入して郵便局で
申し込みをする
Web上で完結出来るようにする

紙を配る場所、郵便局で手続きを調べる手間、行く手間が多い上に接触
が要る
利用者のコストもかかるし、印刷や手続きの案内も減らせるのでぜひ検
討して欲しい

個人 警察庁 自動車安全運転センターでは、交通事故証明書の電子交付を行っていません

自動車安全運転セン
ター法（昭和50年法
律第57号）第29条第
１項第５号

検討を予定

自動車安全運転センターでは、交通事故証明書の電子交付について、令和４年度秋
から、交付件数の多い損害保険会社に対して電子交付を可能とするシステムの運用
開始を予定しています。

個人申請者への電子交付については、利用者のニーズや利便性、本人確認の方法
や証明書の真正性の確保方法等の検討を行ってまいります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1350 令和3年6月28日 令和3年8月18日

運転免許証の写真
を安全協会と警察署
横の写真店に限ら
れていること

警察署に行って、運転免許証の更
新手続きをする際、警察署は町に
ある簡易証明写真箱で撮った写真
は受け付けず、必ず安全協会かも
う一つ警察署横に構える写真店で
撮った写真しか受け付けません。以
前は交通安全協会で撮った写真し
か受け付けていませんでしたが、民
間写真店を警察署横に設けるよう
に10年ほど前からなっています。
最近、iphonで撮った写真も綺麗に
撮れるようになり、背景が青壁であ
れば、全く問題ないと思われます。
これを町の写真店で印画紙に焼き
付けてもらえば交通安全協会が
撮った写真（2千円以上）と遜色ない
と思われます。

交通安全協会は、警察署ＯＢが殆どトップで以前から各種印紙の販売
や運転免許書の写真、交通安全規制の本を販売しています。
ＯＢの処遇も分からないわけではありませんが、各種料金が高く、庶民
が犠牲になっています。
ぜひ、運転免許書の写真を規定の大きさ、背景色であれば受け付けて
もらえるようにしてもらいたい。

個人 警察庁
運転免許証における申請用写真については、道路交通法施行規則（昭和35年総理

府令第60号）で大きさ等が定められています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
101条第１項

道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第17条第
２項第９号及び第29
条第３項

現行制度下
で対応可能

運転免許証における申請用写真については、社会通念上、個人識別が容易にできる
ものであることを基本としており、都道府県警察において、個人識別に支障が生じない
と判断された場合には、御持参いただいた写真を受け付けているものと承知していま
す。

1351 令和3年6月28日
行政のクレジット支
払いについて

地方公共団体のクレジットカード決
済についての取り扱いを整理してい
ただきたい。過去から規制改革で取
り上げられているようですが、地方
公共団体（自治体）では導入できて
おりません。
業務の効率化・スピード化のために
も法人カードなどの導入を分かりや
すく整理していただきたい。

行政がICTやネット活用を推奨していますが、財務処理の非柔軟性より
行政自身がネット活用が進んでいないと感じます。クレジット決済などは
大事な税金を取り扱うため慎重に対応する必要があることは理解致しま
すが、ICT・ネット活用で新しい生活環境・働き方を行政自身が率先して
取り組むためにも、クレカ決済について分かり易い整理が必要があると
考えます。
特に、中小企業が新しい仕事の仕方に対応するためにも、また自治体
が中小企業向け各種補助金制度を作ってゆく為にも、自治体が率先し
て先端技術の導入する必要があると思います。
現状、ネット会議・リモートワークを導入する場合クレジット決済ができな
い（導入してない）ため、市中業者に手数料を上乗せして代理でアカウン
トを取得してもらったり、任意団体（協議会など）を設立しそこでアカウン
ト取得し行政で運用していることがあり、大変手間と時間がかかってしま
います。
また、助成金相談など基本窓口に足を運ばなければならず、テレビ電話
などで申請書類を見ながらの対応なども出来ておりません。
業務の効率化・スピード化、サービス向上のためにも、クレジット決済導
入を分かり易く整理していただければと思います。

魚津市議
会議員

総務省 類似処理

1352 令和3年6月28日 令和3年7月20日 障害者手帳
障害者手帳も、マイナンバーカード
に登録すべきだと思う。

マイナンバーカードは、国民の税金なども管理してると思いますが、障害
者手帳を持ってても、マイナンバーカードと紐づけされていないのはなぜ
でしょうか？？
運転免許証も、マイナンバーカードに紐付けるとききました。
行政で発行してる障害者手帳は放置でしょうか？

個人

内閣府
厚生労働省
総務省

番号112の回答をご参照ください。

1353 令和3年6月28日 令和4年9月15日
麻薬処方箋・処方
箋・死亡診断書への
押印中止

医師が麻薬を処方する際、また麻
薬でなくても処方をする際、死亡診
断書を発行する際、押印が必須と
なっている。これらを廃止して頂き
たい。

処方箋、麻薬処方箋、死亡診断書に押印する際はいわゆるシャチハタ
が多用され、現場では医師以外のスタッフがストックしている印鑑を用い
て押印することも多い。押印の必要性が乏しく、またこれを廃止すること
で、現場の事務作業が軽減され、さらには、遠隔医療や医薬連携など電
子媒体での医療運用への障壁が一つ減るものと思われる。

個人 厚生労働省

処方せんの記載事項については、医師法施行規則第21条に「医師は、患者に交付す
る処方せんに、（中略）記名押印又は署名しなければならない。」と定められており、交
付の際に必ずしも押印が必要なものではなく、署名した上で交付することも可能です。
麻薬処方せんについては、麻薬及び向精神薬取締法第27条第６項に「麻薬施用者
は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、（中略）記名押印又は署名しなければ
ならない。」と定められており、交付の際に必ずしも押印が必要なものではなく、署名し
た上で交付することも可能です。
死亡診断書については、「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係
省令の一部を改正する省令」により、医師法施行規則第20条及び第４号書式（死亡診
断書）には当該書類を交付する医師の署名をすることになったところです。

医師法施行規則第
21条

麻薬及び向精神薬取
締法第27条第６項

医師法施行規則第
20条

現行制度下
で対応可能

制度の現状に記載した通りです。

1354 令和3年6月28日 令和3年7月20日

営業自動車（タク
シー等）保険付保を
ネット保険で可能に
してコスト削減につ
なげたい

現在営業用自動車で10台以上の保
険付保はフリート契約でネット保険
では付保できません。コロナ禍で体
力の弱った会社にとって保険料負
担は厳しいものがあります。現在の
規定を改め、フリート契約をネット保
険でも可能にすれば、ペーパーレス
となり、保険料節約にもなり、その
浮いた原資を従業員の福利厚生に
回すこともできます。

フリート契約をネットで付保できれば、保険料は
補償内容が同一であれば、保険料は個別契約（ノンフリート）よりも割安
になります。法人タクシー会社が毎年負担する保険料は売上低迷すれ
ばするほどきつくのしかかっています。補償内容を低くすれば、保険料
は安くなりますが事故時の補償に支障をきたす恐れがあります。存続の
危機にある法人を何とか生き延びる術は、コスト削減しかありません。早
急に改革していただきたいと思います。

個人 金融庁
フリート契約をインターネットで取り扱うことは、保険業法において禁止されておりませ

ん。
保険業法

現行制度下
で対応可能

フリート契約をインターネットで取り扱うことは、保険業法において禁止されておりませ
ん。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1355 令和3年6月28日 令和3年7月20日
育児休暇給付金の
条件変更希望

休暇開始前の２年間に１２ヶ月以上
働いていないと給付が受けられな
いようになっているかと思います
が、それを考え直して欲しいです。
年子を出産した場合、給付を受けら
れない可能性が高いと思います。

私は第1子の産休を機に７年間勤めた職場を退職しました。その後、育
児が落ち着いた頃に転職活動を行い、無事採用されました。しかし採用
された矢先に第2子の妊娠が発覚しました。新しい職場では働き続け無
事に産休まで働きました。第1子の産休開始が2018年10月で、転職し働
きはじめたのは2019年9月、約11ヶ月は実質働いていません。第2子の
産休は2020年3月開始、育児休暇は6月からです。
今の育児休暇の制度ですと、休暇前2年間のうち実働12ヶ月以上ないと
給付は受けられません。私の場合は、その期間だと前職を含めても約
10ヶ月といったところです。
しかし、前職では7年間雇用保険料は払い、現職でも払っています。なの
に期間の縛りによって給付を受けられないのは家計にとってかなりの痛
手です。まだまだ出産を機に退職する女性は多いと思います。年子を出
産した方の中には私と同じように給付を受けられない人も多いのではな
いかと思います。
制度なので何らかの縛りがなくてはいけないし、どのようにしてもギリギ
リ受け取れない方も出てくるとは思いますが、育児休暇給付金を受け
取ったのに結果的に復職しなかった人も私の周りには多いです。その人
たちはお金を返さなくていいのに、働きはじめる予定なのに期間によって
給付を受けられず、育児休暇を十分に使わずに復職を考えないといけ
ない人もいると思うので、意見を提出させていただきました。
具体的にどのようにするかということまでは自分では考えられないので
すが、休暇前２年間とするのではなくて「雇用保険料を通算何年納めた」
にして欲しいなと思います。

個人 厚生労働省

雇用保険の受給資格については、当該保険事由が発生した時点における収入の状
況や保険料の納付状況に基づき給付の可否等を判断することから、 育児休業給付を
受給するためには、原則として、育児休業開始日から遡って過去２年間に被保険者期
間が12か月以上あることが必要です。

ただし、長期にわたり被保険者であったにもかかわらず、たまたま原則算定対象期間
にやむを得ない事情により賃金の支払いを受けていない場合に、育児休業給付の支
給を受けられないことを避けるために、当該２年間の間に、疾病又は負傷、出産等や
むを得ない事情により引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった期間がある
ときは、その期間を２年間に加算した期間（最長４年間）に被保険者期間が12か月以上
あれば、育児休業給付を受給することができます。

雇用保険法第61条
の７、雇用保険法施
行規則第101条の29

対応不可

雇用保険制度では、被保険者である期間に一定の事情により賃金を受けられない状
況に対して、制度の現状欄に記載のとおり、受給要件の緩和の制度を設けており、今
般の事例では、第２子の産休期間はこの対象となり得るものと考えられます。

一方で、退職した場合には、雇用保険の被保険者ではなくなるので、前述の制度の
対象とはなりません。

1356 令和3年6月28日 令和3年7月20日
自衛隊車両の高速
道路利用について

救急車の高速道路を無料化するべ
きとの意見が有りますが、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/
20201030/k10012688171000.html
（ＮＨＫ報道）
自衛隊車両も無料化するべきと考
えております。

私はネクスコ西日本の従業員です。
高速道路で無料化する「緊急車両」は赤色灯を灯け、サイレンを鳴らし
ている車両であります。
現実の問題「緊急車両」が料金所に来たら本当に緊急かどうかを調べる
事はしてません。（停車させられないので）
翻って自衛隊の車両は赤色灯やサイレンが付けられませんので、緊急
車両とする事が出来ません。
高速道路を無料走行する他の方法として「公務証明」をする方法があり
ますが、実際に災害が発生した時に、その書類を急いで用意するのは
無理です。
経済的社会的効果について、地震を筆頭とする大規模災害で、いち早く
自衛隊車両が到着する事のメリットは説明の必要がないと思われます
ので割愛させて頂きます。

個人
国土交通省
防衛省

【国土交通省】
１）自衛隊車両の高速道路料金無料化について
高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路交通法に規定する緊

急自動車その他政令で定める車両とされております。道路整備特別措置法施行令において、災害救助、水
防活動その他の特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる
車両で、国土交通大臣が定めるものとされています。

同政令に基づいて、「料金を徴収しない車両を定める告示」において、災害救助、水防活動又は消防活動
のため使用する車両で緊急自動車以外のもの等が指定されているところです。災害派遣等に従事する自衛
隊車両については、料金を徴収していないところです。

２）災害派遣時の通行に係る証明書の改善について
現在、道路交通法に規定する緊急自動車として通行する自衛隊車両については、料金所での証明書提出

は不要で、そのまま通行いただいております。
ただし、緊急自動車以外の自衛隊車両については、自衛隊車両の活動に応じて告示の該当の有無を確認

するため、行動従事車両証明書をご提出いただいておりますが、防衛省と高速道路会社の間では、緊急や
むを得ず証明書を携帯できない場合の対応として、身分証明書を提示いただき、後日証明書を郵送いただく
取扱いを定めております。

なお、防衛省と高速道路会社の間では、緊急やむを得ず証明書を携帯できない場合の対応として、身分証
明書を提示いただき、後日証明書を郵送いただく取扱いを定めております。

【防衛省】
１）自衛隊車両の高速道路料金無料化について
道路交通法施行令に規定する緊急自動車に指定されている自衛隊車両を緊急の用務のために運転する

ときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならないため、当該車両はこれらの機材を装
着しています。

また、緊急自動車に指定されていない車両であっても、災害派遣等に従事する自衛隊車両は上記告示の
「災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する車両」に該当し、防衛出動等に従事する自衛隊車両に
ついては同告示の「緊急を要する公務を行うため使用する車両」に該当するため、高速道路等の有料道路
通行時には利用料金を徴収しないこととされています。

２）災害派遣時の通行に係る証明書の改善について
国土交通省の記載のとおりです。

道路整備特別措置
法

（１）
現行制度下
で対応可能

（２）
検討を予定

【国土交通省】
（１）制度の現状欄に記載のとおりです。

（２）緊急自動車以外の自衛隊車両について、通行時の運用の改善に向けて検討を進
めてまいります。

【防衛省】
（１）制度の現状欄に記載のとおりです。

（２）緊急自動車以外の自衛隊車両について、通行時の運用の改善に向けて検討を進
めてまいります。

1357 令和3年6月28日 令和3年7月20日 療育手帳について

各自治体（各市町村）によって判定
基準がバラバラです。
又、検査方法もバラバラです。
未就学児でもIQのみで判断されま
す。未就学児はDQでの判断も必要
だと思います。
住んでいる場所によって同じような
障害を持っていても判定が異なる
のはおかしいと思います。
福祉国家として国で統一するべきだ
と思います。

夫を自殺で失いました。
娘が1歳の頃です。
対人関係にストレスを抱えていて、音に過敏な不眠症でした。
発達障害などの言葉が世間に浸透していない頃の時代生まれの為、何
も診断はされていませんが、おそらく発達障害か知的障害を持っていた
のだと思います。
その為娘には発達障害の検査をさせました。結果自閉症スペクトラムと
診断されました。IQも実年齢より3歳低い値です。日常生活はほぼ全介
助が必要です。
私はいつまで娘を見守られるかわかりません。私が亡き後、娘が就職な
どで困った時、父親と同じ道を選んでほしくないので手帳申請をしまし
た。
その手帳申請の際、疑問に思ったのが投稿の理由です。
自殺してしまう人が1人でも減る世の中になってもらいたいので。

個人 厚生労働省 番号1036の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1358 令和3年6月28日 令和3年8月18日
住居表示変更に伴う
各種手続きの簡素
化

自治体による住居表示変更に伴う
各種変更手続きは、インターネット
やワンストップで済むようにすべき。

区役所による住居表示変更のため、区役所でいろいろな変更手続きが
ありますが、同じ区役所であるにもかかわらず、また、役所の都合による
住居表示変更であるにもかかわらず、仕事を休んで時間がない中、本
庁舎や出先機関に回されて非常に腹立たしいです。インターネットやワ
ンストップをすすめるべきです。

個人
内閣官房
総務省

現状、住居表示変更に伴い、各種手続きを行わなければならない状況です。 なし 対応

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）等に基づき、内閣官房IT
室では、引越しワンストップサービスに取り組んでおり、様々な場面で必要であった住
所変更手続が、当事者が可能な限り負担を感じることなく処理され、かつ、その回数が
最少化されることにより、新しい生活を円滑に開始することができる社会を実現するこ
とを目指すこととしています。
ご要望いただいた事項についても、そういった施策の活用も含めて対応を検討してまい
ります。

1359 令和3年6月28日 令和3年7月20日
児童手当現況届の
件

現況届に健康保険証の写しを添付
しての提出を求められているが、こ
れをマイナンバーからの確認に変
えることで簡素化してほしい

手続きに要する書類を減らすことで、出し側受け側ともに手間を減らせ
る。
紙の書類を減らせるのでエコにもなる。

個人 内閣府
実施主体において、マイナンバー制度による情報連携等を活用することにより、すでに
当該書類の提出を省略することが可能となっています。

児童手当法施行規
則第11条第１項

現行制度下
で対応可能

・制度の現状に記載の通り、すでに情報連携等による添付書類の省略が可能となって
いますので、引き続き市区町村に対して情報連携の活用を促進してまいります。
・なお、令和４年６月からは、市区町村が公簿等（マイナンバー制度による情報連携を
含む。）で受給者の現況を確認できる場合には、市区町村の判断により、添付書類だ
けでなく、現況届自体も省略可能とする予定です。

1360 令和3年6月28日 令和3年7月20日
健康保険の被扶養
者所得確認の簡素
化

毎年、金額入りの課税証明書(課税
0円の場合は0円のもの)の提出を
求められているが、これをマイナン
バー制度を使い、確認を簡素化で
きないか。
(現行のマイナンバー制度で禁止さ
れているのであれば、法改正しての
対応を提案)

健康保険の被扶養者の所得の確認が毎年行われている。
役所に行き書類(課税証明書)を取得した上で、それを添付し手続きを
行っており、不正受給防止という目的に対して、手間が見合っていない
のではないか。
紙を減らすことでエコにもなる。

個人
内閣官房
厚生労働省

健康保険の被扶養者認定において、被被扶養者の課税（非課税）情報については、
マイナンバー法に基づく情報連携の対象とされており、保険者の判断により添付書類
の省略が可能です。

なお、被扶養者の年間収入については、今後１年間の収入を見込んで各保険者が判
断することとしており、各保険者において、給与明細書により把握した直近３ヶ月の収
入や、課税（非課税）証明書により把握した過去１年間の収入をもとに、認定が行われ
ています。

健康保険法施行規
則第50条
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第7号
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令第1条第2号

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおり、健康保険の被扶養者認定において、
被被扶養者の課税（非課税）情報については、マイナンバー法に基づ
く情報連携の対象とされており、保険者の判断により添付書類の省略
が可能です。

1361 令和3年6月28日 令和3年7月20日
電子帳簿保存法と
適格請求書保存方
式の整合性を図る

電子帳簿保存法と適格請求書保存
方式の矛盾点を解消し、各企業で
電子化を弊害している要因を排除
し、電子化・効率化・管理にかかる
省力化を推進する。

電子帳簿保存法が改正され、ICカードやクレジットカードの明細が領収
書として認められるようになりましたが、2023年から始まる適格請求書保
存方式では消費税額が軽減税率、通常のものの記載がないと仕入税額
控除が受けられないとなっております。その為、弊社では電子保存化を
推進する中で、ICカードやクレジットカードの明細には税別の記載等、消
費税法で求められる記載内容を満たせないのではという意見が上がり、
混乱しております。
また、ICカードやクレジットカードの明細を領収書とする場合は、ユー
ザーが改ざんできないシステムで経費精算等を行う必要がありますが、
改ざんできないシステムとは具体的に何か、具体例を示したり、国税庁
の認可した経費精算システムしか認めない等、具体的なアクションに繋
がる情報を明確にしてほしいです。

民間企業 財務省

電子帳簿保存法においては、取引先から紙で受領した領収書等を電磁的記録で保
存する場合（以下「スキャナ保存」という。）や、取引情報の授受を電子的に行った場合
などについて、その電磁的記録の保存要件等を規定しています。ICカードやクレジット
カードを利用し、利用明細等が電子的に発行される場合に関しては、令和２年度税制
改正によって、一定のクラウド会計・経費精算システムの利用によってその保存要件の
充足が可能になるなど、電子化推進、生産性向上の観点から見直しが行われていま
す。

一方で、消費税法において、 仕入税額控除の要件として保存が求められる「請求書
等」には、消費税の納税計算を行うために必要な「税率毎に区分して合計した対価の
額」や「軽減税率の対象品目である旨」等の記載が求められています（現行制度も適格
請求書等保存方式への移行後も同様です。）。そのため、こうした記載のない書類・電
磁的記録については、仕入税額控除の要件となる「請求書等」として認められていませ
ん。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について、真実性の確保に関す
る措置を行うことが必要とされていますが、①訂正又は削除を行った場合には、これら
の事実及び内容を確認することができること②訂正又は削除を行うことができないこ
と、のいずれかを満たすシステムを使用して、当該取引情報の授受及び当該電磁的記
録の保存を行う場合は、真実性の確保に関する措置が行われていることとなります。

消費税法第30条第7
項、第９項
電子計算機を使用し
て作成する国税関係
帳簿書類の保存方
法等の特例に関する
法律施行規則第８条
第１項

その他

  ご指摘のICカードやクレジットカードの明細は、現状では一般的に、左記のとおり、仕
入税額控除の要件となる「請求書等」の記載事項を満たしておりません。このような、
適切な消費税率の区分が出来ない状態では、納税者による消費税の申告・納税額の
計算が困難となるものと考えます。
  なお、電子帳簿保存法は、各税法の規定に基づいて保存すべき国税関係帳簿書類
を電子的に保存する方法を定めているに過ぎません。

左記システムについて、具体的には、例えば、他者であるクラウド事業者が提供する
クラウドサービスにおいて取引情報をやりとり・保存し、利用者側では訂正削除できな
い、又は訂正削除の履歴（ヴァージョン管理）が全て残るクラウドシステムであれば、通
常、当該電子計算機処理システムの要件を満たしているものと考えられます。

なお、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会において、市販のソフトウェア等
の機能仕様をチェックし、当該要件を満たしていると判断したものについて認証する
「電子取引ソフト法的要件認証制度」が行われており、認証を受けた製品については公
益社団法人日本文書情報マネジメント協会及び国税庁のホームページに公開されて
います。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1362 令和3年6月28日 令和3年7月20日
非化石証書の流通
の円滑化

電気の小売事業者が需要家に対し
て非化石証書を販売する場合、電
気と合わせて（バンドルして）販売す
ることが義務となっており、非化石
証書のみの販売は認められていま
せん。需要家が複数の小売から電
気をミックスして購入することが難し
い現状を考えると、アクティブな需
要家による再エネ価値の入手（＝
再エネ発電への資金供給）を妨げ
る原因となっています。このため、
小売事業者から需要家への非化石
証書のみの販売を解禁すべきと考
えます。

最近、海外中心に再エネ１００％を目指すアクティブな需要家が増えてい
ますが、その実現のために重要となるのが非化石証書の流通の自由度
の確保です。欧米中心に、需要家側が電気の価格変動リスクを取る代
わりに環境価値（証書）を入手する、いわゆるvirtual PPAという契約形態
が増えていますが、日本で同じ仕組みを行うことは、１）需要家が発電事
業者から直接非化石証書を購入できない（小売を経由する必要があ
る）、２）小売事業者が需要家に非化石証書を販売するときは電気もバ
ンドルされている必要がある、という２つの理由から、とてもハードルが
高くなっています。
その理由が
https://www.meti go jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/s
eido_kento/pdf/038_04_00 pdf
の資料に提示されておりますが、会計処理上そのような解釈が可能と
なっているのみで必ずしも積極的にそうすべき理由が提示されていない
ように思われます。
FITに頼らない再エネを増やすという観点からも、特に非FIT再エネから
発出される非化石証書を需要家が入手しやすい環境を作ることは喫緊
の課題と考えられます。このため、まずは早急に２）の見直しを行うととも
に、１）についても可能性の検討を進めていただきたく思います。

個人 経済産業省

非化石価値取引制度は、高度化法の対象となる小売電気事業者が2030年の非化石
電源比率44％を達成するために、自らの供給する電気における非化石比率を高め、そ
の目標達成を後押しする制度です。したがって、非化石証書は、小売電気事業者が調
達し、電気と組み合わせて需要家に環境価値を有する電気を販売できる仕組みとして
います。また、需要家保護の観点から、審査を要しない発電事業者から需要家が直接
購入するのではなく、経産大臣の審査を要する小売電気事業者より需要家へ環境価
値を提供することとしています。

なし 検討に着手

現在資源エネルギー庁の審議会において、非化石価値取引制度の見直しを行って
おり、FIT由来の再エネ価値に需要家もアクセス可能な再エネ価値取引市場する予定
です。また、見直しの中で、非FIT由来の再エネ価値に対する需要家アクセスについて
も別途検討を進める予定です。

1363 令和3年6月28日 令和4年5月13日
マイナンバーと予防
接種の紐付け

マイナンバーカードに予防接種の
履歴を登録できるようにして欲し
い。

学校に入るときや留学時に聞かれるが母子手帳というアナログなものに
しか履歴が残らないのでもっと手軽に自分や相手方が確認できる方法
が欲しかったので
実現すれば、入学時に書く書類が減ります。
また、母子手帳を不慮の事故で紛失したときにも安心です。

個人
総務省
厚生労働省
デジタル庁

予防接種法施行令において、予防接種法に基づく予防接種を実施した都道府県や市
町村は、接種に関する記録を作成し、保存することとされています。当該記録について
は、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルにより自己情報の開示として、確認す
ることが可能です。

予防接種法施行令
第６条の２

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令第12条の２
の２

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1364 令和3年6月28日 令和3年7月20日
日雇い派遣の年収
制限の緩和

日雇い派遣に従事できる年収額の
制限をせめて400万円以上程度に
引き下げてほしい。

実際に年収が低いため副業をしようにも、低年収がネックで働きやすい
日雇い派遣に登録できず、貧困を抜け出せない。低年収の者が働ける
場を狭めることは弱者いじめでしかない。

個人 厚生労働省

派遣元事業主は、以下の場合を除き、日雇労働者（日々又は30日以内の期間を定め
て雇用する労働者）について労働者派遣を行ってはならないこととされています。
① 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用
管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務（日雇派遣の例外業務）について
派遣する場合
② 雇用機会の確保が特に困難な労働者等（※）を派遣する場合
（※）60歳以上の者、雇用保険の適用を受けない学生、副業として従事する者（生業収
入が500万円以上の者に限る。）、主たる生計者以外の者（世帯収入が年収500万円以
上の者に限る。）

労働者派遣事業の
適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護
等に関する法律35条
４第１項
労働者派遣事業の
適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護
等に関する法律施行
令第４条第２項第３
号
労働者派遣事業の
適正な運営の確保及
び派遣労津者の保護
等に関する法律施行
規則第28条の３第２
項

対応不可

御指摘のような就業ニーズに関しては、労働者派遣だけではなく直接募集や職業紹介
の形で対応することが可能です。
その上で日雇派遣については、必要な雇用管理がなされず、派遣労働者の保護に欠
けることから、原則禁止としています。この点、「生活のためにやむを得ず日雇派遣の
仕事を選ぶことのない水準」にある者については、派遣労働者の保護が欠けるおそれ
が少ないため、原則禁止の例外としています。この、「生活のためやむを得ず日雇派遣
の仕事を選ぶことのない水準」として、「副業として従事する者」と「主たる生計者以外
の者」が、年収500万円以上としています。
なお、令和２年７月14日労働政策審議会労働力需給制度部会において、日雇派遣の
「年収要件については、当面、現行制度を維持することが適当」とされ、「日雇派遣の原
則禁止は引き続き維持し、年収要件の確認を含め、必要な雇用管理の取組が適切に
行われるよう、日雇派遣を行っている派遣元事業主等に対し、厳正な指導監督を行う
ことが必要」とされたことを踏まえ、引き続き、日雇派遣の適正実施のための指導整備
に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1365 令和3年6月28日 令和3年9月10日
死亡届けに関する
諸手続き等について

1市役所等に届ける際に窓口が複
数に分かれていて、コロナ禍待ち時
間も多く、窓口係が一本化で完了す
べき。
2死亡に伴う除籍するのに2週間も
用する回答。時代錯誤も甚だしい。
行政の怠慢。

窓口係の一本化すべきだ。
データ管理の行政機関の共有化。
本籍地以外でも現在在住地でも取得化する。(除籍謄本等の取得)
適正なマイナンバー制度の活用。

個人
内閣官房
法務省
厚生労働省

デジタル・ガバメント実行計画（2020年12月25日閣議決定）において、他の手続で登
録された死亡情報を参照できるものの、
死亡に関する届出の省略を認めていない行政手続について、届出の提出を省略可能
とする対応を行います。

また、他の手続で登録された死亡情報を参照できないこと等から死亡に関する届出
の省略を認めていない手続についても届出省略の実現に向けた検討を行うこととされ
ています。

児童扶養手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の
届出義務者は、その旨を都道府県知事等に届け出る必要があります。

特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給を受けている者が
死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を都道府県知事
等に届け出る必要があります。

原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法
律施行規則
予防接種法施策規
則
児童扶養手当法第
28条第２項
特別児童扶養手当
等の支給に関する法
律第35条第２項
介護保険法施行規
則

原子爆弾被
爆者に対す
る援護に関
する法律施
行規則
予防接種法
施策規則
：対応

児童扶養手
当法第28条
第２項
特別児童扶
養手当等の
支給に関す
る法律第35
条第２項
：現行制度下
で対応可能

 

デジタル・ガバメント実行計画（2020年12月25日閣議決定）に基づき、厚生労働省関
係の手続について、死亡に関する届出の省略を認めるなど順次対応を行っているとこ
ろです。

なお既に、児童扶養手当受給者死亡の届出に係る手続きについては、他の手続きで
登録された死亡情報等が参照できた場合は、届出の省略が可能です。また、特別児童
扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給者死亡の届出に係る手続き
については、他の手続きで登録された死亡情報等が参照できた場合は、届出の省略
が可能です。

1366 令和3年6月28日 令和3年7月20日
【法務省出入国在留
管理庁】在留許可手
続きの簡素化

ビザの申請、切替及び更新時の士
業の方への完全委託化を提案しま
す。現在は、ビザ申請する際には
申請者本人及び家族が行うことが
でき、まだは行政書士による取次が
可能という風に決まっています。そ
の背景は、業務や諸事業により本
人が対応できない場合に弁護士や
行政書士等に代わって、できる制度
になりますが、その前提は本人が
日本にいないといけいないとの規
則になっています。その理由は、本
人に連絡取れやすいようにとのこと
ですが、今のネットの時代でどこに
いても連絡取れますし、連絡がとれ
ない人もそもそも申請なんかしませ
ん。時代に見合った、そして本質的
制度の運用になるよう見直しにお願
いいたします。

これを提案するきっかけはコロナ下における移動の制限を考慮した効率
的な運営にしてほしいからです。
私の実例をいうと、現在日本の企業に就職しており、会社の命を受け
て、他国に出向している。この間、私の息子（中国籍）のビザが期限を到
達することになり、そのため息子の在留許可更新（定住者ビザ）を申請し
なければならないが、入国管理局本庁(品川）に問合せすると、原則、親
あるいは親族でもいいので、申請日に日本にいることが必要という回答
があった。その背景には、すぐに連絡取れるためにというのが理由のよ
うです。それにより私はコロナ下において、感染リスクをさらして、さらに
高い航空券を買って、日本に入国し、申請するのを見届けるためだけに
行かなければなりません。これにより会社には往復航空券、宿泊代と
いったコストだけでなく、何よりも両国の自宅待機期間が1か月に上るこ
とになり、業務に支障をきたす可能性も出てくることになります。会社とし
ては約数十万円のコストがかかるうえ、業務遂行に影響をきたしていま
す。もし、本質的に必要であるならばまだしも、ただの日本にいたほうが
連絡が取りやすいということだけであれば、きわめてお役所仕事の典型
であり、外国人高度人材を受け入れにあたっての業務煩雑化をもたらし
ます。

個人 法務省

在留期間の更新許可申請は、原則として外国人が地方出入国在留管理局に出頭し
て行わなければなりません。出頭を要しない場合として、外国人の法定代理人が当該
外国人に代わって申請する場合のほか、弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又
は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た
ものが外国人に代わってする場合など一定の場合が入管法施行規則で規定されてい
ます。

なお、当該弁護士又は行政書士は、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼
により当該外国人らに代わって申請書等の提出等をすることができると規定されてい
ることから、申請時点で外国人又はその法定代理人が本邦に在留していることが必要
です。

・出入国管理及び難
民認定法第２１条第
２項、第６１条の９の
３第１項第３号、同条
第４項
・出入国管理及び難
民認定法施行規則
第５９条の６第３項

対応不可

在留期間更新許可申請は、本邦において現に有する在留資格に係る活動を引き続
き行おうとする者が行うものであることから、外国人本人が地方出入国在留管理局へ
出頭して申請を行う必要があります。

他方、本人出頭の例外として、外国人本人が行政書士等に対して申請書の提出等を
依頼することができ、また、外国人本人が１６歳未満の時には、親族や同居者等が当
該行為を行うことができますが、申請行為そのものは外国人本人が行っていると解さ
れるため、申請時において、外国人本人は本邦に在留している必要があります。

なお、この他に法定代理人が、外国人本人に代わって申請行為を行うことができ、ま
た、申請書の提出を行政書士等に依頼することもできます。この場合、外国人本人が
本邦に在留している必要はありませんが、法定代理人は本邦に在留している必要があ
ります。

1367 令和3年6月28日 令和3年7月20日

化学製品（漂白剤，
塗料，合成洗剤，石
けん，接着剤等）の
品質・安全表示に関
する縦割り規制の見
直し

漂白剤，塗料，合成洗剤，石けん，
接着剤等の化学製品の品質・安全
表示に関し，家庭用は消費者庁の
家庭用品品質表示法第3条，雑貨
工業品品質表示規程に基づく規
則，規程等で、業務用は厚生労働
省の労働安全衛生法第57条第1
項，労働安全衛生規則第33条に基
づいて形式的な用途により個別的
に表示事項が義務付けられており
ます。しかし、現状では各省庁の個
別的な解釈によって実質的に両方
の表示事項が義務付けられ二重に
対応せざるを得ないケースが多い
ので，厚生労働省と消費者庁が連
携して，例えば，雑貨工業品品質表
示規程の表示事項に関し，労働安
全衛生法上の表示事項を必要に応
じて取り入れる等の統一化や見直
しを要望致します。

現状では，家庭用・業務用の化学製品の区別は，ホームセンター販売
等の普及により相対化されておりますが、事実上，家庭用と業務用のど
ちらかに使用される可能性のみをもって各省庁の個別的な解釈で両規
制の対象になります。
即ち、消費者庁の見解では業務用製品であっても「ホームセンター等で
一般消費者に対して販売をする可能性がある商品」に関しては家庭用
品品質表示法に従う表示が必要となります。(HP FAQ)
又、厚生労働省が予定する見解では業務用に用いることを想定して製
造等されている製品は家庭用でも労働安全衛生法上の表示対象となり
ます。（第8～10回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検
討会資料）
従って，特に化学製品に関しては本来の GHS の趣旨・目的を踏まえれ
ば、一般消費者が使用する場合においても化学物質の危険有害性に関
する情報伝達が行われることは重要ですので，表示事項の統一化は，
二重規制の対応による事業者の負担削減のみならず，家庭用品の「品
質」に関する表示の適正化により不利益な購入や不合理な使用を行わ
されることのないようにし一般消費者の利益を保護する目的に従うもの
と考えます。
尚、受付番号281117050によると家庭用品品質表示法において安全性
に係る表示を義務付けることは困難と回答されていますが旧民法570条
の「瑕疵」の種類として基本的な安全性を損なうものも含まれており「瑕
疵」は民法562条1項の「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しないもの」にあたり、実質的にも「まぜるな危険」等安全に関する表
示も義務付けている以上「品質」に「安全」を含む解釈は困難ではないと
考えます。

個人
消費者庁
経済産業省

家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104号）は、家庭用品の品質に関する表示の
適正化により、不利益な購入等を行わされることのないようにし、一般消費者の利益を
保護することを目的としています。同法に基づき、一般消費者が通常生活の用に供す
る繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、家庭用品品質
表示法施行令（昭和37年政令第390号）及び家庭用品品質表示法施行規則（昭和37年
通商産業省令第106号）で指定した品目について表示事項を定めています。指定品目
のうち、化学製品の家庭用品の品質表示については、商品を購入する際に一般消費
者が表示内容を明確に把握できるよう、雑貨工業品品質表示規程（平成29年消費者
庁告示第7号）において、表示すべき事項（品名、成分、用途、正味量等）、製品への表
示方法等を定めています。

家庭用品品質表示
法（昭和37年法律第
104号）第一条、第二
条第一項
家庭用品品質表示
法施行令（昭和37年
政令第390号）別表
家庭用品品質表示
法施行規則（昭和37
年通商産業省令第
106号）第一条

対応不可

「制度の現状」記載のとおり、家庭用品品質表示法は、製品の不利益な購入等から
一般消費者を保護することを目的としており、職場における労働者の安全や健康の確
保の観点から義務付けられている労働安全衛生法の表示事項を取り入れることは困
難です。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1368 令和3年6月28日 令和3年8月18日
移動式ガソリンスタ
ンド普及について

大変、お世話になっております。
地方ではガソリンスタンドが減少し、
村によってはガソリンスタンドが無
い所も発生している。
ただ、国道など地方でもガソリン、
軽油などを運ぶ、タンクローリーな
どは通過している時がある。
例えば、それらのタンクローリーを
改造し、そういったガソリンスタンド
が無い所で、途中、給油出来るよう
にしたら良いのではないかと思っ
た。
移動式ガソリンスタンドの普及につ
ながると思う。

提案理由は、移動式ガソリンスタンドが、普及すれば、特に地方の村な
どガソリンスタンドが無い所でも、給油に困る事は無い。
人口が少ない所でのガソリンスタンド設置するコストも掛からない。
災害時は、ガソリンスタンドが被災し使用出来ない場合は緊急で災害地
で迅速に給油が可能である。
通常の運用は、村などガソリンスタンドが無い所では、どこか広い場所
で、場所、時間を決め、この時間は移動式のガソリンスタンドが来ると言
えば、その時間に来れば給油出来る。わざわざ遠い場所まで給油に行
かなくても良い。移動販売車のような感じでガソリン、軽油が給油出来る
イメージです。灯油については昔から移動販売車がありますが、ガソリ
ン、軽油なども、同じように出来れば良いと思います。
危険物取扱いなど規制があると思うので、それらの規制を緩和し、移動
式ガソリンスタンドの普及を進めたら良いと思います。以上、宜しくお願
い致します。

個人 総務省

過疎地や被災地においては、一定の安全対策を講じた上で、移動タンク貯蔵所と可
搬式等の給油設備を接続し、自動車への給油等を行うことが可能です。
（「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成30年12月18日付け消防
危第226号）及び「過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等
の運用について」（令和３年３月30日付け消防危第51号）参照）

・消防法第10条 対応

ガソリンは火災危険が非常に高く、取り扱う場合には必要な安全対策をとる必要があ
ります。

過疎地や被災地においては、一定の安全対策を講じた上で、移動タンク貯蔵所と可
搬式等の給油設備を接続し、自動車への給油等を行うことが可能です。
（「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成30年12月18日付け消防
危第226号）及び「過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等
の運用について」（令和３年３月30日付け消防危第51号）参照）

1369 令和3年6月28日 令和3年8月18日
水道料金請求書を
デジタル化して欲し
いです

水道料金請求書等をデジタル化
し、郵便請求書をなくし、ペーパー
レス化して欲しいです。

コロナ感染の対策になり、水道事業者のハガキ請求書製作のコスト削
減、郵便料金のコスト削減、これらにかかる人件費削減、各家庭のゴミ
削減の為に実現して欲しいです。よろしくお願いいたします。

個人 厚生労働省
令和元年度に施行されたデジタル手続法により、国の行政手続は原則としてオンライ

ン化するとされ、水道料金の請求フォームを含む地方公共団体の行政手続については
努力義務とされました。

デジタル手続法
現行制度下
で対応可能

御指摘のはがきによる水道料金の納入通知書については、水道事業者（市町村等）
において、個人を対象に政府が運営するマイナポータルを活用した納入通知のオンラ
イン化について検討を進めてもらうことになります。

1370 令和3年6月28日 令和3年7月20日
児童扶養手当手続
きについて

オンライン申請推進、対面申請をな
くすこと

児童扶養手当手続きでは、戸籍や所得だけでなく住居は誰の名義か、
男性名義であればライフラインの支払い状況の確認、事実婚の解消時
には民生委員の署名など、公簿で確認出来ないものについて、どこまで
提出させる必要があるのかと思います。これらのことによりオンライン申
請は到底無理だとされました。申請内容に疑義があれば罰すればよく、
立入調査を行えばよいのではないかと。オンライン申請、オンラインでの
現況届を速やかにできるようにしてください。適正給付を掲げても、書類
不備で引っ掛かるのは正直者だけです。現在の流れとして１回目の相
談で揃えてもらう書類の説明、２回目で申請書受理、年に一回の現況届
です。これを、オンラインにて必要項目に回答していきます。事由発生日
など公簿だけでは確認出来ないものにもオンライン回答のなかで自動的
に入力されるようにします。入力された内容はシステムに取込み、不足
する情報や確認事項を洗い出します。職員のスキル不足を補え人的労
力の削減となります。同様に、現況届も事前にオンラインにて届でてシス
テムに自動入力できるようにします。現在は、現況終了後に入力業務に
追われ時間外にて対応しています(特児も同様)。オンライン申請内容が
直接システムと連携できたり、市町を経由せずに県へ送信できるように
なればいいとおもいます。

個人 厚生労働省

現況届は、住基情報や課税情報のほか、子どもの養育関係等の受給資格など、事
実関係の確認を行うための手続きとして運用しています。

2017年８月の現況届より、全部支給停止者であって、既にひとり親や児童に対する支
援が十分に行き届いており、対面の必要がないと判断した場合は、郵送提出を可能と
し、全部支給停止者の面談による負担を軽減するとともに、地方自治体の事務の効率
化を図っています。

また、マイナンバーによる情報連携により、住民票や課税証明書などの添付を省略
することは可能となっています。
（特別児童扶養手当についても、マイナンバーによる情報連携により、課税証明書など
の添付を省略することは可能となっています。）

児童扶養手当法第
28条の２第１項
特別児童扶養手当
法第35条第１項

その他

現況届は、地方自治体の担当者が、受給者の抱える様々な悩みや課題について相
談を受け、必要な支援につなげる機会と捉えて、受給者と自治体職員の間での双方向
の相談・確認の場として実施しています。

なお、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応として、 必ずしも対面による手続
きを前提と すること なく、郵送による受付を原則 としており、対面による手続きを行う
場合には、直接の確認を行うことが必要な情報のみ対面で聴取し、その他の情報は、
後日電話等により聴取するなど、柔軟な対応を取って差し支えないこととしています。
（特別児童扶養手当についても、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応として、
郵送による受付を行うなど、柔軟な対応を取っても差し支えないこととしています。）

1371 令和3年6月28日 令和4年12月14日
特定疾患医療受給
者証と保険証、マイ
ナカードの統合

特定疾患医療受給者証と保険証、
マイナカードの統合を提案します。
一元化されれば、不正利用、医療
機関への持ち運び忘れが低減され
ます。

特定疾患医療受給者証、自己負担額管理表を医療機関への持ち運び
の考慮が全くありません。これらこそ、マイナカードと統合するなど、患者
負担へ考慮願ます。
医療機関への提出物を少なくする事で、医療機関での事務の簡素化、
ひいては保険事務の簡素化につながります。

個人
総務省
厚生労働省
デジタル庁

難病の医療費助成については、指定難病の患者又はその保護者からの申請に基づ
き、当該患者が特定医療の対象になると認められる場合には、都道府県及び指定都
市は支給認定を行うとともに、医療受給者証を交付することとしています。また、支給
認定を受けた患者が医療費助成を受ける場合は、緊急の場合その他やむを得ない事
由のある場合を除き、医療受給者証を指定医療機関に提示する必要があります。ま
た、患者が各指定医療機関で負担上限額を超えて負担することがないよう、自己負担
上限額管理票についても合わせて提示する必要があります。

難病の患者に対する
医療等に関する法律

対応不可

受給者証・自己負担上限額管理票と保険証・マイナンバーカードの一体化を行うため
には、例えば、オンライン資格確認（※）の仕組みを用いて、医療費助成の受給対象者
であるかや自己負担限度額の区分に関する情報を医療機関が確認できるようにするこ
とが考えられますが、医療費助成を行う全自治体とオンライン資格確認等システムとの
間でネットワークを開通させた上で、当該情報をシステムに入力する必要があるなど、
自治体、保険者及び医療機関等における技術的・事務的な実行可能性について慎重
な検討が必要です。

また、難病医療費助成については、助成の対象となる特定医療以外の医療を受ける
場合においては受給者証を提示する必要はありませんが、一体化により、こうした場合
にも医療機関が受給者証の内容を閲覧できるようになることがよいかどうかといった点
を含め、個人情報保護の観点にも留意して、その実現可能性等を慎重に検討する必
要があります。

いずれにせよ、御指摘については各都道府県のシステムの状況等を踏まえつつ、導
入の是非も含めて関係者の御意見を伺いながら検討を進めることが重要であり、直ち
に実現することは困難です。

※ マイナンバーカードを医療機関や薬局で専用の端末に提示することで、医療保険
の資格確認を行うことができる仕組み。なお、マイナンバーカードと保険証の一体化に
ついては、これを加速する観点から、令和６年秋に保険証廃止を目指すこととしまし
た。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1372 令和3年6月28日
マイナンバー付き住
民票のコンビニ交付
について

マイナンバー付きの住民票をコンビ
ニで交付出来る市区町村と、そうで
ないところがあり、利便性に差があ
ると感じます。全国一律で出来るよ
うにしていただきたいです。

私の住んでいるところでは、コンビニでのマイナンバー付き住民票の交
付が出来ません。
子供が生まれたとき、マイナンバーの通知が来るまでに約１ヶ月かかり
ますが、以前は通知カードをマイナンバーの証明で使えましたが、今は
それも廃止されてしまい、証明するためなら、マイナンバーカードが送ら
れてくるのを待つか、マイナンバー付き住民票を取得するしかありませ
ん。
しかし、出産直後で、他の子の育児や仕事もある中、わざわざ役所まで
行って取得するのはとてもハードルが高く、そのため例えば健康保険の
扶養手続きをするのも、出産からかなり時間が経過してからしか出来ま
せん。コンビニで取得できるようになれば、すぐにそのような手続きをす
ぐに行えるようになります。

個人 総務省 未回答

1373 令和3年6月28日
マイナンバーカード
にかかる手続きの簡
素化

マイナンバーカードにかかる変更手
続きの簡素化
・住所変更手続きをインターネット上
で可能にすること。
・世帯主等が世帯全員分を一括変
更できるようにすること。

江戸川区役所から「本年11月2日付で住居表示が変更となる」旨の通
知があり、江戸川区役所のいろんな部署に一つ一つ回って手続きをしま
した。

その中で、マイナンバーにかかる住所変更手続きについて、家族全員
分の手続きをしようとしたところ「本人が来ないと受付できない」とのこと
でした。担当者と議論の末、代理人届を紙で区役所に出して、後日区役
所から郵送される手紙をもって区役所に来れば、代表者が家族全員分
の手続きをすることができるということになり、代理人届を出して帰りまし
た。

住所変更手続きは、民間企業ならインターネットでするのは当たり前の
こと。マイナンバーは手続きの簡素化のために始まったのでは？にもか
かわらず、役所の都合による住居表示の変更であるにもかかわらず、役
所に来させて、長時間待たせてようやく変更手続。しかも、コロナ感染リ
スクが高い中、乳児連れの母親もや老人が常に密の役所に集中しま
す。

住所変更手続きがインターネットでできれば、役所の人件費の削減、コ
ロナ感染リスクの低下などにつながるのではと思います。こんなことは銀
行など金融機関ではとうの昔から行っていることであります。是非早急
に改善していただきたいと思います（こんなことさえできずに何がデジタ
ル庁なのか・・・）。

個人 総務省 未回答

1374 令和3年6月28日
住民票の取得につ
いて

住民票の所得がコンビニでできるよ
うに国が統一して動いてほしい。

住民票や印鑑証明書などがコンビニエンスストアなどから取得できる・で
きない自治体がある。
仮に、これらがコンビニで取得できるようになれば、私達は急いで取得し
なければならないときにわざわざ役所に出向かずとも近くのコンビニに
駆けよるだけで済む。
また、役所は１つしかないが、コンビニは多数ある。役所に行くのに自動
車を使用することがほとんどだが、コンビニならば近くにあることが多い
ため、自転車などを使用できる。これはエコ活動にできる。
同様に、役所が遠い住民も、コンビニならば近いことがある。
これならば利便性が向上する。
さらに、コンビニエンスストアでの発行にマイナンバーカードを必須とする
現状、マイナンバーカードの需要も加速するのではないだろうか。

個人 総務省 未回答
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1375 令和3年6月28日 令和3年7月20日
法定検査の１１条検
査は二度手間

浄化槽法を改正し民間で検査すれ
ば行政検査は要らないと考えます。

浄化槽の設置者は、法定検査とは別に知事の登録を受けた業者による
保守点検や清掃もしていて、一般家庭で年数万円の出費を強いられる。
このため、法定の検査を「法を盾にした検査の強要」「点検代との二重取
り」と感じる人は少なくない。
しかも、浄化槽の維持管理は通常行政から認められた指定業者に委託
して行っているのですから、維持管理がきちんと行われているかどうか
は、その業者が責任を持つべきことで、毎年の維持管理のほかに検査
費用まで持ち主が負担するのは、二重取りではないかと考えます。

個人 環境省

保守点検は、浄化槽の処理機能を維持するため、点検や調整及びこれに伴う修理を
行うものであり、通常の使用状態においては浄化槽の構造や処理対象人員ごとに規
定されている回数を行っていただくことになっております。また保守点検については、都
道府県の条例によって業登録制度が設けられている場合は登録を受けた事業所に、
制度が設けられていない場合は浄化槽管理士に、各々委託することができます。

一方、定期検査（１１条検査）は、浄化槽が適切に使用され、かつ定期的な保守点検
や清掃が適正に実施される等、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか、水質
状態を含めて第3者の立場において確認するものとして、毎年１回都道府県知事が指
定したもの（指定検査機関）によって受検いただくことになっております。

（保守点検）
浄化槽法第10条第１
項および第3項、環境
省関係浄化槽法施
行規則第6条
（定期検査）
第１１条第１項

対応不可

保守点検は、浄化槽の処理機能を維持するために点検や調整及びこれに伴う修理
を行うものです。１１条検査は、浄化槽が適切に使用されかつ定期的な保守点検や清
掃が適正に実施されているか等、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか水
質状態を含めて第三者の立場において確認するものですので、趣旨目的が全く異りま
す。加えて、１１条検査の実施者の要件としては、公平中立的立場で実施するために
検査の信頼性、公平性、安全性を確保することが求められており、その基準に充足し
たものを検査機関として都道府県知事が指定しており、保守点検業の登録制度とは異
なります。

都道府県は、検査結果から得られた情報によって必要な助言や指導等を行うととも
に、生活環境及び公衆衛生上重大な支障を及ぼすことが認められた特定既存単独処
理浄化槽への除却命令等の行政対応が可能となります。これによって所有者や周辺
住民の生命や財産を守ることとともに生活環境の保全や公衆衛生の向上につながるこ
とから、１１条検査を廃止することはできません。

1376 令和3年6月28日 令和3年7月20日
所得税法第231条第
2項の見直しについ
て

現在の所得税法第231条第2項で
は，給与明細等の電磁的方法によ
る提供について，「支払を受ける者
の承諾を得て」となっていますが，こ
の承諾を得なくても電磁的方法によ
る提供ができるよう改正してほし
い。

現在弊社では，給与明細をWeb化して職員に提供していますが，所得
税法第231条第2項において「支払を受ける者の承諾を得て」とされてい
ることから，承諾していない職員には紙の明細を配付する必要があり，
Web明細の職員と紙明細の職員が混在しています。せっかくWeb明細の
システムを導入しているのに，当人の承諾が得られないために，Web化
の効果が損なわれてしまっています。

もし承諾が不要となれば，職員全員分の紙明細の印刷・仕分け・配付
がいらなくなるだけでなく，紙資源の節約にも資することになります。政
府が進めているデジタル化の促進にも沿うものかと思いますので，ぜひ
法改正をご検討いただけると幸いです。

個人 財務省 番号439の回答をご参照ください。

1377 令和3年6月28日 令和3年8月18日
救急業務実施基準
の改定について

救急業務実施基準（昭和３９年自
消甲教発第６号）の第２４条２項（活
動の記録）の改定により、医師と救
急隊の負担及び救急隊の病院待
機時間短縮、署名捺印の廃止の改
定を頂きたい。

現行では、救急業務実施基準（昭和３９年自消甲教発第６号）の第２４
条２項（活動の記録）において、「隊員又は准隊員は、傷病者を搬送し、
医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印
を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴
取し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。」とあります。

高齢化や多様化する医療現場において、救急隊への署名又は捺印、
傷病名や傷病程度を記載する事が負担になっており、また署名及び捺
印を待つために救急隊が病院に拘束される事も多くなっている。限られ
た医療資源を有効活用し、増加する救急出動件数に対応するために
も、本基準の見直しをご検討頂きたく提案させて頂きました。

個人 総務省

救急業務実施基準（昭和39年自消甲教発第６号）第24条第2項において、「隊員又は
准隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の
署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴
取し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。」と定めています。

救急業務実施基準
（昭和39年自消甲教
発第６号）

一部現行制
度下で対応
可能

救急活動記録票等への「医師の署名又は押印」や「傷病名、傷病程度等」の記録は、
傷病者の管理について、その責任の所在を明らかにするとともに、救急活動等の内容
を客観的かつ正確に記録することにより、救急業務の円滑かつ適切な遂行のための
基礎資料となるものです。

「医師の署名又は押印」については、傷病者の管理の責任の所在を明らかにするも
のであることから、傷病者を医療機関に搬送し引渡した後、速やかに行うべきですが、
「傷病名、傷病程度等」の記録については、その場で直ちに行うことを求めるものでは
なく、電話聴取等により事後に確認を行っている地域もあるものと承知しています。

1378 令和3年6月28日 令和3年7月20日

放課後児童健全育
成事業に関するデジ
タル化推進を放課後
児童クラブ運営指針
に書き加える

放課後児童健全育成事業(学童保
育)関連の業務について、デジタル
化の推進はとても重要です。
しかし現在、手書き・紙媒体や対面
を重んじ過ぎております。
この原因は、放課後児童健全育成
事業の運営等の基本を定めている
厚生労働省局長通知の放課後児
童クラブ運営指針にデジタル化に
ついての規定が曖昧であることで
す。
よって、放課後児童クラブ運営指針
に電子化デジタル化条項を書き加
えていただきたいです。

放課後児童健全育成事業(学童保育)関連の連絡手段において、お便り
や連絡事項(連絡帳)に紙媒体でのものが多く、また、放課後児童クラブ
の利用申込みに関する就労証明書も紙媒体で様式も統一されておらず
押印について公印(代表者印)を求めてケースが見受けられます。
このような紙媒体や公印を求める慣例や前例によっていてはデジタル化
を進めることに限界を感じます。
ぜひとも、事務的連絡文書は速やかに紙媒体からデジタル化する、お願
い致します。

個人
厚生労働省

行政改革の番号741の回答をご参照ください。

1379 令和3年6月28日 令和3年7月20日

戸籍謄本の取得を
本籍地に限らずどの
市区町村でも取得で
きる様に制度変更願
いたい。

現在の住所地の市区町村と本籍地
の市区町村が異なる場合の戸籍謄
本（戸籍抄本含む）の取得を本籍地
に限らず、どの市区町村でも取得
出来る様に制度変更して頂きたい。

本籍地は、自由に選択できるが、自身の出自を示すものとも考える事が
でき、本人やその両親にとっては思い入れがある場合があるので、住所
地とは異なるケースがままあるものと考えられる。一時的な転勤の際も
本籍地は変更しない（ことが多いと思われる。）
戸籍謄本を取得する必要があるケースは限られるが、郵送では時間と
手間がかかる。
市区町村の横の連携、システム統一等により実現出来れば、マイナン
バー制度と合わせて運用可能と思われる。
利用頻度は多くないと考えられるので、本件のみの制度変更によるコス
トメリットは少ないと思われるが、市区町村の横の連携を実現する事で、
他の行政手続きへも波及するので、行政の負担軽減と、国民の事務手
続き負担軽減に繋がると考えている。

個人 法務省 番号911の回答をご参照ください。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1380 令和3年6月28日 令和3年8月18日
自動車保管場所申
請のオンライン化

現在OSSサービスの対象外の中古
車や引っ越しの際に必要な車庫証
明申請のオンライン化

OSS対象外の自動車保管場所申請のオンラインによる申請。
現状では申請に2度警察署に出向く必要があり遠方などでは負担となっ
ている。オンライン化ができれば出向く時間がほかの経済活動に充てら
れる。

個人
警察庁
総務省
国土交通省

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号）第４条第１項の
規定により、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第４条に規定する処分、同法第
12条に規定する処分（使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。）又は同法第13条
に規定する処分（使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。）を受けようとする者
は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する自動車保管場所証明書（以下「証明
書」という。）を提出しなければならないこととされており、また、同法第６条第１項の規
定により、警察署長は、証明書を交付等したときは、保管場所標章を交付しなければ
ならないこととされていますが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」
を利用することによって、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所
証明、自動車諸税の納税）と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっております。

自動車の保管場所
の確保等に関する法
律（昭和37年法律第
145号）第４条第１項

事実誤認
御提案の、中古車の購入や引っ越しを行った際の自動車の保管場所証明の手続に

ついても、自動車保有関係手続のOSSを利用することにより、自動車の運行に必要な
他の行政手続と共に、インターネット上で一括して行うことが可能となっております。

1381 令和3年6月28日 令和3年8月18日
自動車の車庫証明
書について

クルマの買い替えにあたって、その
つど車庫証明の手書き書類を3枚
以上用意して、提出し、さらにその
内容の確認のために警察官もしく
は委託先の警察官OBがやってきて
現地確認するのは、その費用もふく
め大変な無駄だと感じる。

私の住む軽井沢町では、住宅用の土地所有が300坪単位、建ぺい率が
20％と決まっており、車庫のスペースは土地の8割におよぶ。こういう建
築基準が定まっている地域では、自己所有の土地と家屋においては、
最初のクルマ購入時に提出すれば、買い替えのときには、免除されて良
いかと思います。集合住宅や賃貸住宅、貸駐車場においては、実態の
存在もふくめた検証が必要だとはおもいますが、その場合のみの検証で
よいのではないでしょうか。

個人 警察庁

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号）第４条第１項の
規定により、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第４条に規定する処分、同法第
12条に規定する処分（使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。）又は同法第13条
に規定する処分（使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。）を受けようとする者
は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する自動車保管場所証明書（以下「証明
書」という。）を提出しなければならないこととされており、また、同法第６条第１項の規
定により、警察署長は、証明書を交付等したときは、保管場所標章を交付しなければ
ならないこととされていますが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」
を利用することによって、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、保管場所
証明、自動車諸税の納税）と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うこと
が可能となっております。

自動車の保管場所
の確保等に関する法
律（昭和37年法律第
145号）第４条第１項

対応不可

入れ替える自動車と旧自動車とでは、それぞれの大きさ及び形状等が異なることに
より、保管場所や周囲の道路等との関係が必ずしも同一とは言えず、また、旧自動車
の保管場所の周囲の状況、大きさ及び形状等が変更されている可能性や申請に係る
場所を特定できなくなるおそれがあることから、自動車１台ごとに保管場所の審査を行
う必要があると考えております。

1382 令和3年6月28日 令和3年7月20日
土地改良法による市
町村災害復旧の規
制について

土地改良法第96条の4で読み替え
られる第87条の5について、市町村
による土地改良事業災害復旧は議
会の議決が必要となっているが、議
決について削除する。

近年の災害復旧は大規模化しているため個人での対応は難しくなってき
ており地方自治体の役割が益々求められてきているが、土地改良法で
は市町村のみ災害復旧のときは市町村議会による議決を求めている。
そのため、市町村議会を開催しなくては災害復旧が出来ず早期の復旧
が困難となる。一方、国県の災害復旧については議決は必要なく応急工
事計画を定めればいいとなっていおり地方自治体との差が生まれてい
る。
土地改良法の制定背景を鑑みての規制だと思われるが、今後、営農人
口の高齢化も進んでくると地方自治体による復旧はますます必要とな
り、食料供給の点からも早期の復旧が必要となる中で、復旧のメインと
なる地方自治体のみに議決を求めることは、スピード感を持って取り組
めないため規制改革を求める。

個人 農林水産省

１．土地改良法に基づき市町村が行う災害復旧事業については、地域住民の意思を反
映させることが、地域の特性を踏まえた適切な復旧につながることから、応急工事計画
を定めるときに、住民の代表者（市町村議会議員）の議決機関である議会の議決を求
めているところです（第96条の４において読み替えて準用する第87条の５）。

２．一方、土地改良法に基づき都道府県が行う災害復旧事業については、一般的には
被災市町村等からの要請等を受けて、都道府県自らが発意して行うことができることと
されておりますが、受益者から当該事業の負担金を求める場合には、受益者の３分の
２以上の同意が必要とされています。（法第87条の５及び法第91条第４項において準
用する第90条第７項）。

土地改良法（昭和24
年法律第195号）第
96条の4第1項

検討に着手
地方分権改革に関する提案募集制度において、同内容のご提案をいただいていること
から、同過程を経て、対応方針を検討いたします。（令和3年12月中下旬に対応方針の
決定予定）

1383 令和3年6月28日 令和3年7月20日
美容師と理容師の
統合

以前は、男性は理容室、女性は美
容師という概念がありました。今や
男性、女性関係なく美容室にも理容
室にもいらっしゃています。 私は、
美容師ですが、女性のお客様は、
お化粧をするという名目かあれば、
顔剃りができます。ですので眉カッ
トの時をもレザーを使って眉下をそ
ります。
しかし、美容師は男性の眉毛のカミ
ソリでの処理ができません。
ですので、今や男性も眉毛も身だし
なみの１つです。美容室にいらっ
しゃる男性お客様も眉毛のカミソリ
ができるように、理容師と美容師の
統合をお願いします。
統合することによって、理容師さん
のほうも活性化されてくるはずで
す。もはや、おしゃれ身だしなみに
垣根はいらないとお思います。

男性も女性も身だしなみ、おしゃれの価値が高くなってきたからです。男
性のお客様から言われるからです。

個人
厚生労働省

番号11の回答をご参照ください。

1384 令和3年6月28日 令和3年7月20日
労働組合会計の公
認会計士監査義務
の緩和について

現在、労働組合法により、労働組合
はその会計を公認会計士・監査法
人の監査を受けねばならないことと
なっているが、中小規模の労働組
合においては、会社法の会計参与
のような、簡易な仕組みも利用でき
るようにする。

公認会計士・監査法人に法定監査として会計監査を依頼すると最低額
で数十万円の報酬を要求され、規模の小さい労働組合では、収入たる
組合費のほとんどを報酬にとられることになってしまう。
この義務付けは、労働委員会における資格審査において、労働組合の
規約上、このような義務を規定しているかを審査することのみで担保し
ており、小規模組合では、おそらく遵守できていないところがほとんどで
はないかと考えられる。会計を正確・透明にしようとする小規模労働組
合にとってはむしろ障害で、税理士も担当できる会社法の会計参与制度
等の方が望ましい。

個人 厚生労働省

労働組合法第５条第２項は「労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなけ
ればならない。」とし、同項第７号は、全ての財源、使途、主要な寄附者の氏名、現在の
経理状況などを示す会計報告について、組合員によって委嘱された職業的に資格が
ある会計監査人の検査を受け、報告が正確であることの証明書とともに当該報告を組
合員に公表することを規約に定めるべきことを規定しています。
また、ここでいう「職業的に資格がある会計監査人」とは、公認会計士法上の公認会計
士などが該当するとされています。

労働組合法第５条 対応不可

労働組合法第５条第２項第７号の規定が設けられた趣旨としては、組合財政は労働組
合存立の根本であり、組合員の組合財政に対する信頼感がなければ、自由にして民
主的な労働組合の発達を期することができないと考えられるためです。
したがって、会計報告が正確であるという証明には信憑性が求められることから、法律
上職業的に監査の資格があるとされている方が監査を行う必要がございます。
一方、当該必要的記載事項は、あくまでも労働組合が労働委員会委員の推薦など労
働組合法上の諸手続に参与したり、労働委員会による不当労働行為の救済を受ける
ために必要な労働組合資格審査の要件として定められたものですが、労働組合法上
の労働組合に該当するか否かは、これらとは別に、同法２条に適合するか否かによっ
て判断されます。そのため、当該必要的記載事項を満たしていない規約を有する労働
組合が、直ちに労働組合法上の労働組合とは認められないということではなく、こうし
た労働組合が労働組合法上の保護を一切受けられないというわけではないことにご留
意ください。

408



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1385 令和3年6月28日
マイナンバーデジタ
ル認証更新につい
て

マイナンバーの有効期限は10年、
デジタルは5年と異なっているので、
更新手続き簡素化のため共に10年
にしてもらいたい。
また、更新手続きは窓口だけでな
く、インターネットでもできるようなし
たもらいたい。更新時、いちいち予
約した後来所する必要があり、煩瑣
である。

マイナンバー一つに二つの有効期限があるのは非効率。
また、更新手続きのため、事前に予約した後、役所に出向く必要があり、
手間が多く全くメリットがない。

個人 総務省 類似処理

1386 令和3年6月28日 令和3年7月20日
貼付済み印紙の交
換に係る規制につい
て

貼付済み印紙の交換について、当
該印紙が切り取られた状態のもの
であっても汚染し、又は損傷されて
いないこと、及び租税又は国の歳
入金の納付に用いられた疑いがな
いことが認められるのであれば、交
換が行えるよう規制改革を行うべき
である。

印紙のうち、未使用の雇用保険印紙及び健康保険印紙は買い戻しの請
求ができ、同収入印紙及び自動車重量税印紙（以下「収入印紙等」）は
相応額分の印紙と交換することができるが、係る交換は、当該収入印紙
等が文書等に貼付済みであるときは、「その状態で提示の上」、当該収
入印紙等を提出しなければならないものとされている。
「その状態で提示の上」とは、例えば行政文書開示請求書に貼付済みで
あれば、収入印紙が貼付された状態の同書を言い、当該収入印紙とそ
の周囲を切り取った状態のもの（要は使用済み切手の消印無しのような
状態）はこれに当たらないと従来政府は訴訟等で主張して来た。これ
は、貼付された文書等の全体を徴しなければ、汚染又は損傷の有無、
租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いの有無を判断できないな
どという理由のものである。
然しながら、前掲の行政文書開示請求書であるとか、例えば訴訟関係
の文書（申立書等）であるとかは、取り下げ等に伴い収入印紙等が切り
取られた状態で当該収入印紙等のみが提出先の公的機関から差し戻さ
れることもままあり、この場合、前述のような要領すなわち現状の規制で
は交換を行うことはできない。而して、券面に汚れや消印等がないので
あれば、当該収入印紙等が未使用であることは明らかであって、仮に当
該収入印紙等が印紙税課税文書などから切り取られたものであっても
本来消印がされているはずで切り取りにより印紙税未納付ということで
あって別の問題であり、これを文書等から切り取られていない状態で交
換の申し出をしなければならないとするのは過剰な規制である。
よって、提案のとおり規制改革がされるべきであると考える。

個人 総務省

・「印紙税法」第８条において、「課税文書の作成者は、印紙税に相当する金額の印紙
を、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない」と規定
されています。
・「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」第３条第６項（以下、印紙法）において、
「収入印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に
協議して定めるところにより、当該印紙と交換することができる」と規定されています。
また、「収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令」第８条において、
「印紙法の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、当該収入印紙及び交換手
数料を日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない」とされており、「当該収
入印紙が文書等にはり付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入
印紙を提出しなければならない」と規定されています。

・印紙税法第８条
・印紙をもつてする歳
入金納付に関する法
律第３条第６項
・収入印紙及び自動
車重量税印紙の売り
さばきに関する省令
第８条

対応不可

・印紙税法に基づき課税文書等（契約書等）にはり付けられた収入印紙は、割印や署
名等で消されていない場合であっても、当該文書等の作成者が印紙税の納付に用い
た可能性があり、これを交換することのないようにする必要があります。
・現在、収入印紙の交換業務は郵便局で行っていますが、文書等にはり付けられた収
入印紙の交換に当たり、白紙や封筒など当該文書等が明らかに印紙税の課税文書等
でない場合には、当該印紙の交換に応じています。また、当該文書等が印紙税の課税
文書等がどうか判断できない場合には、税務署で確認を行うこととしています。
・当該印紙が文書等から切り取られたものである場合は、郵便局や税務署において印
紙税の納付に用いられたものかどうかの確認が困難になるため、省令におきまして「文
書等にはり付けられたものであるときは、その状態で提示」していただくよう規定してい
るものです。ご理解を賜われば幸いです。

1387 令和3年6月28日 令和3年7月20日
技術士資格の更新
制度について

日本では技術士資格の更新制度が
無く、死亡届が適切になされていな
いことで、技術士登録上、年齢120
～150歳の技術士が存在しているこ
とになっている。なおかつ、日本技
術士会では、少なくとも５年前から
そのことが課題として上っている
が、一向に議論が進んでいるようす
がなく、改善される気配がない（動
きが遅い）。

国家資格である技術士の資格を登録する際に、マイナンバーカードに紐
付けることで、死亡時点で技術士の登録を自動的に抹消する。このこと
で、抹消手続きが短期間化されるほか、日本技術士会または死亡技術
士の親族における抹消作業の負担を軽減できる。また、登録状況が正
確になることから、技術士更新制度が既に行われている海外に対して
も、説明責任を果たせる。

個人
総務省
文部科学省

技術士の登録を受けようとする者は、規定の様式による登録申請書を指定登録機関
（公益社団法人日本技術士会）に提出する必要があります。
また、技術士が死亡した場合や業務を廃止した場合には、当該技術士又はその相続
人若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を指定登録機関（公益社団
法人日本技術士会）に届け出なければならないこととなっております。

技術士法施行規則
第15条、第19条、第
23条

検討を予定

技術士の更新制度については、技術士制度の改善に向けた課題の一つとして検討を
行っているところです。
なお、指定登録機関である日本技術士会に聴取したところ、個々の技術士に対する不
利益が生じているとの報告は受けておりません。
また、国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用に関しては、デジタル・ガ
バメント実行計画（令和2年12月25日閣議決定）等を踏まえつつ、制度の改善に努めて
まいります。

1388 令和3年6月28日 令和3年8月18日
安全運転管理者講
習会

ネットを活用してリモート、もしくは動
画による方式に変えてみてはいか
がですか？

コロナ禍の中、各事業所の多忙な安全運転管理者を一同に集めて、三
密状態の会場で7時間以上も拘束して開催していますが、毎年ほぼ同じ
内容の講義をする意味ありますか？ネットを活用してリモートですると
か、なんかアイデア出してみたらどうですか？
会場費等（税金）もかからません。
午後からは半分以上寝てますよ。
この講習会によってどれだけの交通事故が減ったのかも疑問です。
管理者が講義の内容を持ち帰って、事業所内の各員に展開しているか
どうかも疑問です。
この講習会を受託している団体や企業、講師を派遣している大学や派
遣会社の既得権益のためにやっているので有れば問題ですね。

個人 警察庁
インターネットを活用して安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習を実

施できることについては、実施主体に対して既に通知しており、一部において実施され
ているものと承知しています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
74条の３第１項、第２
項及び第４項
並びに第108条の２
第１項第1号

現行制度下
で対応可能

制度の現状に記載のとおりです。

1389 令和3年6月28日 令和3年7月20日

労働安全衛生法に
基づく企業に対する
安全衛生委員会の
開催義務について
（自治体（北海道）か
ら）

労働安全衛生法に基づく、安全衛
生委員会の月1回以上の開催義務
について、過去に通知で、開催見送
りやテレビ会議などの柔軟な対応
が通知されたが、7月に指針が更新
されている。
（7月以降は毎月１回以上開催をす
るよう通達が出ている。テレビ会議
可との記載が消えている。）
提案は、過去の通知に戻して、テレ
ビ会議可とすること。

理由は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため。出社抑制により、感
染拡大防止、クラスター発生防止の効果がある。
出社抑制、テレワークの推進が求めていながら、対面の会議開催を義
務付けるのは矛盾がある。また、北海道の企業では警戒ステージの引
き上げにより、自治体（北海道）からは出社抑制依頼があるが、テレワー
ク中の社員が安全衛生委員会のために出社する事態となっている。

医療法人
ひよこクリ
ニック

厚生労働省

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害
を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して
意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「安全委
員会等」という。）を設けることとされています。また、事業者は安全委員会等を毎月１
回以上開催する必要があります。

労働安全衛生法第
17条、第18条、第19
条、労働安全衛生規
則第23条

現行制度下
で対応可能

令和２年８月27日付け基発0827第１号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17
条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」において、情報
通信機器を用いて安全委員会等を開催することについての考え方及び留意事項を示
しているところです。

本通達に基づき、テレビ会議システム等の情報通信機器を用いて安全委員会等を開
催することは現行制度下において可能です。

令和２年８月27日付け基発0827第１号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17
条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」
https://www.mhlw go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200901K0020.pdf
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1390 令和3年6月28日 令和5年3月13日
保険証をIC化し障が
い者手帳の機能を
付けよう

保険証（介護保険、医療保険、後期
高齢者理療保険等）をIC化し、デジ
タル管理できるようにした上で、必
要な人に障がい者手帳の機能を付
加してはどうでしょうか。

私は、特養の介護施設で働いています。高齢者を受け入れる際に、各
種の保険証を確認するのですが、介護保険や医療保険等で似たような
名前が複数あり分かりにくいです（介護保険被保険者証や介護保険負
担割合証等たくさんあります）。そこで、各種保険証を1つのカードにまと
め、IC化することで、ご利用者では紛失のリスクを軽減し、施設では端末
入力することで確認作業の簡素化ができると考えます。また、保険に関
する各種手続きも端末でできるようにすることで、ペーパーレス化がで
き、コスト削減にもなると思います。
さらに、これはある障害持ちの友人から聞いた話ではありますが、障が
い者手帳（身体・精神）のカラーや書式が地域ごとで異なるため、旅行先
で「この手帳はうちの地域では見たことがないため使えません」「この手
帳は偽物で使えません」と言われたことがあったそうです。このような事
では正当な理由で手帳を交付されている方、割引サービスを受ける権利
を否定していることになりませんか。やはり、IC化し全国統一化と同時
に、保険証と一緒に管理できる体制が必要と感じています。
保険証や障がい者手帳をデジタル化（ICカード化）することで、サービス
提供者の誤認も防ぎ、手続きも簡素化が図れると考えます。

個人 厚生労働省

【介護保険被保険者証について】
介護保険の被保険者証や負担割合証等については、根拠法令等に基づき、それぞれ
の証を発行しております。

【障害者手帳について】
障害者手帳については、平成31年4月からカード型の様式での交付が可能となるよう、
所要の改正を行いました。また、交付主体である自治体の判断において、ICチップや磁
気ストライプをを登載することは差し支えない旨を周知しております。

介護保険法施行規
則第26条等
身体障害者手帳の
様式等について（通
知）（平成31年3月29
日障発0329第31号）

【介護保険被
保険者証に
ついて】
検討を予定

【障害者手帳
について】
対応不可

【介護保険被保険者証について】
介護保険制度においては、被保険者証の在り方等について検討を行っているところで
あり、保険者等の関係者の意見を聞きながら、引き続き検討してまいります。

【障害者手帳について】
障害者手帳のマイナンバーカードを用いた情報連携の一層の推進については、システ
ム面などの環境整備や当事者や関係団体の方々の意見も踏まえ、今後とも検討して
いく必要があるものと考えております。

【全般】
マイナンバーカードを活用した厚労省所管の各種カード等のデジタル化等に向けた検
討及び取組を引き続き推進してまいります。

1391 令和3年6月28日

マイナンバーカード
の有効活用につい
て（納付書の電子化
及びコンビニでの印
刷・納付）

マイナンバーカードの有効活用の
方法として、市役所等から送られて
くる納付書類（税金、料金）を電子
化し、パソコン、スマートフォンで確
認し電子決済、コンビニで印刷、現
金納付等できるようにする。
本人もパソコンやスマートフォンで
未納も確認でき、納付書自体を紛
失、再発行、納付の間違い等もなく
なる。
コンビニについてもキオスク端末、
マルチコピー機を使い、印刷、納付
を行う。

市役所から送られてくる納付書は、全納、前期、後期、毎月と非常に複
雑であり、同封されてくる書類を読むことが面倒である。仮に全納した場
合は、他の納付が不要となるが、手元に残っているので、誤って納付し
てしまうことがある。
これを電子化すれば、全納した場合は、納付済みとなり、納付できない
ようにしてしまえば、誤ることもなく、かつ、市役所としても還付などの事
務を減らすことができる。
マイナンバーカードと紐づけ、パソコンやスマートフォンを活用すること
で、電子決済することができる。また、コンビニのマルチコピー機を活用
することで、市役所に行かず、時間的にも制限なく、納付書を印刷、コン
ビニで決済することができる。市役所に行くより身近でかつ手軽に納付
することも可能であり、たかだか納付書１枚もらうために、休んだり、待た
されたりすることもなくなる。
自身の未納も確認したいときに確認することが可能となる。
市役所から送られてくる通知も簡易で済むことも税金の節約につながる
ものと思われる。
また、電子的に行えるようになれば、通知自体も電子で行えることにな
り、通知書の送付自体も減らせると思われる。
相互に誤り、手間、時間（休暇、手続き、事務）の節約につながる。
印鑑だけでなく、そもそも紙を無くす方法を構築してもらいたい。
また、マイナンバーカードの活用の範囲を税、社会保障などと制限する
のではなく、また、行政だけでなく民間でも幅広い活用ができるようの変
えていただきたい。

個人 総務省 未回答

1392 令和3年6月28日 令和3年7月20日
法務局オンライン申
請及び建設業経審
について

24時間365日オンライン申請を出来
るようにして下さい。
経審に於いては、毎年申請する書
類の参考資料が多すぎます。

月～金のＡＭ8：30～ＰＭ9：00迄では、窓口に行かないだけ楽程度でし
かないからです。オンライン申請の便利さ半減です。
建設業については、参考資料が多すぎるのとオンライン申請が出来ない
というのが、ペーパーレス及び押印不要から乖離しています。紙ベース
での提出資料をなんとかして下さい。
それと、カードリーダーも不要にして下さい。
ランニングコストが掛かりすぎます。

イーホーム
株式会社

法務省
国土交通省

(法務局)
①登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間は，平日の午前８時３０分か
ら午後９時００分までとしております。
ただし，申請データの作成等，通信に関わる以外の作業については，オフラインにより
２４時間行うことができます。
②認証局からICカードで電子署名用電子証明書の交付を受ける場合，登記・供託オン
ライン申請システムでは電子申請を行う際に，ICカードを読み込んで電子署名をするこ
とができます。

（建設業）
経営事項審査制度は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おう
とする建設業許可業者が、必ず受けなければならない審査です。
この審査は多くの公共発注機関における競争参加資格審査に活用されており、十分な
審査精度を確保するために必要な確認資料を求めております。

(法務局)
なし

(建設業)
建設業法第２７条の
２３

(法務局)
①検討を予
定
②事実誤認

(建設業)
対応

(法務局)
①登記・供託オンライン申請システムのサービス提供時間につきましては，サービス提
供に要する費用及びシステムのメンテナンス実施時間等も考慮して，対応の可否を検
討してまいります。
②「制度の現状」のとおり，登記・供託オンライン申請システムでは電子申請を行う際
に，当該システムが提供する申請用総合ソフト又は「PDF署名プラグイン」によりICカー
ドを読み込んで電子署名をすることができるところ，申請用総合ソフト及び「PDF署名プ
ラグイン」においては，ICカードを用いずとも，電子証明書ファイルにより電子署名をす
ることも可能であり，御提案の内容は，電子証明書の発行主体による発行の方法にも
よるものと考えます。
また，当省においても，電子署名の方法等については，引き続き利用者の利便性の向
上の観点から更なる改善を検討してまいります。

(建設業)
経営事項審査の電子申請を可能とするシステムの構築を進めており、令和５年１月よ
り運用を開始する予定です。
またシステムの構築においては、他のシステムとバックヤードで連携することで、消費
税納税証明書や技術者の資格情報等、現在紙で添付を求めている資料の一部を省略
できる仕組みの導入についても併せて検討しております。

1393 令和3年6月28日 令和3年7月20日
海外でのパスポート
申請

・ネットを使用した申請を可能にして
ほしい。大使館、領事館で近くにな
い。
・戸籍抄本・謄本の取り寄せを在外
公館を通じて行えるようにして欲し
い。日本に代理人がいない人には
取得の手段がほぼない。

・ネットを使用した申請を可能にしてほしい。大使館、領事館で近くにな
い。申請、取得の２回訪問する必要がなくなる。
・戸籍抄本・謄本の取り寄せを在外公館を通じて行えるようにして欲し
い。日本に代理人がいない人には取得の手段がほぼない。

個人
法務省
外務省

行政改革の番号655をご参照ください。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1394 令和3年6月28日 令和3年7月20日

オンライン（電子）申
請において、現状の
資格者代理人の縦
割りを相互開放する

１．会社・法人登記申請を行政書士
ができる制度にする。
２．具体的には、司法書士法の改
正、もしくは法務省通達を出して、
当該申請を行政書士と司法書士の
共通業務とする。
３．政府が推進するデジタル社会の
実現のため、上記の代理権はオン
ライン（電子）申請に限定する。
４．司法書士会からの反対がある
場合には、行政書士の業務のうち、
遺言書作成や定款作成を司法書士
にも開放し、資格間で業務の相互
乗り入れを可能とする。
（現状では、遺言書の作成や、定款
作成を司法書士が行うことは、行政
書士法及び弁護士法となる）

■ メリット１
オンライン申請の増加・登記コストの削減。
「資格者代理人」が増えれば、オンライン申請が促進され、審査に要す
る法務局のコスト削減に繋がる。
■ メリット２
現状、法務局の整理統合により、多くの県で会社登記の申請先が県庁
所在地の法務局１つのみになってしまっている。そのため、遠方の会社
には、登記にこれまでより多くの時間・交通費がかかっている。
もちろん、近隣の資格者に気軽に依頼できればいいが、現状は、まだま
だ資格者の数が少なく、支払う報酬も安価とはいえない。
そこで、資格者の数を増やすことで、国民の選択肢を増やし、かつ資格
者間での競争によるサービスの質の向上に繋がる。
■ メリット３
司法書士が許認可制度を知らなかったために生じている依頼者(国民)
の不利益が回避される。
（不利益の例）
・司法書士が運送業の許可制度を知らずに登記をしたために、後日、増
資が必要になり、費用と手間が余計にかかってしまった。

・司法書士が外国人の経営する関連の会社の登記をしたが、ビザがス
ムーズに取れず、期間と費用が無駄になった。
上記の問題は、行政書士が登記まで受任できていれば回避できたもの
である。
■
司法書士側から反対があった場合は、行政書士の業務の一部を司法書
士に開放（相互乗入れ）することで、バランスを取って解決する。
具体的には、現在の制度では、司法書士は、「定款」や「議事録」「遺言
書」を業として作成することはできないものとされているところ（弁護士法
及び行政書士法違反となる）、行政書士側が、このような業務を司法書
士に開放するものとする。

個人
総務省
法務省

・司法書士法第３条第１項第１号及び第５号において、司法書士は、登記手続の代理
及び相談を行うことを業とすることができる旨規定し、同法第73条において、それ以外
の者がこれを業として行った場合、司法書士法に抵触する旨規定しています。

・行政書士法第１条の２第１項は、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公
署に提出する書類･･･その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業
とする」、また同法第19条第１項は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として
第一条の二に規定する業務を行うことができない」と規定しています。

司法書士法第３条第
１項第１号及び第５
号、第73条
行政書士法第１条の
２、第19条第１項

対応不可

（提案１～３について）
・国民の権利に多大な影響を及ぼす登記業務を適正・円滑に行うためには、登記に関
する知識及び相当の法律的専門知識を有する者が登記申請業務を取り扱う必要があ
ることから、登記手続の代理は司法書士の独占業務とされています。

これは、司法書士については、司法書士法第６条に基づき試験が実施され、その業
務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められる者に資格を付与することによ
り、国民の権利の保護に資することによるものです。

そのため、このような制度的な能力担保がされていない者について、登記の申請代
理等の事務を行うことを業として認めることは適当ではないと考えます。

（提案４について）
・官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
は行政書士法第１条の２に規定する行政書士の独占業務とされていることから、行政
書士の業務を行うために必要な知識及び能力の担保がなされていない者について、当
該書類の作成事務を行うことを業として認めることは適当ではないと考えます。

1395 令和3年6月28日 令和3年7月20日
子の出生時手続の
簡素化

子が生まれた際の手続き、具体的
には、出生届提出、保険証作成手
続、児童手当申請、子ども医療証
申請)を一度で行えるようにする。
出生届の提出により、児童手当も
子ども医療証も、自動的に手続完
了とする。

現在の手続は、◆14日以内に原則両親いずれかが役所へ赴き出生届
提出。◆あわせて児童手当申請。◆出生児の氏名、続柄が入った住民
票を入手(同一世帯の者でないと手続不可)。◆(私の企業健保では、)住
民票を添付して扶養家族増申請。保険証作成依頼。◆出来上がった保
険証を持って、再度役所に赴き、子ども医療証の交付申請。◆出生児の
保険証、子ども医療証を、産院へ提示。→ここまでを、出生日当日から
30日以内に完了する必要あり。30日を超えた場合、例えば出生児が産
後NICUに入り、発生する医療費(10万円／日)について、家計から支払
いする必要有。事後還付も無し。
子どもが生まれた後、母親は少なくとも1週間程度は入院しており、父親
は仕事や、休みがとれていても上の子の育児、家事をしています。その
状況下で、30日間というタイムリミットの中、両親いずれかが、何度も、直
接に、平日日中に、役所に赴く必要がある現在の手続は、我が家以外
にも産後の両親にかなりの負担を与えているものと思われます。
出生届が、子どもが生まれた報告の意であれば、その報告を以って、児
童手当も子ども医療証も保険証も必要ですね、交付手続進めときます
ね、として頂けないでしょうか。
特に産後は、子どもの事に、家庭に、集中させていただきたいのです。

個人

内閣官房
内閣府
法務省
厚生労働省

子ども医療証については、自治体が独自に行っている助成制度によるものであると
承知しています。

【健康保険加入手続きについて】
新生児の健康保険加入手続については、加入する制度が国民健康保険である場

合、住民登録の手続と併せて行うこととなります。なお、被用者保険へ加入する場合
は、事業主との手続の一環として、事業主を経由して保険者に対して手続を行うことと
しています。

また、医療機関において被保険者証を提示せず、療養の給付を受けることができな
かった場合であって、保険者がやむを得ないと認める場合は、療養費として償還払い
を受けることができます。

【児童手当】
・児童手当は、児童を養育する者に支給するものであり、住所地の市区町村では、申
請（認定請求）に基づき、申請者が児童を監護していることや、児童と生計が同一であ
ること等を確認しています。また配偶者等がいる場合には、その者の所得等も確認し
た上で、主に児童の生計を維持している者を受給者として認定しています。
・児童手当は、申請を行った日の属する月の翌月分から支給されることになっています
が、出生日が月末の場合や災害、急病等のやむを得ない理由により月内に申請がで
きなかった場合には、出生日ややむを得ない理由が止んだ日（以下、「出生日等」とい
います。）から15日以内に申請をすれば、出生日等の属する月の翌月分から支給され
ます。

【出生届出】
出生の届出は，１４日以内（国外で出生があったときは，３か月以内）にしなければな

らないとされており，郵送によってもすることができることとされております。
なお，嫡出子出生の届出は，父又は母から，子の出生前に父母が離婚した場合に

は，母がしなければならないとされており，嫡出でない子の出生の届出は，母がしなけ
ればならないとされております。

【健康保険加入手続
きについて】
健康保険法施行規
則第38条等

【児童手当】
・児童手当法第4条、
第7条、第8条

【出生届出】
戸籍法第４９条第１
項，第５２条第１項及
び第２項

【健康保険加
入手続きに
ついて】
その他

【児童手当】
対応不可

【出生届出】
対応不可

【子育てに関連する手続全般について】【健康保険加入手続きについて】
政府としては、国民が行政手続を行う際の負担を軽減するため、行政のあらゆるサー
ビスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル３原則（※）を
基本として、行政手続のオンライン化を推進しています。
（※ デジタル３原則 ①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタル
で完結する。②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。
③コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップ
で実現する。）
「子育て」に関連する手続については、2017年度（平成29年度）に、マイナポータルを活
用して地方公共団体における子育ての手続に関するサービス検索及びオンライン申請
ができる子育てワンストップサービスを開始したところです。 引き続き、窓口に出向か
ずとも子育てに関するサービスの申請がオンラインで完結する仕組み等の実現によ
り、子育て世代における利便性向上や手続に係る負担の軽減のための施策に取り組
んでまいります。

【児童手当】
・児童手当は、児童を養育する者に支給するものであり、出生届だけでなく、申請によ
り受給資格の審査に必要な情報を確認しています。
・国から地方自治体に対して、住民基本台帳担当部署等の関係部署と連携に努めるよ
う周知しているところであり、市区町村においては、出生届の受付の際等に児童手当
の手続を案内いただいているものと承知しています。
・なお、児童手当の申請については、郵送による申請や、内閣府が運営しているマイナ
ポータル等を利用したオンライン申請により、直接窓口に来ていただかなくても手続が
可能となっています。

【出生届出】
制度の現状に記載のとおりです。

1396 令和3年7月20日 令和3年8月18日
戸籍謄本のコンビニ
取得

父の死去後の整理のため、戸籍謄
本が必要となりました。夫が海上自
衛官で頻繁に転勤するため、取り
寄せに非常に煩雑に感じます。
せっかくマイナンバーカードを作っ
ても、戸籍謄本については定額小
為替を買って、往復郵便で手続きす
ることに旧態然な感じを受けます。
理想はマイナンバーカードで全国ど
こでもコンビニ取得可能にしてもら
いたいです。前段階で、各市町村へ
の料金納付は電子マネーやクレ
ジットカードにすべきです。
せっかくマイナンバーカード作っても
メリットが中途半端にしか感じませ
ん。もう一歩踏み込んで下さい！

通常郵送での戸籍謄本の手続きは1週間程度かかります。
申請書類に不備があれば、もっと時間がかかります。
これがマイナンバーカードで全国どこでも取得できれば、1時間もかかり
ません。
マイナンバーカードの主旨に利用者のメリットがあるのなら、ぜひ追加す
べき機能と思います。

個人 法務省 番号308、1099の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1397 令和3年7月20日 令和3年8月18日
年末調整書類の原
本送付の廃止

年末調整のオンラインでの完結化
（文書送付の廃止）提案

確定申告はオンライン化が進みましたが、企業での年末調整書類（特に
控除対象がある場合）は所定の書式での原本送付原則が未だに守られ
ています。
（各種保険であれば）保険会社名（企業番号）と保険証券番号、住宅借
入金控除であれば、マイナンバー紐づけか役場発行の申請番号のほう
が、紙の書面による申請よりも申請の一意性、セキュリティもより確実で
す。（改ざんの困難性は書面よりきちんと設計されたシステムの方が高
いのは現在のITでの常識です）

個人 財務省 番号1142、1292の回答をご参照ください

1398 令和3年7月20日 令和3年8月18日

厚労省_輸入食品監
視業務【品目登録制
度申請書類につい
て】

品目登録要請時の申請書類につい
て
(1)ペーパーレス化の実現
メールによる申請の実現、または申
請書類を現行3部提出から1部提出
へ削減
(2)代表者印押印廃止
代表者印押印廃止、または社判
（角印）でも申請を可能とする

弊社は調理器具、及び家電の取扱いが多くありますが、入港から納品
までが短納期であるため、事前に輸入食品等試験検査の上、品目登録
制度を利用し輸入届出を行っております。商品の納期優先のため、今後
も品目登録制度自体は利用を継続したいと思っております。
しかし品目登録制度利用にあたり、非常に手間とコストがかかっていま
すので以下2点についてご検討願います。
(1)品目登録要請書送付時の提出書類削減、または電子申請の実現
現行ルールでは「申請書類一式×3部提出」ですが、弊社では一つの商
品に対し複数件分の検査証明書を添付することが多くあり、申請時の書
類が毎回膨大な枚数となっています。1登録申請に対し100～200枚の検
査証明書が添付される場合も多く、2～3件分の登録申請であっても100
サイズの段ボール箱で検疫所へ発送することがあります。発送する3部
の内、控えで返却された書類は既に社内で保存されているデータがある
ため、結局シュレッダーで破棄するだけとなり、非常に無駄であると感じ
ます。
まず電子データを添付することによりメールで品目登録申請が出来れば
最善です。
これまで通り紙での提出しか不可とのことであれば、添付書類の削減を
求めます。
現行の「申請書類一式×3部提出」を2部減らし、1部で登録を進める方
法を整備していただきたいです。
(2)品目登録要請書の代表者印省略
代表者印の押印を無くす、または代表者印ではなく社判で可としていた
だきたいです。
検疫所へも相談しましたが、検疫所単位で対応出来るものではないとの
認識でした。
毎日膨大な量の紙を検疫所に発送しています。一刻も早くご検討をお願
いいたします。

民間企業 厚生労働省

（１）輸入食品等監視指導業務基準にて品目登録要請書については正副３部を求めた
上、１部を輸入者に返送しております。
（２）令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決
定）を踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名（以下「押印
等」という。）を求めている輸入食品にかかる手続（品目登録要請書を含む。）につい
て、押印等を不要としております。また、厚生労働省のホームページにおいて、押印等
が不要な旨を周知しております。
「食品衛生法に基づく輸入手続」
https://www.mhlw go jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

なし

（１）検討を予
定

（２）対応

（１）品目登録要請書の必要枚数、送付方法については検討いたします。なお、電子
データによる送付については、ファイル容量によっては電子メールでの対応が難しいと
考えます。
（２）令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決
定）を踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名（以下「押印
等」という。）を求めている輸入食品にかかる手続（品目登録要請書を含む。）につい
て、押印等を不要としております。また、厚生労働省のホームページにおいて、押印等
が不要な旨を周知しております。
「食品衛生法に基づく輸入手続」
https://www.mhlw go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

1399 令和3年7月20日 令和3年8月18日
ハローワークの意味
不明なＷｅｂ化

求人情報の掲載がＷｅｂ化されまし
た。
ただ、パスワードの設定に窓口まで
行く必要があります。
Ｗｅｂで完結して下さい。（普通のこ
とです）

求人情報の掲載がＷｅｂ化されました。
ただ、パスワードの設定に窓口まで行く必要があります。
本末転倒です。
しかも、１か月使用しないと、パスワード切れます。
また、窓口必須です。
中小企業は、そんなに頻繁に採用しません。

個人 厚生労働省

初めてオンラインで求人を申し込む場合や、過去１年間申し込んでいない場合等は、
オンラインで求人情報を入力後、１４日以内にハローワーク窓口に来所いただき内容
確認を受ける必要があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特例として、来所を求めず、電話
等での確認のみで受理を行っております。

なし 対応
令和３年７月30日から、求人者マイページから求人のお申し込みをしていただいた場

合、原則的にハローワークからの事業所訪問、電話等により内容確認を行うことにしま
した。

1400 令和3年7月20日 令和3年8月18日
障害者の市役所や
NHKなど各種手続き
方法について

障害者福祉における各申請手続き
(補助具申請や補助具修理申請、
住宅改築補助申請、NHK減免申
請、各公共減免、高速道路会社や
鉄道会社など)を郵送やマイナン
バーカードなどによるオンライン申
請できるように国(各省庁)から市町
村、NHKなどへ強く通達してほし
い。

障害者の福祉における各種申請手続きが今だに窓口まで行かないとで
きない。障害者は高齢の方も多く、市役所へ移動するのも大変です。ま
してやこのコロナ禍の中で不特定多数が集まる市役所へ健常者より身
体が弱い人を行かせるのは感染の危険が高くないでしょうか。郵送やオ
ンラインでは駄目な理由や根拠もないと思いますし、本人確認や必要書
類が添付されていれば問題ないと思います。
郵送やオンライン化により、１：コロナの感染リスクを減らす２：各市町村
の役所の窓口混雑解消や職員の負担軽減により働き方改革となる３：そ
の他の手続きの業務簡略化やペーパーレス化４：法改正など無くても各
省庁からの通達でできるのでは。

個人
総務省
厚生労働省
国土交通省

【総務省】
受信料免除に関する手続については、NHKが定める日本放送協会放送受信規約に

基づいて行われることとなります。

【厚生労働省】
【補装具申請や補助具修理申請の手続き】

厚生労働省が「補装具費支給事務取扱指針」を示し、各都道府県、指定都市、中核
市等が運用しています。

補装具費支給に係る事務処理について、身体障害者の補装具費支給のためには、
本人等が、補装具の購入を行う前に、市町村に様式例第１号「補装具費支給申請書」
等の書類を市町村へ提出する必要があります。

【国土交通省】
   公共交通機関における障害者の方のオンラインでの乗車船券等の予約・決済につ
いては、一部の事業者の対応に限られている現状となっております。

【厚生労働省・国土交通省（有料道路通行料金の割引措置）】
有料道路通行料金の障害者割引手続については、事前に地方公共団体の福祉事務

所等での対面による確認手続が必要となっております。

地方自治法245条
の４の規定に基づく
技術的助言
【補装具申請や補助
具修理申請の手続
き】

障害者総合支援法
施行規則第65条の７

【総務省】
対応

【厚生労働
省】
現行制度下
で対応可能

【国土交通
省】
検討に着手

【総務省】
障害者に対する受信料免除の申請については、NHKにおいて、令和３年10月頃より

郵送による申請も可能とすることとしています。

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【国土交通省】
   公共交通機関の分野において、障害をお持ちの方でも一般の旅客と同様に、オンラ
インにより乗車船券等の予約・決済が実現（マイナポータルとの連携を含む）されるよ
う、官民が連携して、各事業者における取組の具体的な方向性や目標等を早期に定
め、実現に向けた検討等を行っております。

【厚生労働省・国土交通省（有料道路通行料金の割引措置）】
当該割引措置の申請窓口である管内福祉事務所及び関係機関に【事務連絡】「新型

コロナウイルス感染症対策等としての有料道路における障害者割引の郵送手続きを
可能とする特例措置について（周知依頼）」（令和３年１月１５日）により申請者が福祉
事務所等に来所して行う申請手続き（新規･変更 更新）は、当面の間は郵送手続によ
る方法も可能としております。

また、有料道路通行料金における障害者割引のオンライン申請の実現にあたり、申
請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、マイナンバー
カード及びマイナポータルを活用したオンライン申請システムの構築に係る課題抽出
やその課題解決のための調査・検討に着手しております。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1401 令和3年7月20日 令和3年9月10日

医師・歯科医師・薬
剤師届及び業務従
事者届の完全オンラ
イン化

表題の医療従事者における2年に
一度の届出調査について、現在は
届出用紙で各保健所への提出と
なっているが、オンラインでの届出
を可能にしていただきたい。

表題の医療従事者における2年に一度の届出調査について、現在は届
出用紙の提出が求められております。用紙は各保健所より勤務先へ配
布、もしくは各自が保健所から受け取り、または厚生労働省ホームペー
ジよりダウンロードし、記入して管轄の保健所に提出することとなってお
ります。しかし、届出期間が短く、医療機関に従事していない場合で特に
育児や介護、病気等での入院中などの場合に紙ベースでの届出は時間
的物理的制約が大きくなります。実際に私個人は薬剤師免許保持者で
すが現在退職しており、さらに1月上旬に多胎出産予定であり、12月上
旬には管理入院となる予定のため、用紙配布、提出期間に自ら保健所
で手続きすることが不可能であります。入院中はCOVID-19の影響で面
会不可であり、荷物の受け渡し等も制限があるため、これらの手続きを
代理で行うのも通常よりも困難である状況にあります。
厚生労働省または各保健所のホームページ上でオンラインによる届出
が可能になれば、上記のような状況下であっても簡便に届出が可能とな
り、より正確な統計調査が可能となると考えられます。
また、オンライン化に伴い、届出用紙が不要となるため用紙やインク代
のコスト削減となり、さらに、現在多忙な保健所における窓口業務の軽
減につながると考えられます。

個人 厚生労働省

医師、歯科医師、薬剤師については、医師法、歯科医師法、薬剤師法に基づき、２年
ごとに氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項について住所地の都道府県知事
を経由して厚生労働大臣に届け出ることとなっており、現在、届出票は保健所、都道府
県を経由して紙によって提出されています。

また、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士については、保
健師助産師看護師法、歯科衛生士法、歯科技工士法に基づき、２年ごとに氏名、住所
その他厚生労働省令で定める事項について就業地の都道府県知事に届け出ることと
なっており、現在、届出票は紙（一部オンライン）によって提出されています。

医師法第6条第3項、
歯科医師法第6条第
3項、薬剤師法第9
条、保健師助産師看
護師法第33条、歯科
衛生士法第6条第3
項、歯科技工士法第
6条第3項

検討に着手

医師法、歯科医師法、薬剤師法に基づく届出については、令和３年９月よりオンライ
ン化に向けた調査を実施することとしており、また、令和６年度から稼働予定のマイナ
ンバーを利用した国家資格等情報連携・活用システム（仮称）との関係の整理も含め、
オンライン化に向けた課題・方法について現在検討を行っています。

また、業務従事者届については、看護師等の資格管理情報デジタル化の検討状況も
踏まえ、オンライン化やデジタル化の可能なものから実施することについて、検討を
行っています。

1402 令和3年7月20日 令和3年8月18日
農地の地目変更に
ついて

水田をもうやっていないので原野に
したいという話をしたところ、町の農
政課及び農業委員会ではどうにも
できないので、県の土木まで（しか
も県庁、出先機関は不可）いかない
といけないという不便さがあるので
解消できないものでしょうか。

町の農政、農業委員会で申請すれば変更できるよう簡単にしてほしい。
手間である。

個人 農林水産省

農地法に基づく農地転用許可制度では、農地を農地以外のものにする場合には、都
道府県知事又は指定市町村長による農地転用の許可が必要です。

当該農地転用許可を受けようとする場合には、農地を転用しようとする者は、市町村
の農業委員会を経由して都道府県知事又は指定市町村長に申請書を提出する仕組
みとなっています。

農地法第４条第２項
農地法第５条第３項

現行制度下
で対応可能

農地を転用する場合には、農地法に基づく農地転用許可が必要となりますが、現行
でも市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出する仕組みとなっています。

1403 令和3年7月20日 令和3年9月10日
特別養護老人ホー
ムの嘱託医制度に
ついて

特別養護老人ホームは介護施設で
りながら、医療施設としての登録も
義務づけされています。そのため医
師をさがして委託費を払って契約
し、嘱託医として登録します。しかし
利用者のなかには、入所前からの
医療機関をかかりつけとして継続し
たいという希望の方もいらっしゃっ
たり契約した嘱託医の先生が夜間
や緊急時の対応が難しい方もいま
す。そのため、嘱託医と別にかかり
つけ医をお願いしようとすると診療
報酬上は特養に往診しても報酬点
数としてがん末期以外は算定でき
ないようになっているため、医療機
関にとってはメリットがなく、断られ
るか、別途、施設からの契約料を要
求されたりします。

特養への医療の制限を撤廃してほしい。
(嘱託医制度の廃止、医療機関との自由契約、診療報酬上の請求制約
の撤廃)

個人 厚生労働省

・介護老人福祉施設（特養）は、入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うため
に必要な数の医師を配置することとされており、配置医師の医療行為は、介護保険と
医療保険とで調整の上、評価されています。
・外部医師（配置医師以外の医師）については、ⅰ)緊急の場合、ⅱ)配置医師の専門
外の傷病の場合のほか、ⅲ)末期の悪性腫瘍の看取りや、iv)在宅療養支援診療所等
の医師による看取りの場合には入所者を診ることができるとされています。

・指定介護老人福祉
施設の人員、設備、
及び運営に関する基
準（平成11年３月31
日厚生省令第39号）
第２条第１項第１号
・特別養護老人ホー
ムの設備及び運営に
関する基準（平成11
年３月31日厚生省令
第46号）第12条第１
項第1号
・「特別養護老人ホー
ム等における療養の
給付の取扱いについ
て」（平成18年３月31
日保医発0331002
号）

対応不可

特別養護老人ホームに配置を求められる医師は、入所者の健康管理や療養上の指
導を通じて、日常的に健康状況を把握し、その健康を保つ重要な役割を果たしている
ところであり、その撤廃については検討しておりません。

また、上記のとおり、特別養護老人ホームにおいては、配置医師により健康管理や
療養上の指導が提供されることとなっており、これについて介護保険と医療保険とで調
整の上評価を行っているところであり、施設外の医師による医療行為は、一定の場合
に限り診療報酬の算定が可能とすることで、入所者の必要な医療ニーズに対応してい
るところです。

なお、特別養護老人ホームにおける医療提供体制については、必要に応じて見直し
を行ってまいります。

◎
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1404 令和3年7月20日
マイナンバーカード
の郵送対応化

マイナンバーカードを申請受理後、
用意できたら書き留め郵便にて発
送する。
現在
・マイナンバーカード申請、約１ヶ月
後に市役所から受け取り用書類一
式が届く。受け取り希望日の１週間
前までに予約をし、郵送書類と本人
確認書類、印鑑などを持って本人
（代理人不可）が予約した日時に市
役所に行き受け取り手続きをして受
け取る。
改定案
・マイナンバーカード申請、約１ヶ月
後に市役所からマイナンバーカード
が書き留め郵便で届く。

現在マイナンバーカードの受け取りは
わざわざ遠方の役所まで取りに行かなければいけない。
１週間前までにHPから事前予約が必要。
本人確認書類など持参する物がいくつか必要。
本人が受け取りに行かなければならない。
（一部理由を除いて代理人不可）
受付は平日と一部土日のみ。
となっており、私自身1年前にマイナンバーカード申請をしたが、現在も
忙しく取りに行けていない。
現時点でのマイナンバーカード普及率が低いのには受け取りの際の対
応が面倒、というのがあると強く感じる。
マイナンバーができた際には郵送で送られてきた。
健康保険証等も毎年郵送で送られてくる。
何故マイナンバーカードは郵送する事ができないのか？
本人確認が必要ならクレジットカードのように書き留め郵便にしたらいい
のではないか？
そもそもマイナンバーを発行した際、マイナンバーカードとして郵送した
ら普及率を上げるための手間も省けたのではないか？
と思ったため提案させていただきました。
（見当違いな事を言っていたらごめんなさい）
想定される効果
市役所職員と本人の拘束時間の短縮。書類送付などのコスト削減。予
約受付処理などの手間が減る。
普及率アップ（申請後の対応が簡易化されたと分かるよう宣伝する必要
はあると思います）

個人 総務省 類似処理

1405 令和3年7月20日 令和3年8月18日
警備業の個人法人
の各種資格証に関
して

資格証の住所変更

現在、資格証を取得した警察署のみでしか手続き出来ない為、転勤や
支社引っ越し時は委任状を添えて、近隣支社に頼まなければならない。
例:北海道では、帯広署で申請したなら、同じ十勝管内の広尾署では出
来ない。
運転免許証と同じで良いと思う。

個人 警察庁

「資格証の住所変更」として提案されていますが、住所変更に伴って手続を必要とす
るのは合格証明書であるため、この件について提案されているものと思われます。

なお、合格証明書に関する制度の現状については次のとおりです。
合格証明書の交付申請については、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。）第14条第１項及び第２項において、合
格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該
合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請
者が警備員である場合におけるその方が属する営業所の所在地を管轄する公安委員
会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出
することとされています。

書換えの申請については規則第15条第１項及び第５項において、再交付の申請につ
いては規則第15条第３項及び第５項において、「当該公安委員会」にすることと定めら
れており、いずれの申請についても、規則第14条２項の規定により経由すべき警察署
を経由して、合格証明書の交付を受けた都道府県公安委員会に申請することとされて
います。

警備員等の検定等に
関する規則（平成17
年国家公安委員会
規則第20号）第13条
及び別記様式第６
号、第14条並びに第
15条

検討を予定
合格証明書に記載の住所の変更に伴う手続の利便性向上に向けた警備員等の検定

等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）改正について検討する予定
です。

1406 令和3年7月20日 令和4年7月20日 出生届

出生届の提出先やそれに伴うその
他の手続き(乳児医療など)を、里帰
りしている市町村で受理できるよう
にしてもらいたい。

徳島在住で里帰り出産は広島でした。自身の緊急帝王切開などのトラブ
ルもあり、入院前から子供(NICU)の退院まで母子手帳や保険証、産ま
れてからは出生証明書など、郵便速達や片道2時間半をかけて取りに来
て持って帰っての繰り返しもありました。
大変手間取りました。
睡眠不足の中の長時間の運転も心配でしたし、貴重品の持ち運びなの
で神経も使っていたと思います。
市役所の業務時間にしか出来ない手続きもありますし、是非近くの(里
帰り先の)市役所で手続きができるようにしていただきたいです。

個人
法務省
厚生労働省

【法務省】
出生の届出は，１４日以内（国外で出生があったときは３か月以内）に，本籍地，届出

人の所在地又は出生地の市区町村に対して届出しなければならないものとされており
ます。

【厚生労働省】
母子保健法上、妊娠をした者は妊娠届は市町村に提出し、市町村は妊娠届をした者

に母子健康手帳を交付することとされております。なお、同法第８条の２の規定に基づ
き、市町村は母子保健法に基づく事業の一部について委託することが可能とされてお
ります。

国民健康保険の資格取得の届出については、被保険者資格を取得した者の属する
世帯の世帯主が、保険者である市町村に対して行うこととされており、里帰り先の市町
村において手続きを行うことは困難ですが、世帯主の方が届出を行うことが出来ない
場合には、代理人により届出が可能です。また、届出や申請については、各市町村の
判断によって郵送やオンラインによる届出を可能としている場合もあります。

なお、手続きが間に合わない等の理由で、医療機関において被保険者証を提示でき
ず、療養の給付を受けることができなかった場合であって、保険者がやむを得ないと認
める場合は、後日、申請により療養費として償還払いを受けることができます。

【法務省】
戸籍法第２５条第１
項，４９条第１項，５１
条第１項

【厚生労働省】
母子保健法第８条の
２、第15条

国民健康保険法第9
条
国民健康保険法施
行規則第２条

【法務省】
事実誤認

【厚生労働
省】
現行制度下
で対応可能

【法務省】
制度の現状欄に記載のとおり，里帰り先において子が出生した場合は，当該市区町

村において出生の届出をすることができます。

【厚生労働省】
左記制度の現状のとおりです。
また、妊娠届については、子育てワンストップサービスを活用することによって、オンラ
インでの届出も可能です。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1407 令和3年7月20日
マイナンバーカード
申請について

マイナンバーカードを作りたいので
すが、申し込みはスマホやパソコン
でできても、受け取りが市役所に行
かないと駄目なので作れない。持病
で視力が悪く、バス、電車を使わな
いと行けない市役所には受け取り
に行く事が出来ない。郵送が駄目な
ら、せめて最寄りの支所での受け取
りを出来るようにしてもらいたい。
出来れば、受付も支所で可能にし
て欲しい。

生活弱者にも、同じように申し込みができれば、マイナンバーカードが普
及する。老人、障害がある人、ネット環境が無い人等、平等に楽に申し
込みが出来る。

個人 総務省 類似処理

1408 令和3年7月20日 令和3年9月10日
国家試験の資格の
賞状

厚生労働省認定の国家資格(医
師、看護師、薬剤師等)の免許証が
大きすぎて持ち運びができません。
車の免許証くらいにしていただけま
すと幸いです。

大きすぎて持ち運びにkじ
災害時にパッと見せて活動できる
いちいちA4の印刷して見せるのめんどくさい

個人 厚生労働省
身分法で規定している免許証の交付については、各法令で定めてられているところで

あり、現行、紙面での免許証を交付しております。

医師法
保健師助産師看護
師法

検討を予定

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）においては、運転免許証
その他の国家資格証のデジタル化、在留カードとの一体化、クラウドを活用した共通基
盤等の検討が挙げられており、当該プロジェクトの検討等を通して、マイナンバーカード
等を活用した国家資格等の手続きのオンライン化や電子的な方法で資格情報の確認
が可能な仕組み等について、今後、検討してまいります。

なお、現在、医師や薬剤師等については、携帯可能な資格証のHPKIカードを関係団
体で発行しております。

1409 令和3年7月20日 令和3年8月18日
民事訴訟規則２条１
項について

民事訴訟規則２条１項では、裁判
所に提出する書面への押印義務を
定めており、その対象を「準備書面
その他の当事者もしくは代理人が
裁判所に提出すべき書面」としてい
る。ここでいう「裁判所に提出すべき
書面」の文言の解釈について、訴
状、答弁書など法的主張を内容と
するものに限るなど限定的な解釈
を政府から示していただきたい（い
ずれは、規則の改訂をしていただき
たい。）。

民事訴訟規則２条１項の「裁判所に提出すべき書面」が何を指すかは同
規則には明記されていないものの、「条文解釈民事訴訟規則」に相当に
広い解釈が示されているために、裁判所の職員からは、およそ裁判所に
提出する書面全般に、「念のため」、押印するように求めるのが慣習と
なっており、書面を提出する代理人弁護士としては非常に手間がかか
り、また、裁判所書記官からしても押印を求める以上は、押印が正しくさ
れているかを確認する義務が生じるという意味でも手間が生じます。
ただ、準備書面は、提出後に、当事者又は代理人が裁判所に出廷して
「この書面の内容の通り、陳述します。」と口頭で自分が出した書面であ
ることを宣言します。現実に法廷に出向いて、「陳述」をしているのに、さ
らに書面にも押印を求めてくるのは、二重の意味で無駄です。
韓国などでは、すでに裁判のＩＴ化されており、ペーパーで提出すること
すらありません。我が国でも裁判のＩＴ化は第１フェーズの段階であり、進
捗していない訳ではないですが。ただ、現状であっても、民事訴訟規則２
条１項の解釈を示すことで、「念のため」の精神だけであらゆる書面に押
印する旧来の運用を変更することができ、日本の裁判のＩＴ化の促進に
つながります。特に現場レベルの意識改善にはなり、改革に寄与しま
す。
行政手続のＩＴ化を現内閣で進めるという方針であれば、まずは、裁判所
という厳格な手続を取る官庁で、まず手本を示し、裁判所といえども、全
てを厳格にしないといけない訳ではなく、厳格なものと、厳格にしなくてよ
いものとを区別するというスマートな姿勢を示す必要が重要であると考
えます。

個人 法務省

民事訴訟法には，訴状や準備書面等の裁判所に提出する書面について押印を必要
とする規定はありません（御指摘のとおり，最高裁判所の定める規則（民事訴訟規則
第２条第１項）において，裁判所に提出する書面には押印すべきものと規定されていま
す。）。

なし その他
民事訴訟法には，裁判所に提出する書面について押印を必要とする規定はなく，こ

の点については，最高裁判所の定める規則によって規定されています。したがいまし
て，法務省から御指摘の点について解釈を示すことは困難です。

1410 令和3年7月20日 令和3年8月18日
技能実習計画認定
申請における添付
書類の削減

外国人に技能実習を行わせるため
に技能実習計画認定申請が予め必
要であることは周知のとおりです
が、添付書類として外国人技能実
習機構が求めている「申請者の誓
約書 (参考様式第1-2号)」、「技能
実習計画の認定に関する取次送出
機関の誓約書」の廃止を提案しま
す。

様式に記載されている誓約内容は、本誓約書の有無に関わらず当然遵
守すべきことが再掲されているに過ぎず、誓約書を提出することの必要
性に疑義があるため。
両誓約書が廃止されれば、技能実習計画の１申請につき２枚の紙・作成
コストの削減に繋がる。技能実習計画の申請は年間数十万件にのぼる
ことから、コスト削減効果は大きなものが期待できる。

個人
法務省
厚生労働省

御指摘の誓約書については、いずれも技能実習計画が認定基準に適合しているか
確認するために、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律施行規則第8条で規定されている技能実習計画の添付書類です。

誓約書の参考様式でお示ししている誓約事項は、いずれも技能実習制度の適正な実
施のため、重要なものです。

外国人の技能実習
の適正な実施及び技
能実習生の保護に関
する法律施行規則第
8条

対応不可

制度の現状欄のとおり、御指摘の誓約書は実習実施者等が技能実習制度の趣旨を
理解し、技能実習計画の認定基準を満たしていることを明らかにするための書類であ
り、技能実習制度の適正な実施のために重要なものであることから、御提案の誓約書
の廃止は困難です。

1411 令和3年7月20日 令和3年8月18日
消防署に関わる各
手続きの押印の省
略

消防署に提出する書類の消防設備
等点検結果報告書、消防設備設置
届等多岐に渡る書類に必要とされ
ている押印を失くす。

現在、消防署に提出する書類のほとんどが押印をしていないと受け付け
られない。
問題点は大きく２つ。
１つは、現在のコロナ禍において消防点検業者が客先にて押印の依
頼、消防署署への直接の提出、といった押印が無ければ削減できる不
必要な対面でのやり取りがなされている。消防署でのクラスターの発生
の確率を上げる為、押印の省略が必要と考える。
2つ目は、消防点検実施の金額的なハードルを高くしている点。現在ほと
んどの消防点検業者が専門的知識の有無を理由とした消防署への関
係書類の提出を代行しているが、その手間賃として点検料金、工事料金
に上乗せしている。消防署へ直接出向く必要が無くなれば料金の引き下
げにも繋がり、消防点検未実施物件削減にもつながる。
以上が押印省略をお願いする理由。
尚、令和2年5月15日にコロナウイルス感染拡大を受けた消防庁通知で
押印の省略と電子申請の推進を訴える通知が出たが、強制力を持たず
各地の消防でほとんど実行されていない実態がある。

個人 総務省

建物関係者は、当該建物に設置が求められた消防用設備等について定期に点検
し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないこととされています。

また、消防庁では「消防法施行規則の一部を改正する省令」（令和２年総務省令第
123号）等により、消防法令に規定する申請書等の押印を廃止する制度改正を行うとと
もに、「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライ
ン化について」（令和２年12月25日付け消防総第812号消防庁次長通知）により、各消
防本部に電子メールや電子申請システム等による受付を促しています。

消防法第17条の３の
３
消防法施行規則第
31条の６
「消防法施行規則の
一部を改正する省
令」（令和２年総務省
令第123号）
「消防関係法令に基
づく書面規制、押印、
対面規制の見直し及
び手続のオンライン
化について（通知）」
（令和２年12月25日
付け消防総第812号）

現行制度下
で対応可能

消防庁では「消防法施行規則の一部を改正する省令」（令和２年総務省令第123号）
等により、消防法令に規定する申請書等の押印を廃止する制度改正を行うとともに、
「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化
について」（令和２年12月25日付け消防総第812号消防庁次長通知）により、電子メー
ルや電子申請システム等による申請等の受付を促しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1412 令和3年7月20日 令和5年1月20日
障害児に関する各
種手続きの紐付け

・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・福祉医療費助成
・児童手当
上記、障害児に関する手続きの紐
付けを行い、更新手続きに必要な
書類（委任状など）を１枚にする。ま
た、紐付けることで引っ越しによる
住所変更なども一度に行えるように
する。マイナンバーは記録し、更新
時に毎年記載しなくても良いように
する。

出雲市に住んでいます。療育手帳（重度）を所得している７歳の子供と
定型発達の３歳の子供を育てています。
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・福祉医療費助成
・児童手当
上記の書類の更新手続きが手間だと感じています。
毎年ほぼ同時期に各手当の更新書類が届きますが、紐付けられている
わけではないので、各手続きごとに署名・押印を行わなければなりませ
ん。同じ内容を何度も書くことになり、面倒だなと感じています。
また、書類によってはマイナンバーの記載を求められる場合もあります
が、翌年に記録が残らないのか毎年書かされます。
「特別児童扶養手当」については更新書類の内容が分かりにくく窓口で
確認しないと分からないときがありました。平日に窓口に行くことは難し
く、また障害児や幼児と同伴しないといけない場合は窓口で聞くことがか
なり難しいです。
また、引っ越しを２度行いました（県外１回、市外１回）引っ越しの際に、
各書類ごとに変更手続きを行わなければなりませんでした。障害児と乳
児を抱えていたため、窓口での手続きはとても気を使いました。
そのため各書類の情報を紐付け、なるべく手続きは簡単にしてほしいと
思いました。

個人
内閣府
厚生労働省

【特別児童扶養手当、障害児福祉手当について】
・手当の支給を受けている方は、毎年、都道府県等に所得状況届を提出することになってい
ます。また、住所を変更したときは、都道府県等に住所変更届出書を提出することになって
います。
・マイナンバーについては、申請時や住所変更等の機会において、受給者の方から提供い
ただくことを想定し、各種様式に記載していますが、確認後は手続きの都度、申請書類に記
載いただく必要はありません。また、押印欄については、令和２年12月に既に削除する改正
を行っております。
・申請については、郵送による申請が可能となっています。また、自治体の判断により、内閣
府が運営しているマイナポータル等を利用したオンライン申請を可能とすることで、直接窓
口に来ていただかなくても手続が可能となっています。

【児童手当】
・手続書類について、国が内閣府令で定める様式例においては、初回の認定請求時のみマ
イナンバーの記載を求めることとしており、毎年６月の現況届では記載を求めておりません。
また、押印欄については、令和２年12月に既に削除する改正を行っております。なお、各市
区町村において、必要があるときは、様式に所要の変更又は調整を加えることができること
になっています。
・申請については、郵送による申請や、内閣府が運営しているマイナポータル等を利用した
オンライン申請により、直接窓口に来ていただかなくても手続が可能となっています。さら
に、市区町村がマイナンバー制度による情報連携を活用することなどにより、認定請求や現
況届の添付書類（所得証明書等）を省略することができることになっています。

【特別児童扶養手
当】
特別児童扶養手当
法第35条

【児童手当】
児童手当法施行規
則第11条、様式各号

【特別児童扶
養手当】
対応（一部対
応不可）

【児童手当】
現行制度下
で対応可能

【特別児童扶養手当、障害児福祉手当について】
いただきましたことは、所得状況届のことと推察いたします。所得状況届については、
制度の現状に記載のとおり、押印の廃止を行うとともに、自治体がマイナポータル等を
利用したオンライン申請を可能としやすくするよう様式を定め、手続きの簡素化に努め
ています。
なお、手当は住所地の各自治体が認定する仕組みとなっているため、住所変更の際は
必要な手続きは行う必要がありますことはご理解いただきますようお願いいたします。

【児童手当】
・制度の現状に記載の通り、押印の廃止やオンライン申請の活用、情報連携等による
添付書類の省略などが可能となっており、引き続き市区町村に対して、手続の簡素化
を促進してまいります。
・なお、令和４年６月からは、市区町村が公簿や情報連携等で受給者の現況を確認で
きる場合には、市区町村の判断により、添付書類だけでなく、現況届自体も省略可能と
する予定です。

1413 令和3年7月20日 令和3年8月18日
重度判定児の療育
手帳の更新時期の
延長

重度判定の場合は３年後など更新
時期を延長する

療育手帳重度判定を持つ７歳の子供を育てています。
３歳のときに療育手帳を初めて取得し、それから毎年更新しています。
５歳のときに重度になりました。
正直、重度を取得したあとに中度・軽度へ変更になることはほぼないと
思っています。
５歳以降も児童相談所の方から翌年更新を勧められ、毎年更新してい
ますが、変わらない判定のために学校を休ませ、仕事を休み判定に出
向く意味を見出せません。
重度判定の場合は更新頻度を延長していただけるよう検討していただけ
ると幸いです。

個人 厚生労働省
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されてお
ります。交付後の更新期間及び延長については各自治体に判断頂いております。

療育手帳制度につい
て(昭和四八年九月
二七日)(発児第一五
六号)

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1414 令和3年7月20日 令和3年8月18日
障害者受給サービ
ス受給者証のオンラ
イン化

障害児の利用する放課後等デイ
サービスの利用に必要な「受給者
証」をオンライン化（アプリなど）する

出雲市に住んでいます。子供が放課後等デイサービスを利用しており、
受給者証を出雲市から頂いています。
放課後等デイサービスなどの福祉サービスの利用変更があるたびに、
受給者証を利用しているすべての施設に提出しなければなりません。一
冊を共有するため、記載してもらって次の施設へ持っていく、記載しても
らって次の施設へ持っていくを繰り返していますが手間です。
もしこの記載の必要が実はないのであれば、このルールを廃止していた
だきたいです。今後も継続しなければならないのなら、オンライン化する
などして１冊を回すような手間はなくなればと思います。

個人 厚生労働省

障害児通所受給者証の提出は、放課後等デイサービス事業所が市町村に障害児通
所支援給付費を請求する上で、障害児通所支援給付の有効期間等を確認する必要が
あるためお願いしています。
ただし、提出に当たっては、必ずしも保護者が事業所に持参する必要はなく、例えば、
お子様が通所時に提出したり、送迎の際に提出したりする等の方法も可能です。

児童福祉法 第21条
の５の７第10項

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。 △

1415 令和3年7月20日 令和3年8月18日 待機児童対策

・公立幼稚園は全て、保育園として
活用すること。
・全ての保育園に対し、3歳児以上
は教育機能も併せ持つこと。
・ゆくゆくは、３歳児以上は通園を義
務化すること。（虐待に気づけるた
め）

厚労省による保育園と、文科省による幼稚園の存在は、特に待機児童
縦割りの最たるものだと思います。
公立の幼稚園については、待機児童が問題となっている現状もあるなか
で、定員割れしているところも多く、存在意義が問われている。
園庭のない保育園に通園している子供たちが多い中、広い園庭のある
公立幼稚園（しかも定員割れしていたり）の存在は非常に問題がある。
働く親からすると、未就学の段階で、親が働いているから教育機能を持
つとされる幼稚園に通えないは非常に子供に対して心苦しい。
幼保一体化し、働く親の子供も、教育機能を持つ園に通わせることがで
きるようにし、待機児童問題を解消してほしい。
資格も統一し（一級、二級などでレベル分けなどもあり得ると思うが）、幼
稚園教諭資格と保育士資格を分けず、等しく子供たちの保育、教育がで
きるようにしてほしい。

個人
内閣府
厚生労働省
文部科学省

番号69、309の回答をご参照ください

1416 令和3年7月20日 令和3年8月18日
看護師、保健師免許
について

保健師、看護師の免許(賞状形式)
を、運転免許証と同じサイズにして
ほしい。

【サイズ】
賞状くらいのサイズで、持ち運びが困難です。大きいので郵送費も高い
です。また、持ち運びの際に汚れてしまったり、破れたり、遠目でも見え
るので個人情報が漏れたりするリスクが高いです。
?運転免許証と同じサイズにお願いします。
【文字】
わざわざ筆耕されてますが、正直不要です。おかげで免許更新の際に
は提出して5ヶ月後に新しい免許が届きました。勿論その間は無免許の
ような状態です。
?筆耕は不要です。印刷でお願いします。免許更新の時間かかりすぎで
す。
【改善後】
ペーパーレスによる環境負荷の軽減。無免許期間の短縮。身分証とし
て持ち歩ける。
小さいことですが、ご対応いただけると幸いです。お願いいたします。

個人 厚生労働省
身分法で規定している免許証の交付については、各法令で定めてられているところで
あり、現行、紙面での免許証を交付しております。

保健師助産師看護
師法

検討を予定

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）においては、運転免許証
その他の国家資格証のデジタル化、在留カードとの一体化、クラウドを活用した共通基
盤等の検討が挙げられており、当該プロジェクトの検討等を通して、マイナンバーカード
等を活用した国家資格等の手続きのオンライン化や電子的な方法で資格情報の確認
が可能な仕組み等について、今後、検討してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要
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所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
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回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1417 令和3年7月20日 令和3年8月18日
士業の2か所事務所
禁止について

個人の士業については複数事務所
が禁止されていますが、複数事務
所の開設が可能になるようにしてい
ただけないでしょうか。

税理士・弁護士等の士業は複数事務所が禁止されており、また、法人化
しても各拠点に社員の常駐義務があります。
過当競争防止や税理士等の品位の保持と非税理士等の抑制が主な趣
旨かと思いますが、
１．税理士法人等では複数事務所が認められているため、過当競争防
止の趣旨はすでに意味がありません。
２．技術進歩により遠隔でも監理・監督が可能となったため、非税理士等
の抑制や品位の保持は可能と考えます。
であるため、複数事務所開設を認めるようご検討いただければと思いま
す。

社会的な効果
例えば、
個人税理士等が会計センター等を地方に開設することができれば、地
方で雇用促進を図ることができるようになります。
税理士法人・税理士事務所ではない、株式会社形態の会計センター・コ
ンサルティング会社等が非税理士の温床になる危険性があるため、税
理士・税理士法人等が直接会計センターを運営することで、非税理士を
抑制することができます。
コロナ禍にあっては、長期間通勤による感染リスクの防止・人員分散に
よるクラスターの抑制が図れます。

個人

（弁護士）
法務省

（税理士）
財務省

【弁護士】
弁護士は，いかなる名義をもってしても，２箇以上の法律事務所を設けることはでき

ないこととされています。

【税理士】
税理士法第40条第３項の「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない」の

規定の趣旨は、税理士の業務活動の本拠を一か所に限定することで法律関係を明確
にすることや、税理士以外の者による税理士業務の防止に資することとされています。

なお、上記のとおり、本規定では、税理士は税理士事務所を二以上設けてはならな
いこととされていますが、例えば開業税理士が自宅等でテレワークによる税理士業務
を行ったとしても、その自宅等が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理
士事務所と判断される状態でなければ、同項の違反に当たらないものと考えられます
（令和２年４月15日に日本税理士会連合会が在宅勤務に関するFAQとして公表してお
ります。）。

【弁護士】
弁護士法第２０条第
３項本文

【税理士】
税理士法第40条第３
項

対応不可

【弁護士】
弁護士法第２０条第３項本文が複数事務所の設置を禁止する趣旨は，①弁護士間

の過当競争を防止し，弁護士の品位を保持すること，②非弁護士の温床となることを
防止すること，③弁護士会の指導・連絡・監督権を確保することにあると解されている
こと（公刊物「条解弁護士法第５版」（日本弁護士連合会調査室編著））を踏まえると，
提案の内容について対応することは困難です。

【税理士】
左記のような法令の趣旨を踏まえれば、本規定の見直しについては慎重に検討する

必要があると考えられます。

1418 令和3年7月20日 令和3年12月2日
就労証明書の書式
統一およびデータ化
について

保育所や学童に子を預けている従
業員に対し、会社に勤務しているこ
とを証明する書類（就労証明書また
は勤務証明書）の提出を各市町村
から要求されます。この書類が、市
町村毎に書式が統一されておら
ず、記載項目も異なっているため、1
枚作成するだけで多大な工数を必
要とします。さらには、エクセル等の
データではなく、PDFしかない市町
村が多いため、毎年各市町村毎に
同じ書類を手書きしなければなりま
せん。会社印も必要なため、作成す
る為だけに出社が必要になることも
あります。
「勤務していることの証明」という同
じ目的を果たす為の書類ですの
で、全国統一の書式およびエクセ
ルデータでの提供を是非実現して
頂きたいです。

提案内容とも被りますが、人事担当者は、毎年この書類を作成するだけ
で、膨大な時間を消費しています。
全国統一の書式にし、エクセルデータで提供されれば、同じ従業員につ
いて、次年度は1から作り直す時間は削減できます。
待機児童削減や、出産数の増加を国として支援するのであれば、それ
に反比例して増大する人事部門のコストや工数削減についても同時に
検討して頂きたいです。それによって、テレワークが難しい人事部門につ
いても、少なくとも就労証明書の為だけに出社する必要性が無くなると
考えます。

個人
内閣府
厚生労働省

＜保育所について＞
保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認定
を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子育て
支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。
また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労働
することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず、市町村がそれぞれに定めていますが、就労を理
由に認定を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いこ
とから、就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市
向け標準的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点
で、令和２年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の
過半数、大都市の約６割が標準的な様式を活用しています。
押印については、法令上求められているものではありませんが、保育所等の入所の際
に重要な書類となることから、多くの自治体が文書の真正を担保する観点から押印を
求めていると承知しています。

<放課後児童クラブ（学童）について>
放課後児童クラブに関しては、利用にあたり、法令上で就労等を証明する書類の提出
は義務付けておりません。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

対応

＜保育所について＞
就労証明書の作成手続の負担軽減を図るため、令和２年７月に閣議決定した「規制

改革実施計画」において、デジタルで完結する仕組みを前提に、標準的な様式につい
て活用状況等を調査し、更なる普及に向けた取組を推進する旨示したところです。

その活用状況調査の結果を踏まえ、更なる活用の促進に向けて、国がこれまで示し
てきた様式のうち、保育の必要性の認定のために必要最小限の項目を盛り込んだ「標
準的様式」の改定版を「標準的様式（簡易版）」として、また、利用調整のために「標準
的様式」よりも多くの項目を求める「大都市向け標準的様式」の改定版を「標準的様式
（詳細版）」として、令和３年７月にお示ししました。これらの様式について、できる限り令
和４年４月入所分から活用していただくよう働きかけています。

また、企業等において就労証明書を電子的に作成できるようにするため、市区町村
が定めた様式を原則としてホームページ等において電子媒体等で配布すること、電子
申請環境の整備を進めることについても、併せて、市区町村に対して促しております。

押印については、規制改革実施計画に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、押印不要化に関する政府全体の取組方針等を踏まえ、就労証明書の押
印を不要とするよう、市区町村に対し通知等を発出しております。また、国から市区町
村に対して示している就労証明書の標準的様式においては、前述の令和３年7月の改
定に際して、押印欄を削除しております。

<放課後児童クラブ（学童）について>
制度の現状欄に記載のとおりです。
また、令和２年12月25日付け厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知「押印を求
める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行に伴う
通知様式の改正について」において、関係法令や通知とは別に、独自に定められてい
る様式等の中で国民や事業者等の押印等を求めている場合は、押印等の見直しに積
極的に取り組むよう、自治体に対して周知しています。

1419 令和3年7月20日 令和3年8月18日
出産に関する手当
等の申請の一元化
と書類作成ツール

出産手当金や社会保険料の免除、
育休手当など出産に関わる補助の
申請を一元化し簡単にできるイン
ターネットサイトを作ってほしい。電
子申請の他に、文書作成ツールが
ほしい。
名前、住所、出産予定日など基本
的な情報を入力すると、申請可能な
制度が一覧で出る。それぞれの申
請書には基本情報が入力されてい
て、個別で必要な情報はそれぞれ
に入力する。電子申請、文書を作
成してプリントアウト、押印書類のス
キャンデータでの申請がそれぞれ
できる。

出産手当金や社会保険料の免除など出産に関わる補助が多いのはあ
りがたいが、その申請先が、年金、健康保険、ハローワークと複数で手
間がかかる。それぞれの申請書には重複する項目も多い。申請書の
フォーマットを探すのにも一苦労です。そもそも受けられる支援を見逃す
こともありそうです。
小規模事業者にはその申請のハードルが高く、出産予定者本人が申請
担当者となり悪戦苦闘している。
一部の電子申請には電子署名が必要なため、諦めました。
e-Taxの様に申請もできるし、プリントアウトもできるサービスがあると、
町工場の工員でも産休が取れるようになる。

個人 厚生労働省

健康保険制度における出産手当金、育児休業中の社会保険料免除、雇用保険制度
における育児休業給付については、各根拠法令等に基づき、それぞれ健康保険の保
険者（全国健康保険協会又は各健康保険組合）、日本年金機構（保険者が健康保険
組合の場合は健康保険組合）、ハローワークに対して申請手続が必要です。

健康保険法施行規
則第87条、第135条
等

対応不可

行政手続については、押印廃止が進められているほか、本年６月に取りまとめられた
規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）においては、厚生年金保険及び雇用
保険関連手続におけるオンライン利用率の引き上げや社会保険関係手続における電
子申請の促進、マイナンバーカードやGビズIDを用いた情報連携の普及等が明記され
たところであり、引き続き、制度の利便性向上や手続に係る負担の軽減のための施策
に取り組んでまいります。
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1420 令和3年7月20日 令和5年4月14日 死亡届等の手続き

先日、父がなくなり市役所にて各手
続きを行ったのですが、死亡届、国
民健康保険解約・主契約変更、葬
祭費給付金申請、介護保険資格喪
失届、住民票の抹消届け・世帯主
変更などいろいろな手続をすべて
別の窓口で行いました。
受付を一つにして内部ですべてを
処理していただくことはできないの
でしょうか。

窓口と手続処理を同じ人が行うため、どうしても人が足りなくなり待ちが
長くなってしまいます。
それぞれを分業して効率よく行えば、待ち時間も減りますし人員も有効
に使えるのではないでしょうか。

個人 デジタル庁

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12 月25 日 閣議決定）において、内閣官房
は、関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相
続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタ
ル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺
族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減
するとともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神
的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体
に対し円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。
当該実行計画に基づき、内閣官房情報通信（IT）総合戦略室において、地方公共団体
が、精神的・経済的に支えを失った遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作
成補助などを行いながら手続の負担を軽減する「おくやみコーナー」（死亡に関する総
合窓口）の設置を支援するため、ツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を
整備し、その活用方法を盛り込んだ「おくやみコーナー設置ガイドライン」を策定・提供
しており、現在もデジタル庁において当該ツール及びガイドラインの提供を継続してい
るところです。

該当なし 対応

デジタル庁では、遺族の負担軽減に向けた施策として、従来から実施してきた地方公
共団体における「おくやみコーナー」の設置支援策としてのツールやガイドライン提供
の取り組みを引き続き行っていくほか、将来的にマイナポータル等を活用し、オンライ
ン上で死亡に関する手続が実施できる仕組みの構築に向けた検討等を行ってまいりま
す。

1421 令和3年7月20日
マイナンバーカード
入手の煩雑さ解消

マイナンバーカードの電子申請後
は、カード発行後、自宅に郵送して
欲しい。

マイナンバーカード申請がWebから出来るものの、申請から個人番号通
知書交付まで2ヶ月を用し、さらに受け取りは区役所でしか行えない、受
け取りにも予約が必要という事で、煩雑さを感じながらも予約サイトに
行ってみると、2ヶ月先まで枠が空いておらず、申請から4ヶ月を経て、
やっと受け取りとなるようだ。タイムラグや対面での受け取りに煩雑さを
感じざるを得ない。

個人 総務省 類似処理

1422 令和3年7月20日 令和3年8月18日
消防関係各手続き
の電子申請の採用

現在紙を使っての消防署への直接
提出が基本の消防設備点検報告
書を初めとする、消防設備設置届、
使用開始届、変更届等の各書類の
PDFファイル、メールを使用した電
子申請の採用

理由1 現在のコロナ禍において、消防署に出向いての直接の書類のや
り取りは感染拡大防止、救急インフラの安全確保の観点から不必要。消
防署でクラスターが発生すればその地域の救急医療を含む消防署機能
の麻痺に繋がる為、消防職員の不特定多数の来客とのやり取りは可能
な限り無くすべき。
理由2  消防点検結果報告書といった消防署に提出の義務付けられた
書類の手続きはその専門性から消防設備点検業者が建物所有者に代
わって代行する事が多いが、その際の手間賃は結局、建物所有者が点
検料金に上乗せされる形で支払っている。これが消防設備点検の料金
の平均価格を引き上げており、本来法令で義務付けられている消防点
検を未実施の物件が依然相当数存在する遠因となっている。火災の危
険から人命を未然に守る消防点検の実施のハードルを下げる事ができ
る点で、電子申請を使用した消防関係手続きの簡略化が必要。
尚、新型コロナ感染拡大を受けて令和2年5月15日に消防庁から出され
た「消防関係手続きの押印の省略と電子申請の使用の推奨」の通知は
強制力を持っておらず、ほとんどの消防署で実施されていない実態があ
る。強制力を持った消防署の手続きの抜本的な改革が早急に為される
べき。

個人 総務省

建物関係者は、当該建物に設置が求められた消防用設備等について定期に点検
し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないこととされています。

また、消防庁では、消防法令に規定する申請書等の押印を廃止する制度改正を行
い、「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン
化について」（令和２年12月25日付け消防総第812号消防庁次長通知）により、各消防
本部に電子メールや電子申請システム等による受付を促しています。

消防法第17条の３の
３
消防法施行規則第
31条の６
「消防関係法令に基
づく書面規制、押印、
対面規制の見直し及
び手続のオンライン
化について（通知）」
（令和２年12月25日
付け消防総第812号）

現行制度下
で対応可能

消防庁では「消防法施行規則の一部を改正する省令」（令和２年総務省令第123号）
等により、消防法令に規定する申請書等の押印を廃止する制度改正を行うとともに、
「消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化
について」（令和２年12月25日付け消防総第812号消防庁次長通知）により、電子メー
ルや電子申請システム等による申請等の受付を促しています。

あわせて、消防用設備等の点検結果報告を含む火災予防分野における各種手続に
ついて、申請窓口の一元化や申請様式の標準化など更なる利用者の利便性向上及び
行政事務の効率化の観点から、2021年度（令和３年度）に、マイナポータル・ぴったり
サービスを利用した電子申請の受付について、複数の消防本部で実証実験を行い、
2022年度（令和４年度）以降その成果を踏まえた消防本部のオンライン化の普及・促進
活動を実施することとしています。

1423 令和3年7月20日 令和3年8月18日 協会けんぽについて

協会けんぽの申請が郵送のみで、
かつ先方からの回答連絡も郵送の
みとなっています。オンライン申請
やオンライン通知等を導入していた
だきたく存じます。

郵送の煩雑さ。
通知の遅さ。
手当金がいつ支給されるか分からない不安からの解消

個人 厚生労働省

加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、窓口での申請を原則とは
せず、郵送による申請の促進を図っております。また、現金給付の申請受付から支給
までの標準期間（サービススタンダード：10日間（書類不備による返戻期間、療養担当
医師等への照会期間を除く。））を定めて業務を行っております。

なし 検討を予定

現金給付の申請受付から支給については、標準期間内（10日間（書類不備による返
戻期間、療養担当医師等への照会期間を除く。））に支払を実施しています。なお、医
師等への照会が必要であり標準期間内に支払が実施できない場合は、その旨を郵送
でご連絡しています。また、申請者から電話で申請の状況について、お問い合わせが
あった場合は、随時、状況をお伝えしています。

オンライン申請の導入については、手続の利用状況や医師の意見書等の添付書類
のオンライン化を含めたシステム導入にかかる費用等を踏まえ、その要否も含めて検
討しているところです。

1424 令和3年7月20日 令和5年4月14日 免許更新について
免許更新をマイナンバーを使用して
オンラインで可能にする。

免許更新にかかる無駄なコスト削減。
特に高齢警察官の人件費削減、無駄な資料の削減。
コロナ、インフルエンザ感染防止。
誕生日が冬であるがゆえに、リスクの高い時期に密になる空間に集まら
なければならない。
働く人の利便性向上、現実的に定められた時間内に決められた場所に
行くのは非効率。休日を免許更新で潰さなければならない。

個人 警察庁

現行の運転免許証の更新手続では、講習や視力・聴力・運動能力の適性検査を受け
ていただいた上で、運転免許証を交付する必要があるため、運転免許センター等にお
越しいただいています。

警察職員等の配置状況については、運転免許証の更新業務を行う各都道府県警察
において、運転免許証の更新業務に必要な人員を配置しているものと承知しておりま
す。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
101条第１項、第５項
及び第６項、第101条
の３

道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第29条

＜講習のオ
ンライン化に
ついて＞
対応

＜その他の
手続につい
て＞
対応不可

運転免許証の更新時における講習のオンライン化について、警察庁では、優良運転
者・一般運転者の更新時講習のオンライン化に向けた取組を進めています。

運転免許証の更新に係るその他の手続の実施方法については、本人確認や適性検
査の確実な実施という観点から、慎重な検討を要するものと考えています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1425 令和3年7月20日 令和3年8月18日
特許庁商標登録手
続きについて

私、上野で小さな会社を経営してい
ます。1月9日に屋号の商標登録を
出願しました。29200円の支払い。
出願から10カ月後、今度は登録査
定の通知がきまして、さらに28200
円を支払い申請しました。こんな無
駄なことはやめていただきたい。
データ化していれば1時間もかから
ず、処理できると思います。民間の
会社ならとっくに潰れています。

紙ベースの出願をやめて、さらには印紙もやめる。出願フォーマットを作
成し、データベースにしたら、即データを照合して判断できると思われま
す。今の人員の半分以下でデータ処理ができると思われます。間違いな
いです。印紙を扱う人員もいらなくなります。

GFプラン
ニング株
式会社

経済産業省

商標登録出願は書面のみならず、電子出願が可能であり、2020年には84％の出願が
電子出願によってされています。商標登録出願又は商標登録に係る手数料及び登録
料についても、特許印紙に加え、現金納付、電子現金納付、口座振替及びクレジット
カードによる納付が可能です。
（参照）電子出願ソフトサポートサイト
https://www.pcinfo.jpo go jp/site/index.html

工業所有権に関する
手続等の特例に関す
る法律第３条、第１５
条の２、第１５条の
３、工業所有権の手
数料等を現金により
納付する場合におけ
る手続に関する省令

事実誤認
左記のとおり、電子出願及び特許印紙以外による手数料等の納付は可能です。なお、
商標登録出願は、出願後に審査の順番待ち期間及び商標の審査があるため、最初の
審査結果通知までに、平均10か月（2020年度）要しています。

1426 令和3年7月20日 令和3年8月18日
食品等輸入届出書
の押印もないしは原
本提出廃止の件

食品を輸入する際、押印した食品
等輸入届出書の原本を検疫所の食
品監視課に提出する必要がありま
す。この書類、押印を不要にする
か、押印後の原本提出を不要にす
るか、どちらかにしてFAXでの受付
を可能にしていただきたいと思いま
す。

安全な食品を輸入するためのシステムであることは重々承知しておりま
すので、届出書を出すこと自体には全く問題ないのですが、基本、輸入
する際の到着港は輸入者の事務所から離れたところにあります。
積込年月日、到着年月日、搬入年月日、届出年月日、保管倉庫コード
等、到着しないとわからない項目がありますので、事前に準備すること
ができません。
準備したところで、審査するために押印した原本が要求されますので、
準備が出来てから原本をわざわざ空港ないしは港に持ち込むないしは
郵送せねばなりません。
急ぎだから空輸で入れても、郵送を要求されましたらそのために1～2日
通関が遅れます。
押印不要ないし押印は必要だが原本は不要、と言う事であれば、検疫
所にFAXをすれば事足ります。
申告者の時間の短縮、交通費の短縮、発送料金の節約、発送後の紛失
の心配もありませんし、郵送のために使用される車両の排気ガスを減ら
すことにも繋がります。
また、検疫所員の方々も、郵便物の開封作業をする手間が省け、開封
後のゴミも出ることがありません。
もしFAXで食品等輸入届出書を出すことができれば、ロスタイムを無くす
事が可能になります。
是非ご検討をお願いしたく存じます。

民間企業 厚生労働省

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決定）を
踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名（以下「押印等」と
いう。）を求めている輸入食品にかかる手続（食品等輸入届出書を含む。）について、押
印等を不要としております。また、厚生労働省のホームページにおいて、押印等が不要
な旨を周知しております。
「食品衛生法に基づく輸入手続」
https://www.mhlw go jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

なし 対応

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月17日閣議決定）を
踏まえ、検疫所においても、国民や事業者等に対して押印及び署名（以下「押印等」と
いう。）を求めている輸入食品にかかる手続（食品等輸入届出書を含む。）について、押
印等を不要としております。また、厚生労働省のホームページにおいて、押印等が不要
な旨を周知しております。
「食品衛生法に基づく輸入手続」
https://www.mhlw go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

1427 令和3年7月20日 令和3年8月18日

厚生年金保険「養育
期間標準報酬月額
特例申出書」の添付
書類の省略と個人
番号の利用の提案

厚生年金保険「養育期間標準報酬
月額特例申出書」届出（厚年法26
条、則10条の２）の添付書類の戸籍
謄（抄）本や住民票を廃止し、被保
険者（母・父等）と当該子の個人番
号の記載で届け出を可能として欲し
い。

届出の添付書類の理由は、「戸籍謄（抄）本」は、続柄と子の生年月日
の確認のため、「住民票」は、申出者と子の同居確認のためのもの（年
金機構のHPから）であるが、これらについては、すべて個人番号の記載
で確認可能な事項であるため、手続きの際の添付書類提出を廃止して
欲しい。
特に住民票は、「育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日
の属する月の初日以後に発行された住民票が必要」と取得日の規定が
あり、職場復帰直後で仕事と子育ての両立を開始したばかりの母(父）
が、添付書類を入手するために時間と金銭（謄本や住民票の手数料）を
支払って、届けなければならないのは、国の政策である子育て支援とマ
イナンバーの普及の観点からしても、大変不合理である。

あいかた
社労士事
務所

内閣官房
厚生労働省

被保険者からの申出を受けた事業主又は被保険者であった者が「厚生年金保険養
育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する場合、申出者と子の身
分関係および子の生年月日を証明できるものとして「戸籍謄本（抄）」を、申出者と子が
同居していることを確認できるものとして「住民票」の添付が必要となっています。

厚生年金保険法第
二十六条
厚生年金保険法施
行規則第十条の二
の二

検討に着手
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」に「申出者」と「養育される子」の

個人番号を記入いただいた場合は、日本年金機構において個人番号を活用して住民
票情報を入手することで、「住民票」の添付が省略できる取扱いを検討しています。

1428 令和3年7月20日 令和3年8月18日
収入証紙での納付
の廃止

北海道道税事務所において納税証
明書の交付申請における手数料納
付が北海道収入証紙または郵便小
為替に限られております。道税事務
所内（札幌市北区北22条西2丁目）
に北海道収入証紙売捌き書があり
ますが、15時30分で閉まってしまう
ため、その時間以降は道税窓口が
開いていても申請できない状況で
す。国税は現金での納付がOKなの
に、北海道は現金での納付は認め
ていないのには違和感を覚えます
し、不便極まりないです。是非とも
是正をお願いいたします。

手数料納付を現金もしくはカード決済にしていただければ、と思います。
北海道収入証紙の貼付を廃止すれば、収入証紙を売捌くためだけのよ
うな、そして営業時間も9時から15時30分と道税事務所の窓口受付時間
とも合わないような、銀行の出張所も廃止出来ますし、そもそも、収入印
紙でもない北海道収入証紙という存在意義もわかりかねます。収入証紙
廃止になれば証紙の印刷、保管コスト等削減できますし、住民サービス
アップにもつながると思われます。
（法務局でも登記印紙から収入印紙に変わっているのにです。）

個人 総務省 行政改革の番号617の回答をご参照ください
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1429 令和3年7月20日 令和3年8月18日
安全運転管理者講
習について

現在、1年に1回安全運転管理者講
習を受講しなければなりません。こ
のコロナ下にも関わらず、face to
faceで受講しないと更新出来ませ
ん。受講時間も6時間座学になりま
す。会議室は参加者が100名を越
え、大変密な状況でした。更新料を
支払い、WEB形式でも可能な内容
です。是非、取り入れることを検討
頂きたく存じます。

オンライン形式の受講により、受講者の移動コスト削減が可能になる。
安全運転管理指導員もオンラインで実施することで、内容を吟味するよ
うになる。大きな建物は不要になる。

個人
警察庁

番号1388の回答をご参照ください

1430 令和3年7月20日 令和3年8月18日
遺産分割協議書 書
式について

親が亡くなり、相続税と不動産の登
記手続きをしました。まず相続税の
申告をするにあたり、手引書を見な
がら遺産分割協議書を作成しまし
た。その後、不動産相続登記をしよ
うとした時、相続税の申告で作った
遺産分割協議書ではだめだと言わ
れ、新たに異なる形式で作り直す必
要がありました。遠隔地に住む親族
に再度説明、依頼して実印を押して
もらうという大変な作業でした。相続
という一つの事象に対し何故同じよ
うな書類を2つ作らねばならないの
でしょうか。共通化をして欲しいもの
です。

上記に含んでいます。 個人
法務省
財務省

相続財産である不動産に関して共同相続人が遺産分割の協議（民法第９０７条第１
項）をし，その協議結果に基づいて当該不動産の相続登記をする場合には，遺産分割
協議の際に作成した遺産分割協議書を，当該登記申請の添付情報として提供する必
要があります。

不動産登記法第６３
条第２項
不動産登記令第７条
第１項第５号ロ
民法第９０７条

事実誤認

相続登記の申請に必要な遺産分割協議書には，遺産分割の対象となる不動産を具
体的に記載していただく必要があり，例えば，不動産の所在や地番又は家屋番号等を
登記記録のとおり正確に記載していただく必要があります。また，どの不動産をどなた
が相続されるのかについても明確に記載していただく必要があります。

法務局ホームページや国税庁ホームページに掲載されている遺産分割協議書のひ
な型を確認しましたが，いずれも相続登記の申請が困難になるような内容は見受けら
れませんでした。

どのような理由により御指摘のような状況になったのかが分かりませんが，上記の
ホームページに掲載されている例により作成されているものであれば，一般的にその
形式等について不備はないものと考えられます。

なお，相続登記の申請の際に遺産分割協議書を提供する場合には，原本とその複
写したものの両方を提供し，原本の還付請求（不動産登記規則第５５条）をしていただ
かなければ，原本をお返しすることができなくなります。

1431 令和3年7月20日 令和3年8月18日
労災の給付を受ける
際の手続きについて

・労災申請時に提出した書類で病
院等にも共有すべき内容は受領印
を押したコピーを受給者に渡してお
き、病院や薬局それぞれに別途必
要な内容と合わせて各所に渡せる
ようにすれば効率的で信頼性も高
いと思います
・レセプトのデジタル化

数年前、労災の給付を受け助けていただいたのですが非効率で疑問を
感じました（既に改善されていたら申し訳ありません）
・当時全ての書類が手書きで労災申請だけでなく病院、薬局等に提出す
る書類にも事故の説明等同じ内容を何度も書かねばならずとても無駄
だと思いました。手書きで同じ内容を書いていると省略したりして少しず
つ文章も変わったりしてしまいますが本来全く同じであるべき内容です。
また病院経由で同じ内容が最終的に労災に溜まっていくのも資源の無
駄だと思います。ですから提案のようにして共有が必要な情報は各所に
同じものが配られるようにして各所で異なる内容についての部分のみが
病院等から労災に提出されるようになれば効率的だと思います
・薬局でデジタル化されておらず手書きで保険請求するのが手間で労災
を受け付けていないと言われ何件か回って労災を扱っている薬局にたど
り着きました。同じ省内の旧厚生省は電子カルテ等を推し進めてきた訳
ですし同じシステムで事務処理ができるようデジタル化し効率化していた
だければ扱う薬局も増え患者も薬局（や病院も？）助かると思います。病
院も患者が手書き書類を提出しているということはアナログのままなの
ではと危惧しています。スキャンしてデジタル化したものが使えるように
するなど省内の厚生部と連携して同様のシステムづくりをしていただきた
いです

個人 厚生労働省

（1点目）
法令においては、労災保険給付の支給を受けようとする者は、その給付種別ごとに

「労働者の氏名、生年月日及び住所」、「事業の名称及び事業場の所在地」、「負傷又
は発病の年月日」、「災害の原因及び発生状況」等を記載した請求書を、所轄労働基
準監督署長に提出しなければならないとされております。

（2点目）
労働者の方が業務又は通勤が原因で負傷したり病気にかかったときは、労災病院や

労災保険指定医療機関・薬局等（以下、「指定医療機関等」といいます。）において、自
己負担なく治療や薬剤の支給を受けることができます。

指定医療機関等から国に対する診療費等の請求については、現在、オンラインによ
る請求が可能となっています。

労働者災害補償保
険法施行規則

（1点目）
対応不可

（2点目）
現行制度下
で対応可能

（1点目）
労災保険給付の請求が労働基準監督署になされた場合、その請求書ごとに審査を

行い、支給又は不支給の決定をしているところです。
例えば、休業補償給付の請求を行う場合は、請求書を所轄労働基準監督署長に提

出する必要がありますが、療養補償給付たる療養の給付の請求を行う場合は、請求書
を労災指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出する必要があり、請求の
時期については、給付種別ごとに異なります。そのため、請求書ごとに必要事項が記
載されていない場合には、給付種別ごとの迅速な決定が行えない可能性があります。
また、本来、原本文書に記載が必要である内容を、コピー文書で流用する等の取扱い
は、本人作成の真正性の確認などの面があり、実務において非常に困難があるところ
です。

したがって、労災保険給付については、請求書ごとに必要事項を記載していただく必
要があります。

（2点目）
厚生労働省としては、指定医療機関等を増やしていくとともに、労災レセプトのオンラ

イン化のさらなる普及促進に努めてまいります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1432 令和3年7月20日 令和3年8月18日
特定建築物定期検
査報告について

現在、不特定多数の利用する建築
物について毎年定期検査を行い換
気設備、排煙設備、非常照明設
備、防煙設備、エレベーター等を検
査、調査し特定行政庁に提出が義
務付けられているが、消防法、特定
建築物衛生管理者による保健所へ
の提出でもほぼ同じ義務がある為
点検結果を提出しており、同じよう
な書類を提出しています、なので統
一化を図ってほしい。
建築物定期調査は上記の者がいる
建築物では不要、又は廃止でいい
と思います。

上記のような建築物に関する規制が縦割りのせいで重複する部分が多
数あり、提出先や書式も違うため何度も同じような書類を提出していま
す。
1本化するか役割分担されているのであれば統括したものは必要ないと
思います。
点検するものもそれぞれ国家資格が必要となっているものなので依頼す
るとなると、費用が掛かりすぎる。

個人
総務省
国土交通省
厚生労働省

建築基準法第12条第３項に基づく定期検査は、建築基準法に基づき設置された建築
設備、防火設備等を検査対象としており、基本的には消防法に基づく点検対象設備と
の重複はないものと考えています。例外として、防火設備を作動させるための感知器、
非常用の照明装置の予備電源等は、消防法の点検対象である消防用設備等の感知
器、予備電源等と併用される場合もありますが、建築基準法に基づく定期検査におけ
るそのような器具の作動性等の検査においては、所有者等に検査に係る二重の負担
を強いることのないよう、前回の検査後に同等の方法で実施した検査の記録がある場
合、又は、前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等
の記録がある場合、当該記録により確認することで足りることとしているところです。

なお、消防法第17条の３の３の規定は、あくまで消防法の規定に基づき設置される消
防用設備等に係る点検を義務づけられているものであり、換気設備、非常照明設備、
エレベーター等の建築設備等に係る点検は対象としていません。

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、特定建築物の所有者、
占有者等に対して、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をすること等を義務づ
けておりますが、毎年、換気設備等の定期検査結果を保健所へ提出することは求めて
おりません。

建築基準法第12条第３
項
「建築設備（昇降機を
除く。）の定期検査報告
における検査及び定期
点検における点検の項
目、事項、方法及び結
果の判定基準並びに
検査結果表を定める
件」（平成20年３月10日
国土交通省告示第285
号）
「防火設備の定期検査
報告における検査及び
定期点検における点検
の項目、事項、方法及
び結果の判定基準並
びに検査結果表を定め
る件」（平成28年５月２
日国土交通省告示第
723号）
「昇降機の定期検査報
告における検査の項
目、事項、方法及び結
果の判定基準並びに
検査結果表を定める
件」（平成20年3月10日
国土交通省告示第283
号）
消防法第17条３の３

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

1433 令和3年7月20日 令和3年8月18日
産業廃棄物処理業
の更新届出につい
て

窓口申請届出の廃止

産業廃棄物の処理業の更新申請時に窓口に対面申請の廃止をしてほ
しい。
申請金が県庁紙の為に、その県までに行かないといけない。
申請金を入金にし県庁紙での購入を取りやめにすれば出張費や労力を
かけいていく必要がなくなると思う。
窓口では必要書類の確認等などと言っているが郵送及び電話での対応
でできている申請はたくさんある為。

個人 環境省

産業廃棄物処理業の許可の更新の申請については、制度上、窓口での申請に限られ
るものではなく、電子申請、郵送にて手続を行うことも可能となっており、各地方公共団
体において適切に対応いただくよう「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた
更新許可事務における対応について （通知）」（令和２年４月27日付け環境再生・資源
循環局廃棄物規制課長通知）において周知しております。
また、申請に係る手数料の納付を収入証紙によることは、地方自治法第231条の２第１
項の規定により条例で定めるところによるものですので、各地方公共団体の判断によ
りその導入や廃止を決定していただくものです。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（昭和
四十五年法律第百三
十七号）
地方自治法（昭和22年
法律第67号）第231条
の2第１項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

1434 令和3年7月20日 令和3年8月18日
療育手帳制度の全
国共通化

身体障害者手帳と同様、知的障害
者に対する手帳である、いわゆる療
育手帳を法整備し全国的に統一を
図ることにより、利用者・被利用者
の便を向上させるとともに認知度の
向上を図っていただきたい。

現在、知的障害者に対し発行される障害手帳である、いわゆる「療育手
帳」制度があるが、身体障害者手帳と異なり裏付けとなる法的根拠がな
く、結果として各自治体独自の施策に近い状態となっている。このことか
ら、以下の弊害があると考える。
1, そもそも自治体で発行するものであることから手帳の名称が自治体に
よって異なり、療育手帳と言わず「愛の手帳」「みどりの手帳」など統一が
取れていない
2, 身体障害者手帳と同様程度によって等級が分かれているが、等級自
体が自治体によって異なるため、他都道府県へ移動すると等級の互換
性がない
3, 一般に身体障害者手帳と同等の扱いを受ける場合が多いが、上記の
通り法的根拠がない状態で場所によっては身分証明と認められない場
合がある。また自治体によって物理的に様々な形態があるため、逆に偽
造しやすいことから身分証明の抜け穴になっている可能性がある。
4, 制度の裏付けが弱いせいか療育手帳の認知度が低いと考える。

個人 厚生労働省 番号1036の回答をご参照ください

1435 令和3年7月20日 令和3年8月18日
NHK放送受信契約
等に伴う押印につい
て

NHKの放送受信契約・解約等の届
け出について、
書面に「署名と押印」を求めている
ものがあり、
押印廃止の指導をお願いするも
の。

行政改革の押印廃止が進んでいるところ、公共放送であるNHKもそれに
足並みを揃える必要があるはずで、それ以外の公的機関への指導もご
検討いただきたいところである。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受

信契約を締結する義務があります。受信契約の具体的な内容や手続等については、
NHKが定める日本放送協会放送受信規約等に基づいて行われることとになります。

放送法第64条第１項
等

その他
具体的な受信契約・解約等の手続は、NHKが定める日本放送協会放送受信規約等

に基づいて行われることから、届出書の押印の要否については、まずはNHKにおいて
検討すべきものであると考えます。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1436 令和3年7月20日 令和3年8月18日

個人で住民票を転
居先へ変更手続き
済みなのに、別に納
税地の異動届出書
を税務署に提出する
のはおかしい

2019年5月に東京都から千葉県へ
転居しました。
当然転居届も区役所に提出し、転
入届も済んでいます。
住所変更を行った2019年は還付し
かないため確定申告は5年以内に
しようと思っています。
税務署の管轄が転居で変わる際に
所得税、消費税の納税地の異動に
関する届出書を書面で提出しない
と管轄の変更が出来ないと納税相
談のコールセンターで言われまし
た。
納税は義務となっていますし、今は
1人づつ個人番号がついているの
で、この届出書は不要だと思いま
す。国として納税して欲しいのなら、
不要な書類は無くしてください。

全日本国民がマイナンバーで1人づつ紐づいているのに、なぜ住所変更
の届けを出しているのにも関わらず、紙でわざわざ税務署に異動届出
書が必要なのかが理解できません。
会社は別でしょうが、個人は絶対不要だと思います。
もう1年以上前に引っ越しているのですが、昨年は確定申告の必要が無
かったので確認する事がありませんでした。
納税相談のコールセンターに電話をして昨日初めて異動届出書が必要
だと言われました。
納税の通知はちゃんと新住所に来るのにおかしな話しです。
この届出書が必要なことすら周知されていないので、即刻廃止してくださ
い。
この届出書にも印鑑が必要になっていますので、印鑑の廃止と共に行っ
ていただきたいと思いました。

個人 財務省

◯所得税・消費税の納税義務者である方は、その所得税・消費税の納税地（住所地
等）に異動があった場合には、納税地の異動があった後遅滞なく、異動前後の納税地
を記載した「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」をその異動前の納税地
の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

所得税法第２０条
所得税法施行令第５
７条
消費税法第25条

検討に着手
◯「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の廃止に向けた法令改正の検
討を進めています。

1437 令和3年7月20日 令和3年12月2日
勤務(内定)証明書の
書式統一・捺印撤廃
について

保育園・学童保育などに提出する
「勤務(内定)証明書」の書式の項目
を見直し、全国統一化し、捺印不要
にする
提出時期の全国統一化

保育園や学童保育に通う父母の勤務先に、定期的に「勤務証明書」の
発行を求められるが、近年発行対象者が増大しており、総務担当者の
負荷が大きくなっている。せめて書式を統一してあればシステム対応で
きるが、それぞれの市区町村でバラバラで、さらに同じ市区内でも書式
が多種あるため、手書きでの対応が必要になる。また、捺印も必要なの
で、総務担当者はそのための出勤を余儀なくされる。内閣府のHP内に
「就労証明書作成コーナー」があるが、書式が古かったり、文字がうまく
入らなかったりするため、実用的ではない。書式の変更も多いため、HP
の改廃工数もかかる。
「勤務(内定)証明書」の書式の項目を極力減らし、全国統一化し、捺印
不要にしていただきたい。
また、提出を求める時期が市区町村でバラつきがあるため、総務担当者
の負荷が集中する時期が読めない。全国で提出時期を統一してほしい

個人
内閣府
厚生労働省

＜保育所について＞
保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認定
を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子育て
支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。
また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労働
することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず、市町村がそれぞれに定めていますが、就労を理
由に認定を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いこ
とから、就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市
向け標準的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点
で、令和２年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の
過半数、大都市の約６割が標準的な様式を活用しています。
押印については、法令上求められているものではありませんが、保育所等の入所の際
に重要な書類となることから、多くの自治体が文書の真正を担保する観点から押印を
求めていると承知しています。
就労証明書の提出時期についても法令上で定めているものではなく、各自治体におい
て処理すべき事務の量やその処理に要する期間等を見込んだ上で設定しているもの
と認識しております。

<放課後児童クラブ（学童）について>
放課後児童クラブに関しては、利用にあたり、法令上で就労等を証明する書類の提出
は義務付けておりません。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

対応

＜保育所について＞
就労証明書の作成手続の負担軽減を図るため、令和２年７月に閣議決定した「規制改革実

施計画」において、デジタルで完結する仕組みを前提に、標準的な様式について活用状況等を
調査し、更なる普及に向けた取組を推進する旨示したところです。

その活用状況調査の結果を踏まえ、更なる活用の促進に向けて、国がこれまで示してきた様
式のうち、保育の必要性の認定のために必要最小限の項目を盛り込んだ「標準的様式」の改
定版を「標準的様式（簡易版）」として、また、利用調整のために「標準的様式」よりも多くの項目
を求める「大都市向け標準的様式」の改定版を「標準的様式（詳細版）」として、令和３年７月に
お示ししました。これらの様式について、できる限り令和４年４月入所分から活用していただくよ
う働きかけています。

また、企業等において就労証明書を電子的に作成できるようにするため、市区町村が定めた
様式を原則としてホームページ等において電子媒体等で配布すること、電子申請環境の整備
を進めることについても、併せて、市区町村に対して促しております。

押印については、規制改革実施計画に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、押印不要化に関する政府全体の取組方針等を踏まえ、就労証明書の押印を不要とする
よう、市区町村に対し通知等を発出しております。また、国から市区町村に対して示している就
労証明書の標準的様式においては、前述の令和３年7月の改定に際して、押印欄を削除してお
ります。

提出時期については、市区町村によって異なる事務の量やその処理に要する期間等を見込
んだ上で、各市区町村において設定するものと考えております。

<放課後児童クラブ（学童）について>
制度の現状欄に記載のとおりです。
また、令和２年12月25日付け厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知「押印を求める手
続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行に伴う通知様式の改
正について」において、関係法令や通知とは別に、独自に定められている様式等の中で国民や
事業者等の押印等を求めている場合は、押印等の見直しに積極的に取り組むよう、自治体に
対して周知しています。

1438 令和3年7月20日 地方行政
マイナンバーカードによるコンビニ
での戸籍等の全国一斉での取得可
能

マイナンバーカード制度が始まり、５年もたち、コンビニでの戸籍等の取
得も可能と喧伝されております。
しかし、実態は各市町村ごとに対応、非対応が分かれており、非対応の
市町村のものは取得できません。対応状況がバラバラでは、なんの価
値もありませんので、各市町村に強制的に対応させるまたは、発行権限
を国にするなどで、全国均一のサービスとして欲しい。また、国のワンス
トップサービスとして、マイナンバーカードがあれば、電子認証で本人を
確認し、すべての書類を取得可能としていただきたい。
効果は、市町村窓口に来訪する人が減るので、人員削減が可能となり、
その分の税金を違う目的で使用可能となるため。

個人

総務省
法務省
デジタル庁
内閣官房

【法務省】
戸籍謄本のコンビニ交付については，管理番号６２１番「戸籍資料のコンビニエンススト
アでの入手性について」を御参照願います。

総務省未回答
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1439 令和3年7月20日 令和3年8月18日
A4の死亡診断書の
提出に際して

死亡診断書は、従来は死亡届と
一体となったA3の用紙で届け出さ
れることが多かったわけですが、近
年は病院のデジタル化がすすみ、
手書きではなくA4でプリントアウトさ
れた死亡診断書を発行することが
あります。

A4の死亡診断書の受理に際し、
自治体ごとにかなりの違いがありま
す。そのまま受理してくれるところも
あれば、A3で無ければダメなとこ
ろ、届出人の割印を要求するとこ
ろ、医師の印の割印を要求するとこ
ろなどがあります。ぜひ、無意味な
割印の要求などは廃しての統一を
望みます。

近年は、病院の電子カルテ化がすすみ、多くの文書が手書きから脱して
おりますが、死亡診断書はなかなかすすみません。
その原因として、上記のように自治体ごとに受理の方法に差があると、
届出に行った遺族の方が窓口でトラブルになることを懸念して、なかな
かやりにくいことが挙げられます。
また、A3の用紙を要求する自治体もありますが、多くの文書がA4である
現状で病院の電子カルテについているプリンターもほとんどがA4であ
り、それも障壁になっています。
厚労省は「平成26年度 厚生労働科学特別研究事業（高齢化社会にお
ける死因究明の在り方等に関する研究）」内での議論において関係省庁
に確認をとられて、問題ない、となったと聞いておりますが、現状は自治
体ごとに対応が異なっています。
医療機関の手間削減、また死亡診断書の記載の標準化にも寄与するこ
とと思いますので、ぜひ簡素化したうえでの統一をお願いいたします。

個人
法務省
厚生労働省

死亡届書には，死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならないものとされて
おります。

死亡届書の様式は，Ａ４で作成すべきものとされており，また，死亡診断書の様式
上，特段規格は定められておりません。

なお，戸籍法令上，届書と添付書類を割印しなければならないとする規定はありませ
ん。

戸籍法第８６条第２
項
戸籍法施行規則附
録１４号様式

医師法施行規則附
録第４号様式

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

1440 令和3年7月20日 令和5年4月14日
免許証の完全電子
化

免許証に埋め込まれているICチッ
プを活用し、更新・記載事項変更・
限定解除などを電子的にのみ処理
して欲しい。紙ベースの申請、物理
的な記載事項の書き換え(スタンプ
による備考欄追加)を廃止して欲し
い。
現状、旧来の物理的な書き換え(備
考欄にスタンプを押す)とICでの書き
換えを両方行っているので、電子化
によって単純に手間が増えている
だけ。

問題点
・免許証のICチップが十分に活用されておらず旧来の運用が残っている
ためむしろ手間が増えている
例:
・免許証に住所などが記載されているが、引っ越しをすると裏面の備考
欄にスタンプを押してやがてスペースがなくなると新規免許証を発行す
る羽目になります。これではICチップが入っている意味がないので電子
的な運用にしてほしい。
→ 最新の住所のみ印字する、または住所は印字せずアプリなどで誰で
も読み取れるようにするなど。
・更新の際に紙での手続きとICチップの書き換え手続きが併用されてい
るため、更新に時間がかかる。
→ 物理的な免許証の書き換え(スタンプを押す)は1分程度で完了したの
に、ICチップを書き換えるから1時間待てと言われた。本末転倒。

個人 警察庁
令和４年に改正された道路交通法において、マイナンバーカードと運転免許証の一

体化に必要な規定が整備されました。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
95条の２第１項及び
第３項、第101条の４
の２第２項及び第３
項

対応

道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号。以下本欄において、「法」
といいます。）の規定により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に必要な規定
が整備されました（令和６年度末までに施行予定）。法においては、マイナンバーカード
のＩＣチップに有効期間、免許の種類、免許の条件等の免許に関する情報を記録する
という方法で一体化を行うことができることとされています。

法に基づいて一体化されたマイナンバーカードのみを所持することを選択した場合に
は、こうした記録は全て電磁的な方法により行われることとなります。

1441 令和3年7月20日 令和4年1月13日

ラグジュアリー有料
送迎サービス実現
のための運送事業
規制緩和

道路運送法にかかる旅客自動車運
送事業の認可制度について、(1)よ
り多様なサービスを受け入れられる
ように認可要件を緩和してほしい。
(2)地域によってはタクシー業の保
護のため、新規登録もできないが、
新規登録を可能または別の特例と
して認可してほしい。

・ラグジュアリーホテルの運営を行っているが、地域のタクシー会社では
高級車での送迎対応は一定の収益見込みがない限り対応困難であり、
お客様の期待する送迎サービスを提供する術がない。
・ホテルが所有する高級車では無料送迎で、かつ限定的な場所への送
迎のみが許容されている。
・ホテル自身が新規に旅客自動車運送事業を始めるには、車両を５台
以上を所有する必要があるなど、行いたい事業規模にそぐわない要件
がある。
・そもそもホテルが立地する地域では新規の一般乗用旅客自動車運送
事業登録は受け付けられていない。
・ラグジュアリーな送迎サービスとして、高級車を使って、有料で、任意の
場所まで送迎できるようなサービスを行いたいが、現実には地域のタク
シー会社に収益を無視した業務提携を受けてもらわざるを得ない。
・海外のリッチなお客様が期待するサービスと既存のタクシー会社によ
るサービスでは期待値が異なるし、言語対応もできない。
・提案が実現した場合、海外のリッチなお客様の集客増加が見込め、地
域の国際的な知名度・人気向上につながる。
・新しいサービスによる旅行需要の向上などで地域・産業の活性化が見
込める。
・地域のタクシー会社のサービスでは実現できないサービスを行うため、
既存タクシー会社とは競合しない。

民間企業 国土交通省

「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。）の申請に対する処
理方針」（平成１３年８月２９日付け国自旅第７２号）において、最低車両数等の審査基
準が定められており、新たに許可等を行う場合は当該処理方針に適合する必要があり
ます。

また、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及
び活性化に関する特別措置法」（平成２１年６月２６日法律第６４号）第１４条の２に基
づき、供給過剰となっている一部の地域では新規許可が禁止されています。

○一般乗用旅客自
動車運送事業（１人１
車制個人タクシーを
除く。）の申請に対す
る処理方針（平成13
年８月29日付け国自
旅第72号）
○特定地域及び準特
定地域における一般
乗用旅客自動車運
送事業の適正化及び
活性化に関する特別
措置法（平成21年法
律第64号）

現行制度で
対応可

一般乗用旅客自動車運送事業については、運転者の労働条件の悪化やサービスの
質の低下を解消するための新規参入・増車に関する規制や、輸送の安全確保を目的
として、運行管理や整備管理を的確に実施できる体制を維持する上で十分な事業規模
を確保するための最低車両台数等の基準を設けているところです。

他方、当該事業には、タクシー以外に、高級車による送迎や外国語対応が可能なハ
イヤー（タクシーと異なり流し営業はできない）も存在しています。規制改革事項の明確
化も必要となりますが、御提案にあるようなサービスについては、既存のハイヤーをホ
テルの送迎に御活用頂くことで対応可能となる場合もあると考えております。

1442 令和3年7月20日 令和3年8月18日
車検の検査までの
期間の延長

現在、2年ごとの車検が通常になっ
ていますが、現在の車は昔と比べ
て故障が少なくなっており、
車、バイクとも、車検までの期間を、
4年へ延長を検討してください。

現在の車は色々な規制によって、もとから壊れにくい構造になっており、
2年で壊れるようなものではなくなってきている。
消耗品の点検などは、タイヤやターニングベルト、ブレーキパッドなど、
定期的に行った方が良いものもあるが、概ね壊れないものがほとんどな
ので、4年に延長し、中間に消耗品のみの2年での中間チェック(税金は
取らない)だけを行うようにすればいい。

個人 国土交通省 番号457の回答をご参照ください
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1443 令和3年7月20日 令和5年4月14日
免許更新講習のオ
ンライン化

免許試験場での免許更新講習のオ
ンライン化

感染防止の観点から免許更新講習をオンライン化してほしい。
免許試験場は、建物が古く換気設備も貧弱で、教室も狭いため、3密の
温床になっていて、更新に行くのが恐怖である。
目の検査も掛かりつけ医での検査証明書等で、代替するなど、で対応し
てほしい。
国で教習所での運転免許の学科教習のオンライン化を検討していると
いうことなので、こちらのオンライン化も何卒検討願いたい。

個人 警察庁
現行の運転免許証の更新手続では、講習や視力・聴力・運動能力の適性検査を受け

ていただいた上で、運転免許証を交付する必要があるため、運転免許センター等にお
越しいただいています。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
101条第１項、第５項
及び第６項、第101条
の３

道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第29条

＜講習のオ
ンライン化に
ついて＞
対応

＜その他の
手続につい
て＞
対応不可

運転免許証の更新時における講習のオンライン化について、警察庁では、優良運転
者・一般運転者の更新時講習のオンライン化に向けた取組を進めています。

運転免許証の更新に係るその他の手続の実施方法については、本人確認や適性検
査の確実な実施という観点から、慎重な検討を要するものと考えています。

また、運転免許証の更新手続においては、多数の申請者の手続を短時間で行う必要
があるところ、適性検査を医師の診断書で代替可能とした場合、医師が作成した真正
な診断書であることを確認するために一定の時間が必要となり、かえって窓口での円
滑な業務に支障を来すおそれがあることから、ご提案の事項については慎重な検討を
要すると考えています。

1444 令和3年7月20日 令和3年11月4日
運転免許証の海外
対応と国際免許証
の廃止

現在海外で自動車を運転する場
合、国際免許証の取得が必要で
す。ただ、この国際免許証は運転
免許証の英訳に他ならず、1年に一
回の更新も現在の免許更新制度と
同期しておらず、利用者へ負担と
なっています。そこで運転免許証に
英字表記(パスポートと同じ)を加え
る事で、海外でレンタカーや警察等
も確認できるようにすれば、国際免
許証は必要ないと考えます

【背景】
この国際免許証制度は「1949年9月19日の道路交通に関する条約」とい
う国際条約に基づいた法律に準拠しているようですが、実に70年前に制
定された法律であり、現在のように海外渡航が一般的となった世の中で
は、見直しの必要があると考えます
私はアメリカ在住ですが、CAの運転免許は欧州等非英語圏の国に行っ
ても通用します。日本のように英字表記がないために海外で通用しない
というのは、限られた国だけです
https://www.npa.go.jp/policies/application/ icense_renewal/pdf/foreignI
DP.pdf
【想定される経済効果】
この提案が実現した場合、まず免許証よりも大きくがさばる紙の国際免
許証を発行する必要がなくなり、利用者及び発行者にとっても、申請、材
料、人的コストなど発行にかかるコストを減らす事ができます。
現在、東京都では2,350円の費用負担が求められてますが、どのような
費用内訳なのか不透明ですし、利用者にとって不要な時間、労力、コス
トを強いています
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai
01.html )
また1年に一回の更新も海外によく行く利用者にとっては大きな負担であ
り、単純に免許証の有効期限に合わせる事よって、利用者の負担軽減
ならびに東京都公安委員会等地方自治体の管理コストも軽くなるはずで
す

個人 警察庁 番号236の回答をご参照ください。

1445 令和3年7月20日 令和3年8月18日

短時間勤務の措置
を小学校就学までに
変更し希望者へ義
務化

育児、介護休業法における短時間
勤務等の措置に関して、現在は3歳
に達するまでの子を養育する労働
者について、短時間勤務の措置を
義務付けされているが、3歳から小
学校就学の始期に達するまでの子
を養育する労働者については努力
義務であるため、多くの親は子が3
歳になったらフルタイムで働くことに
なる。すると保育の延長時間を伸ば
す必要があるが19時まで預けられ
る保育園は少なく、子を持つ親は長
時間預けられる保育園への希望が
集中する為、待機児童増加に繋が
る。待機児童削減には、ただ保育
園を増やせばいいのではなく、時間
の延長を義務付けるか、親が希望
した場合、時短勤務の延長を小学
校就学の始期までと義務づけして
欲しい。

義務化され制度が変われば、企業は変わるし、変わらざるを得ないと思
う。義務化され制度が変われば、子供がいても働きやすい環境が整うの
で子育てしながら働く女性が増加し、働き方改革、待機児童対策、少子
化対策につながると思うので、保育園を増やすことに財源を増やすので
はなく、制度を変更して、お金をかけずに出来る対策を考案して欲しいと
思うから

個人 厚生労働省

事業主は３歳未満の子を養育する労働者で、育児休業をしていないものについて、
育児のための所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。

また、その３歳から小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育
児のための短時間勤務等の措置を講じるように努めなければならない

育児・介護休業法第
23条、第24条

対応不可

育児のための短時間勤務の措置は、子がある程度心身が発達する３歳に達するま
での時期はこの養育に特に手間がかかることから、この時期について短時間勤務の措
置義務の対象としたものです。

育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者につ
いて、短時間勤務等の措置を講じることを努力義務として定めるほか、労働者からの
請求があった場合に時間外労働や深夜業の制限することができることとしており、これ
らの制度を通じて仕事と育児の両立を支援しております。
（なお、短時間勤務制度の対象となる子の年齢の引き上げに関しては、事業の負担や
制度利用が女性に偏っている現状も考慮し、慎重な検討が必要と考えております。）

1446 令和3年7月20日
マイナンバーカード
引き取り

マイナンバーカードはWeb申請でき
るが、引き取りは役場窓口平日の
短時間のみ。一分土曜日。しかも予
約制で渋谷区では2週間先まで予
約が取れない。そんなシステムに税
金かけて、引き取りだけなのに事前
予約すべきなのか？
書留郵便なども導入し、利便性あ
げるべき。
24時間web 申請させるならもっと24
時間受け取り化くらいしないと意味
がない。

マイナンバーを普及させて利便性あげるなら、もっと基本的な部分を見
直すべき。それができればもっと申請数増えるだろうし、役場の業務も軽
減されるはず。

個人 総務省 類似処理
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1447 令和3年7月20日 令和3年8月18日
ハローワークの紹介
状について

民間企業の人事の管理職をしてお
ります。弊社でもテレワークが推奨
される中において、ハローワーク求
人に関連する業務について、頭を
悩まされております。
紹介状は原本でのやり取りのた
め、原則として郵送の受付をしなけ
ればならず、結果はFAXで返信しな
ければならない…と、出社をしての
作業が求められております。
また、週1日、2日の出社でまとめて
対応…となると、応募者を待たせる
ことになり、問い合わせの電話対応
が増えるなど、たいへん非効率で
す。
オンライン化した方が求職者も企業
も便利だと思いますし、テレワーク
を推奨する時世において、出社せ
ざるを得ないフローを行政が求める
状況の解消をご検討頂きたく存じま
す。

全てオンライン化することで、応募者の手間と費用（履歴書の印刷代、
写真代、郵送代）の軽減になり、1日でも早く仕事を見つけたい人には応
募のスピード化も見込めます。
募集団体・企業は業務効率化や郵便事故や社内紛失のリスク軽減、コ
スト削減になります。
ハローワーク側の事務処理のデジタル化による処理スピード向上、FAX
の誤送信や報告の行き違いの防止になります。
紙を使ったやり取りは必要のない連絡が増えがちです。ハローワークご
担当者との「送った」「届いてない」の無駄なやり取りや、企業にとっては
履歴書の返却作業も手間と労力がかかっています。返却を予めお断りし
ていてもご理解頂けず、問い合わせのやり取りや、その後の対応などは
無駄かつストレスでしかありません。
「企業はeメールや企業が使用するフォームからの応募の際に、ハロー
ワーク名と紹介状番号を入力して応募するように応募者に要請して応募
受付。ハローワーク側は専用フォームを設けて、企業が紹介番号と応募
者氏名、選考結果とその理由の回答を受付。」
これだけのことが何故できないのでしょうか？

個人 厚生労働省

ハローワークの職業紹介業務におけるオンライン化は順次進められており、現行は、
ハローワークインターネットサービス上でマイページを開設いただくことにより、求人申
込み、紹介状の交付や採否結果のハローワークへの連絡もオンラインで可能です。な
お、職業紹介の際に交付する紹介状については、窓口での手交のほか、新型コロナウ
イルス感染拡大の防止の観点から、郵送での交付等柔軟に対応しています。

なし 対応
制度の現状欄に記載の取組に加え、令和３年９月に、ハローワークインターネット

サービスにおいて求職申込み、応募、職業紹介（紹介状の交付に加えて応募書類の送
付含む）の実施がオンラインで可能となる予定です。

1448 令和3年7月20日 令和3年9月10日

訪問介護事業者に
おける介護保険と障
害福祉の事業申請・
運営・変更の書類の
簡素化・共通化につ
いて

訪問介護事業者は、介護保険法と
障害福祉サービス（居宅介護・重度
訪問・行動援護等）を介護資格を持
つスタッフが、高齢者と障害者（児）
に並列してサービス提供できる制度
になっている。 しかし、その都道府
県への設立申請は介護保険法と障
害福祉サービスでは別々の部署に
同様なものをする必要がある。さら
に、運営上の国保連等へのレセプト
や処遇改善加算の申請などは、同
じような書類の作成がすべて2重と
なっており、小規模が多い訪問介護
事業者には負担である。このあたり
の縦割り行政を見直していただきた
い。少なくとも書類の共通統一化
（設立と運営・変更の両方）または、
どちらか一つのみの書類で2種の運
営ができるようお願いしたい。

人は誰でも、運悪く、障害者にもなれば、年を取り要介護者ともなりうる
が、医療・介護・障害福祉の3つの制度をうまく利用できなと基本的人権
も満たされないかもしれない。
具体的な例としては、９０％以上が申請している「処遇改善加算」の申請
は、ほぼ同じ内容の書類を毎年、県の介護保険課と障害福祉課に提出
する。さらに、ヘルパーの勤務実績を、介護保険と障害福祉で何時間づ
つ働いたかを出勤簿につけさせ、それぞれの賃金を計算しないと年度
末に出す「実績報告書」の作成が別々に出来ない。 また、「従業者の勤
務の体制及び勤務形態一覧表」も介護保険と障害福祉で、それぞれど
うのようにつけるか明確でない。今年10月には、厚生労働省から市役所
経由で、介護保険のみに特化した新たな全国統一版の「前述の一覧表」
が送られてきたが、障害福祉は含めることはできない。まさに縦割り行
政である。（ 厚生労働省 老健局 介護保険計画課・総務課 発信
subject: 介護保険最新情報vol.876の送付について、9/30）
上記に限らず、縦割り行政の一部の共通部分を共有化・統一化した書
類にすることで、介護・障害福祉事業者の事務負担を軽減でき、利用者
へのサービス時間とサービス向上に充てられる。こうした書類作成が嫌
で辞める職員を減らすことが出来る。
また、これらの介護保険や障害福祉の制度自体があまりに細分化・複
雑化しているので、県や市レベルの行政の担当者の意見や判断もかな
りばらつきが多く曖昧なこともある。簡素化により、行政側のコスト削減と
質の向上が見込める。

民間企業 厚生労働省

・介護保険サービス又は障害福祉サービスのいずれかの居宅サービス（デイサービ
ス、ホームヘルプ等サービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方
の制度における居宅サービスの指定を受ける場合にあっては、一方の指定申請の際
に提出した事項について、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしていま
す。

省略できる書類の詳細については、以下Ｑ＆Ａをご覧ください。
「介護保険最新情報vol.952 「令和３年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.3）（令和３

年３月26日）」問123」
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成30年3月30
日）問2」

介護保険法施行規
則第114条第４項、第
119条第４項、第121
条第５項

障害者総合支援法
施行規則第34条の7
第5項等

現行制度下
で対応可能

今後につきましても、引き続き現場の文書負担軽減について努めてまいります。 △
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1450 令和3年7月20日 令和3年8月18日
放課後児童健全育
成事業の年度更新
申込書類の簡素化

放課後児童健全育成事業(学童保
育)において、毎年度の更新申込に
際して、昨年度提出した情報を今年
も提出するケースがかなりありま
す。
申込様式を実施主体である市町村
(東京特別区を含む)が定めている
場合、申込者の基本情報は既に市
町村のデータベースに記載されて
おり、昨年度提出した情報を訂正更
新する方法や追加的情報を提出す
る方法などで申込手続きの書類の
簡素化を図ってほしいです。
あと、自宅から放課後児童健全育
成事業所までの経路を示した地図
の提出は速やかに廃止するようお
願いいたします。

放課後児童健全育成事業の年度更新申込手続きは、毎年度同じ事業
者に対して昨年度提出したものとほぼ同じものを提出しているのが現状
です。また、毎年度始めには小学校も含めて児童の台帳類に当たるも
のを保護者が主に手書き等で作成して提出などがありますか、基本的
にはデータベース(児童の台帳)は事業者側で作成管理するべきものだ
と考えられます。
また、自宅から放課後児童健全育成事業所までの経路を示した地図
も、現在の地図情報のオンライン情報化から、正しく住所を入力すれば
目的地までの経路は指し示してくれるソフトは充実しており、地図情報の
提出は不要にしてもよいと思います。

個人 厚生労働省

放課後児童クラブの利用にあたり、法令上で提出書類を規定しているものはありませ
んが、市町村や民間事業者において、利用手続きや児童の通所時の安全確保等を目
的として、保護者に対して書類の提出を求めている実態があることは承知しておりま
す。

なお、書類の提出方法等については、事業の実施主体である市町村等において、地
域の実情等を踏まえ判断するものと考えております。

なし
現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

現行制度下
で対応可能

（１）について
○調査票情報の利用場所については、統計データの保護の観点から国内に限定して
おりますのでその点はご了承いただければと存じますが、海外在住の研究者が来日
し、国内のオンサイト施設で調査票情報を利用することは可能です。
○また、大学院生については、競争的資金を受けて行う調査研究等において、当該学
生が研究者として明らかにされているような場合であれば調査票情報を利用すること
は可能です。

（２）について
○匿名レセプト情報等の提供申出者は学校教育法第１条に規定する大学・大学院とし
ており、海外大学・大学院が提供申出者となることはできませんが、海外大学所属の
大学生・大学院生であっても、科研費等の補助金等（※１）を充て、利用目的が国民保
健の向上に資するのであれば、個人としての申出は可能です。
〇この場合においても、情報保護の観点から、利用場所は日本国内に限定されていま
すが、適切な利用場所の確保など、日本国内において法令に沿った安全管理措置を
講じることができない提供申出者については、オンサイトリサーチセンターをご利用頂く
ことも可能としております。

（※１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第 179 号）
第２条第１項に規定する補助金等、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 232条の
２（同法第 238 条第１項の規定により適用する場合を含む。）の規定により地方公共団
体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 （平成 26 年
法律第 49 号）第 16 条第３号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開
発機構が交付する助成金をいう。

（１）2019年の統計法の制度改正により、政府統計の調査票情報の研究
目的での利用可能性が拡張された。しかし、統計法第33条の２による調
査票情報の学術目的での利用対象を「学校教育法に定める」大学が行
う調査研究、大学等に所属する「教員」が行う調査研究に限定しているこ
とから、海外の大学等の研究機関に所属する日本人の研究者、大学院
生による利用が事実上不可能となっている。アメリカをはじめとする先進
諸国、トルコなどの新興国、また多くの発展途上国において、政府統計
のミクロデータは国際公共財として外国籍の研究者にも広く提供されて
おり、国際的な研究競争の結果多くの知見が導き出され、研究成果は
政策立案の材料として広く社会に還元されている。情報セキュリティの
観点から日本政府がデータの国外への持ち出し等に一定の制限をかけ
ることはある程度理解できるが、情報漏洩のリスクと、研究による日本社
会に関する知見の深化・社会還元というベネフィットを比較して、海外を
拠点する研究者を排除するのは過剰な規制ではないか。秘匿性の高い
調査票情報の提供にあたっては、オンサイト施設が設置されたと聞いて
いる。海外所属の日本人研究者・大学院生には一時帰国の上オンサイ
ト施設の利用を前提としてデータを提供するなど、規制の緩和を検討い
ただけないだろうか。
（２）厚生労働省の匿名レセプト情報等、政府の管理する行政データの
二次利用に関しても、同様に「学校教育法に定める」大学との利用制限
がかかっているために、海外大学所属の日本人大学院生が利用審査に
応募することすらできない状況となっている。これについても同様の規制
緩和をご検討願いたい。

個人
総務省

厚生労働省

統計法第33条の2に基づき、以下の者が調査票情報の提供を受けることが可能です。

【学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者】
１） 学校教育法 昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十

四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公
益社団法人もしくは公益財団法人が行う調査研究若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究 公益社
団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 平成
十八年法律第四十九号）第二条第四号に規定する公益目的事業（（３）において「公益目的事業」という。）に該当するも
のに限る。以下この（１）において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と
共同して行う調査研究に係る統計の作成等
２） 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作

成等
３） その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助（公

益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に係る統
計の作成等
４） 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第三十三条の二第一項に規定する相当の公益性を

有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等

【高等教育の発展に資する統計の作成等を行う者】

高齢者の医療の確保に関する法律第16条の２では、下記のものが提供申出者として申出可能です。
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報（医療保険等関連情報に
係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者（次条において「本人」という。）を識別すること及びその作成に
用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医
療保険等関連情報をいう。以下同じ。）を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつ
て、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ
当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調
査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の
向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定め
る業務 特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

また、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく第三者提供に関しては「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提
供に関するガイドライン」にて提供申出者を下記のように定めています。
匿名レセプト情報等の提供申出者の範囲は、公的機関（国の行政機関、都道府県及び市区町村）、大学その他の研究
機関 学校教育法 昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学 大学院含む。）及び研究開発独立行政法人等）及び民
間事業者等（民間事業者又は補助金等）を充てて第５の６ ４）② ※）に規定する業務を行う個人であって高確則第５条
の６各号のいずれにも該当しない者）とする。

※ 第５の６（４）②
 研究の内容について、法第 16 条の２第１項各号及び高確則第５条の７第１項の規定に則り 、 以下のⅰ）～ⅴ）のいず
れかから選択し記載すること。
ⅰ）医療分野の研究開発に資する分析
ⅱ）適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ⅲ）疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究
ⅳ）保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究
ⅴ）上記ⅰ）～ⅳ）に準ずるものであって国民保健の向上に特に資する業務
注１）複数該当する場合は、研究の中心となる内容を記載すること。なお、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に直接

利用する又は利用されると推測されるものは認めない。

【学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者】
１） 学校教育法 昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学若しくは高等専門学校若しくは同法第百二十

四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公
益社団法人もしくは公益財団法人が行う調査研究若しくは公益社団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究 公益社
団法人又は公益財団法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 平成
十八年法律第四十九号）第二条第四号に規定する公益目的事業（（３）において「公益目的事業」という。）に該当するも
のに限る。以下この（１）において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、若しくはこれらの者以外の者と
共同して行う調査研究に係る統計の作成等
２） 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作

成等
３） その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助（公

益社団法人又は公益財団法人が行う補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に係る統
計の作成等
４） 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第三十三条の二第一項に規定する相当の公益性を

有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等

【高等教育の発展に資する統計の作成等を行う者】

統計法第33条の２
高齢者の医療の確
保に関する法律第16
条の２

1449 令和3年7月20日 令和3年8月18日

海外大学に在籍す
る日本人研究者・大
学院生による政府統
計・行政データの二
次利用アクセスの改
善

（１）政府統計の二次利用に関し、
海外の大学に所属する研究者・大
学院生による調査票情報の利用が
事実上不可能となっているので、ア
クセスの改善を願いたい。
（２）政府の管理する行政データ
（例：厚生労働省の匿名レセプト情
報）の二次利用に関し、海外の大学
に所属する研究者・大学院生によ
る利用が事実上不可能となってい
るので、アクセスの改善を願いた
い。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1451 令和3年7月20日 令和5年4月14日
住民票の写しの記
載事項の省略につ
いて

住民票の写しの記載事項につい
て、従前の住所の記載省略が認め
られていない。
記載省略可能な事項として追加し
ていただきたい。

住民票の写しの記載事項について、従前の住所の記載省略が認められ
ていない。
各種手続きにおいて、住民票の写しの提出が求められた際、従前の住
所に関する情報が必要とされる場面は稀であるにもかかわらず、省略で
きない事項とされている。
記載事項証明書で対応できるものの、認知度が不十分であることから、
相手方からは住民票の写しの提出を求められることが一般的であり、求
める側としても、記載事項証明書というと相手方への説明が煩雑になる
ため、住民票の写しの提出を求めているケースが多いものと思慮する。
個人情報に対する意識の高まりにより、必要以上の情報は渡したくない
という人は多く、インターネット上の質問サイトでも、『前住所の記載のな
い住民票の写しが欲しい』という声がよく見られる。

個人 総務省
住民票に記載された事項のうち、請求する者の請求目的において必要とされるものの
みを証明する手段として、提案理由にご記載いただいている住民票記載事項証明書の
制度を設けております。

住民基本台帳法第
12条

現行制度下
で対応可能

各種手続において、住民票の写しの提出を求めるどうか、また、住民票記載事項証明
書の提出で代替可能かについては、当該手続の実施主体において判断されるもので
あると考えております。

1452 令和3年7月20日 令和5年4月14日
キックボードなどの
規制（原付やミニ
カーなどの）

曖昧な中華製品が横行し、
完全にアウトのものも多々徘徊して
いる。
規制主が都道府県や市区町村、都
道府県警だったりと知識に乏しく、
かつ国土交通省は規制には無作
為。
内閣府でしっかり統率して欲しい。

玩具なのか公道走行可（原付やミニカー）なのか
曖昧な商品が
法規制に対するグレー若しくはブラックな表現で売られている。
電動アシスト付き自転車も同様。（完全電動が紛れている）
各都道府県の警察署においても規制があいまいで
一般の人間には全くわからず
理解せずに法を犯している場合もある。
そもそも自転車・原付の存在が時代錯誤な法律で管理されていることも
あり、そのあたり一掃してほしい。

個人
警察庁
消費者庁
国土交通省

【警察庁】
電動キックボードを始めとする低速・小型の電動モビリティ（いわゆる電動キックボー

ド等。以下対応の概要欄において、「電動キックボード等」といいます。）は、その定格
出力等に応じて、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下本欄及び対応の概要欄に
おいて、「法」といいます。）上の自動車又は原動機付自転車に該当します。

また、アシスト比率等が、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下本
欄において、「府令」といいます。）第１条の３で定める基準を満たす原動機を用いる自
転車は、駆動補助機付自転車（以下対応の概要欄において、「電動アシスト自転車」」
といいます。）に該当し、自転車の交通方法に従うこととされています。なお、アシスト比
率が府令で定める基準に該当しないものは、その定格出力等に応じて、法上の自動車
又は原動機付自転車に該当します。

【消費者庁】
不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）においては、一般消

費者に商品・サービスの品質等の内容について、実際のもの等より著しく優良であると
誤認される表示を禁止しています。

【国交省】
原動機を有する車両について、道路運送車両法では、寸法や出力に応じて自動車又

は原動機付自転車に区分し、それに応じて適切に規制を行っております。

【警察庁】
道路交通法（昭和35
年法律第105号）第２
条第９号、第10号及
び第11号の２

道路交通法施行規
則（昭和35年総理府
令第60号）第１条の３

【消費者庁】
景品表示法第５条第
１号

【国交省】
道路運送車両法第２
条、第３条等

【警察庁】
対応

【消費者庁】
現行法制下
で対応可能

【国交省】
対応

【警察庁】
「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」における議論等

を踏まえ、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）の規定により、電
動キックボード等のうち、一定の大きさと構造の基準を満たす車両について、原動機付
自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」と定義することとされ、運転免許を
不要とし、自転車道の通行を可能とするなど、自転車に類する交通ルールが適用され
ることとなりました（令和５年７月１日施行予定）。特定小型原動機付自転車について
は、関係省庁や事業者からなる「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」におい
て、保安基準に適合した車体の販売等について検討し、「特定小型原動機付自転車の
安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」を決定しました。

電動キックボード等や電動アシスト自転車について、引き続き、関係省庁や事業者と
連携し、道路運送車両法上の保安基準を満たさないものについて規制や取締りを行っ
ていきます。

【消費者庁】
原付やミニカー等について、例えば、公道走行可と表示して販売しているにもかかわ

らず、実際には公道を走行するための基準を満たしておらず、一般消費者に著しく優
良であると誤認させるような場合は、景品表示法第５条第１号に違反するものとして、
行政処分等がなされる可能性があります。

【国交省】
道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）の一部施行に伴い、電動

キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義さ
れることを踏まえ、特定小型原動機付自転車に関する保安基準を整備しました。本基
準に基づき、関係省庁や事業者と連携し、不適合品の排除に取り組んでまいります。

1453 令和2年11月16日 令和3年7月20日
薬剤師本人によるイ
ンフルエンザ等ワク
チンの自己注射

現在薬品の専門家である薬剤師で
あっても、インフルエンザ予防ワク
チンの接種のために病院へいかね
ばならない。諸外国では、薬剤師が
インフルエンザ予防ワクチンを一般
市民に接種しているところもある。
薬剤師による自己注射を認めるだ
けでも、看護師・医師の業務軽減に
なるほか、薬剤師も自ら接種するこ
とにより、病院にいく手間が省け業
務軽減につながる。自己注射にあ
たっては、手技の講習など義務づ
ける。いずれは米国のように一般人
へ接種できるようになれば、看護
師・医師の冬季の大幅な業務軽減
となるほか、手軽に大勢の人にワク
チンが接種できる環境の構築が図
れる。

医療従事者（医師・薬剤師・看護師）の業務軽減 個人 厚生労働省
医師法上、薬剤師による自己注射について特段規制はありません。なお、医療安全や
公衆衛生の確保等のため、予防接種のための注射については、現行のように医師又
は医師の指示を受けた看護師等が行っています。

事実誤認 事実誤認（提案内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認であるもの）

1454 令和3年7月20日
マイナンバーカード
普及について

私の自治体では、マイナンバーカー
ドで住民票や印鑑証明書がコンビ
ニにて印刷可能ですが…対応して
ない自治体は窓口に行かないと取
れないのは、非常に不便だと思い
ます。普及の為には、もっとこの便
利さを活用してほしいものです。

全自治体にて取得可能にする。印鑑も不要なら、問題ないかと思う。
高齢者は心配ではありますが、それには何らかの処置(登録電話に電話
をするとか)

個人 総務省 類似処理
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁
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グ・グ
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理方針

番号
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1455 令和3年7月20日 令和3年8月18日
海外への信書の送
付に関して、郵便の
独占の撤廃

信書には、契約書・請求書なども含
まれると総務省はガイドラインを出
しているが、日本国内から海外へ
信書を送る手段として現在の「郵
便」による独占を廃止し、民間の配
送サービスでも信書を海外に送れ
るようにする。

ビジネス文章のなかで、契約書や請求書、外国政府への報告書・申請
書など、原本を海外に送ることは業務上想定され必須の行為である。上
記のようなビジネス文書は信書と規定されることから郵便法の規定によ
り、配達サービスとして郵便しか使用することができない。現在のコロナ
の環境下では、郵便が海外向けの配達サービスを大幅に縮小・停止し
ており、業務ができないため大変困っている。民間業者の文書・配達
サービスは継続していることが多く、そちらを使用したいが、郵便法の独
占規定により、民間業者を使用することができない。
郵便が、業務の独占権を与えられているのにも関わらず、その業務が遂
行できない状況は、国民の行動を著しく制約している。したがって、海外
向けの信書の送付に関して、郵便の独占を廃止し、民間サービスを一
刻も早く使用できるようにしてほしい。

ワイズマン
プロジェク
ト合同会社

総務省

郵便法（昭和22年法律第165号）第４条第２項は、「会社（契約により会社から郵便の
業務の一部の委託を受けた者を含む。）以外の者は、何人も、他人の信書（特定の受
取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。）の
送達を業としてはならない。」と規定していおりますが、民間事業者による信書の送達
に関する法律（平成14年法律第99号）第３条により、同条各号の送達については、郵
便法第４条第２項の規定は適用されません。

したがって、海外向けの信書の送達について、日本郵便以外の民間事業者も、民間
事業者による信書の送達に関する法律第６条又は第29条の規定に基づき、総務大臣
の許可を受け行うことができます。

なお、新型コロナウィルス感染症の拡大により、各国における国際郵便物の受入停
止や日本を発着する航空便の減便などにより十分な輸送力が確保できないことから、
日本郵便株式会社において、一部の国・地域あて国際郵便について、その引受けを一
時停止しています。日本郵便に対しては、国際郵便サービスをめぐる状況について報
告を求めており、総務省として国際郵便ができる限り提供されるよう努めています。

民間事業者による信
書の送達に関する法
律第６条又は第29条

現行制度下
で対応可

制度の現状欄に記載のとおりです。

1456 令和3年7月20日
海外居住時のマイナ
ンバーカードの取扱
いについて

海外転勤の場合に、マイナンバー
カードを住居地の市町村に返納し
なければならないという扱いを変え
ていただきたい

海外転勤する機会の多い仕事に就いております。
以前、海外転勤した際、マイナンバーカードを一旦返却し失効させるよう
求められました。そして、帰国し、ふたたび国内勤務となった際には、手
数料1000円余りを支払ってマイナンバーカードを再発行してもらう必要
がありました。
住民票と紐付けて発行されているカードなので、住民票がなくなれば失
効させるのは当然ということなのでしょうが、海外に転勤しても、日本国
籍を喪失するわけでも、住居が全くなくなるわけでもないのですから、例
えば、海外での住居地を管轄する大使館の取扱いにするなどして、マイ
ナンバーカードを海外転勤の度に失効させるという仕組を改めていただ
けないでしょうか。
マイナンバーカードの普及を国民に求めているわりには、あまりにも不
便な仕組だと思います。

個人 総務省 未回答

1457 令和3年7月20日 令和3年8月18日
車の車検を3年周期
にしたらどうか

日本車は優秀なので、10年間は３
年車検で実施したらどうか、10年超
えたら２年車検にすれば、車の費用
も抑えられ、車を買う人も増えると
思われる

日本車は優秀なので、10年間は３年車検で実施したらどうか、10年超え
たら２年車検にすれば、車の費用も抑えられ、車を買う人も増えると思わ
れる
購入車が増えれば、国の経済もよくなると思う

個人 国土交通省 番号96の回答をご参照ください

1458 令和3年7月20日

マイナンバーカード
の電子証明書の有
効期限更新をオンラ
イン化

マイナンバーカードは必ず誰もが5
年に1回、電子証明書の有効期限
を更新する必要がありますが、わざ
わざ市役所などに行って窓口にて
更新手続きをしなければなりませ
ん。それを自宅などでインターネット
でできるようにするというものです。

■理由
・市役所や役場へわざわざ行かなければならず非常に面倒。
・平日にしか手続きができない。
・未成年者の場合は親権者も同行しなければならない。
・足が不自由な人や自家用車がない人などは交通費がかかる。
・代理人による手続きは可能だが、署名用電子証明書・利用者証明用
電子証明書、照会書兼回答書を持参し、その照会書に暗証番号を記載
し、更に照会書の回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、専用の封筒に
封緘した状態で窓口に持って行かねばならず、かなり面倒。
・役所側も窓口対応の人員を割かなければならないし、時間もかかる。
他の重要な職務に専念できない懸念がある。
・役所で行われる手続きはパスワードの確認と本人確認くらいであり、オ
ンラインでも対応できると推測される。
・マイナカード所持者は例外なく、5年に1回はこの手続きをしなければな
らない。
■効果
・役所に行かなくても手続きができ、便利。
・平日でも手続きが可能。
・未成年者の場合、親権者の同行が不要になるので親権者の負担が軽
減される。
・高齢者や障害者、代理人への負担の軽減。
・市役所役場の職員の窓口業務削減に伴う負担軽減効果。

個人 総務省 類似処理

1459 令和3年7月20日 令和3年8月18日
特定技能外国人受
入れ制度について

特定技能外国人を受け入れ雇用す
る際に、受入会社は、各分野の協
議会に入会し、特定技能外国人に
ついても入会することが義務付けら
れています。費用も高額であり、天
下りや役人、その他既得権益のた
めの制度になっているものと思われ
ます。人手不足を解消するための
特定技能外国人制度であれば、出
入国管理局への申請ひとつで完結
すべきであります。

特定技能外国人の採用により、各協議会への入会が必要となっていま
すが、受入会社に対する費用も高額であり、外国人を人手不足のため
に採用し、日本人と同等の給与を支払い、協議会の費用、特定技能外
国人の費用を負担するのであれば、日本人を採用する以上の固定費が
必要になります。本末転倒の状態となります。協議会への入会を必須と
するのであれば、費用の減額又は免除、そもそも協議会への入会をなく
して、人手不足の解消をする。何が目的なのか？を強調して、運用して
いただきたい。

民間企業

法務省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
農林水産省

特定技能制度における分野別の協議会は、構成員の連携の緊密化を図り、各地域
の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令
遵守の啓発等を行う機能を有するものとして、各分野所管省庁が設置しているもので
す。

なお、特定産業分野のいずれの協議会においても入会費等の名目で受入機関から
費用を徴収しておりません。

特定技能の在留資
格に係る制度の運用
に関する基本方針に
ついて（平成30年12
月25日閣議決定）

（分野別協議
会の廃止）
対応不可

（分野別協議
会による費
用徴収）
事実誤認

特定技能制度における分野別の協議会については、制度の現状欄に記載したような
意義を有することから、協議会自体を廃止等することは困難です。

政府としては引き続き、協議会の活用も含め、制度の適切な運用について努めてま
いります。

なお、分野別協議会による費用徴収については、制度の現状欄に記載のとおりで
す。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1460 令和3年7月20日 令和3年8月18日
障害者手帳の簡素
化・デジタル化・アプ
リ化

障害者手帳をICデジタル化を含め、
カードサイズに変更する、もしくはマ
イナンバーカードの障害者版を配
布する、

私は障害者です。
障害者手帳（という一枚の祇）の運用時のサイズは、一般的なクレジット
カードサイズよりやや大きく、財布やパスケースでの保管が難しい。
バスや電車や劇場のチケット購入時・乗降車時など障害者割引を受ける
際・身分証明の際、周囲も混雑し手が塞がれているときに提示するな
ど、障害の状況によっては、「障害者＝めんどくさいやつ」というイメージ
を広めてしまうのではないか、周りに障害者だとバレるのではないか、な
どのプレッシャーも感じる人も多いでしょう。
理想を言えば、Suicaや定期券、その他ICカード利用のカードなどに最初
から障害者として利用できる仕組みがあればよいが、せめてカードサイ
ズを変えるだけでもだいぶスムーズに平時の活動を行えるのではない
か。
今の四つ折りの紙とハンコ、という偽造し放題とも思える紙を廃止するだ
けでも、いくらかのコスト削減、セキュリティ対策にもなる。
また、この紙を発行、更新するだけに、更新手続きだの検査診断書の費
用が発生するのも、無駄な消費に感じます。
障害者であるという随時の証明、手帳による物理的な縛りは、小さくても
総活躍へのハードルであると感じています。少しでも簡素で利便性のあ
る形状に変えていただきたいと思います。
ご検討いただければ幸いです。

個人
総務省
厚生労働省

番号112の回答をご参照ください

1461 令和3年7月20日 令和3年8月18日

【デジタル化推進】賃
金の口座振込等へ
の労働者の同意の
ペーパーレス化

平10.9.10基発530号に関して、賃金
の口座振込み等への労働者の同
意を必要としないよう改正する、又
は電磁的方法による申出又は同意
が可能となるよう改正する。

現在、弊社では賃金支払用の銀行口座登録に際し、職員が用紙に口座
情報等を記入の上、押印して窓口まで提出する形で申請受付を行って
おります。
この方法について、業務効率化及びなりすまし防止の観点から改善す
べく、マイクロソフト社のアプリケーションを組合わせ、オンラインフォー
ムへの入力による申請とメールによる承認が可能なフローを開発し、実
験環境を構築しました。
ところが、賃金の支払方法に関しては労働基準局長名の当該通達によ
り、「口座振込み等は、書面による個々の労働者の申出又は同意により
開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること。」、「（２）指定す
る金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号（以下
略）」とあるため、このフローの導入は通達に抵触するのではないかと懸
念しております。
そこで、賃金の支払に関しては口座振込が一般に浸透していること、各
種申請のペーパーレス化により環境保全やテレワークの推進が期待で
きること等を鑑み、当該通達の改正をご提案させていただきます。

個人 厚生労働省

賃金の口座振込みについては、労働基準法施行規則（昭和22年八月30日厚生省令
第23号）第７条の２において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払
について、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金
又は貯金への振込みなどによることができるとされています。

また、ご指摘の通達において、「口座振込み等は、書面による個々の労働者の申出
又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること。」とし、口座振
込み等を実施する使用者に対しては、通達に基づき指導することとしています。

労働基準法（昭和22
年4月7日法律第49
号）第24条
労働基準法施行規
則（昭和22年8月30
日厚生省令第23号）
第７条の２

検討を予定
通達を改正し、口座振込み等における労働者の申出又は同意の方法は、書面に限

定しないこととする方向で検討してまいります。

1462 令和3年7月20日 令和3年8月18日

法人設立の際の届
け出書類の件（税務
署・社会保険事務
所）

私は税理士ですが、お客様が法人
を設立した際、税務署、市、県、社
会保険事務所が法人の定款・登記
簿謄本を各自がとるように改善して
ほしいと考えています。

現在は、法人を設立した際、税務署、市、県、社会保険事務所に法人の
設立届等を提出しますが、その際必ず定款・登記簿謄本の提出を求め
られます。（社会保険事務所に至っては、原本の提出を求められます。）
せっかく法人番号なるものを作ったのだから、法人の設立後の登記簿謄
本・定款等は、各事業所がとることができるようになるはずです。すべて
は、国が統括しているところなのだから。
法人番号ができる前の法人ならばまだしも新規で設立した法人ならば、
このような書類の提出は省かれるべきであると考えられます。
会社の社長、税務署、市、県、社会保険事務所すべてにとって業務が短
縮できるはずです。
これができないとすれば、国の業務の怠慢であり、法人番号自体が無駄
である証拠であると考えます。

税理士事
務所

内閣官房
内閣府
法務省
財務省

法務局における法人設立登記及び税務署における法人の設立届出書はそれぞれ提
出する必要があります。

なお，平成29年度税制改正により，平成29年４月１日以後に税務署に提出する法人
の設立届出書等について，登記事項証明書の添付が不要とされています。

・会社法第911条
・法人税法第148条
・法人税法施行規則
第63条

対応

起業時の手続については、設立登記後の手続については、2020年１月から、「法人設
立ワンストップサービス」により、オンライン・ワンストップで行うことが可能となっている
ところですが、2021年２月から、定款認証と設立登記申請を含めた法人設立に係る行
政機関への全手続をオンライン・ワンストップで行うことができるようになりました。本
サービス開始により、マイナポータルから法人設立に関連する各手続で共通する申請
項目は一度の入力で反映されるようになり、各機関への提出も本サービスによって行う
ことができるようになりました。

1463 令和3年7月20日

マイナンバーカード
の「電子証明書」更
新手続きのデジタル
化

１．マイナンバーカード（以降、カー
ド）の「電子証明書」

の更新手続きをＰC、スマホで申
請できるように改善して欲しい。
２．マイナポイント登録と同様にカー
ドを読み込ませる

などして申請できるようにして効率
化して欲しい。

１．現在、カード自体の更新はPC、スマホで申請できるのに「電子証明
書」の更新は紙の申請書（押印あり）で市区町村窓口において行うことに
なっており非効率。

仕事を休んで役所に出向く必要があり、とても不便。
２．PC、スマホで申請・更新が完結すればカード普及が大きく進むと思わ
れる。
３．役人はすぐ「暗証番号書き込み」の「セキュリティ」を言い出すと思う
が、役所窓口で担当者に暗証番号を書き込んで貰う方が却ってセキュリ
ティ上の不安がある。

なぜ他人に暗証番号を見せる必要があるのか全く納得できない。
４．デジタル化を進めてカードを持ちやすく、使いやすく便利にして欲し
い。
５．役所窓口での紙の申請が無くなれば、大量の分厚い通知書送付も
不必要になるし、窓口対応が無くなり役所・申請者共、手間が省け大き
なコスト削減になる。

個人 総務省 類似処理
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1464 令和3年7月20日 令和3年8月18日
法人番号と会社法
人等番号の統一の
件

現在、法務局管轄の会社法人等番
号と国税庁管轄の法人番号は、1
桁のみ異なり他の12桁が共通して
いることから、統一することにより、
官民共に法人特定作業の検索性
向上を図ることを提案致します。
この場合、会社法人等番号は法律
で算定方法が決まっているため、法
人番号を会社法人等番号に合わせ
ることが妥当と思料致します。

官民において、特定の企業を特定するという作業は日常一般的に行わ
れております。国税庁における監査、特許庁による知的財産権の登録、
そして法務省による登記設定や、民間における取引先調査等の際、材
料の１つとなるのが企業のオンリーワンとなる番号です。
しかし、この番号に該当するものとして、会社法人等番号と法人番号が
あるところ、両者はほぼ同じ数字を用いており、国税庁が自己の利便性
のみを理由に法人番号というものを設定しております。
国税監査自体の必要性は無論周知の事実ですが、そのために、あえて
1桁付け足して管理し、それを民間にも別途管理させるという方法には
合理性に疑問あります。
法律で決まっている、法人を特定するための番号が既にあるにも関わら
ず、なぜ同様の目的のために別の番号を設定するのでしょうか。統一し
て何が問題なのでしょうか。
また、世間一般にはこのような番号に触れることのない人もいると思わ
れますが、だからこそ、そのような人にも分かりやすい名称にとどめるべ
きです。両者の名称も類似しており、混乱を生じる人が同じく相当数いる
ことから、このような混乱を回避し、市民に分かりやすい公的情報の確
立を達成すべきと思料致します。

個人
法務省
財務省

法人番号は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律」（以下「番号法」といいます。）に基づき、①国の機関、②地方公共団体、③設
立登記法人、④①～③以外で一定の要件を満たす法人又は団体に対し指定され、名
称及び所在地とともに、公表されます。

また、法人番号の構成については、政省令に定められています。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出の目的が
あることから、マイナンバー（個人番号）と異なり利用範囲の制約がなく、官民問わず、
どなたでも自由に利用できます。例えば、行政機関における法人番号での情報連携や
民間企業での取引先情報管理などに利用されています。

他方、会社法人等番号は、特定の会社、外国会社、その他の商人を識別するための
番号であり、登記簿に記録されているものです。

会社法人等番号は、登記情報の検索や登記情報の参照及び登記申請手続の場面
等において、利用者の利便性向上に寄与しています。

・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律施行
令
・法人番号の指定等
に関する省令
・商業登記法

事実誤認

法人番号と会社法人等番号については、制度の現状に記載のとおり、利用目的が異
なる番号です。

法人番号は、社会的インフラとして官民問わず幅広い分野での利活用が期待されて
おり、法人番号の利活用が進むことで、行政の効率化、企業の事務負担軽減につなが
ります。

引き続き、法人番号が多くの方々に認知・利活用いただけるよう周知・広報に努めて
まいります。

1465 令和3年7月20日 令和3年12月2日
市町村毎の就労証
明書

一般企業の人事担当者です。
各市町村により提供される就労証
明書のテンプレートを全国統一にで
きないでしょうか？
社員が子供を保育園に入れるにあ
たり、就労証明書の作成を依頼して
きます。
各市町村により、フォーマットが違
い、一つ一つ手書きで対応している
のが実情です。
女性が多くいる会社なので、毎月30
通ぐらいの依頼があり、ピークの
11~12月には150枚以上依頼がきま
す。

会社として社員には戦略的な仕事に注力して欲しいと考えています。
しかし、現在はこの手書き作業のため多くの時間が使われ、市町村毎の
特有な書き方、必要な情報に関し、各市町村にお問い合わせをさせてい
ただいております。
育休中のお母さんが復職するにあたり、手続きがスムーズにいかず負
担に感じたり、コロナ禍で在宅を推奨したい中、手書きの手続きをするた
め一部の社員には毎日出社を命ずるしかなく、河野大臣のお力をいた
だければと思った次第です。

個人
内閣府
厚生労働省

保育の入所申請の際に同時に行われることの多い保育の必要性認定に際して、認定
を受ける理由となる事項を証明する書類を添付することとされています（子ども・子育て
支援法施行規則第２条第２項第２号、同第11条第２項第２号）。
また、就労を理由に認定を受ける場合には、一月当たり市町村が定める時間以上労働
することを常態とすることが必要です（同第１条の５第１号、同附則第２条）。
法令上で書類の指定等はしておらず、市町村がそれぞれに定めていますが、就労を理
由に認定を受ける場合に、証明する書類として就労証明書を求める市区町村が多いこ
とから、就労証明書の様式については、平成29年に標準的様式、令和元年に大都市
向け標準的様式を公表し、各市町村に活用を促してきています。令和元年８月末時点
で、令和２年４月１日入所分からの活用を予定していた自治体を含め、全市区町村の
過半数、大都市の約６割が標準的な様式を活用しています。

子ども・子育て支援
法施行規則第１条の
５第１号、同第２条第
２項第２号、同第11
条第２項第２号、同
附則第２条

対応

就労証明書の作成手続の負担軽減を図るため、令和２年７月に閣議決定した「規
制改革実施計画」において、デジタルで完結する仕組みを前提に、標準的な様式につ
いて活用状況等を調査し、更なる普及に向けた取組を推進する旨示したところです。

その活用状況調査の結果を踏まえ、更なる活用の促進に向けて、国がこれまで示し
てきた様式のうち、保育の必要性の認定のために必要最小限の項目を盛り込んだ「標
準的様式」の改定版を「標準的様式（簡易版）」として、また、利用調整のために「標準
的様式」よりも多くの項目を求める「大都市向け標準的様式」の改定版を「標準的様式
（詳細版）」として、令和３年７月にお示ししました。これらの様式について、できる限り令
和４年４月入所分から活用していただくよう働きかけています。

また、企業等において就労証明書を電子的に作成できるようにするため、市区町村
が定めた様式を原則としてホームページ等において電子媒体等で配布すること、電子
申請環境の整備を進めることについても、併せて、市区町村に対して促しております。

1466 令和3年7月20日 令和3年8月18日 ふるさと納税

ふるさと納税のオンライン化を進め
てください。
現在オンラインで申請できる自治体
もありますが、最後にオンラインで
申請したことを記載して認印を押し
て返送しなければいけません。
ふるさと納税が行政主導か自治体
主導か把握してませんが、ぜひ自
治体の不必要なハンコもどんどん
見直していくよう呼びかけお願いし
ます。

ふるさと納税がもっと手軽に色んな人に使ってもらうため。
返送の費用時間人件費印刷代。どれをとってもまさに無駄の一言。
オンライン化にすることで、利用する人も手間が省けます。
地方自治体も手間が省けます。

最後にもう一度言いますが、オンラインで申請できてもハンコ押して返送
するでは、オンライン化の意味は全くありません

個人 総務省

ふるさと納税にかかるワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記
載するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

また、申告特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請
書を含めた令和３年４月１日以後に提出する地方税関係書類は、原則として、提出者
の押印を廃止するよう法令改正が行われています。

・地方税法附則第７条第１項
及び第８項
・地方税法附則第７条第４項
及び第11項
・情報通信技術を活用した行
政の推進等に関する法律第６
条第１項
・総務省関係法令に係る情報
通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律施行規
則第４条第１項及び第２項
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の
利用等に関する法律第１６条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の
利用等に関する法律施行令
第１２条
・行政手続における特定の個
人を識別するための番号の
利用等に関する法律施行規
則第３条
・地方税法施行規則等の一部
を改正する省令 令和3年総
務省令第34号）

現行制度下
で対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続きについては、書面によるほか、
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子
証明書を付した上ではオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施に
は関係事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

なお、申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規則等の一部を改正する
省令（令和３年総務省第34号）」の施行に伴い廃止されています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1467 令和3年7月20日 令和3年8月18日
処方箋薬局からの
郵送を認めてほしい

かかりつけ薬局に処方箋の画像を
送り、郵送でお薬を送っていただ
き、クレジットカード決済ができるよ
うにしてほしい。現在は、介護対象
のような薬局に行くことができない
方の場合に限られているし、薬剤師
が訪問し対面などとなっており感染
症対策ではない。

風邪ではない疾病で薬を処方され、薬局で受け取る際に風邪症状の方
との接触が避けられない。
オンライン診療ができたのだから、郵送を早急に認めてほしい。
病院は感染症対策を丁寧にしているし、発熱外来も感染対策が配慮さ
れているが、薬局の顧客同士の接触防止は全く配慮されていないので、
咳の出る子供などと近くにいることとになる。
薬剤師は手袋をした手で風邪の方とやり取りをした同じ手袋のままで次
の患者と現金や薬のやり取りをしている。
オープンなところで会話もしている。
薬剤師の感染も防げない。
コロナでない風邪であっても念のため職場に行けなくなったりしてしまう
中で、薬局の手渡しを早急に廃止してほしい。
既得権もあると思うが、コロナの時期のみとすればよいし、オンライン診
療が迅速にできたのだから、できないはずがない。

個人 厚生労働省

電話等による服薬指導については、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話
や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて（令和２年４月10
日付け事務連絡）により、実施可能となっています。また、オンライン服薬指導について
は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律（令和元年法律第63号）の一部の施行に伴い、医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
（令和２年厚生労働省令第52号）が、令和２年９月１日から一定のルールの下に施行さ
れています。

新型コロナウイルス
感染症の拡大に際し
ての電話や情報通信
機器を用いた診療等
の時限的・特例的な
取扱いについて（令
和２年４月10日付け
医政局医事課・医
薬・生活衛生局総務
課事務連絡）
医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第９条の３

事実誤認

制度の現状欄に記載のとおり、電話等による服薬指導については、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を踏まえ実施可能となっています。電話等による服薬指導を受けた
後、薬局からの配送により自宅等で薬剤を受け取ることが可能です。この際、医療機
関等から薬局へ直接FAX等で送付された処方箋を原本とみなして調剤等を行うことが
できることとしております。

1468 令和3年7月20日 令和3年8月18日
マイナンバーカード
と在留カードの統合

外国人が個人番号カードをさくせい
する場合に在留カードを統合させ、
一枚とする。

外国人の個人番号カード交付申請も最近増えていますが、在留期限の
更新のタイミングで失効するケースが多い。手続きの煩雑さも大きな原
因の一つ。在留カードと一体化すれば、個別に在留カードと個人番号
カードについてそれぞれを市町村で手続きする必要がなくなり、個人番
号カードの発行部数も必然的に増加するはず。
住所変更についても、二つのカードへの変更記載も一つで済み、在留期
限の更新後のカードの受け取りも一度で済む。
入国管理局と自治体で別々にしかも在留カードについては両方での手
続きが省けることになり、マイナンバーカードの保有率上昇にもつなが
る。利用者にとっても、仕事などを休んでの手続きを減らすことが可能。

個人
総務省
法務省

・出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する中長期在留者（出入国管理及び難民認
定法上の在留資格を有する外国人であって、３月以下の在留期間が決定された方、外
交、公用及び短期滞在の在留資格が決定された方等を除く。）に対し、在留カードを交
付しています。
・在留カードを所持する外国人であって本邦の市町村の区域内に住所を有する方（住
民票が作成されている方）については、市町村長に対し個人番号カードの交付を申請
することができます。

（在留カードについ
て）
出入国管理及び難民
認定法（昭和２６年政
令第３１９号）第１９条
の３
（個人番号カードにつ
いて）
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成２
５年法律第２７号）第
１７条

検討に着手
在留カードとマイナンバーカードの一体化については、２０２５年度（令和７年度）から

交付を開始することができるよう、必要な措置について検討を進めています。

1469 令和3年7月20日 令和3年8月18日 選択的夫婦別姓

結婚して苗字が変わる時に(主に)
女性は大変な手続きの煩わしさが
あります。
女性の社会参画を促すなら女性を
家父長制に縛りつける様なシステ
ムは排除してほしいです。
戸籍自体が女性を家に縛りつける
社会システムだと思います。
結婚してもしなくても一人の自立し
た人間として社会に存在したいで
す。
女性を誰かの所有物の様に扱うシ
ステムは時代錯誤で不愉快です。

選択的夫婦別姓の速やかな導入を求めます。 個人
内閣府
法務省

民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す
る。」と規定しており、現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれ
か一方が、必ず氏を改めなければなりません。

民法第750条 その他

法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする「民法の一部を改
正する法律案要綱」を答申したことを受け、法務省は､平成8年及び平成22年にこの答
申を踏まえた改正法案を準備しましたが、改正法案の提出にまでは至りませんでした。

いずれにいたしましても､法務省としては､この問題については、国民的な議論を踏ま
えることが重要であると考えており、第5次男女共同参画基本計画も踏まえ、今後も国
会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討していくこととしています。

1470 令和3年7月20日 令和3年8月18日
個人医療情報デー
タベースの構築

個人の医療機関受診情報、投薬情
報、レントゲン等の画像情報がマイ
ナンバーで一元管理できるように
データベース化していただきたい、
ただし精神科入院情報など微妙な
内容があるのでどこまで受診医療
機関に情報開示するかの決定は本
人ができるようにする。
これにより医師が医療情報の引継
ぎに割く時間を削減でき、医療業務
の効率化が図れる。

北海道千歳市で、向陽台病院に高血圧、糖尿病、高コレステロール血
症で通院していましたが、病院の都合で月曜日、金曜日の午後が休診
になりなりました。このため通院に支障をきたすようになったので、最寄
りのファミリークリニックに病院を替えました。
ファミリークリニックから向陽台病院に手紙で、カルテを引き継ぐよう依頼
が来て、向陽台病院で引き継ぐ用意ができたので、私（患者）に取りに来
るようにとの電話がありました。
郵送してくださいと申し上げたところ、切手代がかかるとのことでした。ま
た、いつもそうしているとのことでした。
病院同士の連絡にどうして患者を使うのか、理解できません。
私は皮膚科や整形外科にもかかっているので、それらの医療情報も医
者としては必要なのではないかと思います。
また、コロナ蔓延のため医師の疲労は高まっていると思うので、是非効
率化を図っていただきたい。

個人 厚生労働省
厚生労働省では、オンライン資格確認等システム等を活用し、患者の医療情報を、患
者本人の同意を得た上で、全国の医療機関や薬局で確認できる仕組みを推進するこ
ととしております。

対応

特定健診情報については、医療機関等で確認出来る仕組みが令和３年７月から稼働
しています。
今後、レセプトに基づく薬剤情報については同年10月から、レセプトに基づく手術等の
情報については来年夏を目途に稼働させることとしています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1471 令和3年7月20日 令和3年8月18日

農地中間管理機構
関連農地整備事業
を実際に所有者の
同意を得ずに行える
ようにしてほしい

農地中間管理機構が、中間管理権
を取得した農地については、農業
者の費用負担と同意を得ることなく
土地改良事業（農地中間管理機構
関連農地整備事業）を行うことがあ
るとされているが、熊本県では、実
際に事業を行う際には、所有者（登
記名義人）またはその相続人の同
意を得ることが必要とされている。
これでは所有者の同意を得ずに行
えるという制度が、実質的には意味
をなさないことから、中間管理権を
取得した農地については、本当の
意味で同意を得ることなく基盤整備
事業が行えるようにしてほしい。

本町においては、基盤整備率が周辺の自治体と比べても低い水準であ
る。
また、町は「町の基幹産業は農業」と言っているが耕作者は高齢化や収
入の向上が見込めないことから、他産業への就職などにより減少し、ま
た中山間地であることから、耕作放棄地が増えている状況である。
これを解消するためには、基盤整備の実施により耕作条件の向上によ
る就農者の増加や、他地区からの呼び込みなどが必要であるが、田舎
であるゆえか、相続登記が進まず、また所有者が不明である農地が多
数あることから基盤整備が進まない状態である。
そんな中、農地中間管理機構関連農地整備事業により同意・負担なく事
業が行えるという制度があるものの、実質的に同意が必要となるなら
ば、制度としては中途半端ではないかと思います。
この事業を、実質的に同意が必要とないようにすれば、今まで進まな
かった基盤整備が進むことにより、耕作面積の増加、農業生産能力の
向上、新規就農者の増加、収入の増加などが考えられることから、制度
の見直しを検討いただきたい。

個人 農林水産省

農地中間管理機構関連農地整備事業は農地中間管理機構が借り受けた農地につ
いて、一定の事業実施要件の下で、農業者の申請・同意・費用負担によらず、基盤整
備を実施できる事業です。

他方で、本事業で行う換地処分については、財産権の変動を伴うため、通常の基盤
整備事業と同様に、関係権利者の同意が必要となり、こうした場合に相続未登記農地
や所有者不明農地があることで、同意が得られず、基盤整備が進まないということがあ
ります。

土地改良法
民法

対応

熊本県に限らず、基盤整備事業による換地計画では、工事前の土地（従前地）と工事
後の土地（換地）に係る個々の権利関係の変更、すなわち財産権の変動を伴うもので
あるため、その実施に際しては、個々の権利者の合意を得た上で事業を実施すること
により、換地計画の決定及び換地処分による登記をスムーズに行うことができるものと
考えております。
なお、提案理由欄に記載いただいたような所有者不明の土地に対する同意について
は、令和５年４月までに改正民法が施行されることになっており、施行後は、所有者不
明の土地について、利害関係人の申立てにより、裁判所が選任した所有者不明土地
管理人の同意を得ることで、基盤整備ができるようになるなど、仕組みが変わります。
少し先にはなりますが、この新しい仕組みの活用の検討や、必要な事前調整をお願い
します。

1472 令和3年7月20日 令和3年8月18日
ふるさと納税のワン
ストップ手続きの押
印廃止

ふるさと納税をしましたが、ワンス
トップ特例申請受付の申請書に、押
印して返送しろとの指示がありまし
た。
明日からでも、押印不要の通達を
出すべきではないでしようか？
役場の担当者も、これだけ世の中、
押印廃止と言われてる中、不要な
のは認識しているはずですが、途
中で方針変更が面倒なので、放置
しているとしか思えません。これか
ら、手続きする人、多いはずですの
で、早急に、廃止をお願いします。

無駄な押印を、隠れて国民に要求している闇の部分が、解消される 個人 総務省
ワンストップ特例制度の申告特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストッ

プ特例制度の申請書を含め、令和３年４月１日以後に提出する地方税関係書類につ
いて、原則として、提出者の押印を廃止するよう法令改正が行われております。

・地方税法施行規則
等の一部を改正する
省令（令和3年総務
省令第34号）

現行制度下
で対応可能

ワンストップ特例制度に係る申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規
則等の一部を改正する省令（令和３年総務省令第34号）」の施行に伴い廃止されてい
ます。

1473 令和3年7月20日 令和3年8月18日
証拠開示のデジタル
化

刑事事件の証拠開示において、検
察官が、証拠の電子データを格納
したメディアを作成し、弁護人に交
付する運用を開始することを求め
る。

証拠を入手するための被告人の経済的負担が極めて大きい(数百万か
かる例も)
紙コピーの作成のために税金が浪費されている(一部は税金から支払わ
れている)
証拠の入手自体が困難である
被告人側の防御が困難となり、訴訟の進行も遅れる
詳しくは、証拠開示のデジタル化を実現する会のHPを参考にされたい。
(https://www.change-discovery.org/)
なお提案者である私と、この「証拠開示のデジタル化を実現する会」は
無関係です。

個人 法務省
我が国の刑事訴訟法上，弁護人の報酬や謄写の費用など弁護に係る費用について

は，国選弁護制度の例外を除いては，受益者である被疑者・被告人において負担すべ
きものとされており，それを前提とした運用が行われている。

なし 対応不可

我が国の刑事訴訟法上，弁護人の報酬や謄写の費用など弁護に係る費用について
は，国選弁護制度の例外を除いては，受益者である被疑者・被告人において負担すべ
きものとされており（検察官は，弁護人に証拠書類を謄写・閲覧する機会を与えれば足
り，弁護人に謄写物を交付する義務を負うものではない（刑事訴訟法第２９９条，第３１
６条の１４）。），それを前提とした運用が行われているところであって，直ちにこれを改
めることは困難である。

なお，規制改革実施計画に従い，現在，法務省においては，刑事手続における証拠
開示に関し，必要な情報セキュリティー対策を前提に，上記運用の下で，紙媒体の証
拠を電磁的記録媒体に謄写することも可能となるよう，謄写環境の整備に向けた取組
のための検討を行っている。

また，法務省においては，「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」
において，捜査・公判に関する書類を電子データにより作成・管理し，オンラインにより
発受すること等に関する検討を行っており，検察官から弁護人に開示される証拠の閲
覧・謄写等における情報通信技術の活用もその検討対象としている。

1474 令和3年7月20日 令和3年8月18日
商工会と商工会議
所について

法律を改正し、商工会と商工会議
所が正式に合併出来るようにすべ
きである。
https://www.shokokai.or.jp/somu/
main_kaigisho_hikaku.htm

平成の大合併を経て、市部であるにも関わらず商工会を有する所が増
えた。商工会同士・商工会議所同士の合併は有るが、組織種を超えて
の合併は出来ない。新市の統合を図る為にも、両種の合併は重要であ
る。

個人 経済産業省

商工会同士及び商工会議所同士の合併については、商工会法及び商工会議所法に
おいて合併に係る権利義務の承継が規定されていますが、商工会と商工会議所の合
併については、そのような法的措置は取られていません。
ただし、商工会議所と商工会の合併についての法律上の規定はありませんが、例え
ば、市町村合併に伴い、一つの団体が解散し、もう一つの団体が、解散した団体の地
区を新たな区域とするための定款変更を行うことで、事実上、合併と同様の体制見直
しが行われている例はあります。

商工会法第44条、52
条

商工会議所法第46
条、第60条

その他

合併についての法的措置については、日本商工会議所と全国商工会連合会の共同の
検討会において、地域の状況の違いにより、両団体に求められる役割等が異なってい
るため、「両団体の合併に係る法整備を行うことについては、慎重であるべき」という内
容の報告書がとりまとめられている旨を承知しております。また、同報告書では、両団
体において、「相互の支援機能を補完しながら地域経済の向上に資する」、「相互の特
長・強みを活かしつつ事業連携を積極的に推進する」との方針が示されております。
そのため、当該報告書で示された方針を尊重し、両団体において、引き続き地域の実
情や求められる役割を勘案しながら事業連携等の取組や議論が自主的に進められて
いくことが重要であると考えています。
なお、商工会議所と商工会の合併についての法律上の規定はありませんが、例えば、
市町村合併に伴い、一つの団体が解散し、もう一つの団体が、解散した団体の地区を
新たな区域とするための定款変更を行うことで、事実上、合併と同様の体制見直しが
行われている例はあります。

＜参考＞中小企業の支援体制のあり方等に関する検討会
全国商工会連合会と日本商工会議所は、平成２０年に「中小企業の支援体制のあり方
等に関する検討会」を開催し、同年１２月に中間報告を取りまとめています。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1475 令和3年7月20日 令和3年8月18日

遺伝子組換え技術
の規制（カルタヘナ
法）からの医薬品の
除外

「遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に
関する法律」（通称「カルタヘナ法」）
の適用対象から、薬事法の対象と
なる医薬品を除外してほしい。

遺伝子組換え生物等の使用については、生物の多様性へ悪影響が及
ぶことを防ぐため、国際的な規制の枠組みが定められており、日本では
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関
する法律」（カルタヘナ法）が施行されています。
しかし、癌の治療に用いられる遺伝子組換えウイルスについては、薬事
法の対象にもなっており、臨床試験の手続きとは別に、カルタヘナ法に
基づく審査・承認も必要になっています。
このため、１開発に、4回以上の大臣の承認が必要になり、開発に6-8年
の遅れが生じているといいます。
カルタヘナ法に医薬品開発を含めている国は、（東京大学医科学研究
所・藤堂具紀教授によると）日本だけであり、野生型のウイルスを保護す
る意義に乏しいと思います。
がん治療用の遺伝子組換えウイルスの開発の遅れは、有効な治療法
がない種類の癌について、治療用ウイルスによる治療を待望しているが
ん患者・家族にとっても、大きな障害となっています。
諸外国同様、医薬品をカルタヘナ法の対象から除外してください。

個人
厚生労働省
環境省

「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」（以下「議
定書」という。）では、バイオテクノロジーにより改変された生物であって、生物の多様性
の保全及び持続可能な利用に影響を及ぼす可能性のあるものの利用にあたって十分
な水準の保護を確保することとされており、日本を含む173ヶ国がこれに批准していま
す（2021年7月時点）。議定書では、ヒト用医薬品の利用等についてもその適用範囲に
含まれています。
日本の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」（以下、「カルタヘナ法」という。）は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保すること
を目的として、必要な措置を規定しています。カルタヘナ法では、野生動植物の種又は
個体群に及ぼす影響のおそれがないか生物多様性影響評価を行うこととしており、御
指摘の「野生型のウイルスを保護」すること自体を目的としておりません。遺伝子組換
えウイルス等を含有する医薬品等をヒトに投与する際は、その使用による生物多様性
影響について評価を受け、厚生労働大臣及び環境大臣より承認を受ける必要がありま
す。
なお、議定書に批准している欧州では、医薬品等について日本と同様の措置を講じて
いるほか、議定書に批准していない米国においても、医薬品等の製造販売承認までに
環境影響評価を受けることが必要です。

生物の多様性に関す
る条約のバイオセー
フティに関するカルタ
ヘナ議定書第４条、
第５条
遺伝子組換え生物等
の使用等の規制によ
る生物の多様性の確
保に関する法律第４
条

対応不可

議定書においては、遺伝子組換え生物等を含有するヒト用医薬品の利用等がその適
用範囲に含まれており、カルタヘナ法は議定書の国内担保法であること、また「医薬
品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」による医薬品等
の規制は、カルタヘナ法の目的とは異なる目的で必要な措置を講じていることから、医
薬品等を一概にカルタヘナ法の対象から除外することは困難です。
なお、カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の申請から承認までの行政側の事務処理
期間については６か月を目標としており、令和２年度の実績値は3.9ヶ月（中央値）で
す。
また、今後とも手続の効率化を進めていくこととしています。

1476 令和3年7月20日
マイナンバーカード
受け取りについて

マイナンバーカード受け取りを窓口
ではなく、郵送で受け取りを希望

マイナンバーカード登録が、ネットで登録できスムーズになったと思って
いましたが、受け取りは窓口のみとなり、とても不便さを感じています。
一番のネックは役所の受付時間が通常の勤務時間と同時間となる事で
す。その為、郵送を希望します。

個人 総務省 類似処理

1477 令和3年7月20日 令和3年8月18日
大気汚染防止法・電
気事業法報告規則
についての届出

大気汚染防止法と電気事業法で規
制を受ける内燃力発電機は電気事
業法報告規則で届出を行うことで一
本化されているが諸変更事項の届
出、規制範囲について簡略化が必
要と思われる

内燃力発電設備は重油換算で燃料消費量が毎時５０リットル以上となる
と電気事業法報告規則によって大気汚染防止法に代わる届出を行う
が、停電時など稼働時間が著しく少ない非常用発電装置も規制対象と
なっている。
常時発電を行う発電設備については大気汚染の影響もあり届出は理解
できるが、著しく稼働時間が少ない非常用については対象から除外すべ
きである。この届出が足かせとなって大容量の費用用発電機の導入に
よる非常時の十分な電源確保の確保の足かせとなっている。
非常時に電源が確保できないことは災害時における社会活動の低下、
復旧の長期化を意味し社会的な金銭的、時間的な損失は甚大である。
また設置後の諸変更届出は住所表示、地位承継を伴わない社名、事業
場名称、代表者（公選の長は除外）の変更について行う必要がある。こ
の中で「代表者の変更」は情報の利用方法が不明であり削除すべきで
ある。法人であれば担当箇所で法人登記簿の取得で確認できる。
届出の都度に対応する官庁職員負担を軽減され、その分を他業務へ専
念して頂きたい。
ユーザー側は面倒な届出が減ることで発電機導入に伴う投資が促進、
災害に強い社会の醸成に寄与するものと考えられる。

個人
経済産業省
環境省

○内燃力発電設備については、大気汚染防止法において、一定規模以上のガスター
ビン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関について常用、非常用に関わらずばい
煙発生施設に該当します。
○ご提案の施設は、電気事業法第２条第１項第18号に規定する電気工作物に該当す
るため、大気汚染防止法第27条の規定により、大気汚染防止法に基づく届出等の規
制は適用除外とされ、既に重複して手続きを行う必要は無いように設置者の負担が軽
減されています。
○また、非常用の施設については、大気汚染防止法施行規則の附則において排出基
準の適用等が当分の間、猶予されており、それに伴い自主検査の実施の義務も課さな
いなど配慮がなされています。
○代表者の氏名については、事業者に対し通知等を行う際に利用しており、その変更
があった際の届出についても大気汚染防止法第27条の規定が適用されることとなり、
電気事業法に基づく届出等を行えば、大気汚染防止法に基づく届出は不要であり、設
置者の負担軽減が図られています。
○環境関係他法令でも代表者が変更となった際には、変更届出を行うように規定して
おり、その手続きの必要性は認識されているところです。

大気汚染防止法、電
気関係報告規則

対応不可

○大気汚染防止法第27条の規定により、電気事業法に規定する電気工作物について
は、設置者が電気事業法に基づく届出等（代表者氏名変更届出含む）を行うことにより
大気汚染防止法に基づく届出等が不要となり、非常用については排出基準適用猶予
するなど、設置者の負担軽減が図られています。
○非常用であっても、稼働した際、ばい煙をさせるためその設置状況を把握しておく必
要があると考えており、現行の制度のままが適当であると考えています。
○代表者氏名変更の届出についても、事業者に対する通知等を行う際に利用してお
り、環境関係他法令でも同様の手続規定を設けており現行の制度のままが適当である
と考えています。

1478 令和3年7月20日 令和3年8月18日

貨物運送事業の事
業定義の追加また
は変更、許認可要件
緩和

貨物運送事業の定義は３つの事業
があります。一般貨物自動車運送
事業、特定貨物自動車運送事業、
貨物軽自動車運送事業ですが今の
貨運法にある定義はそのままで、
一般貨物自動車運送事業は大型
～普通自動車すべて含めて、新た
に貨物中型自動車運送事業、貨物
準中型自動車運送事業、貨物普通
自動車運送事業の追加案です。車
両法では自動車の種別に大型は無
いですが車両法も種別で自動車免
許と同じにすることで一般貨物自動
車運送事業の参入へのハードルを
自動車の種別で緩和し運送事業の
発展を考える。

一般貨物自動車運送事業の認可申請をする場合、要件が厳しくなって
きています。もちろん事故など様々な問題で厳格になっていくのもわかり
ます。近年ではEC関連貨物の配送が増え今後も需要が増えて行くと予
想されます。貨物軽自動車運送事業に携わっていますが、普通車（バ
ン）にするには一般貨物自動車運送事業の認可を受けなければなりま
せんので普通車ハイエースでさえ営業用として使うことは不可です。軽
自動車（バン）は大きな貨物をあまり積み込めませんし宅配便でも最近
では大きいサイズの貨物も増加していますがワンサイズ大きいサイズの
営業用車でさえ取得できないので、配達、配送に不敏が生じています。
免許は大型、中型、準中型、普通と乗れるサイズの運転免許があるの
で貨物運送事業もそれに合わせた定義を考えていただき、事業の計画
が、事業を継続して遂行することができるように、経済的基礎やその他
の能力などが適切な内容になっているか、審査基準の一部詳細化を種
別ごとに設定して、トラック運送業の現状と課題についても、トラック運送
事業者だけでなく、すべての貨物運送事業者が課題に取り組めるように
してほしいです。社会的効果はトラック運送業のこれからの課題、宅配
便業者の拘束時間改善。

個人 国土交通省

貨物自動車運送事業法に規定している貨物自動車運送事業は、許可制である一般貨
物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業並びに届出制である貨物軽自動車
運送事業の3種類に分かれています。これは、貨物自動車運送事業が経済を支える重
要な社会基盤としての側面を有することから、安定性、継続性を確保することが相当程
度期待できる事業者に限定して参入を許可することで、常に安定的な運送が維持され
るよう、輸送量の小さい軽自動車による運送事業を除き、許可を受けなければならない
こととしているものです。

貨物自動車運送事
業法第２条第１項か
ら第４項まで、第３
条、第３５条第１項及
び第３６条第１項

対応不可

貨物自動車運送事業は経済を支える重要な社会基盤であることから、これを行う事業
者は安定性、継続性を確保する必要があります。
安定性、継続性の確保に当たっては、一定の経営・財務的体力等が必要であるとこ
ろ、一定の車格以上の車両によって貨物自動車運送事業を営むよう、参入の基準を定
めているところです。
事業の安定性、安全の確保、取引環境の適正化、物流効率、交通需要等を考慮し、一
般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業によっ
て、引き続き貨物自動車運送事業法の適正な運用と事業環境の監督、運送業の振興
等を図って参りたいと考えています。
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1479 令和3年7月20日 令和3年8月18日

携帯ICT機器と接続
して使用する非侵襲
性医療機器輸入販
売許認可の簡素化

ICT携帯端末機器のスマートホンや
タブレットと接続することで、その処
理能力、表示能力を利用する非侵
襲的検査機器（
超音波検査機器や心電図測定機
器、経皮血中酸素飽和度測定器、
また現在開発が進んでいる経皮血
糖測定器など）についての許認可を
簡素化（可能なら不要化）して欲し
い。

世界ではアンドロイドやiOSを採用したスマートフォンやタブレット端末と
接続して用いる非侵襲的医療機器（酸素飽和度測定、心電図、超音波
検査、眼底カメラなど）の普及が専門職と一般人の両方で進んでいる。
日本でそれらの機器を輸入販売しようとすると、端末やアプリケーション
とセットで医療機器としての煩雑な承認手続きを経て許認可を得ないと
いけないため普及が一向に進まない。
Apple Watchの心電図機能の利用は日本のみ導入が2年遅れていた。
非侵襲的医療機器の許認可のハードルを現状より大幅に下げてよいの
ではないか。
輸出国で日本と同程度の安全性の確認を受けている機器については、
その確認手続きを国内手続きに代え、速やかな輸入販売許可を出して
良いのではないだろうか。
非侵襲的な医療機器の一般普及は疾病の予防や早期診断のためには
非常に有用であり、これからの日本の予防医療、遠隔医療を大きく進め
るために必要である。
また、医療機器輸入許認可での「医療機器」の定義自体が、実質的に同
じ機器でも売り方ひとつで「一般品」、「医療機器」と扱いが異なるなど、
非常に恣意的かつ理不尽なものである。
例えば、同じ低周波筋肉電気刺激装置でも、売り文句が筋肉運動のた
めのなら「非医療機器」扱い、コリを取るために使えば「医療機器」扱いと
なるなど出鱈目としか言いようがない定義となっている。
現在売られている筋肉運動のための電気刺激装置EMSが医薬品医療
機器等法等法の適応外であれば、それと同等以下の非侵襲性の医療
検査機器類（心電図、超音波検査など）はすべて同法の適応外としなけ
れば科学的整合性がとれない。

個人 厚生労働省

医療機器を日本国内で製造販売するためには、そのリスクの程度に応じて、一般医
療機器（クラスⅠ）として厚生労働大臣に届け出るか管理医療機器（クラスⅡ）又は高
度管理医療機器（クラスⅢ・Ⅳ）として登録認証機関の認証又は厚生労働大臣の承認
を受ける必要があります。なお、医療機器に該当するプログラム（アプリケーション）
は、単体で承認又は認証を受けることができます。

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
35年法律第145号）において、医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若し
くは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及
ぼすことが目的とされている機械器具等（再生医療等製品を除く。）であつて、政令で
定めるものと定義されています。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第２条第４
項、第23条の２の５、
第23条の２の23

対応不可

非侵襲性の診断用医療機器であっても、例えば、誤った結果を示した場合に患者が
適切な治療を受けられなくなる等のリスクがあるため、その性能を担保することが必要
であり、リスクに応じた薬機法に基づく手続きが必要になります。

なお、Apple Watchにインストールして使用する「家庭用心電計プログラム」について
は、Apple社による承認申請後、標準的な事務処理期間内に審査・承認していますが、
一方で、厚生労働省では、「プログラム医療機器実用化促進パッケージ戦略」を策定
し、これに基づき、プログラム医療機器の承認審査をより迅速に行うための施策につい
て検討しています。

△

1480 令和3年7月20日 令和3年8月18日
教員免許更新講習
の廃止、社会科系免
許の統合

小中高校の教諭の免許状の更新
講習は、形式的に過ぎ、教員に負
担をかけるだけである。また、免許
取得後、社会人をやっている一般
人の教員採用の際に更新講習を受
けていないことが壁になることもあ
り、教員免許更新講習制度は形式
的で意味がないので、廃止を求め
る。現在教員免許保有者は永久に
有効とする。また、中学「社会」の教
員免許保有者は、高校の「地理歴
史」「公民」とも、教えられるように制
度改正すべき。社会科系で3科目も
免許を取らせるのは負担であり、現
実的には「社会科」として高校「地
歴」「公民」科も一体運用されてい
る。

小中高校の教諭の免許状の更新講習は、形式的に過ぎ、教員に負担を
かけるだけである。また、免許取得後、社会人をやっている一般人の教
員採用の際に更新講習を受けていないことが壁になることもあり、教員
免許更新講習制度は形式的で意味がないので、廃止を求める。現在教
員免許保有者は永久に有効とする。また、中学「社会」の教員免許保有
者は、高校の「地理歴史」「公民」とも、教えられるように制度改正すべ
き。社会科系で3科目も免許を取らせるのは負担であり、現実的には「社
会科」として高校「地歴」「公民」科も一体運用されている。

個人 文部科学省

【教員免許更新制について】
教員免許更新制は、教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の

知識技能を身に付けることを目的として、平成２１年４月から導入した制度であり、概要
としては以下のとおりです。
○２年間で３０時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に申
請して手続を行うことが必要。
○平成２１年３月３１日までに授与された免許状（旧免許状）：有効期間なし
・現職教員には、１０年ごとに免許状更新講習を受講する義務があり、受講しない場合
には免許状は失効する。
・現職教員ではない者が所定の期限を過ぎた場合には、失効にはならない（「休眠」状
態となる）が免許状更新講習を受講した後でなければ教育職員になることはできない。
○平成２１年４月１日以降に授与された免許状（新免許状）：有効期間１０年更新手続
を行わないまま有効期間を経過すると失効する。

【社会科の免許状について】
教員免許状の科目については学習指導要領に対応して、教育職員免許法（昭和24

年法律第147号）第４条第５項において、中学校は「社会」、高等学校は「地理歴史」、
「公民」について授与するものと規定されております。

教育職員免許法第３条の規定により、教員は各相当の免許状を有する者でなければ
なりません。

教育職員免許法

【教員免許更
新制につい
て】検討に着
手

【社会科の免
許状につい
て】検討を予
定

【教員免許更新制について】
教員免許更新制については、これまでの中央教育審議会における包括的な検証の

中で、教師の資質能力の確保を図るとともに、教師や管理職等の負担が軽減され、教
師の確保を妨げないことが両立できるよう抜本的な検討が必要であるとされています。
これを踏まえ、令和３年３月１２日、中央教育審議会に対して行った「『令和の日本型学
校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の諮問の中で、教員免許
更新制については先行して結論を得ていただくことを求め、中央教育審議会「令和の
日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会教員免許更新制小委員会にて４月30
日以降議論が行われているところです。

【社会科の免許状について】
高等学校の免許状については中学校の免許状における教授内容とは範囲が異な

り、より専門的な事項について担当するものです。また、その教授内容の専門性に相
当する免許状として高等学校では「地理歴史」と「公民」の教員免許状が授与されるこ
ととなっております。そのため、中学校の「社会」の免許状とは異なる免許状となってお
り、中学校の「社会」の免許状で高等学校の「地理歴史」、「公民」の授業を担当するこ
とはできません。

一方、教員免許制度については令和３年３月12日に中央教育審議会に対して行った
「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の諮問
の中で、幼児期から高等学校段階までを見据えて一貫した教育を行えるようにすると
いう観点にも留意しつつ、学校種に対応した免許状の区分などの在り方も含め検討を
行うこととされているため、その結論を得て検討を行ってまいります。

1481 令和3年7月20日 令和3年8月18日
各自治体への入札
参加申請について

それぞれの自治体により申請書類
が違うため、中小零細企業には手
間がかかり大変。
国が統一した書式で対応すれば、
コピーで対応できるため助かる。

コスト、時間短縮、効率アップが見込める。 民間企業 総務省 番号1231の回答をご参照ください

1482 令和3年7月20日 令和4年5月13日
病院薬剤部問にお
ける薬品販売・譲渡
を可能にすること

医療用薬品の販売は卸業者からの
購入、調剤薬局からの購入は可能
であるが、病院薬剤部門からの購
入や譲渡に関して法的規定がなく
実質不可能となっていることを改善
したい。ちなみに調剤薬局間の譲
渡購入は可能となっている。

病院薬剤部門からの販売や譲渡ができないため、一度購入した薬剤は
入院患者の処方もしくは外来院内処方の患者で消費しきるしかない。
院外処方箋が推奨されるようになり、希少疾患などで入院された患者の
ために薬品を購入しても、入院中は定期的に処方され消費できるが、退
院後に院外処方箋になるため、病院に在庫が残ってしまうことがしばし
見られるようになってきている。
院内在庫として残った希少疾患用薬品は期限切れを迎え破棄されるこ
とを待つこととなり、ただのゴミとかす事が多い。環境の側面や希少薬品
は高価である事がおおく病院経営的にも譲渡や販売が行えた方が社会
的利益になると考える。
常勤薬剤師が適切に薬品管理のできている病院からの調剤薬局や近
隣病院への薬品譲渡、販売の規定策定を求める。

個人 厚生労働省
医薬品医療機器等法において、医薬品については、薬局開設者又は医薬品の販売業
の許可を受けた者の適切な管理の下に供給することとされているため、原則として医
療機関間で融通することは認められません。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第24 条

医療法第７条第６項

検討を予定
仮に、医療機関が医薬品の融通を行うにあたっては、医療提供に必要な範囲での販
売・譲渡を行っていただく必要があると考えられ、そのための課題について整理が必要
です。
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1483 令和3年7月20日 令和3年8月18日
生命保険料等の控
除証明書の様式統
一について

年末調整や確定申告時の保険料
控除で使う保険料控除証明書の様
式が各保険会社ごとにバラバラで、
用紙のサイズ等も含め統一性が
まったくないため、証明書は全社共
通フォーマットとし、旧制度・新制
度、一般生命・介護保険・個人年
金、地震・旧長期の何に該当し、記
入すべき金額はどれなのか、を最
優先で明確にわかるものとしてほし
い。それ以外の各社独自の部分は
余白部分を使えば良いと考える。

マイナポータルや保険会社から電子データを提供することにより年末調
整の事務負荷が軽減されるとされていますが、そもそもパソコンを持って
いない、対応できないなどのために紙での提出は今後も避けることがで
きないと考えられる。

年末調整事務の中でも保険料控除については、記入する当事者だけで
はなく確認を行う事務担当者も、会社ごとにバラバラな様式のどこを見
ればよいかで混乱する。
また会社ごとに様式が異なるため、事務担当者が独自にマニュアルを作
成して図示したくともすることができない。

税務署が行うべき事務手続きを民間に代行させるのであれば、国として
もやりやすくする方法を推進していただきたい。

個人 財務省

年末調整や確定申告の際に、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受けよ
うとする場合には、年末調整を行う給与支払者に対して提出する保険料控除申告書又
は税務署に提出する確定申告書に、その年中に支払った保険料の金額等を記載する
こととされています。

また、これらの申告書を書面で提出する場合には、原則として、その年中に支払った
保険料の金額等を証する書類（保険料控除証明書）を給与支払者又は税務署に対し
て提出又は提示することとされています。

所得税法第120条第
1項第11号、同条第３
項第１号、第196条第
１項・第２項、所得税
法施行令第262条第
１項４号・第５号、第
319条第１項第３号～
第８号、所得税法施
行規則第47条第３
項、第47条の２第１
項・第２項、第75条第
１項、第76条

その他

保険料控除証明書に記載すべき事項は法令で規定されていますが、その様式
（フォーマット）は規定されていません。

このため、各保険会社は、その記載すべき事項を満たす形で保険料控除証明書を発
行しています。

各保険会社が発行する保険料控除証明書を統一した様式（フォーマット）とするため
には、各保険会社のシステム改修等が必要となり、追加的な費用が生じることが懸念
されます。

国税庁としては、年末調整や確定申告に関するパンフレットやホームページによる説
明が分かりやすいものとなるよう努めてまいります。

なお、マイナポータルを活用して年末調整又は確定申告をする場合には、保険料控
除証明書の記載事項が申告書に自動入力され手続が簡便化されますので、この制度
の周知・広報にも努めてまいります。

1484 令和3年7月20日 死亡届の窓口1本化

先日私の父親が他界しましたが、
その後の役所の手続きが多すぎま
す。
各窓口を回って処理していかなけ
ればならず時間も掛かりました。
一番ひどいのは年金です。役所で
は処理できないので年金事務所に
電話予約して行ってくださいとのこ
と。
電話しても込み合っててつながらな
い。

これだけ個人情報を取っている時代なのに、役所は個人番号だけで仕
事ができていない。
必要書類を揃えて窓口1つに提出するだけで、すべての処理が終わるよ
うにしてほしい。
死亡から2週間以内に処理しなければならず、葬儀等あと処理で忙しい
時期に、非常に手間となります。

個人
デジタル庁
内閣官房
厚生労働省

調整中

1485 令和3年7月20日 令和3年8月18日

「両立支援等助成金
（小学校休業等助成
金）」申請書類に個
人の押印が必要な
件

押印廃止を進めている最中です
が、「両立支援等助成金（小学校休
業等助成金）申請書類」の最後に
「必ず署名・押印してください」と書
かれていました。押印が必要なため
か、オフィスに出向いて書類を社内
メールで送らなければいけないそう
です（現在、部門全体が基本在宅で
す）。
押印を廃止し、すべてデジタルで完
結できるよう、PDFでの申請のみに
変更してください。

コスト削減、労働削減のため、押印廃止を進めている中の、政府への申
請書が「必ず署名・押印してください」と書かれているので、方針と矛盾し
ています。
押印を廃止しても、何も問題なく、コスト・労働負担が削減できると考えま
す。

個人 厚生労働省
令和２年12月28日に押印不要な様式に改正しています。
なお、小学校休業等対応助成金は令和２年度をもって終了しました。

なし 対応 令和２年12月28日に押印不要な様式に改正しています。

1486 令和3年7月20日 令和5年4月14日
死亡の時の、国保な
どの諸手続きの一
括処理

死亡時の手続きが縦割りになつて
いて、あちこちの部署をまわらなくて
はならない。
死亡届け出だけで手続きが全て終
わるようにならないか。
不幸があって混乱しているときに大
変な作業です。
一度どれだけの手続きしなければ
ならないか検証してみて下さい

不幸で混乱している遺族の負担を軽減させたい。
プロでなく、遺族本人がやってみると非常に大変なのもです。
辛いときに更に苦しくなります。

個人 デジタル庁

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12 月25 日 閣議決定）において、内閣官房
は、関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相
続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタ
ル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺
族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減
するとともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神
的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体
に対し円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。
当該実行計画に基づき、内閣官房情報通信（IT）総合戦略室において、地方公共団体
が、精神的・経済的に支えを失った遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作
成補助などを行いながら手続の負担を軽減する「おくやみコーナー」（死亡に関する総
合窓口）の設置を支援するため、ツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を
整備し、その活用方法を盛り込んだ「おくやみコーナー設置ガイドライン」を策定・提供
しており、現在もデジタル庁において当該ツール及びガイドラインの提供を継続してい
るところです。

該当なし 対応

デジタル庁では、遺族の負担軽減に向けた施策として、従来から実施してきた地方公
共団体における「おくやみコーナー」の設置支援策としてのツールやガイドライン提供
の取り組みを引き続き行っていくほか、将来的にマイナポータル等を活用し、オンライ
ン上で死亡に関する手続が実施できる仕組みの構築に向けた検討等を行ってまいりま
す。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1487 令和3年7月20日 令和3年8月18日
ふるさと納税ワンス
トップ特例制度の改
革願い

ふるさと納税の税金控除の申請を
もっと簡素化して欲しいです。
ふるさと納税後 スマートフォンでマ
イナンバー等の本人確認をアップ
ロードした後 申請書に名前住所電
話番号記載し捺印して送り返す。
二度手間でどこがワンストップなん
ですか？
マイナンバーカードの裏表の画像
アップロードしてるのに何故 紙の書
類に判子ついて送り返さないと申請
出来ないのか納得できません。

ふるさと納税のワンストップ特例制度ですが、
ワンストップならスマートフォン等でマイナンバーカード限定で本人確認
のアップロード出来れば申請書に捺印して各自治体に送り返す作業を
無くして欲しいです。
マイナンバーカードを持っていない方や画像アップロード出来る環境の
無い方は 従来通り書類に捺印でいいと思います。
マイナンバーカードを持つということは書類の簡素化につながるメリット
があるということではないんでしょうか？
マイナンバーカード所持者は紙の書類のやりとりを無す等差別化を図ら
ないとマイナンバーカードを持ちたいと思う人は増えないと思います。
紙の書類や判子捺印はマイナンバーカード活用して今後どんどん減らし
て簡素化していって欲しいです。

個人 総務省

ふるさと納税にかかるワンストップ特例申請を書面により行う場合には、申請者が記
載するマイナンバーについて、その番号確認及び身元確認のため、「行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバー
カード等の写しを申請書に添付する必要があります。

また、申告特例申請書の押印については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請
書を含めた令和３年４月１日以後に提出する地方税関係書類は、原則として、提出者
の押印を廃止するよう法令改正が行われています。

・地方税法附則第７条第１
項及び第８項
・地方税法附則第７条第４
項及び第11項
・情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律第６条第１項
・総務省関係法令に係る
情報通信技術を活用した
行政の推進等に関する法
律施行規則第４条第１項
及び第２項
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第１６条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行令第１２条
・行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
施行規則第３条
・地方税法施行規則等の
一部を改正する省令（令和
3年総務省令第34号）

現行制度で
対応可能

マイナンバーの確認を含む本制度に係る申請手続きについては、書面によるほか、
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」等に基づき、電子署名・電子
証明書を付した上ではオンラインにより行うことが可能となっていますが、その実施に
は関係事業者の協力が必要であるため、引き続き関係事業者と調整してまいります。

なお、申告特例申請書の押印については、「地方税法施行規則等の一部を改正する
省令（令和３年総務省第34号）」の施行に伴い廃止されています。

1488 令和3年7月20日 令和3年8月18日 育児休暇制度

育児休暇を延長をする場合は、保
育園不入園通知書が必要だが、最
大3年も育児休暇が取れるので、延
長する場合は、会社と本人が延長
するかしないだけにしてほしい。1年
目は給料の80%2年目は60%と決め
て、いちいち、市が発行する不入園
通知書を無くしてほしい。入る気も
ないのに、不入園通知書欲しさに
応募する人が多くて、大変です。

例 不入園通知書が無くすため、
会社と当人が何年取るかを決めて、1年目は給料の何%、２年目は何%と
支給すればいいと思います。
最大3年までは育児休暇が取れるので、市が発行する不入園通知書を、
無くしてほしい。育児休暇制度で、支給されるお金目当てに入る気もな
いのに申し込む人を減らしてほしい

個人 厚生労働省

育児休業制度は労働者が原則としてその１歳に満たない子を養育するためにする休
業であり、子が１歳に到達する時点で、保育所へ入所を希望しているが入所できない
場合などには１歳６か月まで（１歳６か月到達時点でも同じ状況であれば２歳まで）延長
が可能です。

育児・介護休業法第
５条

対応不可

（制度の現状欄に記載のとおり）育児休業は原則として１歳に満たない子を養育するた
めの休業であり、１歳到達日後の期間については雇用の継続のために特に必要があ
ると認められる必要があります。
厚生労働省令では、この特に必要がある場合として、保育所へ入所を希望しているが
入所できない場合を定めており、この事情を証明するために、市町村からの保育が行
われない旨の通知が必要となっております。

1489 令和3年7月20日 令和3年8月18日
電気主任技術者の
兼任要件拡大につ
いて

事業用の電気工作物には電気主
任技術者の選任が義務付けられて
いる。自家用電気工作物では選任
された事業場を含めて６軒まで承認
を受けて兼任できるが設備規模に
関わらず軒数のカウントが１軒であ
る。また上限６軒の根拠も明確に示
されておらず永く見直しもされてい
ない。電気主任技術者の確保が困
難となりつつあるので外部委託制
度と同様に保安レベルが確保でき
る範囲で設備条件による換算指数
の導入により兼任できる軒数を拡
大する。

事業用電気工作物のうち、自家用電気工作物については電気主任技
術者を自社従業者による選任または許可か承認を受けて兼任または外
部委託する制度がある。

再エネ発電事業者による電気主任技術者のニーズが急増、技術者志
望の減少、電気主任技術者の高齢化により確保が困難な状況となりつ
つある。

社会的インフラを担ううえで重要な施設については自社従業員による
選任と兼任による一括した管理が好ましい。特にＢＣＰの策定により小
規模事業場に非常用発電を設置することが増加しており電気主任技術
者が保安を行う事業場が増加している。

現状の「兼任」制度では１名あたり規模に関わらず６軒であるので先述
の発電装置を構える事業場が増加すると自社の電気主任技術者で賄い
きれなくなる。

そこで永く制限されていた上限６軒から外部委託承認のように設備規
模や要件を満たす場合に限り換算指数を導入し兼任で承認される軒数
を拡大する。単に件数を増加させると保安レベルの低下も懸念されるた
め６軒超過の場合は定期的な業務内容の報告を義務付ける。

事業場の軒数が多くなると電気保安法人等への委託が大半であった
が自社電気主任技術者の軒数拡大により事業者の委託費用負担軽減
が図れる。必然的に後継者の雇用も必要となるため雇用の拡大、技術
の伝承も図ることができ電気主任技術者のレベルの維持が可能となる。

個人 経済産業省

自家用電気工作物の設置者には、電気設備の保安監督のため電気主任技術者の選
任を義務づけています。

「主任技術者兼任制度」は一定の要件に適合する保安上支障がないと認められる事
業場に限り、１名の主任技術者を６件（専任１件・兼任５件）までの事業場で選任するこ
とができる制度です。

兼任制度が適用可能な事業場は、電圧7,000V以下で連系し、最大電力が2,000kW未
満（発電所については出力2,000kW未満。このうち、太陽電池発電所については出力
5,000kW未満。）のものになります。

電気事業法第４３条
電気事業法施行規
則第５２条第４項
主任技術者制度の
解釈及び運用（内規）

対応を予定

主任技術者兼任制度においては、令和３年４月１日に適用可能な事業場の規模を拡
大する等、時代環境の変化等に応じて所要の対応を行ってきたところですが、兼任件
数の拡大については、現場の実態等について調査を行った上で、産業構造審議会 保
安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググルー
プにおいて検討し、今年度中に結論を得ることとしております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
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所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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おける処
理方針

番号
所管省庁への
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1490 令和3年7月20日 令和3年8月18日

国土交通省 パイ
ロットの航空身体検
査の電子化につい
て

現在、国土交通省の管轄である航
空パイロットの航空身体検査は主
に、
紙面での申請、紙面での結果通知
となっている。
航空会社の健康管理部門では、そ
れら紙面の事務処理に日々追われ
ている。
紙面であるため、保管にも大規模な
場所が必要であり保管コストもかか
る。
コロナウイルスの蔓延によりリモー
トワークが推奨される中、国土交通
省が紙面での運用をしている限り、
航空会社はリモートワークに限界が
ある。
電子カルテへの移行計画も、上記
理由から進められずにいる。
システム開発自体は進めていると
お聞きしているので、一刻も早く電
子化していただきたい。

上記で述べたとおり、電子化することにより下記が改善される。
■リモートワークの推進
■コロナウイルスへの感染リスク低減だけでなくオフィスの縮小、交通費
の削減
■働き方改革
■紙面の保管コストの削減
それらが改善することにより、コストや人件費を他の業務にあてることが
でき、事務的処理ではなく予防医学や公衆衛生、一次予防へ力を入れ
ることができ、長期的目線で考えると航空パイロットの健康増進につな
がる。

個人 国土交通省

航空機に乗り組んで運航業務を行う操縦士等は、業務の遂行に必要な心身の状態を
保持しているか医学的な検査を受け、国土交通大臣又は指定航空身体検査医（指定
医）による航空身体検査証明を受けることが義務付けられています。

さらに、一部の航空運送事業者は、所属する操縦士等の航空身体検証明の有効性を
常に把握するなど、乗員の健康状態を適切に管理することが義務付けられています。
このため、航空運送事業者においては、操縦士等や指定医と調整しながら、当該操縦
士等の航空身体検査証明に関する情報をやりとりしていますが、それらの情報のやり
とりについては、紙を主体とした事務処理になっているのが現状です。

航空法第31条

航空法施行規則第
61条

航空機乗組員の健
康管理に関する基準
（国空航第1389号）

対応

操縦士等が航空身体検査証明を受けるための指定医への申請手続きや検査結果の
保管については、令和3年5月31日から「航空身体検査証明申請システム」の運用が開
始されており、既に電子的な対応が可能になっています。

ただし、現在は、個人情報保護の関係から、操縦士等自身とその同意を得た指定医の
みが当該システム内の情報を閲覧できる設計になっており、それ以外の者は、当該操
縦士等が所属する航空運送事業者の関係者であっても閲覧できない状況です。このた
め、今年度内にシステム改修を行い、操縦士等が所属する航空運送事業者の関係者
による当該システムの情報の閲覧等を可能とする機能を実装する予定です。これによ
り、航空運送事業者における航空身体検査証明に関する事務処理についても、ペー
パーレス化が図られることとなります。

1491 令和3年7月20日 令和3年8月18日
税務異動届の登記
事項異動について

法人の登記事項につき異動が生じ
た場合には法務局に異動登記をさ
せていただいています。その異動登
記につき、なぜ同じ行政である税務
署・都道府県税事務所・市町村税
事務所に異動届を提出しなければ
ならないのでしょうか。
法人番号が付与されているので、
各行政事務所で連携していただき
たいです。

法人の事務負担の軽減により人件費の削減や他の業務への人的資源
の投資が可能になると考えます。

個人
総務省
財務省
法務省

番号323の回答をご参照ください

1492 令和3年7月20日 令和4年1月13日
車両移転登録手続
きや運転免許証更
新

車に関する手続きのオンライン化、
書類の数を削減する、警察や運輸
局など複数の場所に行かなくても手
続き出来るようにする。
免許更新センターでは現金しか使
えず、行き先を書いた紙を掲示して
おけばいい所に、定年後の警察官
のような人が10人ぐらい待機してい
る。民間ならありえない配置。

車両移転登録の際、片道30分以上かかる警察に3回も行き、また30分
以上かかる運輸局にも行きました。土日は空いてない、時間も16時ま
で。住所や車両番号も何度も何度も何度も書かされる無駄に驚きまし
た。平日に行くことが出来ないので、普通に仕事をしてる人には出来な
い手続きだと思いました。
また、免許更新の際は、あんなにキャッシュレス化を政府が推進してい
るのに、現金のみ？？これも驚きでした。
講習会場に行く際も、見ればわかるのに、こちらですとドアの前に5人も
人が並び、中に入るとこちらどうぞと2人が椅子に案内してくれました。
経費削減という概念がなく、これが税金の無駄使いかと目の当たりにし
た瞬間でした。

個人
警察庁
総務省
国土交通省

自動車保有関係手続については、各種行政手続（検査登録、保管場所証明、自動車
諸税の手続）が必要ですが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」を
利用することによって、これらの手続をインターネット上で一括して行うことが可能と
なっております。ただし、OSS申請による場合でも、譲渡証明書の提出等一部対面での
手続きが必要となる場合があります。

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
かかる法律第６条

検討を予定

制度の現状に記載のとおり、自動車保有関係手続については、移転登録の場合を含
め、OSSを利用することによって、各種行政手続をインターネット上で一括して行うこと
が可能となっておりますが、現状においては一部対面での手続きが必要となるため、
引き続き申請者の負担軽減に繋がるよう関係機関と調整しながら検討してまいります。

1493 令和3年7月20日
郵便預金口座等一
本化

郵便局の預金口座を1人一口座と
し、マイナンバーカード、免許証、健
康保険証、国民年金、国税、地方
税等の租税公課の還付金振込、納
税振替口座を紐付けオンラインで
一本化する。法人についても1法人
一口座とし、商業登記と紐付ける。
外国人についても長期滞在者等は
1人一口座とし、外国人登録証等と
紐付ける。
未成年の口座は委任状等不要で同
居の親族が入出金できるようにす
る。当該口座への入金にかかる贈
与税については他より軽減する。
租税公課が発生した場合には預金
口座から自動的に租税公課分の預
金が引き落としされることとする。不
足が生じた場合は引き落とし予約
をしておくことにより、入金あり次第
引き落としできるようにする。

提案理由
キャッシュレス化、IT化の推進等のため。
経済的な効果
定額給付金等の支給をスピーディに行うことができる。
郵便貯金の休眠口座の把握が容易となり、休眠預金の活用が推進され
るとともに、転居等の把握が容易となり、郵便局の事務が軽減される。
租税公課の自動的な還付金振込、納税振替口座とすることにより、税務
署等の還付金口座確認及び納付現金取扱の事務を削減することができ
る。金融機関の日本銀行代理店の業務を削減することができる。納税者
に対して預金の積み立てや余裕のある資金繰りを推奨することにより、
租税公課の納付を失念することが減少し、収入が減少した際のセーフ
ティネットとして機能することも期待される。また、当該預金口座が家計
口座として認識されれば当該預金口座以外の資金を余剰資金として、
消費や投資を促進する心理的な要因となることも期待される。
社会的な効果
住民登録等と郵便が連動することにより、マスク等の配布をスピーディ
に行うことができる。
住民登録等がオンラインで一本化されることにより、各種手続きのIT化
が促進される。
国民一人一人の資産に対する意識を高め、財産形成や投資を考える端
緒となることが期待される。

個人

デジタル庁
内閣官房
金融庁
警察庁
総務省
法務省
財務省
厚生労働省

調整中
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1494 令和3年3月4日
ICチップ付身分証に
よる情報読み取り

マイナンバーカードに付帯されてい
るICチップにより、各人の各場所で
必要な情報を読み取れるようにす
る。
例、県庁，市役所→住民票、戸籍
情報
警察→運転免許情報
但し、読み取りには8桁の暗証番号
を入力出来るようにしセキュリティを
堅固に保つ

ICチップは劣化が少なく、マイナンバーカードの保管は劣悪な環境に置
かれる可能性少ないと思われる。
長く使えるマイナンバーカードで公的機関の情報読み取りが迅速になる
事で利用者の待ち時間削減、公務員の作業時間削減により公務員数の
削減に繋がり、コストカットが出来る

個人
警察庁
総務省
法務省

【【警察庁】
マイナンバーカードのＩＣチップには、運転免許証の情報は登録されていません。

【法務省】
マイナンバーカードのＩＣチップには，戸籍に関する情報は登載されていません。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
92条等
戸籍法第１０条，第１
３条
戸籍法施行規則第３
０条ほか

検討を
予定

総務省未回答

【警察庁】
現在、運転免許証の情報をマイナンバーカードのＩＣチップに登録し、一体化する方向

性で検討を進めており、一体化したカードを活用して、住所変更等の手続のワンストッ
プ化等を行いたいと考えております。免許情報の確認方法等の具体的な部分について
は、今後、関係機関等と調整してまいりたいと考えています。

【法務省】
マイナンバーカードに記録されている情報は，住民基本台帳に由来する情報であり，

本人以外の親族的身分関係をも登録・公証する戸籍とは双方の制度の趣旨が異なっ
ておりますが，マイナンバーカードのＩＣチップの空き領域への戸籍に関する情報の登
載については，今後，関係機関と協議するなど，必要性等を含めて検討したいと考えま
す。

1495 令和3年2月15日
保育園利用の一括
デジタル申請化

一時保育利用や、保育園入園申
請、および、幼稚園入園申請（公立
私立問わず）を、デジタル申請可能
にしてほしい。
一時保育→前日の申請でも利用可
能にしてほしい（空きがあれば当日
利用も可能に）
幼稚園入園申請→公立私立一括
申請を可能にしてほしい

【韓国で子育て経験からの知見】
以下の内容は韓国の保育利用申請についてです。
（日本でも保育園や幼稚園を利用したことがあり、その申請方法の利便性があ
まりにも差がありすぎて、これは日本も見習うべきだと思い、提案。）
・政府による「子ども愛ポータル」という出産育児にかかわる総合ポータルを運
営（ＨＰサイトとスマホアプリあり）
・子育て関連の各種行政サービスは、このポータルを通じて申請可能（外国人
は例外あり）
・本人確認などは、すべて「公認認証書」という電子本人確認システムにより、
すでに行われている状態なので、手持ちのスマホやＰＣで申請が可能。別途郵
送や訪問申請はなし。
〈一時保育〉
・一時保育園の利用は予約空き状況などがリアルタイムで表示され、1か月先
の予約まで可能。予約時間は30分刻み。
・定員は各時間帯3人。
・慣らし保育の有無は、園の方針により異なるが、急を要するときは当日いきな
りの一時保育も柔軟に対応。
・全国一律で、予約は前日23：59まで。当日予約は電話受け付けで空きがあれ
ば可能。
・一時保育料は月30時間までは、100円／時、それ以上は400円／時
〈通常保育〉
・全国一律、ポータルサイトから希望する園3か所まで「待機」をかけることが可
能
・自分の待機順番とポイントがリアルタイムで表示
・待機をかけるのは妊娠中から可能
・1か月ごとに、待機のステータスが更新
・園の安全状況、職員構成人数や勤務年数、年齢層など詳細にデータ開示。
〈幼稚園〉幼稚園は日本同様、管轄が保育園とは別でポータルも別
・全国一律、同時期に申請。
・志望する公立園は2か所、申請可能。抽選で選抜。

個人
内閣府
厚生労働省
文部科学省

【文部科学省】
【幼稚園の入園について】
幼稚園の入園については、設置する自治体や各園の募集要項等に基づき保護者が自
治体・各園に申請し、自治体・各園において事前面談や抽選の結果等を踏まえ入園の
可否を決定するのが一般的なものであると考えられる。

調整中

【文部科学省】
【幼稚園の入園について】
＜デジタル化について＞
幼稚園の設置者が、入園申請手続きを政府のサイト（ぴったりサービス）を通じて行え
るような仕組みを設計したり、園務改善のためのＩＣＴ環境整備を行う場合は補助を行っ
たりするなど、政府としてもデジタル化を促している。

＜一括化について＞
入園申請手続きの一括化については、公立幼稚園は、設置する自治体が地域の実情
に応じて時期や方法等を設定している一方、私立幼稚園は、行政を介さずに園と保護
者の間で直接やり取りが行われるため、政府において公立及び私立の入園申請手続
きを一括することは困難であるが、政府として、保護者が近隣の施設を探す際に検索
可能なウェブサイト「ここdeサーチ」
（https://www.wam go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do）を公表しており、ひとつの
ウェブサイトで全国の教育・保育施設等の情報を閲覧可能とするなど、施設利用希望
者の利便性の向上を図っているところである。

1496 令和3年1月27日 令和4年12月14日

【中小法人の電子化
推進】ネット専業銀
行も社会保険料の
口座振替をできるよ
うにして欲しい

零細法人の経理担当です。
ネット専業銀行も社会保険料の口
座振替取扱銀行に加えて欲しいで
す。

クラウド会計ソフトを導入しているにもかかわらず、口座振替ができない
ため、ネット専業以外の銀行で口座振替をするか、ATMで振込に行かざ
るを得ないからです（ごくごく一部のネット銀行でできるペイジーは手間が
生じ、忘れると督促がきます）。
なぜ、ネット専業銀行でなければならないかというと、ネット専業銀行以
外ではインターネットバンキングの口座維持手数料が高く、零細企業に
は負担が重いからです。
この件を解決頂ければ、この面倒な毎月の手間がなくなり、クラウド会計
ソフトで自動で仕分けができるようになり、合理化につながります。
■取扱金融機関一覧（厚生労働省 労働保険料等の口座振替納付）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudo
ukijun/hoken/hokenryou/index.html
■金融機関名のページ（同）ネット銀行がないのを確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/1.html

個人 厚生労働省 番号304の回答をご参照ください。

1497 令和3年1月27日 令和3年2月18日
パスポート取得申請
について

パスポート取得申請をWEB申請に
して欲しい。

パスポート取得申請については、2回申請と受領で所管の場所に出向
かないといけないが、WEB申請にすることで会社を休む必要もなくなり、
また、申請業務についても人員削減でき、コスト削減につながると思わ
れる。

個人 外務省 番号498の回答をご参照ください
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1498 令和2年12月18日 令和3年1月27日
離職票のペーパー
レス化

労働者がハローワークにて被保険
者番号やマイナンバーカードを提示
して請求することにより離職票の交
付を受けることができるサービスを
導入いただきたい。

・事業主がハローワークへ雇用保険離職証明書を申請する手続きにつ
いては電子申請を行なっているためペーパーレスが実現されたが、ハ
ローワークから交付された離職票は事業主が紙に印刷して労働者へ郵
送するか、メールに添付して送付しなければならない。
・例えば、労働者がメールアドレスを保有していない場合や印刷する環
境がない場合等については、現物を発送する作業のために従業員が通
勤せざるをえず、テレワークを阻害する要因となっている。
・そのため、電子申請による離職票の交付後、事業主が離職票現物を
労働者へ送付（郵送・メール）する事務を廃止していただきたい。代わり
に、労働者が最寄りのハローワークへ被保険者番号やマイナンバー
カードを提示することにより離職票請求や基本手当の受給手続きをする
ことを実現していただきたい。また、離職票の発行状況については、マイ
ナポータル等を利用して、照会できるようにしていただきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省 番号434の回答をご参照ください

1499 令和2年12月4日 令和3年9月10日
日本年金機構に関
する郵送が必要な
事項の電子化

(1) 年金送金通知書の電子化(郵送
の廃止)
(2) 年金受給選択申出書の電子化
(3) 年金証書・改定通知書の電子化
(4) 年金受給権者 受取機関変更届
の電子化
(5) マイナンバー登録の義務化で住
所変更届と氏名変更届を原則とし
て不要とすること。共済組合等や企
業年金に対しても同様に不要とす
ること
(6) 海外居住者向けの提出書類の
電子化(現況届、海外への転出、海
外居住で転居、海外の口座への振
り込み)

手書き書類を郵送で受け付け、手入力でシステムに登録するのは、あま
りにも非効率で無駄な経費がかかっています。過去には手入力作業に
よるミスや不正なども発生しており、電子化することの効果は大きいと考
えております。電子化することで情報にアクセスすることが困難な人向け
の支援策は必要とは思いますが、すでにパソコンやスマートフォンを使
える世代が年金受給者となっている時代ですので、時代の変化に国の
制度も合わせて変化していく必要があると思います。

個人

(1)～(4),(6)厚
生労働省

(5)内閣府、総
務省、財務
省、文部科学
省、厚生労働
省

【厚生労働省】
１）金融機関等の口座で年金を受け取っている方には、毎年6月に年金振込通知書を送付しています。紛

失等の場合で年金振込通知書の再交付を希望される場合には、電子申請又は日本年金機構ＨＰのねんき
んネットによる手続きを可能としています。
２）年金受給選択申出書は、2つ以上の年金を受けられるようになったときに、いずれか1つの年金を選択す

る際に提出する書類です。この年金受給選択申出書は電子申請による手続きを可能としています。
３）年金証書は、年金が決定された時に受給権者に対して交付される書類です。年金の決定にあたっては

年金請求書を提出する必要がありますが、年金請求書については電子申請による手続きが可能となってお
り、また、紛失等により年金証書の再交付を希望される場合にも電子申請による手続きを可能としていま
す。

また、年金額改定通知書は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに年金額が改定されたときに、改定後の
年金額をお知らせする通知書です。紛失等により年金額改定通知書の再交付を希望される場合には、電子
申請又は日本年金機構ＨＰのねんきんネットによる手続きを可能としています。
４）年金受給権者受取機関変更届は、年金を受け取る金融機関の口座を変更する場合に提出する書類で

あり、電子申請による手続きを可能としています。
５）年金受給権者の住所や氏名が変更となった場合には、それぞれ住所変更届や氏名変更届の提出が必

要となりますが、マイナンバーを届け出ている場合には、これらの届出の提出は不要となります。大部分の
受給権者は日本年金機構にマイナンバーが登録されているため、現状において、大部分の受給権者は住所
変更届や氏名変更届の提出が不要であるところです。
また、企業年金については、受給権者の住所や氏名を民間企業である企業年金実施事業主や企業年金基
金が管理しており、住民基本台帳の情報を取得するための住民基本台帳ネットワークシステムとの連携は
各企業年金の任意で行うことが可能です。なお、全ての企業年金について住所変更届や氏名変更届を原則
不要とすることについては、関係者が民間企業を含め多岐にわたることから、実現可能性について慎重な検
討が必要です。
６）海外に居住される受給権者が毎年１回提出する現況届については、電子申請による手続きを可能とし

ています。

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省】
５）年金受給権者が住所を変更したとき、地方公共団体情報システム機構から情報が提供された場合は届

出の提出は不要としており、大部分の受給権者は住所変更届の提出を不要としております。一方、氏名を変
更したときは、届出の提出をお願いしているところです。

【厚生労働省】
予算決算及び会計令
第49条、国民年金法施
行規則第16条・第17
条・第18条の2・第19
条・第20条・第21条・第
65条、厚生年金保険法
施行規則第30条・第30
条の5・第35条の2・第
37条・第38条・第39条・
第82条、確定給付企業
年金法施行規則第23
条の３

【内閣府、総務省、財
務省、文部科学省】
地方公務員等共済組
合法施行規程第159条
国家公務員共済組合
法施行規則第114条の
24、第119条の７
私立学校教職員共済
法施行規則第20条第１
項

【厚生労働
省】
現行制度下
で対応可能

【内閣府、総
務省、財務
省、文部科
学省】
検討を予定

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【内閣府、総務省、財務省、文部科学省】
住所変更届については、制度の現状欄に記載のとおりです。氏名変更届について

は、提出を不要とする方向で検討します。

1500 令和2年12月4日
住民登録者番号の
統一

マイナンバーを活用した住民登録。
その前提として各自治体ごとに異な
る住民登録者番号を統一するかリ
ンクさせる必要がある。
法務局が管理する所有者識別番号
と住民登録者番号をもリンクできれ
ば更に望ましい。

公職選挙法において、地方選挙（知事、市長、議会議員）の場合は、「引
き続き3か月以上の住民」要件がありますが、これを撤廃して欲しい。公
示日において住民登録している選挙区において投票できるようにして欲
しい。

個人

総務省
法務省
デジタル庁
内閣府

調整中

1501 令和2年12月4日
マイナンバー法にお
ける性別の取扱い
について

マイナンバーカードの性別欄がある
ことに抵抗があり、受け入れ難く内
閣府とも何度も遣り取りをするも埒
が明かず、苦慮しております。ここ
は、法改正を行い、性別について
は、任意か、一定の配慮を要する
人限定で、任意または、非表示また
は、性自認に基づく性別表記を認
めてくれるよう要望致します。

今後、大多数の人がマイナンバーカードを取得する地点で、性別表記に
苦しみ、マイナンバーカード取得を拒否し続けるのは、得策ではなく、孤
立しかねない。それほどまでに当事者、トランスジェンダーを苦しめるマ
イナンバーカード、マイナンバー法は、如何なものか。多様性の時代で
す。改正求めます。

民間団体
総務省
デジタル庁
内閣府

総務省未回答
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1502 令和2年12月4日 令和3年1月27日
印鑑の廃止につい
て

印鑑の廃止

裁判所にて、民事訴訟の訴状、準備書面、答弁書の作成、判決の受取
などに際して、印鑑が必要だが、100均で買える印鑑でもいけて、なんの
意味があるのか分からない。本人確認の意味を含めるなら免許の写し
などにする方が効率が良さそう(裁判所どまり)。
また、市役所においても、書類の受け取りや、申請において印鑑を求め
られるが、なぜ必要なのかりかいできない。

個人
内閣府
総務省
法務省

前段）
民事訴訟法には，訴状等の書面について押印を必要とする規定はありません（なお，最高裁判所の定める
規則 民事訴訟規則第２条第１項）において，裁判所に提出する書面には押印すべきものと規定されていま
す。）。

後段）
地方公共団体において押印を求めている手続には、国の法令等に基づいて地方公共団体が実施する手続
及び地方公共団体が独自に実施する手続がある。
また、規制改革実施計画（令和２年７月１７日閣議決定）において、各府省は、所管する行政手続等のうち、
法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めているもの原則として全てについて、年内に、
順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化（年内の対応が困難なものについて
は、見直しの方針示す）を行うこととされています。

（前段）
なし

（後段）
－

(前段）
その他

（後段）
対応

（前段）
民事訴訟法には，訴状等について押印を必要とする規定はなく，この点については，
最高裁判所の定める規則によって規定されています。したがいまして，御指摘の点に
つきましては，法務省からお答えすることは困難です。

（後段）
「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（令和2年7月17
日付け総務省自治行政局長通知）において、
・国の法令等に基づいて地方公共団体が実施する手続については、各府省から発出さ
れるガイドライン等の内容を踏まえ、適切に対応することが考えられること
・地方公共団体が独自に実施する手続については、国の取組に準じた対応を実施する
ことが考えられること
を示し、各地方公共団体に対して押印規制の見直しに積極的に取り組んでいただくよ
うお願いしています。
また、地方公共団体が押印見直しを実施する際の参考として、推進体制、作業手順、
判断基準等を示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を令和2年12月18
日に公表しました。
なお、内閣府からの9月24日付の照会に対し、各府省からは、国民や事業者等に押印
を求めている行政手続の99%以上について、見直しを行う方針との回答が示されていま
す（各府省の見直し方針はホームページに公表済です。）。

1503 令和2年12月18日
申請にあたっての証
明書等

国の管理する法人番号などで、国・
県・市町村それぞれの納税証明、
履歴事項証明書、許可証など申請
業務に関わることを、当事者が一括
で閲覧請求ができるようにな提案を
行います。

県や市町村の補助金や入札登録の際に提出を求められる納税証明書
や履歴事項全部証明書などはそれぞれ所管する事務所が違うため、県
事務所、税務署、法務局と出向いて手続きを行う手間とそれぞれ手数料
がかかります。（地方ではそれぞれの事務所に行くのに30分以上かかり
ます。）書類もその場で手書きを求められるものもあり、手数料も一回一
回収入印紙を購入して納付する形式なので、その都度現金、印紙が必
要なのもコストが発生します。
すべて法人番号などで一元管理される効果としては、各事業所に出向
いて申請することが減ることで、双方の業務効率化が可能になりコスト
の削減が見込まれます。また各所管官庁や地方自治体も同じものを閲
覧が可能になれば、重複申請や効率的な補助金申請などが可能になる
と考えられます。

個人
総務省
法務省
財務省

調整中

1504 令和3年8月6日 令和3年9月10日
選択的夫婦別姓を
認めるべき

男女の権利が平等であるなら、姓
名の選択の権利も平等であるべき
です。
国会議員のイメージは、今だに男
尊女卑で煙草も平気で吸いながら
も、
表向きだけ女性の地位向上、国民
の健康をうたう二枚舌のイメージで
す。
姓が変わるから仕事を辞めたり結
婚を見合わせたり、ひいては子供を
産むことも控えることになります。
少子化対策のためにも選択的夫婦
別姓を認めるべきです。
あくまで選択的な訳で、強制でもな
いのに制限があるのはおかしい。

男女の平等が少し進む。
女性が結構しても仕事を続けやすいので、女性の社会参加が守られ
る。
結構して、男性側、女性側、男女別姓、があってこそ平等。
日本特有の悪しき風習で、欧米の明るく開かれた社会を目指すなら
ほとんどお金をかけずに、女性の好感度が上がる改革です。
党派を超えて、すくにでも改正してほしい。

個人
内閣府
法務省

民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す
る。」と規定しており、現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれ
か一方が、必ず氏を改めなければなりません。

民法第750条 その他

法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする「民法の一部を改
正する法律案要綱」を答申したことを受け、法務省は､平成8年及び平成22年にこの答
申を踏まえた改正法案を準備しましたが、改正法案の提出にまでは至りませんでした。

いずれにいたしましても､法務省としては､この問題については、国民的な議論を踏ま
えることが重要であると考えており、第5次男女共同参画基本計画も踏まえ、今後も国
会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討していくこととしています。

1505 令和3年8月6日 令和3年9月10日
海外在住者の出生
届からパスポート作
成までの手続き

現状、海外在住者は子供が産まれ
た場合、現地の大使館、領事館で
出生届を提出します。そして、戸籍
ができるまで２ケ月以上の時間を要
します。パスポート作成のために
は、日本の本籍のある市役所で戸
籍謄本、あるいは戸籍抄本を取得
する必要があります。その場合、両
親など親族がいる場合は代理で戸
籍謄本を取得できますが、両親など
親族がいない場合、わざわざ一度
日本へ帰国しなけばなりません。産
まれたばかりの赤ちゃんはパス
ポートがなければビザを取得できま
せんし、海外から日本への渡航もで
きません。

提案内容は海外の現地の大使館、領事館で戸籍謄本、あるいは戸籍抄
本の申請ができるようにして頂きたいです。あるいはオンラインで戸籍謄
本、あるいは戸籍抄本の申請、そして海外に郵送できるような仕組みに
して頂きたいです。それが不可能な場合、戸籍謄本のデジタル版の電子
版の証明書などが有効になるようにして頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。

個人
法務省
外務省

番号７及び行政改革の番号655をご参照ください

440



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1506 令和3年8月6日 令和3年9月10日 理容店と美容院
理容店と美容院は所管箇所が違う
がどちらかに合理化整備すべき

同様の形態の為非効率 個人 厚生労働省 番号11の回答をご参照ください

1507 令和3年8月6日 令和3年9月10日
不動産登記申請に
おける委任状の記
載事項

不動産登記において代理人が登記
識別情報を添付してオンライン申請
する場合、委任状に「登記識別情
報の暗号化」についての授権がなら
なければならないとする平成20年
の通達があるが、これを撤廃すべ
きである。

上記通達は金融機関等に周知されておらず、委任状に「暗号化」の旨が
記載されていない場合が多数ある。そのため、司法書士が委任状に加
筆する実務慣行が成立している。
しかし、「電子委任状の普及の促進に関する法律」によって電子委任状
が普及すれば、司法書士が委任状に加筆することはできなくなる。
すなわち、電子委任状の普及によってオンライン申請が不可能になる喜
劇が生じることになり、上記法律の趣旨に反する事態が生じるものと考
える。

個人 法務省
電子申請において，代理人として，電子申請をする者が申請人から登記識別情報を

知ることを特に許されている場合，代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗
号化に関する一切の権限」の委任条項が必要となります。

不動産登記法第２条
第１４号，第２１条，
第１５１条，第１５９
条，平成２０．１．１１
法務省民二第５７号
法務省民事局長通
達

対応不可

登記識別情報とは，登記名義人が登記の申請をする場合において，その登記名義
人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報
であって，登記名義人を識別することができるものと定義されています。登記申請にお
いて，登記識別情報が登記名義人を識別する情報として機能するためには，登記識別
情報が登記名義人のみに通知され，第三者に知られないように本人により厳重に管理
されなければなりません（登記識別情報の秘匿性）。

このように，性質上，登記識別情報は登記名義人以外の第三者に知られてはならな
いものですが，例外的に，電子申請において，申請人から委任を受けた司法書士等の
資格者代理人が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は，当該
代理人が登記識別情報を知ることができることとなります。このような場合でも，登記識
別情報の秘匿性は保持されなくてはならないため，委任状に「登記識別情報の暗号化
に関する一切の権限」の委任条項が必要であるという取扱いがされています。

以上より，電子申請において，代理人として，「登記識別情報の暗号化に関する一切
の権限」の委任条項が必要であるとする平成20．1．11法務省民二第57号法務省民事
局長通達を廃止することは困難です。

1508 令和3年8月6日 令和5年3月13日
防火管理者講習の
オンライン化

防火管理者講習を、オンライン映像
視聴によるオンライン化に移行する
よう提案します。

防火管理者は防火対象物の管理権原単位、簡単に言えば建物ごと・テ
ナントごとに設置しなければならなりません。つまり、膨大な人数が必要
です。
防火管理者資格を取得するには、自治体または一般財団法人日本防
火・防災協会等が主催する防火管理者講習を2日間（計10時間）に渡り
受講しなければなりません。
この資格は、実態として、受講さえすればほぼ１００％取得できます。し
かし、時期によっては講習の予約を取るのが困難で、2日間拘束される
ことも受講を妨げる要因になっています。
試験はオンライン化が困難かも知れませんが、講習だけでもオンライン
化すれば、物理的な阻害要因を排除でき、防火管理者を無理なく増や
すことができます。
また、自由な時間に誰でも視聴することができれば、例えば社内研修に
取り入れるなど、防火管理の実効性を上げられると考えます。

個人 総務省
防火管理講習については、消防法施行令第３条第１項第１号イの規定に基づき都道府
県、消防本部、登録講習機関により実施されているところです。

消防法施行令第３条
第１項第１号イ

現行制度下
で対応可能

現在、オンラインによる防火管理講習は、既に一部の講習機関において実施されて
います。

また、令和４年８月に「防火・防災管理に関する講習のガイドライン」を作成し、講習機
関に対して防火管理講習のオンライン化を一層推進していくよう周知しています。

1509 令和3年8月6日 令和3年9月10日

小規模低圧営農型
太陽光発電につい
ては規制強化ではな
く、農家や地域のた
めに規制緩和して欲
しい

1.今年から小さな農家は事実上営
農型PVのFIT制度から除外されまし
たが、農業や地域への多様な効果
を享受するためにも非認定農家等
小さな農家にも再度営農型PVの活
用が可能になるよう規制緩和してほ
しい
２.FITへ復活が困難な場合、電力の
地産地消を目指す地域マイクログ
リッド等地域活用電源に絡む小規
模な非認定農家等の営農型PVを
NonーFIT型営農型PVとして地方自
治体裁量で設置可能となるよう規
制緩和して欲しい
3.上記はいずれも当然に農業とPV
の共存を目的とするので遮光率1/3
以下でパネル高3ｍ以上等汎用理
想型設備仕様を条件に栽培作物の
平均的単収8割維持基準（強力な参
入障壁）は是非とも外して欲しい

1.低圧PVには自家消費要件がつくも営農型PVは認定農家等を条件に
自家消費無しでもFITを維持したことは破格の優遇と受取れる。しかし当
市6千戸農家の内認定農家は70戸程度で、しかも認定農家は自立的経
営を既に実現のケースも多く今更営農型PVへのニーズが多いとは思え
ない
2.農家の大多数、特に中山間の小規模水稲農家等は赤字構造が定着、
高齢化も進み後継者も望み薄。一方で山林や河川水路など中山間の多
面的機能維持を引き受ける唯一の存在。SDGｓでいう生物圏の循環維
持ができないと災害や害獣など都市部の安心安全もない。営農型PV稼
働5年の経験から小さな農業に魅力と収益力をつけ若者を呼ぶには営
農型PVは千載一遇の機会ととらえるも非認定の小さな農家は営農型
PVから除外では地域活性化の意欲も萎える
3.エネルギー強靭化法案成立や2050年ゼロ宣言で地域マイクログリッド
が注目。PV発電コストは既に10円前後に下落し市場競争力も。FITにこ
だわらず地域マイクログリッドで電力の地産地消を進める中でNon-FIT
型の営農型PVが可能ならそれでも良い。地域等で自立的に判断できる
制度への規制緩和が求められる
4.営農型PV普及には平均的単収の8割維持基準が大きな障壁となって
いる。多くがこの規定で導入を諦め、導入後も栽培が日陰作物に偏向し
ている。経験的に遮光率1/3以下でパネル高３ｍ以上ならどんな作物も
栽培可能。この汎用仕様を要件に現行8割維持基準を外せば、行政窓
口や農家の悩みが激減する
5.以上もっと詳しくはこちらのURLでセミナでの説明が参照できます。
https://youtu.be/yH4oxsaOj78

個人
経済産業省
農林水産省

（１．について）
令和元年度の調達価格等算定委員会で、小規模事業用太陽光発電（10-50kW）につ

いては、地域において信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進めるため、自家消費
を前提とした設備等の支援に重点化していくという方針が整理され、令和２年度から自
家消費型の地域活用要件を設定しています。具体的には、①再生可能エネルギー発
電設備の設置場所で少なくとも30％の自家消費等を実施すること（ただし、農地一時転
用許可期間が10年間となり得る営農型太陽光は、自家消費等を行わないものであって
も、災害時活用を条件に、FIT制度の対象）、②災害時に自立運転（停電時に外部電源
なしで発電を再開すること）を行い、給電用コンセントを一般の用に供すること、の両方
をFIT認定の要件として求めています。

（２．３．について）
農地転用許可基準については、農地法、農地法施行令及び農地法施行規則で定め

ており、さらに、その具体的な運用に係る法令の解釈や手続等については、処理基準
その他の関係通知により定めているところです。

営農型太陽光発電設備の取扱いについては、「支柱を立てて営農を継続する太陽光
発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」（平成30年５月15日
付け30農振第78号農林水産省農村振興局長通知）を定めているところですが、ＦＩＴ認
定は条件としていません。

また、この通知において、営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農の適切
な継続が確実と認められることの条件として、下部の農地における単収が、同じ年の
地域の平均的な単収と比較しておおむね２割以上減少しないことを定めているところで
す。

（１．について）
電気事業者による再
生可能エネルギー電
気の調達に関する特
別措置法施行規則

（２．３．について）
・農地法第４条、第５
条、農地法関係事務
に係る処理基準等

（１．につい
て）事実誤認
／対応

（２．３．につ
いて）
・ＦＩＴ条件
は、事実誤
認

・収量要件
は、対応不
可

（１．について）
再エネ特措法は、再エネの導入を促すことを目的として、電気事業者に再エネ電気の買取り

などの義務を、小売電気事業者に納付金の納付の義務を課すものです。発電事業者に関して
は、ＦＩＴによる支援を受けるための条件等を定め、条件を満たした場合に支援する制度であり、
発電事業者に対して規制を行うものではありません。

なお、再エネを「主力電源」とするためには、責任ある長期安定的な電源となることが必要で
す。そこで、農林水産省において、特に営農が適切に継続される蓋然性が高い場合や荒廃農
地の再生利用の促進が期待できる場合等については10 年間の農地転用を認めていることを
踏まえ、長期安定的な発電を促しつつエネルギー政策と農林水産政策の連携の進化を図って
いくため、農地一時転用許可期間が10年間となり得る営農型太陽光を対象に、自家消費等を
行わないものであっても災害時活用を条件にFIT制度の対象としています。こういった要件につ
いては、今後、調達価格等算定委員会で議論していくこととなりますが、実態を踏まえつつ、必
要に応じて見直してまいります。

（２．３．について）
・（ＦＩＴ認定条件）

営農型太陽光発電設備は、ＦＩＴ認定がなくても設置することができます。
・（収量要件）

営農型太陽光発電設備は、農業が適切に継続されることをもって、通常太陽光発電設備の
設置が認められない優良農地においても設備の設置が認められる、特例的な取組です。

また、営農型太陽光発電設備は、農業と再生可能エネルギーによる発電とが両立する取組
であることから、農業が適切に行われない場合は、この両立が失われ、単なる発電事業となっ
てしまいます。

御提案のように、設備に条件を付したとしても、適切な営農の継続が確保されるとは限らない
と考えられます。

したがって、この両立の目安として、農業においては、地域の平均的な単収の８割を確保する
こととしておりますが、「地域の平均的な単収」を目安とすることで、地域の実情に配慮した指標
としているところであり、御理解願います。

なお、荒廃農地を再生利用する営農型太陽光発電の取組は、荒廃農地の再生に資する一方
で、許可基準である単収の８割以上の確保が困難なケースもあることから、令和３年３月に通
知改正を行い、発電設備の下部の農地の適正かつ効率的な利用を確保することを条件に、単
収８割確保の要件は求めないこととしたところです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1510 令和3年8月6日 令和3年9月10日
屋外広告物許可申
請のWeb化

各地方自治体の屋外広告物許可
申請および支払いを共通のWebサ
イトでおこなえるようにしてほしい

屋外広告物の許可申請は、各地方自治体がそれぞれの条例で方法・書
式を定めています。
しかし、結局はやっていることの根本的な仕組みは同じで、具体的に
は、景観地域かそうでないかといった地理的な要素で色合い・大きさ・広
告物の地上高などの制限が設けられ、その基準に適合すれば広告物の
面積によって申請料が決まるという仕組みです。
にもかかわらず、自治体ごとに書式が異なるため、申請書を作成する側
にとっては、非効率的です。
加えて、申請料の支払い方法もまちまちで、銀行振込・Pay-easyで可能
な自治体もあれば、その自治体に行かないと購入できない収入証紙でし
か受け付けないところもあります。
そこで、これらを全国共通のWebサイトで行えるように整備してほしいで
す。
これにより、申請者側は申請がすみやかにかつ効率的に行え、自治体
側はこの管理・督促にかかる人件費・郵送費・管理費等のコストを大幅
に減らすことができると思います。

個人 国土交通省

屋外広告物法では、都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、
若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認める
ときは、広告物の表示又は掲出物件の設置について、都道府県知事の許可を受けな
ければならないとすることその他必要な制限をすることができるほか、同様に都道府県
で必要があると認めるときは、条例で、広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の
方法の基準若しくは掲出物件の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方
法の基準を定めることができる、旨規定しております。

・屋外広告物法第４
条及び第５条

対応不可能

屋外広告物の許可等制限を設けるか否かや制限内容などは、全国各地で、良好な
景観形成・風致の維持や公衆に対する危害防止のため、それぞれの地域特性を踏ま
えながら、各自治体が、必要に応じ、条例の定めるところにより行っており、このことか
ら各自治体におけるそれは異なるしくみとなっています。このように屋外広告物の許可
（申請）については、全国各地域で様々なかたちで行われるため、認可申請方法や書
式について国が全国共通のWebサイトを作成し、統一することは困難です。

1511 令和3年8月6日 令和3年9月10日

信書の配送取り扱
いに関する郵便法に
よる制限撤廃につい
て

現状、信書の配送は郵便によって
しかできないことになっていますが、
郵便法の制限を撤廃して、郵政以
外の民間配送業者も信書を配送で
きるようにしてほしいです。

コロナ禍で、多くの諸外国宛ての郵便の受付・配送が半年以上停止して
おり、非常に困っています。
契約書、委任状、登記簿、証明書などの信書は、法的には、EMSなどの
郵便サービスでしか送れないことになっていますが、EMSを含む郵便局
受けの海外配送サービスが長期間ストップしてしまっている現在、郵便
法に抵触したとしても、民間配送業者の海外への航空配送サービスを
利用するしかない状態です。
外国の企業と取引をしたり、外国で登記事項を変更したり、外国の官公
庁で手続きをしたり、重要な事柄ほど、外国へ信書を送る必要があり、コ
ロナ禍でも、国内外の経済活動は続いているので、郵便でしか信書が送
れないとなると、個人・企業にとって、死活問題です。
DHLやFedExなどの海外大手と比べ、例えば、国内大手のヤマト運輸は
比較的リーズナブルなドキュメント配送サービスを提供してくれています
が、このサービスには信書は対象にならず、また、ヤマト運輸は法令遵
守をしっかりされているので、ユーザー側で、このリーズナブルなサービ
スを使って信書を送ろうとしても、郵便法の規制があり、出来ません。
この郵便法の縛りは、独禁法違反になる可能性があり、また、国内の民
間配送業者の健全な市場競争原理を妨げています。海外大手配送業
者は、事前チェックもなく信書を配送できるので、ユーザーとしては、料
金が高くてもそちらを使うしかありません。
法令遵守をしている国内業者が不利益を被っている現状は、国益にも
反するのではないでしょうか。
早急に改善して頂くことを希望致します。

個人 総務省 番号1455の回答をご参照ください。

1512 令和3年8月6日 令和3年9月10日
日本パスポートへの
出生地記載

現在日本のパスポートには、出生
地の記載がありません。パスポート
に出生地の記載をしてください。

一方他国のパスポートには、出生地の記載があるのが一般的なようで、
ドイツで銀行口座を開くときに、出生地の記載がない日本のパスポート
を身分証明書として使えず、銀行口座を開くことができないため、困って
います。
ドイツで暮らしておりますが、パスポートに出生地の記載がなく、身分証
明ができずたくさんの書類を出さなくてはならない、もしくは、銀行口座の
例のように、口座を開けず海外で非常に暮らしにくい状況です。
ぜひ、海外に暮らす日本人がグローバルな環境で活躍促進できるよう
に、パスポートへの出生地記載をお願いします。

個人 外務省
旅券には所持人名を示す事項として、氏名、生年月日、性別、国籍に加え本籍の都

道府県を記載事項としており、戸籍に記載された情報を基としております。（旅券法第６
条第１項、旅券法施行規則第５条第１項及び第６項）

旅券法、旅券法施行
令及び旅券法施行規
則

対応不可

我が国においては、戸籍は、個人の身分関係や国籍を公証する資料であり、戸籍を
基に同一人性の確認を行っているため、従来、出生地ではなく戸籍の登録地である本
籍の都道府県名を記載しています。

旅券の記載事項については、国連専門機関である国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）で国
際標準が定められており、出生地については、氏名や生年月日などと異なり、旅券へ
の記載の要否を各国が任意に選択できることになっておりますが、現時点では本籍地
から出生地への記載内容の変更は見込んでおりません。

1513 令和3年8月6日 令和3年9月10日
法定相続情報証明
制度の利用につい
て

法定相続情報証明が年金手続きに
も利用できるように。

昨年父が亡くなり登記や銀行など諸々の手続きを行うにあたり、法定相
続情報証明制度を利用し証明書を取得し各手続きを行ったが、年金手
続きだけは行えなかった。
是非利用できるようにしていただけると有難いと思います。
既に改善されていましたら申し訳ありません。

個人
法務省
厚生労働省

番号712の回答をご参照ください。

1514 令和3年8月6日 令和3年9月10日
刑事事件証拠資料
のデジタル化

刑事事件1件について、数百枚～10
万枚以上の紙の証拠が作られる。
弁護士はそのすべてを1枚40円でコ
ピーしなければならない

今どき手書きで資料を作っているわけはなく、印刷、運搬、保管、複製、
と複数人が多岐に渡る過程で、印刷物であるために時間と労力を割い
ている。
これが電子データのまま裁判所や弁護士へ渡すことができれば、裁判
の準備にかかる時間が短縮され、国が謳うワークライフバランスを公務
員がとりやすくもなるはずです。
また国選弁護であればコピー代が税金負担であり多額が無為に使われ
ていて、国選弁護でなくとも弁護費用の無意味な高額化に繋がってい
る。
https://www.change-discovery.org/

個人 法務省
我が国の刑事訴訟法上，証拠書類を含む刑事手続に係る書類については，紙媒体

で作成されることを前提とした規定となっており，紙媒体で作成・管理をすることを前提
とした運用を行っている。

なし 対応不可

法務省においては，「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」にお
いて，捜査・公判に関する書類データを電子データとして作成・管理し，オンラインによ
り発受すること等に関する検討を行っており，検察官から裁判所に対する証拠の交付
や，弁護人に開示する証拠の閲覧・謄写等における情報通信技術の活用もその検討
対象としている。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1515 令和3年8月6日 令和3年9月10日
国家試験・資格の統
合

・電気主任技術者（電気事業法・経
済産業省）、電気通信主任技術者
（電気通信事業法・総務省）と、施
工管理技士（建設業法・国土交通
省）について、業務＝工事管理の分
野において重なりがあります。
・上記により、事業者は建設業の免
許取得・更新のため資格取得者を
雇用する必要がありますが、こう
いった複数の免許を取得すること
は難しく、人材確保に多くの苦労を
しています。
・資格試験の多くは電気・電子工
学、関係法規など重なりがあること
から相互の資格で業務の従事がで
きるよう改正をお願いいたします。
不足する知識は民間講習等で補え
ると考えられます。

・私は、建設会社で主に総務系を担当し現在は人事部長兼研修担当を
しています。これまで免許更新等で政府の地方出先機関と調整すること
を３０年してまいりました。
・提案理由は、「提案の具体的内容」のとおりであり、それぞれ難関の国
家資格試験を合格するための研修を社内で進めてまいりましたが、試験
内容の重なりが甚だしく定年退職（来年を予定）を期に発言させていただ
くことにいたしました、
・仮に、資格相互の乗り入れや統廃合が可能となれば、学生や社会人
は効率の良い学習が可能となり、企業にとっても計画的な人材育成計
画・トレーニングを実施できるようになります。それぞれの資格は経緯が
あるものですが、ABBなど外国の大手建設会社と組む時はそういった法
制度が外国には無いものですから、トラブルとなります。多くの場合は、
事業着手が遅れた場合は日本側の責任となりましてこれまでペナルティ
を請求され銀行からの信頼にも影響いたします。
・健全な産業の発展のため、ぜひとも申し上げた３技術資格に限らず国
家試験の見直しをお願いいたします。電気工事士（経済産業省）に至っ
ては、取得したのにもかかわらず厚生労働省の免許・講習（労働安全衛
生法）をうけなければならず使い物になりません。こちらも統廃合が必要
と考えられます。
・報道等では国家公務員の皆様はその大きな責任とともに、日夜激務の
環境にあると理解しています。民間会社もそうですが、枠組みがあると
その維持だけで多大な苦労があります、ぜひとも若手・後輩のため業務
の整理統廃合とそれによる日本の成長余地確保をお願いいたします。

個人

総務省
経済産業省
国土交通省
厚生労働省

(総務省)
電気通信事業法令では、電気通信事業者に対し、事業用電気通信設備の工事、維

持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者資格者証の交付を
受けている者のうちから電気通信主任技術者を選任することを義務付けています。

同資格者証は電気通信主任技術者試験に合格した者等が交付を受けられますが、
既取得資格にかかわらず、一定の学歴や実務経験を有する者が同試験を受けるとき
には、申請により、一部の試験科目の試験を免除する制度もあります。

(経済産業省)
電気事業法では、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督のため、

電気主任技術者を選任することを義務付けています。
その選任要件となる電気主任技術者の資格については、電気主任技術者試験合格

により取得可能です。この他、学歴及び実務の経験等により取得することが可能です。

(国土交通省)
建設業法に基づく技術検定は、建設工事を適正に実施するための施工計画の作成、

工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導
監督の職務を行う、監理技術者等となるための資格です。

電気通信事業法第
45条及び第48条
電気通信主任技術
者規則第12条、第13
条
電気事業法第43条
及び第45条
建設業法第7条、第
15条、第27条
建設業法施行規則
第7条の3

(総務省)
その他

(経済産業省)
対応不可

(国土交通省)
現行制度下
で対応可能

(総務省)
制度の現状欄に記載のとおりです。

(経済産業省)
今回、元・建設会社の人事関係者の方より、建設業法の免許取得・更新のための資

格取得者確保の困難さから、資格試験の統合の御提案を頂きましたが、当該免許取
得・更新のためにどのような資格が必要であるかは電気事業法令で定めているもので
はありません。

また、電気事業法に基づく電気主任技術者試験については、電気工作物の工事、維
持及び運用に関する保安の監督を行うために必要な知識を問うために実施しているも
のであり、ほとんどの受験者は、建設業関係の必要性から資格を取得しようとするもの
ではないものと考えられます。このため、根拠とする法律の目的が異なる施工管理技
術検定や電気通信主任技術者試験と統合することは、電気主任技術者が必要として
いない知識を要求し、不要な規制強化に繋がるため、適当ではありません。

(国土交通省)
技術検定の受検資格において、所定の資格所持者については、試験の一部免除

や、受検資格として要する実務経験年数の短縮が可能となっております。
また、建設業法上求められる資格要件としては、主任技術者や監理技術者等になる

場合に、一例として施工管理技士の資格がありますが、業種によっては、他の法令に
基づく国家資格等(一部の資格は実務経験要件付き）でも要件を満たすことができるよ
う措置しております。

例えば、電気事業法に基づく電気主任技術者や、電気通信事業法に基づく電気通信
主任技術者で、資格取得後に5年間の実務経験を有する者は、該当する建設業種に
おける主任技術者資格を満たします。

1516 令和3年8月6日

マイナカード表面の
マイナンバー印刷を
止めて、内部ICに記
憶とすることで、マイ
ナカード普及促進の
提案

マイナカードが普及しないのは、マ
イナカードの表面にマイナンバーが
印刷されているからです。
マイナンバーは、カード内部のICに
記憶させ、市役所等で本人確認し
ないと打ち出せないシステムとする
ことにより、マイナカードを普及させ
ることができます。
但し、マイナカードのICに記憶させ
た各種番号を、何処の端末でも、何
の番号でも表示させられるならば意
味がありません。
例えば、警察の端末ならば、運転免
許番号のみが表示され、オンライン
で運転免許情報を取り寄せるように
すべきです。
病院の端末ならば、健康保険番号
のみが表示され、オンラインで健康
保険情報を取り寄せるようにすべき
です。

マイナカードが普及しないのは、マイナカードの表面にマイナンバーが印
刷されているからです。
マイナンバーは、カード内部のICに記憶させ、市役所等で本人確認しな
いと打ち出せないシステムとすることにより、マイナカードを普及させるこ
とができます。
但し、マイナカードのICに記憶させた各種番号を、何処の端末でも、何の
番号でも表示させられるならば意味がありません。
例えば、警察の端末ならば、運転免許番号のみが表示され、オンライン
で運転免許情報を取り寄せるようにすべきです。
病院の端末ならば、健康保険番号のみが表示され、オンラインで健康保
険情報を取り寄せるようにすべきです。
税務署の端末ならば、納税者番号のみ表示され、オンラインで税務関連
情報を取り寄せられるようにすべきです。
各種番号とマイナンバーの紐づけは、厳格に管理し、複数の公務員が
同意入力しなければ、表示できないシステムとし、公務員による閲覧情
報は、厳密に記録されるシステムとすべきです。

個人
警察庁
総務省
厚生労働省

総務省未回答

1517 令和3年8月6日 令和3年9月10日

選挙をスマホとマイ
ナンバーを使った制
度として効率化と正
確性の確保を行う

選挙を、マイナンバーとスマホで本
人確認して、スマホから投票出来る
ようにすれば、投票への敷居が下
がって投票率が高くなると考えられ
る。 情報弱者に対しては、市町村
に１箇所以上、情報弱者用の投票
所を設ければ良く、そこで、指紋認
証を行って投票をさせれば、不正が
起こりにくい。

現在の選挙システムでは、投票所へ足を運ぶことの面倒で、投票率が
低い、という理由が大きいと考えられるので、そこの敷居を下げること
で、より民意を反映した正しい選挙が行えると同時に、電子的に投票内
容が記録出来るので、集計が迅速正確に行えるようになり、人でも大幅
に削減出来ることから、選挙コストの削減も可能となる。

個人
内閣官房
総務省

マイナンバーカードを用いた投票所以外の場所における投票は、現行制度において
実施されていません。

検討を予定
投票所以外の場所における投票の導入については、システムのセキュリティ対策を

はじめ、確実な本人確認や投票の秘密保持など、選挙の公正確保等の観点から解決
すべき重要な課題があり、多方面からの検討が必要です。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1518 令和3年8月6日
常設保育園の保育
従事者の規制緩和

(1)認定こども園および常設保育園
の0歳児から2歳児における保育従
事者に家庭的支援員を小規模保育
と同様に配置できるように規制緩和
していただきたい。
(2)認定こども園および常設保育園
の施設全体での子育て支援員の加
配を3割程度認めていただきたい。

このままでは、モラルハザードが起きます。
(1)大規模園がタコの足のように、次々に小規模保育をひらいて地域の
常設園を脅かすことになるでしょう。しかも、施設への投資も少ないの
で、利益が見込まれないところは、すぐに引き払い、儲かるところへと
転々と拠点を移すことになります。中長期的に、安定的な保育環境がダ
メになり、不安定な保育が残る。利益追求型のデメリットを思います。
(2)個人個人の保育士が常設より賃金が高く、規制が緩い小規模保育を
行うことで、常設保育士のなりてが、さらに減少するのではないかと予想
される。小規模保育に目をつけているのは新卒が多く、潜在保育士ばか
りではないという事です。
(3)小規模保育Ｂは支援員5割、小規模保育?は支援員10割で実施可能
なので、０～2歳児の安全性に不安がある。常設以外ではどんどん無資
格者が増えるでしょう。常設にはしっかりとした設備やマニュアルやルー
ティーンがあり、安全性を担保しているのだけれども、主任や指導保育
士がいない分、管理が疎かになりやすい。危険です。
遠回しな政策を続けるよりも、数の問題として、シンプルで有効性の高い
対策をすべきです。
学者なら、諸外国の取り組みから保育従事者の緩和について
国民に説明できるはずです。
子育て支援員の加配を認めることで、コロナ後の失業対策にもなるで
しょう。
いつまでも効果の薄い議論に振り回されるのはおやめになっては、いか
がでしょうか。
私たちは、落ち着いて保育を楽しみたいのです。
あまり いじめないでください。
大人の不機嫌な顔は子供たちにも良くないです。

個人
内閣府
厚生労働省

調整中

1519 令和3年8月6日 令和3年9月10日
海外居留民の旅券
更新に係る対面主
義の緩和

海外居留民の旅券更新に際して、
対面主義が取られている。具体的
には、本人が領事館に出向いて手
続きする事が求められている。コロ
ナ禍による移動制限等で遠隔地の
領事館に出向くのが困難である場
合等、相当の事情が認められる場
合は、対面主義を緩和し、オンライ
ン面談、電送、郵送を組み合わせ
て更新出来るよう便宜を図って下さ
るのが妥当と思われる。

当方カナダマニトバ州ウィニペグ在住の日本国民。カナダ永住権を取
得、現在ウィニペグ市公務員として日本を含む海外からの留学生に対す
る各種支援・企画業務に従事中。日本旅券の期限は2021/1。旅券更新
管轄はアルバータ州カルガリー領事館(マニトバ州には領事館なし)。カ
ナダでは新規COVID-19罹患者が急増中で、一旦は解除された州間移
動時の隔離規制が何時復活するか分からない状況。そうなると、カルガ
リーに旅券更新に出向く場合、出発前にウィニペグでPCR検査陽性、カ
ルガリーで二週間の隔離、ウィニペグに戻って二週間の隔離、が求めら
れる公算大。一方、旅券更新の為に1ヶ月も仕事を休む事は極めて困
難、職場の理解も得難い。本人確認ならオンライン面談でも可能と思わ
れる事をカルガリー領事館に訴えても、規則で出来ない、との主張で取
り合って頂けない。移動領事館もCOVID-19で休止が続いており、このま
までは旅券が失効、高齢者を含む日本の家族に何かあっても帰国出来
ない事態を招来する公算大。カナダの海外居留民には、同様の事例で
オンライン面談が許容され、難なく旅券更新出来ている事に鑑み、日本
の海外居留民にそれが認められないのは、我が国公的機関の規制改
革、デジタルトランスフォーメーションの遅れにより国民が不利益を余儀
なくされている一例・証左と考え、上記規制改革・緩和を提案する次第。
ご検討頂きたい。

個人 外務省

一般旅券の発給申請は、一般旅券発給申請書、写真、戸籍謄本等の関係資料を、
国外においては最寄りの在外公館に出頭の上、提出して行うこととなっており、代理の
方による代理提出も可能となっております。（旅券法第３条第１項及び第４項）

旅券の交付は、「申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する」と規定されてお
り、原則として交付時に申請者本人の出頭が必要とされております。（旅券法第８条第
１項）

なお、「病気、身体の障害等真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であ
ると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、当該申請
者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方
法により一般旅券を交付することができる」と規定されており（旅券法第８条第２項）、こ
の場合は、職員の派遣、又は、申請者が指定した者の出頭を求めて交付することとさ
れております。（旅券法施行規則第７条第３項）

旅券法、旅券法施行
令及び旅券法施行規
則

対応不可

旅券の発給申請を行う場合、原則として、申請時と交付時の計２回、申請窓口に出
頭いただく必要がありますが、申請書の提出に当たっては代理の方による代理提出が
可能となっております。（旅券法第３条第４項）

また、現行の旅券法上、原則申請者本人の出頭を求めた上で交付しますが、申請者
本人の出頭が困難な場合等や申請者本人が高齢・持病がある等の場合は申請者が
指定した代理の方に交付することができます。ただし、旅券の信頼性を維持する等の
観点からも郵送による旅券の交付はできませんので、何卒御理解願います。

外務省では、申請者の利便性向上等を図るため、2022年度（令和４年度）から、オン
ラインによる申請を可能とする計画です。

現在、制度設計に取り組んでおりますところ、頂いた御提案事項も参考とさせていた
だきます。

1520 令和3年8月6日 令和3年9月10日
保育士の都道府県
受験資格の緩和

現在、保育士資格試験は、保育と
無関係の専門学校・短大卒や、大
学に2年以上在学して62単位取得
すれば受験資格がある。
高校卒業者にも受験資格を認める
べきと考える。

多くの自治体で保育士が不足しているのに、保育士試験を受験する
ハードルが高すぎる。
例えば【自動車整備士の専門学校を卒業した人】は受験できるが、【高
卒でベビーシッターとして働いてきた人】【高卒で小児科クリニックで看護
助手として働いてきた人】は受験できない。
保育士試験は、保育と無関係の学校に2年通えば、誰でも受験できる。
それにも関わらず高卒は受験資格すらないのは、合理性があるとは言
えない。
高卒で受験できるようになれば、保育士養成学校の進学者が減る可能
性があり、それを守るための既得権ではないのか。
保育士の給与で、短大や専門学校の奨学金を返済するのは難しい。高
卒者にも受験資格を与えるべきだ。

個人 厚生労働省

高等学校卒業程度の場合は、児童福祉法に定められた児童福祉施設において、2年
以上（総勤務時間数が2,880時間以上）児童の保護に従事すれば受験資格が得られま
す。
※平成３年４月１日から受験資格が短期大学卒業程度に引き上げられたことにより、
その経過措置として、平成３年３月31日までに高等学校を卒業した場合は、実務経験
がなくても受験可能となっています。

児童福祉法施行規
則第6条の9第2号

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1521 令和3年8月6日 令和3年9月10日

家族等死亡に伴う市
町村役場での届出
や手続き簡素化（ワ
ンストップサービス）
のための法整備や
推進

家族等が死亡すると各自治体で届
け出や手続きを行うが、その手続き
がわかりづらく、色々な部署を回る
必要もある。
また、何度も同じことを記載させら
れるが、簡素化してほしい。（各自
治体の住民サービスの向上）
自治体の各部署では、それぞれの
法律に基づいて厳密に申請書を記
載させているのだろうが、手続きや
書類等に慣れていないような申請
者にとっては身体的精神的な負担
は大きい。

家族等の死亡に伴い各自治体で各手続きをする際、最小限の集約用紙
に記載することである程度の手続きが完了するよう法整備とその推進を
してほしい。（各法令で定められた申請書ではなくても、集約用紙を使用
する申請や手続きを認める旨の法整備とその推進）
戸籍、高額医療、介護保険、年金、水道、住宅などの係で各複数の手続
きをする必要があるようだが、どの様式も記載内容は同じ項目が多い。
それなら、名義変更、引落口座変更、払い戻し申請などパターン化され
ている手続きについては最小限枚数の集約用紙に故人や申請者の氏
名、住所、口座番号などを記載し、この集約用紙内で申請する各項目に
個別にチェックする方式にしたら申請者の負担を減らせるのではない
か。
実家は８０歳代夫婦２人世帯でしたが、父が亡くなり母を連れて手続きし
ました。部署を５~６か所まわり同じような内容を数枚ずつ記載。当たり前
ですが各様式で記載する場所が異なり、文字が小さくて見づらいものも
多く、事務員経験のある私でもうんざりするものでした。事前に準備して
持参する物も多く、これを高齢者が1人でやるのはかなり困難だと感じま
した。
最近は諸事情で高齢者自身が1人で手続きすることも多くなっており「何
度も市町村役場に足を運ぶ」「一日で終わらない」という話も聞きます。
地方によっては役場までの公共機関の便が悪かったり、長時間歩く必要
のある人も。
看病、葬儀、他の手続きなどもあり身体的精神的にも疲れ切っている人
に追い打ちをかけるような自治体の縦割り手続きシステムが少しでも簡
素化されたらと願います。

個人 内閣官房

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12 月25 日 閣議決定）において、内閣官房
は、関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相
続に関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタ
ル化し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺
族が、当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減
するとともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神
的・経済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体
に対し円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。

なし 対応

地方公共団体が、遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作成補助などを行
いながら手続の負担を軽減する「おくやみコーナー」（死亡に関する総合窓口）の設置
を支援するため、ツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を整備し、2020年
（令和2年）5月にその活用方法を盛り込んだ「おくやみコーナー設置ガイドライン」を策
定し、提供しています。

引き続き、利用上の課題をヒアリングし、順次改善を行うことで地方公共団体におけ
る「おくやみコーナー」設置を推進する等により、遺族の負担軽減に向けた取組みを
行ってまいります。

この度頂戴したご意見につきましては今後の施策推進に向けて参考とさせていただ
きます。

1522 令和3年8月6日 令和3年9月10日
遺品整理等片付け
における一般廃棄
物取り扱いの特例

遺品整理等片付けを事業として一
般廃棄物の許可を持たない業者が
行う場合、
１．お返しする物
２．有価物として引き取る物
３．廃棄物
大枠、上記3項目へと仕分け作業を
行います。１、２は問題ないのです
が、３については依頼者自身に処
分して頂くか、それが難しい場合に
はその地域の自治体に確認した上
で、その地域の一般廃棄物収集運
搬許可業者の手配等を行います。
しかし、それが依頼者、事業者に
とっても相当な負担となるため、遺
品整理等、業態は限定した上でも、
一般廃棄物をその地域の処理施設
まで運んで差し支えない特例を認
めて頂けませんでしょうか。

高齢化の進行が著しいわが国において、特に2025年以降、いわゆる「団
塊世代」と言われる世代が後期高齢者の年齢に達します。今後益々、遺
品整理、生前整理、空き家片付け等のニーズが高まることは容易に想
像できます。しかし一方で、一般廃棄物収集運搬許可業者（以下、「許可
業者」）はその担い手不足から年々減少傾向にあり、また、新規に許可
を出すことはほとんどない状況です。このギャップにより、上記の仕分け
作業までは進んでも、「３．廃棄物」の処理が非常に困難な状況となって
います。依頼者ご自身に処理して頂くことは、特に依頼者が高齢者の場
合は非常に負担が大きなものとなります。また、遺品整理等業者が自治
体に確認した上で許可業者を探し、手配した上で依頼者との契約をコー
ディネートするにも、相当な負担が発生します。まず、案件に対し対応可
能な許可業者を探すこと自体が難しいのと、見つかっても日程調整など
が非常に難しく、結果としてそのことも依頼者の負担となってしまいま
す。これにより、依頼者の希望もあってか、違法行為と知りつつ「３．廃棄
物」まで回収している業者も実態としては少なくありません。ここに目を
瞑ることは、法治国家として決して良いことではありません。もちろん、野
放図に特例を認めるということではなく、ある程度厳格な要件のもと特例
を認めるという形が望ましいと思います。この特例が認められれば、高
齢者の片付け問題は急速に解決に向かうものと思います。また、ニーズ
は非常に高いものの、上記の通りコンプライアンス上のハードルが高い
ことからあまり活性化してこなかったこの分野において、新たな市場が生
まれるものと考えます。

個人 環境省
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、例外となる場合を除き、当

該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第７
条第１項等

対応不可

左記「制度の現状」のとおり許可に関する規定は、一般廃棄物の処理を業として行お
うとする者に対して必要な規制を加え、生活環境保全上の支障が生じないように一般
廃棄物の適正な収集及び運搬を確保するためのものです。

御提案にあるような、特定の業態であることのみをもって、許可と同等に適正な収集
及び運搬が確保されるとはいえないため、許可の特例とすることはできません。

1523 令和3年8月6日 令和3年9月10日
自動車用ＬＰＧタンク
の検査期間の廃止
または延長

現在自動車用ＬＰＧタンクはタンク
製造年月から２０年までは６年ごと
の検査が必要で３回目（１８年）の
検査時には２０年－１８年で２年間
未満の期限で検査が必要で２０年
超えのタンクは２年ごとの検査が必
要となっていますが、このタンク検
査の廃止または期限の延長を提案
したいと思います。

理由は日本国外の諸外国にはそもそも充填期限という概念が無くトヨタ
自動車が香港に新車として輸出してるＬＰＧ車両のＬＰＧタンクに期限の
記載はあるもののそもそも法律が無い為に実際に検査は行われていま
せん。
また日本で使われた中古ＬＰＧ車両も多数、諸外国に輸出されてそのま
ま使われています。
私が知る限りでは特に事故などは起きていないそうです。
私のような一般人を含めたタクシー事業者などが経年のＬＰＧ車を維持
するうえで金銭的にも検査期間中は車両が使えないなどの非常に負担
が重く大変維持が難しくなっております。
これは国土交通省と経済産業省の縦割りの弊害ではないかと思ってお
ります。
どうかご検討の上、廃止または延長の御決断をお願い申し上げます。
素人の悪筆をお許し下さい。

個人 経済産業省

液化石油ガス自動車燃料装置用容器に関しては、充塡期限は設けられておらず、容
器再検査に合格する限りにおいて使用することができます。容器再検査の期間につい
ては、経過年数20年未満のものは6年、20年以上のものは2年となっています。

また、容器再検査に関しては、米国等諸外国においても求められていると承知してお
り、適切な容器再検査の実施は、高圧ガス容器の点検不良による高圧ガスの漏洩、爆
発・火災等を未然に防ぐ上で重要な役割を果たしています。

なお、国土交通省と経済産業省の縦割りの観点では、これまでに、国土交通省が所
管する車検制度（高圧ガス容器は車検の対象外）の検査周期と、経済産業省が所管す
る容器再検査の検査期間を調和させることで、ユーザーの利便性向上に努めていま
す。

現行制度下
で対応可能

容器再検査の期間に関しては、容器保安規則第24条第3項において、「経済産業大
臣の認可を受けた場合･･･は、･･･当該認可に係る期間･･･とすることができる。」とされ
ており、科学的・合理的な根拠に基づき安全性が確認できれば、容器再検査の期間の
延長が認められます。

なお、特認の一般ルール化については、安全上のデータ等が示される場合には、知
見者の見解を踏まえつつ、行政が安全上問題ないと判断するものについては速やか
に一般ルール化する可能性を検討するものとし、安全上問題ないと考えられる範囲で
一般ルールに技術進展の要素を積極的に取り込んでいくこととしています。

1524 令和3年8月6日 令和3年9月10日
救急救命士の特定
行為の指示につい
て

救急救命士は、医師の具体的な指
示を受けなければ、厚生省令で 定
める救急救命処置を行ってはなら
ないとされていますが、大規模災害
時や通信の不感知帯において、医
師の具体的な指示が得られない場
合にも救急救命処置が迅速に行え
るよう法に明記いただきたい。

大規模災害時や通信の不感知帯など、医師の具体的な指示が迅速に
得られない場合、救急救命処置が遅れ生命に重大な影響を与える可能
性がある。
平成２９年３月３０日消防救第４８号、消防庁救急企画室長通知におい
て大規模災害時等の通信途絶における救急救命処置の実施について
発出されているが、あくまでも技術的助言であることから、法に但し書き
で明記いただきたい。

個人
総務省
厚生労働省

・救急救命士は、救急救命士法において、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生
労働省令で定める救急救命処置を行ってはならないとされています。（救急救命士法
第44条第１項）
・これは、当該救急救命処置が高度の医学的判断を要する行為である等の理由による
ものです。
・なお、東日本大震災や熊本地震などの過去の震災時には、通信途絶の発生状況な
どを踏まえてあくまで限定的に、違法性阻却され得るとの考え方を示しております。

救急救命士法
第44条第１項
53条第１号

対応不可

救急救命士法第44条第１項により、救急救命士は医師の具体的な指示を受けなけ
れば厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならないこととされており、同項
に違反した場合には同法第53条第１号に基づき罰則が課されることとされています。

大規模災害等が発生し、通信事情等の問題から医師の具体的な指示なしにやむを
得ず当該救急救命処置を実施する状況となった場合には、刑法第35条に規定する正
当業務として違法性が阻却され得るものと考えられますが、同条に該当するか否かに
ついては、通信途絶の状況、代替手段の有無、切迫性等個別の事情を踏まえて判断
されるものであり、救急救命士法において明記することは困難と考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1525 令和3年8月6日 令和3年9月10日 夫婦別姓
夫婦別姓を婚姻時に選べるように
してほしい。また既婚者も旧姓に改
姓できる仕組みにしてほしい。

離婚が3人に1人の時代、離婚すると苗字を戻す女だけが軽んじられる
目があり不平等。しかも女は手続きも半端なく多い。親の不動産を夫の
苗字で相続する理不尽さもあり、時代が昭和から平成、そして令和にな
り、令和らしい多様な姓も認めるべきだ。ぜひとも夫婦別姓を推してほし
いし、現在既婚者も夫婦で話し合い別姓を選べる仕組みを作ってほし
い。

個人 法務省
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す

る。」と規定しており、現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれ
か一方が、必ず氏を改めなければなりません。

民法第750条 その他

法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする「民法の一部を改
正する法律案要綱」を答申したことを受け、法務省は､平成8年及び平成22年にこの答
申を踏まえた改正法案を準備しましたが、改正法案の提出にまでは至りませんでした。

いずれにいたしましても､法務省としては､この問題については、国民的な議論を踏ま
えることが重要であると考えており、第5次男女共同参画基本計画も踏まえ、今後も国
会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討していくこととしています。

1526 令和3年8月6日 令和3年9月10日
運転免許証等公的
証明書に英語表記
を付記してほしい

運転免許証等を含めて公的な証明
書には英語表記を付けてほしい。

当社ではイギリスでまとめられた知識体型であるＩＴＩＬというものの研修
サービスを提供しており、研修後の試験を、コロナ対策でオンラインにて
受けていただかざるを得ないことがあります。しかし、試験は知識体型
の所有団体である外国の会社がしきっているため、日本語しか表記され
ていない身分証明書では断られてします。
ま、以前は、結婚で名字が変わったことを証明する必要がある生徒さん
がいましたが、同じく英語表記がなく証明するために数ヵ月を要したこと
があります。
国際化に対応しきれていなと思いますので、各種証明書への英語表記
をお願いします。

日本クイン
ト株式会社

警察庁
法務省

番号870の回答をご参照ください。

1527 令和3年8月6日 令和3年9月10日

太陽光発電設備の
設置における電気
供給約款の追加、見
直しについて

令和元年度の「地域の防災・減災と
低炭素化を同時実現する自立・分
散型エネルギー設備等導入推進事
業」を町有施設に活用するにあたっ
て、現、北陸電力送配電株式会社
ネットワークサービスセンターから
「約款に合わない」として、導入を断
念した案件がある。
ついては、国から北陸電力送配電
株式会社をはじめとする電気事業
者に対し、太陽電池発電設備の設
置における「同一構内」の解釈につ
いて、再度、周知し、解釈に即した
運用が可能になるよう約款(附則
「特例設備及び特例区域等」)の追
加・見直し等の依頼をお願いした
い。

避難所として指定してある町立公民館【A】に蓄電池や高効率照明
（LED）を設置し、筆（敷地）が異なるが、隣接している町立の消防団詰め
所（土地も町所有）【B】の屋根に太陽光パネルを設置した上で、自営線
でつなぐことを検討した。
現、北陸電力送配電株式会社ネットワークサービスセンターは、「約款
の一構内一受電の取り決めにより、接続を認めない（2020年10月1日
託送供給約款より 特例設備が施設された特例区域等を除く）」と回答し
た。しかし、経済産業省HPの「太陽電池発電設備を設置する場合の手
続き」の中の「太陽電池発電の取扱いについて（平成24年2月）」、およ
び、「いわゆる屋根貸しにおいて設置された太陽電池発電設備の電気
事業法上の取扱い（電気保安）について（平成28年4月11日）」によると、
【B】の建物の太陽光パネルで発電した電気は、【B】の建物内の電気設
備と接続をせず、【A】に自営線でつなげば、「同一構内にあるものと解釈
できる」と記載されていることに気づいた。
上記の取り扱いの趣旨により、電気供給約款(附則)の変更が行われた
場合、今後、同一構内の制限にとらわれずに再生可能エネルギー設備
である太陽光発電設備等をより多くの敷地・施設に導入することができ
ることから脱炭素型地域エネルギーシステムの構築に向けて、自治体
や企業、さらに住民が一体となって取り組むことが可能になり、地域エネ
ルギー分野での投資が促進され地域経済の活性化が期待できる。

富山県立
山町

経済産業省

２０２１年４月１日より、電気事業法施行規則等の改正に伴い、特定の要件を満たす
場合に限り複数引込み並びに複数需要場所１引込み等を行うことが可能になりまし
た。一般送配電事業者らの託送供給等約款においても、同日から本改正に伴う１需要
場所複数引き込みの運用については適用可能となっております。

電気事業法施行規
則第３条第３項

現行制度下
で対応可能

２０２１年４月１日より、電気事業法施行規則等の改正に伴い、特定の要件を満たす
場合に限り複数引込み並びに複数需要場所１引込み等を行うことが可能になりまし
た。一般送配電事業者らの託送供給等約款においても、同日から本改正に伴う１需要
場所複数引き込みの運用については適用可能となっております。

太陽光発電設備を屋根に設置し、隣接等する別需要場所の建物に自営線で接続す
ることについては、太陽光発電設備を設置する建物と電気的に接続されていない等、
保安上の支障がないことが確認されていれば可能です。本改正に関するQ&Aを資源エ
ネルギー庁ホームページにおいて掲載しておりますので、ご確認いただければと思い
ます。

○資源エネルギー庁ホームページ 特例需要場所に関するQ&A
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regula
tions/faq/index.html

○北陸電力送配電公表 2021年4月1日付け 託送供給等約款 P.23
   14 発電場所および需要場所 （４）
http://www.rikuden.co.jp/nw_soden/attach/takusou20210318.pdf

1528 令和3年8月6日 令和3年9月10日

附款を活用したアマ
チュア無線局「移動
する局」「移動しない
局」の区別撤廃

アマチュア無線局については、移動
する無線設備の場合には空中線電
力が50W以下に制限されている。そ
のため、一の個人あるいは社団（ク
ラブ）で空中線電力50W以下の送信
機を用いて移動して運用し、併せ
て、50Wを超える送信機を移動しな
いで運用しようとする場合、現行で
は、「移動する局」と「移動しない局」
の2つの無線局免許を受ける必要
がある。この免許負担を軽減するた
め、電波法第104条の2の規定を活
用し、空中線電力50Wを超える送信
機の常置場所以外での運用を禁止
する附款により1つの無線局免許を
得ることで足りるよう規制緩和を求
めます。

無線設備単位で無線局免許を付与する制度構造のため、一の個人又
は社団（クラブ）が空中線電力50W以下の送信機と50Wを超える送信機
の複数を有し、前者を設置（常置）場所から移動して運用し、後者を設置
場所で運用する場合には、前者を「移動する局」として、後者を「移動し
ない局」として、それぞれ別の無線局免許を受ける必要がある。そのた
め、免許（再免許）申請の手続きは別々に必要となり、手数料と電波利
用料について必要となっている。なお、識別信号（コールサイン）は、原
則として同一のものが指定されている。
総合無線局監理システムPARTNERにより、一の個人又は社団が開設
するアマチュア無線局は「移動する局」も「移動しない局」も免許人単位
の名寄せは容易であると思われ、これを分けて監理することは、行政実
務と免許人の負担こそあれ、特段の効率性をうかがい知ることはできま
せん。
「移動する局」と「移動しない局」の区別を廃止したうえで、空中線電力
50Wを超える送信機については、電波法（昭和25年法律第131号）第104
条の2の規定により常置（設置場所）を離れての運用を禁止する附款で
も規制目的は達成できるものと考える（なお、同条を活用した他の附款
は、現に、アマチュア無線局免許で実施されている。）。
なお、指定を受けようとする空中線電力により無線局免許申請手数料に
差異はあるが、多くの免許申請人は、まず「移動する局」を開設後これを
「移動しない局」に変更、その後、別途「移動する局」を開設することで、
より高額な空中線電力50Wを超える区分の手数料の支払いを要しない
ようにしていることから、歳入に影響は無いものと考える。

個人 総務省

電波法において、移動しない無線局は無線設備の設置場所、移動する無線局は移
動範囲を申請することとなっており（法第６条）、総務大臣は、当該申請が、①工事設計
（無線設備の書面上の設計内容）が電波法令に定める技術基準に適合していること、
②周波数の割当てが可能であること、③総務省令で定める無線局の開設の根本的基
準に合致すること等のいずれにも適合していることを審査することとなっています（法第
7条第1項）。また、当該無線設備等の電気的特性などを測定することで工事設計等に
合致しているか検査を行うこととなっています（法第10条。適合表示無線設備のみを使
用してアマチュア局を開設する等の場合には、無線局の検査等の手続きが簡略化され
ます。）。検査の結果、工事設計等で想定されていない周波数や空中線電力が発射等
された場合は免許はできません。

また、「移動するアマチュア局の無線設備は、空中線電力が50ワット以下のものであ
ること」とされています（無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条の2第2
号）。

電波法第4条等、無
線局免許手続規則
第2条等、無線局（基
幹放送局を除く。）の
開設の根本的基準
第6条の2第2号等

対応不可

電波は有限稀少な資源であり、電波法は、そのような性質を持つ電波の公平且つ能
率的な利用を確保することによって公共の福祉を増進することを目的しており、その達
成のため免許制度を採用しています。

無線局の免許に当たっては、当該無線局が発射する電波によって重要無線通信など
他の無線局に妨害を与え国民の生命・財産に被害を与えないように、①工事設計が電
波法令に定める技術基準に適合していること、②周波数の割当てが可能であること、
③総務省令で定める無線局の開設の根本的基準に合致すること等のいずれにも適合
すること、無線設備等が工事設計等に合致すること等が必要です。

電波法の目的を達成するため、移動しない無線局と移動する無線局は、その無線利
用の態様等から、それぞれに適応した監督規律が行われる必要があります。

「移動しない無線局」は、他の無線局等への影響が大きい比較的大きな空中線電力
のものが想定され、その「設置場所」を把握することにより、重要無線通信など他の無
線局に混信を与えたり、テレビ受信等の電子機器や電気機器の誤動作などの影響を
与えるといった障害が生じた際には、速やかに発信源を把握することにつながります。

また、電波法令では、人体への影響を防止する観点から、無線設備から発射される
電波の強さが基準値を超える場所には取扱者以外が容易に出入りすることができない
ように安全施設を設けることを義務づけておりますが、「移動する無線局」については
空中線電力が比較的小さいものが多いこと等を踏まえ、この対象外となっております。

これらのことや無線局免許は無線設備ではなく無線局を単位とすること等から、電波
監理上、「移動しない無線局」は、「移動する無線局」とは異なる監督規律が必要であ
り、これらを同じ扱いとすることはできません。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1529 令和3年8月6日 令和3年9月10日
年金追納の期限撤
廃について

国民年金の追納可能期限は１０年
に設定されているが、
この期限を撤廃して、納める意志の
ある者は、
納められる制度に変更して欲しい

私が学生の頃は、国民年金の納付は義務でありませんでした。
そのため、二年半ほどの未納期間があります。
また、若い頃は子供の養育などに金が掛かり、
免除申請をして、国に助けられてきました。
今頃になって、若干では有るが生活に余裕ができて、
免除申請をした分の追納の手続きをしました。
色々調べて、１０年を遡って納付できないのは知っていましたが、
やはり納得がいきませんでした。
納付の意志があるにも関わらず、納付できないのはおかしいし
納付が増えれば、国庫にも幾ばくかの貢献もできるのに、
不可能なのは不思議です。
年金の財源不足の解消にも、少しは役立つと思われます。
どうかご一考頂ますよう、宜しくお願い致します。

個人 厚生労働省 番号135の回答をご参照ください。

1530 令和3年8月6日 令和3年9月10日

特定賃貸借契約に
ついて賃貸人からの
契約解除の要件を
緩和すべき

「賃貸住宅の管理業務等の適正化
に関する法律」(令和2年6月公布)に
よって、特定賃貸借契約と賃貸住
宅管理業の契約が定義付けられ
た。今後、この2つの契約を同時に
締結する事例も多く出てくると予想
される。
特定賃貸借契約が借地借家法の
普通建物賃貸借である場合、賃貸
借期間満了に伴う更新拒絶の通知
や、賃貸借の解約の申入れを行う
ためには正当事由が必要となる（法
28条）が、賃貸住宅管理業の契約
において賃借人の業務遂行状況に
問題がある場合は、借地借家法上
の正当事由がなくても特定賃貸借
契約を終了させることができるよう、
借地借家法上の規制を緩和すべき
ことを提案する。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が制定された背景に
は、法律案の概要説明資料によれば「オーナーの高齢化や相続等に伴
う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託
等するオーナーが増加。さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任でき
る“サブリース方式”も増加。しかし、管理業者の介在が増加する中、
オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース方式で
は、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会
問題化」といった状況がある。
賃貸借契約は、業務委託の請負契約と異なり、契約期間が満了となっ
ても、終了させにくいのが特徴である。請負権は存在しないが、賃借権
は存在し、借地借家法によって保護されるというのは大きな違いである。
また、定期建物賃貸借(借地借家法38条)はあるが、オーナーでこの制
度を知らない方も多く見えると推察される。不動産事業の専門的知識
は、オーナーより賃借人兼管理業者が多く有している場合が多くあると
思われるが、オーナーが適切な利益を上げることについて誠実に取り組
む管理業者ばかりではない。
賃貸借契約では賃借人が賃貸人に借賃を支払うが、賃貸住宅管理業の
契約では、賃貸人が賃借人に費用を支払うことになる。「借賃＞委託費
用」であれば賃貸人は利益があるが、「借賃＜委託費用」であると賃貸
人は利益が無くなる。賃貸人が賃貸によって損失ばかりである時、賃貸
住宅管理業の委託の解除を検討することはできるが、賃貸借が普通賃
貸借であるために、管理業務の委託も解除しにくい、という場合も現れる
であろう。そうした状況が生じないよう、前述の内容を提案する。

個人 法務省

建物の賃貸借には借地借家法が適用され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関す
る法律における「特定賃貸借契約」（賃貸住宅の賃貸借契約（賃借人が人的関係、資
本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で
定める者であるものを除く。）であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事
業を営むことを目的として締結されるもの）についても、建物の賃貸借として借地借家
法の適用を受けることになります。

したがって、賃貸借契約の期間満了の一年前から六月前までに更新をしない旨の通
知等をしなければ、その契約は更新されたものとみなされることとなり、賃貸人が賃貸
借契約の更新を拒絶するためには、正当事由が必要とされることになります（借地借
家法第26条、第28条）。

賃貸住宅の管理業
務等の適正化に関す
る法律第2条第4項
借地借家法第26条、
第28条

対応不可

賃借人が建物を転貸している場合において、賃貸借契約が期間満了によって終了し
たときは、転借人は、賃貸人に対して、転借権の存続を主張することができなくなると
解されています。

ご指摘のように、特定賃貸借契約に関して借地借家法上の規制を緩和して、正当事
由がなくとも賃貸人が更新拒絶をすることができることとすると、事業者である賃借人
のみならず転借人もその建物を使用収益することができなくなり、その保護に欠けると
いう問題が生じるため、慎重な検討が必要と考えられます。

なお、ご指摘いただいているとおり、賃貸人が契約期間の満了によって賃貸借契約を
終了させることを希望するのであれば、定期建物賃貸借の制度（借地借家法第38条）
を活用することも可能です。

また、賃貸住宅管理業については、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
に規定された登録制度等を通じて、その適正な運営の確保が図られるものと承知して
おります。

1531 令和3年8月6日 令和3年9月10日
放課後児童クラブの
入所判定基準の統
一化

放課後児童クラブの入所審査につ
いて、各設置市町村が保護者の就
労状況等を踏まえてそれぞれ審査
をしているが、市町村により審査基
準等にばらつきがあるので統一して
欲しい。
コロナの場合で仕事が一時的に
減った場合でも入れるよう通達を出
してほしい。
また、保育園の入所と同様に、就労
証明書の様式を統一して電子申請
できるようにしてほしい。

学童クラブの入所に関して、変則勤務の場合は、どこの自治体でも勤務
表を添付することになっています。
ただし、勤務表の添付については自治体によっては直近の１ヶ月として
いるところ、３ヶ月としているところなどまちまちであり、縦割りになってい
ます。また、コロナの場合など仕事が減っている場合には、柔軟に判断
してもらえるよう通達発出したり、
私は正社員の雇用ですが、事業場外のみなし労働時間勤務が適用され
ており、コロナで一時的に仕事が減っているのでたまたま直近の１ヶ月で
の申請では要件を満たさないこととなりましたが、繁忙期では毎日残業
もあり、学童保育に入れないのは死活問題です。正社員でも契約上はフ
ルタイムですし、フルタイムの勤務が見込まれる以上は入れるようにして
いただくよう、ぜひ具体的な統一基準を設定してください。
居住する自治体(荒川区)にその状況を相談しても、変則勤務の場合の
勤務表の添付は直近１ヶ月で例外はないと言われ、学童クラブに相談し
ても、基準を満たしてないものは受け取らないと言われ、審査請求する
権利すら与えられません。(これも違法ではないでしょうか)
３ヶ月なら満たす可能性もあるのに、また、繁忙期では満たすことができ
るのに、一ヶ月のみでの判断は役所の怠慢です。小一の子どもが危険
にさらされており、児童福祉にも反します。ぜひ厚生労働省で統一基準
を策定し、罰則を持たせた義務規定としてください。

個人 厚生労働省

【入所審査について】
放課後児童クラブの対象は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童としてい

ますが、その家庭の様態は多種多様であり、地域によっては、児童の受入れに当たっ
て、優先順位を付けて受入れを実施しているところがあります。

【就労証明書の様式統一・電子申請について】
放課後児童クラブの利用にあたり、法令上で就労等を証明する書類の提出は義務付

けておりません。

児童福祉法

【入所審査に
ついて】
対応不可

【就労証明書
の様式統一・
電子申請に
ついて】
現行制度下
で対応可能

【入所審査について】
平成28年９月20日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知「放課後児

童健全育成事業の事務手続きに関する留意事項について」において、優先利用の基
本的考え方及び対象として考えられる事項をお示ししておりますが、児童や保護者等
の状況は地域ごとに異なることから、審査基準等については、実施主体である市町村
において判断するものと考えております。

【就労証明書の様式統一・電子申請について】
制度の現状欄に記載のとおりです。
また、令和２年12月25日付け厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知「押印を

求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行に
伴う通知様式の改正について」において、関係法令や通知とは別に、独自に定められ
ている様式等の中で国民や事業者等の押印等を求めている場合は、押印等の見直し
に積極的に取り組むよう、自治体に対して周知しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1532 令和3年8月6日 令和3年12月2日

地方自治体の競争
入札参加資格申請
の共通化、デジタル
化

地方公共団体の競争入札参加資
格申請事務は、2年に1回、各地方
自治体の競争入札に参加したい業
者が、各自治体ごとに資格申請を
提出することになっている。物品と
工事の2種類の資格申請に分かれ
る。要求される書類はほぼ同じであ
る。このような現状下、要求書類の
共通化、申請事務のデジタル化を
求めます。例えば県に提出した競
争入札参加資格申請があれば、そ
の県内市町村の参加資格申請の
共通書類部分は免除されるような
仕組みができないものかと提案しま
す。

弊社は体育器具・公園遊具を全国に製造／販売している中小企業で
す。毎回、2年に一度の競争入札参加資格申請の時期が来ると、社員が
手分けして残業しながら、各自治体の申請期限、必要書類、申請方法な
どを各自治体のHPにある申請要項でチェックし、書類を作成して提出し
ております。
各自治体から要求されるほとんどの書類（体感で95%）は共通であるもの
の、提出時期や提出方法（ファイルの綴じ方、色）などが、自治体によっ
て違うので、都度確認しながら書類を作らざるを得ません。非常に生産
性の低い時間を浪費する作業です。また書類作成・提出には1自治体に
対して約100枚の膨大な量のコピーが必要です。
申請事務の共通化・デジタル化が実現すると、各地方自治体の入札業
務に参加しようとする多くの企業において、以下の効果が表れます。
〇長時間労働から解放されて生産性が向上します。
〇より多くの自治体にアプローチが可能になる
〇書類の作成ミスがなくなり各自治体のチェック事務も効率化する
〇デジタル化することで、自治体側、民間側双方で、資源消費の節減に
も大きく寄与する
（資料によると既に平成30年度中から工程表を作って検討を進めている
とのことですが、進捗はあるのか？すぐにでも対応できると思います
が。）

(株)都村製
作所

総務省
・地方公共団体における入札参加資格審査に必要な書類については、国の法令にお
いて定められているものではなく、各地方公共団体ごとに定められています。

地方公共団体の規
則等

対応
・地方公共団体の競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準
様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団
体の状況に応じて電子申請システムへの反映を促して参ります。

1533 令和3年8月6日 令和3年9月10日

公正採用選考人権
啓発推進員選任状
況報告のペーパー
レス化

各事業者毎にハローワークに紙
ベースで捺印した選任状況報告を
提出しているが、都道府県でも
フォーマットが異なるなど、統一化
およびweb化していただきたい。
また、事業所の人数規模により公
正採用選考人権啓発推進員の設
置が求められているが、基準を下
回った時の運営等が明確でない。

紙ベースであり、煩雑。
個人 厚生労働省

各都道府県労働局において、各地域の実情に応じて報告様式を設けております。
また、令和3年４月以降、準備の整った労働局・ハローワークから順次、eメールでの

提出も可能となる予定です。
なお、設置基準未満の人数規模の場合であっても、公正な採用選考の実現のため、人
権啓発推進員の設置にご協力頂いております。

なし 検討を予定
様式の統一化・web化については、各地域の実情に応じて検討して参ります。

1534 令和3年8月6日 令和3年9月10日
地方税納付書の書
式統一を

私は法人営業担当の銀行員です。
日頃から法人の経理部署の方々、
また銀行の支店で受け入れ事務処
理担当、更には、各地方公共団体
から印刷郵送を事務委託されてい
る代行業者さんからの話しを聞いて
ますと、税金などの納付書の書式
が統一されていれば、自動読み取
りとか、かなり合理化されると聞い
ています。是非、実態を把握し合理
化すべきだと思います。eTAXもあり
ますが、これはこれで別の話で考え
ていいのではないでしょうか。

納付者の事務が自動化
受け入れ銀行員の事務負荷が楽になる。システム化できるかも。
地公体は事務委託経費削減。

個人 総務省

各地方団体の納付書等の様式については、法令に定めがあるもの以外は、各地方
団体が条例等により個別に定めています。

また、地方税については、令和元年10月から地方税共通納税システムが稼働し、一
部の税目について、全ての地方団体で全国統一フォーマットによる電子納付が可能と
なっています。

地方税法施行規則 対応

【総務省】
現在、税務システム等標準化検討会において、各地方団体の税務システムから出力

される帳票様式の統一の検討を行っています。
また、地方税共通納税システムの対象税目のさらなる拡大の検討を行う等、納付手

続の電子化を推進することで、関係者の負担軽減につながるよう取り組んでまいりま
す。

1535 令和3年8月6日 令和3年9月10日

区分所有マンション
敷地への権利設定
について、登記の基
準を緩和すべき

マンションの敷地に公共事業でトン
ネルが建設された事例がある。事
業者はマンションの管理組合と協議
し建設を開始するが、理由に示した
事由により、権利の登記に至ること
ができなかった事例が国内に複数
ある。
このため、区分所有建物の敷地へ
の権利設定登記について、申請に
必要な区分所有者の印鑑証明書の
有効期間を延長する、一部の区分
所有権の持分のみについての権利
登記を可能とする（不完全でも、一
部の権利でも設定できた方がよい、
という考え方）など、登記条件を緩
和することを提案する。
また、事業者の権利の登記が無く
ても、区分所有者が不動産の評価
において不利益を被らないよう、各
事業法に基づき保全することも提
案する。

区分所有建物の敷地への地上権などの登記設定にあたっては、区分所
有者の承諾を得た申請書面を3か月以内に準備する必要がある(不動産
登記令16条)。 しかし、多数の区分所有者の承諾を受けるにあって損失
補償の合意ができず長時間が経過し、事業者が全区分所有者と合意で
きた時には、区分所有権の移転が進み、区分所有者が日本国内にいな
かったり、所在が不明であるなど、登記手続きに移ることが事実上困難
になっている事例がある。 事業者の権利を登記で設定するとしても、既
に区分所有権に抵当権が設定されており、事業者の権利の順位が後に
なってしまうという問題点もある。
そうした事例を調べると、登記申請の制度が、大規模の区分所有建物
の敷地などの権利設定を想定していなかった、と考えることができる。こ
のため、前の内容を提案した。
提案が実現した場合、区分所有建物にかかる権利が明確になるととも
に、不動産の評価がしやすくなり投資を促進することにつながる。また、
権利にかかるトラブルを予防できるとともに、公共事業の安定的な維持
につながる。
なお事業者側は、敷地の使用について債権を主張でき、一度、適切な損
失補償を行えば、争いになったとしても、債権の時効取得を対抗できる、
ということである。

個人 法務省
不動産登記令第１６条２項及び第３項の規定に基づいて印鑑証明書を添付する場

合，印鑑証明書の有効期限は３カ月となります。

不動産登記法第１条
不動産登記令第１６
条

対応不可

制度の現状のとおり，印鑑証明書を添付する場合のその証明書は作成後３カ月以内
のものでなくてはならないこととされています。この趣旨は，印鑑証明書により，登記を
申請している申請人が本人であることを担保しようとするものです。印鑑証明書が作成
されてから長期間が経過しているときは，紛失，盗難等のため登記申請時には改印さ
れているといった事情の変化が考えられ，印鑑証明書があるというだけでは必ずしも申
請書を提出している者が本人であることを確認することができなくなってしまう可能性が
あります。

以上の理由により，「印鑑証明書の有効期間を延長する」という対応を取ることは困
難です。

なお，御提案の中に記載のある①区分所有権の持分についての権利の登記，②区
分所有者が不動産の評価額において不利益を被らないとの記載については，その意
図するところが不明であり，回答することができませんので，御理解願います。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ
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おける処
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所管省庁への
検討要請日
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日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1536 令和3年8月6日 令和3年9月10日

登記簿の附属書類
について、写しの交
付対象を拡大すべき
（規制緩和）。また、
保存期間を永久とす
べき。

不動産登記法第121条で規定され
る登記簿の附属書類の写しの交付
は、政令で定める図面の全部又は
一部の写しが対象であり、それ以
外の附属書類は閲覧までとなって
いる。この写しの交付の対象を、請
求者が利害関係を有する部分の全
部に拡大し、土地所有者が交付を
申請した場合は、不要な個人情報
を除き、原則、全部交付するよう改
めるべき。
附属書類は電子化し、閉鎖まで永
久に保存するよう改めるべき。

土地・建物の権利に争いが生じた場合、登記の情報は重要な証拠とな
る。登記記録や公図は基本的な情報であるが、争いは登記記録の内容
そのものであることが多いので、それ以外の記録である附属書類の内
容が重要になる。
附属書類は当事者が申請時に提出する書類がほとんどであるので、同
じ情報を当事者が保管している場合はあるが、時間が経つと見つからな
いことが多い。したがって必要な情報を得るために登記官に附属書類の
交付や閲覧を申請するのであるが、交付してもらえなかったり、保存期
間を理由に見せられない、と言われることがよくある。
附属書類は、登記申請時に当事者が提出したものであることから、写し
の交付申請があれば原則、交付するよう改めるべきである。
不動産登記規則28条9号によれば、「権利に関する登記の申請情報及
びその添付情報」の保存期間は「受付の日から30年間」である。一方で
土地の権利の問題は、受付日からわずか30年の間に発生する性質のも
のではない。情報を電子データで保管できる時代であり、附属書類は電
子化し、閉鎖まで永久に保存するよう改めてほしい。
実現した場合、土地・建物にかかる問題解決に寄与することが期待で
き、不動産への投資促進につながる。

個人 法務省
政令で定める図面以外の登記簿の附属書類については，利害関係を有する部分の

閲覧のみ認められており，写しの交付は認められていません。
また，登記簿の附属書類の保存期間は受付の日から30年間です。

不動産登記法第１２
１条第１項，２項
不動産登記規則第２
８条第９号，１０号

対応不可

制度の現状のとおり，政令で定める図面以外の登記簿の附属書類については，利害
関係を有する部分の閲覧のみ認められています。これは，登記簿の附属書類に記載さ
れている内容には，法令上プライバシー保護の観点から公開を制限するための規定
が設けられているものも含まれているため，原則，不開示とするのが相当であるという
理由によるものです。そして，開示の方法として写しの交付を認めていないのは，写し
の交付を認めるとすると，交付された写しは，請求者の手元を離れて第三者の目に触
れることが予想されるので，不動産登記法において特に利害関係がある部分について
のみ閲覧を認めたことが無意味になってしまうという理由によるものです。以上より，登
記簿の附属書類について，写しの交付の対象を拡大することは困難です。

また，登記簿の附属書類の保存期間については，受付の日から３０年としており永年
保存としていないのは，公示に必要な情報は，全て登記簿に記載されることから，永年
保存とする必要性は乏しいという理由によるものです。加えて，不動産登記について
は，年間約１０００万件以上の申請がされているところ，不動産の権利関係に係る紛争
に備えて，全ての不動産登記申請に係る附属書類を電磁的に永久保存しておくことは
困難です。

1537 令和3年8月6日
マイナンバーカード
の受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りの
際、原則本人の来庁ですが、委任
も認められていると思います。
各役所のページには、記載が見つ
かりませんが、顔写真付きでない本
人確認書類が無いと渡せないと言
われています。
子供の場合、顔写真付きの証明書
を持っていることもほとんどなく、来
庁しか方法がないと思われますが、
このコロナ禍、感染リスクを考えると
行くべきでは無いと考えます。
委任した際の本人確認として、ビデ
オ通話などオンラインでの確認を採
用して欲しい。

・新型コロナウィルス感染拡大防止
・マイナンバーカードの取得推奨
→実際、本日横浜市港北区役所で顔写真のない本人確認書類を2点持
参しましたが、顔写真付き証明書が無いと渡せないと断られています。
本人来庁でない場合、顔写真付き証明書が必要という記載はどこにもな
く、決まりなのでという対応に終始。子供を3人連れて、役所に行く気に
はなりません。恐らく当面受け取ることは無いと思います。

個人 総務省 未回答

1538 令和3年8月6日 令和3年9月10日
児童手当の手続き
について

児童手当の手続きについては出生
後15日以内に実施する必要があり
ますが、マイナンバーなどの発番が
あるのであれば手続き不要になら
ないでしょうか。特に公務員、それ
以外で手続きが分かれる意味がわ
かりません。

小職は国立大学法人職員で手続きが必要にもかかわらず行政側からの
案内がありませんでした（保険証が文科省共済だったため）。そのため
息子が受けられるはずだった行政サービスが2年以上受けられないとい
う不利益をこうむりました。
改めての手続きの際も行政窓口で「あなたは手続き不要である」と言わ
れ、ややこしい手続きのせいで担当者も理解しきれていないと感じてお
ります。
こちらの落ち度もあるのでしょうが、やはり納得できない状況です。
そもそも生まれてくる子供への手当なのですから、原則手続き不要（ある
いは簡素化、出生届の際に紐づけるなど）で行えれば良いと思います。
出生時はバタバタしますので、なるべく手続きに手を取られないようよろ
しくお願いいたします。

個人 内閣府 番号1395及び行政改革の番号202の回答をご参照ください。

1539 令和3年8月6日 令和5年4月14日
婚姻後の旧姓併記
手続きの合理化

婚姻した場合に旧姓を住民票に併
記しようとする場合、この手続きを
婚姻届け提出時に同時にできるよ
うにする

現在、婚姻後に住民票に旧姓を併記しようとした場合、婚姻後に新しい
戸籍が作成されたのち当該戸籍の謄本、それ以前の戸籍（旧姓記載の
戸籍）の謄本を、それぞれ取り寄せてから、住所における住民票書き換
えの手続きが必要である。この手続きについて、婚姻届け提出の際に、
住民票への旧姓併記希望申請を行うことにより、上記謄本の取得およ
び提出の手続きを廃止すれば、住民票を何度も書き換える事務コスト及
び、市民の事務手続きが簡素化される。

個人
総務省
法務省

「婚姻届が旧氏の記載を求める者の住所地又は住所地となる市町村長に提出された
際に、住民票に旧氏を記載することを求められた場合において、戸籍担当課により婚
姻届が受理され、新戸籍が編製される蓋然性が高く、新氏の住民票が作成できると住
民基本台帳担当課が判断し、住民票を作成する場合は、婚姻前の戸籍謄本等を旧氏
を証する書面として受理することと しても差し支えない。」ことを自治体に対して通知い
たしました（令和４年12月５日総行住第110号）

住民基本台帳法施
行令第30 条の 14

対応 制度の現状に記載の通り。

1540 令和3年8月6日 令和3年9月10日

戸籍統一文字を廃
止し、シフトJISない
しはUNICODE規定
の漢字に統合する

戸籍統一文字を廃止し、ある一定
時期を定め、そこで存在している、
シフトJISないしはUNICODE規定の
漢字に統合する

戸籍統一文字はそもそも、戸籍が成立した初期段階における書き損じ
等で文字数が爆発的に増加した経緯がある。そのため、そのような文字
については、現在当該住民が一般的な生活を送るにあたって利用して
いる文字に戸籍上の文字を改める。
たとえば、「火禾（火偏に禾）山（あきやま）」は秋山に改める。
理由は、役所における戸籍管理業務上、文字が膨大に存在することに
より、事務効率が低下しており、また、独特なシステムを構築しているた
め、これにより電算処理の維持に莫大なコストが発生しているため。ま
た、これにより他のIT化処理との整合性がとれなくなっているため。

個人 法務省
「戸籍統一文字」とは，平成１６年４月１日付け法務省民一第９２８号民事局長通達第

４の１において指定された，オンラインシステムにおいて使用する文字を指し，通達等
により戸籍に使用することができるものとされた文字が定められています。

平成１６年４月１日付
け法務省民一第９２
８号法務省民事局長
通達等

対応不可
制度の現状のとおりであり，現に戸籍に使用されている文字について，ある文字規格

により一律に引き直すことは困難です。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1541 令和3年8月6日 令和3年12月2日
医療機器同梱の紙
の添付文書の完全
な電子化

医家向けの医療機器へ同梱の紙
の添付文書の完全な電子化を進め
ていただきたい。製品に付された
QRコード等の符号を読み取ると添
付文書データベースの最新情報に
アクセスできるように行政は準備を
すすめており、電子化された添付文
書の情報にアクセスすることを進め
るべきである。

薬機法の改正により、2021年8月から、これまで医薬品などの製品と一
緒に同梱されていた紙の添付文書は原則として廃止され、電子的な方
法で閲覧することが基本となります。（PMDA Webより。
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/0003.html）
しかしながら、原則がくせ者で、初回納品時。医療機関に赴く際、及び添
付文書の改訂時には紙媒体の添付文書により提供することとしていま
す。
これでは”完全な”電子化とはいえず、機器製造販売業者は結局紙媒体
での提供を想定し紙の準備、製品への封入等の管理をしなければなり
ませんし、販売業者等も医療機関に赴く際、初回納品かどうか、紙媒体
の添付文書を提供したかどうかを管理せねばなりません。
製品パッケージごとに、既にQRコード、バーコード等の符号が付されて
おり、添付文書情報と符号とのリンクを行政が進めており、添付文書を
紙で提供ではなく、むしろ医療機関が符号を読み取り最新情報にアクセ
スをするよう推し進めるのが本則ではないでしょうか？
まだ、法改正後の実務的な通知は発出されていませんが、既にそういっ
た方向で行政側は進行中と説明会等で案内がなされています。
この件、話を聞くと業界団体は進めたいのだが、行政側が拒否している
ときいたことがあります。万が一末端の機関に最新情報が行き届かな
かった場合のリスクを想定し、行政が責任を持ちたくないのではないで
しょうか？

民間企業 厚生労働省

医薬関係者に販売される医療機器については、その製造販売業者は、その医薬品等
の使用及び取扱い上の必要な注意等（以下「注意事項等情報」という。）をホームペー
ジへの掲載等により公表しなければならないこととしています。
併せて、医薬関係者が注意事項等情報の内容を確実に確認できるよう、
医療機器を初めて購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は医療機器プログラムを初
めて電気回線を通じて提供を受けようとする薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動
物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対
し、注意事項等情報を提供するために必要な体制を整備しなければならないこととして
おります。
具体的な提供方法としては、注意事項等情報を記載した文書を提供する方法を基本と
しておりますが、医薬関係者と共通認識が存在する場合は、電子データを送付する方
法その他の医薬関係者が注意事項等情報を確認しやすい方法によることは差し支え
ありません。

薬機法第68条の２の
２
薬機法施行規則第
228条の10の６

事実誤認

制度の現状欄に記載のとおり、医薬関係者が注意事項等情報の内容を確実に確認で
きるよう、初回納品時の対応を求めているものです。
ただし、納品先の医薬関係者との共通認識が存在する場合には必ずしも紙媒体を提
供する必要はありません。

1542 令和3年8月6日 令和3年9月10日
不動産特定共同事
業法の捺印義務の
見直し

不動産特定共同事業に関する『契
約前説明書』、『契約時説明書』及
び『年１回の顧客への報告書』に押
印する資格者の認め印について
は、電子文書の場合は省略できる
のであるから、在宅ワークを推進す
るため、紙による場合も廃止するべ
きである。

国土交通省は、不動産特定共同事業に係る押印義務について、対行政
への申請書などは省略可能とする方針である。
しかるに、顧客に対する年１回の報告書や、契約時の説明書面への捺
印義務は省略できないこととしている。
対行政への捺印書面は、年に数回程度であるところ、顧客への書面は
顧客数と契約数に応じて必要になるため、圧倒的に業務量としては多
く、これを省略しなければ、在宅ワークを進めるに際しての押印義務を
免除する意味がない。
一方、電子文書の場合は、資格者名の記名があれば、押印は不要とさ
れている。（つまり、押印書面をＤＶＤ－ＲなどにＰＤＦ文書で保存して渡
せば、押印義務は免除される。）
そうすると、ＤＶＤ－Ｒを渡すのも、紙を渡すのも結局は同じであるから、
紙の契約時においても、記名のみで押印は不要とするべきであり、これ
により何らの問題も生じないはずである。
そこで、年１回の報告書や契約時書面などに押印する資格者の認め印
については、紙による場合も廃止するべきである。

個人
国土交通省
金融庁

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37
号）により、同法の施行日である令和３年９月１日以降は、既に、不動産特定共同事業
契約の成立前及び成立時における書面並びに財産管理報告書への業務管理者の押
印は不要となっております。

不動産特定共同事
業法第24条第２項、
第25条第２項及び第
28条第３項

対応 「制度の現状」欄に記載のとおり既に対応済みです。

1543 令和3年8月6日 令和3年12月2日

行政書士による押印
義務の廃止、行政書
士証票及び職印証
明の官公署による発
行

（１）依頼を受けて作成する紙の文
書及び領収書について、押印義務
を廃止するべきである。
（２）行政書士証票と職印証明書及
びこれらの電子証明書は、総務省
の責任により官公署が発行するべ
きである。

（１）行政書士が依頼を受けて作成する紙の文書及び領収書には、資格
者の記名押印義務があり、資格者の名前を記載し、職印を押すように義
務付けられている。
しかしながら、これらの電子文書には記名押印義務はなく、資格者の記
名すらも必要ないこととされている。そこで、依頼を受けて作成する紙の
文書及び領収書についても、記名押印義務を廃止するべきである。
（２）一方、行政書士は業務において申請や契約の代理人となることもあ
るが、このような場合に行政書士証票や職印証明を添付しても、官公署
が発行する証明ではないとして、他の身分証を提出する取り扱いとなっ
ている。
以下、沼津市のホームページにあるように、行政の発行する宅地建物
取引士証は証明書として単独で認められるが、行政書士証票は単独で
は証明書として認められていない。
（参考）
各種申請の際の本人確認書類について（沼津市）
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/todokede/kakunin.htm
そこで、行政書士証票や職印証明と、これらの電子証明書については、
総務省の責任により官公署が発行するべきである。

個人 総務省

（１）
・行政書士法施行規則（昭和26年総理府令第５号）第９条第２項の規定により、「行政
書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない」こととされており、同規
則第11条の規定により、「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところ
により、業務上使用する職印を定めなければならない」こととされています。
・また、日本行政書士会連合会会則第81条第２項の規定により、行政書士は、単位会
の会員となった後、直ちに、職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しな
ければならない」こととされています。
・領収証については、行政書士法施行規則第10条の規定により、「日本行政書士会連
合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を
押」すこととされていますが、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号）第４条第１項、行政書士法に係る
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施
行規則（平成17年総務省令第61号）第５条及び日本行政書士会連合会の定める領収
証の基本様式に関する規則第２条第２項の規定により、上記領収証については、行政
書士法施行規則第10条の規定にかかわらず、書面に代えて電磁的記録の作成を行う
ことができることとされています。

（２）
・行政書士法（昭和26年法律第４号）第６条の２第４項において、日本行政書士会連合
会は、同条第２項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付す
ることとされております。
・また、戸籍法施行規則（昭和22年司法省令第94号）第11条の２第１項第４号により、
行政書士が受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場
合には、行政書士であることを証する書類で写真を貼り付けたものを提示し、行政書士
の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面に当該行政書士の職印
が押されたものによって戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。

（１）
行政書士法施行規
則第９条第２項、第
10条、第11条
民間事業者等が行う
書面の保存等におけ
る情報通信の技術の
利用に関する法律第
４条第１項
行政書士法に係る民
間事業者等が行う書
面の保存等における
情報通信の技術の
利用に関する法律施
行規則第５条

（２）
行政書士法第６条の
２第２項、第４項

その他

（１）
・行政書士の職印の押印については、申請者の本人確認や申請意思の真正担保及び
行政書士が作成した書類であることの真正担保に係る機能を適切に果たしており、実
際に、個々の行政書士の業務依頼者関係先から都道府県行政書士会に対し、書類に
押印された職印が当該行政書士の職印として提出されたものであることを証明する依
頼が行われ、同会は「証明書」を発行しているところです。このように、職印は登録、証
明制度としての機能を果たしており、行政に関する手続の円滑な実施に寄与している
ものと承知しております。
・御提案のことについては、実際に業務を行う行政書士（日本行政書士会連合会）の意
見や他の士業の対応状況を勘案しつつ、現行制度の意義を十分に踏まえて対応する
必要があると考えております。

（２）
・行政書士証票は、行政書士法第６条の２第４項に基づき、行政書士であることの身分
証明書として日本行政書士会連合会が交付するものであり、職務上請求書による戸籍
謄本等の交付の請求をする場合には、当該証票を提示することで足り、沼津市におい
ても同様の取扱いとしていると認識しております。
・なお、地方公共団体の各種手続の申請等を行う場合などにおいて、当該代理人の本
人確認書類として何を求めるかについては、当該申請を受け付ける各地方公共団体
の手続内容やその趣旨により異なるところですが、行政書士証票は行政書士法に基づ
く行政書士の資格を証明するものであり、その趣旨や取扱いが十分周知されるよう、関
係団体等とともに取り組む必要があると考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1544 令和3年8月6日 令和3年9月10日
電子帳簿保存法の
申請が複雑かつ制
限が強すぎる

■申請内容の簡略化
複数ある申請書式を1つにまとめ、
記載内容を簡略化する。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuz
uki/shinsei/annai/denshichobo/mo
kuji.htm
■申請時期
現行の「3カ月前までの申請」を、新
設法人の届け出と同様に「電子帳
簿の保存開始から2か月以内」のよ
うに事後申請も許容する。
■備え付け開始日の制限撤廃
「原則として課税期間の初日」という
制限を撤廃する。

電子帳簿保存法の運用については法改正で規制が緩和されてきていま
すが、申請の部分が複雑かつ制限が強く、電子化の阻害要因となって
います。
・備え付け開始日が期初にしか設定できない
・備え付け開始日の3カ月前までに申請を提出しなければならない
・申請書類が、電子化環境が完成していないと記載できない内容になっ
ている
ということから、現実的には1年ほど前から準備をしないと開始ができま
せん。日程ありきで失敗不能な導入計画を立てざるを得なくなるため、プ
ロジェクトが大ごとになってしまいます。
零細規模の弊社でも4年ほど前から検討はしていますが、導入に至るど
ころか、試行すら開始できていなのですが、これが最大の要因です。
制度設計として、申請順序が逆転させ、次のような流れとすべきです。
・思い立った時に電子化環境の準備と試行（課題の洗い出し）を開始す
る
・実運用が可能だと判断した時点を備え付け開始日とする
・税務署に事後申請を行う

デンキヤ
ギ株式会
社

財務省
決算関係書類を含む国税関係帳簿書類については、自己が一貫して電子計算機を

使用して作成する場合であって、税務署長の承認を受けたときは、所定の要件の下
で、その電磁的記録による保存が可能となっています。

電子計算機を使用し
て作成する国税関係
帳簿書類の保存方
法等の特例に関する
法律

対応

 令和２年12月21日に閣議決定された「令和３年度税制改正の大綱」において、税務
署長の承認を廃止する等、抜本的な見直しを行うこととされ、それらの見直しを含ん
だ、「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和３年３月26日に可決・成立しまし
た。

これにより、令和４年１月１日より、税務署長の承認が不要となっております。

1545 令和3年8月6日 令和3年9月10日
監査書類への署名・
押印のデジタル化と
電子保管の推奨

現在、監査法人で働いています。
公認会計士法で明確に記載されて
いなかったり、金融庁からの通達も
出ていないことから、監査書類への
署名・押印のデジタル化が進んで
いません。
現状の制度では、監査報告書など
への署名・押印は紙に直接行わな
ければならず、また、紙の状態でク
ライアント企業へ提出する必要があ
ることから、監査書類についても、
署名・押印のデジタル化と電子保管
の推奨を政府から公式にアナウン
スしてほしいです。

契約書などは電子化への移行は少しずつ進んでいますが、監査報告書
に関しては導入をする議論が進んでいないように思います。（少なくとも
こちらの現場には話がまったくきていません）
公認会計士協会、ひいては金融庁より通達が出ていないためだと思わ
れます。
現在は署名・押印のために紙を出力、また、その後クライアントへ渡すた
めだけに、署名を行う業務執行社員と事務職員が出社を続けざるを得
ない状況になっています。
また、署名者が複数いる場合、物理的に紙を動かす必要があることか
ら、全員の署名が完了するまでに１週間以上かかってしまうこともあり、
とても時間の無駄を感じています。
監査報告書に署名・押印し、監査対象である関係書類をファイリングし
たうえでクライアントに提出することが、監査法人では広く実務慣行とさ
れてしまっていることから、署名・押印のデジタル化と、その電子保管に
ついての方針を政府から公表していただければ、在宅勤務率のさらなる
向上、また都市部への業務一極集中も軽減できると考えています。

個人 金融庁

公認会計士法第34条の12第２項において、監査法人は、会社その他の者の財務書
類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書
にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならないと規定されてい
ます。

また、当該証明書の作成については、上記の通り自署・押印を求めており、書面以外
の方法により行うことを認める規定はございません。

公認会計士法、公認
会計士法施行規則、
財務諸表等の監査
証明に関する内閣府
令、財務計算に関す
る書類その他の情報
の適正性を確保する
ための体制に関する
内閣府令

対応

監査報告書の作成手続の負担軽減を図るため、「経済財政運営と改革の基本方針
2020」（令和２年７月17日閣議決定）等に基づきオンライン化を検討し、監査報告書へ
の自署・押印を廃止するとともに、あらかじめ被監査会社等の承諾を得ることで電磁的
方法による提供が可能となるよう、公認会計士法と関連する内閣府令の改正を行いま
した。（「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」、「船主相互
保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和３年９月１日施行））。

日本公認会計士協会においても、監査報告書を電磁的方法により被監査会社等に
提供する際の留意事項の整備等が進められているところ、法令の施行に伴い実務で
の混乱が生じないよう、引き続き、同協会との連携に努めて参ります。

1546 令和3年8月6日 令和3年9月10日
司法試験受験資格
の期間制限の撤廃

司法試験法４条１項各号を改正し、
法科大学院修了生及び予備試験
合格者が修了後又は合格後にいつ
でも司法試験を受験できるように改
めること。現在の司法試験は、法科
大学院を修了又は予備試験に合格
した年から数えて５年間５回に限っ
て受験を認めているところ、この期
間制限を撤廃して法科大学院修了
生及び予備試験合格者はいつでも
司法試験を受験できるようにするべ
きである。

まず、受験期間制限があるために、受験生は就職等の人生選択を取
り難い現状がある。特に、法科大学院修了生は大学院通学の時間と学
費をサンクコストとして抱えているため、受験１回分の価値があまりに高
く、容易に別の進路を取り難い。この制度は、いわゆる滞留者の撤退を
促すために設けられたとされているが、むしろこの制限がサンクコストを
抱えた修了生にとって司法試験から撤退するという判断を難しくしてい
る。また、５年制限の根拠として法科大学院教育の効果が薄れる点があ
げられているが、受験資格付与の独占的地位を与えられている教育機
関が５年限りの教育しか施せないというのも情けない話である。仮に、法
科大学院の教育の効果が５年限りとしても、合格基準に達しない受験者
は不合格とすれば足り、受験資格まで剥奪するのは過度な制限である。
なぜ受験資格を剥奪するお節介を焼く一方で、失権者の就職等ではお
節介を焼いてくれないのか甚だ疑問である。

更に、今年はコロナ禍の中で司法試験が実施されたところ、受験期間
制限があるため、受験生は感染リスクを負って受験せざるを得ない立場
に陥った。この制限が無ければ、感染リスクを避けるために受験を控え
る選択もあり得たにも拘らず、結果として受験生の選択の自由を奪う結
果となった。結局のところ、コロナ禍での司法試験の混乱で犠牲となった
のは受験者であり、その混乱も受験期間制限を早い内に撤廃しておけ
ば避けられたといえる。

上記提案の実現によって、法科大学院修了生等は就職に舵を切りや
すくなり、社会経験を積みながら受験するという道が拓けるため、現制度
よりも浪人による社会的損失を回避しやすくなると考える。

個人 法務省

司法試験法は，「法科大学院の課程を修了した者」は，修了の日後の最初の４月１日
から５年を経過する期間，「司法試験予備試験に合格した者」は，合格の発表の日後
の最初の４月１日から５年を経過する期間において司法試験を受けることができる旨
定めています。

司法試験法第４条第
１項

対応不可

平成２６年法律第５２号による改正前の司法試験法第４条では，法科大学院修了又
は予備試験合格から５年の期間内に３回という受験期間制限及び受験回数制限を設
けられていましたが，その趣旨は，旧司法試験下で，受験競争の激化による受験技術
優先傾向に伴う法曹の質の低下や，多数の「司法試験浪人」による社会的損失が問題
視されたことを踏まえ，法科大学院における教育の効果が薄れないうちに司法試験を
受験させ，受験生の滞留を回避し，本人に早期の転進を促すことにありました。

その後，司法試験法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５２号）の成立を経
て，現行の司法試験法第４条が定められました。この改正は，５年という受験期間制限
を維持することで，大量の受験者が長期間滞留することによる弊害を防ぎ，また，５年
に３回という受験回数制限を廃止することで，受験者が受験資格のある間に受験しな
い，いわゆる「受け控え」を防いで，合格率の最も高く，法科大学院教育の効果が最も
よく発揮される法科大学院修了直後から間断なく司法試験を受験し，有為な法曹として
早期に活動できるよう，環境整備を図るという政策判断によるものです。

御提案の司法試験の受験期間制限の撤廃については，このような立法趣旨に鑑み
まして，予定しておりません。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1547 令和3年8月6日 令和3年9月10日
司法試験予備試験
合格者数の過度な
制限の撤廃

司法試験予備試験の合格者数を毎
年の法科大学院修了者数とほぼ同
等又はこれに準じた数にし、受験者
が司法試験に挑戦できる機会を拡
大すること。

司法試験予備試験は経済的理由から法科大学院に進学できない者の
ために設けられた例外ルートである。しかし、現在の予備試験は法科大
学院制度の延命のために過度に合格者数を絞っており、受験者が司法
試験に挑戦する機会を不当に奪っている。

そもそも、予備試験は合格水準として法科大学院修了と同等の能力を
要求している。しかし、予備試験合格者は司法試験において毎年約８割
の合格率を誇っている一方、司法試験法の建前上予備試験合格者と同
等の能力を有するはずの法科大学院修了者の司法試験合格率は全体
平均で３割にも満たない。この結果に鑑みると、仮に法科大学院修了と
同等の能力の者を予備試験合格者とするならば、現在の５００名前後の
合格者数は明らかに数を絞りすぎている。その結果として、大半の受験
生は２年間通えば確実に司法試験受験資格が得られる法科大学院に
誘導され、時間と学費の浪費を強制されている。しかし、受験生の立場
からすれば時間も金も浪費したくないのが通常で、法科大学院に内心自
発的に進学する人間は多くない。それは現に多くの法科大学院生が予
備試験を受験し、めでたく予備試験に合格したらそそくさと休学ないし退
学することからもうかがえる現実である。事ここに至るならば、もはや法
科大学院修了を前提とした試験制度を改めるべきとも思うが、それが出
来ないならばせめて予備試験合格者数を増やして法科大学院修了者と
の間の不公平感を解消するべきであると考える。

この提案が実現した場合、現在減少傾向にある司法試験受験者数の
持ち直しが期待できる上、予備試験合格者との競争を通じて法科大学
院全体の教育の活性化につながると考える。

個人 法務省

司法試験予備試験は，法科大学院修了者と同程度の学識能力等を有するかどうか
を判定することを目的として行われるものであり，その合格者については，実際の試験
結果に基づき，法科大学院修了者と同程度の学識能力等を有するかどうかという観点
から，予備試験考査委員の合議により適正に判定され，これに基づき司法試験委員会
において適切に決定されているものです。

司法試験法
第５条第１項， 第８
条，第１５条第１項，
第２項

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

1548 令和3年8月6日 令和3年9月10日
廃棄物の該当性判
断について

廃棄物の該当性判断は各自治体
に委ねられていますが、例えばリ
ユース品としてまだまだ流通の価値
のある物を取り扱う際に、逆有償
（手元マイナス）という理由一点の
みで、廃棄物と判断されてしまい、
リユース品の流通を阻害している現
状があります。この状況はわが国
にとってサーキュラーエコノミーを推
進していく上で障害でしかありませ
ん。この現状を是正するために、廃
棄物の該当性判断について、例え
ば有償逆有償に関わらず、無害か
つリユース流通が認められるような
ものであれば、廃棄物ではないこと
を明確に判断できるような基準を
作って頂きたいです。

廃棄物の該当性判断については、物の性状、排出の状況、通常の取扱
い形態、取引価値の有無、占有者の意思、これらを総合的に勘案して判
断するとされていますが、実態は平成25年の「規制改革実施計画」によ
る通知があるにも関わらず、排出者が差し引きでお金を支払ったこと一
点で取引価値がないものと見做され、廃棄物と判断されるケースが多い
のが現状です。例えば、私がソファを必要なくなったので手放そうと考え
ます。ソファは粗大ごみとして出せば手数料として1,000円かかります。し
かし私は、まだ使えるものを粗大ごみとしてしまうのは忍びない、と考え
ます。このソファをリユース品として再活用してくれる業者がいました。し
かし、ソファを回収するのにガソリン代など経費が掛かるため1,500円を
払って欲しいと言われました。粗大ごみとして出すよりも500円高いが再
活用してくれるのであればその方が良い、と私は考えます。結局、私は
業者に1,500円を払ってソファを渡しました。これにより業者が廃棄物を
無許可で扱ったとして廃掃法違反となってしまうのです。私の行為は一
つの角度から部分的に見れば取引価値は無い、と見做されるかも知れ
ません。しかし実際には、粗大ごみとして捨てられれば埋め立てられる
かどうかなっていたところ、この業者のお陰で私のソファは再活用される
ことになりました。むしろ、私はこのために敢えて500円を余計に払った
のです。今だけのことを考えれば損なのかも知れませんが、将来のこと
を考えればこの500円は決して損だとは思いません。それが違法行為と
見做されてしまうとは、サーキュラーエコノミーに逆行していると言わざる
を得ません。

個人 環境省

廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために
不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を各自治体が総合的に勘案
して判断すべきものであるとしています。

本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶ちませ
んが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以
上のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案して
その物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物と
して扱う必要があります。

他方、再生利用促進の観点から、環境省では、「「エネルギー分野における規制・制
度改革に係る方針」（平成24年４月３日閣議決定）において平成24年度に講ずることと
された措置（廃棄物処理法の適用関係）について」（平成25年3月29日付け環境省大臣
官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課長通知）において、引渡し時に逆有償の場
合であっても、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者
が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないものとする特例的扱いを
周知しています。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（以
下「廃棄物処理法」と
いう。）第２条第１項
及び第４項、「行政処
分の指針について
（通知）」（令和３年４
月14日付け環境省環
境再生・資源循環局
廃棄物規制課長通
知）、「「エネルギー分
野における規制・制
度改革に係る方針」
（平成24年４月３日閣
議決定）において平
成24年度に講ずるこ
ととされた措置（廃棄
物処理法の適用関
係）について」（平成
25年3月29日付け環
境省大臣官房廃棄
物リサイクル対策部
産業廃棄物課長通
知）

対応不可

廃棄物処理法が他人に有償で売却することができない物を廃棄物としてとらえて規
制を及ぼしているのは、たとえそれが他者に引き渡した後に再生処理等により有償で
売却できるものになるとしても、今その物を占有している者にとって不要である場合、ぞ
んざいに扱われ生活環境保全上の支障を生ずるおそれがあることによるものです。

このように、廃棄物について、いずれ有償売却されることや再生利用されることを理
由に廃棄物処理法の規制を及ぼさないことは不適切であり、再生利用するために有償
で譲り受ける者が占有者となるまでは、廃棄物処理法の規制を適用する必要がありま
す。

1549 令和3年8月6日 令和3年9月10日
後期高齢者健康保
険料支払い方法改
善

この度７５歳になるため、市役所よ
り保険料の支払いを一時手集金か
口座振替に変更の通知が参りまし
た。
今までは年金よりの徴取でしたり口
座振替の支払いなどたびたび変更
になっております。現在は口座振替
です。
しかるに後期高齢者保健は都が扱
うから一時再度口座振替の申請を
すべきとの連絡でした。
口座情報や健康保険情報は年金
や国民保険の方で把握しています
ので、デジタル化推進の昨今アナロ
グの対応は如何と存じます。来年、
再来年には段階の世代が後期高
齢者になり多量の手続きが発生す
ることを考えれば、早急に対応の検
討が必要と存じます。

人為的な作業を少なくして既に入手しているデジタル情報を有効に活用
すべきです。
縦割り行政の改善の一つとして検討を依頼いたします。

個人 厚生労働省 行政改革の番号543の回答をご参照ください。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1550 令和3年8月6日 令和3年9月10日
戸籍等の証明書発
行手数料の小為替
廃止について

現在は戸籍や住民票を郵送で取り
寄せる時、わざわざ郵便局まで行っ
て小為替を購入する必要がありま
す。
300円の小為替の発行手数料は
100円と高いです。直接市役所の口
座に手数料かからずネットバンキン
グから振り込んだらいいと思いま
す。
証明書もデータでもらえればなお迅
速に入手できる。

??コロナ禍で出来るだけ外出を控えたいのに300円の小為替のために郵
便局に出かけなければならないのを解消できる。
??300円の小為替のために100円の小為替発行手数料を払うのは高す
ぎる。
ネットバンキングを使えば、無料で送金できるところはたくさんある。
??わざわざ郵便局に出かける時間がかからず、家からのネットバンキン
グ利用で迅速に送金できる。
??ついでに紙ではなくデータで証明書を送ってもらえば、返信用封筒に
切手を貼って同封する手間も省けるし、入手時間が大幅に短くなる。

個人 法務省 番号1306の回答をご参照ください。

1551 令和3年8月6日 令和3年12月2日

行政書士が作成し、
行政機関に提出す
る文書への押印義
務等の廃止

行政書士は、行政機関に申請する
許認可等に係る申請書類の作成や
申請の代理を業とする資格者であ
るが、総務省令である行政書士法
施行規則で定められている行政書
士が作成した書類への記名押印義
務を廃止していただきたい。

今般の改革で実現する運びとなった「行政機関へ提出する書類への押
印廃止」により、行政手続が合理化され、オンライン申請等の実現が近
づくのは大変喜ばしいことである。
しかし、一方で、行政機関へ提出する書類の作成や申請等の行政手続
の代理を業とする行政書士が関与する行政手続においては、行政書士
法施行規則において、行政書士が作成した書類への記名押印義務が
定められているため、引き続き職印の押印が必要となることから、改革
の趣旨が十分実現しないこととなる。会に登録された職印とは言え、受
け手が印鑑照合を行えるわけではない以上、真正性の担保にはならな
いことも踏まえれば、行政書士が関与する手続きにおいてのみ引き続き
押印を課す必要性はない、もしくは百歩譲って、仮にあったとしても今回
の改革において意図された押印廃止による社会的な便益と比較してこ
れを超えるものではないと考えられる。
押印廃止の改革を貫徹する意味でも、行政書士が作成した書類への記
名押印義務を廃止するべきであると考え、本提案を行うものである。
なお、同じ条文で定められている記名義務についても、書類の体裁が悪
くなるあるいは申請書の様式にそのスペースがない等の理由により、申
請者である国民あるいは行政機関の担当者から記名を省くよう要望や
行政指導を受けることもあるものの、同規則の規定を順守するためこれ
に応じられないということで軋轢の原因となる等の事情があり、全ての文
書に一律で記名を強制するのは現実的でなく、オンライン申請等の妨げ
にもなることから、この機会にあわせて廃止すべきであると考え、同時に
提案するものである。

個人 総務省

・行政書士法施行規則（昭和26年総理府令第５号）第９条第２項の規定により、「行政
書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない」こととされており、同規
則第11条の規定により、「行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところ
により、業務上使用する職印を定めなければならない」こととされています。
・また、日本行政書士会連合会会則第81条第２項の規定により、行政書士は、単位会
の会員となった後、直ちに、職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しな
ければならない」こととされています。

行政書士法施行規
則第９条第２項、第
11条

その他

・行政書士の職印の押印については、申請者の本人確認や申請意思の真正担保及び
行政書士が作成した書類であることの真正担保に係る機能を適切に果たしており、実
際に、個々の行政書士の業務依頼者関係先から都道府県行政書士会に対し、書類に
押印された職印が当該行政書士の職印として提出されたものであることを証明する依
頼が行われ、同会は「証明書」を発行しているところです。このように、職印は登録、証
明制度としての機能を果たしており、行政に関する手続の円滑な実施に寄与している
ものと承知しております。
・御提案のことについては、実際に業務を行う行政書士（日本行政書士会連合会）の意
見や他の士業の対応状況を勘案しつつ、現行制度の意義を十分に踏まえて対応する
必要があると考えております。

1552 令和3年8月6日 令和3年12月2日

行政書士に対して、
所定の様式による紙
の領収証の作成と
押印を義務付けてい
る規制の廃止

行政書士に対して、所定の様式に
よる紙の領収証の作成と押印を義
務付けている規制を廃止し、必要な
項目が含まれた自由な体裁かつ紙
によらない電子ファイルによる領収
証の発行を認めるべきである。

行政書士に対して、総務省令である行政書士施行規則で定めて、所定
の様式による紙の領収証の作成と押印を義務付けている規制は、時代
錯誤も甚だしいものである。これを廃止し、必要な項目が含まれた自由
な体裁かつ紙によらない電子ファイルによる領収証の発行を認めること
により、オンラインでの領収証の発行・受領が可能となり、行政書士に行
政手続きを依頼する、利用者である国民の利便性の向上につながり、
社会的コストの削減となると考えられることから、これを提案するもので
ある。
なお、同趣旨の提案は、既に「規制改革ホットライン検討要請項目」（受
付番号310412003、受付日平成31年4月12日）としてなされており、これ
に対して所管省庁である総務省は対応を「検討を予定」とし、「領収証の
発行形態については、紙ベースから専用ソフトや個人のPC作成など、時
代の変遷によりバリエーションが多様化しています。今後、日本行政書
士会連合会と調整し、必要に応じて行政書士法施行規則改正又は日本
行政書士会連合会会則改正等を行い、引き続き検討していきます」とし
ているにも関わらず、内閣府において回答が取りまとめられた令和元年
7月25日から１年４か月が経過する現在においても何ら具体的な動きが
見えない。速やかな対応を望むものである。

個人 総務省

・領収証については、行政書士法施行規則第10条の規定により、「日本行政書士会連
合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を
押」すこととされていますが、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号。以下、「法」という。）第４条第１項、
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利
用に関する法律施行規則（平成17年総務省令第61号。以下、「規則」という。）第５条及
び日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様式に関する規則第２条第２項の規
定により、上記領収証については、行政書士法施行規則第10条の規定にかかわらず、
書面に代えて電磁的記録の作成を行うことができることとされています。
・領収証を電磁的記録により作成する場合は、法第４条第３項及び規則第７条の規定
により、領収証の記名押印に代えて電子署名が必要とされています。

行政書士法施行規
則第９条第２項、第
10条、第11条
民間事業者等が行う
書面の保存等におけ
る情報通信の技術の
利用に関する法律第
４条第１項、第３項
行政書士法に係る民
間事業者等が行う書
面の保存等における
情報通信の技術の
利用に関する法律施
行規則第５条、第７
条

その他

・制度の現状欄に記載のとおり、現行制度上、領収証については、電子署名を利用す
ることにより、電磁的記録による作成が可能とされています。
・御提案の領収証のあり方については、実際に業務を行う行政書士（日本行政書士会
連合会）の意見や検討状況を十分に踏まえつつ検討してまいります。

1553 令和3年8月6日 令和3年9月10日
グループ企業内派
遣の8割規制の撤廃
について

労働者派遣法に基づくグループ企
業内派遣の8割規制について、新型
コロナウイルス感染症禍における
雇用の維持のため、当分の間、8割
規制を撤廃する。

新型コロナウイルス感染症禍の影響により業務が激減している業界に
おいて、派遣雇用契約を継続することが困難な状況にあり、派遣元事業
主は、懸命に派遣労働者の受け入れ先を探している状況にある。

こうした状況下において、派遣元事業主のグループ企業内では、比較
的柔軟な雇用の需給調整を行うことが可能であり、派遣労働者の受け
入れ先として有望であることから、グループ企業内派遣の８割規制を撤
廃することで、雇用の維持が期待される。

また、新型コロナウイルス感染症禍からの回復期には、再び労働需要
が発生することが予見されるため、OJT等による育成をしてきた派遣労
働者を切り捨てることなく雇用を維持することで、回復期の需要に対して
円滑に対応することが可能となる。

地方公共
団体

厚生労働省

グループ企業内での派遣は、企業間の取引であり、これをすべて否定するものでは
ありませんが、労働者派遣制度は広く労働市場における需給調整を図るためのもので
あり、グループ企業内派遣ばかりを行うとすれば、派遣会社がグループ企業内の第二
人事部的な役割と評価されることになり、労働者派遣制度の目的から逸脱するため適
切でないと考えております。こうしたことから、派遣元事業主がグループ企業に労働者
を派遣するときは、グループ企業への派遣割合が８割以下となるようにしなければなら
ないこととしています。

労働者派遣事業の
適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護
等に関する法律（昭
和60年法律第88号）
第23条の２等

対応不可

制度の趣旨は制度の現状欄に記載のとおりであり、令和２年７月14日労働政策審議
会労働力需給制度部会において、「現行制度を維持しつつ、引き続き必要な指導監督
等により適切な制度の運用を図っていくことが適当である」とされたことを踏まえ対応し
てまいります。

また、グループ企業内においても、労働需要があるような場合には直接雇用による対
応を図っていただきたいと考えております。
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対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1554 令和3年8月6日 令和3年9月10日
法人の社会保険、雇
用保険の書類の提
出について

毎年提出する社会保険（健康保
険、厚生年金）及び雇用保険の申
告については、被保険者の収入が
わかれば算出されるので年金機
構、労働局が税務署に照会して算
出をするようにしてもらいたい。また
算出は人が計算するのではなく、シ
ステム（コンピュータ）で行うようにし
てもらいたい。

削減されるコスト
・書類の作成費（紙代）
・書類の郵送費
・書類の作成費（記入時間、計算時間）
※ 外注する場合は社労士の費用
・各種質問に対する窓口業務の費用
・書類のチェック費用
・記入ミスがあった場合のやり取りの費用

ユニオネス
ト株式会社

総務省
財務省
厚生労働省

各事業所から年金機構等に対して被保険者に係る報酬月額等の情報を届け出ていただく際
には、
原則として毎年４～６月の各月における報酬月額をご提出いただくこととしており、これは、
毎月保険料を算出する事業主の負担や、膨大、かつ、多様な就業形態にある被保険者の保険
料を決定する上で、実際の現実性の観点も踏まえて、長年行われてきたものです。

他方、税務署で保有する給与情報は、原則として年に１度、給与所得者自らが提出する確定
申告書や、源泉徴収義務者の方から報告される給与所得の源泉徴収票の情報があります。

なお、確定申告書は、課税される所得金額があるなど一定の要件に該当する方が提出する
ものであり、給与所得の源泉徴収票も、一定の給与収入金額以上の方が対象となっているな
ど、全ての給与所得者（従業員）の情報を網羅的に把握するものではありません。

 また、労働保険（労災保険・雇用保険の総称）の保険料は、毎年度4月1日から3月31日までの
1年間を単位とし、その間で常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかか
わらず、全ての労働者（雇用保険については、被保険者）に支払われる賃金の総額に、その事
業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

労働者を雇用する事業主は、当年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度
の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要となっており、法定の申告
期間内（6月1日から7月10日）に労働局、労働基準監督署又は金融機関で申告書の提出、保
険料の納付を行う必要があります。

事業主の自主性の向上等を図るため、賃金支払の実績に基づき申告・納付する申告納付制
度を採っています。

なお、保険料等の支払について、社会保険では毎月負担が発生し、その他の公租公課は原
則年に一度に生じる等、公租公課の負担方法が異なっていることも、上記手続の様な手続の
差異が生じる要因であると承知しております。

厚生年金保険法第
21条等

対応不可

左記のとおり、各事業所から年金機構及び税務署等に対しては、異なる趣旨に基づ
き異なる内容の情報をご提出いただいているため、税務署と年金機構の間で情報共有
を行うことにより各事業所から年金機構等への届出を省略することは困難です。
なお、厚生労働省においては、これまでも社会保険と税手続のオンラインワンストップ
への対応、GビズIDや届書作成プログラムを用いた費用負担の生じない電子申請環境
の構築、届書における押印・署名や添付書類の廃止・省略等といった事業所における
事務手続にかかる負担を軽減するための取組を行ってきたところであり、引き続き、各
事業所における負担軽減に努めてまいります。

労働保険につきましても、全ての労働者の賃金総額を申告していただく必要があるこ
とから、各事業主に漏れなく賃金支払の実績を算定していただいておりますが、社会保
険と同様に引き続き各事業主における負担軽減に努めてまいります。

1555 令和3年8月6日 令和3年9月10日

障害福祉サービス
（就労移行支援）と
短時間アルバイトの
併用承認について

令和元年１１月５日障障発１１０５第
１号に書かれている（一般就労へ移
行した際の就労移行支援の利用に
ついて）の内容ですが、最初に利用
する際にも同様に扱っていただきた
いと考えます。就労移行支援は、原
則短時間のアルバイトをしていたら
認められないとなっています。しか
し、市町村によって扱いに違いがあ
り、サービスを利用できるところもあ
ります。市町村の担当者判断で違う
のではなく、誰が見てもわかるよう
にはっきりとしたわかりやすい事務
連絡の通知等をお願いします。一
般就労していても週１時間程度しか
できない場合は、まだ一般就労がで
きていないと思料されていいのでは
ないかと考えますので、就労移行支
援の利用を認めて下さい。

週１時間程度の一般就労（アルバイト）を家族の送迎のもと塾講師とし
て、社会との繋がりを保ちたいと考え、体調の悪い時もなんとか続けて
います。障害の事は、会社には伝えていませんし、伝えたくないと考えて
います。得意な科目のみ教えていて、また長く外に出れなかったので到
底１日８時間なんて働けないので、正職員を目指すことは無理です。学
生最後の年に体調を崩してしまったので、就活もできていません。就労
移行支援を受けて、自分の適性を見極め、諸々の訓練を受けて、就職
できたらと考えています。障害者雇用も視野に入れてます。たとえ、１時
間でも生徒に教えていることは本人の誇りとなっています。本人の生き
がいと社会との繋がりにもなっているので続けたい、しかし、ずっと続け
ることは無理なので、就労移行支援とアルバイトの併用の承認を受けて
穏やかに体調を戻したいと考えています。障障発１１０５第１号（一般就
労へ移行した際の就労移行支援の利用について）内の市町村が、上記
支給決定を行うに当たっては、以下の３点を踏まえることとするは、全て
満たしています。家族も病気療養中です。今は落ち着いていますが再発
も想定されますので、元気なうちに本人がやっと自分で受けようと考えた
就労移行支援サービスを受けるチャンスをお認め下さい。

個人 厚生労働省

就労移行支援の対象者は、就労を希望する障害者であって、単独で就労することが
困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得、就労先の紹介その他の支援が
必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得
ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引
き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前
日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。)であると定められ
ています。

また、原則、居住地の市町村において、就労移行支援の利用にかかる訓練等給付費
の支給決定を行う旨が定められています。

なお、一般就労へ移行した際の就労移行支援の利用の判断に当たっては、「就労移
行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項につ いて」（平成19年
４月２日付障障発第 0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部障害福祉課
長通知）にて基本的な考え方を示し、市町村において就労中の就労移行支援の必要
性を認められると判断される必要があることを都道府県等に通知しています。

障害者の日常生活
及び社会生活を総合
的に支援するための
法律(平成17年11月
７日法律第123号)第
19条
障害者の日常生活
及び社会生活を総合
的に支援するための
法律に基づく指定障
害福祉サービス等及
び基準該当障害福祉
サービスに要する費
用の額の算定に関す
る基準（平成18年９
月29日厚生労働省
告示第523号)
就労移行支援事業、
就労継続支援事業
（Ａ型、Ｂ型）における
留意事項につ いて
（平成19年４月２日付
障障発第 0402001号
厚生労働省社会・援
護局障害保健福 祉
部障害福祉課長通
知）

現行制度下
で対応可能

就労移行支援の利用に際しては、市町村において個々の対象者の状況を勘案して
当該サービスの利用を判断されるものであり、就労移行支援の利用を希望する場合
は、市町村にご相談いただいております。

なお、就労移行支援の提供にあたり、厚生労働省から都道府県等に対して技術的助
言が必要かどうかについては、制度の利用状況等を踏まえつつ、慎重に検討する必要
があります。

1556 令和3年8月6日 令和3年9月10日
戸籍の管理につい
て

現在、戸籍の管理を各市区町村で
行っているため、戸籍謄本を取得す
るために謄本を管理している市区
町村に取りに行かなければならな
い。一元管理をしてどの市区町村で
も全国の戸籍謄本を取得できるよう
にしてほしい。

戸籍謄本取得の時間・手間の削減 個人 法務省 番号893の回答をご参照ください。

1557 令和3年8月6日 令和3年9月10日
マイナンバーカード
と在留カードの連携

マイナンバーカードの趣旨を鑑みる
と、在留資格更新時にマイナンバー
カードの有効期限の延長も同時に
されるべきだと考えます。

現状、在留資格が延長された場合、その延長に合わせてマイナンバー
カードの有効期限を各市町村窓口に出向いて延長手続きをする必要が
あり、これは在留カードと身分証明書としてのマイナンバーカードの連携
が不十分であると言わざるを得ません。今後、マイナンバーカードの普
及を鑑みると、在留外国人においてこの2重の手続きは煩雑であり、在
留カードを廃止してマイナンバーカードに統合するか、在留資格更新時
はマイナンバーカードの有効期限も同時に延長されるか一元化するべき
だと考えます。

個人
総務省
法務省

・出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する中長期在留者（出入国管理及び難民認
定法上の在留資格を有する外国人であって、３月以下の在留期間が決定された方、外
交、公用及び短期滞在の在留資格が決定された方等を除く。）に対し、在留カードを交
付しています。
・在留カードの有効期限は、永住者、高度専門職２号の方については７年、永住者で
あって１６歳未満の方については１６歳の誕生日まで、それ以外の方は在留期間の満
了の日（１６歳未満の方であって、在留期間の満了の日よりも１６歳の誕生日の方が早
い方については１６歳の誕生日まで）と定められています。
・在留カードを所持する外国人であって本邦の市町村の区域内に住所を有する方（住
民票が作成されている方）については、市町村長に対し個人番号カードの交付を申請
することができます。
・個人番号カードの有効期間は、永住者及び高度専門職２号の方については１０年、２
０歳未満の方については５年、在留期間を有する方は在留期間の満了日と定められて
います。

（在留カードについ
て）
出入国管理及び難民
認定法（昭和２６年政
令第３１９号）第１９条
の３、第１９条の５
（個人番号カードにつ
いて）
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律（平成２
５年法律第２７号）第
１７条

検討に着手
在留カードとマイナンバーカードの一体化については、２０２５年度（令和７年度）から

交付を開始することができるよう、必要な措置について検討を進めています。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1558 令和3年8月6日 令和3年9月10日

新型コロナウイルス
感染症ワクチン接種
等に対する薬剤師
の活用について

新型コロナウイルス感染症等ワク
チンにおいて、特定行為研修を修
了した薬剤師がその接種を担える
よう規制緩和を提案します。

新型コロナウイルス感染症に対するワクチンは現在開発中であり、供給
への国民の需要は通常時のワクチン接種と比較できないほどのもので
あると考えられる。
現状の規制下において、ワクチン接種は各医療機関の医師、看護師が
行っているが、発病者への対応や陣頭指揮に人員を割くべき必要があ
り、現状の感染状況が続き、かつワクチン接種を迅速に行うべき事を考
えると接種者の不足が考えられる。
米国ならびに先進諸国においては薬剤師が公衆衛生向上のため平時
からワクチンの接種を担っており、先日、カリフォルニア州においては新
型コロナウイルス感染症ワクチンが開発された際には、その接種が薬剤
師の判断で行える許可が発令されている。
薬剤師がワクチン接種を行えるようになれば、ワクチン接種のための国
民の行動が医療機関、保健所だけでなく、薬局、ドラッグストアー等の薬
剤師にも分散され、各医療機関におけるクラスター発生の可能性を回避
することができ、ひいては医療リソースの圧迫を防ぐことが出来ると考え
る。
米国においてはワクチン接種を薬剤師が行うに当たって、薬学部の学生
時代に数時間の研修を受けており、本邦においては看護師の特定行為
研修の薬剤師版のようなものを策定し実施した上で技量の担保をはか
るべきと考える。
以上の理由より提案するものである。

個人 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための注射は医師法上医行為に該当

し、法律上、医師又は医師の指示の下に看護師等が行う必要があります。
医師法第17条 検討を予定

ご提案の件も含め、人体への侵襲を伴う行為を行うことがない薬剤師がワクチン接種
のための注射を行うことについては、慎重な検討が必要です。なお、ワクチン接種を実
施するにあたり、薬剤師の専門性を活かして、予診のサポート、ワクチンの調製、薬液
の充填、接種後の経過観察など現行法上実施可能な業務について、御協力いただくな
どの取り組みを進めております。

△

1559 令和3年8月6日 令和3年9月10日

遺品整理等で生じる
廃棄物収集におけ
る市民への迅速な
対応のための一般
廃棄物処理業収集
運搬許可の限定緩
和

一般廃棄物処理業の収集運搬の
許可を限定した廃棄物あるいは排
出の形態に限って、認めることがで
きるように制度の見直しを行う。具
体的には、古物商許可を有する者
に限って、古物の訪問購入、遺品
整理等で消費者等より処分を依頼
された不要品を廃棄物として、収集
運搬できることを認めるようにする。
認める手段については、委任状に
よる依頼を前提に限定的許可、あ
るいは業の届出等を想定する。当
該不要品は、再使用できないもの
（有害使用済機器ではない）、再生
利用できないものであり、廃棄物と
して適正処分する対象とし、これを
限定廃棄物とする。また、古物の訪
問購入（無償引き取りを含む）、遺
品整理等を限定した排出形態とす
る。

独居世帯の増加、高齢化等による遺品整理及び生前整理の依頼が急
増している中、生じる一般廃棄物も多量となっている。遺品整理、生前
整理及び不要品の買取り・無償引取等を行う事業者は、多くの場合一般
廃棄物処理業の収集運搬許可がないため、別途、地域の一般廃棄物処
理業者を消費者へ紹介するなどして対応しているが、消費者、事業者双
方にとっては大きなロスとなっている。事業者は、依頼者の強い要求か
らごみとして引き取り、運搬する可能性は否定できない。他方、違法であ
るが不適正処理とはならない場合も考えられる。違法行為が生じる原因
と考えられるのが、市町村の自治事務である、一般廃棄物の収集、運搬
及び処理計画である『一般廃棄物処理計画』に遺品整理、生前整理、不
要品の買取り・無償回収等で生じる廃棄物が見込まれていないことであ
る。そのため許可が下りないのである。また、一般廃棄物処理業は「（前
略）専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていな
いものといえる。」との判断がなされた、最高裁平成26年1月28日第三小
法廷判決判例が大きく影響していることが挙げられる。その結果、事業
者が許可申請を行っても許可が下りることは、ほとんどないのである。市
町村は、地域循環共生圏の観点からも消費者の適時、適切な対応を柔
軟に対応すべきであり、消費者が排出する廃棄物の多様な排出形態に
対応するために許可業者を一定数に限定せず、限定廃棄物、排出形態
に限って収集運搬を認めれば社会課題の解決となる。この経済的又は
社会的な効果は、数字で表すのは難しいが、非常に大きな効果が期待
できる。

民間団体 環境省

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、例外となる場合を除き、当
該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。当該
市町村長の許可に当たっては、当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難
であること、許可の申請が一般廃棄物処理計画に適合するものであること等が認めら
れなければなりません。

廃棄物処理法第６条第１項の規定によって、市町村はその区域内の一般廃棄物の
処理について一般廃棄物処理計画を定めそれに基づいて適正に処理しなければなら
ないこととされています。市町村自らがその区域の全域にわたって、すべて直接又は
委託によって一般廃棄物の収集又は運搬を行うことが困難である場合もあり、そのよう
な場合においては、同法第７条第１項に基づく許可を付与することにより、当該市町村
内の一般廃棄物を、生活環境保全上の支障が生じないように処理する体制を整備す
ることが求められます。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第６
条第１項並びに第７
条第１項及び第５項
等

対応不可

左記「制度の現状」欄に記載のとおり許可に関する規定は、一般廃棄物の処理を業
として行おうとする者に対して必要な規制を加え、生活環境保全上の支障が生じない
ように一般廃棄物の適正な収集及び運搬を確保するためのものです。古物商許可（古
物営業法）は、盗品等の売買防止等をその目的としており、廃棄物処理業許可（廃棄
物処理法）とは、制度の目的・対象・基準等が異なるため、古物商許可をもって、一律
に廃棄物収集運搬業の許可の代替とすること、あるいは許可の条件とすることは不適
当であると考えます。

1560 令和3年8月6日 令和3年9月10日

廃棄物の該当性判
断における取引価
値の判断の抜本的
な見直し、あるいは
更なる明確化

古物営業を行うリユース・リサイク
ル事業者に対しては、循環型経済
への移行として、循環資源の流通
のさらなる拡大のためにも、廃棄物
の該当性判断における取引価値の
判断の抜本的な見直し等を行う。具
体的には、訪問購入あるいは無償
引取り等において、依頼者先へ伺う
ための必要経費（出張費、交通費
等）は、依頼者と事業者双方の契
約の合意があれば認めることとす
る。一方、事業者によっては法外な
料金を請求する場合も考えられる
から、特定商取引法や消費者契約
法等の措置も同時に行う。加えて、
事業者から依頼を受けた運送事業
者等が購入品等の代金が運送費を
下回った場合でも、契約に基づく合
意が適正であれば運送費を認める
ようにする。

循環型社会の形成を推進するうえで一役を担っているのは、中古品やリ
サイクル品の循環的な利用を行っている事業者である。中でも、古物営
業許可を有している事業者は、再使用できるものとできないもの、再生
利用できるものとできないものをノウハウ等から対応している。循環資源
によっては、地域あるいは事業者によって価値判断は分かれるものもあ
る。ここで廃棄物処理法上の問題が生じる。産業廃棄物に限っての判断
であるが、廃棄物該当性の判断では「規制改革実施計画（平成25年6月
14日閣議決定）」を経た「行政処分の指針について（通知）」の第１総論
の４の(2)で、総合的に判断することが示されているが、依然として、依頼
者の経済的負担が生じた場合は、有価であっても取引価値はなく廃棄
物であるとの解釈・判断が根強い。したがって、廃棄物として判断される
こと避けるために循環できるものであっても取引はせず、廃棄物となって
しまうものも少なくない。サーキュラーエコノミー、循環型経済への移行
には、廃棄物行政とは異なる制度が求められると考える。有害か無害か
の判断もひとつの考え方ではあるが、まずは、循環型社会形成推進基
本法の循環資源の循環的利用を徹底できるようにする必要がある。同
時に、地域に根差した街の電気店やリユース・リサイクルショップ、その
他小規模事業者の機動力を生かした、地域循環の活動を広げる対策が
必要である。これによってもたらさせる効果は、多様な循環資源の循環
はもちろんのこと、消費者に対する回収利便性の向上、行動の変革、ゼ
ロエミッションである。

民間団体 環境省

廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために
不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を各自治体が総合的に勘案
して判断すべきものであるとしています。

本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶ちませ
んが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以
上のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案して
その物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物と
して扱う必要があります。

なお、特定商取引法や消費者契約法の規定については、廃棄物該当性の判断に影
響を与えるものではありません。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第２
条第１項及び第４
項、「行政処分の指
針について（通知）」
（令和３年４月14日付
け環境省環境再生・
資源循環局廃棄物
規制課長通知）

対応不可

「訪問購入あるいは無償引取り等において、依頼者先へ伺うための必要経費（出張
費、交通費等）」について、「依頼者と事業者双方の契約の合意」があった場合や、「事
業者から依頼を受けた運送事業者等が購入品等の代金が運送費を下回った場合」で
も、前述の理由により、各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、有価物と認め
られない限りは廃棄物として扱う必要があります。

1561 令和3年8月6日 令和3年9月10日
事業用車両の車検
と法定点検について

事業用車両の車検及び法定点検
時期について、別日となっているも
のを統合していただくか、車検及び
法定点検が同時期（1か月程度）に
受検するものは、車検に統合してほ
しい。

実態としては、車検時期に法定点検を受検しているものですが、軽四貨
物の場合、車検受検の年でない法定点検の受検日によって、車検と法
定点検の受検期限にずれが生じてきており、法定点検漏れを誘発する
要因となっています。
提案の内容を実現していただくことによって、貨物事業者の法令違反件
数を低減させ、貨物事業者だけでなく車両保守事業者、監督官庁におけ
る管理コストの削減が見込めると思います。

個人 国土交通省
自動車検査（車検）の実施時期としては、自動車検査証の有効期間満了日前に一ヶ

月の期間が用意されておりますので、自動車検査（車検）実施時期と定期点検（法定点
検）実施時期を合わせるような運用を行っていただくことは可能です。

道路運送車両法第
四十七条、四十八
条、第五十八条

貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３
条の２

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1562 令和3年8月6日 令和3年9月10日 選択的夫婦別姓

結婚する際にお互い姓をどちらか
にあわせるか、そのままの姓を名
乗る（夫婦別姓）か選択できるよう
にする。

キャリア形成のための通称仕様が認めらない場合もあります。また、認
められる場合も、通称に使用に必要手続きに時間と労力がかかります。
正式に結婚後も同じ姓を使うことができれば、これらの問題は解決し
キャリア形成の弊害を減らすことができます。
以下に不都合を感じている私の例を示します。
私は海外で研究者として働いています。そこで、事務の人に旧姓と戸籍
姓の両方の認識し、使い分けをお願いする必要があります。
例えば、研究発表するときには旧姓で発表するので登録は水野にした
いが、パスポート、クレジットカードは佐藤なので支払い関係やホテルに
関してはそちらにするようお願いする必要があります。そのため私は毎
回研究会の事務局に、研究会で旧姓を使用希望も含め、日本の事情を
交えながら私のために特別に処理してもらうようにお伺いをたてるメール
を送っています。
私が所属している期間のシステムにはVISAの名前（戸籍）しか登録でき
ませんので、案件によって担当が変わるたびに自分の研究機関にいて
も毎回事情を説明し、使い分けられないかお伺いをたてます。
教育普及活動のために学校に行く際にも身分証明書と名前が異なるの
で毎回お伺いをたてます。自分の活動の場を広げようとすると、毎回は
じめの一歩でこの旧姓の通称仕様の問題がつきまといます。
名誉なことに研究の功績がみとめられ、賞金をいただいた際は、税金関
係や口座が戸籍の姓なのでそちらを申請する必要がありました。ちゃん
と功績として証明する必要があったときに旧姓で証明してくれるかは不
明です。
（お金は全て子供教育のため寄付し寄付者の名前は銀行口座の戸籍名
で認識されています。）

個人 法務省
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称す

る。」と規定しており、現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれ
か一方が、必ず氏を改めなければなりません。

民法第750条 その他

法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする「民法の一部を改
正する法律案要綱」を答申したことを受け、法務省は､平成8年及び平成22年にこの答
申を踏まえた改正法案を準備しましたが、改正法案の提出にまでは至りませんでした。

いずれにいたしましても､法務省としては､この問題については、国民的な議論を踏ま
えることが重要であると考えており、第5次男女共同参画基本計画も踏まえ、今後も国
会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討していくこととしています。

1563 令和3年8月6日 令和5年1月20日
国民年金第3号 海
外特例要件の確認
について

令和２年4月からの法改正により、
第３号被保険者が海外に帯同赴任
（帰国）する場合、国民年金第３号
被保険者関係届により海外特例要
件該当（非該当）を年金事務所に提
出することとなりました。主には形
式的に扶養に入り、日本の医療を
受けたり、年金を受給したりというこ
とを防ぐための制度だと思います。
しかしながら、もれなく提出を依頼
することが困難なため、年金事務所
への提出ではなく、健康保険の検
認調査で要件の確認をすることにし
てほしいです。要件に該当しない場
合は扶養削除のお手続きでよいと
思います。

年金事務所の登録は、海外帯同しても、住民票を置いたまま出国され
れば海外特例該当とならず提出不要です。
会社で３号の方が、住民票をどうされるのかの確認までできません。ま
た、国内協力者の住所や続柄まで把握していません。
書類を会社で代行して作成することができないため、ご本人に作成して
いただくことになりますが、年金事務所への提出は転出届後となるの
で、出国後に転出日が記載された書類を会社宛に提出していただくのも
困難です。
ケースバイケースのため、海外赴任者説明会で一律でご案内することも
できず、その他多くの手続きに埋もれ提出もれの確率がかなり高くなりま
す。
令和2年4月1日以前に既に出国している方も多数いらっしゃいますが、
会社として３号の奥様で日本に住民票がない方を確認し、国内協力者
の住所、氏名、続柄を聞き出し書類を作成し提出するということは件数
の多い大企業では不可能だと思われます。
早急に取りやめていただかないと、3者（行政、会社、個人）にとって混乱
するだけで何のメリットもなくデメリットしかない手続きだと思います。（該
当を提出することにより住民票リンクが外れるため、住民票を取得しても
自動登録されない）
＜デメリット＞
・既に出国している方の提出が困難
・海外赴任帯同配偶者に周知徹底が難しく提出漏れが発生する。
・正確に運用できないため、年金事務所のデータも混乱し、ねんきん定
期便のお問い合わせが増える。
・本人・会社では書類作成の手間がかかり、年金事務所では登録の手
間がかかる
・該当・非該当を登録することの効果が薄い

個人 厚生労働省

グローバル化の進展に伴い、被扶養者又は第３号被保険者が被保険者と離れて国外
に居住するケースの増加に伴い、社会保険制度は本来国内に生活の基礎がある者を
保障するものであるという制度の趣旨を踏まえ、国民年金第３号被保険者の認定要件
について、原則として国内に居住していることを追加するとともに、海外に居住する場
合であっても生活の基礎が国内にある場合を例外的に認めることとすることから、令和
２年４月１日施行にて国民年金法が改正されました。
このため、第３号被保険者が海外に居住する場合であっても生活の基礎が国内にある
場合（海外特例要件）に該当した場合及び日本国内に住所を有するに至った場合に
は、海外特例要件に係る届出のご提出をお願いしているところです。

国民年金法第７条第
１項第３号、第１２条
第５項及び第６項
国民年金法施行規
則第８条の３

対応

第３号被保険者期間は年金給付の受給資格要件や年金額の計算の基礎となる期間
です。社会保険制度は本来国内に生活の基礎がある者を保障するものとの趣旨で国
民年金法が改正されましたので、海外居住中の第３号被保険者期間が海外特例要件
に該当するかを正確に把握するために、届出のご提出をお願いする必要があることに
つきご了承下さい。
当該届出は法令上、第３号被保険者の配偶者である第２号被保険者を使用する事業
所を経由してご提出いただくこととしておりますが、第３号被保険者が住民票情報上で
海外転出となった場合であって海外特例要件該当届が未届である期間については、年
金記録上第３号被保険者期間として管理しないよう取扱いを定めております。

1564 令和3年8月6日 令和3年9月10日 教員免許について

中・高教員免許を持っている人が小
学校でも勤務できるようにという動
きがあるようですが是非にと思いま
す。

中・高教員免許を持っているのの教員として働いた経歴はなく指導力に
不安がある等の場合に小学校教諭の補助としてパート勤務ができるよう
になればと思います(町田市が毎年4～5月に募集している小学校生活
指導補助を通年で勤務できるようにするイメージ。授業準備や授業中の
指導補助等々)
小学校教諭に比べて中・高教員免許を持つ人は多いと思いますが、保
有したまま数年～十年も経ち今更教師は難しいが教育現場で働きたい
と考えている人は一定数いると思います。

個人 文部科学省

教育職員免許法第十六条の五の規定により、中学校又は高等学校の教諭の免許状
を持つものは、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科及びその他教科に関
する事項で外国語活動、道徳、総合的な学習の時間、特別活動の教授又は実習を担
任する小学校教諭となることができます。

教育職員免許法
現行制度下
で対応可能

当該教育課程を一人で担当するのではなく、小学校教諭の免許状を持った教師と二
人で担当するティーム・ティーチングの場合は教科に相当する免許状がなくとも教授が
可能です。

なお、中学校又は高等学校の教諭の免許状を持つものは、それぞれその免許状に
係る教科に相当する教科及びその他教科に関する事項で外国語活動、道徳、総合的
な学習の時間、特別活動の教授又は実習を担任する小学校教諭となることもできま
す。
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1565 令和3年8月6日 令和3年9月10日
介護職員喀痰吸引
について

介護職員の喀痰吸引等の資格が
障害が管理する特定喀痰吸引等従
事者と介護保険が管理する不特定
喀痰吸引従事者に分かれていま
す。指導をする看護師の資格も同
様に2つに分かれていて研修の際
にも確認が必要です。又特定喀痰
従事者の資格を持ったものが10年
喀痰吸引をしたとしても、新しい利
用者様の受け入れの際には研修が
必要です。同じ行為をするのに管
轄が障害福祉課か介護保険課の
違いで資格が２つあるのはおかし
いと思います。又、県庁に確認する
と不特定喀痰吸引従事者の資格を
持った介護職員は障害の時間では
喀痰吸引が出来ないと言われた
り、最終的にはうちは不特定従事者
の管理をしていないのでわからない
と逃げたりします。

介護職員喀痰吸引等の資格で不特定喀痰吸引従事者は勉強も実技も
それ相応にやっていますが特定従事者の者がその業務に3年以上従事
したら等、不特定従事者にするなど出来ればもっと障害を持った方にす
ぐに稼働できる介護職員が増えるとおもいます。しかも障害福祉課と介
護保険課で言うことが違うなどの縦割りがなくなると思います。

個人 厚生労働省

提案にある制度は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、研修を修了した介護職
員が医師等に限り行うことができる医行為のうち、喀痰吸引等一部の行為を一定の要
件の下で行うことができるようにしている。

特定従業者とは、個別性の高い特定の利用者（障害者等）に喀痰吸引等を行うこと
ができる従業者を指し、当該従業者が受ける研修は、特定の利用者個人へ適切な対
応ができることに重点を置いた内容となっており、普遍的な知識や技術を修得する内
容ではない。

このため、提案者のいう特定従業者が一定期間従事した経験をもつことをもって、不
特定の利用者への対応を適切に行うことができるとは言えない。

利用者、職員双方の安全性をを担保するため、特定従業者が不特定の利用者への
喀痰吸引等を行う場合には、一般的な知識・技術を修得するために不特定の利用者
向けの研修を修了する必要がある。

社会福祉士及び介護
福祉士法第２条第２
項
社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則
第１条、附則第４条

対応不可

障害福祉サービスや介護保険サービスに従事する介護職員等による喀痰吸引等の
実施は、研修を修了し必要な知識及び技能を修得したと認められる場合に、医師の指
示の下で行うことができることととしています。

特定の方に対する喀痰吸引等の業務に一定期間従事した場合に、不特定の方にも
喀痰吸引等を実施出来るようにしたらよいのではないかとのご提案については、特定
の方向けの研修内容と不特定の方向けの研修内容が全く異なるものであることから、
特定の方に一定期間喀痰吸引等を実施した経験をもって不特定の方に対しても安全
かつ適切に喀痰吸引等同等の知識や技術を修得しているとみなすことはできません。

△

1566 令和3年8月6日 令和4年5月13日

フェリー等における
一部医薬品（酔い止
め薬等）の特例販売
について

薬事法の改正以降、それまで認め
られていた特例販売業の消滅によ
り、登録販売者不在の場合、酔い
止め薬（第2類医薬品）の販売がで
きなくなりました。登録販売者の資
格を持った乗組員の常時乗船は、
長距離フェリー業界にとっては現実
的にはかなりハードルの高い課題
です。船舶や航空などを含め、旅客
の長距離輸送サービスを担う業界
には、以前の特例販売業の様に一
定範囲の医薬品（酔い止め薬など）
で販売を認めていただけるような制
度のご検討を希望します。

海上荒天時の運航時など、船酔いの症状を訴えられるお客様は多く、酔
い止め薬を持参していない方への対応に苦慮しています。特に、弊社の
様な長距離フェリーでは、１区間の航行時間が20時間以上と長く、また
航路の特性上、船旅を観光目的で利用される方が多いため、不慣れで
酔い止めを持参されていない方も相当数いらっしゃいます。せっかくご乗
船いただいても一度船酔いの苦しい経験をしてしまうと、二度目以降の
乗船につなげることが難しくなります。
船内で酔い止め等の一部でも医薬品販売ができる体制であれば、お客
様の安心感も高まり、荒天時を含め少しでも船旅自体に良い印象をお
持ちいただくことが期待されます。
ところが現状では、薬事法改正前に就航している一部の船舶について
は、特例販売業が特例で許可されていますので定められた範囲の医薬
品の販売ができていますが、同じ会社でも船によって、医薬品の取り扱
いに差が出るため、お客様への事前周知も分かりにくくなっています。し
かしながら、乗組員不足が叫ばれる現状、登録販売者の資格を持つ乗
組員を常時乗船させるために人員を増やすことは大変難しく、このまま
では状況の改善が見込めません。旅客の長距離輸送を行う業界のイ
メージ向上のためにもぜひ、医薬品販売の特例扱いを認めていただくよ
うな制度の導入をお願いします。

太平洋フェ
リー株式
会社

厚生労働省

薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を
販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することはできま
せん。
一般用医薬品を販売するにあたっては、薬剤師や登録販売者による情報提供や確実
な相談応需を行う体制が必要です。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第24条

対応不可

平成18年の薬事法改正においては、医薬品の販売等は、その資質を有する者が行う
こととされました。一般用医薬品を販売するにあたっては、薬局開設者又は医薬品の
販売業の許可を受けた上で、薬剤師や登録販売者による情報提供や確実な相談応需
を行う体制を確保することが必要です。

1567 令和3年8月6日 令和3年9月10日
インターネット投票
の解禁

現在、公職選挙法の規定により、イ
ンターネット投票認められていな
い。しかし、総務省においては海外
で暮らす有権者を対象として2020
年2月5日にマイナンバーカードを利
用したインターネット投票の実証実
験を行うなど導入の検討が進めら
れている。その方式（マイナンバー
カード）を用いたインターネット投票
の導入をスピード感を持って行い、
また対象も全有権者に拡大するよ
う本提案を行った。

公職選挙法の規定により、インターネット投票は認められていない。しか
し、総務省は海外で暮らす有権者を対象にインターネット投票導入の実
証実験を行っており、全有権者を対象としたインターネット投票を実施す
ることも技術的に可能と考える（先例として、エストニアにおいては2005
年からインタネット投票を実施している）。昨今のコロナ禍における新し
い生活様式、人口減少に伴う投票区の削減見直しに伴う投票困難地域
の発生、紙の投票用紙を確認するため開票確定まで時間のかかる開票
事務、期日前投票を行う上でも宣誓書を記載して提出するなど選挙分野
においては法規制によるアナログな部分や社会の変化に対応できてい
ない部分が多く存在することから、デジタル化を積極的に推進し、投票
環境の向上、開票事務の迅速化等に伴う経費の削減に寄与すると考え
られるため、本提案をする。

個人 総務省 インターネットによる投票は、現行制度において、実施されていません。 検討を予定
インターネット投票の導入については、システムのセキュリティ対策をはじめ、確実な

本人確認や投票の秘密保持など、選挙の公正確保等の観点から解決すべき重要な課
題があり、多方面からの検討が必要です。

1568 令和3年8月6日 令和3年9月10日
介護施設の勤務時
間

特別養護老人ホームやデイサービ
スやグループホームなどの介護施
設では、就業規則で1週間の勤務
時間を32時間以上勤務にしないと
「常勤」として取り扱われない。
32時間という区切りは撤廃し、施設
が自由に常勤の時間を決められる
ように緩和してほしい。

職員働き方の多様化に対応するためには、一週間の勤務時間を32時間
より少なく設定する必要がある。
いまの制度では32時間より少なくした場合に常勤違反で指導の対象と
なってしまう。
提案が実現した場合には、全職員の勤務時間を30時間として、家庭との
両立を目指すことが出来る。これは他の施設でも同じだと思う。
また、介護人材不足を克服するため、32時間は働けないが30時間であ
れば働ける人を雇うこともできて人材不足を克服できる。
もし撤廃が難しいようならせめて30時間や25時間にしてほしい。

個人 厚生労働省

基準省令の解釈通知により、「常勤」とは事業所において定められている常勤の従業
者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする）に達していること
としていますが、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮
等の措置が講じられている者については、利用者（入所者）の処遇に支障がない体制
が事業所（施設）として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間
数を30時間として取り扱うことを可能としています。

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従業者が産前産後休業、
母性健康管理措置、育児休業、介護休業、育児休業に準ずる休業を取得中の期間に
おいて求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の員数に換算すること
により、人員基準を満たすことが可能であることとしています。

・基準省令の解釈通
知「指定居宅サービ
ス等及び指定介護予
防サービス等に関す
る基準について」第２
２(3)
・基準省令の解釈通
知「指定地域密着型
サービス及び指定地
域密着型介護予防
サービスに関する基
準について」第２ ２
(3)
・基準省令の解釈通
知「指定介護老人福
祉施設の人員、設備
及び運営に関する基
準について」第２ ６
(3)

現行制度下
で対応可能

制度の現状のとおりです。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1569 令和3年8月6日 令和3年9月10日

外航日本籍船にお
ける無線検査の簡
素化及び有資格者
乗り組みの免除

外航日本籍船は、そもそも日本国
内・領海内に滞在する日数がゼロ
若しくは極めて限定的であるので、
その船上での無線機器の取扱いに
ついては特例を設け、無線検査の
大幅な簡素化をお願いしたい。ま
た、日本籍船といえども日本人船員
が一人も乗組んでいないケースが
一般的であるので、同じく特例とし
て、外航日本籍船については有資
格者乗り組みの免除をお願いした
い。

近年の経済のグローバル化に伴い、（内航船舶と異なり）外航船舶は日
本籍船であっても日本に一切寄港しないケースが大幅に増加している。
しかし日本籍船に装備されている無線設備は全て電波法の規定によ
り、有資格者である検査技師がその船舶の滞在する外国まで出張して
検査を行わねばならない。電波法27条の特例も存在するが、それを適
用した場合、その後日本に到着次第直ちに免許失効となってしまい、お
よそ実用的と言えない。
また、日本籍船といえども外航船舶の乗組員は全員外国人であり日本
人船員は一人たりとも乗船していないケースが一般的であるが、その場
合に外国人船員であっても、日本の試験を受験し『第一級海上特殊無
線技士資格』を取得せねばならない。
以上のような要素は、日本の経済安全保障に必要な日本籍船の増加を
妨げる、又は減少を招きかねない一因となっており、外航海運業の所管
官庁である国土交通省には度々改善を申し入れているものの、電波法
は総務省の管轄であることから一向に改善の兆しが伺えない。

民間団体
総務省
国土交通省

日本籍船舶において無線局を開設・運用するためには、無線局が日本の基準を満た
すことを確認するために、日本の資格保有者が検査を実施する必要があります。

また、電波の能率的な利用を図るため、電波法では、無線局の無線設備の操作は、
原則として一定の資格を有する無線従事者でなければ行ってはならないことを定めて
います。

第一級海上特殊無線技士は、外航船舶等に施設される無線設備を操作するために
必要とされる資格です。

電波法施行規則第
二十八条
電波法第二十七条
無線局免許手続規
則第十五条の二
電波法第三十九条
電波法施行令第三
条

対応不可

船舶の航行に係る無線機器については、人命の安全、財貨の保全等のために極め
て高い信頼性が要求されることから、SOLAS条約等の国際条約により、主管庁の検査
が義務づけられています。

主管庁として、これらの無線機器が送信する電波や機能が適切であるか確認する必
要があることから、これらの無線機器の検査の大幅な簡素化は困難と考えます。

なお、電波法第二十七条にて取得した無線局免許は、廃止手続きと同時に開設申請
を行うことで、無線局免許手続規則に基づき、工事設計書の記載を簡略化することが
可能となり、国内無線局免許の再取得が容易となります。

また、無線従事者資格は船舶に施設される無線設備の操作に必要とされているもの
です。

1570 令和3年8月6日 令和3年9月10日
戸籍謄本の入手方
法の簡素化

現在、戸籍の入手には、戸籍が登
録されている市区町村の役場へ、
郵便により本人が直接申し込まな
ければ入手できません。戸籍の登
録地は自由に移動できますが、個
人の思いもあって、生誕地や、親先
祖の住所地等に置いておきたい、
等の思いからそのような地に登録
する場合があり、小職も同様です。
そのため、県外へ出て働く者にとっ
ては、現住所から遠く離れた県外に
在る戸籍の役場への郵便による申
請となります。その場合、下記書類
が必要です。
①申請事項を記載した書類に捺印
②入手希望本人の写真付き確認証
の写③手数料としての定額小為替
④切手貼付の返信用封筒
これらを本籍地の役場へ郵送し、手
元に届くのは約一週間後です。

簡略化して戴きたいのは、①現住所地の役場での申請か、全国どこの
役場での申請か、いずれかでの申請が可能にして戴ければ、大変有難
く思います。②なお、インターネットで申請ができれば、更に進んだ改革
になると思います。
戸籍謄本は、いろいろな場合に必要となります。どうぞ、ご検討の程よろ
しくお願いい申し上げます。

個人 法務省 番号７及び893の回答をご参照ください。

1571 令和3年7月20日 令和3年9月10日
郵便事業の為替制
度

各市区町村に戸籍や住民票を郵送
請求することがあるが、その際、定
額小為替で支払うことを求められ
る。
定額小為替は購入手数料が高すぎ
て、期限まであるため、使い勝手が
非常に悪い。
証明書を受け取る側からすれば、
税金を支払ってるのと何ら変わらな
いのであるから有効期限もなく郵送
もできる収入印紙に統一してもよい
のではないか。国税なのか地方税
なのかは国民の側には関係ないと
考える。

郵便局が不当に手数料収入を得ている。
郵便局員の精算処理業務が減る。
有効期限が切れたときの処理が煩雑過ぎる。
収入印紙ならば、コンビニでも購入できる。
有効期限もないし、購入手数料もない。
郵送も普通郵便で何ら問題ない。

個人 総務省
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするもの

につき、手数料を徴収することができるとされており、当該手数料に関する事項につい
ては、条例でこれを定めなければならないとされております。

地方自治法第227条
地方自治法第228条

対応不可

普通地方公共団体の歳入は、地方自治法第235条の規定により金融機関が指定さ
れている場合には、証券をもって納付することができるとされており、証券には、郵政
民営化法律第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書が含まれているた
め、定額小為替をもって納付することができます。

それを踏まえ、手数料の納付に定額小為替用いるかについては、各地方公共団体で
判断されるべきものと考えます。

一方で、手数料は、特定の者に提供する役務に対し、その費用を償うため又は報償
として徴収する料金です。印紙は、国の手数料等の納付に用いるものであることから、
国の収入となるため、御提案にあるように、地方公共団体の手数料の納付を印紙に統
一した場合は、国から地方公共団体へ財源を移管する際の費用を償うために手数料
が上がり、住民の不利益に繋がるおそれがあります。

そのため、地方公共団体の手数料の納付方法を印紙に統一することはできません。

1572 令和2年12月18日 令和3年1月27日
就労証明書の様式
統一

地方自治体ごとに異なるフォーマッ
トになっている就労証明書の様式を
統一し、様式のデジタルデータも入
手できるようにする。

地方自治体ごとに就労証明書の様式が統一されていない、かつ地方自
治体が交付している用紙のため、会社の総務担当者が1件ごとに手書き
で作成している。
時期によっては多数作成するが、従業員の住所が近隣市区町村にわ
たっているため、多大な負担になっている。
フォーマットを統一し、デジタルデータの提供があれば、負担軽減とな
る。

個人
内閣府
厚生労働省

番号51の回答をご参照ください
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1573 令和2年12月18日 令和3年1月27日
保育園の入園申し
込みについて

子どもの保育園の入園申し込みの
際、両親の在職証明書や入園申し
込み書が手書きの用紙ではなく全
てインターネット上で完結すると良
いと思います。

育休中の子の母は、在職証明書のために会社と郵送のやりとりが(状況
により印鑑のために直接出向くことも)あり大変です。在職証明書に必要
な印鑑は本社のものが必要になるため、在籍する場所が地方の営業所
や店であった場合、それらの郵送作業などが発生し時間もコストもかか
り嫌な顔をされることもあります。
もし記入ミスがあった場合、役所から不備のあった書類が返送されてくる
のでその際にも郵送コストがかかってしまいますし、期限内に再提出す
るとなると会社も役所も慌ただしい作業を強いられます。
そして申し込み窓口も、私が住む広島市安佐南区では福祉センター1カ
所のみで行われており、時期によっては待ち時間もとても長く、小さな子
ども連れでは負担も大きいです。
待機児童も多くて毎月とても申し込み数が多いことと、年度が変わるタイ
ミングや希望園の変更など再度申し込みし直すこともあり、インターネッ
ト上でできれば窓口の方にとっても申込者にとっても良いと思います。

個人
内閣府
厚生労働省

番号51の回答をご参照ください

1574 令和2年12月18日 令和3年1月27日
保育にかかる勤務
証明書の全国書式
統一のお願い

各市町村が保育所入所申込み時
や保育所利用者に対して年一回、
勤務先担当者による手書きでの発
行を求めている勤務証明書(育児休
業証明書等)の書式を、全国統一の
書式にしていただきたい。
統一されることにより住民票のよう
にシステム開発による証明書発行
の電子化が可能になり、証明書作
成の手間と業務負担が大幅に軽
減、かつ正確な発行が可能になる。
市町村が発行する住民票などは有
料ですが、勤務証明書は当然無料
で対応。しかしながら発行にかかる
人件費は、手書きし、役席者の確
認も必要で住民票よりコストが掛
かっている。手書きによる発行作業
にも時間がかかり、入所申し込み
手続きの負担が育児中のパパママ
を追い詰めている。

勤務証明書の現状
?各市町村が、それぞれ定めたバラバラの書式に、本人記入は無効で、
勤務先担当者が必ず手書きするよう求めている。
?各自の氏名、自宅住所など個人情報も勤務先担当者が記入
?保育所申し込みの度に期限までに発行が必要。かつ、かなりタイトな期
間での発行、提出を求められる。保育所にはなかなか入れず度々申込
が必要。
?入所後も毎年、父母両方のそれぞれが勤務先からの証明書をほぼ同
じ時期に求められ、かつ、担当者の手書き必須とされている為かなりの
業務負担。一斉入所申し込み時期の１２月、入所決定の２～３月、復職
確認のための証明書が４月～５月と発行依頼が殺到する時期が毎年重
なる。
?なかなか入所できない弱い立場の保活者が立場的に強い市町村に無
理な短期間での書類提出を求められて、至急発行して欲しいと泣きつか
れ、郵便では間に合わず0歳児を連れて会社まで電車に乗って書式持
参し発行を依頼しに来る事もある。もちろん本人の前で担当者がすべて
手書きし発行。
→提案
各市町村が定めた書式は、項目がほとんど同じなので、証明項目統一
は可能と思われるので、全国統一の勤務証明書の書式を定めてもらえ
ると、各社で人事情報システムからの電子発行のシステム開発やエクセ
ルでの作成なども可能で、爆発的に業務負担が減り業務効率化が可
能。メールでの発行対応なども可能になり在宅勤務での対応も可能にな
る。
いくつかの市町村の書式をサンプル保管しているのでご希望であれば
提出します。
本件は、全国の一般企業で働く社員の子どもの数だけ同じ作業が繰り
返されており、人事部門の人間であれば、同様の業務負担を強いられて
いる事案です。

個人
内閣府
厚生労働省

番号51の回答をご参照ください

1575 令和2年12月18日 令和3年1月27日
入札参加資格審査
申請書の簡素化の
お願い

国・地方自治体等に於いて、多くの
場合2年に一度、入札参加資格審
査申請をし、入札に参加出来る企
業か否かを判断しているが、市区
町村ごとに様式が違うため、作業が
非常に煩雑になる。
国の指導で様式、提出書類を統一
していただきたい。

私は営業職であるが、人員の関係もあり入札参加資格審査申請書を作
成している。東北支店ですので、東北六県の自治体の申請書を作成し
ている。数にして150以上の申請書を作成している。そしてほとんどの自
治体で様式が違ったり、添付する書類が違ったりする。同じようなことを
書いていても、様式が違えばそれに書かなければならない。様式の通り
に書かなければ再提出を要求してくる。
参加するかどうかもわからない自治体の入札参加資格申請書を作成す
るのは非常に非効率。面倒な書式の自治体であれば、1日を作成に充て
ることもある。いつ何時、その自治体から工事が発注されるかわからな
いので参加するかどうかもわからない自治体に申請しないわけにもいか
ない。
この作業に少なくても2か月を費やす。私の仕事の六分の一だ。
非効率極まりない。
自治体によっては郵送ではなく持参を求めてくる。そうすれば一日がかり
にもなる。特に書類が面倒で持参が多いのが福島県の自治体だ。嫌が
らせとしか思えない。
以下要望です。
1.全国統一様式にしてほしい。
2.添付書類も統一にしてほしい。
3.書類はすべて郵送（宅急便可）にしてほしい
4.PDFでメールで申請できるようにしてほしい。
5.押印は無しにしてほしい。
これだけで多くの人が無駄な労働から解放される事と思います。
よろしくお願いいたします。

個人 総務省 番号127の回答を参照ください
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1576 令和2年12月18日 令和3年1月27日
測量士と土地家屋
調査士について

国家資格である国土交通省管轄の
「測量士」と、法務省管轄の「土地
家屋調査士」について、測量作業に
ついてはどちらの有資格者であって
も行っているが、所有権界と筆界の
違いについて一般には分かりにく
い。
登記を申請する場合には「測量士」
が境界確定した土地については「土
地家屋調査士」が再度測量する必
要がある。
測量した境界が誤っていた場合は
『所有権界の合意』という逃げ道で
責任を逃れる測量士も存在する。
統一資格もしくは、資格業のきっち
りとした住み分けが必要と考える。

登記を申請する際には『土地家屋調査士』が筆界であるという根拠を
持って測量するものであるが、一般的には通常の売買の際には測量会
社または土地家屋調査士事務所(法人)の【境界確定測量】を経て、面積
が確定し、その面積で売買が行われている。
土地家屋調査士事務所(法人)の場合は、その測量が誤っていた場合に
は責任を負うが、測量会社の場合には筆界を扱っていないので、所有者
同士の「所有権界の合意」であるという事で、筆界と異なる形で測量をし
てもその責任を負わせるのは難しい。
これは買主が購入した図面で登記を申請しようとした時に判明する事が
あり、トラブルになるケースも存在する。
両方の資格持っている者は、【境界確定測量】に関しては測量会社で行
い、登記の場面になれば土地家屋調査士の名前で作業するものが多
く、万が一境界紛争になっても「所有権界の合意」なので責任を負いませ
んと、セミナーで講演する者まで存在する。
有資格者であっても理解が出来ていないものも多く、隣接業である『宅地
建物取引主任士』等に関しては、そのほとんどが知らずに業務をこなし
ている。
違う省庁で似たような作業をする資格があるのも問題があるし、そもそも
一般の人には測量士と土地家屋調査士の違いは理解し難い。
二重に作業するような無駄を無くし、不動産取引を正確で円滑にする為
にも、統一資格または資格業の住み分けをしっかりするべきと考える。
簡易なものであれば≪測量士の筆界と誤認させる測量作業の禁止≫
大胆な変革となれば≪統一資格≫

個人
法務省
国土交通省

番号291の回答をご参照ください

1577 令和2年12月18日 令和3年1月27日
マイナンバーカード
活用

障害者手帳 愛の手帳をマイナン
バーカードで代替。手帳廃止。
国民健康保険以外の健康保険もマ
イナンバーカードで代替し、会社退
職の際の保険切り替えも申請不要
の自動化。
年金も同様に。子どもの医療証も同
様。

手帳等 証明書発行コスト削減。
個人

厚生労働省
総務省

番号112の回答をご参照ください

1578 令和2年12月18日 令和3年1月27日 車検制度改革

現在、初年度登録後初回車検は3
年後、2回目以降は2年おきとなって
いるが、これを初回車検は4年後、2
回目以降を3年おきとするなど緩和
する。

現在の車検制度は、戦後まもなくの、自動車が突発的かつ重大な故障
が発生し得るものであった時代に合わせて設計された制度である。

異常を事前に検知可能とする様々なセンサーが搭載され、また、設
計・生産の精度が向上して重大な故障が起きることは滅多にない現代
の自動車に対しては、現在の車検の頻度は過剰といえる。

このように、自動車の品質に対して車検が過剰に行われており、自動
車整備に関連する事業者・従事者が多数存在しているのが現状であ
る。

車検頻度が減ることにより、それ自体に生産性のない整備保守業務で
ある自動車整備に消費されているこれらのリソースを、他の生産的活動
に活用することができるのではないか。

個人 国土交通省 番号77の回答をご参照ください

1579 令和3年8月6日 令和3年12月2日
引越しの手続き、ま
た落とし物につい
て。

引越しの手続きを簡略化してほし
い。
特に車検証と免許証の住所書き換
え。
これを役所でできるようにしてほし
い。
また、保健証やマイナンバーカード
などの落とし物に関してはルールを
定めたうえで公的機関に直接届け
るかポストに投函できるシステムも
お願いしたいです。

引越しの手続きで一番面倒だったのが、車検証の変更です。
実は無料でする場合、軽自動車だと軽自動車協会に行かないといけま
せん。書き方が難しいうえ県に一ヶ所しかなくあまりの混みぶり車屋に有
料で頼んだ記憶があります。
自動車税、もしくは車庫証明を提出しないといけない自治体には役所に
て無料で手続きできるシステムがあるとものすごく助かります。
税金だけとって管理しないのも虫が良すぎますね。そうすることで免許セ
ンターの負担軽減や車の所有者を管理できることで自動車税などの管
理もしやすくなるのではないでしょうか？
また、落とし物でマイナンバーカードや保険証忘れるというのが勤務先
であります。
住所や持ち主がわかっているのに、個人情報上直接届けることができな
いことが多いです。
そういう時に郵便ポストに例えば、落とし物とわかるようにしてハガキに
貼るなどしてを入れるようにできれば自治体の方に届けられ、自治体か
ら再発行の連絡などできるのではないでしょうか？

個人

デジタル庁
警察庁
総務省
国土交通省
厚生労働省

【警察庁】
 遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(以下「物件」という）には、遺失物法が適用され、同法が
定めるところによって返還に係る手続き等がされています。この遺失物行政は、物をなくして
困っている人の立場に立ち、その財産の回復を図るという重要な警察業務であるというだけで
なく、国民一人一人の善意により拾得された物件が遺失者に返される制度として国民の間に古
くから定着しております。
 
  同法では、物件を拾得した者は、これを遺失者に返還するか、又は警察署長に提出しなけれ
ばなりません。保険証やマイナンバーカードを他の公的機関に届け出ること及びポストに投函
することは現行制度上認められていません。
  警察署長が物件の提出を受けた場合、これを速やかに遺失者へと返還するため、当該物件
と同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無の確認、公告及びインターネット公表を行
うほか、必要に応じて当該物件の所有者等に関する情報を所有している者への照会を行いま
す。

【総務省】
引越しに伴う軽自動車保有関係手続については、自動車検査証の記載事項変更（軽自動車検
査協会）、軽自動車税の申告（地方公共団体）及び軽自動車の保管場所の届出（警察署）など
各種行政手続が必要です。また、軽自動車保有関係手続の一部手続については、「軽自動車
保有関係手続のワンストップサービス（軽自動車OSS）」を利用することによって、インターネット
上で、電子的に申請を行うことが可能となっておりますが、現状、引越しに伴う手続については
対象外となっております。

【国土交通省】
引越しに伴う軽自動車保有関係手続については、自動車検査証の記載事項変更（軽自動車検
査協会）、軽自動車税の申告（地方公共団体）及び軽自動車の保管場所の届出（警察署）など
各種行政手続が必要です。また、軽自動車保有関係手続の一部手続については、「軽自動車
保有関係手続のワンストップサービス（軽自動車OSS）」を利用することによって、インターネット
上で、電子的に申請を行うことが可能となっておりますが、現状、引越しに伴う手続については
対象外となっております。

【警察庁】
遺失物法第４条、第
６条、第７条、第８
条、第12条
遺失物法施行規則
第６条

【総務省】
情報通信技術を活用
した行政の推進等に
かかる法律第６条

【国土交通省】
情報通信技術を活用
した行政の推進等に
かかる法律第６条

【警察庁】
事実誤認

【総務省】
検討を予定

【国土交通
省】
検討を予定

【警察庁】
拾得物件がマイナンバーカードや保険証であっても、拾得者から遺失者に直接返還

することは可能です。
また、当該拾得物件をお近くの警察署等に提出していただいた場合には、遺失者に

返還するため、当該物件に記録された事項を確認し、遺失者へ連絡するなど、警察署
において必要な措置を講じています。

【総務省】
引越しに伴う軽自動車保有関係手続については、国が実施する登録車の引越しに伴う
手続にかかる取組なども踏まえ、申請者の負担軽減につながるよう、軽自動車におけ
るOSS対象手続の拡大等について関係機関とも調整しながら検討してまいります。

【国土交通省】
引越しに伴う軽自動車保有関係手続については、国が実施する登録車の引越しに伴う
手続にかかる取組なども踏まえ、申請者の負担軽減につながるよう、軽自動車におけ
るOSS対象手続の拡大等について関係機関とも調整しながら検討してまいります。
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規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の分

類
対応の概要

提案
主体

所管省庁

所管省庁の検討結果 ワーキン
グ・グ

ループに
おける処
理方針

番号
所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項 提案の具体的内容 提案理由

1580 令和3年5月26日

身障者用設備（車椅
子用）ステッカーシー
ルの販売に関する
件

車椅子用等のステッカー販売に、
しっかりとした規制を設けるか官公
庁（県や市町村）を通しての販売の
みをお願いしたい。

家族に高齢で要支援・要介護で歩行が困難な者がいるため、障害者専
用駐車場が優先で利用できる駐車場利用証を役所から発行してもらっ
ていますが、ショッピングセンター等に設置されている障害者専用の駐
車場には、車椅子用ステッカーを貼った車でいつもいっぱいです。待機
中幾度となく目にするのは、買い物を終えて車に戻ってくる人達が普通
に歩いたり走っている光景です。優先駐車場に止めている車の３台に１
台は、歩行が困難ではなくまた高齢とは程遠いまだまだ若い人達なので
す。どこかで買ったステッカーを車の後ろに貼っただけで、たぶんお店に
一番近い駐車場を利用して楽に済ませようとしているのだと思います。
誰でもネット上で買うことができるステッカーであれば、考えたくはないの
ですが悪用する人がいるかもしれません。本当に障害のある人や高齢
の人達がスムーズに気兼ねすることなく利用できるよう対策していただ
き、弱者に優しい社会を実現していただきたいと思います。

個人 内閣府 調整中

1581 令和3年5月26日

健康保険証に生涯
の診察券・カルテ及
び各種検査記録
データー・運転免許
証・マイナンバー
カード他を一体化。

健康保険証に一生の医療記録をＩＣ
チップやクラウドに入れておくことに
より効率的な医療及び医療資源の
適用と、的確な診断をすることが出
来る。

病院ごとの各種検査実施と医薬品投与は、重複とも思える。また、カル
テと検査記録に一貫性な記載事項を読み取れて、的確な診断と治療が
できるのではないか。また、病院の廃院及び天変地異による医療機関
の壊滅によるカルテ及びレントゲンなどの検査記録、投薬内容の喪失は
大変なことである。全て一からになる。喪失よる時間と費用の回復は、ほ
ぼ不可能ではないか。時系列的に、一生に及ぶ各種記録を保持するこ
とは的確な診断が出来やすく、誤診を避けることが出来る。以上の理由
に健康保険証（出来れば、運転免許証とマイナンバーカードと金融カー
ドも一体にすれば、一枚でほぼ生活が出来る。）究極の国民生活カード
になる。これによる時間と費用の約集効果は膨大になる。但し、量子コ
ンピュウターによる暗号化は必要条件である。以上です。

個人

警察庁
厚生労働省
デジタル庁
内閣官房
総務省

調整中

1582 令和3年11月8日 令和3年12月2日
個人番号（マイナン
バー）の銀行業務・
事務での活用

個人番号（マイナンバー）を銀行の
業務・事務で活用することを可能と
する。

○デジタル・ガバメント閣僚会議の下部会合「マイナンバー制度及び国と
地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」の検討課題として、
「マイナンバー制度の利活用範囲の拡大」があげられ、金融分野として
は、公金受取口座、複数口座の管理や相続等の利便向上、預貯金付番
のあり方等の検討が進められている。
○銀行が以下のような業務・事務にマイナンバーを利用することが可能
になれば、地公体や銀行等の業務・事務の効率化につながる。
・名寄せ業務への活用により、ペイオフ対応の精度を向上できる。
・地公体等からの預金口座照会対応、税金収納・還付事務、預金差押え
事務等、他機関との預金者情報の共有にあたり、マイナンバーをキーと
した検索等を行うことで正確で効率的な対応が可能になる。
○また、地公体の住民情報データベースと銀行の顧客情報データベー
スを連携させ、自動で顧客情報（住所・氏名等）が即時更新される仕組
みが構築されれば、顧客が各行に住所変更手続き等を行う必要がなく
なるため、顧客の利便性が大幅に向上する。
○「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキン
ググループ」において、預貯金付番のあり方等に加え、銀行の業務・事
務へのマイナンバーの利用範囲の拡大について検討していただきたい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

デジタル庁
金融庁
総務省

マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律」に定められた社会保障・税・災害対策分野の行政事務や、これに関して行
われる事務において、必要な限度で利用可能とされています。そのため、現行の法令
上、金融機関は、預金保険機構が預金者等の債権額の把握のために行う資料提出の
求めへの回答や、税務署が行う税務調査における預貯金照会への対応等において、
マイナンバーを利用することができます。

また、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググルー
プ」での検討も踏まえ、令和３年５月12日に成立した「預貯金者の意思に基づく個人番
号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」の第９条の規定により、金融機関
は、預金保険機構に対し、預貯金者の本人特定事項（氏名、住所及び生年月日）及び
マイナンバーを正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることが
できることとされました。

さらに、同じく令和３年５月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法
律の整備に関する法律」により「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律」が改正され、マイナンバーカードによる公的個人認証サービ
スにおいて、主務大臣の認定を受けた金融機関等の民間事業者を含む署名検証者
は、住民本人の事前の同意があるときは、地方公共団体情報システム機構から、住民
の最新の住所等の基本４情報の提供を受けることができることとされました。

・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律第９
条

・預貯金者の意思に
基づく個人番号の利
用による預貯金口座
の管理等に関する法
律第９条

・デジタル社会の形
成を図るための関係
法律の整備に関する
法律第48条

・電子署名等に係る
地方公共団体情報シ
ステム機構の認証業
務に関する法律第18
条第３項

対応

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」
については、法律の公布日から３年以内に施行することとなっており、施行に向け、準
備を進めております。
また、最新の住所等の基本４情報の提供に関しては、令和４年度中の施行に向けて、
準備を進めております。
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